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第370回高知県議会（２月）定例会日程

月 日 曜 日 会 議 行 事

２月21日 水 本会議

開会

会期の決定（30日間）

議案の上程85件（予算41、条例33、その他11）

提出者の説明

濵田知事

22日 木 休 会 議案精査

23日 金 休 会 （祝日）

24日 土 休 会

25日 日 休 会

26日 月 休 会 議案精査

27日 火 休 会 議案精査

28日 水 休 会 議案精査

29日 木 本会議
質疑並びに一般質問

明神議員 中根議員 橋本議員

３月１日 金 本会議
質疑並びに一般質問

２日 土 休 会

３日 日 休 会

４日 月 休 会 議案精査

５日 火 本会議
質疑並びに一般質問

上田議員 岡本議員 田中議員

６日 水 本会議
質疑並びに一般質問

西内議員 加藤議員

７日 木 本会議

質疑並びに一般質問（一問一答）

土森議員 細木議員 坂本議員 畠中議員 寺内議員

竹内議員 塚地議員

８日 金 本会議

質疑並びに一般質問（一問一答）

岡田(竜)議員 武石議員 戸田議員 槇尾議員

下村議員 横山議員 土居議員

委員会付託

９日 土 休 会

10日 日 休 会

11日 月 休 会 委員会審査
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委員長報告

討論

岡田(芳)議員
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提出者の説明

濵田知事

採決

議案の上程（議発第１号―議発第３号）

採決

議案の上程（議発第４号―議発第６号）

採決

議案の上程（議発第７号）
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常任委員の選任
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議長辞職の件
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副議長の選挙
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 第 27 号 令和５年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和５年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和５年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

監 査 委 員 
事 務 局 長 
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 第 30 号 令和５年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 

 第 31 号 令和５年度高知県国民健康保険事業

特別会計補正予算 

 第 32 号 令和５年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算 

 第 33 号 令和５年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計補正予算 

 第 34 号 令和５年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和５年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 36 号 令和５年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 37 号 令和５年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 38 号 令和５年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 39 号 令和５年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 40 号 令和５年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 41 号 令和５年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 42 号 障害のある人もない人も共に安心し

て豊かに暮らせる高知県づくり条例

議案 

 第 43 号 高知県女性自立支援施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例議案 

 第 44 号 こうち奨学金返還支援基金条例議案 

 第 45 号 高知県公立学校情報機器整備基金条

例議案 

 第 46 号 高知県部設置条例の一部を改正する

条例議案 

 第 47 号 公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例の一部を改正する条例議案 

 第 48 号 知事等の損害賠償責任の一部免責に

関する条例及び高知県税条例の一部

を改正する条例議案 

 第 49 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県住民基本台帳法施行条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 51 号 高知県消防法関係手数料徴収条例等

の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県後期高齢者医療財政安定化基

金条例の一部を改正する条例議案 

 第 53 号 高知県国民健康保険法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 54 号 高知県住民基本台帳法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県介護保険財政安定化基金条例

の一部を改正する条例議案 

 第 56 号 高知県介護保険法関係手数料徴収条

例の一部を改正する条例議案 

 第 57 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例及び

高知県指定居宅サービス等の事業等

の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例議案 

 第 58 号 高知県立療育福祉センターの設置及

び管理に関する条例の一部を改正す

る条例議案 

 第 59 号 高知県指定障害児通所支援事業者等

が行う障害児通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例議

案 

 第 60 号 高知県指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する

条例議案 

 第 61 号 高知県精神科病院における任意入院
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者の症状等の報告に関する条例の一

部を改正する条例議案 

 第 62 号 高知県安心こども基金条例の一部を

改正する条例議案 

 第 63 号 高知県女性相談支援センター設置条

例の一部を改正する条例議案 

 第 64 号 高知県立紙産業技術センターの設置

及び管理に関する条例の一部を改正

する条例議案 

 第 65 号 高知県新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金基金条例の一

部を改正する条例議案 

 第 66 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 67 号 高知県家畜保健衛生所条例の一部を

改正する条例議案 

 第 68 号 高知県漁港管理条例及び高知県漁港

区域内における行為の規制に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 69 号 高知県営住宅の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例議案 

 第 70 号 高知県建築基準法施行条例及び高知

県手数料徴収条例の一部を改正する

条例議案 

 第 71 号 高知県港湾施設管理条例の一部を改

正する条例議案 

 第 72 号 高知県警察の設置及び定員に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 73 号 高知県警察手数料徴収条例の一部を

改正する条例議案 

 第 74 号 高知県県立高校通学支援奨学金貸与

条例を廃止する条例議案 

 第 75 号 高知県が当事者である訴えの提起に

関する議案 

 第 76 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 77 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 78 号 行政不服審査法第81条第１項の機関

の事務の受託の廃止に関する議案 

 第 79 号 権利の放棄に関する議案 

 第 80 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 81 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 82 号 県が行う土木その他の建設事業に対

する市町村の負担の一部変更に関す

る議案 

 第 83 号 県が行う流域下水道の維持管理に要

する費用に対する市の負担の変更に

関する議案 

 第 84 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 85 号 一級河川の指定に関する議案 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開会 開議 

○議長（弘田兼一君） ただいまから令和６年２

月高知県議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 議事に先立ちまして、去る１月１日に発生し

た令和６年能登半島地震によって貴い命を犠牲

とされました方々に対し、衷心より哀悼の意を

表しますとともに、被災された方々に対し、心

からお見舞いを申し上げます。 

 

――――  ―――― 

 

諸 般 の 報 告 

○議長（弘田兼一君） 御報告いたします。 

 知事から、池上香会計管理者が病気のため本

日の会議を欠席させたい旨の届出がありました。 

 次に、議会運営委員長から閉会中における委
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員会の審査並びに調査の経過報告があり、その

写しをお手元にお配りいたしてありますので御

了承願います。 

 さきに議決された意見書に関する結果につき

ましては、これを取りまとめ、お手元にお配り

いたしてありますので御了承願います。 

 次に、知事から地方自治法第180条第２項の規

定に基づく専決処分報告がありましたので、そ

の写しをお手元にお配りいたしてあります。 

    委員会報告書、意見書に関する結果に 

    ついて それぞれ巻末455、456ページ 

    に掲載 

 

――――  ―――― 

 

会議録署名議員の指名 

○議長（弘田兼一君） これより日程に入ります。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則の定めるところ

により、今期定例会を通じて次の３名にお願い

いたします。 

   ３番  上 治 堂 司 議員 

   ７番  久 保 博 道 議員 

   20番  畠 中 拓 馬 議員 

 

――――  ―――― 

 

会 期 の 決 定 

○議長（弘田兼一君） 次に、日程第２、会期決

定の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。今期定例会の会期を、本

日から３月21日までの30日間といたしたいと存

じますが、御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、今期定例会の会期は、本日から３

月21日までの30日間と決しました。 

 

――――  ―――― 

 

議案の上程、提出者の説明 

○議長（弘田兼一君） 御報告いたします。 

 知事から議案が提出されましたので、お手元

にお配りいたしてあります。 

    提出書 巻末460ページに掲載 

 日程第３、第１号「令和６年度高知県一般会

計予算」から第85号「一級河川の指定に関する

議案」まで、以上85件を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました議案に対する提出

者の説明を求めます。 

 濵田省司知事。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 本日、議員各位の御出席

をいただき、令和６年２月県議会定例会が開か

れますことに厚く御礼申し上げます。 

 ただいま提案いたしました議案の説明に先立

ち、当面する県政の主要な課題について御説明

を申し上げ、議員各位並びに県民の皆さんの御

理解と御協力をお願いしたいと考えます。 

 初めに、先月発生しました能登半島地震によ

りお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意

を表します。また、被災された方々に対しまし

て心からお見舞いを申し上げます。 

 本県においては、地震発生直後から市町村や

警察と共に、被災地における救助救出活動や保

健活動に加え、避難所の運営や住宅の被害調査

に必要な職員を派遣するなど積極的に人的支援

を行ってきました。また、県民の皆さんから多

くの義援金をいただくなど、県を挙げて被害に

遭われた方々を応援しています。引き続き、全

国知事会とも連携しながら、被災地の早期復興

に向けてできる限りの支援を続けていきます。 

 一方、今回の地震は、南海トラフ地震発生の

切迫度が高まる本県にとって決して人ごとでは
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ない事態だと認識しています。これを教訓とし

て一連の対策を強化し、スピード感を持って実

行してまいります。 

 昨年は、新型コロナウイルス感染症の５類感

染症への移行によりコロナ禍への対応は大きな

転換点を迎え、全国的に社会経済活動の正常化

に向けた動きが加速しました。加えて、本県で

は連続テレビ小説らんまんの放送や台湾からの

定期チャーター便の就航も追い風となり、県経

済の本格的な回復への歩みを進めた一年であっ

たと捉えています。 

 来る令和６年度は、知事としての２期目が実

質的にスタートする年となります。公約に掲げ

た私が思い描く高知県像を実現するべく、取組

のギアを上げ、ロケットスタートを切りたいと

考えます。一方で、長引く物価の高騰がもたら

す県民や事業者の皆さんへの影響を注視し、しっ

かりと対策を講じます。 

 そして何より、県政の最重要課題である人口

減少の克服に向けて道筋をつけ、高知の未来を

切り開いていく、その新しい一歩を踏み出す一

年にしたいと考えます。 

 そのためにも、引き続き共感と前進を県政運

営の基本姿勢として、県民の皆さんとの対話を

通じて県政に対する共感をいただく。そして、

課題の解決に向けて前進し、成果を上げること

で県政をより一層進化させます。 

 これまで「濵田が参りました」などにおいて、

様々な現場の声をお聞きしてきました。来年度

は、市町村をはじめ、先進的な取組を行う企業

や団体を訪問するほか、若者と意見交換を行う

など、県政の重要テーマに関してお話を聞かせ

ていただく機会を設けたいと考えます。そして、

いただいた県民の皆さんの声をより一層県政に

反映するよう努めます。 

 また、県政の進化に当たっては、新たな時代

の潮流であるデジタル化、グリーン化、グロー

バル化を先取りし、産業、生活、行政の各分野

にわたる施策を絶えず更新していきます。 

 デジタル化については、ＡＩやＩｏＴなどの

デジタル技術が急速に発展し、かつ、こうした

技術の低価格化や汎用化が進み、日常生活に着

実に普及してきています。また、デジタル技術

は先進国のみならず途上国にまで広がっており、

地球規模で距離的な制約が取り払われつつあり

ます。こうした動きをしっかりと捉え、大都市

部からの遠隔地というハンディの克服、ＡＩを

活用した様々な課題の解決、ドローンなどの最

新技術を駆使した業務の省力化や産業の高付加

価値化といった観点から各分野の取組を強化し

ます。 

 グリーン化については、地球温暖化の進行に

歯止めがかかっておらず、洪水や干ばつ、酷暑

といった異常気象が世界で頻発しており、脱炭

素への対応は人類共通の課題となっています。

こうした中、本県の強みである豊かな自然資源

を生かした森林吸収源対策や再生可能エネル

ギーの利用拡大といった取組を通じてＣＯ２の削

減と経済の活性化を一層進めます。同時に、脱

炭素化に資する製品や技術の開発に挑戦し、経

済と環境の好循環の創出を目指します。 

 グローバル化については、様々な分野での技

術進歩もあり、国境を越えて経済的、社会的な

結びつきがますます強まっています。加えて、

コロナ禍において低迷していた世界経済は堅調

に回復を続けており、東南アジアをはじめとし

た新興国の経済は飛躍的に成長しています。人

口減少に伴う国内市場の縮小を見据え、こうし

た世界の動向を県経済に取り込み、県産品の輸

出拡大やインバウンド観光の振興といった取組

をさらに充実させ、持続的な経済成長を実現し

ます。 

 このように世界的な新たな時代の潮流をつか

み取り、県政の諸課題を解決していくためには、
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これまで以上に斬新で柔軟な発想に基づいた政

策を立案する必要があります。加えて、人口減

少問題をはじめとして、複数の分野にまたがり、

全庁的な対応が必要な課題が増えており、部局

横断的な取組がより一層求められています。こ

のため、県政の司令塔として新たに総合企画部

を設置し、政策立案機能と総合調整機能をさら

に強化したいと考えます。 

 今後も私自身が先頭に立ち、県民の皆さんと

心を一つにして幾多の県政課題を乗り越え、そ

の先にある、元気で豊かな、そしてあったかい

高知県を実現し、次世代に引き継いでいけるよ

う全力で挑戦を重ねてまいります。 

 県政における最重要かつ喫緊の課題は、本県

の将来を左右する人口減少への対応です。 

 本県では、若年人口、とりわけ女性の若年人

口の減少に伴って婚姻件数や出生数が減り、さ

らなる若年人口の減少を招くという負の連鎖が

生じています。先月公表した昨年の出生数は速

報値で過去最低の3,380人と、２年続けて大幅に

減少しており、この状況はもはや一過性のもの

ではなく、少子化傾向がますます加速している

という厳しい現実を突きつけられました。 

 こうした状況から脱却するためには、若年人

口の減少を何としても食い止め、持続可能な人

口構造へと転換していかなければなりません。

その際には、第１に、地産外商や観光振興といっ

た取組による、いきいきと仕事ができる高知、

第２に、教育の振興や子育て支援などを通じた、

いきいきと生活ができる高知、第３に、南海ト

ラフ地震対策やインフラ整備による、安全・安

心な高知、これら目指すべき３つの高知県像の

実現に向けて、総合的に施策を展開することが

必要です。 

 こうした考え方を踏まえ、現在のまち・ひと・

しごと創生総合戦略を全面的に改定し、本県の

人口減少対策のマスタープランとなる高知県元

気な未来創造戦略を策定することとしました。

この戦略に基づき、四、五年後までに若年人口

の減少傾向に歯止めをかけ、おおむね10年後に

は現在の水準まで回復させることを目指して不

退転の決意で人口減少対策に取り組みます。具

体的には、戦略に掲げた３つの柱ごとに明確な

数値目標を定めて施策を展開します。 

 １つ目は、魅力ある仕事をつくり、若者の定

着につなげる取組です。若年人口の増加に向け

ては、産業振興の取組を通じた若者にとって魅

力ある仕事の創出と、県内就職の促進などによ

る若者を中心とした人材の確保が欠かせません。

このため、依然として全国下位にある１人当た

りの県民所得を押し上げることができるよう、

デジタル化や省力化などを通じて各産業分野に

おける生産性向上を強力に支援し、事業者の賃

上げにつながる環境をつくり出します。また、

これまで男性中心の職場と考えられてきた建設

業や１次産業においても女性の進出が進むよう、

デジタル技術の導入を促進するほか、女性が働

きやすい環境の整備への支援を行います。 

 こうした魅力ある仕事づくりに合わせて、県

内で就職した若者の奨学金返還を企業と共に支

援する制度の創設などにより、若者の県内就職

の促進と定着を図ります。あわせて、移住の促

進や外国人材の受入れといった人材確保の取組

を強化します。 

 ２つ目は、婚姻数の増加を図るため、出会い

や結婚をしっかりと後押しし、結婚の希望をか

なえる取組です。具体的には、こうち出会いサ

ポートセンターにおいて、民間の結婚相談所と

の連携・協力体制を新たに構築するほか、県東

部と西部にサテライトを開設し、特に中山間地

域において多様な交流機会を創出します。 

 ３つ目は、出生率の向上を目指して、こども

を生み、育てたい希望をかなえる取組です。具

体的には、不妊治療助成の在り方をはじめ、妊
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活を社会全体で応援する施策の充実に向けた検

討を進めます。加えて、出産や子育ての安心感

を高めるため、産後ケア施設の受皿の拡大や、

住民参加型の子育て支援策の強化を図ります。 

 こうした若年人口の増加、婚姻数の増加、出

生率の向上の取組を総合的に進めることにより、

着実に出生数の増加につなげます。 

 また、これらの取組がより効果を発揮し、特

に若い女性に高知を選んでもらうためには、男

は仕事、女は家庭といった、地域に根強く残る

固定的な性別役割分担意識の解消が欠かせませ

ん。このため、男性が育児休業を取得すること

が当たり前という社会を高知県がいち早く実現

することを目指し、私自身が先頭に立って、社

会全体の意識改革を県民運動として強力に推進

します。 

 まずは隗より始めよの考えの下、県庁が率先

して男性の育児休業取得や女性管理職の登用を

進めます。そして、この取組を市町村や事業者

などにも広げ、共働き・共育てをオール高知で

推進します。このため、事業者における男性育

休取得者の代替人員確保に対する支援制度を創

設するほか、従業員のワーク・ライフ・バラン

スに積極的に取り組む企業の認証を進め、その

拡大を図ります。こうした男性の育休取得促進

を中心とした取組を原動力として社会の意識改

革を進めながら、県内外の若い女性の声を丁寧

に聞き取り、専門家の御意見も伺った上で、高

知も変わったよ、変わりつつあるよというメッ

セージを戦略的に発信していきます。 

 特に、若年人口の減少が先行して進む中山間

地域においては、より重点的な取組が必要です。

このため、その指針となる中山間地域再興ビジョ

ンを年度内に策定し、目指す姿の中心に若者の

人口増加を掲げ、少子化対策と一体となった新

たな中山間対策を推進します。 

 取組に当たっては、その具体的な道筋を示す

アクションプランにおいて、若者を増やす、く

らしを支える、活力を生む、しごとを生み出す

の４つの柱を掲げ、関連施策を展開します。そ

の際、施策ごとに県外からの年間移住者数を

3,000人以上にする、無医地区などでのオンライ

ン診療体制の整備率を100％にするといった４年

後の数値目標を定め、ＰＤＣＡサイクルを徹底

します。 

 このアクションプランに基づき、デジタルマー

ケティングの活用や住まいの確保などを通じて

移住、定住の促進に取り組みます。同時に、デ

マンド型交通の導入やオンライン診療による医

療提供体制の確保といった生活環境の整備を進

めます。あわせて、中山間地域の基幹産業であ

る１次産業における新規就業の促進に加え、起

業や事業承継に対する支援などの取組を通じて

仕事の創出を図ります。 

 さらに、こうした一連の人口減少対策の実効

性をより高めるためには、県と市町村が方向性

を合わせ、緊密に連携していくことが何よりも

重要です。このため、10億円規模の人口減少対

策総合交付金を創設し、地域の実情に応じた市

町村の取組を財政面から強力に支援することと

しました。この交付金制度により、自由度の高

い形で新たな人口減少対策に取り組んでいただ

くと同時に、県の施策との相乗効果が期待でき

る事業や市町村独自の先駆的な事業を支援して

いきたいと考えています。 

 また、全庁一丸となって人口減少対策に取り

組めるよう、総合企画部に人口減少対策と中山

間対策を統轄する理事職を置き、推進体制を強

化します。 

 次に、目指すべき３つの高知県像のうち、ま

ずいきいきと仕事ができる高知に向けた取組に

ついて御説明申し上げます。 

 足元の県経済は、個人消費や観光を中心にコ

ロナ禍からの回復軌道に乗りつつあり、雇用者
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所得も緩やかに増加しています。国内外の情勢

に目を転じると、全世界でデジタル化やグリー

ン化が加速しており、その対応が急務となって

います。また、人口減少に伴う国内市場の縮小

に加え、長期化する物価高騰や深刻化する各産

業分野の人手不足は、日本経済の成長の足かせ

となりかねません。 

 このように県経済を取り巻く環境が大きく変

化する中、従来の社会や経済を前提にしたビジ

ネスモデルでは、事業の持続的な発展は望めま

せん。県経済が力強く成長を続けていくために

は、あらゆる産業分野において構造転換を促し、

未来につながる産業づくりに挑戦していくこと

が不可欠です。 

 このため、来年度からの第５期産業振興計画

では、その戦略の柱として、これまでの地産外

商に加え、デジタル化やグリーン化などを通じ

て新たな価値を生み出すためのイノベーション

を据えて一連の施策を抜本強化します。さらに

は、県経済において大きなウエートを占める医

療・福祉分野や土木分野の動向にも目配りをし

ながら取組を進めます。 

 こうした取組を通じて県経済の底上げを図り、

現在全国下位にある１人当たりの県民所得をお

おむね10年後までに全国中位に上昇させること

を目指します。 

 関西圏との経済連携については、関西・高知

経済連携強化戦略に基づく取組により着実に成

果が現れています。外商分野では、昨年７月か

ら先月３日まであべのハルカスに開設した期間

限定店舗の来客者数が５万人を超え、売上額は

当初の目標を大きく上回りました。また、観光

分野では、大阪観光局と連携した誘客の効果も

あり、昨年の外国人延べ宿泊者数は過去最高と

なることが見込まれています。 

 こうした成果も追い風に、来年度は関西圏と

の経済連携のステージをもう一段引き上げ、取

組をより本格化したいと考えています。具体的

には、本年７月にオープンする大阪市梅田のア

ンテナショップを核として、本県の食や自然な

どの魅力を多くの方々にダイレクトかつタイム

リーに発信します。あわせて、県内事業者が外

商に向けた第一歩を踏み出す機会を幅広く提供

し、関西圏における販路拡大をより一層支援し

ます。 

 また、大阪・関西万博では、よさこいの演舞

と街路市を柱としたイベントの開催を予定して

います。本県の魅力を世界へ向けて発信する絶

好の機会となるよう、日本国際博覧会協会や市

町村と具体的な協議を進めます。加えて、万博

を契機に関西を訪れる外国人観光客を本県へ誘

客するため、大阪観光局や関西エアポートと連

携したプロモーションを展開するほか、高知な

らではの旅行商品の造成やセールスに取り組み

ます。 

 さらに、これらの取組を成功へ導くためには、

県人会や関西在住の本県ゆかりの方々の協力が

不可欠だと考えます。こうした皆さんの力をお

借りしながら、イベントの開催などを通じて高

知ファンをさらに拡大することで、一連の施策

の効果をより高めます。 

 今後の国内市場の縮小が見込まれる中、継続

的に経済成長を成し遂げるためには、活力ある

海外市場に打って出なければなりません。この

ため、輸出拡大に向けた取組をもう一段強化し

ます。 

 食品分野では、有機ユズや養殖ブリなどを新

たに戦略品目として位置づけ、生産体制の強化

を図ることに加え、今後の経済成長が見込まれ

る東南アジアでの販売拡大や、インド、中東と

いった新たな市場の開拓に挑戦します。 

 防災関連製品をはじめとするものづくり分野

では、先月インドを訪問し、南部のタミルナド

州でトップセールスを行いました。同州との間
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では、これまで経済交流ミッションや技能実習

生の受入れを進めてきましたが、今回経済連携

や人材交流に関する覚書を締結し、関係をさら

に強化しました。来年度は、こうした関係を生

かして販路拡大を図ることに加え、新たにイン

ドと台湾にアドバイザーを設置するなど、現地

における支援体制を一層充実させます。 

 観光分野では、連続テレビ小説らんまんの放

送という絶好の追い風を生かして、昨年３月か

ら観光博覧会を開催してきました。博覧会も残

すところ１か月余りとなりましたが、牧野博士

ゆかりの地などを中心に、現在も多くの観光客

の皆さんにお越しいただいています。その結果、

昨年の県外観光客入り込み数はコロナ禍前を超

え、過去最高となる472万人を記録しました。 

 こうした勢いをさらに拡大させるため、本年

４月から新たにどっぷり高知旅キャンペーンを

展開します。観光客に高知ならではの魅力をじっ

くり、深く、たっぷりと味わっていただくこと

で、より長期の滞在につなげます。これにより、

県内の観光消費額を一層増加させることに加え、

地域の資源を最大限活用することで中山間地域

の振興を図ります。具体的には、地域の暮らし

や伝統文化といったその土地ならではの素材を

生かした滞在型の観光商品づくりや、宿泊施設

を中心に地域での長期滞在を可能とする受入れ

体制づくりなどを進め、取組を強化します。 

 また、来年春の連続テレビ小説あんぱんの放

送を観光振興につなげるため、やなせたかしさ

んゆかりの地が多くある物部川流域における地

域博覧会の開催に向けて、今月準備組織が立ち

上がりました。この機会を最大限生かして、観

光客の皆さんに周辺の観光地にも広く足を運ん

でいただけるよう、広域観光組織や関係市町村

と連携し、情報発信や受入れ環境の整備などを

進めます。 

 また、インバウンド観光については、全国的

な訪日旅行客の回復をチャンスと捉え、関連施

策を一層強化します。このうち、台湾からの定

期チャーター便については、平均搭乗率が９割

を超えるなど順調に推移しており、先日、本年

10月末までの運航期間延長が決定しました。今

後は観光面や文化面をはじめとした台湾との交

流拡大を図り、次なる目標である定期便化につ

なげます。また、定期便化に必要となる高知龍

馬空港の新ターミナルビルについては、令和７

年度の完成を目指して着実に整備を進め、あわ

せて台湾以外からのチャーター便就航に向けた

誘致活動に積極的に取り組みます。 

 農業分野では、ＩｏＰクラウド、ＳＡＷＡ

ＣＨＩの利用農家数が先月末時点で1,100戸余

りになるなど取組が広がりつつあります。来年

度は営農指導体制を一層強化し、集積された

データを最大限活用して農家に対するきめ細か

な支援を行い、その成果をもって利用農家の拡

大につなげます。加えて、これらの取組と同時

に環境制御装置の導入を進めることで、さらな

る生産の効率化を図ります。また、有機農業の

推進に向けては、新たな栽培技術の開発や、農

家の組織化を通じた販路拡大などの施策を強化

し、環境負荷の軽減と付加価値の向上を目指し

ます。こうした施策と併せて、優良農地の確保

や集積を加速することで本県農業の生産性の飛

躍的な向上を実現します。 

 林業分野では、再造林推進プランに掲げた再

造林率70％という目標の達成に向け、森林クラ

ウド、Clowoodを活用して林業適地への集中投資

を進め、森林資源の再生産を促進します。加え

て、ＩＣＴや高性能林業機械の導入によるスマー

ト林業を推進し、生産性のさらなる向上を図り

ます。また、環境に配慮した森林由来という、

新たな価値が付加された県産材を認証する仕組

みについて検討を進めます。これらの取組を通

じて生産性向上と高付加価値化を図り、本県林
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業の持続的発展を目指します。 

 こうした中、本県の豊かな森林資源をアピー

ルする場として、令和10年度に全国植樹祭を本

県で開催するよう主催団体へ申し出ることとし

ました。この大会を機に、県内外の多くの方々

に本県の森林への理解と関わりをより一層深め

ていただけるよう、市町村や関係団体とも協力

して取り組みます。 

 水産業分野では、高知マリンイノベーション

の取組において、情報発信システムＮＡＢＲＡ

Ｓの機能拡充による操業のさらなる効率化を図

ります。加えて、経営の安定化に資する利益シ

ミュレーションツールの普及拡大や、自動計量

システムの導入をはじめとする産地市場のス

マート化に取り組みます。また、養殖業におい

て、ブリの人工種苗の普及や餌の使用量を削減

する養殖技術の開発などを進め、持続可能な水

産業の実現を図ります。 

 商工業分野については、デジタル化に取り組

む事業者の量的な拡大と質的な向上を目指し、

取組を一層強化します。具体的には、出張デジ

タル講座の開催やデジタルツール事例集の活用

などを通じて、デジタル化の効果を周知・啓発

する機会を拡充します。あわせて、産業振興セ

ンターの支援体制を強化し、全社的なデジタル

化を目指す事業者に対して伴走支援を行うこと

で、新たな付加価値の創出につなげます。 

 これらの取組を支えるデジタル人材の育成に

向けては、高知デジタルカレッジの講座を拡充

し、企業の中核人材や商工団体の職員などのス

キルアップを図ります。加えて、本年４月に開

設される高知工科大学データ＆イノベーション

学群において文理統合型のカリキュラムと課題

解決型学習を実践し、事業者の新たなビジネス

モデルづくりに貢献できる人材の育成に取り組

みます。 

 また、本県から独自性と付加価値の高い製品

や技術をより多く生み出せるよう、関連する補

助制度を拡充し、あわせて産業振興センターを

中心とした専門的な支援体制を強化します。こ

うした取組を通じて事業者の構造転換を強力に

後押しし、稼ぐ力をより一層高めていきます。

このほか、県内におけるキャッシュレス決済環

境の充実を通じて地域活性化を図るため、デジ

タル地域通貨の普及を促進します。 

 産学官民の連携の下、次世代における本県の

柱となり得る産業の創出にも挑戦します。具体

的には、ＡＩによる生活習慣病の予測やデジタ

ル機器を活用した健康状態の遠隔観察といった、

医療、健康に関する製品やサービスの事業化を

目指すヘルスケアイノベーションプロジェクト

を推進します。また、アニメーションの制作に

関わる方や関連企業を本県へ呼び込み、雇用の

創出や地域活性化につなげるアニメプロジェク

トを展開していきます。 

 あわせて、こうした一連の取組を支える人材

の育成と確保を一層進めることに加え、人手不

足の解消に向けてＵ・Ｉターンの促進や外国人

材の受入れ体制の強化を図ります。このうち、

外国人材の受入れについては、インドのタミル

ナド州との覚書の締結のほか、先月ベトナムの

ラムドン省を訪問し、本県への安定的な人材の

送り出しに向けて協力していくことを改めて確

認しました。こうした取組を通じて送り出し国

との関係を一層強化し、人材の受入れを加速す

ることに加え、生活環境や就労環境の充実を図

ることでその定着につなげます。 

 次に、いきいきと生活ができる高知に向けた

取組について御説明申し上げます。 

 日本一の健康長寿県づくりについては、これ

までの取組により健康寿命の延伸や在宅療養体

制の充実といった面で一定の成果が現れてきま

した。 

 しかしながら、依然として中山間地域の医療・
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福祉・介護サービス基盤は脆弱であり、特に担

い手不足への対応が課題となっています。例え

ば、医師が高知市などの都市部に集中する一方、

中山間地域では医師の高齢化や患者数の減少に

伴い、医療機関の閉鎖や縮小が続いています。

また、介護分野では、県内の有効求人倍率が２

倍を超える人手不足の状態が続き、特に中山間

地域ではサービスの提供が困難な状況も生じて

います。加えて、少子高齢化の進行に伴う地域

のつながりや支え合いの力の弱まりによる社会

的孤立のほか、顕在化する8050問題などの複合

課題への対応も求められています。 

 こうした現状を踏まえ、第５期日本一の健康

長寿県構想においては、特に中山間地域におけ

る取組を強化することとし、次の４つの柱を掲

げ、各施策を一層深化、発展させます。 

 まず、１つ目の、健康寿命の延伸に向けた意

識醸成と行動変容の促進では、県民の皆さんが

健康で生き生きと暮らし続けられるよう、特に

全国と比べて高い壮年期男性の死亡率の改善を

図ります。具体的には、働き盛り世代をターゲッ

トに、体重と血糖値に着目した取組を強化しま

す。その際、県民全体の健康増進を図るポピュ

レーションアプローチについては、高知家健康

パスポートアプリを活用したイベントの実施な

どにより、事業所が主体的に従業員の健康づく

りに取り組める環境の整備を進めます。また、

重症化のリスク要因を持つ人に対するハイリス

クアプローチについては、糖尿病性腎症対策に

おいて、より多くの患者の方々に透析予防強化

プログラムに参加していただけるよう、実施医

療機関の拡大に取り組みます。 

 ２つ目の、地域で支え合う医療・福祉・介護

サービス提供体制の確立とネットワークの強化

では、中山間地域を中心に、在宅での生活を希

望される方へのサービスを充実し、高知版地域

包括ケアシステムの深化を図ります。具体的に

は、集会所やへき地診療所におけるオンライン

診療体制の整備のほか、訪問看護師の確保・育

成などに取り組みます。加えて、中山間地域に

おける新たなサービスモデルとして、あったか

ふれあいセンターと介護の専門職が連携し、要

介護の方を受け入れる取組を推進します。 

 また、中山間地域における介護人材不足に対

応するため、訪問介護事業所間で人材を補完し

合う体制の整備を進めます。あわせて、若者に

とって魅力のある職場となるよう、官民協働の

協議会を立ち上げ、介護職場における生産性の

向上や、人材育成に向けた研修体系の再編など

に取り組みます。こうした一連の対策を進める

ことで、中山間地域におけるサービス提供体制

の確立を図ります。 

 このほか、令和12年度に予定されている県内

の国民健康保険料水準の統一に向けて、医療費

の分析に基づいたデータヘルス計画を来月策定

します。この計画に基づき、市町村と一体となっ

て効果的、効率的な保健事業を行うことで、医

療費の適正化と統一保険料の抑制を図ります。 

 ３つ目の、こどもまんなか社会の実現では、

出生数の増加を目標に掲げ、安心して妊娠・出

産・子育てができる社会の実現を目指して取組

を強化します。具体的には、子育て世帯向けの

サービス提供や環境整備を行う事業者への支援

制度を創設するほか、子育て経験者に気軽に相

談できる体制の整備など住民参加型の子育て支

援策を充実します。あわせて、市町村の母子保

健部門と児童福祉部門を一体化するこども家庭

センターの設置を促進し、妊産婦や子育て世帯

に対する相談支援体制の強化を図ります。この

ような取組を通じて、地域全体で子育てを支援

する体制づくりを進めます。 

 ４つ目の、高知型地域共生社会の推進では、

行政主体のたて糸として、多機関協働型の包括

的な支援体制が早期に全市町村で整備されるよ
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う伴走支援を強化します。あわせて、地域主体

のよこ糸として、郵便局などと連携した見守り

活動や、企業と大学生との協働によるイベント

開催といった取組を拡大し、人と人とのつなが

りの再生に向けたネットワークづくりを進めま

す。 

 また、本年４月の改正障害者差別解消法の施

行に伴い、事業者による障害者への合理的配慮

の提供が義務化され、障害を理由とする差別の

解消に向けた取組がこれまで以上に求められま

す。この取組を社会全体で推進していくため、

障害のある人もない人も共に安心して豊かに暮

らせる高知県づくり条例議案を今議会に提出し

ています。 

 近年、複雑化、多様化する教育課題に的確に

対応していくためには、ＩＣＴも活用しながら、

子供たちの個々の状況に応じて、それぞれのニー

ズに合わせた教育を行うことが重要です。また、

学力向上や不登校対策の取組をはじめとする教

育施策の充実を図ることが、子育てしやすい環

境をつくり、ひいては地域の若者の減少に歯止

めをかけることにつながると考えます。 

 来年度からの第３期教育大綱の策定に向けて

は、こうした考えの下、これまでの取組の成果

や課題の検証に加え、デジタル化、グリーン化、

グローバル化の進展といった社会情勢の変化も

踏まえて検討を進めてきました。また、検討の

過程では、高校生や大学生のほか、若手や中堅

の教職員など多くの方々から幅広く御意見を伺

うことにも努めてきました。 

 新たな大綱の基本理念では、これまでの学ぶ

意欲や心の豊かさと郷土への愛着と高い志を示

す２つの人間像に加えて、昨今の社会における

価値観の多様化を踏まえ、新たに多様性と包摂

性という人間像を掲げました。これら３つを体

現する人材の育成を目指して、様々な教育課題

に正面から向き合い、その解決に向けて前進し

ます。 

 まず、学力の向上については、中学校をはじ

めとする基礎学力の定着と、個々の児童生徒に

応じた指導の充実を図ります。１人１台端末の

日常的な活用を一層進めることに加え、授業と

家庭学習など授業外の学びを切れ目なくつなぐ

取組を推進します。あわせて、デジタル技術を

活用した教材や学習履歴を基に、一人一人の学

力に応じた学習指導を実践します。 

 また、不登校については、改善の兆しが見え

てきたものの、依然として不登校児童生徒数は

高止まりしていることから、未然防止と早期対

応の取組を一層徹底します。具体的には、専門

人材による相談支援体制のさらなる充実や校内

サポートルームの設置の拡大に取り組みます。

あわせて、個々の児童生徒の状況に応じた教育

機会の確保を図るため、ＩＣＴを活用した学習

支援を進めるほか、学びの多様化学校の設置に

向けた検討を深めます。 

 さらに、学力向上や不登校対策の取組を効果

的に進めるためには、その基礎となる就学前教

育の充実はもとより、保・幼・小が一体となっ

て子供たちの成長を後押しすることが大変重要

です。このため、高知市のモデル地域における

小学校への円滑なつなぎに向けた取組を県内全

域に展開することで、保・幼・小の連携を一層

強化します。 

 加えて、こうした課題の解決を図るためには、

担い手である教職員の確保や働き方改革への対

応が欠かせません。このため、来年度の教員採

用審査において年齢制限の緩和や社会人採用枠

の新設などを行い、人材の確保に努めます。ま

た、教員業務支援員の配置拡充や校務支援シス

テムによる業務の効率化に加え、若年教員に対

するサポート体制の充実を図ることで負担の軽

減につなげ、教職員がこれまで以上に子供たち

と向き合える環境を整えます。 
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 このほか、若者の県内定着に向けて、小規模

な高等学校における遠隔授業を拡充するなど、

中山間地域においても都市部と遜色ない教育機

会の提供に努めます。あわせて、地元企業と連

携したキャリア教育の充実や、地域との協働に

よる中山間地域の高等学校の魅力化に取り組み

ます。 

 文化芸術の振興については、令和８年度の国

民文化祭開催に向けて官民協働の実行委員会を

立ち上げ、大会の実施計画を策定します。加え

て、開催に向けて市町村が行う文化芸術活動の

磨き上げなどを支援し、準備を着実に進めます。

また、伝統的な祭りや民俗芸能の保存団体と、

大学や企業といった外部の支援者とのマッチン

グを後押しし、中山間地域をはじめとした地域

の価値ある伝統芸能を次世代に継承するための

取組を総合的に推進します。 

 スポーツの振興については、地域における子

供や障害者のスポーツ環境づくり、アスリート

や指導者の受入れに向けた県内企業とのマッチ

ング支援、スポーツツーリズムによるインバウ

ンド誘致などの施策を強化します。加えて、ス

ポーツを通じた地域活性化やスポーツツーリズ

ムの取組をさらに充実するため、スポーツ関連

業務を観光振興部に移管し、部の名称を観光振

興スポーツ部に変更したいと考えます。 

 行政分野におけるデジタル化に向けては、職

員の働き方改革を目指した県庁ワークスタイル

変革プロジェクトを進めています。本年度は、

庁内のモデル職場においてペーパーレスでどこ

でも仕事ができる環境を整備し、場所や紙にと

らわれない働き方への転換を図ってきました。

この取組を通じて、コミュニケーションの活性

化や意思決定の迅速化といった効果も現れてい

ます。来年度はこうした職場を拡大するほか、

生成ＡＩといった新たなツールの活用などによ

り、職員が能力や創造性をより発揮できる県庁

の実現に向けて環境整備をさらに進めます。 

 また、市町村に対しては、職員の意識改革に

主眼を置いた業務改善やデジタル人材の育成を

支援し、スマート自治体への転換を後押ししま

す。 

 このほか、脱炭素化に向けては、道路照明の

ＬＥＤ化や公用車の電気自動車への転換などに

より、県が率先して取組を推進します。加えて、

家庭におけるＣＯ２の削減や光熱水費の中長期

的な負担軽減を図るため、太陽光発電設備の導

入や省エネ性能の高い家電製品の購入に対する

支援を行います。 

 次に、安全・安心な高知に向けた取組につい

て御説明申し上げます。 

 南海トラフ地震対策については、これまで東

日本大震災や熊本地震の教訓も踏まえて行動計

画をバージョンアップしながら取組を進めてき

ました。 

 こうした中、今回の能登半島地震では、半島

部の中山間地域や沿岸地域において多数の建物

が倒壊し、また木造密集地域では大規模な火災

に見舞われました。さらに、各地で道路が寸断

されたことで多くの孤立地域が発生したほか、

救助活動や物資輸送に大きな影響を及ぼしまし

た。このような状況は南海トラフ地震において

も確実に起こると考えるべきであり、早急な対

策の強化が必要です。このため、当面は次の５

つの対策について重点的に取り組むこととしま

した。 

 １つ目は、建物倒壊への対応です。住宅の耐

震化については、地震対策の一丁目一番地とし

て位置づけ、市町村と連携して補助制度の拡充

や低コスト工法の普及などに取り組んできた結

果、昨年度末の耐震化率は88％まで進捗しまし

た。耐震化を一層進めるためには、住宅所有者

の負担軽減を図ることに加え、高齢の方を含め

て前向きに取り組んでいただくことが重要です。
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このため、補助限度額の引上げを行うほか、市

町村と連携した啓発を一層強化します。 

 ２つ目は、火災への対応です。火災対策につ

いては、地震火災対策指針を策定し、出火防止

のための感震ブレーカーの配布や安全な避難の

ための啓発活動などを進めてきました。今後は、

特に木造密集地域における地震火災対策を強化

するため、まずは感震ブレーカーの追加配布を

行います。加えて、国や関係機関による今回の

地震火災の検証結果を踏まえて対策をより強化

します。 

 ３つ目は、道路の被害と孤立地域への対応で

す。この点については、道路の早期啓開と安全

性の向上、さらには物資の輸送と備蓄に関する

対策を強化したいと考えます。 

 まず、道路の早期啓開については、道路啓開

計画を策定し、国や市町村、建設業者と連携し

た訓練を実施してきました。今後は、こうした

訓練を通じてより実効性を高めるほか、啓開作

業を早期に行うため必要な重機の配備や燃料の

確保に取り組みます。加えて、道路の安全性を

高め、災害に強い道路網を構築するためには、

言わば事前復興的な考え方に立って緊急輸送道

路の整備や橋梁の耐震化といった防災対策を進

める必要があります。このため、こうした道路

網の整備を一層加速させるよう、必要な財源確

保対策の強化などについて、国に対して積極的

に政策提言を行います。 

 次に、物資の輸送については、これまで市町

村の要望に応じてヘリポートの整備を支援して

きた結果、既存のグラウンドなども含めて500か

所以上でヘリコプターの離着陸場を確保しまし

た。今後は、さらなる確保に向けて、市町村の

ニーズを把握した上で必要な支援を行います。

あわせて、発災時におけるヘリコプターの運用

方法について関係機関との協議を進め、物資を

迅速かつ確実に届ける仕組みを構築します。加

えて、ドローンを活用した物資輸送について市

町村と共に検討を進めます。 

 さらに、物資の備蓄については、市町村の備

蓄を補完する観点から総合防災拠点や県有施設

に必要な物資を備蓄していますが、道路の寸断

などにより必要な支援が行き届かなくなること

が懸念されます。このため、県の備蓄を市町村

の備蓄施設などに分散する取組を加速すること

に加え、市町村においても地域の避難所や防災

倉庫といった、より住民に近い場所への備蓄が

進むよう支援を行います。 

 ４つ目は、受援体制の整備です。今回の地震

では、救助活動や物資供給などに関し、外部か

らの支援を迅速に受け入れることの重要性が改

めて明らかになりました。こうした支援の受入

れに必要な受援計画について、県においては応

急救助や医療救護など40計画全ての策定が完了

し、市町村においては物資輸送や保健衛生など

14業務のうち13業務の計画が策定済みです。今

後は、残る計画の早期策定に向けて市町村を支

援することに加え、策定した計画について訓練

などを通じて着実に検証や見直しを進め、実効

性を一層高めます。 

 ５つ目は、自助に関する啓発です。一連の行

政による対策と併せて重要となるのは、県民の

皆さん一人一人の備えです。中でも津波からの

早期避難意識率については、行動計画の目標で

ある100％の達成に向けて啓発を強化します。あ

わせて、住宅の耐震化や室内の安全対策といっ

た命を守る対策に加え、各家庭における水や食

料の備蓄が進むよう、地震への関心が高まって

いるこのタイミングを逃すことなく、啓発を一

層徹底します。 

 このほかにも、例えば上水道の応急給水や水

道管路の耐震化、避難所における生活環境の整

備、広域避難の在り方といった点などでも対策

の強化が必要です。これらの分野も含め、今回
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の地震における実態を踏まえた課題や本県の取

組状況について、有識者の御意見をいただきな

がらさらに検証を進めます。その上で、行動計

画の見直しや補正予算での対応を含め、必要な

対策を早急に講じます。 

 今回の能登半島地震では、道路の寸断や堤防

の損壊といった深刻な被害が発生し、人命救助

や物資輸送といった発災後の対応に多大な支障

を来しました。こうした状況を目の当たりにし、

県民の皆さんの命と暮らしを守るインフラの整

備を加速しなければならないという思いを改め

て強くしました。 

 中でも、四国８の字ネットワークは、南海ト

ラフ地震などの大規模災害発生時において、円

滑な救援活動や物資輸送を担う命の道としての

役割を果たすことが期待されます。このため、

早期整備の必要性について繰り返し国に訴えて

きた結果、県内全域で着々と整備が進み、来年

春頃には高知東部自動車道の高知龍馬空港―香

南のいち間と、阿南安芸自動車道の北川道路の

一部区間が開通する予定となっています。引き

続き、残る未事業化区間である宿毛和田―宿毛

新港間、奈半利―安田間の早期事業化と、事業

中の区間の早期開通について関係自治体と共に

国に粘り強く訴えていきます。 

 このほか、高知松山自動車道のいの―越知間

について、昨年12月に開催された国の社会資本

整備審議会の四国地方小委員会においてバイパ

スのルート案が了承されるなど、事業化に向け

た手続が進んでいます。今後は同区間の早期事

業化が図られるよう、国への働きかけを強化し

ます。 

 また、今回の地震では、特に能登半島の東部

地域で津波による被害が発生しました。こうし

た地震による津波から県都を守る浦戸湾の三重

防護事業については、津波防波堤の整備や海岸

堤防の耐震化などが順調に進み、本年度末時点

の整備率は73％となる見通しです。令和13年度

の完成を目指し、国や高知市とも連携して着実

に整備を進めます。 

 こうした事業をはじめとするインフラの整備

について、国の５か年加速化対策を最大限活用

して一層進めることに加え、加速化対策後も必

要な予算が確保されるよう、関係市町村とも連

携して国に対する提言を強化します。 

 県内の測量事業者などにおいて、独占禁止法

に違反する行為があったとして、公正取引委員

会から昨年９月に排除措置命令及び課徴金納付

命令が発出されました。これを受け、県におい

ては速やかに当該事業者に対する指名停止措置

を行いました。加えて、今後建設業法に基づく

営業停止処分を行うほか、契約に基づく賠償金

及び違約金を請求するよう準備を進めています。 

 こうした中、今回の事態を踏まえて設置した

有識者から成る検討委員会において、入札・契

約制度やペナルティーの在り方などについて議

論が進められ、今月報告書をいただきました。

報告書には、委託業務における総合評価方式の

導入や予定価格の事後公表の範囲拡大、違約金

の増額といった具体的な対策案が示されていま

す。 

 二度とこうした事案を起こさせないという強

い決意を持って、測量事業者などにもコンプラ

イアンス基本方針の策定を求めるといった取組

を含め、この報告書も踏まえた実効性のある対

策を講じます。 

 続きまして、今回提案いたしました議案につ

いて御説明申し上げます。 

 まず、予算案は、令和６年度高知県一般会計

予算など41件です。 

 当初予算の編成に当たっては、人口減少対策

を抜本強化することに加え、デジタル化、グリー

ン化、グローバル化の観点から施策を一層進化

させるため工夫を重ねました。また、県民の皆
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さんの安全・安心の確保と地域経済の活性化に

向けて、防災・減災対策をはじめとするインフ

ラ整備を着実に推進することとしました。 

 その結果、一般会計当初予算額は4,656億円と

なり、前年度比で129億円の減になるものの、新

型コロナウイルス感染症対策経費の減少を除く

と前年度を37億円上回る規模となっています。

また、国の経済対策分を含む実質的な投資的経

費は前年度とほぼ同規模となる1,191億円を確保

しました。 

 一方で、財政運営の持続可能性を確保するた

め、国の有利な財源の活用や事業のスクラップ・

アンド・ビルドの徹底など、歳入歳出両面で努

力を重ねました。こうした取組により、令和６

年度当初予算編成後の財政調整的基金は173億

円を確保できる見込みです。また、臨時財政対

策債を除く県債残高は令和７年度をピークに逓

減する見込みであり、今後必要な投資事業を実

施しても安定的に推移する見通しを立てること

ができています。 

 このように、今回の予算編成においても県勢

浮揚と県財政の持続可能性の両立を図ることが

できたと考えています。 

 しかしながら、本県の財政運営は地方交付税

制度など国の動向に大きく左右される構造に変

わりはありません。このため、引き続き国に対

して一般財源の確保について積極的に政策提言

を行うことはもとより、歳入歳出両面から不断

の見直しを進め、安定的な財政運営に努めます。 

 条例議案は、こうち奨学金返還支援基金条例

議案など33件です。このうち、高知県部設置条

例の一部を改正する条例議案については、先ほ

ど申し上げた総合企画部の新設や、業務の移管

に伴う観光振興スポーツ部への名称変更などを

行うものです。 

 その他の議案は、一級河川の指定に関する議

案など11件であります。 

 以上をもちまして、議案提出に当たっての私

からの説明を終わらせていただきます。何とぞ

御審議の上、適切な議決を賜りますようお願い

申し上げます。 

 

――――  ―――― 

 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、本日の議

事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。明22日から28日までの７

日間は議案精査等のため本会議を休会し、２月

29日から再開いたしたいと存じますが御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、さよう決しました。 

 ２月29日の議事日程は、議案に対する質疑並

びに一般質問であります。開議時刻は午前10時、

本日はこれにて散会いたします。 

   午前10時59分散会 
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事務局職員出席者 

  事 務 局 長  山 本 和 弘 君 

  事 務 局 次 長  中 島 勝 海 君 

  議 事 課 長  吉 岡 正 勝 君 

  政策調査課長  飯 田 志 保 君 

  議事課長補佐  杉 本 健 治 君 

  主     幹  大 川 美千子 君 

  主     査  宮 﨑 由 妃 君 
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議 事 日 程（第２号） 

   令和６年２月29日午前10時開議 

第１ 

 第 １ 号 令和６年度高知県一般会計予算 

 第 ２ 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計予算 

 第 ３ 号 令和６年度高知県給与等集中管理特

別会計予算 

 第 ４ 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計予算 

 第 ５ 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計予算 

 第 ６ 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計予算 

 第 ７ 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

予算 

 第 ８ 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計予算 

 第 ９ 号 令和６年度高知県国民健康保険事業

特別会計予算 

 第 10 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計予算 

 第 11 号 令和６年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計予算 

 第 12 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計予算 

 第 13 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計予算 

 第 14 号 令和６年度高知県農業改良資金助成

事業特別会計予算 

 第 15 号 令和６年度高知県県営林事業特別会

計予算 

 第 16 号 令和６年度高知県林業・木材産業改

善資金助成事業特別会計予算 

 第 17 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計予算 

 第 18 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計予算 

 第 19 号 令和６年度高知県高等学校等奨学金

特別会計予算 

 第 20 号 令和６年度高知県流域下水道事業会

計予算 

 第 21 号 令和６年度高知県電気事業会計予算 

 第 22 号 令和６年度高知県工業用水道事業会

計予算 

 第 23 号 令和６年度高知県病院事業会計予算 

 第 24 号 令和５年度高知県一般会計補正予算 

 第 25 号 令和５年度高知県収入証紙等管理特

別会計補正予算 

 第 26 号 令和５年度高知県旅費集中管理特別

会計補正予算 

 第 27 号 令和５年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和５年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和５年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

 第 30 号 令和５年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 

 第 31 号 令和５年度高知県国民健康保険事業

特別会計補正予算 
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 第 32 号 令和５年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算 

 第 33 号 令和５年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計補正予算 

 第 34 号 令和５年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和５年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 36 号 令和５年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 37 号 令和５年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 38 号 令和５年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 39 号 令和５年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 40 号 令和５年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 41 号 令和５年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 42 号 障害のある人もない人も共に安心し

て豊かに暮らせる高知県づくり条例

議案 

 第 43 号 高知県女性自立支援施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例議案 

 第 44 号 こうち奨学金返還支援基金条例議案 

 第 45 号 高知県公立学校情報機器整備基金条

例議案 

 第 46 号 高知県部設置条例の一部を改正する

条例議案 

 第 47 号 公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例の一部を改正する条例議案 

 第 48 号 知事等の損害賠償責任の一部免責に

関する条例及び高知県税条例の一部

を改正する条例議案 

 第 49 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県住民基本台帳法施行条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 51 号 高知県消防法関係手数料徴収条例等

の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県後期高齢者医療財政安定化基

金条例の一部を改正する条例議案 

 第 53 号 高知県国民健康保険法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 54 号 高知県住民基本台帳法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県介護保険財政安定化基金条例

の一部を改正する条例議案 

 第 56 号 高知県介護保険法関係手数料徴収条

例の一部を改正する条例議案 

 第 57 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例及び

高知県指定居宅サービス等の事業等

の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例議案 

 第 58 号 高知県立療育福祉センターの設置及

び管理に関する条例の一部を改正す

る条例議案 

 第 59 号 高知県指定障害児通所支援事業者等

が行う障害児通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例議

案 

 第 60 号 高知県指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する

条例議案 

 第 61 号 高知県精神科病院における任意入院

者の症状等の報告に関する条例の一

部を改正する条例議案 

 第 62 号 高知県安心こども基金条例の一部を

改正する条例議案 
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 第 63 号 高知県女性相談支援センター設置条

例の一部を改正する条例議案 

 第 64 号 高知県立紙産業技術センターの設置

及び管理に関する条例の一部を改正

する条例議案 

 第 65 号 高知県新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金基金条例の一

部を改正する条例議案 

 第 66 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 67 号 高知県家畜保健衛生所条例の一部を

改正する条例議案 

 第 68 号 高知県漁港管理条例及び高知県漁港

区域内における行為の規制に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 69 号 高知県営住宅の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例議案 

 第 70 号 高知県建築基準法施行条例及び高知

県手数料徴収条例の一部を改正する

条例議案 

 第 71 号 高知県港湾施設管理条例の一部を改

正する条例議案 

 第 72 号 高知県警察の設置及び定員に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 73 号 高知県警察手数料徴収条例の一部を

改正する条例議案 

 第 74 号 高知県県立高校通学支援奨学金貸与

条例を廃止する条例議案 

 第 75 号 高知県が当事者である訴えの提起に

関する議案 

 第 76 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 77 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 78 号 行政不服審査法第81条第１項の機関

の事務の受託の廃止に関する議案 

 第 79 号 権利の放棄に関する議案 

 第 80 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 81 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 82 号 県が行う土木その他の建設事業に対

する市町村の負担の一部変更に関す

る議案 

 第 83 号 県が行う流域下水道の維持管理に要

する費用に対する市の負担の変更に

関する議案 

 第 84 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 85 号 一級河川の指定に関する議案 

第２ 一般質問 

   （３人） 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開議 

○議長（弘田兼一君） これより本日の会議を開

きます。 

 

――――  ―――― 

 

諸 般 の 報 告 

○議長（弘田兼一君） 御報告いたします。 

 第47号議案及び第49号議案については、地方

公務員法第５条第２項の規定に基づき人事委員

会に意見を求めてありましたところ、法律の改

正に伴うもの等であり、適当であると判断する

旨の回答書が提出され、また第48号議案につい

ては、地方自治法第243条の２第２項の規定に基

づき監査委員に意見を求めてありましたところ、

異議はない旨の回答書が提出されました。その

写しをお手元にお配りいたしてありますので御

了承願います。 
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    人事委員会回答書、監査委員回答書 

    それぞれ巻末463、464ページに掲載 

 

――――  ―――― 

 

質疑並びに一般質問 

○議長（弘田兼一君） これより日程に入ります。 

 日程第１、第１号「令和６年度高知県一般会

計予算」から第85号「一級河川の指定に関する

議案」まで、以上85件の議案を一括議題とし、

これより議案に対する質疑並びに日程第２、一

般質問を併せて行います。 

 通告がありますので、順次発言を許します。 

 18番明神健夫議員。 

   （18番明神健夫君登壇） 

○18番（明神健夫君） それでは、自由民主党を

代表し、通告に従いまして一般質問を行います。 

 初めに、能登半島地震でお亡くなりになられ

た全ての方々の御冥福を心からお祈りします。

また、被災され、いまだ厳しい環境に置かれて

いる皆様に心からお見舞いを申し上げますとと

もに、一日も早い復旧・復興を強く願っており

ます。 

 まず、知事の政治姿勢についてお伺いします。 

 濵田知事におかれては、さきの県知事選挙で、

多くの県民から改めて次の４年間についての県

政運営の負託を受け、知事２期目を迎えること

となりました。１期目は、就任早々、世界中で

猛威を振るい出した新型コロナウイルス感染症

への対応と、社会や経済の隅々にまで及んだダ

メージからのリカバリーに追われ、終始思うに

任せない県政運営が続いたものと認識していま

す。２期目は、知事の目指す理想の高知県像の

実現へ向け、思う存分その手腕を発揮されるこ

とを心から期待しています。 

 さて、現在我が国は、本年正月早々に発生し

た能登半島地震からの一日も早い復興をはじめ、

長引くデフレからの完全脱却や歯止めのかから

ない少子化への対応など、日本の行く末に大き

な影響を及ぼす課題が山積をしております。 

 中でも、日本経済は、賃金と物価の好循環に

向け、まさに正念場を迎えています。バブル崩

壊後長らく停滞していた日本経済は、当初、エ

ネルギー価格の高騰や円安による輸入物価の上

昇が中心でしたが、最近は価格転嫁や賃上げが

進み、サービス価格にも上昇傾向が広がるなど、

物価押し上げの構造が変わりつつあります。ま

た、堅調な企業業績や円安傾向を背景に、株価

の上昇も続いており、日経平均株価はついにバ

ブル景気の水準を上回り、34年ぶりに最高値を

記録しました。 

 一方、賃上げが進んできたとはいえ、物価の

変動を加味した実質賃金は依然マイナス圏にあ

り、物価の上昇に賃金の伸びが追いつかない状

況が続いています。令和６年度こそはこの状況

を脱し、新たな成長型経済への移行を実現しな

ければなりません。 

 こうした中、本県における喫緊かつ最重要課

題は、知事も常々申し上げているように、本県

の将来を大きく左右する人口減少への対応であ

ることは論をまたないと考えます。 

 本県人口は、昭和60年以降、一貫して減少を

続けており、現在も人口減少の流れに歯止めが

かかっていません。この流れの中で生産年齢人

口も減少を続けており、平成24年から令和４年

の10年間で17％も減少するなど、この状況が続

けば、本県経済の発展はもとより、地域活動や

インフラの維持といったことに至るまで、あら

ゆる分野で大きな足かせとなることが懸念され

ます。 

 さらに、昨年の本県の出生数は、都道府県で

最少となった令和４年の数字をさらに下回ると

されており、出生数の減少は決してコロナ禍に

おける一過性の現象ではなく、本県の構造的な
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要因に由来するものであることが示されたと捉

えています。 

 こうした本県の厳しい現状を何としても打破

し、次の世代へ元気で豊かな高知県として引き

継いでいくことは、県民誰もが持っている切な

る願いであり、人口減少の克服を公約に掲げて

知事選に臨んだ濵田知事に対する県民の大きな

期待はまさにこの点にあると考えます。 

 こうした厳しい現状を踏まえ、実質的に知事

２期目の最初となる令和６年度当初予算の編成

に当たり、昨年の知事選挙を通じて多くの県民

から託された思いをどのように予算案に込めた

のか、知事にお伺いをします。 

 また、２期目の開始に当たり、県の施策体系

を、５つの基本政策と３つの横断的政策から、

いきいきと仕事ができる高知、いきいきと生活

ができる高知、安全・安心な高知の３本柱へと

大きく見直した意図について知事にお伺いをし

ます。 

 さらに、濵田知事は、県庁組織にも大きく手

を入れました。新たに県政の司令塔として総合

企画部を設置するほか、人口減少対策と中山間

対策を一元的に統轄する理事職を置くなど、近

年にない大きな組織改編となっています。また、

この３月末には、役職定年に伴い多くの部局長

が退任し、議場における執行部の顔ぶれも変わ

るものと認識しています。 

 ついては、今回の組織改編の狙いはどこにあ

るのか、また新しい組織とその組織を担う県庁

職員にどのようなことを期待するのか、知事に

お伺いをします。 

 先ほど述べたとおり、本県人口の将来展望は

現状を踏まえると大変厳しい状況にあり、その

克服となると並大抵の施策展開ではかなわない

ものと認識しています。 

 こうした中、濵田知事は、持続可能な人口構

造への転換に不退転の決意で臨むとその覚悟を

示し、このたび第２期高知県まち・ひと・しご

と創生総合戦略の全面改定に取り組み、新たに

人口減少対策のマスタープランとなる高知県元

気な未来創造戦略を３月末に策定しようとして

います。この戦略において、４年後の目標とし

て、若年人口の減少数を前年比でゼロにするや、

出生数を4,200人とするなど、非常に高い目標を

掲げ、施策を総動員して取り組むこととしてい

ます。 

 ついては、人口減少の負の連鎖を断ち切るた

め、この戦略をもってどのような道筋を県民に

示そうとするのか、またその目標の実現可能性

をどのように考えているのか、実現に向けた決

意と併せて知事にお伺いをします。 

 人口減少対策の効果を上げるためには、県と

市町村が危機感を共有し、ベクトルを合わせ、

一丸となって取り組むことが不可欠です。本県

の構造的な課題には県が責任を持ってしっかり

対応し、地域の実情に応じてきめ細かに施策を

講じるべき課題は現場をよく知る市町村が対応

することで、対策の漏れを塞ぎ、さらに相乗効

果を発揮することで、十分な成果を上げること

ができると考えます。その際、厳しい財政事情

の中でも市町村がちゅうちょなく必要な施策を

展開するためには、財政面での裏づけが欠かせ

ません。 

 こうした状況を踏まえ、県は新年度予算で人

口減少対策総合交付金を創設し、人口減少の克

服に向けた市町村の取組を強力に後押しするこ

ととしました。市町村の取組を徹底的に応援し

ようとする県の姿勢とともに、10億円という、

県単独の施策としては非常に思い切った予算規

模を確保したことに、私自身高く評価する次第

です。 

 ついては、この交付金で市町村のどのような

取組をどのように徹底的に後押ししようとする

のか、制度の仕組みと併せて中山間振興・交通
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部長にお伺いします。 

 また、この交付金制度の創設に対する思いと

併せて、当初８億円とも伝えられていた予算規

模を10億円にまで拡大した意図について知事に

お伺いをします。 

 このような本県の現状にあって、中山間地域

は特に厳しさを増しており、危機的状況にある

と言っても決して過言ではないと感じています。

中山間地域では、昭和35年以降、人口減少が続

く一方で、高齢化率は県全体を上回る勢いで進

んでいます。この間、県をはじめとする行政も

決して手をこまねいていたわけではありません

が、厳しい現状は対策の効果を上回り、中山間

地域の活力は徐々に奪われていきました。 

 こうした中、県は中山間地域再興ビジョンを

策定し、目指す姿の中心に若者の人口増加を掲

げ、10年後の目標として、中山間地域全ての市

町村において若年人口と出生数を令和４年から

増やすことを明示しました。非常にハードルの

高い野心的な目標ではありますが、中山間地域

の存続に向けて何としても達成する必要があり

ます。地域に活力を取り戻したい、元気な地域

として子や孫の代に引き継いでいきたいと願う

住民は、中山間地域にまだまだ大勢います。 

 こうした中山間地域に暮らす住民の思いにど

のように応えようとするのか、その覚悟と併せ

て知事にお伺いします。 

 県土の大部分を占める中山間地域の再興なく

して、県勢浮揚はあり得ません。知事には、こ

うした住民の思いが消えることないよう、逆に

多くの住民にこうした思いが次々に伝播するよ

う、目標の実現に向けて全力で取り組んでもら

いたいと思います。 

 こうした人口減少の克服や中山間地域の再興

をはじめ、その他山積する県政の諸課題の解決

を図るためには、県民の思いや声、行動から必

要な施策を見定め、さらにその施策をもって目

指すべき姿について県民の理解を得ることが何

より重要であります。県庁の職員一人一人が常

にそのような意識を持って仕事に臨む必要があ

りますが、やはり県政のかじ取り役として県民

から直接負託を受けた知事自身による取組が欠

かせず、古今東西の為政者と同様に、知事の大

きな役割の一つと考えます。 

 この点、就任以来一貫して共感と前進を基本

姿勢の中心に据え、県政を担っている知事を、

非常に頼もしく感じています。この基本姿勢の

下、県政をさらに発展させてもらいたいと考え

ます。 

 ついては、知事１期目で行った県民座談会「濵

田が参りました｣､｢再び、濵田が参りました」に

続く取組を進めるに当たり、さらに充実させた

広聴活動を進め、これまで以上に地域の声に耳

を傾け、知事の思いや県政の方向性についてじ

かに語ってほしいと考えますが、知事の御所見

をお伺いします。 

 続きまして、少子化対策についてであります。 

 国立社会保障・人口問題研究所が平成29年、

国勢調査を基に作成した将来推計人口では、出

生数が80万人を割り込むのは2030年と見込まれ

ていました。ところが、実際には８年間も前倒

しの2022年、令和４年に、出生数は77万人余り

まで減少しました。 

 危機感を強めた岸田政権は、令和５年６月、

次元の異なる少子化対策として、こども未来戦

略を取りまとめました。そして、２月16日、少

子化対策関連法案を閣議決定し、衆議院に提出

しました。 

 ここで、人口動態に関する社会の諸問題が専

門で、政府や自治体の人口施策のアドバイザー

を歴任されています天野馨南子さんが、少子化

対策について提言していることを紹介します。 

 令和４年の出生数は77万人と、初めて80万人

を割り込みました。移民割合がとても少ない国
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で、１人の女性が生涯に産む子供の数を示す合

計特殊出生率が1.5を下回り続けると、人口回復

は困難になります。日本は平成７年以降、1.5を

下回っており、令和４年は1.26と、過去最低と

なりました。極端な高齢化構造で社会保障制度

を転覆させないためにも、少子化対策が必要で

す。将来、支払う側から支払われる側となる若

者にとっても他人事ではなく、自分事なのです。 

 少子化の最大の原因は、日本全体の問題とし

ては婚姻の減です。若い男女が、特に女性が雇

用を求めて東京に移り、地方での未婚化が進ん

でいます。 

 総務省の住民基本台帳人口移動報告を分析し

たところ、令和２年から令和４年までの３年間、

39道府県で計32万6,165人の転出超過となり、女

性は男性の1.41倍も転出超過していました。就

職時期に当たる22歳と20歳が顕著で、地方で若

年男女数のバランスが崩れています。地方自治

体の少子化対策は、都会からの家族移住や多子

世帯を増やす政策を重視していますが、女性の

大幅流出に歯止めをかけるための雇用改革に本

気で取り組むべきです。 

 政府は昨年末、児童手当の拡充などを柱とす

るこども未来戦略を決定しました。厚生労働省

の人口動態統計によると、婚姻総数は、昭和45

年の102万9,405組から、令和４年は50万4,930組

に減少しました。未婚化が主因であるのに現在

生まれている子供への対策を拡充しても、少子

化は解決できません。子供を持つ希望がある未

婚者を婚姻につなげ、一人でも多くの人が子供

を持てる政策が必要です。 

 国立社会保障・人口問題研究所が18歳から34

歳の未婚男女に結婚意思を聞いたところ、いず

れ結婚するつもりとの回答は減少傾向にあるも

のの、令和３年も８割を超えています。結婚す

る意思がある若者に結婚してもらう政策を打て

ずに、少子化対策と言えるでしょうか。子育て

支援さえ強化すれば結婚してもらえるのではな

いかというのは甘い考えです。 

 未婚化対策は、福利厚生強化の話ではなく、

採用と人材育成変革の問題なのです。女性を雇

用し、男女の賃金格差をなくさなければいけま

せん。 

 税金なくして社会保障制度を持続させること

はできません。人口の半分を占めている女性の

生産力向上により納税力を高める諸策を早急に

打つべきであり、これこそが若い世代が最も理

想としている育児と仕事の両立、共働き夫婦の

姿をつくるのですと言っております。 

 国の次元の異なる少子化対策による子供、子

育て世帯への支援拡充と人口減少対策を網羅す

る高知県元気な未来創造戦略の取組、それに紹

介しました天野さんが提言している少子化対策

の政策も取り入れ、戦略に掲げる目標の実現に

向け全力で取り組んでもらいたいと思いますが、

知事の御所見をお伺いします。 

 続きまして、外国人材の確保についてであり

ます。 

 人口減の日本が当面直面するのは、未曽有の

人手不足であります。労働力の中核を担う15歳

から64歳の人口が大幅に減りますと、地域の産

業や福祉の人材不足に直面するほか、自治体運

営や交通・物流の維持が困難になるなど、人手

不足への悲鳴は既に全国で強まり、大都市圏で

も経済社会活動の制約要因になり始めました。

少子高齢化が進む中で必要な社会機能を維持す

るため、産官学が知恵を結集しなければなりま

せん。 

 帝国データバンクの調査によりますと、採用

難や離職が原因で人材を確保できずに業績が悪

化した人手不足倒産は、令和５年に260件発生

し、比較できる平成25年以降最多となりました。

業種別では、残業規制が強化される2024年問題

に直面する建設や物流の廃業が目立ちました。
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また、別の調査では、宿泊や情報サービスでの

人手不足も顕著でありました。新宿、渋谷など

都内の繁華街でも、従業員不足のため営業を短

縮しますといった飲食店の貼り紙が目立つよう

になりました。 

 実は、日本の就業者数は、女性と高齢者の就

業拡大を背景に、過去最多の水準にあります。

にもかかわらず、足元で人手不足感が強まった

のは、働き盛りの25歳から44歳の就業者が減っ

たのが原因であります。平成25年からの約10年

間で、大阪市の人口を上回る約290万人も少なく

なっています。 

 育児中の女性は時間に制約を抱えて働く人が

多く、高齢者もフルタイム就業を避ける人が少

なくありません。75歳以上に到達した団塊の世

代が労働市場から退出し始め、高齢者の就業者

数も頭打ち傾向にあります。若年労働力の目減

りをいよいよ補い切れなくなっています。 

 人手不足問題が深刻なのは、今の厳しい状況

がほんの入り口にすぎないということです。厚

生労働省の国立社会保障・人口問題研究所の将

来推計人口によりますと、15歳から64歳の生産

年齢人口は平成７年に8,716万人のピークに達し

ました。その後は少子高齢化の進行に伴い減少

し、2020年、令和２年に7,509万人、2040年に6,213

万人、2050年には5,540万人まで減ります。 

 2020年、令和２年から2030年まで、当初10年

間の減少ペースは年平均で約43万人ですが、2030

年以降は平均で86万人と、倍速で減少していき

ます。これから10年もたたないうちに、毎年、

政令指定都市の人口に匹敵する担い手が減少す

る時代に突入するということであります。 

 ２月11日、人口問題研究所が公表しました地

域別の推計人口によりますと、2050年時点の15

歳から64歳の生産年齢人口を、2020年、令和２

年と比べたところ、本県では26市町村が半数未

満に減ることが分かり、各地域で働き手が激減

する厳しい将来像を突きつけました。労働力が

先細りする中、地域の産業をどう維持・成長さ

せていくのか。職場の頑張りや工夫を積み重ね

ることで足りない人手を補うこれまでの考え方

では、この先の人材難は乗り切れません。日本

全体が、人材の無駄遣いをしないという危機感

を共有し、社会経済システムを再構築していく

必要があります。 

 対策の一つの柱は、省人化の徹底であります。

足りない人手をロボットやＡＩ――人工知能で

補うのではなく、テクノロジーで処理できない

仕事だけを人が補う考え方に転換しなければな

りません。貴重な労働力を充てるべき仕事が何

なのか、あらゆる組織が追求すべきです。 

 労働力が希少になれば賃金が上がるのが経済

の自然な動きです。人材確保のための賃上げと、

それについていけない企業の淘汰は、限られた

人材を生産性の高い企業に最適配置していく一

つのメカニズムになります。この過程で生じる

失業を抑えるために、政府が職業能力の再開発、

再教育や労働市場の改革で円滑な労働移動を支

援することが重要になります。 

 もう一つの柱が、外国人労働者の受入れ拡大

であります。厚生労働省によりますと、昨年10

月末時点で過去最多の205万人に上り、今後さら

に増加が見込まれます。日本で多くの外国人を

歓迎し、労働環境や生活環境を整える必要があ

ります。労働者として差別しないことはもちろ

ん、教育など子育ての環境も整えて、選ばれる

国にしなければなりません。 

 本県も人口危機に直面しており、外国人労働

者は本県経済にとって欠かせない存在でありま

す。こうした中、今年の１月に、人材交流に関

する覚書締結先のベトナム・ラムドン省を表敬

訪問し、またインド・タミルナド州を訪問し、

州の政府関係機関と、人材交流や産業連携に協

力する覚書の締結を行いました。 
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 ついては、両国との人材交流に関する覚書締

結の狙いはどこにあるのか、また両国にどのよ

うなことを期待するのか、知事にお伺いをしま

す。 

 続きまして、エネルギー消費ゼロの住宅を目

指してであります。 

 日本の二酸化炭素排出量に占める家庭とビル

などの業務部門の排出量は３割を超えます。こ

の削減には、エネルギーの使い手側の努力や工

夫が必要です。 

 家庭のエネルギー消費は７割近く、業務部門

の５割以上が、冷暖房や給湯など熱の需要です。

カーボンゼロの実現には、この熱を逃がさない

断熱材の普及など、省エネルギー対策の強化が

重要です。最終的な目標は、大幅な省エネの実

現と再生可能エネルギーを組み合わせ、それぞ

れの家やビルの年間エネルギー消費量が差引き

ゼロになることです。国は、2030年までに、住

宅や建造物の新築について、高水準の省エネル

ギー性能を確保することを目指す目標を立てて

います。 

 こうした中、カーボンゼロ施策は様々な便益

があることを見ていきたいと思います。省エネ

に効果がある断熱、気候変動対策を進めるため

の断熱は健康増進に有効なことなど、カーボン

ゼロ施策は様々な便益があります。住宅の窓を

樹脂窓への改修や二重窓にしていない場合、窓

は冬の寒いときに結露してしまいます。世界を

見ますと、熱損失が高く結露してしまうアルミ

窓やアルミ窓複合樹脂から、樹脂窓に移行して

おり、欧米各国では軒並み60％以上、韓国では

規制の効果が出て80％、中国でも30％が樹脂窓

になっています。 

 なぜ断熱性能の悪い窓がよくないのでしょう

か。まずは、単純に熱損失が大きなためで、部

屋が暖まりにくく、同じ室温にしようとすると

エネルギーが余計にかかるためであります。 

 また、それ以上に大きな問題は、健康であり

ます。日本では、冬に循環器系や呼吸器系で死

亡される方が多くいます。これは脳梗塞や心疾

患で亡くなる方が多いからであります。そして、

ＷＨＯの死因統計によりますと、日本は他国に

比べて75歳以上の高齢者の溺死年間死亡者数が

明らかに多くなっています。日本は風呂に入っ

て体を温めるなどの文化の違いも背景にはある

でしょうが、厚生労働省研究班の調査では、病

死なども含めた全国の入浴中の急死者数を年間

約１万9,000人としています。これらの現象は

ヒートショックと言われ、暖かい部屋から温度

の低い脱衣所や浴室内に入ることで血圧が上が

り、その後、温かい湯に入ることで血圧が低下

する、急激な血圧の変動が原因であります。 

 そこで、鳥取県では、お医者さんや建築関係、

エネルギー・環境関係の専門家、地元の工務店、

鳥取県庁の担当者らが相談を重ね、県独自に、

とっとり健康省エネ住宅の断熱と気密性能基準

を設けました。高断熱、高気密な家は、冬は暖

かく、夏は涼しく、快適で、健康にも効果があ

り、しかも省エネという、メリットを挙げれば

切りがない新住宅基準です。令和４年度には、

新築木造戸建て住宅のうち、とっとり健康省エ

ネ住宅が３割まで増加しています。暮らすため

の家の標準的な基準は着実に変化しています。 

 鳥取県では、令和２年に策定した県独自のとっ

とり健康省エネ住宅の新築基準に続いて、令和

４年には改修基準を策定しています。そして、

高断熱、高気密な家づくりを、新築、改修とも

に推奨し、助成を行っています。 

 健康改善の効果としては、高断熱、高気密な

家は、結露の防止によりカビやダニの発生を抑

制し、アレルギーやぜんそくなどの病気の予防・

改善効果があることが分かってきました。冬に

暖かい居間から寒いお風呂場やトイレに移動し

た際の急激な温度変化によるヒートショックを
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防止するほか、血圧改善の効果は医学界でも注

目されています。また、暖かい家となることで

家の中での運動量が増加し、子供の発達促進な

どにも効果があると言われています。とっとり

健康省エネ住宅は、省エネのためでもあります

が、健康に、より主眼を置いています。 

 本県も、大幅な省エネの実現と再生可能エネ

ルギーを組み合わせ、家の年間のエネルギー消

費量を差引きゼロにするとともに、冬は暖かく、

夏は涼しく、快適で健康にも効果がある、高断

熱、高気密な、環境にも人にも優しい家づくり

は、グリーン化の取組として重要と考えますが、

土木部長の御所見をお伺いします。 

 続きまして、住宅の耐震化についてでありま

す。 

 日本の防災を変えた平成７年の阪神大震災で

は、最も重要な教訓の一つが住宅の耐震化であ

りました。古い木造家屋が倒壊し、多数が犠牲

になりました29年前の阪神大震災は、今回の能

登半島地震と重なります。 

 能登半島のように高齢化が著しく、費用の負

担感から耐震化が進まない現状は、本県も同じ

であります。命を守る住まいへ。重い課題が再

び突きつけられました。 

 阪神大震災は、犠牲者6,434人の死因のうち約

８割が家屋や家具の倒壊などによる圧死、窒息

死でありました。耐震基準が大きく変わった昭

和56年より前の古い建物が大きな被害を受けた

ため、それ以降、耐震改修工事に補助金が出る

仕組みが整備されました。 

 輪島市や珠洲市を中心に調査した金沢大学の

助教によりますと、旧耐震基準による建物の損

壊程度は、原形をとどめない全壊が目立った一

方で、昭和56年の新基準による新築や、基準が

さらに強化された平成12年以降に新築した家屋

は、比較的被害が少なかったと言っています。 

 死者が230人を超した今回の能登半島地震で

は、阪神大震災の教訓が生かせず、住宅の倒壊

による圧死が多数に上ると見られています。ち

なみに、輪島市の耐震化率は令和４年度で46％、

珠洲市は平成30年度で51％でありました。神戸

大学の名誉教授は、耐震化の現状について、全

国平均87％は都市部周辺の高層マンションなど

の数字が押し上げている面もあり、古くて危険

な建物は全国で残っていると指摘し、阪神大震

災の教訓が伝わっていない、耐震化の大切さを

もっと発信しないといけないと訴えています。 

 住宅の耐震性は命に直結します。耐震化は地

震対策の一丁目一番地であります。しかし、次

の世代もいない高齢者の皆さんは、費用の負担

感から耐震補強工事をせずに、旧耐震基準の住

宅に住み続けています。 

 こうした実態を重視し、また能登半島地震を

受けて、県は令和４年度の耐震補強工事費の平

均額163万円を踏まえ、令和６年度に住宅の耐震

補強工事の補助上限を155万3,000円から165万

円に増額し、費用負担を軽減されたことを評価

します。 

 静岡県は、高齢者の費用負担を軽くするため、

木造住宅耐震補強助成事業の中で、65歳以上の

高齢者のみの世帯に対して割増し補助を行って

おります。そして、能登半島地震を踏まえ、あ

と２年ほどで県内の耐震化率を95％に引き上げ

る目標を掲げています。 

 本県も、昨年度末の耐震化率88％を早期に95

％に引き上げるため、75歳以上の後期高齢者の

みの世帯に対して割増し補助制度の創設を検討

してはどうでしょうか。そして、市町村と耐震

診断士が連携して、旧耐震基準の住宅を訪問し、

耐震診断と低コスト工法による耐震補強工事の

普及に努めることを提案しますが、土木部長の

御所見をお伺いします。 

 続きまして、地震災害廃棄物処理の広域連携

についてであります。 
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 能登半島地震で確認された全半壊や一部損壊

の住宅は７万5,000棟を超えました。倒壊した家

屋の瓦礫や使えなくなった家具や電化製品と

いった大量の災害廃棄物は、能登半島地震が特

定非常災害となったため、災害廃棄物処理費用

の97.5％を国が負担することになります。 

 石川県は２月６日、能登半島地震で倒壊した

建物の瓦礫など県内の災害廃棄物の推計量が244

万トンに上ると発表しました。県内の年間ごみ

排出量の約７年分に相当します。過去の災害で

は、阪神大震災で約1,500万トン、東日本大震災

で約3,100万トン、熊本地震で約311万トンの災

害廃棄物が発生しました。 

 自治体別の推計量では、珠洲市が最も多い57

万6,000トンで、市の年間排出量の132年分に相

当します。輪島市が34万9,000トン、能登町は31

万3,000トン、穴水町で27万5,000トンと、被害

が大きかった半島北部、奥能登地域の２市２町

が、推計量の約６割、151万3,000トンを占めま

した。地域の年間排出量の59年分に相当します。 

 廃棄物の処理は、復旧作業や被災者の生活再

建に欠かせません。瓦礫やごみが住宅地や路上

に放置されたままでは、工事車両などの通行の

妨げになります。衛生的な環境を維持するため

にも、周囲に廃棄物が放置された状態は早期に

解消する必要があります。 

 環境省の幹部は、能登半島の場合、険しい地

形で、仮置場や中間処理施設の用地が確保でき

ないため、ほかの地域への運搬を想定していま

す。しかし、幹線道路が本格復旧するまで数年

かかるとの見方もあり、環境、国土交通両省は

連携し、被災地の港から搬出し、県外の処理施

設に持ち込み、広域処理を含め約２年後の令和

７年度末の処理完了を目指すとしています。 

 国の推計によりますと、首都直下地震では最

大約１億トン、南海トラフ巨大地震では３億ト

ンを超える桁外れの量の災害廃棄物が発生しま

す。環境省は、東日本大震災を受け、全国８ブ

ロックごとの協力を進めていますが、さらに広

域で処理する仕組みの検討が求められています。 

 ついては、南海トラフ巨大地震を想定し、本

県では何万トンの災害廃棄物が発生すると推計

していますか。また、災害廃棄物を一旦保管す

るために必要な１次仮置場や、中間処理施設の

設置に必要な２次仮置場の用地は確保できてい

ますか。あわせて、発生した災害廃棄物を広域

で早期に処理する体制づくりの現状について林

業振興・環境部長にお伺いをします。 

 続きまして、中学生の集団避難についてであ

ります。 

 能登半島地震で甚大な被害を受けた輪島市の

市立中学校３校の生徒401人のうち、保護者が同

意した258人が、家族と離れて、白山市にある県

立宿泊研修施設２か所に集団避難しました。集

団避難は約２か月間の予定ですが、被災地の復

旧が遅れた場合、延長も検討するとのことであ

ります。また、珠洲市と能登町も、保護者が同

意した中学生142人が保護者の元を離れ、金沢市

内へ集団避難をしました。いずれの中学校も、

校舎が避難所として多くの被災者を受け入れて

おり、授業ができる状況ではないため、整った

環境での学習機会の確保を目的に実施するもの

であります。 

 級友らと落ち着いて学べる環境を整えること

は、被災地の実態に即した現実的な対応だと思

います。一方、被災地に残る生徒たちが学習面

で大きく遅れることがないよう、集団での指導

や個別指導の実施を行うことが重要だと思いま

す。 

 輪島中学校の校長は、高校受験を前に不安を

抱える子供が多い、市外の施設を利用するのが

一番早い学びの保障につながると話しておりま

す。 

 本県も、石川県と同様の事態が発生した場合、



令和６年２月29日  

－33－ 

 

子供たちに学習機会の確保をどのように行って

いくのか、市町村教育委員会と最悪の事態を想

定し備えておくことが欠かせないと思いますが、

教育長の御所見をお伺いします。 

 続きまして、四万十市食肉センターについて

であります。 

 現在の四万十市営食肉センターは昭和42年に

建てられており、老朽化が相当に進んでおりま

す。そのため四万十市は、施設の建て替え整備

を前提とする基本計画を平成31年３月に策定い

たしましたが、財源として想定をしていた国の

交付金の要件を満たすことが困難なことなどか

ら、交付金の活用を断念することを決定すると

ともに、整備計画の再検討を余儀なくされ、令

和４年４月に基本計画が修正されました。 

 修正後の基本計画においては、先行して整備

される、牛の屠畜がメインとなる高知市の新食

肉センターとの共存共栄を図るため、四万十市

では豚の屠畜のみを行う施設として建て替える

方針とし、概算事業費は約51億円を見込み、令

和９年度の稼働を目指すとされていました。新

たな基本計画に基づき、昨年度から本年度にか

けて基本設計を行った結果、昨今の資材価格の

高騰の影響もあり、概算事業費は基本計画時の

見込みを大きく上回る75億円となったところで

あります。 

 この結果を受け、四万十市は、事業費削減の

可能性を探るため、今年の１月にかけて、建設

事業者に施工レベルの概算事業費を見積もって

もらう、いわゆるサウンディング調査を行った

上で、10億円程度の削減は可能と判断され、今

月14日、四万十市長は、県や関係市町村と協議

を進め、合意を得た上で整備計画を前進させ、

９月議会に関連予算を計上したいとの考えを表

明されております。 

 四万十市営食肉センターでは、年間約10万頭

の豚を処理し、安全・安心な県内の豚肉が本県

の家庭や飲食店に供給されており、県の畜産振

興のみならず、県民の日常生活にとって非常に

重要な役割を果たしている施設であります。 

 ここでまず、四万十市営食肉センターの建て

替え整備に対する県の費用負担も含めた支援に

ついてどのようにお考えか、知事にお伺いをし

ます。 

 施設の建て替え整備に向けては、基本設計で

出された75億円という事業費から10億円程度の

削減が見込まれているとはいえ、四万十市が整

備費への負担を求めている幡多地域の関係市町

村や県民の理解を得るためには、さらに事業費

の圧縮を図る努力が必要だと考えますが、農業

振興部長の御所見をお伺いします。 

 また、四万十市長は、昨年12月の市議会にお

いて、整備費が60億円台後半となれば施設を閉

めるという最悪の選択肢もあると述べられるな

ど、これまでセンターの整備方針が定まらない

中で、畜産農家や食肉加工事業者、また新セン

ターの建設を望む施設で働く職員の不安もある

とお聞きしております。 

 さきに述べましたとおり、このたび四万十市

長は、整備計画を前に進めたいとの考えを改め

て示されましたが、今後、関係者への説明も含

め、県としてどのようなスケジュール感を持っ

て四万十市と共に取り組んでいかれるのか、農

業振興部長にお伺いをします。 

 続きまして、建設業の2024年問題についてで

あります。 

 政府は、2016年、平成28年９月に働き方改革

実現会議を設置し、労働規制改革に着手しまし

た。改革の大きなテーマの一つが、長時間労働

の是正でありました。会議では、10回にわたる

討議を経て、建設業などでも罰則つきの時間外

労働――残業規制を適用することが決まりまし

た。 

 残業規制は働き方改革関連法施行後５年間の
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猶予期間が設けられたため、建設業や運送業な

どに対する残業規制は、2024年、令和６年４月

１日から適用されます。その期限を過ぎると、

時間外労働の上限を超え違法な労働をさせてい

る企業には懲役刑や罰金刑が科せられます。こ

れが建設業の2024年問題であります。 

 これまでは、建設業の時間外労働については、

使用者と労働者の間で、時間外労働や休日労働

をすることについて、労働基準法第36条に基づ

く労使協定、これを三六協定といいますが、こ

れを結んでいれば、時間外労働などの上限規制

はありませんでした。今回の改正によって、法

律上、時間外労働の上限は原則として月45時間、

年360時間となり、臨時的な特別の事情がなけれ

ば、これを超えることはできなくなります。 

 臨時的な特別の事情がある場合には、原則以

上に時間外労働をさせることができます。この

場合、時間外労働が月45時間を超えることがで

きるのは年６か月まで。労使間で三六協定が合

意された場合でも時間外労働は年720時間以内。

１か月だと、時間外労働と休日労働の合計が100

時間未満。直近２ないし６か月の平均では時間

外労働と休日労働の合計が80時間以内にするこ

とができます。ただし、災害の復旧や復興事業

に従事する場合に限り、時間外労働と休日労働

の合計が１か月100時間未満及び２ないし６か月

の時間外労働と休日労働の平均が80時間以内と

する規制は適用されません。 

 この時間外労働規制の導入で影響が出てくる

のは、まずは工期であります。日本の建設業界

は今まで、発注者などから道路、建物の設計や

仕様の変更があっても工期は絶対に間に合わせ

ようと、特に工期の終盤には突貫工事をやって

でも間に合わせようという意識がありましたが、

このような習慣はもう成り立たなくなります。

今後は、建設業界側から、時間外労働規制によっ

てこの時間しか働けないから工期を延ばしてほ

しい旨の協議があれば、発注者側は、約束した

期日どおりに完成させてほしいとは言えなくな

ります。 

 ついては、今回の時間外労働の上限規制の導

入で、実施設計及び変更設計の工期の取り方は

どのようになっているのか、土木部長にお伺い

をします。 

 関連して、この規制の導入で影響が出てくる

もう一つは、建築費用であります。正規の雇用

であれば、就業規則で労働日数を決める必要が

あります。週40時間労働を超えた分は、割増し

賃金を払わなければいけません。 

 働く時間が限定される中、割増し賃金をどう

するのか。今まで１人でやっていた作業を２人

でしなければいけないことも出てくるでしょう。

法令を遵守すると、建設費用は上がります。 

 また、工事現場は今後、４週間のうち８日は

現場を閉める４週８閉所が基本になるでしょう。

この４週８閉所を基本として工期や費用を算定

したときに、発注者側がもっと短期間の工事を

要求する場合には、割増し賃金が必要となって

建設費用は上がります。 

 ついては、今回の時間外労働の上限規制の導

入で、４週８閉所を踏まえた発注方法をどのよ

うに考えていくのか、土木部長にお伺いいたし

まして、私の１問とさせていただきます。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 明神議員の御質問にお答

えをいたします。 

 まず、このたびの選挙を通じて託された思い

をどのように来年度予算案に込めたのかとお尋

ねがございました。 

 知事選挙を通じまして、私は県民の皆さんに

対し、第１に、人口減少を克服し、元気で豊か

な、そしてあったかい高知県を実現すること、

第２に、共感と前進の好循環で県政の進化に挑

戦をすること、第３に、次世代に向けてデジタ
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ル化、グリーン化、グローバル化の潮流を先取

りし、持続可能な高知とすることをお約束いた

しました。 

 県民の皆さんからは、特に中山間地域におい

て、地域の担い手の確保を何とかしてほしいと

の切実なお声を多くお聞きいたしました。こう

した思いにお応えをするために、不退転の決意

で、若者人口の増加を図りまして、人口減少の

克服に向けた道筋をつけなければならないとの

思いをより一層強くしたところです。 

 そのため、予算編成に当たりましては、人口

減少を克服し、元気で豊かな、そしてあったか

い高知県を実現する、そして次世代に引き継い

でいく、このために今何が必要かということを

徹底的に追求いたしました。そして、様々な場

面を捉えて、若者、特に女性を増やすための施

策につきまして、各部局と繰り返し議論を重ね

ました。 

 結果といたしまして、来年度予算は、人口減

少対策のマスタープランの名称にも使用いたし

ましたように、元気な未来創造予算とも言える

積極的な予算となったと考えます。 

 具体的には、まず人口減少の克服に向けて、

四、五年後までに若年人口の減少傾向に歯止め

をかける、そしておおむね10年後には現在の水

準まで回復をさせるということを目指します。

そのため、高知県元気な未来創造戦略を策定し、

若年人口の増加、婚姻数の増加、出生率の向上、

この３つの柱ごとに明確な数値目標を定めて施

策を展開いたします。あわせまして、中山間地

域再興ビジョンを策定し、少子化対策と一体と

なった新たな中山間対策を推進します。 

 さらに、積年の課題である人口減少の現状を

打破するためには、市町村と一体となりまして、

これまでにはない新たな取組に挑戦するという

ことが必要となります。そこで、市町村の創意

工夫を引き出し、自由度が高く活用できます新

たな財政的支援の枠組みをぜひとも導入したい

と考えました。この結果、県単独で総額10億円

となる人口減少対策総合交付金を創設するとい

うことを予算に盛り込んだところでございます。 

 また、持続可能な高知県を実現するために、

新たな時代の潮流でありますデジタル化、グリー

ン化、グローバル化を先取りし、産業、生活、

行政の各分野にわたる施策を強化いたします。 

 このほか、第５期産業振興計画に基づく経済

の活性化策、さらには能登半島地震を踏まえた

南海トラフ地震対策など、各種施策を強化いた

しました。 

 このように、来年度予算は、共感と前進の好

循環に向けまして、人口減少の克服に取り組み

ますとともに、先々の県政につなぐことができ

る、そうした予算になったものと考えておりま

す。 

 次に、県の施策体系を見直した意図について

お尋ねがありました。 

 尾﨑前県政におきましては、５つの基本政策

と３つの横断的政策という体系の下、経済の活

性化をはじめとして各分野で成果を上げ、県民

の皆さんの期待に応えてきたものと考えます。

私が知事に就任するに当たりましては、こうし

たよい流れを引き継いでさらに進化をさせるこ

とが県勢浮揚に向けた最善の道だというふうに

考えました。 

 このため、１期目の４年間につきましては、

前県政の施策体系を維持した上で、それぞれの

中身について、デジタル化、グリーン化、グロー

バル化といった新たな時代の潮流を先取りし、

関連施策を進化させてまいりました。 

 一方で、私はかねてより、高知を元気にした

いとの思いから、いきいきと仕事ができる高知、

いきいきと生活ができる高知、安全・安心な高

知、この３つを目指すべき高知県像として考え

てまいりました。こうした中、一昨年の出生数
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が47都道府県で最少となるといった形で、若年

層を中心とした人口の減少にブレーキがかから

ない、そうした厳しい現実が浮き彫りとなった

ところであります。 

 この危機的な状況から脱しまして、高知の未

来を切り開いていくためには、オール高知で人

口減少問題に立ち向かえますように、県の目指

すべき姿、そしてその道筋を県民の皆さんと分

かりやすく共有をすることがぜひとも必要だと

考えました。また、県庁におきましても、職員

一人一人が、自分は何のための仕事をしている

のか、言い換えますと、自分の県庁におけるミッ

ションは何なのかということを常に考えまして、

おのおのの業務の上位目標に当たるものを常に

意識しながら職務に当たれるようにする、こう

したことも重要であるというふうにかねがね考

えているところです。 

 こうした考え方に立ち、２期目が実質的にス

タートをいたしますこのタイミングにおきまし

て、人口減少の克服を県政の最重要課題と位置

づけると同時に、ただいま申し上げました３つ

の将来像の下で施策体系を見直しまして、県の

目指す姿を、県民の皆さん、そして県の職員に、

より分かりやすく提示をした上で、この課題に

一緒になって挑戦をする、そういった意図で見

直しをしたところでございます。 

 来年度は、この新たな施策体系に基づきまし

て、人口減少の克服に向けて新しい一歩を踏み

出したいと考えております。元気で豊かな、そ

してあったかい高知県を次世代に引き継いでい

ける、そうした目標に沿って、不退転の決意で

県政運営に臨んでまいります。 

 次に、今回提案をいたしております組織改編

の目的と、新しい組織及びその組織の職員への

期待はどうかというお尋ねがございました。 

 まず、今回、私自身が最も意を用いましたの

は、県政全般にわたります政策の立案機能、そ

して総合調整機能を強化するということ、さら

に人口減少対策の強化ということであります。 

 近年、県政課題の複雑化、複合化が進む中で、

課題の解決に向けては、これまで以上に斬新で

柔軟な発想に基づく政策立案が必要となってい

ます。また、課題が複数の分野あるいは部門に

またがり、部局横断的な対応が必要となること

も増えています。このため、企画立案と調整機

能をさらに強化するため、言わば県政の司令塔

として、来年度新たに総合企画部を設置すると

いうことを提案させていただいております。 

 また、現在の県政におけます最重要かつ喫緊

の課題は、人口減少への対応と考えます。全庁

で一丸となって施策を実行する必要があります

ので、筆頭部と位置づけました総合企画部に所

管をさせることといたしております。その上で、

中山間対策と少子化対策を一体的に推進し、人

口減少対策を統括する部長級の理事ポストを新

たに設置し、全庁的な課題への対策を強力に進

めてまいります。 

 知事としての１期４年間を振り返りますと、

県庁職員は、公平性あるいは公正性という観点

から前例との整合性を図ること、そしてまた全

国の状況などを踏まえて対応策を検討すること、

こういった点には大変たけておりまして、この

点では私自身心強く感じたことが多くございま

した。しかし、逆に言いますと、前例などにと

らわれる傾向が強くなるということにより、新

たな施策を提案する力が発揮できていないので

はないか、また、やや辛口の表現になりますが、

ややもすれば指示待ちということになってしま

う場面も少なからずあるのではないかと、そう

いった思いも持ったところでございます。 

 さらに、それぞれの部局において業務を所管

する中で、人口減少をはじめとした全庁的な課

題に対応するためには、部局の垣根を越えて全

庁をまとめ、牽引をする、そういった部局が必
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要ではないかという感も強くしておりました。 

 このため、今回創設を提案しております総合

企画部には、知事の言わば知恵袋的な役割とし

て、時代の変化に合わせて斬新で柔軟な発想に

基づく新たな政策の企画立案を自らが集中的に

行ってもらうこと、一方で、この総合企画部は

全庁の言わば触媒役として、各部局から新たな

施策が積極的に提案をされるように各部局に対

して促していくこと、そういうことを期待した

いと思いますし、さらには司令塔として、全庁

的な課題解決に向けて部局横断的な総合調整を

図ること、こういった点を期待するものであり

ます。 

 また、個々の職員におきましては、企画立案

の能力を磨いて経験を重ねていく、そしてさら

に将来的には、各事業担当部局への異動により

まして県庁全体の企画力を高めていくことを期

待したいと思います。こうした人材育成の流れ

を定着させることが県庁の持続的な成長にもつ

ながりますし、新たな課題に新たな対策が、言

わば職員側から自律的にボトムアップで生まれ

てくると、そういった体制に移行していくとい

うことを期待いたしているところであります。 

 次に、人口減少問題の克服に向けた道筋や実

現の可能性、実現に向けた決意についてのお尋

ねがございました。 

 本県におきます人口減少の主な要因は、若年

層の県外流出によるものであります。昭和50年

から半世紀近くにわたり、若年人口が減り続け

ております。特に近年では、若年女性の県外流

出が顕著となっているところであります。これ

は御指摘あったとおりでございます。 

 若年人口の減少に伴いまして、婚姻件数、出

生数が大幅に減少している、このことがさらな

る若年人口の減少を招くという形で、いわゆる

負のスパイラル、連鎖が生じているのが現状だ

と考えます。この長年続きます人口減少の負の

連鎖を断ち切りまして、若年人口の増加につな

げ、持続可能な人口構造に転換をしていくとい

うことが、私に課せられた大きな使命であると

いうふうに考えます。 

 このため、新たに策定をいたします高知県元

気な未来創造戦略におきましては、先ほど申し

上げましたとおり、若年人口の増加、婚姻数の

増加、出生率の向上、この３つの観点から、そ

れぞれ具体的な数値目標を掲げました上で、対

策のギアを一段引き上げて取組を進めたいと考

えます。こうした取組を強力に推進いたします

ことで、人口減少の最大の要因でもあります若

年人口の減少につきまして四、五年後までに歯

止めをかけること、そして持続可能な人口構造

へ転換するための道筋をつけていくことを使命

と考えております。 

 次に、議員御指摘のとおり、この戦略で掲げ

る数値目標は極めて野心的な、言わば大変高い

ハードルであるというふうに認識をしておりま

す。しかしながら、人口構造を若返らせて、将

来にわたって活力ある高知県を目指すためには、

取組のタイミングとしてはまさしく今がラスト

チャンスであるというふうに覚悟をいたしてお

ります。険しくはありますが、今挑戦しなけれ

ばならない目標であるというふうに考えます。 

 実現に向けましては、女性活躍の環境づくり、

若年層の雇用の受皿となる企業誘致などにより

まして、魅力のある仕事の創出につなげていく、

そして県内就職や移住の促進などにより、新し

い人の流れをつくっていく、これによって若年

人口の増加を図ってまいります。 

 あわせまして、出会いや結婚の後押し、安心

して妊娠・出産・子育てができる体制づくり、

これを進めていくことで、婚姻数の増加、出生

率の向上につなげてまいります。 

 その上で、まず何よりもメインのターゲット

となります若者の声を幅広く聴取するというこ
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と、そして関係団体、専門家などの様々な御意

見をお聞きするということによりまして、より

効果的かつ画期的な施策を見いだしたいとも考

えております。 

 こうした取組を私自らが先頭に立って全庁挙

げて推進をすることはもちろんのことでありま

すが、市町村や事業者の皆さんを含めたオール

高知で推進をしていくことによって、何として

も目標達成につなげたいと考えます。そして、

県政の最重要課題である人口減少問題を克服い

たしまして、元気で豊かな、そしてあったかい

高知を次世代に引き継いでいけますように、全

力で挑戦を重ねてまいる覚悟であります。 

 次に、人口減少対策総合交付金の制度創設に

対する思いと、予算規模を10億円にした意図に

ついて、併せてお尋ねがございました。 

 中山間地域では、若者、女性の流出が先行し

て進んでおります。このため、県と市町村がベ

クトルを合わせて、施策レベルでも相互に連携

をした人口減少対策の新たな取組を進めていく

ということで、より早く、より多くの成果を出

す必要があると考えます。また、加速するこの

大きな流れを食い止め、反転させるためには、

県と市町村ともに、これまでの施策の延長線上

にとどまらない新たな発想による、より強力な

対策が必要だと考えます。そして一方で、中山

間地域の市町村には、施策強化の必要性は認識

をしながらも、財源面で制約がありまして、市

町村単独では思い切った独自の対策が打ちづら

いという現状もあると考えます。 

 こうした状況を踏まえまして、市町村が自由

度の高い形で取り組む新たな人口減少対策や、

県の施策との相乗効果が期待できる取組などを

財政面から支援をしたい、しようと考えまして、

そのための制度として人口減少対策総合交付金

を創設することといたしました。この交付金を、

まずは若者の減少をできるだけ早期に食い止め

るための第一歩として、効果を見極めながら、

より高い成果を目指していきたいと考えていま

す。 

 この交付金の創設、制度の設計に当たりまし

ては、私自身もフレーム段階から予算規模も含

めまして担当の部局と議論を重ねてまいりまし

た。その中で、まず全市町村に配分する基本配

分型は、本交付金に統合いたします既存の市町

村向けの補助金決算額の約３倍という目安の中

で、４億円という水準を設定します。そして、

いわゆる手挙げ方式の連携加算型の部分も同規

模の４億円、計８億円とすることを軸に当初検

討しておりました。 

 しかしながら、こうした基本的なフレーム案

を公表し、市町村長と意見交換、言わばキャッ

チボールをしている中で、この連携加算型の活

用希望を大変多くいただきました。我々の当初

の想定以上にこの活用希望があったということ、

そしてその対象としても、ソフト事業のみなら

ずハード事業も対象として加えるべきだという

御意見、御要望もいただいたところでございま

す。 

 こうした状況を踏まえ、予算編成の最終盤に

おきまして、全ての市町村が連携加算型の上限

額を４年間で活用した場合にも対応できる、そ

うした規模を改めて計算しまして、当初の想定

から２億円を積み増して総額10億円とすること

で予算計上し、お諮りをすることといたしまし

た。 

 次に、中山間地域の住民の思いにどのように

応えようとするのか、その覚悟と併せてのお尋

ねがございました。 

 私自身、県民座談会や選挙戦を通じまして、

地域で暮らし続けられるかどうかといった不安

のお声や、一方で、将来を見据えて地域を残し

ていきたいと頑張られている方々の声を直接お

聞きしておりました。また、今回の再興ビジョ
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ンの策定に当たりましても、地域に若者が帰れ

るようにしてほしいといった御要望をお聞きし

ましたと同時に、集落活動センター、地域団体

の方々からは、自らの挑戦の状況、そしてその

思いについて、数多くお話をお聞かせいただい

たところでございます。 

 そうした声や思いを受け止めて、ビジョンの

将来像といたしまして、若者が増えた持続可能

な人口構造の下、誰もが将来に希望を持って暮

らし続けることができる中山間地域を掲げるこ

とといたしました。そして、この将来像の実現

に向けまして、４つの取組の柱、若者を増やす、

くらしを支える、活力を生む、しごとを生み出

す、これを掲げまして、それぞれに10年後の目

標数値を設定いたしました。 

 あわせまして、向こう４年間の具体的な道筋

となります128のアクションプランを作成しまし

て、これらにつきましても、例えば年間移住者

3,000人以上といったＫＰＩを設定し、達成を目

指すということといたしました。 

 このビジョンについての外部有識者からの評

価でございますが、従来の中山間対策に加えて

若者の増加を柱に据えたことで、地域の将来に

希望が持てるものになったのではないかという

高い評価もいただきました。また、具体的には、

これまで推進してきた日常的な買物支援あるい

は生活用水の確保といった言わば守りの取組を

土台として、若者を増やす攻めの取組を加味し

たという点が評価をされたのではないかという

ふうに理解をいたしております。 

 言うまでもなく、今現に中山間地域にお住ま

いの方が安心して暮らし続けられるということ

が、この再興ビジョンの大前提として必要であ

ります。今後も、若者を増やす攻めの施策と併

せまして、現に地域にお住まいの方々の声もしっ

かりお聞きをいたしまして、住民の暮らし、活

力、仕事を守る、こういった施策についても着

実に取り組んでまいります。 

 次に、県民座談会「濵田が参りました｣､｢再び、

濵田が参りました」に続きます広聴活動の充実

についてお尋ねがございました。 

 ２期目の４年間も、引き続き、共感と前進を

県政運営の基本姿勢といたしまして、県民の皆

さんの声を現場に足を運んで聞くことが重要だ

と考えております。そのため、来年度からは、

これまでの市町村訪問に加えまして、先進的な

事業あるいは県政の課題解決につながる取組を

行っていただいている企業あるいは施設などへ

の訪問を新たに行いたいと考えております。 

 具体的には、例えばデジタル技術の導入で若

者や女性の参入が進む建設業の現場などに伺い、

先進的な取組への支援策のヒントを得る、ある

いは少子化対策などにつきましても、先進的な

取組をしている現場に伺って当事者からお話を

伺う、そういった機会としたいというふうに考

えております。 

 加えまして、目下の最重要課題である人口減

少対策に資するという観点から、私自身が若者

の意見を直接聞く場、こうした場も設けたいと

考えております。この中では、例えば実際にＵ・

Ｉターンをした方からは県内就職を決めた主た

る理由、そして子育て中の女性からは今まさに

必要な支援策、御意見、御要望などをお聞きで

きればと思っておりますし、こうした意見交換

を通じまして、若者や女性に選ばれる魅力的な

仕事やライフスタイルなどに対するニーズが具

体的にはどうしたものになっているのかという

ことを把握したいと思います。これによって、

持続可能な人口構造への転換に向けた実効性の

高い施策につなげたいと考えます。 

 現場の声を施策に反映させまして、課題やそ

の解決に向けた私自身の思いを直接お話しする

ということにより、県民の皆さんの共感を得な

がら、県政の前進につながる好循環を生み出し
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てまいります。 

 次に、元気な未来創造戦略におきます特に少

子化対策の取組についてお尋ねがございました。 

 お話がございましたとおり、国の次元の異な

る少子化対策では、若い世代の所得向上など３

つの基本理念が掲げられまして、こども未来戦

略が昨年12月に閣議決定されました。この２月

には、戦略に盛り込まれた施策を実行するため

の関連法案も国会に提出をされております。 

 県におきましても、国のこうした動きも踏ま

えた上で、人口減少対策のマスタープランとな

ります高知県元気な未来創造戦略の策定を進め

ているところであります。 

 これも御紹介が議員からございましたように、

国や自治体で人口関連施策のアドバイザーを歴

任されておられます天野さんからは、少子化の

最大の原因は若年女性が雇用を求めて県外へ流

出していることにあるという御指摘をいただい

ております。こうした御指摘も踏まえまして、

特に若年人口の増加に最優先で取り組み、女性

活躍の環境づくりの推進として、関連の施策を

強化いたします。 

 具体的には、若者や女性から人気の高い事務

系企業などの誘致をさらに進めます。また、こ

れまで男性中心とされてきた建設業や第１次産

業におきましても、デジタル技術の重点的な導

入により女性進出を後押しする、さらにこのた

めにも、女性デジタル人材の育成の支援などを

強化したいと考えます。あわせて、各産業分野

の生産性向上を強力に支援いたしまして、事業

者の賃上げにつながる環境づくりを進めてまい

ります。 

 加えて、高知県が若者に選ばれるためには、

男性は仕事、女性は家庭といった旧来の固定的

な性別役割分担意識の解消が欠かせないと考え

ます。このため、私自身が先頭に立って、共働

き・共育てを県民運動として強力に推進し、男

性の育休取得が当たり前という社会を高知県が

いち早く実現する、そうしたことを目指してま

いります。 

 具体的には、隗より始める取組としまして、

まずは県庁が率先して男性の育休取得、女性の

管理職登用を進めます。さらに、企業の男性育

休の代替要員確保への支援のほか、ワーク・ラ

イフ・バランスを推進するアドバイザーなどの

派遣体制を拡充しまして、働きやすい環境づく

りを強力に推進いたします。 

 加えて、若者の声、有識者の御意見も踏まえ

まして、共働き・共育ての推進、さらには若い

女性に高知へのＵターン、Ｉターンを呼びかけ

る、そうしたための戦略的なプロモーションも

展開をしてまいりたいと考えております。 

 こうした男性の育休取得の推進を核とした取

組を原動力といたしまして、社会全体の意識改

革を進めたいと考えております。あわせて、戦

略に掲げました施策を着実に実行してまいりま

すことで、目標の実現に向けて不退転の決意で

取り組んでまいります。 

 次に、ベトナム・ラムドン省などとの覚書の

締結の狙い、そして今後の期待についてお尋ね

がございました。 

 お話にありましたように、人口減少、少子高

齢化が進行する中で、我が国全体で人手不足、

担い手の確保が課題となっておりまして、今後、

事態のさらなる深刻化も懸念をされます。その

ような中でも経済成長を持続的に図っていくた

めには、デジタル化による生産性の向上ですと

か、女性や高齢者などのより一層の活躍を促し

ていく、そのために、多様な働き方が可能とな

る環境も整えていく、こういったことが重要で

あるというのは御指摘があったとおりだと思っ

ております。 

 加えまして、外国人に力を発揮していただく

ということが、より必要になってまいると考え



令和６年２月29日  

－41－ 

 

ます。そのためにはまず、御指摘もありました

ように、我が国が多くの外国人の皆さんから選

ばれる国となること、その上で、本県が日本の

中で選ばれる県となっていくということが重要

であります。 

 このため、令和２年度に高知県外国人材確保・

活躍戦略を策定いたしました。この中で、海外

からの優秀な人材の確保を第１の柱に位置づけ

まして、送り出し国との信頼関係の構築などに

努めてまいりました。 

 この間、コロナ禍という制約もありましたが、

両国の在大阪総領事や現地政府との交流を続け

まして、私自身がトップセールスも行ってまいっ

た結果、本年度、覚書の締結に至ったものであ

ります。 

 選ばれる高知県となるためには、まずは現地

政府の皆さんに高知県のすばらしさを知ってい

ただいた上で、日本での就労を望む方々に本県

を勧めていただくということが有効だと考えま

す。こうした考えに立ちまして、今年１月に両

国を訪問いたしました際には、現地政府関係者

と、覚書に基づく安定的な人材の送り出し体制

の構築について協議や確認を行いました。 

 加えまして、ベトナム・ラムドン省では、県

内企業の現地法人が日本語教育センターの設立

を予定しておりますことから、これに対する省

政府の御協力もお願いをいたしました。この日

本語教育センターでは、高知県の産業や文化な

どについても学んでいただく取組も進めていた

だくこととしておりますので、本県の認知度が

高まるものというふうに期待をいたしておりま

す。 

 こうした取組に加えまして、今後、本県への

外国人材の流れをより大きく、安定したものと

していくためには、県内で暮らしやすい、そし

て働きやすい環境を整備していくことも重要だ

と考えます。このため、来年度は、例えば社宅

の整備にも活用できる融資制度、そして自動翻

訳機の購入であったり分かりやすい作業マニュ

アルの作成などといった取組に活用ができます

補助制度を新たに創設するといった形で、施策

を一層強化してまいります。 

 こうした一連の取組によりまして、事前に高

知県のことを知っていただいた上で、本県で安

心して暮らし働いていただく、そうした外国人

を増やしていくことを目指してまいります。そ

のことを、外国人材御本人の例えばＳＮＳであ

りましたり現地政府の御協力によりまして広く

周知をしていくことで、さらに多くの外国人の

方々が高知県を目指すという好循環をつくり出

していきたいと考えます。 

 今後も、こうした取組を他の国々や地域にも

広げていくことによりまして、より多くの外国

人に選ばれる高知県となりますように、引き続

き私自身が先頭に立って取り組んでまいる考え

であります。 

 最後に、四万十市営食肉センターの建て替え

整備に対する県の支援についてお尋ねがござい

ました。 

 四万十市のセンターは、高知市の新食肉セン

ターが牛の屠畜施設として再整備されたことに

よりまして、現在、県内で唯一、豚の屠畜が行

える施設となっています。また、併設する食肉

事業者などを含めますと約150名もの方が働いて

おりまして、幡多地域の雇用の場として重要な

役割を担う施設であるというふうに考えており

ます。 

 施設の建て替えに当たりましては、多額の事

業費が見込まれておりまして、四万十市は、県

や幡多地域の市町村、県内最大の養豚の産地で

あります四万十町などに一定の費用負担を求め

る考えであります。県としましても、県内の畜

産振興に加えまして、貴重な働く場の確保といっ

た観点から、整備費用への負担も含めまして、
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できる限りの支援を行いたいというふうに考え

ております。 

 具体的な負担割合につきましては、高知市の

新食肉センターの事例、あるいは他の公共施設

に関する支援の事例、こうしたものを参考にい

たしまして、今後、四万十市や関係市町村と協

議を重ねてまいる考えであります。 

 また、施設整備の実現に向けましては、費用

負担が求められる幡多地域などの市町村をはじ

め多くの関係者から理解を得ることが不可欠で

あると考えています。そのためには、そもそも

のセンターの意義、重要性や建て替え整備の必

要性に加えまして、施設規模や事業費の妥当性

などについて丁寧な説明が求められるものと考

えます。 

 県といたしましても、高知市の新食肉センター

の整備プロセスを経て得られましたノウハウを

活用いたしまして、早期に関係者の合意形成が

図られますように、四万十市と共に取り組んで

まいる考えであります。 

 私からは以上であります。 

   （中山間振興・交通部長中村剛君登壇） 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） 人口減少

対策総合交付金でどのような取組をどのように

後押しするのか、制度の仕組みと併せてお尋ね

がございました。 

 この交付金では、市町村が新たに取り組む若

者の増加、婚姻数の増加、出生率の向上、共働

き・共育ての推進の４つの取組を、全ての市町

村に配分する基本配分型と、手挙げ方式の連携

加算型、この２つのメニューで後押ししたいと

考えております。 

 このうち、基本配分型は、市町村の裁量で事

業に充当できる、自由度の高い仕組みとしてお

ります。また、その予算規模も、既存の市町村

向け補助金をこのメニューに統合した上で、そ

の決算額の約３倍を計上いたしました。これに

より、従来の補助事業を、補助要件等に縛られ

ない、より使い勝手のよい事業として推進しな

がら、結婚支援や子育て支援などの市町村独自

の新たな取組に活用いただくことなどを期待し

ているところでございます。 

 さらに、この基本配分型に加え、手挙げ方式

の連携加算型を設け、県が掲げる目標である若

者や出生数の増加につながる取組を支援してま

いります。県の施策と連動することで相乗効果

が発揮できる取組や市町村の先駆的な取組をよ

り強力に支援するとともに、他の補助事業の対

象とならないハード事業もこの連携加算型で対

応できるようにいたしました。加えて、他の市

町村のモデルとなる取組などについては、知事

特認により、交付率のかさ上げや交付上限額の

加算も可能となる仕組みとしております。 

 しかしながら、この交付金により各市町村に

成果を出していただくためには、目標達成に向

けたＰＤＣＡ、これをしっかり回していくこと

が何より重要でございます。 

 このため、まずプラン、すなわち計画づくり

の段階から市町村と連携し、現状把握や課題分

析を行うとともに、地域の成功例などを踏まえ

た施策をプッシュ型で提案するなど、しっかり

とサポートします。また、ドゥー、チェック、

アクションの各段階におきましても、市町村と

ともに成果や効果を確認し、２年目以降の事業

計画を適時修正、強化してまいります。 

 しっかりとＰＤＣＡを回し、人口減少下にあっ

ても若い担い手の減少は食い止める、そして若

者が一人でも多く増えるよう取り組んでまいり

ます。 

   （土木部長荻野宏之君登壇） 

○土木部長（荻野宏之君） まず、グリーン化の

取組としての、高断熱、高気密で環境にも人に

も優しい家づくりについてお尋ねがございまし

た。 



令和６年２月29日  

－43－ 

 

 省エネルギー化と再生可能エネルギーの導入

により年間の１次エネルギー消費量の収支をゼ

ロにするネット・ゼロ・エネルギー・ハウス、

いわゆるＺＥＨ基準による住宅は、高断熱、高

気密のため、夏は涼しく、冬は暖かく、健康で

快適に暮らすことのできる住宅です。このよう

な住宅を普及させることは、カーボンニュート

ラルの実現に向け重要であると認識しておりま

す。 

 国では、2050年のカーボンニュートラルの実

現に向けて、2030年度以降に新築される住宅に

ついてＺＥＨ基準の省エネルギー性能の確保を

目指すとしており、ＺＥＨの性能を有する住宅

の取得や断熱リフォームに対して補助制度や税

制上の特例措置などの支援制度を設けておりま

す。 

 一方、県では、高知県脱炭素社会推進アクショ

ンプランにおいて、省エネ性能の高い住宅の普

及促進を図ることとしております。具体的には、

省エネ性能の高い住宅の有効性や支援制度につ

いて、地球温暖化対策に関するイベントなど様々

な機会を通じて周知するとともに、各種リーフ

レットの配布やホームページへの掲載による広

報啓発に取り組んでいるところです。 

 加えて、省エネ住宅の普及促進に取り組む建

築士や工務店などの地域事業者を育成するため、

ＺＥＨの省エネ性能に関する技術講習会を開催

しております。 

 また、再生可能エネルギーの導入促進のため、

住宅用太陽光パネルの設置を行う住宅の所有者

に対して市町村が補助をする場合に、その費用

を支援する制度を設けております。 

 引き続き、グリーン化の取組として、エネル

ギー消費量ゼロの住宅の普及促進に取り組んで

まいります。 

 次に、住宅耐震化に係る割増し補助制度の創

設と、耐震補強工事の普及についてお尋ねがご

ざいました。 

 県はこれまで、住宅所有者の経済的な負担の

軽減のため、耐震診断の無料化や、設計費、改

修工事費への補助といった支援メニューの拡充

に取り組んでまいりました。 

 今回の能登半島地震では、古い木造住宅の倒

壊が多く見られ、住宅の耐震化の重要性を再認

識したところです。このため、来年度から、物

価高騰に伴う工事費の増加も踏まえ、耐震改修

工事費に対する補助金の限度額を155万3,000円

から165万円へと引き上げることとし、あわせて

市町村が定める補助金限度額の引上げを促して

まいります。 

 その上で、まずは限度額の引上げによる効果

の検証を行うとともに、耐震化が伸び悩んでい

る市町村や高齢化率の高い市町村と連携して、

耐震化されていない住宅の現状や事情を調査し、

原因や課題の整理を行います。その結果を踏ま

え、割増し補助制度の創設を含めた県の支援メ

ニューのさらなる拡充を検討してまいります。

また、こうした支援メニューとともに、住宅の

耐震化の第一歩となる耐震診断と、住宅所有者

の経済的な負担の軽減につながる低コスト工法

の普及は、住宅の耐震化の促進に大変重要であ

ると考えております。 

 これらの取組については、県と市町村がそれ

ぞれの役割を担って進めており、市町村は、耐

震化の重要性の啓発や補助金制度の周知のた

め、所有者への戸別訪問を行っております。一

方、県では、戸別訪問に係る費用への補助を行

うとともに、耐震化に携わる事業者の育成や低

コスト工法の普及を行っております。 

 議員からお話がありました耐震診断士と連携

した戸別訪問は、既に一部の市町村で行われて

おり、専門家から住宅所有者へ対しまして直接、

耐震化の費用や住みながらの改修が可能なこと

などの説明を行っております。このような取組
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を、担当者研修会など様々な機会を通じて、他

の市町村と共有してまいります。 

 引き続き、計画的な戸別訪問を通じた、耐震

診断と低コスト工法による耐震補強工事の普及

にしっかりと取り組み、今回の能登半島地震を

教訓にして、住宅の耐震化を加速させてまいり

ます。 

 次に、建設業の2024年問題に関し、時間外労

働の上限規制の導入による、実施設計及び変更

設計の工期の取り方についてお尋ねがございま

した。 

 公共工事における実施設計時の工期につきま

しては、１日当たりの労働時間を８時間として、

構造物等を造るために必要となる日数に、準備、

後片づけに要する日数や、休日、悪天候等によ

り作業を行わない日数を加えて設定いたします。 

 令和３年７月に、準備、片づけに要する費用

の実態を加味した見直しや、本年４月から適用

される時間外労働規制を踏まえて、受注者が週

休２日に取り組めるような休日等の見直しが行

われ、これにより、工期が約３割増加しており

ます。 

 一方、変更設計時の工期の設定につきまして

は、実施設計時と同様に、変更内容に応じて必

要な日数を算定し、適切な工期に延長しており

ます。 

 このように、既に新たな時間外労働規制に対

応した工期の設定を行っているところでありま

す。 

 最後に、４週８閉所を踏まえた発注方法をど

のように考えていくのかとのお尋ねがございま

した。 

 県では、建設業において働き方改革を実現す

る取組を推進するため、平成29年度以降、週休

２日制モデル工事による発注を順次拡大してま

いりました。モデル工事の内容は、４週８閉所

を達成した場合に、経費を増額補正することや、

工事成績の評価点を加点するといったインセン

ティブを付与するものであります。 

 そのような中、本年４月から建設業にも時間

外労働の上限規制が適用されることから、４週

８閉所のさらなる推進が求められるところであ

ります。 

 こうしたことを踏まえ、県では令和３年度に、

原則全ての工事を週休２日制モデル工事の対象

といたしました。また、令和４年度は請負対象

金額5,000万円以上を、本年度は1,000万円以上

の工事を、発注段階で経費を割増しする発注者

指定型として、順次取組を拡大しております。 

 来年度からは、原則全ての工事において発注

者指定型を適用し、建設業における４週８閉所

のさらなる定着に向けた発注を進めてまいりま

す。 

   （林業振興・環境部長武藤信之君登壇） 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 南海トラ

フ地震を想定した災害廃棄物の発生量、仮置場

の確保及び広域処理体制についてのお尋ねがご

ざいました。 

 まず、南海トラフ地震発生時の本県における

災害廃棄物の発生量についてでございます。こ

れは、Ｌ１クラスと呼ばれる発生頻度が高い一

定規模の地震の場合で662万トン、またＬ２クラ

スと呼ばれる最大規模の場合で2,201万トンと推

計しております。これは県内における年間の一

般廃棄物発生量と比較して、Ｌ１クラスで約26

年分、Ｌ２クラスで約87年分に相当する量とな

ります。 

 次に、災害廃棄物の仮置場の確保状況につい

てでございます。まず、災害廃棄物を一旦保管

する場所となる１次仮置場については、Ｌ１ク

ラスの場合では確保できております。一方、Ｌ

２クラスの場合では、想定必要面積に対し約85

％の充足率であることから、市町村と連携し、

さらなる用地の掘り起こしに取り組んでいると
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ころでございます。また、災害廃棄物の焼却な

どの中間処理施設を設置する２次仮置場につい

ては、Ｌ２クラスの場合で最大20か所が必要に

なると試算しております。こちらについては、

令和５年度末までに港湾や公園などの公有地19

か所を候補として確保できる見込みであり、令

和６年度中に20か所とすべく、関係者と協議を

進めております。 

 最後に、災害廃棄物の広域処理体制について

でございます。議員御指摘のとおり、能登半島

地震では、大量の災害廃棄物を早期に処理する

ために、県域を越えた処理が検討されておりま

すが、南海トラフ地震についても広域処理の準

備が必要であると考えております。これまでに、

国と四国４県などで構成する四国ブロック協議

会において、広域連携計画を策定し、関係機関

が連携して情報伝達訓練などに取り組んでいる

ところです。また、広域での災害廃棄物の受入

れ手順や受入れ可能量の整理など、さらに実効

性を高める取組を進めているところです。 

 今後とも、能登半島地震における課題や対応

事例も参考にしながら、災害廃棄物を広域で早

期に処理する体制づくりにしっかりと取り組ん

でまいります。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） 震災発生後の学習機会

確保のための支援策を市町村教育委員会と十分

に協議し備えておくことの必要性についてお尋

ねがございました。 

 地震等による甚大な被害が発生した場合にお

きましては、まず子供や保護者、教職員の被災

状況を正確に把握するとともに、学校の被害の

様子をつかむことが必要となります。その上で、

議員の御指摘のとおり、被害レベルに応じて子

供たちの学習機会を確保し対応していくことが

重要となってまいります。 

 これまで、本県では、南海トラフ地震発生後

においても早期に子供たちの学習保障を行うた

め、それぞれの県立学校の学校再開計画の策定

を行ってまいりました。また、市町村につきま

しても、この県立学校の学校再開計画を参考と

して、各小中学校等についての再開計画の策定

を行うよう働きかけてきたところであります。 

 しかし、今回の能登半島地震においては、市

町村を越えて広域の避難先で学習機会を確保す

ることが必要な状況も見られております。また、

先日、能登半島地震で被災した中学生の２次避

難先の支援として派遣をしました県教育委員会

事務局職員からは、子供たちに精神的な不安定

さが見られ、教職員のストレスも大きくなって

いることから、双方にメンタルケアが必要であ

るといった報告も受けております。 

 こうしたことから、現在、県教育委員会とし

ましても、石川県の対応を参考に、ＩＣＴ活用

の可能性も含めた学習機会の確保や、避難先、

宿泊先の調整、子供たちのメンタルケアなど、

あらゆる課題の洗い出しを行っているところで

あります。今後、課題の整理を行った上で、そ

の対応策について、それぞれの地域の被害状況

も想定しながら、市町村教育委員会と具体的な

連携・支援方法を協議し、南海トラフ地震対策

行動計画等の見直しにつなげてまいります。 

   （農業振興部長杉村充孝君登壇） 

○農業振興部長（杉村充孝君） まず、四万十市

の新食肉センターの整備事業費圧縮を図る努力

についてお尋ねがございました。 

 食肉センターの建て替え整備に向け、本年度

行った基本設計における概算事業費は、約75億

円となっております。これは、資材価格の高騰

の影響もありまして、先に整備された高知市の

新食肉センターに比べ約２倍に相当するものと

なっております。 

 資材価格の高騰以外の要因としましては、高

知市は牛を、四万十市は豚を処理する施設であ
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り、家畜の大きさの違いや処理頭数が大幅に多

いことに伴う生産機械や汚水処理施設の規模の

違いなどが考えられます。こうした違いもあり、

単純に比較はできませんが、四万十市と高知市

の両センターの設計を比較し、特に差が大きい

部分を精査することなどによって、見直しがで

きる余地はまだあるものと考えております。 

 センターの建て替えに当たって、四万十市は、

県に加え、幡多地域などの関係市町村に対し、

整備費に対する一定の負担を求めています。今

後、多額の費用負担に対する関係市町村や県民

の理解を得ていくためにも、施設や設備の規模

が必要最小限のものであるか改めて確認すると

ともに、仕様を見直すことなどでさらに事業費

が圧縮できないか検証し、負担の軽減に向けた

努力を尽くす必要があると考えております。 

 このため、県としましても、四万十市と県に

よる四万十市新食肉センター整備推進協議会の

場などを通じまして、さらなる事業費の縮減に

向けて取り組んでいきたいと考えております。 

 次に、県としてどのようなスケジュール感で

取り組んでいくのかとのお尋ねがございました。 

 議員のお話にありましたとおり、センターの

建て替えについて、四万十市長は、県や関係市

町村と協議を進め、合意を得た上で、９月議会

に関連予算を諮りたいとの意向を表明されてお

られます。 

 現在、食肉センターは老朽化が相当に進んで

おりますため、県としましても、四万十市と歩

調を合わせ、新施設の整備に向けてスピード感

を持って取り組んでまいりたいと考えていると

ころでございます。一方で、先ほど申しました

とおり、建て替え整備には多額の費用を要する

ことから、多くの関係者の理解を得るためには、

同時に慎重な対応も求められているものと考え

ております。 

 このため、四万十市が設置している既存の検

討委員会に幡多地域の関係市町村などをメン

バーに加えた検討会を合意形成の場と考え、ま

ずは第１回目の会合を新年度の早い時期に開催

するよう、四万十市と協議しながら準備を進め

ているところであります。この検討会におきま

して、食肉センターの重要性や意義を関係者間

で共有の上、施設規模や事業費の妥当性などに

ついて丁寧に説明し、また議論を尽くすことで

関係者の合意形成が図られ、昨今の資材高騰下

においても新たな施設の整備が円滑に進むよう、

四万十市と共に取り組んでまいります。 

○18番（明神健夫君） それぞれ詳細で前向きな

御答弁をいただきまして、ありがとうございま

した。２問目の質問はありません。 

 人口減少に歯止めをかけることは至難の業で

ありますけれども、濵田知事の目指す理想の高

知県像の実現に向けまして、思う存分その手腕

を発揮されますことを心から期待しております。 

 そして、この３月末をもって退職されます職

員各位におかれましては、長年にわたり県勢発

展のために尽力されましたその御功績に対し深

甚なる敬意を表しますとともに、ますますの御

自愛の上、今後とも御活躍されますよう御祈念

申し上げまして、私の一切の質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 暫時休憩いたします。 

   午前11時39分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時再開 

○副議長（今城誠司君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた

します。 

 36番中根佐知議員。 

   （36番中根佐知君登壇） 
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○36番（中根佐知君） 私は日本共産党を代表し

て、以下質問をいたします。 

 まず、知事の政治姿勢について、政治資金パー

ティー券問題についてお伺いいたします。 

 日本共産党のしんぶん赤旗の報道をきっかけ

として、自民党の政治資金パーティー券をめぐ

る裏金問題は、安倍派で６億7,500万円以上、二

階派で２億6,400万円、岸田派でも3,000万円の

違法収入が明らかになり、さらに事態の発覚を

受けた安倍派議員らが訂正した政治資金収支報

告書には、不明とする記述が相次ぐ事態となっ

ています。しかし、裏金が何に使われたのか、

また誰が裏金処理を指示したのかなど、肝腎の

問題は一向に明らかになっていません。 

 あわせて、政党が政治家個人に支出する政策

活動費にも焦点が当たっています。自民党二階

幹事長時代は５年間で50億円、2022年の自民党

茂木幹事長の９億7,150万円など、巨額の資金が

使途不明のまま非課税扱いで使われてきました。 

 これらの問題は、脱税に当たるのではないか、

公正な税務行政をゆがめるものだと、強い批判

が上がっています。現行法では、政党本部から

政治家個人に政策活動費の名目で支給されたも

のは領収書不要です。二階氏に渡った50億円の

政策活動費を雑所得として試算すると、課税額

は35億円ともされます。自民党裏金事件の解明

と、税逃れを許さない国税当局の徹底調査が不

可欠です。 

 確定申告の時期を迎え、１円の支出に至るま

で領収書をそろえ、さらにはインボイスの導入

で実質的な増税を押しつけられている一方で、

法律をつくる側の与党自民党議員のあまりにひ

どい政治資金の状況、そして問題解決への熱意

のなさに、国民は怒っています。 

 今回の事態は、公正であるべき税務行政の信

頼を損なうものであり、県民に県税納入をお願

いする知事の立場としても曖昧にできない問題

だと思いますが、国税庁等に徹底調査を求める

考えはないか、お聞きします。 

 多くの政党が、企業、団体へのパーティー券

販売禁止、政策活動の使途公開などで一致して

います。日本共産党は、他の野党と力を合わせ、

問題を徹底解明し、国民の声が通る政治のため

力を尽くす決意です。 

 濵田知事は、政治資金パーティーについて、

引き続き開催する旨の発言をされていますが、

そもそも国民が１票を投じて政治に参加する、

これが議会制民主主義の大原則です。政治資金

規正法は、政治資金について、民主政治の健全

な発達を希求して拠出される国民の浄財である

としています。主権者である国民一人一人の自

覚的な献金を政治資金としてこそ、健全な民主

政治の発達がもたらされます。 

 企業に１票を投じる権利はありません。経済

的に圧倒的な力のある企業が政治資金を提供す

ることは、金の力で政治をゆがめ、一人一人の

国民の参政権を侵害することになることは明ら

かですが、知事にそうした認識はありますか、

お聞きいたします。 

 また、同法は、政治活動が国民の不断の監視

と批判の下に行われるようにする、そのため政

治資金の流れを透明化し、民主政治の健全な発

達に寄与することを目的とすると明記していま

す。しかし、パーティー券は、購入者の名前は

パーティーごとに20万円を超す場合に限定され

ています。政治献金に比べても匿名性が高い資

金です。 

 公共工事など行政の仕事を請け負っている企

業、団体からのパーティー券購入はないのか、

どう証明するつもりか。パーティー券の販売先

は企業、団体は対象としない、個人に限ること

を県民に約束すべきではないか、知事にお伺い

いたします。 

 次に、機構改革についてお伺いします。今回、
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時代の大きな変化を挙げ、これまで以上の斬新

で柔軟な発想が求められるとの理由で、政策立

案能力と統合調整機能を発揮するための知事直

結の筆頭部局である総合企画部を創設するとの

議案が提出されています。しかし、政策のコン

セプトであるデジタル、グリーン、グローバル

がほぼ国追随のものであることなど、これまで

の濵田県政の姿勢から、高知県の実態に基づき

県民の力に依拠して課題解決に取り組んできた

高知県政の積極面が失われていくのではないか

と強く危惧をしています。 

 失われた30年という言葉が象徴するように、

一部の大企業、富裕層の利益を優先してきた国

の失政により、残念ながら日本社会は、賃金が

上がらず成長できない国、若者が希望を持てず

急速な人口減が進む国へと突き進んできました。

とりわけ高知県は、そうした矛盾の集中点でし

た。 

 その中で、高知県は、その打開の方向は国言

いなりの施策ではなく、現場で苦闘している県

民のなりわいの中から課題とともに宝とも言え

る取組を見つけ出し、それを県政がしっかり支

えることを県政の柱としてきました。橋本県政

では、県職員が県民に真っすぐに向き合う気風

を確立し、地域支援企画員など、住民力を発揮

する県庁づくりを進めてきました。引き継いだ

尾﨑県政も、地域の課題を正確に認識し、諸課

題の解決と県勢の浮揚に向けて、土佐人の知恵

と行動力を生かすとして、土佐まるごとビジネ

スアカデミー、こうちアグリスクール、林業学

校や防災士の養成など、人づくりに力を入れて

きました。 

 課題解決の最前線である現場の声を基にした

フォローアップを重視してきたことは大切な取

組でした。こうしたボトムアップ型の行政運営

こそ力を入れるべきだと思います。 

 その点で、知事が司令塔と名づけた総合企画

部は、県民の願い、実態より、知事の思いを貫

徹する方向、すなわち国の方針を忠実に貫徹す

る方向へ、ボトムアップからトップダウンの組

織へ変えられる危険が大きいと強く危惧します

が、知事の認識をお伺いいたします。 

 さらに、具体的に指摘すれば、前県政の下、

中山間地域が消滅すれば都市部自体も存続が危

ぶまれるのではないか、高知県の強みの源泉で

ある中山間地で若者が働け安心して住み続けら

れるようにしなければならないとして重視をし

てきた中山間を冠した部がなくなり、その上、

市街地まで被害が及んできた実態があるにもか

かわらず、鳥獣対策課を室に格下げするとして

います。 

 このことは、中山間対策が見えにくくなる、

後退するという県民へのメッセージになると思

いませんか。そうならないためにも、今からで

も再考すべきではないか、知事にお聞きします。 

 また、スポーツ振興を観光振興部に移管する

としていますが、ビジネスや観光にスポットが

当てられ、県民のスポーツ権をどう保障するの

かという本筋から外れたものと言わざるを得ま

せん。県民のスポーツ権が保障される県づくり

が、県民の生きがいや健康増進など幸福追求権

の保障とともに若者の定住、移住などにも資す

るという視点を欠いているのではないかと思い

ます。 

 そこで、今回のスポーツ行政を観光振興部へ

移すことの影響についてどう考えるのか、知事

にお聞きします。 

 次に、ジェンダー平等、男女共同参画社会の

前進について伺います。知事は、人口減少対策

のマスタープランとして、高知県元気な未来創

造戦略、特に若い女性にターゲットを絞りなが

ら、若い女性の仕事づくり、若年人口の増加、

婚姻の増加、出生率の向上を大きく旗を振る提

案をしています。同時に、子供を産みながらしっ
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かり共働き・共育てをオール高知で推進すると

しています。 

 しかし、当の女性たちは、都合のいいときだ

け女性を持ち上げないでほしい、若い女性は高

知県から外に出すなと言わんばかりの人権無視

のパワーを感じて居心地が悪いなど、様々な思

いを持っています。 

 この違和感は一体何だろうかと考えると、男

女共同参画社会を標榜しながら、女性に対して

も男性に対しても、それぞれの人生を選択する

自由と権利に唐突に行政が踏み込み、出生数を

増やすなら若い女性の人口を増やそうなど、場

当たり的に聞こえる施策展開に共感ができない

のだと思うのです。もっと根本的に、ジェンダー

平等と男女共同参画社会が前進に向かっている

のだという指針を示さなければ、施策への共感

を広げることにはなりません。少子化だからと、

若い女性は子供を産むのは当たり前だという押

しつけは、時代に逆行したものです。 

 今57歳になった、子供を持たない選択をして

生きてきた女性は、出産願望は乏しいのに産む

性として社会から扱われることにずっと負い目

を感じてきた、出産適齢期を過ぎてまだ産める

と思わなくてもよくなってほっとしたと率直に

語っています。 

 固定的な性別役割分担意識の解消と言いなが

ら、このような女性は産む性であるという押し

つけは固定的な性別役割そのものだと多くの女

性が受け止めていますが、女性の声を知事はど

う受け止めているのか、お伺いします。 

 知事は、兵庫県豊岡市の、ジェンダーギャッ

プを取り除きながら若い女性の人口減少を食い

止めてきた中貝市長の実践を御存じでしょうか。

2020年２月、人口およそ８万人、城崎温泉で知

られる兵庫県豊岡市の中貝宗治市長は、人口減

少を食い止めるための地方創生総合戦略として、

昨今はやりの女性活躍ではなく、ジェンダー

ギャップ、社会的な男女格差解消を真正面から

打ち出し、全国から注目を集めました。 

 女性が流出してしまうのは、あまりに豊岡が

男社会だったから、本当に申し訳なかった。女

性の立場に立ったとき、世界は不公平な壁だら

けに見えているかもしれません、そのことへの

怒りから目をそらしてはなりませんと述べてい

ます。 

 そして、人口減少対策を定めた地方創生戦略

の改定に合わせ、２期計画、2020年から2024年

度に、ジェンダーギャップ解消を盛り込みまし

た。例えば、賃金格差の解消のためにも、女性

の正社員としての就職数目標は、2019年の393人

から、2025年には５倍弱の1,900人を目標にして

います。 

 僕たち男性は、女性にとって世界がどう見え

ているか、あまりに無関心でした。相手の立場

に立ち、壁だらけだと分かれば、そういう気持

ちになるよねと、会話のキャッチボールが始ま

る。そういう共感力が差別を解消するスタート

になると、地道に市民に訴えかけていきたいと

思いますと述べています。そして、女性人口が

増える土台がつくられています。 

 このジェンダーギャップを解消していくこと

によって女性人口を増やしていく視点をどう捉

えるのか、知事にお聞きいたします。 

 高知県は、男女共同参画プランのモニタリン

グ指標を持っています。ぐいぐいと推進するこ

とでジェンダー平等と男女共同参画の土台を推

し進めることが、今だからより必要ではありま

せんか。 

 まず隗より始めよの精神で、庁議メンバーに

女性が１人しかいない現状の改善に大幅に取り

組むことなど、女性の参画として管理職登用を

県庁内でも進め、男女共同参画の目標に沿って

取組を飛躍させていくべきだと考えます。決意

を知事にお聞きいたします。 
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 県庁の機構改革が提案をされています。これ

だけ全庁的に取り組むべき課題を持つ人権・男

女共同参画課が、今回も子ども・福祉政策部内

の一つの課に組み込まれたままになっています。

こうした位置づけが推進のブレーキになってい

ると考えますが、知事の御意見を伺います。 

 次に、特定利用港湾について伺います。 

 新港を含む高知港、須崎港、宿毛湾港の３港

が候補となっている特定利用港湾は、今年度末

をめどに、円滑な利用に関する枠組みで、管理

者らと調整が整った施設から指定されると報道

されています。この間、累次にわたり、日本共

産党県議団としても、知事へ、県政の主権者で

ある県民に向けての情報公開を徹底するよう申

し入れてきました。年度末に指定が迫る中で、

この間の政府による説明は、自衛隊等のどのよ

うな部隊、艦船が使用するのか、どのような訓

練を年間何回実施するのか、その規模はどうか

などの具体的情報を欠いています。 

 問題点なのは、県としての情報公開の姿勢で

す。２月９日、日本共産党高知県議団は申入れ

を行い、井上副知事と懇談、２月13日に開かれ

る対象３市への国からのオンライン説明会の内

容を広く県民に伝える要請を行いました。その

中で、井上副知事は、２月13日の説明会は国主

導ですから県として公開でという考えはない、

国へ公開を申し入れる考えもないと発言をされ

ました。 

 ２月13日のオンライン説明会の存在も、宿毛

市議会での答弁で明らかとなったものです。こ

の間、一貫して、国との協議内容、プロセスが

不透明であり、マスコミへの公開はもとより、

県民の負託を受ける県議会議員への情報提供も

十分ではありません。この協議過程の不透明さ

が、県民の不安・不信感につながっています。 

 ２月16日には、宿毛市の市民有志が、特定利

用港湾、特定重要拠点が有事の際のミサイル攻

撃を呼び込み、住民の犠牲を拡大する懸念があ

ると、県内港湾の特定重要拠点化に反対する署

名を宿毛市に提出したと報道されました。近く

知事にも署名を提出するとしています。 

 知事はこのような住民の不安の声をどう受け

止めているのか、お聞きします。 

 2014年の日米共同統合防災訓練で、米軍オス

プレイの参加に関し、県として、高度、進入コー

ス等に極めて厳格な運用、安全確認を求めまし

た。こういった対応を引き継いで県民への説明

責任を果たす姿勢が、今、県に求められていま

す。現状、県の姿勢は、以前と比較しても、県

民の知る権利を軽んじていると批判せざるを得

ません。県の権限は、県政の主権者たる県民が

負託したものであり、県民の知る権利の保障は、

県が施策の是非を判断する上での大前提です。 

 特定利用港湾をめぐり、県民に情報提供が十

分でない現状で指定を受け入れるなら、あまり

に拙速であり、職権の濫用に当たると言わざる

を得ませんが、知事の認識をお聞きします。 

 内閣官房による空港・港湾施設の整備効果及

び利用のイメージで示されているおおすみ型輸

送艦は、90式戦車18両、陸上自衛隊員300人など

を搭載できる揚陸艦、またあたご型護衛艦はミ

サイル搭載型のイージス艦です。Ｆ２戦闘機は、

超音速空対艦ミサイルを装備できる攻撃機、Ｃ

２輸送機は現在、長射程ミサイルの搭載が計画

されています。これらは明らかに戦闘を主目的

とした装備です。 

 国家安全保障戦略上の位置づけ、また明らか

となっている船艦、航空機を見ても、特定利用

空港・港湾の指定は空港・港湾の軍事利用化あ

るいは軍民共用化ではないか、知事としての認

識をお聞きします。 

 特定利用港湾指定が災害時にも資するとの趣

旨の説明が、この間、国からもなされ、知事も

双方にメリットがあり得ると発言をしています。



令和６年２月29日  

－51－ 

 

しかし、災害時の対応を言うなら、災害対応に

特化した訓練、港湾整備が必要です。能登半島

地震の被害の長期化を見ても、災害対策を抜本

強化する姿勢が、国、地方自治体に求められて

います。 

 災害対応に万全を期すために、港湾非核平和

利用の県議会決議に基づき、戦闘訓練を主目的

とした受入れは認めず、訓練と港湾整備は災害

対応に最大限資するよう国に求めるべきではな

いか、知事にお聞きします。 

 また、指定に向けての港湾の円滑な利用に関

する枠組みを設けることが必要と報道されてい

ますが、この枠組みで何が変わるのかが重大な

点です。 

 11月14日の外交防衛委員会において、政府参

考人が、現時点では自衛隊、海上保安庁の利用

についてはその都度の調整だが、今後は自衛隊、

海上保安庁あるいはインフラの管理者との間に

おきましてあらかじめ利用調整の枠組みを設け

て、より円滑に調整ができるようにしていくと

答弁しています。この答弁では、自衛隊等はそ

の都度の調整から外れ、自衛隊、海上保安庁、

県の３者が利用調整の枠組みの下、同列に置か

れるものとなっています。 

 加えて、国資料では、枠組みのイメージとし

て、具体的な運用については関係者間で連絡調

整体制を構築し意見交換を行っていくと記述さ

れ、肝腎の具体的内容は不明のまま、自衛隊等

の港湾利用に白紙委任を与えるものと言えます。 

 枠組みが設定されれば、自衛隊等は利用時に

その都度の調整を行うことなく、港湾を円滑、

つまり自由に使用できるようになり、県の港湾

管理者としての権限が制限されるのではないか、

知事の認識をお聞きいたします。 

 訓練等の内容によって、県民の不安につなが

る、あるいは漁業等の利用に影響が及ぶと判断

した場合、港湾管理者としての使用を差し止め

ることはできるのか、知事にお聞きします。 

 この枠組みは書面での合意となるのか、国側

から期限が指定されているのか、また枠組みは

高知県の合意なく設定できないとの認識で間違

いないか、知事にお聞きいたします。 

 米軍の使用の可能性についても改めてお聞き

します。米軍の使用について、知事は、国の国

会答弁を引き、特定重要拠点としての受入れが

米軍の利用につながるものとは現時点では我々

としては考えておらないと答弁しました。 

 一方で、上川陽子外務大臣は、日米地位協定

第５条に基づき、国内の空港、港湾を米軍が利

用できるとして、新たに整備される空港及び港

湾におきましても同様であると明確に述べてい

ます。また、１月29日に行われた日本平和委員

会と政府の交渉で、政府の担当者は、米軍の使

用について除外するものではないと述べたと報

道されています。 

 実際に、今回特定利用港湾の候補となってい

る石垣港では、昨年沖縄県が自粛を求める中、

米軍艦船が寄港。艦長は、通常訓練の一部、で

きるだけ多くの場所に寄港できるようにしてい

くと語っています。一方で、日米地位協定第５

条で規定上は使用できるとしても、事前に物資

の運搬、補給などのスキームが整えられていな

ければ、実際の港湾使用は困難です。 

 平時における物資輸送、部隊輸送などの訓練

を受け入れることで、港湾の軍事利用のスキー

ムが構築され、有事の際、米軍にとっても利用

しやすい条件が整うと考えますが、知事の認識

をお聞きいたします。 

 次に、能登半島地震を受けた防災対策の徹底

について伺います。 

 250人を超す死者、安否不明者を出した能登半

島地震は、発生から２か月近くなりました。石

川県では、１万4,000人以上が避難所などで生活

を続けており、多くの避難者は体育館などで寝



 令和６年２月29日 

－52－ 

 

泊まりし、避難長期化で心身ともに大きな負担

を強いられています。ストレスなどによる災害

関連死も確認される中、被災者の命と健康を守

る取組を強めなければなりません。県において

も、医療チーム、保健師、行政支援、警察の応

援の派遣など、尽力を尽くしている職員、関係

者の皆さんに改めて敬意を表したいと思います。 

 今回の初期対応について、阪神・淡路大震災

をはじめとして多くの自然災害に向き合い、防

災対策の見直しを提唱してきた室﨑益輝神戸大

学名誉教授は、反省すべき点が多くあると述べ

ています。震災の教訓を引き出すには失敗体験

をしっかり踏まえなければならない、今回の地

震では助けを求めている被災者のところに救援

隊がすぐ駆けつけることができなかった、これ

が大きな反省点だったと思いますと述べ、２つ

の大きな過ちがあったと指摘をしています。 

 １つ目の過ちは事前の被害想定の甘さですと

述べ、孤立集落が多数発生すると想定していた

ら、備蓄や衛星携帯電話の準備にしても対応が

違っていたはずだと述べています。 

 ２つ目の過ちは、地震発生直後に被災状況の

把握がスムーズにできなかったことが初動対応

の遅れにつながったという点を挙げ、これから

は現地からの報告を待つのではなく、直後に公

表される地震の大きさや形状によって初動対応

のスイッチを入れるようにしなければならない。

例えばマグニチュード7.6であれば道路が寸断さ

れていることを想定して海や空からの救助にも

早急に着手すべきであり、緊急消防隊の派遣の

システムのまま動いていたのでは救助活動はう

まく進まない、地震発生直後の情報把握のシス

テム及び初動対応のシステムを抜本的に見直さ

なければいけないと指摘しています。 

 南海トラフ巨大地震に備え、想定外を想定す

る姿勢で取り組んできた高知県とは状況が違う

とはいえ、改めて能登半島地震の現状から何を

教訓とするか、また教訓を生かすためにどう取

り組むのか、危機管理部長にお聞きいたします。 

 南海トラフ巨大地震に備え、死者を８割減ら

すなどとする目標を定めた国の基本計画につい

て、この春をめどとしていた見直しの時期を能

登半島地震の影響で延期をする方針が明らかに

なりましたが、策定から10年がたち、過疎・高

齢化が一層進行した下で、国の見直しを待つの

ではなく、積極的な見直し作業が必要です。 

 避難タワーや避難道の見直し、住宅、水道な

どインフラの耐震化、要配慮者の避難計画の促

進、自主防災組織の取組、防災教育、ジェンダー

や障害者の視点に立った避難所運営、備蓄、医

療・福祉の提供体制、住宅確保などの生活・産

業の再建、災害廃棄物の処理などの復興に向け

た取組などなどについて、県と市町村が南海ト

ラフ地震対策行動計画を再点検するとともに、

その内容を住民が共有していくことが、県民運

動として取組を進める上でとりわけ重要となっ

ています。 

 南海トラフ地震対策行動計画の見直しと取組

の強化を県民運動として進めるための今後の計

画について危機管理部長にお伺いいたします。 

 阪神・淡路大震災、東日本大震災など幾多の

震災現場で被災者の支援に当たってきた津久井

進弁護士などが、その実体験から、一人ひとり

が大事にされる災害復興法をつくる運動に取り

組んでおり、具体的な提案もなされています。

提案の冒頭に掲げた現状と課題の文章を紹介し

ます。 

 災害は、ある地域にたまにしか来ないので、

地方自治体は被災者支援に慣れようがありま

せん。しかし、1947年に成立した災害救助法

という古い法律にもとづいて、地方自治体の

みが災害救助・被害者支援を実施することに

なっています。 

 また、災害救助法は古い法律で見直しもほ
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とんど行われていないため、生活困窮者自立

支援法、介護保険法、障害者総合支援法など

の社会保障関係法制度と連携しておらず、社

会福祉法人やＮＰＯなど平時の福祉を担うプ

ロフェッショナルの手を借りることができま

せんし、流通・小売企業といった物資や物流

のプロの力をうまく使えません。また、たま

たま住んでいた家の被害のみを基準とした災

害特有の支援基準が取られるため、支援が必

要な社会的な脆弱性を抱える人に支援が届か

ないことも多いです。 

 結果として、避難所で大勢の被災者が共同

生活を余儀なくされます。個々のプライバシー

が守られない状況や、生活再建がうまくでき

ない状況は戦前から現代まで大きく変化がな

いままです。日本の災害救助・被災者支援の

現状は、世界的に見ても極めて低い水準にと

どまっています。 

 個人の尊厳の保持を災害対策の目的にし、福

祉を災害救助法に位置づけ、官民連携を基本と

したスムーズな被災者支援を可能とする法改正

に速やかに取り組むことを国に強く提案すべき

ではないか、子ども・福祉政策部長にお聞きい

たします。 

 また、現代に即した災害救助の充実も求めら

れています。被災者生活再建支援法の改善も課

題です。 

 今回、６自治体については、高齢者、障害者

のいる世帯には最高600万円まで支援が拡充さ

れ、半壊についても対象とされましたが、特例

ではなく、また財源も国が半分しか負担しない

点の改善を求められています。こうした拡充に

ついて危機管理部長に伺います。 

 また、実態に即した支援を可能とするために

は、現物給付にこだわるのではなく、広く災害

救助法第４条３項を活用し、金銭を給付するこ

とによって救助を進めることも求めています。

避難所の１日の食費が1,230円であり、コロナ禍

の宿泊療養の１食1,500円に比べても極めて貧弱

であり、改善の声が現地で上がっています。 

 被災者支援の拡充が求められると思うが、子

ども・福祉政策部長にお伺いいたします。 

 次に、産業振興と地域循環型経済について伺

います。 

 高知県は、地産外商を軸とした産業振興を進

めています。外商に向けた地場産業の育成、製

品開発の努力と成果は重要であり、今後も大い

に取り組む必要があると考えます。一方で、県

下全体の人口減少が進むなど厳しい状況があり、

産業振興の取組の成果をいかに県全体に波及さ

せていくのかが問われています。持続可能な高

知県をつくるため、地域循環型経済の視点で産

業振興自体をブラッシュアップする必要がある

と考えます。 

 第５期産業振興計画案は、これまで位置づけ

が弱かった保健医療・福祉と建設分野に言及し、

この経済動向にも目配りをし、県内産業の活性

化に向けて、よりトータルな形での取組を進め

るとの文言が入ったことは、県内最大の付加価

値を生産する保健医療・福祉分野を県経済の要

として明確に位置づけることを県議会で一貫し

て求め続けてきた日本共産党として歓迎するも

のです。 

 どのような考え方で第５期計画に保健医療・

福祉と建設分野を位置づけたのか、知事にお伺

いいたします。 

 県内介護職員の平均賃金は全産業平均と約５

万円の格差と、12月議会で答弁がありました。

介護のみならず、保健医療・福祉分野は労働集

約型産業で、人不足も深刻です。また、それな

しでは社会が持続できないケアを提供していま

す。 

 この点で、訪問介護の基本報酬が、来年度身

体介護30分から１時間未満は約3,960円から3,870
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円へ90円の値下げなど、軒並み引き下げられよ

うとしています。ホームヘルパーの人員不足は

深刻で、求人倍率も15倍を超え、訪問介護事業

所の倒産は昨年67件と過去最多になっており、

中山間地を多く抱える本県にとっても死活的問

題です。プラスとなっている処遇改善加算につ

いても、高知県内は全国平均よりも低い取得率

です。 

 持続可能な地域社会に不可欠な訪問介護を保

障するため、基本報酬引下げの撤回を国に求め、

直接国費による賃金引上げの仕組みを提言すべ

きと考えますが、知事にお聞きいたします。 

 また、産業振興計画において、依然として地

域循環型経済の視点は弱いと考えます。政府が

提供するＲＥＳＡＳでは、地域経済循環図が提

供され、地域の自立度を示すとされる地域循環

率が示されていますが、高知県は地域循環率80.4

％となっており、これは全国で数えてみると44

位と下位です。 

 この地域経済循環の強化を図るためには２つ

の方策があります。１つは、高知県が進めてき

た外商に代表される移輸出産業の強化、もう一

つは、地域内で取引を活発化させる施策等で地

域外への資金流出を少なくすることです。 

 ＲＥＳＡＳの地域経済循環図を見ると、高知

県は支出の面で県外に資金が流出している額が

大きいことが分かります。特に、地域内産業の

移輸出入収支を反映するその他支出の計１兆194

億円のうち、地域外への流出が5,908億円を占め、

流出入率は58％と大幅なマイナス、全国順位は

43位です。この点に高知県経済の課題があると

分かります。外商により、この域外収支の赤字

を縮小していくことも当然必要ですが、併せて

地域内での産業の連関を強め、資金が域外に流

出しない産業構造に転じることが必要です。 

 内訳を見ると、本来は多彩な１次産品がある

高知県で連動して強みとなるべき食品加工分野

で、県際収支のマイナスが目立ちます。また、

2020年６月の経済センサス産業別集計を見ると、

食料品加工が33事業所減と急減しています。新

型コロナの影響が直撃し、一層、食品加工分野

が落ち込んだことが分かります。 

 第４期産業振興計画には、食品加工産業の集

積に乏しく、その多くが小規模であることから、

第１次産業の強みを生かした食品加工への展開、

食品周辺への産業への波及が弱く、一部の加工

工程を県外でせざるを得ないと記載されていま

す。施策の展開として、輸出商品の開発等に力

を入れていますが、海外展開にはロット数が必

要とも指摘しており、小規模が多い食品加工分

野の全体を視野に入れた施策とは言えません。 

 食品加工分野の弱さをどのように分析し、打

開を図ってきたのか、産業振興推進部長にお聞

きいたします。 

 また、小規模事業者は、地域で必要とされ、

県民のニーズを満たすことで事業継承しており、

地域の食文化を守る重要な役割を果たしていま

す。小規模であっても多様な食品が生産される

ことは、その地域に根差した食文化をつくり、

観光や外商にとっても高知ならではの魅力とな

ります。食品製造業を、外商の視点だけではな

く、地域循環型経済の視点で検証することが重

要です。 

 地域住民の食品ニーズをつかみ、地域の１次

産品を活用した食品加工製品の消費をさらに増

やしていく施策展開が必要と考えますが、知事

の考えをお聞きいたします。 

 小規模事業者の食品加工製品の地域流通を促

進するため、学校給食や病院食などへの導入も

含めて行政が積極的に取り組んでいくことは大

切な課題だと考えます。公が責任を持って地域

内での流通、消費を活性化させ、それぞれの地

域ならではの味を育んでいく施策の充実を求め

ていきたいと思います。 
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 最後に、不登校問題について質問します。 

 文部科学省は、全国の小中学校と高校、特別

支援学校を対象に、不登校やいじめ、自殺など

の調査を毎年行い、公表してきました。昨年10

月の調査結果を見れば、小中学校を30日以上欠

席した不登校の状態にある子供は約５万4,000人

増、率にして22％増えて、子供の不登校は昨年

度29万9,048人となりました。10年連続で過去最

多です。高知県の1,000人当たりの不登校児童生

徒数はマイナス0.5ポイントと、前年比で少し数

は減ったものの、小学校469人、中学校994人、

合計1,463人が該当しています。そのほか、いじ

めの認知件数は過去最多となっています。 

 子供たちや学校に何が起こっているのか、こ

れまで以上の調査分析が必要です。また、今後

もこれ以上の不登校などの状況を広げないため

にも、実態調査を県としても丁寧に行い、子供

の心の声を生かす教育につくり替える対応が必

要です。 

 文部科学省が学校を通じて毎年実施している

問題行動・不登校調査では、不登校の要因は、

無気力・不安が51％、生活リズムの乱れ・遊び・

非行、これが11％、友人関係の問題９％など、

要因は本人にあるとする回答が際立っています。

この調査は各学校で教員が回答するため、当事

者や保護者の思いとずれがあるのではないかと

言われてきました。 

 滋賀県では、滋賀県フリースクール等連絡協

議会ができ、不登校の子供たちへの支援施策が

進んできています。協議会では、文科省の問題

行動・不登校調査は必ずしも実態を反映してい

ないとして、県内で初めて、一昨年11月23日か

ら昨年１月までの１か月半、不登校当事者の実

態とニーズを調査するインターネットアンケー

トを実施しました。滋賀県内の不登校家庭351件

から貴重な意見が寄せられ、アンケートの調査

報告書は滋賀県フリースクール等連絡協議会が

公開をしています。 

 回答した小・中・高生75人のうち、不登校に

なった年齢は小学１から３年生が60％を占め、

小学生全体で76％に達する。不登校のきっかけ

で最も多い要因は先生。合わない・怖い・体罰・

不信感などの23人、友達、身体不調、カリキュ

ラムが合わないなどがそれぞれ同数の20人、先

生が誰かを怒るのを見るのがしんどい18人、勉

強が分からない16人など、学校関係が多い。ま

た、自由記述では、子供も保護者も周囲の偏見

や無理解について悲鳴を上げている実態が明ら

かになっています。滋賀県フリースクール等協

議会は、文部科学省と民間団体の調査の結果が

大きく違う、両方の結果を踏まえて解析が必要

だと指摘をしています。 

 調査報告書は県教育委員会にも提出をされ、

11月13日に開かれた県総合教育会議で、大杉住

子副知事が、不登校のきっかけは先生が多いと

のアンケートを引用し、これをどう捉えるか、

何か課題があったのか見ていきたいと発言。福

永忠克県教育長も、11月14日の定例記者会見で、

先生が不登校の児童生徒にどのように寄り添い、

気持ちを理解し、対応していくか、そのための

知識、理解を深めることが必要だと、アンケー

トへの見解を示したとされています。 

 実態把握をする上で、子供の声をしっかりと

聞くことが出発点です。県として丁寧な調査を

する考えはないか、教育長に伺います。 

 私たちに寄せられる様々な御相談の中にも、

先生の忙しさとストレスによって子供も保護者

も不安になる、先生は忙しそうで話を聞いてと

言いづらい、子供集団を落ち着かせるのが大変

でトイレにも行けず気づけば給食の配膳も自分

の分はなかった、教育力の不足は自己責任だと

寝る時間を削って頑張っているけれどいつも疲

れているなどなど、大変な実態が見えてきます。 

 不登校の最大のきっかけ・要因に、先生の言
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動との結果が出ています。先生の忙しさとスト

レスをいかに少なくし、精神的にもどうゆとり

をつくっていくのか、大きな課題であると思い

ますが、具体的な対応を教育長に伺います。 

 また、さきに述べた滋賀県のフリースクール

協議会のアンケートの中に、不登校によって保

護者の働き方は変化したかの問いがあり、保護

者148人のうち55％が変化したと回答、変化なし

は27％でした。35％が世帯収入が減ったと回答

し、食費、光熱水費、交通費、フリースクール

の利用料等の費用が増えたといいます。フリー

スクールなどに通った場合の金銭的支援、学校

の変化を求める保護者もそれぞれ約７割に上り

ました。 

 高知県でも、幾つかのフリースクールを利用

している家庭があります。入会金２万円、月謝

３万円から４万円、また交通費など、家計には

負担が生じています。東京都などでは、フリー

スクールを利用する不登校の小中学生を対象に、

１人当たり年間最大24万円を支給するなど、全

国でも学費補助が広がっています。 

 フリースクールに通うための学費補助の検討

が必要になっていると考えますが、いかがです

か、教育長に伺います。 

 教えるとは希望を語ること、学ぶとは誠実を

胸に刻むことの言葉は、フランスの詩人ルイ・

アラゴンの言葉です。不登校は、希望、意欲を

削る今の学校教育に対する子供たちの危機回避

行動ではないかと思えてなりません。 

 専門家であるスクールソーシャルワーカーや

スクールカウンセラーの正規採用での配置など、

じっくりと向き合える体制をこれまで以上に早

急につくるべきだと思いますが、教育長に伺い

ます。 

 また、サポートルームや学びの多様化学校な

ど、子供が安心して過ごすことができる多様な

教育機会の確保のために、人の配置も含めてど

う取り組んでいくのか、教育長にお伺いいたし

まして、私の第１問といたします。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 中根議員の御質問にお答

えします。 

 まず、政治資金に関する税務調査についてお

尋ねがございました。 

 政治資金は、収支を届け出て公開をするとい

うことで非課税という恩恵を受けられる制度に

なっております。このため、今回報じられてお

りますように、収支の一部について故意に届出

を行わないといった事案は全く論外な行いだと

いうふうに考えます。もとより税制は国民の理

解と信頼の上に成り立っておりまして、特に政

治資金と税にまつわる問題について、国民の目

も極めて厳しくなっているというふうに考えま

す。 

 こうした中で、鈴木財務大臣は先日の国会答

弁の中で、課税上の問題があれば税務調査など

を行い、追徴課税する必要があれば、国会議員

を特別扱いしないと、そうした考え方を示され

ております。したがいまして、私から殊さらに

税務調査について国税当局などに要請をする必

要はないと考えております。 

 いずれにいたしましても、国会における徹底

した議論を通じまして効果的な再発防止策を講

じて、早急に国民の政治への信頼回復を図って

いただくことが不可欠だというふうに考えてお

ります。 

 次に、企業による政治資金の提供について考

え方はどうかというお尋ねがございました。 

 政治資金は、政治家や政党などが政治活動を

行うための資金でありまして、言わば民主主義

のコストとして必要なものだというふうに考え

ております。また、企業や団体も現実に社会経

済活動の一つの単位として機能をしておりまし

て、政治活動も現に行っているわけであります
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ので、その一環として、法令の定めに基づいて

資金を提供する、そのこと自身は何ら否定され

るべきではないというふうに考えます。 

 一方、特定の企業や団体などからの多額の資

金提供によって政治あるいは行政の公平性がゆ

がめられるということは、政治への信頼を大き

く損なうものでありまして、当然あってはなら

ないと考えております。このことについては、

政治家一人一人が肝に銘じた上で政治活動を行

うべきものだというふうに考えております。 

 次に、私自身の政治資金パーティーに関しま

して、行政の仕事を請け負っている企業、団体

からのパーティー券購入はないのか、またパー

ティー券の販売先を個人に限るべきではないか

というお考えについて意見はどうかというお尋

ねがございました。 

 私が代表者となっております政治団体がこれ

までに開催をいたしました政治資金パーティー

では、その開催に関する収支は帳簿を作成して

しっかりと管理をいたしております。その中で、

議員のお話にありました、行政の仕事を請け負っ

ている企業や団体にパーティー券を購入いただ

いたケースもありますけれども、それによって

県行政の運営がゆがめられたというようなこと

は一切ございません。 

 そもそも政治資金パーティーにつきましては、

その収入は、政治資金規正法上、パーティーへ

の参加の対価として支払われるものでありまし

て、寄附とは性質が異なるというふうにされて

おります。加えまして、現行法では、会社など

の団体につきましても、パーティー券の購入は

参加の対価の支払いとして認められております

し、政治団体としては寄附ではなく事業収入と

して受け入れるということになると考えており

ます。 

 実際に政治活動あるいは選挙運動などを行っ

ていく上におきましては、例えば事務所に要す

る経費、人件費、印刷代などがかかってまいり

ます。こうした必要経費を賄うためには、寄附

や政治資金パーティーなどによりまして収入を

確保する必要が現実にはどうしてもあるわけで

ございまして、それを仮に個人の寄附だけに頼

るというふうにいたしますと、自己資金が豊富

な、例えば会社経営などをしているような方以

外はなかなか公職にチャレンジをするというこ

とができなくなるのではないかという危惧を私

としては持っております。 

 私が政治資金パーティーを開催いたしますの

は、こうした資金を必要以上に集めるのが目的

ということではありません。必要な政治活動あ

るいは選挙運動を賄うのに足りるような規模あ

るいは頻度で、政治資金の調達手段の一つとし

て、ルールに従って、ルールに沿って開催をし

ているものであります。また、政治資金パー

ティーの開催を通じまして多くの方々から薄く

広く資金を募るという方法のほうが、特定の大

口寄附者からの寄附に依存するというよりも、

行政運営をゆがめる懸念を払拭するという観点

で見ますと、より望ましい、そういった面もあ

るのではないかというふうに考えております。 

 今後の開催につきましても、しっかりと節度

を持ちまして、透明性を保った上で、個人に限

らず、会社などの団体も含めて、この趣旨に賛

同いただける方々に対しては幅広く参加を呼び

かけてまいりたいと考えております。 

 次に、組織改正におきます総合企画部の設置

の意図についてお尋ねがございました。 

 私は、県政運営に当たりましては、いわゆる

トップダウンとボトムアップのベストミックス

を目指していくべきと考えております。具体的

には、政治的な判断や大きな方針はトップダウ

ンによって決定をする、各種事業の具体的な進

め方あるいは改善方法などは職員からのボトム

アップによる形が機能する、こういった形があ
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るべき姿というふうに考えております。 

 その上で、近年、県政課題の複雑化、複合化

が進む中で、課題解決に向けましては、これま

で以上に斬新で柔軟な発想に基づいた政策を立

案する必要性が高まっているというふうに考え

ます。 

 このため、今回の組織改編におきまして、県

の政策立案機能そして総合調整機能の強化を図

るために総合企画部を設置するということとし、

お諮りをいたしております。また、全庁一丸と

なって取り組むため、県政の最重要課題であり

ます人口減少対策はこの総合企画部に所管をさ

せることとしております。 

 今回の組織改編は、県庁組織がトップからの

指示待ちということではなくて、自律的に新た

な政策を生み出す、そのために職員の提案能力

の強化を図りたい、そうした意図で行うもので

あります。その意味で、むしろ新たな政策、事

務事業の創造、こういった場面におきますボト

ムアップをこれまで以上に促進するものという

ふうに考えております。 

 次に、中山間対策が今回の組織改編によりま

して後退するというメッセージを県民に与える

のではないかというお尋ねがございました。 

 まず、総合企画部につきましては、ただいま

申し上げましたように、政策立案機能の強化な

どとともに、県政の最重要課題として中山間対

策を含みます人口減少対策を強力に推進する、

このために新たに設置をするものであります。 

 総合企画部の設置に当たりまして、中山間振

興・交通部を統合したことに伴い、中山間の名

称は部の名前からはなくなります。しかしなが

ら、中山間対策と少子化対策を一体的に取り組

むような人口減少対策を、知事を直接支える組

織であります総合企画部に所管をさせるという

ことでありますので、これまで以上に中山間対

策を県政の中心に据えて推進したいと、そうい

う意図を込めたものであります。加えまして、

人口減少対策と中山間対策を併せて統括する理

事ポストを新たに置くということでこれを担保

したいというふうに考えております。 

 一方で、県庁の組織体制は、これまでも簡素

で効率的な組織を基本といたしまして、社会経

済構造の変化、県民のニーズなどを踏まえ、ス

クラップ・アンド・ビルドなどにより、不断の

見直しを行ってまいりました。 

 鳥獣対策課につきましては、中山間地域対策

課の課内室ということに今回しようと考えてお

りますが、これは鳥獣対策業務と中山間対策の

一体的な対応とともに、効率的かつ弾力的な組

織運営が可能となるというメリットを重視した

ものであります。改正後の組織におきましても、

現場で鳥獣対策業務を担う体制につきましては、

出先機関あるいは市町村などとも連携をして、

引き続きしっかり確保してまいる考えでありま

す。 

 次に、スポーツ行政を観光振興部に移管する

ことによる影響についてお尋ねがございました。 

 今回のスポーツ行政と観光振興を一体化する

組織改編につきましては、１つには、スポーツ

ツーリズムの促進がさらなる観光振興に寄与し

ていくという効果を期待しておりますが、これ

に加えて、スポーツツーリズムが盛り上がりま

すことで、スポーツ振興という面で見ても、例

えば競技力の向上、地域スポーツの活性化、こ

ういったことにもつながっているといった相乗

効果を生み出すということを狙いとしておりま

す。 

 具体的に申しますと、例えばプロチームなど

のキャンプ誘致によりまして観光客の増加が見

込まれます。観光振興に役立つということでご

ざいますが、同時に、県内のスポーツ競技者と

の交流機会が増えることなどを通じまして、ス

ポーツ振興という面でも競技力の向上にもつな
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がるということを期待いたしているところであ

ります。さらには、スポーツ選手と地域住民と

の交流などによりまして地域スポーツが充実を

する、これを通じて、お話がありましたように、

県民の皆さんの生きがいづくり、健康づくりに

もつながっていく、こういった効果もあるとい

うことを考えております。 

 また、龍馬マラソンへの参加など、スポーツ

ツーリズムの効果といたしまして、交流人口が

増加をし、さらには移住者数の増加にもつなが

るといった効果も期待できる、この点は御指摘

があったとおりだと思っています。 

 なお、スポーツ部門は、観光振興スポーツ部

に移管後、スポーツ課とスポーツツーリズム課

の２課の体制としまして、おのおのの所管業務

を明確にすることで、より業務推進力の向上を

図ってまいります。また、地域スポーツ、競技

スポーツを推進するため、引き続き教育委員会

との連携を図ってまいる考えであります。 

 次に、人口減少対策に関連いたしまして、自

ら出産を望まない女性などの声をどう受け止め

るのかといったお尋ねがございました。 

 人口減少対策を講じるに当たりましては、仕

事や結婚、出産といった人生の選択は個人の意

思が尊重されるべきであるということ、このこ

とは大前提だと考えております。その上で、人

口減少の克服に向けて道筋をつけるためには、

特に転出超過が大きい若年女性に高知県を選ん

でもらう、そうしたための対策を重点的に強化

する必要があるという考え方に立っております。 

 また、単に若年女性を増やすというだけでは

なく、誰もが夢や希望を持って生き生きと仕事

や生活ができる高知県を目指して取り組む、こ

のことが重要だと考えています。 

 例えばでありますが、全国の大学生、大学院

生の６割以上が地元での就職を希望している、

18歳から38歳の未婚者の８割以上が将来的に結

婚する意思があるというようなことが、意識調

査の結果、明らかになっております。新たな戦

略におきましては、こういった若い世代の仕事

や暮らしの希望をかなえる、そういう観点から

の施策を強化しようというものであります。 

 加えて、性別にかかわらず誰もが自分らしく

仕事でも家庭でも活躍できる社会、そうした社

会の実現を目指しまして、私自身が先頭に立っ

て、固定的な性別役割分担意識の解消に強力に

取り組む考えであります。 

 今後、県民の皆さんのお声や有識者の御意見

もお聞きしながら、戦略的な情報発信の在り方

の検討を深めますとともに、引き続き丁寧な説

明に努めてまいります。 

 次に、社会的な男女格差の解消により女性人

口を増やす視点についてのお尋ねがございまし

た。 

 社会的な男女格差を解消し、性別にかかわら

ず誰もが自分らしく活躍できる社会の実現を目

指す、そうしたことは、女性の人口を増やす上

でも大変重要な視点というふうに考えておりま

す。 

 元気な未来の創造戦略におきましても、固定

的な性別役割分担意識の解消を目指すこと、こ

のことが、子育て支援の意味のみならず、若者

を増やす対策としても必要だというふうに考え

ておりまして、特に男性の育休取得の促進を原

動力として、共働き・共育ての意識改革を推進

することとしております。 

 今後は、私自身が、民間企業などで活躍する

女性たちの生の声も直接お聞きいたしまして、

先進事例も参考にしながら、女性の共感が得ら

れるような効果的な施策を検討してまいります。 

 次に、庁議メンバーをはじめといたしました

県庁における女性の管理職への登用についてお

尋ねがございました。 

 知事部局におきます女性の管理職登用につき
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ましては、令和７年度までに18％以上にすると

いう高い目標を掲げまして積極的に取り組んで

まいりました。その結果、令和５年度で17.9％

に達しておりまして、都道府県47県の中で10位

という水準にあります。全国的に女性登用が進

む中で、本県が少なくとも後れを取っていると

いうふうな状況にはないと考えます。 

 一方、庁議メンバーに女性職員をさらに加え

ていくということにつきましては、県庁の組織

が社会の多様性に対応し、活力を高めていく、

そのためにも有意義なことだというふうに考え

ております。 

 御指摘がありましたように、庁議メンバーに

現在女性が１人しかいないと、こうした現状は

しっかり心に留めております。その上で、適材

適所を基本としながら、隗より始めよの考え方

の下、率先して女性管理職の登用を進めてまい

る考えであります。 

 次に、人権・男女共同参画課を子ども・福祉

政策部に置くことの考え方についてお尋ねがご

ざいました。 

 この点は、令和３年度の組織改編におきまし

て子ども・福祉政策部を設置するに際しまして、

文化生活スポーツ部から、人権関係の業務、そ

して女性活躍推進関係の業務、これを移管いた

しまして、新たに人権・男女共同参画課を新設

したというところに立ち返るわけであります。

これは、地域共生社会の実現を目指していく中

で、人権や女性活躍の施策が子供や女性、高齢

者・障害者施策といった福祉分野との関連性が

強く、一層の連携や実効性を高めようという意

図で行ったものであります。 

 人権・男女共同参画課は、子ども・福祉政策

部となりまして新たに県民運動として進めます

共働き・共育ての中心的な役割を担うことを予

定しております。また、今議会には、子ども・

福祉政策部が所管をします、障害のある人もな

い人も共に安心して豊かに暮らせる高知県づく

り条例を提案いたしております。これを踏まえ

まして、来年度はこの子ども・福祉政策部内に

おきまして障害者関連施策を強化いたしますと

ともに、子育て支援を推進する施策も大幅に充

実を図ろうというふうにしているところであり

ます。 

 これらの障害者施策あるいは子育て支援施策

は人権・男女共同参画課の業務と強く関連をい

たしますことから、この各施策を展開いたしま

す上で、同じ部内で連携を図ることが効果的で

あると考えているところであります。 

 次に、いわゆる特定利用港湾につきまして、

住民の不安の声をどう受け止めているのか、ま

た現状では県民への情報提供が十分ではないの

ではないかといったお尋ねがございました。関

連をいたしますので、併せてお答えをいたしま

す。 

 いわゆる特定利用港湾につきましては、自衛

隊などが平時から円滑に利用できる枠組みを設

けようというものであります。その指定により

まして地域の安全・安心が脅かされるのではな

いかといった不安、懸念を感じておられる方が

おられます。そのことは私としても理解をいた

しているところでございます。 

 そのため、県といたしましては、これまで国

に対しまして、広く情報の公開、そして港湾所

在地の首長をはじめといたしました県民の皆さ

んに対して取組内容の説明を行っていただきた

いという旨の要請を行ってまいったところであ

ります。こうした県の要請も踏まえまして、国

のほうでは２月13日に関係３市を対象とした説

明会を開催され、これにより、今回の取組への

理解は３市においても進んだものというふうに

認識をしております。 

 また、これまでの国とのやり取りの中で、今

後は県民の皆さんが不安に感じますような疑問
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点について国の考え方を示しましたいわゆるＱ

＆Ａを作成し公表をしていただくというふうに

聞いているところでございます。県といたしま

しては、この国のＱ＆Ａが公表されました後、

３市との意見交換会を改めて開催いたしまして、

この中で県としての考え方をお伝えするととも

に、３市の御意見もお伺いしたいというふうに

考えております。 

 このようなプロセスを経まして、県民の皆さ

んへの情報提供もさらに行った上で、受入れの

可否を適切に判断をしてまいる考えであります。 

 次に、特定利用港湾に関して、いわゆる軍事

利用化、軍民共用化に当たるのではないかとい

うお尋ねがございました。 

 今回の枠組みにつき国のほうからは、１点目

といたしまして、平時の際に港湾法などの既存

の制度にのっとり、民生利用を主として、自衛

隊などの円滑な利用を調整するものであり、武

力攻撃事態といった有事を対象としたものでは

ないということ、２点目といたしまして、特定

利用港湾は新たに基地や駐屯地を設置すると

いった自衛隊の部隊の配備を目的とするもので

はないということ、３点目といたしまして、有

事にはそのときの状況に応じて必要な港湾施設

を利用することになるため、特定利用港湾の今

回の位置づけと有事の際に使用されることとの

間に直接的な関係はないということ、こういっ

た説明を受けております。 

 こうした国の説明を踏まえますと、特定利用

港湾の位置づけが行われるということが、港湾

のおっしゃいましたような軍事利用化あるいは

軍民共用化につながることはないというふうに

認識をいたしております。 

 次に、訓練と港湾整備は災害対応に最大限資

するように国に求めるべきではないかとのお尋

ねがございました。 

 自衛隊などが行います訓練につきましては、

艦船による部隊や物資などの輸送という内容で

ありまして、例えば銃を使用するといった訓練

は想定されておりません。これらの訓練の内容

は災害対応とも共通するものでありまして、実

際、能登半島地震時の対応におきましても、自

衛隊などの艦船が広く活用されているものとい

うふうに承知しております。 

 平時の訓練によって自衛隊などが本県の港湾

を熟知され、災害派遣を効率的に実施できるよ

うになることは、大規模災害などへの対応にお

きまして非常に重要なことではないかというふ

うに考えます。 

 また、港湾整備に関しましては、港湾予算を

配分する際、前提となります民間利用のニーズ

に、自衛隊などのニーズという政策的な要素が

加味されるというふうに国のほうの考えも伺っ

ております。これによりまして、本県が取り組

みます例えば浦戸湾の三重防護事業など、災害

対応のためのインフラ整備が加速化することが

期待されると考えております。 

 こうしたことから、特定利用港湾として位置

づけられることに伴います訓練あるいは港湾整

備は災害対応にも十分に資するものだというふ

うな認識をしております。 

 次に、いわゆる円滑な利用に関する枠組みが

設定をされれば県の港湾管理者としての権限が

制限されるのではないか、あるいは港湾管理者

として使用を差し止めることはできるのかとの

お尋ねがございました。関連いたしますので、

併せてお答えをいたします。 

 今回の枠組みは、あくまでも既存の港湾法な

どに基づきまして港湾の利用調整を行う、その

ためのものでありまして、自衛隊などの優先利

用を前提とするものではありません。したがい

まして、特定利用港湾に位置づけられたといた

しましても、港湾管理者としての県の権限が制

限をされるということはありません。自衛隊な
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どが使用する際は、その都度調整を行うという

ことになります。 

 また、訓練などの内容が港湾利用を著しく制

限する、あるいは漁業などの利用に影響が及ぶ

ものであると判断される場合は、県は使用を許

可しないこととなるというふうに考えておりま

す。 

 次に、今回の枠組みの合意に関する認識につ

いてお尋ねがございました。 

 国からは、本年度末の適切な時期に、国の関

係省庁と県との間で確認事項を記した書面を取

り交わすことを想定しているというふうに御意

向を伺っております。ただ一方で、この枠組み

はあくまで国と県双方の合意、確認に基づくも

のであるというふうに考えておりまして、当然

のことながら、県の了解なしに設定がされるも

のではないというふうに考えております。 

 次に、自衛隊などの訓練を受け入れますこと

で、有事の際、米軍の利用しやすい条件が整う

のではないかとのお尋ねがございました。 

 米軍の航空機及び船舶は、日米地位協定に基

づきまして、我が国の空港及び港湾に出入りす

ることは認められております。今回の枠組みは、

自衛隊などのニーズを踏まえた港湾の整備や機

能強化、平時からの利用に関するルールづくり

というふうに説明を受けております。 

 一般論として申し上げますと、こういう形で

港湾の整備、機能強化が図られることになりま

すと、平時、有事を問わず、また米軍に限らず

全ての船舶にとって、この港湾は利用しやすい

環境となる、そういう効果が生じるということ

だと考えています。しかしながら、国からは、

今回の枠組みに米軍が参加することはないと聞

いておりまして、米軍が訓練で利用することは

ないものと理解をいたしておりますし、殊さら

に米軍の便宜を図るといったような趣旨では全

くないというふうに考えております。 

 次に、第５期産業振興計画に保健医療・福祉

分野及び建設分野を位置づけた考え方について

のお尋ねがございました。 

 保健医療・福祉分野及び建設分野は、県の経

済におきまして大きなウエートを占める産業で

あります。これから県民所得をさらに向上させ、

目指すべき高知県像を実現するためにも、大変

重要な分野だという認識がございます。 

 今後、生産年齢人口の減少が見込まれる中で、

これらの産業の成長を支え、かつ県民ニーズに

応えていくためには、デジタル化などを通じま

した生産性向上の取組が欠かせません。また、

就業者数も多いということがございますので、

これらの分野におきます人材の確保あるいは働

き方改革の取組がますます重要となってまいる

ところであります。 

 これまで、こうした分野につきましては、例

えば健康長寿県構想でありますとか建設業活性

化プランにおいてそれぞれに取組を進めてまい

りましたけれども、県における経済政策の一体

性あるいは整合性ということを確保するという

観点から、今後より一層の目配りをし、施策を

講じていく、そうしたことが重要ではないかと

いう考えに至ったところでございます。このた

めに、第５期産業振興計画では、これらの産業

分野を明確に位置づけまして、よりトータルな

形で取組を進めてまいる考えであります。 

 次に、訪問介護の基本報酬の引下げと国費に

よる賃金の引上げについてのお尋ねがございま

した。 

 国において示されました令和６年度からの介

護報酬改定におきましては、1.59％のプラス改

定が示されました。このうち訪問介護サービス

につきましては、介護職員の処遇改善部分はプ

ラスとなった一方で、経営に直接影響いたしま

す基本報酬部分はマイナス改定というふうにさ

れているところでございます。国は、今回の訪
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問介護サービスに係る基本報酬のマイナス改定

については、参考としております実態調査にお

きまして、他のサービスよりも良好な経営状況

である、こういった実態を反映したものだとい

うふうに説明をされております。 

 しかしながら、関係団体からは、この基本報

酬部分の引下げは小規模事業所の実態が反映さ

れていないのではないかという声をお聞きして

おります。私としましても、物価やエネルギー

価格が高騰する中で、県内の訪問介護事業者に

とって今回のマイナス改定は大変厳しいものと

認識をしております。 

 このため、今後、関係者の状況を十分に把握

いたしまして、今回の改定後の報酬体系の下で

訪問介護事業者の円滑な事業運営に支障が生じ

ると考える場合には、必要に応じて全国知事会

と連携をしながら、国に対してしかるべき対応

を行うように訴えていきたいというふうに考え

ております。 

 また、介護報酬の別枠で国費による賃金を引

き上げるべしと御提案がございましたけれども、

処遇改善の原資を安定的に確保する必要性を考

えますと、あくまで介護保険制度の中で、介護

報酬の体系の中で措置されるのが基本であるべ

きだというふうに考えるところであります。 

 最後に、地域の１次産品を活用した食品加工

製品の消費を増やしていく施策展開についてお

尋ねがございました。 

 御指摘のありました地域循環型経済とは、地

域で消費するものを地域で生産するという地消

地産を推進し、地域内に雇用と所得を持続的に

生み出す自立的な経済構造を構築する、そういっ

た概念でありまして、地域経済の発展を図るた

めの一つのモデルであるというふうに考えます。 

 しかしながら、食品の加工分野に関して申し

ますと、人口が急激に減少し、地域の市場が急

速に縮小しております本県におきましては、地

域住民のニーズに合った食品を生み出すだけで

は事業者の経営が立ち行かなくなっているとい

うのが実態であると考えます。このために、活

力ある国内外の市場から外貨を取得することに

よりまして地域経済を活性化する、そうした意

味を持ちます地産外商を産業振興計画の柱に据

え、これまで取組を進めてまいりました。 

 お話のありました地域循環型経済の考え方の

下で、できる限り地域で生産されたものを地域

で消費する、そういった体制を目指していく、

あるいは地域で消費するものは地域で生産を目

指していくといった取組を行っていくというこ

とは有効な施策であるというふうに考えており

ます。他方で、現実的な問題といたしまして、

地域外、県外との経済取引が全くなくして地域

が完全に自給自足できる、自立できるというこ

とはあり得ないと思っております。これは不可

能ではないかと思います。 

 このため、この問題は二者択一ということで

はございませんで、地産外商は積極的に進めな

がら、しっかりと地産地消あるいは地消地産に

も取り組んでいく、そういった言わばハイブリッ

ド型の県経済の姿が望ましいものだというふう

に考えているところでございます。 

 私からは以上であります。 

   （危機管理部長中岡誠二君登壇） 

○危機管理部長（中岡誠二君） まず、能登半島

地震の現状から、何を教訓とし、どう取り組む

のか、また行動計画の見直しなどについてお尋

ねがございました。関連しますので、併せてお

答えをいたします。 

 能登半島地震では、9,000棟を超える建物が全

壊したほか、約240棟の建物火災が発生しました。

また、道路の寸断により、孤立地域が多数発生

するとともに、情報収集や救助救出活動、支援

物資の輸送、ライフラインの復旧に支障を来し

ました。こうした背景には、耐震化率の低さや、
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大規模な木造住宅密集地が残っていたこと、ま

た半島部で迂回路がなかったこと、さらには水

や食料の備蓄が十分でなかったことなどが考え

られます。 

 本県では、住宅の耐震化や津波対策、火災対

策、孤立対策などを南海トラフ地震対策行動計

画に位置づけ、ＰＤＣＡサイクルにより見直し

を行いながら取組を進めてきましたが、今回の

地震を踏まえ、改めて対策の見直しの必要性を

感じたところです。このため、能登半島地震に

おける課題や教訓を整理し、現在の取組の検証、

評価を行った上で、対策を強化してまいります。 

 具体的には、被害状況などを詳細に調査する

とともに、被災地へ派遣した職員へのヒアリン

グや学識経験者の意見も踏まえ、行動計画の見

直しに着手をいたします。行動計画は、県や市

町村、県民の皆さんがそれぞれ実施すべき具体

的な取組をまとめたトータルプランとなってい

ますので、県や市町村が行う公助の強化に加え

まして、自助・共助のさらなる取組が必要不可

欠となります。 

 このため、住宅耐震化や火災対策などへの支

援を充実するとともに、水や食料の備蓄なども

含め自助・共助の重要性や支援制度の周知など、

啓発の強化にも取り組んでまいります。 

 次に、被災者生活再建支援法による被災者支

援の拡充についてお尋ねがございました。 

 被災者生活再建支援制度は、著しい被害を及

ぼす一定規模以上の自然災害が発生した場合

に、住宅が全壊や大規模半壊などの被害を受け

た世帯に対して、被災者の生活再建を支援する

ため、最大300万円の支援金が支給されるもので

す。 

 国は、今回の能登半島地震において、新たな

交付金制度を創設し、現行の支援金に加え、高

齢者や障害者がいる世帯などに最大300万円の交

付金を支給することを決定しています。この新

たな交付金の創設は、過去の災害における支援

との整合性のほか、地震保険への加入や自費で

耐震改修するなどの自助の取組との間に不公平

感が生じるのではないかとの声もあります。 

 一方、被災者生活再建支援制度に基づく支援

金の財源は、都道府県が拠出する基金600億円に

加え、国が同額を負担することになっています。

しかしながら、年々切迫度が高まっている南海

トラフ地震において想定される全壊家屋は、全

国で約238万棟、本県では15万3,000棟にも及び

ます。こうした国難レベルの大規模災害におけ

る被災者支援については、本県のみならず全国

の都道府県の財政負担増に直結します。 

 このため、支給額の増額や適用条件の緩和、

国の負担の強化など、さらなる制度の充実に加

え、被災の実情に応じた適切で不公平感のない

統一的かつ持続的な救済制度の検討を、全国知

事会を通じて国に求めてまいります。 

   （子ども・福祉政策部長山地和君登壇） 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） まず、災

害救助法への福祉の位置づけを国に提案するこ

とについてお尋ねがございました。 

 災害救助法は、災害の際に、国が地方公共団

体や日本赤十字社その他の団体及び国民の協力

の下、応急的に必要な救助を行い、被災者の保

護と社会の秩序の保全を図ることを目的として

おります。 

 災害救助法の対象となる救助には、災害のた

め医療を受けられない場合に応急的に医療を提

供するための医療・助産は規定されております

が、福祉に関する規定はなく、災害派遣福祉チー

ム、いわゆるＤＷＡＴなど福祉関係者による支

援は災害救助法上の位置づけが明確になってい

ない状況です。災害時における福祉関係者の支

援は、被災者の生命や健康を守り生活を再建す

る上で重要な役割を担っており、災害救助法に

おいて福祉の位置づけを明確にすることは重要
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な視点だと考えております。 

 令和４年11月に全国知事会が取りまとめた報

告書では、災害救助法において災害時の福祉支

援を明確化する必要があると明記されておりま

す。また、国の検討会においても、中長期的に

検討を要する事項として、災害救助法における

福祉の位置づけが挙げられているところです。 

 県としましては、国の動きを踏まえながら、

必要に応じて全国知事会とも連携し、災害救助

法における福祉の位置づけについて国に働きか

けてまいります。 

 次に、災害救助法における被災者支援の拡充

について、現金給付の実施や食費の改善をすべ

きではないかとのお尋ねがございました。 

 現行の災害救助法では、災害により救助を必

要とする被災者に対して住まいを提供し、物資

や食事等が行き届くよう、現物給付によって救

助を行うこととされています。一方で、災害救

助法第４条第３項において、都道府県知事等が

必要があると認めた場合は、現物給付ではなく

現金給付により救助を行うことができるとされ

ておりますが、国に確認したところ、この条項

が適用された事例はないと聞いております。 

 また、食費につきましては、国において１日

１人当たり1,230円以内と基準額が定められてお

りますが、その額では救助の適切な実施が困難

な場合には、都道府県知事等は内閣総理大臣に

協議し、特別な基準を定めることができること

とされております。例えば東日本大震災におい

ては、避難生活の長期化を踏まえ、当時の基準

額である1,010円以内から1,500円以内に改定さ

れております。 

 災害救助法の適用につきましては、発災時に

おいて、被災者への支援を最優先に、災害の状

況に応じた適切な判断に努めてまいります。ま

た、災害救助法に基づく救助は法定受託事務で

あり、国が統一的な基準を示すべきものと考え

ておりますので、全国知事会とも連携し、引き

続き国に対して基準の明確化などを働きかけて

まいります。 

   （産業振興推進部長沖本健二君登壇） 

○産業振興推進部長（沖本健二君） 食品加工分

野の弱さの分析と、打開に向けたこれまでの取

組についてお尋ねがございました。 

 本県の食品加工業は小規模零細事業者が多い

ことから、商品開発や営業を行うための体制が

脆弱で、衛生管理や大規模発注への十分な対応

ができないといった課題がございました。 

 そのため、まず商品開発においては、本県の

強みであります１次産品を原材料として活用す

ることを促しますとともに、専門家によるマー

ケットインの視点を取り入れた商品づくりを支

援してまいりました。また、衛生管理や大規模

発注にも対応できる商品づくりに必要となりま

す機器の導入といった設備投資に対する支援に

も積極的に取り組んでまいりました。 

 さらに、平成21年８月には地産外商公社を設

立いたしまして、全国の小売店や飲食店への県

産品の紹介やあっせんを行いますとともに、展

示会への出展を通じました商談機会を数多く創

出し、販路拡大につなげてまいりました。その

結果、地産外商公社の活動を契機といたしまし

た成約金額は、令和４年度には57億円まで拡大

をしてきております。 

 今後も、地域に根差した魅力ある１次産品を

活用しながら、消費者に選んでいただける商品

づくりや事業者それぞれの状況に応じた販路開

拓へのチャレンジを引き続き支援してまいりま

す。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） まず、子供の声を聞く

ための調査の実施についてお尋ねがございまし

た。 

 本県では現在、不登校児童生徒の多様な教育
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機会の確保を目的とした有識者会議を開催して

おります。その会議においては、本県として、

不登校児童生徒やその保護者の実態や支援ニー

ズを把握した上で施策を考えることについても

協議を行ってきたところであります。 

 その中で、委員からは、不登校の調査に関し

て御意見をいただいております。具体的には、

不登校児童生徒やその保護者に直接調査を行う

場合には、苦しい心情や葛藤する場面に迫る場

合もあり、十分な配慮がなければならない、ま

た不登校の子供たちに多く対応しているスクー

ルカウンセラーなど心理の専門家に話を聞くこ

とによって、より客観的、分析的な内容も伺え

る場合がある、さらに多様な学びを保障すると

いう意味では、不登校の状態の子供だけではな

く、より多くの子供たちに学校や学びの在り方

を聞くことも考えられるといった御意見もいた

だいております。 

 こうしたことから、私としましては、調査に

当たっては、その可否も含め、調査・質問内容、

対象候補、そしてフィードバックの仕方など、

慎重に検討していくことが必要だと考えており

ます。 

 次に、教員の精神的なゆとりをどのようにつ

くっていくかとのお尋ねがございました。 

 学校生活が子供たちにとって豊かで充実した

ものとなるためには、子供たちの成長を支える

教員のメンタルヘルスの維持は大変重要である

と考えております。特に、不登校や生徒指導上

の課題などへの対応については、教職員が同僚

性を生かし、困ったときには気軽に相談ができ、

改善策や打開策を一緒に考える場をつくること

が必要であると考えます。 

 このため、県教育委員会では、児童生徒への

支援策の検討とその進捗管理を組織的に行う場

として、校内支援会を定期的に実施するよう、

各学校に働きかけてまいりました。また、学校

だけでは対応が厳しいケースにつきましては、

医療やスクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーといった専門家に加え、地域の福祉

部署などの関係機関と連携したチーム支援を進

めております。加えまして、これまでも業務支

援員等を配置し、教員の業務軽減等を図ってま

いりました。 

 そして、次年度は県教育委員会事務局内に心

理士等の専門職相談員を１名配置し、若年教員

を中心に、学校への訪問、面談による相談対応

を行うなど、教職員のメンタルヘルス対策を強

化してまいりたいと考えております。 

 今後もこうした取組を継続して、各学校の組

織的な生徒指導体制を構築し、教員が一人で問

題を抱え込むことなく、安心して業務が行える

よう、環境を整えてまいります。 

 次に、フリースクールに通う学費補助につい

てお尋ねがございました。 

 不登校児童生徒の支援ニーズは多岐にわたっ

ており、多様な学びの場の一つとしてあるフリー

スクールと学校が連携・協力して子供たちの成

長を保障していくことは大変重要なことである

と考えます。そして現在、県として開催する、

多様な教育機会の確保策について検討するため

の有識者会議の委員に、このフリースクールの

代表の方に就任していただいております。その

中で、フリースクールの意義や活動内容をはじ

め、子供たちを受け入れる居場所づくりの拡充

の必要性など、幅広い観点から御意見をいただ

いております。 

 今後、この有識者会議の協議の内容をしっか

り踏まえながら、フリースクールとの連携・協

力の在り方について検討していきたいと考えて

おります。 

 次に、スクールソーシャルワーカーやスクー

ルカウンセラーの正規採用での配置についてお

尋ねがございました。 
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 不登校等の支援を進めていく上では、スクー

ルソーシャルワーカーやスクールカウンセラー

がチーム学校の一員として位置づき、教職員と

共に児童生徒や保護者を支える体制を整えてい

くことは必要なことであると考えております。 

 このため、本県では、スクールソーシャルワー

カーやスクールカウンセラーを全公立学校に配

置しており、１校当たりの配置時間は国が示す

ものよりも多い状況にあります。その結果、本

県の不登校児童生徒のうち、専門人材や関係機

関等につながり相談支援を受けている割合は、

全国平均よりも高くなっております。 

 こうした専門家を常勤雇用することは、優秀

な人材確保による教育課題の改善につながるも

のと考えます。このため、全国都道府県教育長

協議会などとも連携して、国に対し、スクール

ソーシャルワーカー等の常勤雇用を可能とする

制度の創設を要望しております。加えまして、

本県独自にも同趣旨の政策提言を行っておりま

す。 

 今後もこうしたことを通じまして、スクール

ソーシャルワーカー等の常勤化に向け取り組ん

でまいります。 

 最後に、サポートルームなど、子供が安心し

て過ごすことができる多様な教育機会の確保に

ついてお尋ねがございました。 

 県教育委員会では、現在、学校や教室にいづ

らいなど不登校の兆候がある生徒への個別の学

習支援や相談支援を行う校内サポートルームの

在り方を研究する11の中学校に、教員をサポー

トルームのコーディネーターとして加配してお

ります。 

 校内サポートルームでは、子供たちは、興味

ある学習課題に取り組んだり、オンライン配信

で所属する学級の授業を受けるなど、一人一人

の状況に応じた学習を行っております。その結

果、登校日数の増加や、所属の学級で授業を受

けられる子供も見られるといった効果も現れて

おり、こうした校内サポートルームはさらに拡

充していきたいと考えております。その運営に

当たっては、教員だけでなく、地域の方々や退

職教員の力をお借りすることを検討していると

ころであり、そのための必要な財政支援を行っ

ていきたいと考えております。 

 また、校内サポートルームなどに通うことの

できない子供に学びの保障を行っていくことも

必要です。このため、学びの多様化学校の設置

やフリースクールとの連携、メタバースの活用

なども有識者会議の中で検討しております。こ

うしたことを、できることから実現していきた

いと考えております。 

○36番（中根佐知君） それぞれ御答弁ありがと

うございました。２問を行います。 

 知事にもう一度お伺いしたいのですが、特定

利用港湾の問題です。今、国の大軍拡の路線の

中で、有事の際の対応も見据えた港湾の平素か

らの利用に関するルールづくり、こういう下で

今回の港湾の利用に対する投げかけが行われて

います。私たちは、このことが――例えば先ほ

ども述べましたけれども、いざというときにな

れば――いざというときというのは戦争が起こっ

たときです。そういうふうになれば、直ちに自

衛隊、またそれに関わる、それと連動して日米

合同委員会を開いたら、米軍は直ちに利用する

ことができるような仕組みがもうつくられてい

る。そんな中で、高知県に対して３つの港を開

港してくださいという投げかけがあるわけで、

投げかけがあるときにはそんな中身があるんで

すよということを――２月13日にも各市長さん

とか担当課のところに、宿毛と須崎と高知市に

それぞれお話があったということで、県民に対

してちっともそれが知らされていない、そんな

状況になっています。 

 ぜひともこうした点では、まず県民にそうし
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たことを知らせていく、知らせながら、これを

どう捉えるかを判断していく、こういう取組が

必要になるのではないか、そんなふうに思って

いますので、そうした点では、県民に知らせる

という点ではどんなふうにお考えなのか、可否

の前に知らせるという点についてどう考えてい

るのかを、知事にお聞きしたいと思います。 

 そして今、ジュネーブ条約などでも、戦闘行

為があったときには、各港に軍事行動を起こす

米軍なり自衛隊がいるということになれば、民

間の人たちも巻き込んだ、民間の港であっても

そこを軍事的に行動することができるという、

そんなジュネーブ条約になっていまして、これ

なども本当に県民の命や暮らしを守ることにつ

ながらない、こういう投げかけが今行われてい

るということをしっかりと見ておいていただき

たいと思います。 

 もう一つは、教育長に伺います。不登校の問

題は、これをさらに生み出さないためのストレ

ス解消施策をどうしても取る必要があると思い

ます。こうした点で、具体的施策づくりにどう

取り組むのか、お伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） まず、特定利用港湾の指

定に関しまして、県民の皆さんに対する情報提

供が必要ではないかという点についてでござい

ます。 

 私どもも、この点に関しましては、国に対し

まして、県民の皆さんからいただいている不安

の声も含めて投げかけをいたしまして、国とし

ての考え方をしっかり出してもらいたいという

ことを申し上げてきております。そうしたやり

取りの中で、国のほうでは、ただいまも御答弁

申し上げましたけれども、こうした県民の皆さ

んからの質問を踏まえたＱ＆Ａ、国としてどう

考えるかということを文書でまとめて出してい

ただく方向で準備をしていただいているという

ふうに承知をしております。 

 その点が、私どもとしましては、可否の判断

をする際に国からのＱ＆Ａの提示、そしてそれ

が県民の皆さんに周知をされるということがま

ず必要だと思っておりまして、その点は引き続

き国との調整の中でも申し上げたいというふう

に存じます。 

 そして、具体的に今後の段取りといたしまし

て、先ほど申し上げましたように、現実に３市

の御意見というのも踏まえた上で可否の判断を

しなければいけないと思っておりますので、３

市との間では、県として一定の考え方をまとめ

た上で意見交換会を開催したいと思っておりま

す。この意見交換会については、今のところ私

どもの考えとしましては、いわゆる公開で行い

まして、このＱ＆Ａの内容に関しましても改め

て確認をすると。こうした機会を通じまして、

県民の皆さんに国のほうから示された考え方を、

間接的にはなりますけれどもお示しして情報提

供していくというような段取りを考えていると

ころであります。 

 そうした中で、ただいまジュネーブ条約のお

話がございましたけれども、前提といたしまし

て、これまでの国とのやり取りの中で、いわゆ

る有事、武力攻撃が行われたような場合になり

ましたら、これは今回の特定利用港湾の枠組み

とはまた別のフェーズになると。これに関しま

しては、場合によっては内閣総理大臣が指示権

なども行使をして、明確に、言わば安全保障上

の利用を優先させることができるという枠組み

が別に法律がありますから、これは今回の特定

利用港湾として指定されるか否かとは関係なく

行われると。 

 そのときの状況で、必要であるという港湾な

り空港を指定して、国のほうで、言わば国の判

断で使用していくというような枠組みになって

まいりますので、その意味でいいますと、今回

特定利用港湾として指定される、されないにか
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かわらず、有事ということになれば、こうした

国からの指示で、言わば防衛上の利用を優先し

ろと言われる可能性はあるわけでございます。

逆に言うと、そのことと今回の特定利用港湾と

して平素の訓練利用などをしていくということ

は別問題というふうに考えていくべきではない

かというふうに考えております。 

○教育長（長岡幹泰君） まず、やはり必要になっ

てくるのは、教員が子供に当たる時間を確実に

確保することであろうと思います。そのために

は、これまでも行ってきております教員業務支

援員の増員とか、そして教員加配についても、

これは国のほうにさらに要望していかなければ

ならないだろうというふうに考えております。 

 さらには、学校の中での授業時数の見直しと

か学校行事の在り方、こういったことも見直し

ていかないといけないというふうに考えており

ます。この点につきましては、昨年の９月の段

階で各市町村の教育委員会のほうにも話をして

いるところでありますし、新年度に当たっても

こういったことは続けていきたいと思っており

ます。 

 さらには、スクールカウンセラーとかスクー

ルソーシャルワーカー、そしてフリースクール

などの外部の団体、こういった方々と学校が連

携をしていく、こういったことが必要なんでは

ないかというふうに考えております。こういっ

たことを合わせて、引き続き我々として力を入

れていきたいと思っております。 

○36番（中根佐知君） ありがとうございました。 

 時間がないので、以上で質問といたしますが、

先ほど来、機構改革のことで、知事が、これま

で指示待ちというふうな状況があったんじゃな

いかとかいろんなことを言われながら、全庁を

まとめて牽引する、知事の言わば知恵袋的なトッ

プダウンの機構をつくるんだというお話をされ

ました。私たちは、トップダウンではなくて、

本当に地場のボトムアップをされる中身をつく

りたいというふうに思いながら心配をしている

ところです。その危惧を申し上げて、以上終わ

ります。（拍手） 

○副議長（今城誠司君） 暫時休憩いたします。 

   午後２時45分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後３時10分再開 

○議長（弘田兼一君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた

します。 

 30番橋本敏男議員。 

   （30番橋本敏男君登壇） 

○30番（橋本敏男君） 県民の会の橋本敏男でご

ざいます。会派を代表いたしまして、一般質問

を行ってまいりたいと思います。関係各位の適

切な答弁を賜りますよう、よろしくお願いをい

たします。 

 まずは、知事の政治姿勢についてから参りま

す。 

 年明け早々、能登半島地震が発生し、強烈な

揺れは津波や火災も誘発して、甚大な被害を及

ぼしました。しかも、道路は各地で亀裂が入り、

崩れた土砂や住宅が覆いかぶさるなどして方々

で寸断され、救援に支障を来すばかりか、被害

状況の把握にも手間取ったということでござい

ます。 

 この地震で、水道や電気、ガスの供給も止ま

り、我々の生活を支えるインフラがいざとなる

と頼りないことを思い知らされました。特に、

幹線道路の崩壊は能登半島地震の復旧・復興を

妨げ、被災者の生活に大きな影響を与えていま

す。地震によって道路が各所で寸断し、孤立す

る地域も相次ぎ、広範囲で長期化する様相になっ
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てございます。能登半島で起こった地震の復旧

支援作業をひもとけば、珠洲市や能登町といっ

た半島の先端エリアでは道路が寸断されていて、

支援が遅れていることがうかがわれます。 

 半島だから仕方がないと思われるかも分かり

ませんが、このような場所だからこそ道路イン

フラの強化整備が重要ではないかと思いますが、

知事のまずは見解を求めておきたいと思います。 

 国交省より発表している資料、新広域道路交

通計画における広域道路ネットワークを見てみ

ますと、能登半島に高規格幹線道路がほぼない

のが分かります。高規格幹線道路の要件の一つ

として、国土開発幹線自動車道等の重要区間に

おける代替ルートを形成するために必要なもの

で、災害の発生等に対し、高速交通システムの

信頼性の向上に資するものとあります。高速道

路や直轄国道は、道路インフラの中でもとりわ

け強靱な構造で造られた道路で、今回の能登半

島地震においても通行不能となっている区間は

ごく一部なのに対し、県管轄の３桁の国道や県

道は合わせて100区間程度で通行止めとなってい

ます。能登半島地方でたった１本の国道249号を

はじめ、道路の被害状況は、土砂崩れ、のり面

崩壊、盛土崩壊、道路損壊、道路沈下などのよ

うに、道路が崩壊するケースが多発いたしまし

た。 

 能登半島は高規格幹線道路が一本もなく、国

道は249号ただ１本という状況です。これを高知

県に当てはめてみますと、土佐清水市の国道321

号や、直轄国道ではありますが室戸市の55号な

ど、県の両先端部分がそれに当たると思います。

それらの地域は、南海トラフ地震やそれに伴う

津波が発生した場合、緊急事態に対応するため

の緊急車両優先の道路がなく、移動に時間がか

かるのも目に見えています。 

 今回の能登半島震災の復旧支援で見えてくる

道路の崩壊による孤立避難所への対応は、明日

は我が身の高知県にとっての道路インフラ整備

の参考になるし、しなければならないというふ

うに思います。 

 平常時から道路インフラを強化することが、

災害時の迅速な対応を可能にするものであり、

インフラに投資することで、地方への経済的な

お金の循環を生む政策にもつながってきます。

しかしながら、多くの自治体は、優先順位にお

いて、道路の整備効果におけるコストパフォー

マンス指標である費用便益比を中心にインフラ

投資を行ってきており、人口の少ない脆弱な道

路ネットワークの中山間地域は取り残されてき

た感は否めません。もっと言えば、ストック効

果など経済優先の道路整備を先行させ、スケー

ルメリットだけの価値観で選択してきた結果、

命の道への投資を怠ってきたことで、中山間は

衰退し、いざ災害復興という場面で手数が足ら

ないという状況をつくり出したのかもしれませ

ん。 

 能登半島地震の教訓から学んだのは、人の命、

暮らし、地域の尊さ。それを守っていくための

道路インフラ強靱化は災害対策の一丁目一番

地、要と言っても過言ではないと思います。能

登半島地震を目の当たりにして、多くの知事か

らは、道路の寸断による孤立の問題や支援の難

しさが生じていて、改めて災害に強い高速道路

や高規格道路などのインフラ整備の必要性を感

じたと言っています。 

 思い起こせば、阪神大震災の直後、1995年２

月の衆議院建設委員会で、本県選出の山本有二

代議士が、自動車専用で災害に強い高規格の幹

線道路網を見ると、半島は全部行き止まりで循

環できない、そこが切れたら全部終わり、半島

性を解消するには循環道路が必要と指摘。国交

省は、当時進めていた約１万4,000キロの高規格

道路網の完成を急ぐ考え方を示しました。その

結果、本県における高規格道路の整備も進みは
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しましたが、指摘した肝腎要の土佐清水市や室

戸などの半島地域の高規格化は遅々として進ん

でいません。多くの国道などが寸断された今回

の能登半島地震の教訓から、半島を持つ多くの

自治体からは、防災強化に向けて道路整備を求

める声が上がっています。 

 新広域道路交通計画においても、市レベルで

四国８の字ネットワークから外れているのが室

戸と土佐清水市です。そこを循環する国道55号

と国道321号、それを補完する新たな構想路線と

して奈半利室戸道路、幡多西南地域道路が盛り

込まれています。しかしながら、国の計画に反

映されるかどうかは見通せておらず、実現性は

不透明な状況となっていますが、南海トラフ地

震を想定したとき、地域住民の命、暮らし、地

域を守ってくれる命の道とも言うべき道路です。 

 私が以前、命の道の質問をしたときの知事の

答弁は、四国８の字ネットワークに一定のめど

がつけばとの答弁でした。しかしながら、それ

は数十年も先のことで、その間には南海トラフ

地震が非常に高い確率で襲ってくることになり

ます。 

 能登半島地震の教訓から、高知県の西と東の

命の道構想路線の実現に向けて動き出すべきだ

と思いますが、知事の所見を求めたいと思いま

す。 

 さらには、住民の孤立対策の整備などを進め

る半島振興法は、道路のインフラ整備などを国

が支援する枠組みで、国交省は、半島は地理条

件が悪く社会基盤の整備が遅れている、能登半

島の地震を受け高規格道路の整備のための予算

拡充などを求めたいと話しています。 

 半島振興法は、防災対策の推進策として、国

と自治体が、住民が孤立することを防止するた

め整備し、救助その他の保護を迅速かつ的確に

実施するよう定めています。まるで能登半島地

震の惨事を予測していたかのような法律に言葉

を失いますが、この教訓を基に、本県を襲うで

あろう南海トラフ地震を予測して検証すること

が必要です。 

 その手段の一つが、10年ごとに延長する半島

振興法で、来年３月末で期限切れになるのを前

に、和歌山県や長崎県など22の自治体が、今夏

までに延長、拡充を政府に求めていく考えだと

聞いています。当然、本県にとっても一緒になっ

て声を上げ、行動を共にし、遅れている半島振

興地域における社会基盤の整備を急がなければ

なりません。 

 期限切れを間近に控える半島振興法の延長、

拡充に向けた本県の取組について知事の答弁を

求めたいと思います。 

 次に、政治と金についてであります。自民党

派閥政治の裏金問題は、国民の政治に対する信

頼を根本から失わせる深刻な事態を招いていま

す。このことによる政治の信頼を取り戻すには、

政治家や関係者が説明責任を果たすということ

は言うまでもありません。 

 残念ながら、自民党関係議員は国民に向き

合っているとは言い難く、二転三転、紆余曲折

した政治倫理審査会は、予定した日程の１日遅

れで、完全公開、フルオープンでの開催が決ま

り、今日まさに審議の真っただ中にあります。

ある意味、自民党総裁として政倫審への出席を

決断した岸田総理の捨て身の戦法が功を奏した

とも言えます。しかしながら、当事者でもない

者が政倫審への出席は、幾ら呼び水とはいえ、

場違いの感は拭えないというふうに思います。 

 まずは、政治の信頼と透明性について知事の

所見を求めておきたいというふうに思います。 

 また、この問題が少なからず地方政治や行政

にも影響を及ぼすことになるのではないかと思

います。例えば、今からまさに納税の時期に突

入し、納める県民からすれば、一円たりとも逃

さず申告しなければならないという厳しい統制
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下に置かれているのが現実です。それなのに、

このたびの自民党派閥による裏金問題は納税者

にとって決して納得のいく話ではなく、なぜ私

たちだけが厳しく取り立てられなければならな

いのかと不平等感をあらわにする県民は当然の

ごとく大勢いると思います。 

 こうした納税者のやるせない思いをどのよう

に受け止め、どのように対応するのか、知事の

答弁を求めます。 

 県民にはインボイスやマイナンバーカードな

ど水も漏らさない仕組みを強要しながら、政策

活動費と称して領収書の要らない申告なしの巨

大な金が存在するのは政治資金だけと言われて

も仕方ありません。今こそ政治と金を断ち切っ

て、政治の透明性を高めていくために、政治家

本人の処罰強化を図り、政治資金の透明性の確

保や政治資金パーティー及び企業・団体献金の

禁止などの規制強化を図るべきと考えます。 

 この問題に関して知事の政治姿勢を県民に対

して発信することについて答弁を求めます。 

 次に、人口減少社会に対応するための多文化

共生について質問をしてまいります。 

 我が国は人口減少社会に向かっており、国は

もとより、全国の自治体においても、歯止めを

かけるべく少子化対策に一生懸命で取り組み、

様々な手を打っていますが、効果は一部にしか

見えません。本県においても出生者数の減少は

食い止められず、このままでは我々県民の生活

も立ち行かなくなるときが遠からず来るのでは

と危惧されます。 

 濵田知事の唱えるグローバルな視点から見た

人口激減社会を支えていくための処方箋につい

て、まずは知事の答弁を求めたいと思います。 

 人口減少、少子高齢化に伴う労働力の不足の

深刻化等を考えると、在留外国人増加のスピー

ドはこれから勢いを増すことが予想されます。

外国人との共生のための環境づくりが整わない

うちになし崩し的に実態だけが進んでしまうこ

とは避けなければなりません。 

 お互いが多様性を認め合い生きていくことが

できる多文化共生社会の着実な構築が求められ

ますが、高知県が目指すべき外国人との共生社

会の在り方について知事の所見を求めたいと思

います。 

 出入国管理及び難民認定法が改正をされ、特

定技能制度を新たに創設し、2019年４月より専

門的・技術的分野に限定せず幅広く外国人材を

受け入れるようになってから、国内に在留する

外国人は増加し、各地で多文化共生の施策や取

組が本格化しています。在留外国人数は、コロ

ナ禍で一時減少しましたが再び増加に転じ、2023

年６月末には約322万人と過去最高を更新いたし

ました。 

 コロナ後に社会経済活動が活発化し、改めて

人口減少や人材不足が深刻化する中で、本県で

暮らす外国人住民を取り巻く環境がどうなって

いるのか、文化生活スポーツ部長の答弁を求め

ます。 

 外国人と共に生きて暮らす地域という視点に

立てば、外国からの人材をもっと受け入れて、

日常の生活を維持していく政策を講じることで、

多文化共生のこれからをどのように描いていく

べきかを考えなければならないと思います。日

本のこれからの時代を助けてくれる働き盛りの

労働者の方々が東南アジア諸国から日本にやっ

てきて働くとの予想が高くなっていると発表し

ている研究者もいます。 

 本県の魅力をインドや東南アジア諸国などに

発信して、日本に仕事を求める人々に知っても

らい、将来の本県産業の担い手確保と捉えて、

働き手を求めている企業や事業者を支援する必

要があると考えますが、商工労働部長の所見を

求めたいと思います。 

 外国人１割社会が現実的なものになろうとい
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う状況の中で、いかにして外国人との共生を図っ

ていくのか、そのことが高知県の将来を左右す

ると言っても過言ではないというふうに思いま

す。 

 国は、国際貢献としての技能実習制度を改め、

労働者の確保策として育成就労制度を創設する

として、特定技能制度の拡充をも視野に入れて

います。それに対応するため、日本語を教える

教師の資格を国家資格として認めることを決め、

今後の外国人材の育成に力を入れるところであ

ります。 

 他方では、少なからず、日本語を十分に習得

できないうちに高知に来て働く人がいます。そ

の人たちに対する日本語の教育を本県ではどの

ように対応していくつもりか、商工労働部長の

答弁を求めます。 

 高知県では、地域産業を支える産業人材の確

保として、外国人雇用などの多様な人材の活用

を挙げていますが、本県の産業全体の中でどの

ような業種で外国人材の受入れが進んでいるの

か、商工労働部長の答弁を求めます。 

 また、どのような業種で外国人労働者の受入

れが今後進んでいくと考えられるのか、商工労

働部長の答弁を求めます。 

 高知で生活する外国人が安定して就労し暮ら

していくためには、日本語の習得が不可欠であ

り、日本語教育を総合的に推進することが必要

であると思います。外国人に日本語学習機会を

提供し、日本語習得を促していくためには、そ

のための具体的な政策とその実効性が問われま

す。 

 本県では、市町村や国際交流協会が日本語教

室を開催したりして大きな貢献をしております

が、日本語で生活できるために必要な政策の在

り方について文化生活スポーツ部長の答弁を求

めます。 

 日本語教室は、外国人が日本で生活できる必

要なツールでありますが、約50％以上が無償の

地域ボランティアによって行われているのが現

実です。 

 さらには、日本語を教える資格が国家資格と

なる動きもある中で、今後地域の日本語教室を

支える人材の育成・確保をどのように図ってい

くのか、文化生活スポーツ部長の答弁を求めま

す。 

 次に、高知県一般事務職員採用における国籍

要件について質問をしてまいります。 

 地方公務員採用時の国籍要件を廃止する動き

が、都道府県レベルでも着実な広がりを見せて

います。既に、職員採用試験から一般事務職の

国籍要件を撤廃した都道府県は11府県に達しま

した。市町村を指導する立場の都道府県が一般

事務職の門戸開放に動く意味は大きく、今後の

広がりに期待する声が強くなっています。 

 他方、多くの自治体一般事務職員などの受験

資格には、いまだに、日本国民に限るという国

籍条項が置かれているのが散見されます。しか

しながら、地方公務員法には明文の根拠がなく、

総務省は、1953年に内閣法制局が示した、外国

人が公権力の行使、公の意思形成に参加できな

いことからくる当然の法理であるとの見解に

従って、地方自治体を指導してきました。都道

府県は、政令市と同様、国の直接指導を受ける

立場だけに、当然の法理を盾に、一般事務職だ

けは固く門戸を閉ざしてきた歴史があります。 

 こうした現状に、本県の橋本大二郎元知事は、

1995年に、外国人であったならば支障があった

だろうという問題点が考えつかないと異を唱え、

高知県は全国の都道府県に先駆けて1997年から撤

廃に踏み切りました。この結果、知事部局の要

とも言うべき一般事務職、一般技術職、土木や

農業などをはじめとする33職種について門戸が

開かれましたが、現時点で日本国籍のない県職

員はゼロということであります。 
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 1997年に国籍条項を撤廃して、27年もの長き

時間が流れ、その間に誰一人として外国人職員

採用がなされなかった、その原因について人事

委員長の答弁を求めたいと思います。 

 また、当然の法理とされる公権力の行使や公

の意思形成への参加に携わらない本県の業務と

は何か、具体的に総務部長に示していただきた

いと思います。 

 高知県に続けと、神奈川県も同年、知事部局

の全職種について撤廃に踏み切り、沖縄、大阪、

三重、滋賀、鳥取、大分県へと広がり、さらに

は愛知、岩手、奈良の３県で門戸が開放されま

した。このような動きにより、全国では全体の

約４分の１近い府県で国籍条項の撤廃が実現し

たことになります。 

 最近では、県議会の同意こそ得られなかった

ものの、群馬県の山本一太知事や長野県の田中

元知事が既に一般職開放への意向を表明され、

県レベルでは無論のこと、市町村レベルでも開

放の動きはこれからもさらに加速していくこと

は容易に想像できます。今や国籍条項の撤廃は

全国の自治体の緊急課題であり、もはや後戻り

できない大きな流れと言えます。 

 そのような中においても、国はいまだに、公

務員に関する基本原則により、地方公務員職の

うち公権力の行使または地方公共団体の意思の

形成への参加に携わる職については日本の国籍

を有しない者を任用することができないとの見

解を示し続けています。 

 平成17年１月に、公権力の行使や重要政策の

決定に携わる職については外国籍の方の就任は

想定していないと最高裁判決が出ました。した

がって、外国籍の方を職員に採用した場合、最

高裁判決の制約下で異動や昇任など人事上の運

用を行うことになります。 

 しかしながら、一般事務職は県政全般を幅広

く担当するゼネラリストを採用するもので、そ

の職務には公権力の行使や重要政策の決定が数

多く含まれているものだというふうに思います。

また、幅広い行政課題に柔軟に対応するために

は、様々な職務を経験させながら能力を養成し

ていくことも必要です。そのためには、若手職

員の段階から、本庁では政策立案、出先機関で

は徴税や用地買収など県民と直接関わる業務を

担当させるジョブローテーションを計画的に実

施していると思います。 

 国籍条項撤廃はしたものの、就けない職が多

くあるという制約の下で、このような人事運用

が可能なのか、また昇任の機会も限られている

中で、職員が意欲を持って最後まで職務に精励

できるのかといった点を検討する必要があるの

ではないかと思いますが、副知事の所見を求め

たいと思います。 

 前段でも申し上げましたが、高知県は議会や

人事委員会の反対に遭いながらも、外国人採用

の問題を人事行政の枠内に押しとどめてはなら

ないとして、国籍条項撤廃を成し遂げた経緯が

あります。しかしながら、1997年の国籍条項撤

廃以来、いまだ誰一人として外国人を採用した

事実はありません。 

 これでは、何のためにどうしたくて何を目的

に国籍条項を撤廃したのか意味不明と言わざる

を得ませんが、いま一度、国籍条項撤廃の意義

について知事の所見を求めたいというふうに思

います。 

 平成９年３月に、本県における国際協力の基

本指針となる国際協力プラン21・高知を策定し、

国籍条項の撤廃への取組や外国人県民の行政へ

の参加機会の提供、機会均等の実現などにより、

平等で開かれた地域社会づくりに取り組むとし

てきました。しかしながら、国際協力プラン21・

高知は道半ばで時効を迎え、その役割は終わり

を告げました。 

 その指針のとおり、県民に外国人に対する偏
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見や排外意識が存在している場合には、反動勢

力と連動して逆行する動きになりかねないし、

悪くすれば排外主義に発展しかねません。 

 濵田県政では、政策の柱にグローバルを挙げ、

雇用、外商、インバウンドなど、外国人との共

生を唱えています。少し乱暴にはなるかも分か

りませんが、県下の市町村に対し、外国人採用

を促すよう県から呼びかけてはどうかと思いま

すが、副知事の答弁を求めます。 

 市町村レベルの国籍条項撤廃は、1974年に全

国で初めて尼崎市や川西市などの阪神地域の６

市１町が撤廃、最近では群馬県の大泉町が2024

年度から町職員の採用試験で国籍条項を撤廃

し、永住権を持つ外国籍住民に門戸を開くと報

道がありました。 

 今や国籍条項撤廃は自明の理であり、この際、

県職員採用に際し外国人枠を創設してはどうか

と思いますが、人事委員長の答弁を求めたいと

思います。 

 次に、水質保全のための浄化槽適正化につい

てお尋ねをしてまいります。 

 昭和62年に浄化槽の日が制定され、現在では

全国の汚水処理人口普及率は93％に達しました

が、いまだに台所やトイレなどの生活排水の処

理を必要とされている方が880万人も残されてお

ります。 

 高知県では、これまで各種汚水処理事業を計

画的に推進し、全県で汚水処理人口普及率は令

和４年度末で77.9％まで向上しています。しか

しながら、汚水処理人口普及率は向上したとは

いえ全国の93％には及ばず、47都道府県中、本

県はワーストスリーと、遅々として改善が進ん

でいない現状にあります。 

 このような状況をどのように認識し、どこに

原因があると考えているのか、今後どうしてい

くつもりか、まずは知事の所見を求めておきた

いというふうに思います。 

 言うまでもありませんが、浄化槽の適正化の

一丁目一番地は、いつどこにどのような浄化槽

が設置されたかを記録する浄化槽台帳の存在で

あります。これはカルテのようなもので、この

台帳がなければ浄化槽の健康状態や診断などが

できず、浄化槽法第11条法定検査、すなわち検

診などができないことになります。これまでは

自治体が独自で作成、管理してきましたが、法

律で位置づけられたにもかかわらず、いまだシ

ステム導入していない自治体もあるなど、問題

を抱えているのが現実です。 

 後追い質問とはなりますが、浄化槽台帳が果

たす役割と整備状況、さらには期待される有用

性についてお尋ねをしてまいりたいというふう

に思います。環境省がこのほど行った調査によ

ると、令和３年３月時点において浄化槽台帳の

整備を行ったのは47都道府県中45都府県で、改

正浄化槽法に基づき台帳の更新を実施しようと

しているのは39道県だったことが分かりました。

この中には、台帳を整備していないとした北海

道を含み、34道県は令和５年度中に完了予定と

なっており、残り５県は未定、あるいは市町村

の整備状況を踏まえて対応予定とのことです。 

 浄化槽台帳システムで管理することが望まし

い項目は、設置届、使用届、廃止届、各種届出

に加えて、保守点検、清掃、法定検査の実施状

況で、これらを網羅しているのは群馬県、東京

都、神奈川県、富山県、長野県、岐阜県、大阪

府、香川県、福岡県、長崎県、鹿児島県、沖縄

県ですが、本県はどのようになっているのか、

土木部長に答弁を求めます。 

 前段でもお話ししたように、浄化槽台帳は各

自治体が排水処理インフラ整備のため浄化槽の

設置状況をまとめた情報のことです。これまで、

台帳の整備は任意とされてきましたが、令和元

年の浄化槽法改正により、都道府県知事、保健

所設置市または特別区の長が作成することが規
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定されました。単独処理浄化槽から合併処理浄

化槽への転換や、浄化槽法第11条検査受検率向

上などを目的とし、浄化槽設置等の届出、法定

検査結果の報告、指導監督の記録、工事や保守

点検・清掃に関する情報等、様々な情報を管理

するものとしています。 

 まだ台帳が整備されていない自治体に対して

は、環境省が浄化槽台帳システムを作成し各自

治体に配付する取組を行い、台帳整備を支援し

ています。その運用マニュアルを使い、システ

ムのインストールから各種設定方法、ファイル

作成などの解説がなされています。 

 言うまでもありませんが、単独処理浄化槽か

ら合併処理浄化槽への転換は、現下の浄化槽行

政における最大の課題と言っても過言ではあり

ません。単独処理浄化槽は合併処理浄化槽と比

べて約８倍の汚濁負荷があると言われており、

公共用水域の汚濁の主な原因になるとともに、

水路の悪臭等で周辺の生活環境にも大きな影響

を与えるおそれがあります。 

 その一方で、住民にとって単独転換を進める

インセンティブが少なく、また転換のための費

用を要することが、この問題の解決がなかなか

進まない要因となっています。対象者への直接

的な働きかけが効果的と考えられますが、県や

市町村が保有する浄化槽台帳には、廃止届の不

履行等のために不正確な情報が散見されること

から、台帳による対象者の抽出は困難な状況に

あります。 

 台帳の現状については、令和４年10月５日の

私の質問に対し、台帳への登録内容は保健所に

提出された設置・廃止届の情報や、定期的に更

新は行っているが、無届けの浄化槽や法定検査

を受検していない浄化槽については台帳整備が

できない課題があるとの答弁がありました。 

 さらには、台帳の整備がまだまだ途上で十分

把握できていないということで、今後整備を図っ

ていきたいとし、令和５年度に新しいシステム

へ移行し対応するとの答弁がありましたが、本

県台帳整備についての進捗状況について土木部

長の答弁を求めます。 

 令和元年に浄化槽法の一部が改正された背景

には、単独処理浄化槽は合併処理浄化槽と比べ

浄化率が極端に悪いと言われており、環境負荷

率は高くなります。 

 そのため、改正法では、そのまま放置すれば

生活環境の保全及び公衆衛生上重大な支障が生

ずるおそれのある単独浄化槽の所有者に対し、

修繕や適正な保守管理を指導・助言し、従わな

い場合は勧告、命令するなど指導強化を図ると

していますが、どのように対応しているのか、

土木部長に答弁を求めます。 

 また、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽へ

の転換についてどのような取組をしているのか、

土木部長の答弁を求めます。 

 最後に、障害者福祉制度と介護保険制度の適

用関係について質問をしてまいりたいというふ

うに思います。 

 高知県は異次元の高齢化に直面しており、障

害者自身の高齢化も同時に進んでいます。県内

の障害者の人口は令和４年度末時点で５万1,107

人ですが、そのうち約６割の３万1,566人が65歳

以上です。 

 その割合から見れば、高知県の障害者入所施

設には1,266人が入所しておりますが、65歳以上

の方も相当数いるのではないかと思います。今

後、さらに入所期間の長期化に伴い、65歳以上

の入所者が増加するものと見込まれています。 

 一般的には、65歳以上で介護を必要とし、在

宅での生活が難しい方の場合は、特別養護老人

ホームなどの介護保険施設に入所していただき、

介護サービスを受けていただくことになります。

しかし、長年障害者施設で生活されてきた方が

65歳になったときに、住み慣れた施設から特別
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養護老人ホームなどに移るということは、現実

的に容易ではありません。 

 障害者施設においても、入所者の高齢化に伴

い身体機能や認知機能が低下するため、入所者

一人一人の状態に応じて、食事や入浴などの介

助やリハビリ、日中の活動などの支援を適切に

行っていくことが必要になりますが、本県の実

態について子ども・福祉政策部長に答弁を求め

たいと思います。 

 障害者が65歳を迎えると、障害者福祉より介

護保険を優先する原則によって、従来のサービ

スを受けられなくなります。障害のある人が日々

の生活のために使っている障害福祉サービスは、

生きていくための命の綱とも言うべき制度でご

ざいます。その核となる障害者総合支援法の立

てつけにおいては、自己負担割合は原則１割で

すが、所得の低い方は無料でサービスを受けら

れる仕組みとなっています。 

 他方、介護保険では、所得にかかわらず原則

１割負担となり、受けられるサービスの内容も

変わってしまうという問題もあります。例えば

訪問介護の場合、サービスの内容に様々な制限

があり、生活援助は厳密に時間単位で区切られ、

ごみ出しの問題、障害者総合支援法にはなかっ

た細々した制限があります。 

 したがって、障害者の福祉サービスを受けて

いた方が介護保険のサービスに移行した場合は、

不便さを感じることが少なくなく、生涯を通じ

て収入が少ない障害者にとってはサービスが減

り、負担が増えるとすれば、死活問題でありま

す。ただ、厚生労働省は、原則優先としつつ、

一律に介護保険サービスを優先させることなく、

個々の状況に応じて支給決定がなされるようお

願いするという通達を市町村に出しており、運

用での解決を図っていますが、自治体によって

も偏りがあると聞いています。 

 高齢障害者の利用者負担軽減制度を利用して

償還を受けるには、事前に市町村の障害福祉担

当課へ申請書を提出し、決定を受ける必要があ

ります。 

 また、障害福祉サービスは税金で賄われてお

り、国50％、県25％、市町村25％となっており、

介護保険の公費負担割合は、介護保険施設など

の施設費などの施設等給付費の場合、国が20％、

県が17.5％、市町村12.5％で、その他の場合は

国25％、県12.5％、市町村12.5％です。公費負

担割合は、障害者総合支援法が介護保険に比べ

直接的な自治体の負担が大きいため、介護保険

優先の原則を守る自治体も少なくないと聞いて

います。 

 他方、介護保険は強制しないで、介護保険の

申請がない限り障害者福祉サービスを継続でき

るといった、介護保険との併用も含め障害福祉

サービスを提供している自治体は増えてはきて

いるようですが、制度の周知など、本県の実態

について子ども・福祉政策部長の答弁を求めた

いと思います。 

 今まで障害福祉サービスを利用してきた方が、

65歳という年齢に到達したというだけで、障害

福祉制度と介護保険制度の利用者負担上限が異

なり、新たな負担が生じるという事態を解消す

るため、利用者負担軽減制度を設け、高額障害

福祉サービス等給付費により、相当する介護保

険サービスの負担もゼロとはなってはいます。 

 しかしながら、障害者総合支援法第１条の２

の基本理念、障害者及び障害児が日常生活また

は社会生活を営むための支援は全ての国民が障

害の有無にかかわらずひとしく基本的人権を享

有するかけがえのない個人として尊重されるも

のであるとの理念からすれば、介護保険サービ

ス優先という制度こそ除去されるべきであると

思いますが、知事の所見を求めて、第１回の質

問といたしたいと思います。 

   （知事濵田省司君登壇） 
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○知事（濵田省司君） 橋本議員の御質問にお答

えをいたします。 

 まず、能登半島地震を受けまして、半島の先

端エリアにおける道路インフラの強化整備の重

要性についてお尋ねがございました。 

 今回の能登半島地震では、中山間地域や沿岸

部において、山肌をえぐるようにのり面が崩落

するといった形で、言わば地形が変わるほどの

大規模な道路被害が至るところで発生をいたし

ました。 

 能登半島は縦に長く急峻な地形のため、地域

内の交通は、お話もありましたように、沿岸部

の国道249号に大きく依存をしている状況であり

ました。この国道が各地で被災をし、交通が寸

断されたことが、初動時の被災状況の把握ある

いは救助救出活動、物資輸送、ひいてはライフ

ラインの復旧にも影響をもたらしたというふう

に考えられます。 

 このように、半島地域で発生した地震の状況

を見ますと、中山間地域や沿岸部を多く有する

本県にとりまして決して人ごとではない、そし

て南海トラフ地震が発生をすれば同様に本県で

も起こり得る事態だというふうに認識しており

ます。 

 加えて、お話がありました幡多地域で見ます

と、主要な幹線道路であります国道321号は、お

よそ半分が津波により浸水が想定される区域と

なっております。国道の寸断に備えた代替路を

考慮することが重要であります。 

 こうしたことから、国道321号を補完する道路

といたしまして、沿岸部を通らず、市町村役場

と総合防災拠点であります宿毛市総合運動公園

を結ぶ道路整備も進めているところであります

けれども、完成までにはまだまだ時間を要する、

そうした状況であります。 

 南海トラフ地震に備えるためには、緊急輸送

道路の整備あるいは橋梁の耐震化などによりま

す災害に強い道路網の構築を、言わば事前復興

的な考え方に立ちまして一層加速させる必要が

あると考えます。このため、改正国土強靱化基

本法に基づきます国土強靱化実施中期計画にお

きまして、道路整備に必要な財源を含めて必要

な社会資本整備に要する財源を別枠で確保する

必要があると考えます。中でも、半島内の孤立

を防げるような、災害に強い道路ネットワーク

の整備が重点的に推進できますように、必要な

財源措置の強化を国に対して提言してまいりま

す。 

 次に、県西部・東部のいわゆる構想路線の実

現に向けて動き出すことについてお尋ねがござ

いました。 

 令和３年６月に、国によりまして四国地域新

広域道路交通計画が策定をされ、構想路線とし

て、御指摘もありましたように、幡多西南地域

道路や奈半利室戸道路などが位置づけられまし

た。 

 現在、国におきましては、この新広域道路交

通計画を基に、新たな高規格道路ネットワーク

の在り方が議論をされております。この中で、

構想路線につきましては、将来、検討状況に応

じまして、国において高規格道路に指定をされ

た後に、都市計画決定などの手続を経て事業着

手という段取りを取って整備をされることにな

るわけであります。 

 一方、四国８の字ネットワークや高知松山自

動車道のほうは、既に高規格道路として位置づ

けられております。これらの道路は、大規模災

害への備えを高め、地域の経済活動を支える重

要な社会基盤でありますことから、県政の最重

要課題の一つとして整備促進に取り組んでまい

りました。 

 現在、本県の四国８の字ネットワークの着手

率は96％に達しております。残る未事業化区間

は、宿毛内海道路、これは宿毛和田から宿毛新
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港の間であります。そして、奈半利安芸道路、

奈半利－安田間でありますが、この２つの区間

のみとなっております。この２区間が事業化を

されますと、本県の事業着手率は100％になりま

して、県内におきます高規格道路の取組も新た

な段階を迎えるというふうに言えると思います。 

 また、先月この四国８の字ネットワークの早

期事業化を国に提言しました際には、今回の地

震を受けて、半島地域あるいは中山間地域の道

路整備についても話が及びまして、国において

もこの点には強い関心を持っているということ

がうかがえたところであります。 

 当面は四国８の字ネットワークの整備促進を

最優先として力を注いでまいりますけれども、

この８の字ネットワークの整備のほうに一定の

めどがつきましたら、構想路線が高規格道路の

指定を受けるための調査に着手をされますよう、

国に働きかけてまいります。そのためにも、今

回の能登半島地震を踏まえました、国におきま

す道路整備促進に向けた動向につきまして注意

深く情報収集を重ねますとともに、構想路線あ

るいは半島地域を有する他県との情報交換も密

にいたしまして、時期を逸することなく有効な

働きかけができますように、しっかりと取り組

んでまいります。 

 次に、半島振興法の延長、拡充に向けた本県

の取組についてお尋ねがございました。 

 本県では、旧西土佐村と旧佐賀町を除く幡多

地域が半島振興法の指定を受けております。同

法に基づき講じられます財政、金融、税制など

様々な側面からの支援措置は、半島地域の振興

を図る上で重要だと考えます。 

 また、この法律は、昭和60年の制定以降、こ

れまでに３度延長されておりますけれども、前

回法期限前の平成26年には、本県は全国知事会

と連携をいたしまして、その延長を国に訴えて

まいりました。来年３月の法期限を迎えるに当

たりましても、昨年７月に全国知事会を通じま

して、法の延長と支援措置の充実を国に対し要

望いたしました。 

 また、22道府県で構成をいたします半島地域

振興対策協議会には本県も参画しておりまして、

昨年６月と10月に、法の延長に加えて、災害時

の孤立化を防ぎ迅速な救援活動を可能にするた

めの道路整備の推進などを訴えたところであり

ます。 

 今回の能登半島地震を見ましても、半島地域

の振興あるいは防災対策の推進を図ります上で、

本法の重要性は一層増しているものというふう

に考えます。引き続き、法の延長はもとよりで

ありますけれども、今回の地震も踏まえたさら

なる支援措置の充実が図られますよう、国への

働きかけを行ってまいる考えであります。 

 次に、政治資金の問題に関しまして、政治の

信頼と透明性、納税者の思いの受け止めと対応、

県民への発信についてお尋ねがございました。

関連をいたしますので、併せてお答えをいたし

ます。 

 今般の政治資金に関する問題につきましては、

いまだ全容の解明には到底至っておりませんで、

国民の皆さんの政治不信が広まってきていると

いうふうに考えております。特に、御指摘もあ

りましたように、現在は確定申告の時期と重なっ

ておりまして、適正な申告と納税を求められる

納税者の方々から見ますと、このたびの事態に

対しまして一層厳しい目を向けておられるとい

うような状況だと考えます。 

 そもそも私たち政治家は、厳しい経済環境の

中でも、国民の負担を伴うような施策も提案を

し、そして国民の皆さんを説得すべき立場にご

ざいます。だといたしますと、国民の皆さんと

の間で日頃からしっかりとした信頼関係を構築

するということが重要だと考えます。 

 一方、政治資金は、政治家や政党などが政治
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活動を行うための資金でありまして、言わば民

主主義のコストとして必要なものだと考えます

ので、制度上も非課税という形で税制上の恩恵

を受けているということであります。 

 こうしたことを踏まえますと、政治家は国民

との信頼関係を保つためにも、政治資金につい

て公私混同することなく適正に処理を行ってい

るということを明らかにする必要があると考え

ます。それには、法令に基づいて収支報告を適

正に行うこと、そしてそれによってその透明性

を確保することが必要不可欠だと考えます。ま

た、仮に収支報告に関して疑念を抱かれた場合

には、自ら説明責任を果たしていくということ

が何よりも重要であると考えます。 

 今回の事案の最大の問題点は、私といたしま

しては、政治資金制度の根底にあります、収支

のありのままを報告書に記載するという基本の

部分が遵守をされていなかったことだというふ

うに考えます。再発防止に向けましては、国会

におきまして、収入の公開基準の厳格化ですと

か企業献金の禁止といった規制強化の議論が行

われておりますけれども、どんな立派な規制や

制度をつくりましても、守られなければ全く意

味がないということではないでしょうか。 

 そうしますと、今回の事案にのっとりますと、

規制内容の強化といったレベルの問題ではなく、

むしろ定めたルールをいかに守らせるかという

ことが問題の核心ではないかと私は考えており

ます。この観点からしますと、例えば罰則の強

化、連座制の導入などによりまして、法令遵守

のための実効性を確保するということが第一に

優先すべき課題だというふうに考えております。 

 いずれにいたしましても、まずは関係をする

政治家自身が政治資金問題の実態を明らかに

し、国民に対する説明責任をしっかりと果たし

ていただかねばならないと考えます。また、再

発防止策などにつきまして国会で議論を尽くし

た上で、早急に政治に対する信頼を取り戻し、

納税者が納得して納税できる環境を整えてもら

いたいという思いであります。 

 また、こうした私の考え方につきましては、

今後も必要に応じて県民の皆さんにしっかりと

お伝えをしてまいりたいと考えます。 

 次に、グローバルな視点から見ました人口激

減社会を支えていくための処方箋についてお尋

ねがございました。 

 急速に進む人口減少は、市場規模の縮小ある

いは担い手不足などによります地域経済の影響

に加えまして、中山間地域の衰退といった様々

な問題を引き起こしております。人口減少の主

な要因は、若年人口、とりわけ女性の若年人口

の減少にあります。このため、県内に魅力ある

仕事を数多く創出することによりまして、県内

就職の促進や移住者の呼び込みにつなげていく

ということが必要であります。 

 このうち、特にグローバル化の視点で申しま

すと、活力ある海外市場をターゲットとした県

産品の輸出拡大、そして外国人観光客の誘致に

よるインバウンド観光をさらに推進する、これ

を魅力ある仕事の創出につなげていくというこ

とであろうと考えます。こうした取組によりま

して、県内事業者の収益増加を図りますことで、

若者にとって魅力ある仕事の創出につなげてま

いることと併せまして、深刻化します地域産業

の担い手不足に対応していくために、これまで

以上に外国人材の受入れを促進してまいる考え

であります。 

 次に、高知県が目指すべき外国人との共生社

会の在り方についてお尋ねがございました。 

 人口減少が進みまして人手不足が深刻化をす

る中、県経済を持続的に発展させていくために

は、これまで以上に積極的に外国人材の受入れ

を進めていく必要があるということについては、

ただいま申し上げたとおりでございます。また、
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本県在住の外国人が地域で安心して安全に暮ら

せる環境を整えまして、満足度を高めていくと

いうことが、本県への人材定着を図る観点から

も大変重要だと考えます。 

 こうした観点に立ちまして、本県では令和３

年３月に、外国人材確保・活躍戦略を策定いた

しました。全庁を挙げて外国人材の受入れ環境

の整備に取り組もうという考え方で対応してま

いりました。具体的には、例えば住宅の確保、

日本語教育の推進、多言語による相談窓口の設

置などによりまして、外国人材を地域の一員と

して受け入れる体制の充実を図ってまいったと

ころであります。 

 さらに、来年度からは、明神議員の御質問に

対してもお答えをいたしましたけれども、例え

ば社宅の整備にも活用できる融資制度を創設す

る、また自動翻訳機の購入などにも活用できる

補助制度を創設するという形で、対応を充実さ

せてまいります。加えて、ｅ－ラーニングを活

用した日本語の学習機会を充実するなど、外国

人の定着促進の取組を一層強化することといた

しております。 

 本県で暮らす外国人と県民が互いの文化的背

景を理解し尊重しながら、共に地域を担う一員

として活躍できる社会こそが、本県が目指すべ

き外国人との共生社会の姿と考えます。本県が

誇ります豊かな自然やおいしい食、そして世話

好きで家族のように温かい人々、こうした魅力

を外国人の皆さんがほかの地域にはないものと

感じ、将来にわたり安心して住み続けられる、

そんな元気で豊かな共生社会を県民の皆さん、

そして企業の皆さんと共につくってまいりたい

と考えております。 

 次に、職員の採用試験におきます国籍条項撤

廃の意義についてお尋ねがございました。 

 平成７年２月議会におきます国籍条項撤廃に

関する質問への答弁におきまして、当時の橋本

知事は、日本で生まれ育ち、地域社会の中で日

本の社会秩序の下に生活をしている方々を排除

する理由はないのではないかとの考えを示して

おられます。元知事の思いを私なりに酌み取り

ますと、法令に明らかに違反しない限り、国籍

にとらわれずに採用の門戸を広げてはどうかと

の観点での問題提起であったと考えますし、視

野にありましたのは、いわゆる永住権をお持ち

の外国籍の方ということであったというふうに

思います。 

 それを踏まえますと、この国籍条項の撤廃後

に一般行政職で採用された職員はおりませんけ

れども、この点は御指摘のとおりでありますが、

外国籍の方も採用試験を受験できる制度となっ

たと、門戸は開かれたということでありまして、

国籍条項を撤廃した趣旨は実現をされていると

いうことではないかというふうに考えておりま

す。 

 なお、これまで知事部局では、いわゆる一般

行政職での外国人の採用はございませんけれど

も、現在、国際交流員などの職におきまして、

会計年度任用職員として外国籍の方６名に勤務

をいただいております。例えば、本県と経済交

流で結びつきの強いベトナムからも最近は来て

いただくという形で、県庁職員の一員としてグ

ローバル化の取組などに貢献をいただいている

ということを御紹介しておきたいというふうに

存じます。 

 次に、汚水処理人口普及率の改善に向けまし

て今後どう対応するつもりかというお尋ねがご

ざいました。 

 下水道や浄化槽などの生活排水処理施設は、

全ての県民が快適で衛生的な生活環境を享受

し、あわせて公共用水域の水質を保全する、こ

のために欠かすことのできない重要な社会資本

だと考えます。 

 しかしながら、本県の汚水処理人口普及率は
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令和４年度末で77.9％、全国平均の92.9％を大

きく下回っているというような状況であります。

この普及率が低い主な原因でありますが、１つ

には、地理的な要因などから、下水道の整備費

が他県に比べて高額に上ること、また２つには、

汚濁負荷の少ない浄化槽への転換に対します県

民の皆さんの理解が進んでいないこと、こういっ

たことなどがあるのではないかと考えておりま

す。本県の良好な水環境の保全や快適な生活環

境の確保のためにも、普及率の向上に着実に取

り組んでいくことが必要だと考えます。 

 このため、本県におきましては、本年度、生

活排水処理施設の効率的な整備を目的といたし

ました生活排水処理構想の見直しを行いまして、

令和27年度までに普及率95％の目標の達成を目

指すことといたしております。今後は、構想の

実現に向けて、市町村と連携をいたしまして、

下水道の計画的な整備を進めるということと併

せて、下水道の整備が費用対効果などから見ま

して効率的でない、そういった区域につきまし

ては浄化槽区域に見直してまいるという対応を

取ってまいります。 

 加えて、単独処理浄化槽を合併処理浄化槽に

転換する重要性につきまして、県民の皆さんの

さらなる理解の向上に取り組んでまいります。 

 最後に、介護保険サービス優先の原則につき

ましてのお尋ねがございました。 

 障害者総合支援法では、65歳以上の障害のあ

る方が介護保険サービスと障害福祉サービスの

両方を利用できる場合は介護保険サービスが優

先をされるという規定となっております。この

制度設計は、税を財源とする公費負担制度であ

ります障害福祉サービスよりも、国民が互いに

支え合うために保険料を支払う社会保険制度で

あります介護保険サービスをまずは利用する、

いわゆる保険優先の考え方に基づいているとい

うことであります。 

 国の審議会などにおきましても様々な御意見

があるということは私も承知しておりますが、

この保険優先の考え方自身は、言わば社会保障

制度におきます一般原則として合理性があるの

ではないかというふうに考えます。 

 一方で、御指摘もありましたが、一律に介護

保険サービスを優先させるということになりま

すと、利用者の方々にとっての御不便や負担増

を生じさせるというようなこともございますの

で、個々の状況に応じまして障害福祉サービス

を利用できる措置、あるいは利用料の負担軽減

措置も講じられております。 

 県といたしましては、こうした負担軽減措置

も含めまして、制度が適切に運用されますよう

に、引き続き市町村や事業所に周知や助言を行っ

てまいる考えであります。 

 私からは以上であります。 

   （文化生活スポーツ部長岡村昭一君登壇） 

○文化生活スポーツ部長（岡村昭一君） まず、

本県で暮らす外国人住民を取り巻く環境につい

てお尋ねがございました。 

 本県における在住外国人の数は、令和５年６

月末時点で5,663人となっており、過去５年間で

約1,300人増加しております。在留資格別では、

技能実習や特定技能などの就労者が全体の約半

数を占めており、近年はこうした就労者の家族

帯同も増える傾向にあります。 

 これら在住外国人の方々の国籍は74か国に

上っており、ベトナムが1,366人で最も多く、次

いで中国、フィリピン、インドネシアとなって

おります。また、在住市町村は県内の全ての市

町村にわたっており、最も多い高知市の2,071人

をはじめ、南国市、須崎市、香南市、香美市に

おいても400人以上の外国人の方々が生活してお

られます。 

 このように、県内の多くの地域において多様

な外国人の方々が暮らしていらっしゃる中、本
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県が目指すべき外国人との共生社会の実現に向

けては、外国人の方々に対する適切な情報提供

をはじめ、地域との交流や日本語学習の機会の

拡充など、暮らしやすい環境づくりへのさらな

る対応が必要であると認識しております。 

 今後、在住外国人の一層の増加が見込まれる

中、市町村や、就労・就学先である事業者、学

校などとも連携し、こうした課題にしっかりと

対応し、外国人の皆様が安心して暮らせる環境

づくりをさらに進めてまいります。 

 次に、外国人が日本語で生活できるために必

要な政策の在り方についてお尋ねがございまし

た。 

 外国人を地域社会の一員として受け入れ、多

様な文化を尊重した活力ある共生社会を実現し

ていくためには、外国人の方々が日常生活を円

滑に送る上で必要な日本語能力を身につけられ、

日本人と共に活躍できる環境を整備することが

必要であると考えております。 

 こうした考えの下、県では令和４年３月に、

日本語教育の推進に関する基本的な方針を策定

し、県内の全ての外国人の方々が必要な日本語

学習の機会を得られる環境づくりに向けて、教

育、就労、生活など様々な場面に応じ、各所管

部局において取組を進めているところでありま

す。 

 例えば、地域における生活の場面におきまし

ては、在住外国人と日本人住民が日本語の学習

を通じて交流することができる地域日本語教室

への支援を行っております。今後とも、この地

域日本語教室につきましては、単に日本語を学

ぶだけではなく、地域住民同士のつながりや交

流を促進し、顔の見える関係づくりの場として

も機能するよう、市町村や国際交流協会などと

一層の連携を図りながら、取組を拡充してまい

ります。 

 また、地域日本語教室が県内の全ての地域を

カバーできている状況ではないことや、より高

度な内容の学習へのニーズも見込まれることな

どから、新たに令和６年度からは時間や場所に

とらわれず学ぶことができるｅ－ラーニングの

活用も開始するなど、外国人の方々が地域で生

き生きと安心して暮らせる共生社会の実現に向

けて、地域の実情に応じた日本語学習の機会の

提供を図ってまいります。 

 最後に、地域の日本語教室を支える人材の育

成・確保についてお尋ねがございました。 

 先ほども申し上げましたように、地域日本語

教室は単に日本語を学習するためだけの場では

なく、地域住民とその地域に在住する外国人と

の交流の場でもあり、異なる文化の相互理解を

促進し、外国人が生活に関する情報を得ること

のできる地域の交流拠点という側面も有してお

ります。現在、県内の多くの地域日本語教室が、

資格を有さないボランティアの協力によって運

営されているのは、そうした目的を持った場と

してスタートしているためであると認識してお

ります。 

 このため、県といたしましても、養成講座や

スキルアップ研修などの開催により、ボランティ

ア人材の養成、確保に取り組んできているとこ

ろであります。 

 他方、こうしたボランティアだけでなく、県

内にも資格を有する日本語教師が在籍する教室

も一部ありますほか、県といたしましても、日

本語教師として資格を持って活動されている方

を地域日本語教育コーディネーターとして委嘱

し、地域日本語教室の開設や運営への支援を

行っております。 

 今後も、地域の日本語教室を支える人材の育

成・確保に向けて、こうした取組を継続してい

くとともに、日本語を教えるための国家資格の

新設に関する動向も注視しながら、地域日本語

教室からのニーズに応じて、有資格者とのマッ
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チングなども検討してまいりたいと考えており

ます。 

   （商工労働部長松岡孝和君登壇） 

○商工労働部長（松岡孝和君） まず、外国人材

に関して、情報発信や受入れを希望する企業へ

の支援についてお尋ねがございました。 

 今後、人口減少が進む中、県民の暮らしや本

県の産業を維持・発展させていくためには、よ

り多くの外国人の力が必要になってまいります。

そしてそのためには、本県の認知度を高めると

ともに、県と市町村、事業者が協力し、外国人

にとって暮らしやすい、働きやすい、学びやす

い環境を整え、外国人に選ばれる高知県となっ

ていくことが必要であると考えております。 

 こうしたことから、まず情報発信につきまし

ては、本県で働く魅力を伝える動画を作成し、

配信を開始したほか、コロナが落ち着きを見せ

始めた令和４年度以降、ベトナムやインドなど

５つの国や地域を延べ11回にわたり訪問、ある

いはミッション団を派遣するなどしてきたとこ

ろです。こうした結果、本年度はベトナム・ラ

ムドン省などとの覚書の締結を行ったところで

あり、今後は現地政府関係者の御協力も得なが

ら、さらに情報発信を強化してまいります。 

 次に、暮らしやすい、働きやすい、学びやす

い環境の整備につきましては、地域との交流へ

の支援や、外国人雇用に関する制度を分かりや

すくまとめたガイドブックを作成し、説明会を

開催するほか、企業内での研修の実施への助成

なども行ってきたところです。加えて、来年度

からは社宅の整備などに活用できる融資制度や、

自動翻訳機の購入あるいは作業マニュアルの作

成に活用できる補助制度を創設するなど、施策

を一層強化してまいります。 

 県と市町村、事業者が協力していくことで、

県民も事業者も、そして高知に来た外国人も喜

ぶ、多くの外国人に選ばれる高知県となります

よう取り組んでまいります。 

 次に、外国人材に対する日本語の教育につい

てお尋ねがございました。 

 外国人材の日本語能力を高めることは、日常

生活はもちろんのこと、職場での円滑なコミュ

ニケーションを図る上でも大変重要であると考

えております。 

 技能実習生の場合、来日前は現地の送り出し

機関で、また来日後は１か月間国内の監理団体

で日本語に関する学習をした上で事業所で働く

ことになりますが、個人によって日本語の習熟

レベルに差があります。このため、これまでに

も、県内市町村や国際交流協会が実施している

日本語教室や事業者が実施する学習支援などを

通じて日本語を学んでいただいているところで

す。 

 しかしながら、本年度実施した高知県外国人

雇用実態調査によりますと、職場・雇用環境の

課題として、外国人労働者と日本語でのコミュ

ニケーションが取りづらいとの回答が全体の43.8

％と、最も高い状況にあります。このため、来

年度は、外国人材のスキルアップ助成制度の補

助メニューに、業務に必要な日本語習得を追加

し、また外国人がスマートフォンなどで日本語

を学習できるｅ－ラーニングシステムの活用を

新たに事業所に促していくなど、日本語習得の

ための支援を強化してまいります。 

 今後もこうした取組などを通じまして、事業

所などとも連携しながら、外国人材の日本語能

力の向上に努めてまいります。 

 最後に、外国人材の受入れが進んでいる業種

や、今後受入れが進む業種についてお尋ねがご

ざいました。関連いたしますので、併せてお答

えいたします。 

 県内で雇用されている外国人労働者数は、昨

年10月末時点において、過去最高の4,510人と

なっております。受入れが進んでいる業種は、
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農業が989人と最も多く、次いで製造業が863人、

卸売業・小売業が796人となっています。また、

医療・福祉では前年度の295人から約38％増の408

人に、建設業でも前年度の296人から約33％増の

394人へと大幅に増加しており、人手不足が深刻

な業種を中心に受入れが進んでいるものと考え

ております。 

 今後受入れが進む業種としては、あらゆる業

種で人手不足が課題となっていることから、今

後追加される予定の自動車運送業など４分野も

含め、制度上外国人材の雇用が認められる業種

全てで受入れが進んでいくものと考えています。

その上で、さらに今後人口減少が進む中、人手

不足が深刻化していくこととなれば、現在認め

られていない業種においても受入れを望む声が

高まってくるものと考えます。 

 こうしたことから、今後も国の動向を注視し、

県内事業者などの声もお聞きしながら、業種の

追加に関する国への政策提言も行っていきたい

と考えております。 

   （人事委員長門田純一君登壇） 

○人事委員長（門田純一君） まず、国籍条項撤

廃後、外国人の採用がなかった原因についてお

尋ねがございました。 

 議員のお話にありましたように、現在人事委

員会で実施している採用試験においては、公権

力の行使または公の意思の形成への参画に携わ

る職務を行うためには日本国籍を必要とし、そ

れ以外の職務を行うためには日本国籍を必要と

しないとする基本原則にのっとった任命が行わ

れることを試験案内に明記した上で、平成９年

度実施の採用試験から、永住者及び特別永住者

の外国籍の方にも受験の門戸を開いているとこ

ろでございます。 

 平成９年以降、これまで延べ13名の外国籍の

方が受験されておりますが、競争試験の結果、

最終合格をした方はおらず、結果として採用さ

れた者がいなかった状況となっております。 

 次に、外国人枠を創設することについてお尋

ねがございました。 

 外国籍の方が携わる職務には一定の制限があ

る中においても、県職員に採用されれば、でき

るだけ幅広い行政事務に携わっていただくこと

が基本となるのではないかと考えております。

したがいまして、採用に当たりましては、国籍

の違いによらず同様の能力実証が必要であると

考えておりますし、また任命権者のほうからも、

外国籍の方の採用について特に意見をいただい

ていないことなどから、現状においては特別枠

を設けることなく、御本人の国籍にかかわらず

同じ内容で競争試験を実施する現行の方法によ

りたいと考えております。 

 今後、社会情勢や雇用環境などが大きく変化

する中で、複雑多様化する行政課題に対応する

ためには、多様で有為な人材を確保することが

ますます重要となってきており、採用試験につ

きましても、外国籍の方への対応に限らず、よ

り受験しやすい試験となるよう検討を進めるな

ど、任命権者とも十分協議した上で、任命権者

が求める優秀な人材の確保のため、絶えず見直

しを行ってまいります。 

   （総務部長德重覚君登壇） 

○総務部長（德重覚君） 職員採用試験における

国籍要件に関し、公権力の行使や公の意思形成

への参画に携わらない本県の業務についてお尋

ねがございました。 

 本県で国籍要件が撤廃されました平成９年４

月に、人事委員会から、公権力の行使と公の意

思形成への参画のそれぞれについて基本的な考

え方が示されております。 

 まず、公権力の行使とは、公共の福祉の維持・

増進のため、県民等の活動を権力的に規制し、

公の義務を課す行為などとされております。一

例を具体的にお示ししますと、法令に基づく取
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締り、立入検査、許認可業務や県税の徴収、滞

納処分などが公権力の行使に当たる業務と考え

られます。 

 次に、公の意思の形成への参画につきまして

は、県としての意思決定において何らかの職務

上の権限を行使するなど、高度の影響力を持っ

て関与することをいうとされております。本県

の場合では、決裁権者の意思決定をもって県と

しての意思形成がされるとの考え方が示されて

おります。ただし、公の意思の形成への参画に

携わる職員であるか否かは、具体的な職務内容

に即して判断が必要と考えております。 

 いずれにいたしましても、実際の運用に当た

りましては、社会情勢の変遷に応じて、任命の

都度、その職務の実態に即して検討を行う必要

があると考えております。 

   （副知事井上浩之君登壇） 

○副知事（井上浩之君） まず、外国籍の方を採

用した際の人事運用と、採用した職員の職務に

対する意欲への懸念についてお尋ねがありまし

た。 

 平成17年１月の最高裁の判決では、公権力の

行使に当たらない業務や、重要な施策に関する

決定を行いまたはこれらに参画しない業務であ

れば、日本国籍でない方も業務に従事できると

いう考えが改めて示されたところであります。 

 県には、総務事務や会計審査をはじめ、観光

振興あるいは地域支援など様々な分野で、公権

力の行使に当たらない業務があると考えており

ます。幅広い行政経験を積むための人事運用面

での工夫は可能であると考えておるところです。 

 また、昇任につきましても、重要な施策に関

する決定を行い、またはこれに参画するポスト

であるか否かは、先ほど総務部長が答弁いたし

ましたように、具体的な職務の内容に即して検

討すべきものと考えます。 

 意欲を持って職務に精励できますよう、適材

適所を基本に、配置や昇任につきまして、その

都度対応を判断してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、県内の市町村に外国人採用を呼びかけ

ることについてお尋ねがありました。 

 現在、県内では22の市町村で、国籍を要件と

しない職員採用試験が実施されております。そ

して、これまでに２団体で２名の外国籍の方が

職員として採用をされております。 

 職員の採用につきましては、任命権者である

市町村長が主体的に判断をするものであり、県

から呼びかけは行いませんけれども、市町村か

ら相談がありましたら、外国籍の職員の採用に

対する県の考え方や他の自治体の状況、特に国

籍条項の撤廃が広がりつつあるといった状況に

つきましては、県として情報提供してまいりた

いと考えております。 

   （土木部長荻野宏之君登壇） 

○土木部長（荻野宏之君） まず、浄化槽台帳シ

ステムで管理することが望ましい項目と、台帳

整備の進捗状況についてお尋ねがございました。

関連しますので、併せてお答えします。 

 県では、現在の浄化槽台帳システムが法改正

により求められている管理項目に対応していな

いことから、環境省の浄化槽台帳システムの導

入を進めており、本年４月から新たな管理項目

に対応する台帳システムの運用を開始します。 

 新しい台帳で管理する主な項目は、浄化槽の

設置者氏名、設置場所、建築物用途などの項目、

管理者氏名、使用開始日などの項目、休止、使

用再開、廃止の日付、理由などの項目、保守点

検、清掃、法定検査の実施状況の項目などとなっ

ており、法改正で求められた項目は全て網羅し

ております。 

 あわせまして、本年度から５年程度をかけて、

現地調査や市町村の保有する情報を収集、突合

することで、無届けの浄化槽など台帳に記載さ
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れていない浄化槽を把握し、台帳の精度の向上

を図る取組も行ってまいります。 

 今後もこのような取組を継続しながら、浄化

槽台帳の精度の向上・維持に努めてまいります。 

 次に、浄化槽法の改正への対応についてお尋

ねがございました。 

 し尿のみを処理する単独処理浄化槽は、設置

してから40年から50年経過するものが全国的に

多数存在しており、老朽化のため、浄化槽本体

の破損や変形、漏水による公衆衛生への影響が

懸念されているところです。 

 本県には、令和３年度末時点で約４万基の単

独処理浄化槽が存在しておりまして、そのうち

40年以上を経過しているものは約6,000基ござい

ます。漏水などの修繕が必要な単独処理浄化槽

は、保守点検や清掃、定期検査などにより把握

しており、その都度、県や指定検査機関が管理

者に対しまして指導・助言を行っております。 

 一方、県が改正法に基づいて、そのまま放置

すれば生活環境の保全及び公衆衛生上の重大な

支障が生ずるおそれのある単独処理浄化槽とし

て判定し、管理者に対して指導・助言や勧告、

命令を行った事例はございません。今後、こう

した対応を速やかに行えるよう、鹿児島県など

先進県の事例を参考に、来年度から県としての

方針を検討してまいります。 

 最後に、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽

への転換についてどのような取組をしているの

かとのお尋ねがございました。 

 県では、国、市町村による合併処理浄化槽の

設置や宅内配管などの補助制度に併せて、市町

村に対する上乗せ補助を実施しており、令和４

年度は26基が合併処理浄化槽へ転換しました。 

 今後も、合併処理浄化槽への転換を促進する

ため、市町村と連携しながら、浄化槽管理者講

習会や浄化槽の日の啓発イベントなどを通じま

して、県民の皆様に対して本制度の周知に努め

てまいります。また、合併処理浄化槽へ転換す

ることによりまして環境負荷の軽減に大きく貢

献するといった効用につきましても、引き続き

周知・啓発を行ってまいります。 

   （子ども・福祉政策部長山地和君登壇） 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） まず、本

県の障害者支援施設における入所者の高齢化の

実態についてお尋ねがございました。 

 県内の障害者支援施設に入所している方のう

ち65歳以上の割合は、令和５年７月に県内27施

設を対象に県が実施した調査では24.9％となっ

ており、令和元年と比べ1.9ポイント増加をして

おります。 

 障害者支援施設では、入所者の高齢化に伴い、

高齢化に対応した介護技術・知識が十分でない

ことや、医療との連携による医療的ケアの提供

に課題があるなど、高齢の入所者への対応に苦

慮するなどの実態があります。今後も入所者の

高齢化が見込まれる中、障害者支援施設におけ

る高齢化対策は重要となってまいります。 

 そのため、県では、入所者一人一人の状態に

応じて適切な支援が行われるよう、施設職員の

介護技術・知識の向上を図るための研修の実施

や、夜間の見守りセンサーなどＩＣＴ機器や介

護ロボットの導入支援に取り組んでまいります。

また、地域の医療機関との連携体制の構築や、

介護保険サービス事業者も含めた支援ネット

ワークづくりを後押しすることで、入所者が高

齢になっても障害者支援施設で安心して生活が

できるよう支援してまいります。 

 次に、障害福祉制度と介護保険制度の適用関

係に関する制度の周知などの実態についてお尋

ねがございました。 

 65歳以上の障害のある方が介護保険サービス

と障害福祉サービスの両方を利用できる場合は、

障害者総合支援法の規定により、介護保険サー

ビスを優先的に利用することとなっています。
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その運用につきましては、一律に適用するので

はなく、個々の状況に応じて、障害福祉サービ

スを利用できる措置や、利用料の負担軽減措置

も講じられています。 

 県内の市町村においては、画一的な制度運用

ではなく、希望する支援の内容を聞き取り、介

護保険制度で十分なサービスを提供できるかを

判断しながら行っているものと承知をしており

ます。しかしながら、全国的には、市町村によっ

て制度の運用に違いがあること等の問題が指摘

され、厚生労働省から令和５年６月30日付事務

連絡で、障害福祉制度と介護保険制度との適用

関係に係る留意事項及び運用の具体例が示され

たところです。 

 県としましては、市町村説明会で事務連絡の

内容を周知するとともに、市町村への事務指導

の際に、制度の運用状況を確認した上で必要に

応じて助言等を行ってまいります。また、障害

福祉事業者及び介護保険事業者に対しまして

は、事業所への説明会や関係団体を通じて周知

を行ってまいります。 

 利用料の負担軽減制度の周知につきましては、

制度の対象となる方にあらかじめ必要事項を記

載した申請書を市町村からお渡しするなど、利

用者に寄り添った対応に努めているところです。 

 引き続き、障害福祉制度と介護保険制度の運

用が適切に行われるよう、市町村や事業者の取

組を支援してまいります。 

○30番（橋本敏男君） 御答弁ありがとうござい

ました。２回目の質問を今からしたいというふ

うに思います。 

 まずは、道路インフラ整備についてでありま

す。知事のほうから、加速するよう頑張るとい

うふうな話はいただきました。ただ、前回の答

弁と同じことで、基本的には、要は四国８の字

のネットワークに一定のめどがつけばというこ

とが前提にあるんだろうなというふうには思い

ます。 

 ただ、私が聞きたいのは、じゃあ四国８の字

のネットワークのめどっていつつくんだってい

うことなんですよ。逆に言うと、南海トラフと

いう地震は高い確率で本当に襲ってくるという

ことが言われていますので、じゃあそれまでに

間に合うのかえっていうようなことが心配でた

まりません。 

 ある一定そういうふうな想定があれば、どれ

ぐらいにめどがつくのかなという想定がなされ

ているのであれば、それを知事に示していただ

ければありがたいなというふうに思います。よ

ろしくお願いします。 

 それから、人口減少社会を支えていくための

処方箋ということについてなんですが、朝の明

神議員の質問等でも示されたように、人口減少

というのが本当に加速度的に今減っています。

日本全体で人口がずっと減っているということ

なので、大変な状態なんですけれども、ただ経

済と労働力というところから見れば、世界の労

働市場から見れば、なかなか日本という国はも

う太刀打ちができないような状況になっている

のではないかなというふうにも判断しています。

それはどういうことかというと、基本的には円

がどんどんどんどん安くなっている、円の値打

ちがなくなっている、そして労働分配率も世界

の、欧米から比べると非常に悪い。そうすると、

特に収入だけを求めていく外国人労働者の皆さ

んというのは、基本的にはやっぱり欧米のほう

に流れていくんだろうなというふうに想定がで

きます。 

 だから、そういうことも踏まえた上での対応

をやっぱりしなければならないというふうに私

は思っていまして、じゃあ外国人が流れていく

理由というのはお金だけなのかなというと、そ

うではないと私は思っていまして、日本という

国はやっぱりすばらしいところがたくさんある



令和６年２月29日  

－89－ 

 

んだろうというふうに思います。世界一安全な

国というふうに、治安がいいというのが１つあ

りますし、それから世界一衛生的、日本みたい

に公衆便所にウォシュレットがあるところって

あまりないんじゃないかなと、それから水道水

に口をつけて水を飲めるようなところもあまり

ないんじゃないかなというふうには思います。

それと、四季というものがはっきりしていて、

体感ができると。 

 だから、暮らしやすい、安全・安心に暮らし

やすい、子育てもできやすい、そういうふうな

ことを前面に挙げて、日本に来ませんか、日本

で暮らしませんか、そういう話を発信するほう

に、要は視点を移していくべきなんだろうなと

いうふうに思いますが、それに対して知事の御

所見を賜りたいというふうに思います。 

 国籍条項についてであります。これは副知事

に答弁いただきたいんですが、先ほど人事委員

長のほうからも話がありましたように、任用す

る側と十分に話をすると、外国人枠ということ

ですね。任用する側から、外国人を雇用すると

いうことに対してどう見ているのかっていうこ

とをちょっと、再度お話しいただければありが

たいというふうに思っています。よろしくお願

いいたしたいと思います。 

 それから、浄化槽の適正化についてでありま

すけれども、私は部長のほうから高知市のこと

が出てくるのかなというふうに思いましたら、

やっぱり高知市のことが出てきませんでした。

何といっても一番人口が密集して、ほとんど高

知県の半分ぐらいの方が暮らしているところが

高知市です。しかも、高知市は受検率35％なん

ですよ。とんでもない状況なんです。高知市を

何とかしなければ、要は浄化率というのは上が

りませんよ。 

 だからその辺は、確かに高知市は保健所を持っ

ていますから、なかなか県が直結的に指導する

というのは難しいかも分かりませんが、そこは

もうちょっと高知市のほうとしっかり話をして、

台帳の整備、それから受検率の向上、そういう

ことを真っ正面から向き合うというようなぐら

いの話はしてほしかったなというふうに思いま

す。そのことに対して、土木部長、御所見をい

ただきたいというふうに思います。 

 それから、障害者福祉制度と介護保険制度の

適用関係についてでありますけれども、これは

公費負担の問題があるんじゃないかなというふ

うに思います。障害者総合支援法については、

基本的には国が50％、県が25％、それから市町

村が25％公費負担をしなければならないんです

けれども、実は介護保険になってくると、半分

は保険から出て、25％が国、12.5％が県、あと

の12.5％が市町村。出し分が違うんですよ。 

 だから、できるだけ少なく公費負担を抑えよ

うと思えば、要は障害者総合支援法より介護保

険に行ってくださいよというふうな方向になる

というのは致し方がないのかなというふうに思

います。そのことに対して、もう一回、子ども・

福祉政策部長、答弁いただければありがたいと

思います。 

 ２問目終わります。 

○知事（濵田省司君） 橋本議員の第２問に対し

てお答えいたします。 

 まず１点目が、道路インフラの整備、特に８

の字ネットワークがいつできるのかというお話

でございました。 

 これは様々な要因が関わりますので、数字を

示して何年ということをこの場でお答えするこ

とは難しいことは御理解いただきたいと思いま

す。ただ、整備の優先順位といたしましたとき

に、やはり南海トラフ地震対策を考えますと、

これは県外からのいろんな救援あるいは物資の

輸送、こういったものをまず優先で考えないと

いけないだろうと。そういたしますと、やはり
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８の字ネットワークの整備というのを優先する

というのが合理的な考え方ではないかというこ

とでございます。 

 ただその上で、どのタイミングで、今回お話

がありました構想路線の整備に向かって前進が

できるかということに関して言いますと、まず

この構想路線という形でもエントリーをしてい

るということは、次なる段階として国も認知を

したということでございますから、これは一つ

の大きな前進だと思います。これに加えまして、

今回の能登半島地震も踏まえて、私どもも特に

半島地域の道路の整備について、今までよりも

さらに財源措置を強化していくということを、

もっと具体的な提案を仕込んで国に対して提言

をしたいと考えておりますから、そういった新

しい要因を踏まえての加速化というところも含

めて、議員からお話がありました南海トラフ地

震の発生に間に合うようにという思いは全く

我々も同じでございますので、最大限の努力を

したいというふうに考えているところでござい

ます。 

 それから、人口減少問題に関しまして、特に

日本の治安だとか生活環境、そういったものを

ＰＲして外国人の呼び込みをしていくべきでは

ないか、考え方の転換も必要ではないかという

点に関して、これは一面、議員の御指摘のとお

りだと思います。 

 もちろん前提としまして、やはり日本が仕事

をする場として高い収入が得られる魅力のある

国だと、この部分でも当然いろいろな高付加価

値化、産業の高度化の努力をしていくと、ある

いは為替の問題も含めて、国においてそういっ

た努力をしていただくということは、これはこ

れでしなければいけないということだと思いま

すが、一方で、私も今回ベトナムに行って意見

交換をした中では、実際にベトナム人の人気の

出稼ぎ先は、かつての日本から、今韓国、台湾

のほうに移っているというお話を現にお聞きし

ました。 

 そういうこともございますので、生活環境も

含めて、よりトータルな魅力、特に高知県とい

うことでいいますと、自然、食、あるいは人の

温かさ、こういったものを含めて魅力をしっか

りＰＲする、そのための仕組みを、現地での日

本語教育などの機関の中にある意味組み込んで

いくというところも含めて工夫をしていくこと

が大事ではないかというふうに思っております

し、そうした方向で対応していきたいというふ

うに思っております。 

○副知事（井上浩之君） 外国人を任用すること

についてどう考えるかというふうな御質問であ

りました。 

 先ほど知事のほうから当時の橋本知事の考え

を答弁させていただきましたけれども、この日

本で生まれ育って、地域社会の中で日本の社会

秩序の下に生活をしている方々を排除する理由

はないというのはそのとおりだと思いますし、

まさに多文化共生社会の考え方にもつながるも

のと思っております。その上で、県政運営にお

いても、やはり外国籍の方も含めて多様な視点

で施策の実行に当たっていただくということは

大変有意義なことではないかというふうに思っ

ております。 

 現状、採用試験の門戸は開かれているという

ことでございますので、ぜひチャレンジをして

いただいて、我々も優秀かつ多様な人材を確保

していきたいというふうに考えております。 

○土木部長（荻野宏之君） 高知県内の汚水処理

人口普及率を向上させるために、その多くの部

分を占める高知市の部分をどうするかというお

尋ねだと思います。 

 まず、浄化槽の台帳につきましては、高知市

においても既に改正法に基づいたレベルの台帳

システムがあるということは確認してございま
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す。先ほど議員からもお話のありましたように、

高知市は保健所設置市でございますので、県か

ら指導するというお話にはならないとは思いま

すけれども、今から県が進めます台帳整備等の

取組につきまして、高知市ともしっかり情報共

有をして、双方、台帳をしっかり整備して、そ

れに基づいて浄化槽の整備が進むように、一緒

に連携しながら取り組んでいきたいと考えてご

ざいます。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 障害福祉

サービスと介護保険サービスで、保険方式とい

うことで介護保険のほうを優先するという考え

方でございますけれども、市町村の現場レベル

では基本的に介護保険制度を優先するというこ

とを行いますけれども、障害者の方にとっては、

介護保険制度だけではなく、やはり障害福祉サー

ビスも必要となるということがありますので、

どちらかを１つ選択するというよりも、両方の

制度をうまく使っていくということを進めてい

くと、それを県としてもしっかり応援していき

たいと思っております。基本的には障害者の方

にとっては、どちらかを選択するというよりも、

両方の制度をうまく、その方にとってのサービ

スを提供するということに努めていきたいと考

えております。 

○30番（橋本敏男君） 答弁それぞれありがとう

ございました。 

 特に知事のほうから、道路インフラの整備に

ついての話です。両端の構想路線、何か一歩進

んだなというふうな感はしております。 

 ぜひとも南海トラフ地震が来るまでに何とか

やっていただけるように、最後にお願いを申し

上げまして、全ての質問を終わりたいと思いま

す。どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、本日の議

事日程は終了いたしました。 

 明３月１日の議事日程は、議案に対する質疑

並びに一般質問であります。開議時刻は午前10

時、本日はこれにて散会いたします。 

   午後４時55分散会 
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 令和６年３月１日（金曜日） 開議第３日 
 

出 席 議 員        

       １番  竹 内 健 造 君 

       ２番  戸 田 宗 崇 君 

       ３番  上 治 堂 司 君 

       ４番  桑 鶴 太 朗 君 

       ５番  土 森 正 一 君 

       ６番  槇 尾 絢 子 君 

       ７番  久 保 博 道 君 

       ８番  上 田 貢太郎 君 

       ９番  今 城 誠 司 君 

       10番  金 岡 佳 時 君 

       11番  下 村 勝 幸 君 

       12番  田 中   徹 君 

       13番  土 居   央 君 

       14番  横 山 文 人 君 

       15番  西 内 隆 純 君 

       16番  加 藤   漠 君 

       17番  弘 田 兼 一 君 

       18番  明 神 健 夫 君 

       19番  三 石 文 隆 君 

       20番  畠 中 拓 馬 君 

       21番  依 光 美代子 君 

       22番  大 石   宗 君 

       23番  武 石 利 彦 君 

       24番  西 森 美 和 君 

       25番  寺 内 憲 資 君 

       26番  西 森 雅 和 君 

       27番  䬢 口 秀 洋 君 

       28番  岡 田 竜 平 君 

       29番  田 所 裕 介 君 

       30番  橋 本 敏 男 君 

       31番  坂 本 茂 雄 君 

       32番  は た   愛 君 

       33番  細 木   良 君 

       34番  岡 田 芳 秀 君 

       35番  岡 本 和 也 君 

       36番  中 根 佐 知 君 

       37番  塚 地 佐 智 君 

欠 席 議 員 

       な   し 

 

―――――――――――――――― 

 

説明のため出席した者 

  知     事  濵 田 省 司 君 

  副  知  事  井 上 浩 之 君 

  総 務 部 長  德 重   覚 君 

  危機管理部長  中 岡 誠 二 君 

  健康政策部長  家 保 英 隆 君 

           山 地   和 君 

           岡 村 昭 一 君 

           沖 本 健 二 君 

           中 村   剛 君 

  商工労働部長  松 岡 孝 和 君 

  観光振興部長  山 脇   深 君 

  農業振興部長  杉 村 充 孝 君 

           武 藤 信 之 君 

  水産振興部長  松 村 晃 充 君 

  土 木 部 長  荻 野 宏 之 君 

  会 計 管 理 者  池 上   香 君 

  公営企業局長  笹 岡   浩 君 

  教  育  長  長 岡 幹 泰 君 

           成 瀬   洋 君 

           澤 田 博 睦 君 

           刈 谷 敏 久 君 

  警 察 本 部 長  髙清水 善 弘 君 

  代表監査委員  五百藏 誠 一 君 

           髙 橋 慎 一 君 

 

子 ど も ・ 
福祉政策部長 
文 化 生 活 
スポーツ部長 
産 業 振 興 
推 進 部 長 
中山間振興・ 
交 通 部 長 

林 業 振 興 ・ 
環 境 部 長 

人 事 委 員 会 
事 務 局 長 

監 査 委 員 
事 務 局 長 

公 安 委 員 長 
職 務 代 理 者 

人 事 委 員 長 
職 務 代 理 者 
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事務局職員出席者 

  事 務 局 長  山 本 和 弘 君 

  事 務 局 次 長  中 島 勝 海 君 

  議 事 課 長  吉 岡 正 勝 君 

  政策調査課長  飯 田 志 保 君 

  議事課長補佐  杉 本 健 治 君 

  主     幹  大 川 美千子 君 

  主     査  宮 﨑 由 妃 君 

        

――――  ―――― 

 

議 事 日 程（第３号） 

   令和６年３月１日午前10時開議 

第１ 

 第 １ 号 令和６年度高知県一般会計予算 

 第 ２ 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計予算 

 第 ３ 号 令和６年度高知県給与等集中管理特

別会計予算 

 第 ４ 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計予算 

 第 ５ 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計予算 

 第 ６ 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計予算 

 第 ７ 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

予算 

 第 ８ 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計予算 

 第 ９ 号 令和６年度高知県国民健康保険事業

特別会計予算 

 第 10 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計予算 

 第 11 号 令和６年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計予算 

 第 12 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計予算 

 第 13 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計予算 

 第 14 号 令和６年度高知県農業改良資金助成

事業特別会計予算 

 第 15 号 令和６年度高知県県営林事業特別会

計予算 

 第 16 号 令和６年度高知県林業・木材産業改

善資金助成事業特別会計予算 

 第 17 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計予算 

 第 18 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計予算 

 第 19 号 令和６年度高知県高等学校等奨学金

特別会計予算 

 第 20 号 令和６年度高知県流域下水道事業会

計予算 

 第 21 号 令和６年度高知県電気事業会計予算 

 第 22 号 令和６年度高知県工業用水道事業会

計予算 

 第 23 号 令和６年度高知県病院事業会計予算 

 第 24 号 令和５年度高知県一般会計補正予算 

 第 25 号 令和５年度高知県収入証紙等管理特

別会計補正予算 

 第 26 号 令和５年度高知県旅費集中管理特別

会計補正予算 

 第 27 号 令和５年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和５年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和５年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

 第 30 号 令和５年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 

 第 31 号 令和５年度高知県国民健康保険事業

特別会計補正予算 
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 第 32 号 令和５年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算 

 第 33 号 令和５年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計補正予算 

 第 34 号 令和５年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和５年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 36 号 令和５年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 37 号 令和５年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 38 号 令和５年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 39 号 令和５年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 40 号 令和５年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 41 号 令和５年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 42 号 障害のある人もない人も共に安心し

て豊かに暮らせる高知県づくり条例

議案 

 第 43 号 高知県女性自立支援施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例議案 

 第 44 号 こうち奨学金返還支援基金条例議案 

 第 45 号 高知県公立学校情報機器整備基金条

例議案 

 第 46 号 高知県部設置条例の一部を改正する

条例議案 

 第 47 号 公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例の一部を改正する条例議案 

 第 48 号 知事等の損害賠償責任の一部免責に

関する条例及び高知県税条例の一部

を改正する条例議案 

 第 49 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県住民基本台帳法施行条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 51 号 高知県消防法関係手数料徴収条例等

の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県後期高齢者医療財政安定化基

金条例の一部を改正する条例議案 

 第 53 号 高知県国民健康保険法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 54 号 高知県住民基本台帳法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県介護保険財政安定化基金条例

の一部を改正する条例議案 

 第 56 号 高知県介護保険法関係手数料徴収条

例の一部を改正する条例議案 

 第 57 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例及び

高知県指定居宅サービス等の事業等

の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例議案 

 第 58 号 高知県立療育福祉センターの設置及

び管理に関する条例の一部を改正す

る条例議案 

 第 59 号 高知県指定障害児通所支援事業者等

が行う障害児通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例議

案 

 第 60 号 高知県指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する

条例議案 

 第 61 号 高知県精神科病院における任意入院

者の症状等の報告に関する条例の一

部を改正する条例議案 

 第 62 号 高知県安心こども基金条例の一部を

改正する条例議案 
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 第 63 号 高知県女性相談支援センター設置条

例の一部を改正する条例議案 

 第 64 号 高知県立紙産業技術センターの設置

及び管理に関する条例の一部を改正

する条例議案 

 第 65 号 高知県新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金基金条例の一

部を改正する条例議案 

 第 66 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 67 号 高知県家畜保健衛生所条例の一部を

改正する条例議案 

 第 68 号 高知県漁港管理条例及び高知県漁港

区域内における行為の規制に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 69 号 高知県営住宅の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例議案 

 第 70 号 高知県建築基準法施行条例及び高知

県手数料徴収条例の一部を改正する

条例議案 

 第 71 号 高知県港湾施設管理条例の一部を改

正する条例議案 

 第 72 号 高知県警察の設置及び定員に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 73 号 高知県警察手数料徴収条例の一部を

改正する条例議案 

 第 74 号 高知県県立高校通学支援奨学金貸与

条例を廃止する条例議案 

 第 75 号 高知県が当事者である訴えの提起に

関する議案 

 第 76 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 77 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 78 号 行政不服審査法第81条第１項の機関

の事務の受託の廃止に関する議案 

 第 79 号 権利の放棄に関する議案 

 第 80 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 81 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 82 号 県が行う土木その他の建設事業に対

する市町村の負担の一部変更に関す

る議案 

 第 83 号 県が行う流域下水道の維持管理に要

する費用に対する市の負担の変更に

関する議案 

 第 84 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 85 号 一級河川の指定に関する議案 

第２ 一般質問 

   （３人） 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開議 

○議長（弘田兼一君） これより本日の会議を開

きます。 

 

――――  ―――― 

 

諸 般 の 報 告 

○議長（弘田兼一君） 御報告いたします。 

 門田純一人事委員長から、所用のため本日の

会議を欠席し、成瀬洋人事委員を職務代理者と

して出席させたい旨の届出がありました。 

 また、小田切泰禎公安委員長から、所用のた

め本日の会議を欠席し、刈谷敏久公安委員を職

務代理者として出席させたい旨の届出がありま

した。 

 

――――  ―――― 

 

質疑並びに一般質問 
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○議長（弘田兼一君） これより日程に入ります。 

 日程第１、第１号「令和６年度高知県一般会

計予算」から第85号「一級河川の指定に関する

議案」まで、以上85件の議案を一括議題とし、

これより議案に対する質疑並びに日程第２、一

般質問を併せて行います。 

 22番大石宗議員。 

   （22番大石宗君登壇） 

○22番（大石宗君） おはようございます。一燈

立志の会の大石宗でございます。議長のお許し

をいただきましたので、会派を代表し、順次質

問に入らせていただきます。 

 私は、歴史と伝統ある県議会野球部のなぜか

キャプテンをさせていただいておりますけれど

も、上治監督に大変冷遇されておりまして、ふ

だんは打順は下位打線でございますけれども、

今日はトップバッターということで、張り切っ

ていきたいと思いますので、どうかよろしくお

願いをしたいと思います。 

 それでは、まずは知事の政治姿勢についてで

あります。 

 今定例会の提案説明で、知事は人口減少の克

服こそ県政の最重要課題であるとおっしゃられ

ました。私も同感であります。その中で、新た

に策定した高知県元気な未来創造戦略を基に、

移住から産業振興、少子化対策、教育や医療、

防災まで多方面で県民の生活を支える政策を全

庁的に進めることにより、人口減少に歯止めを

かけるとの強い決意をお伺いしたところであり

ます。 

 一方で、全国的にも各自治体が努力を続けな

がらも、人口減少が続く地方の現状を考えたと

き、そもそもの国の形が今問われているのでは

ないかとも感じます。都市部集中、中央集中の

社会経済構造が進む中、その流れの中での生き

残りを地方が模索するのか、それとも地方分散

型の社会経済構造に国の形を改めていくことを

目指すのか、まさに今大きな分岐点に私たちは

立っております。 

 今年は、郷土の偉大な先人板垣退助や後藤象

二郎ら、その後大いに日本の政治を変革するこ

ととなる自由民権運動の出発点になったと言わ

れている民撰議院設立の建白書を政府に提出し

てからちょうど150年という節目の年であります。

御案内のとおり、自由民権運動は、国会の開設、

憲法の制定、不平等条約の改正という大きく３

つの目的を基に行われた運動でありますが、実

は加えて、地租軽減と地方自治を求めたもので

もあります。 

 時を同じくして、板垣らは日本の歴史におい

て初の政党である愛国公党を立ち上げますが、

その最も重要な基本方針を書き込んだ綱領に「内

治は中央集権に傾かず地方分権を主とすべき事」

と明記し、あわせて「我国は封建時代に在て地

方分権の度に過ぎ、尾大不掉の政を成せり。明

治維新後は俄に中央集権に傾き地方漸く衰頽

す。我党は正に地方自治の制を興し分権の度宜

しきを得せしめんことを期する者なり」と述べ

て、中央と地方がバランスよく共存することの

重要性を訴えております。 

 また、自由民権運動の指導者である植木枝盛

は、交際の平均と題した論文の中で､｢交際の平

均といへることは国家において殊に肝要なるこ

とにて、この平均を得れば国すなわち興り之を

失へは国随て衰ふ」と述べ、その平均とは、権

柄、人士、財貨、つまり権力、人、経済であり、

都市部と地方でこのバランスが崩れたときに国

が崩壊するとの警鐘を鳴らしております。 

 また、戦後高度成長の中で日本列島改造論を

著し、国土の均衡ある発展を訴え、地方に光を

当てようとした田中角栄元総理が主に取り組ん

だのは、経済格差を縮小するための道路政策と、

人を育てるための教育政策でありました。 

 しかし、こうした先人たちの非常な努力があっ
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たにもかかわらず、地方、そして我が高知県を

めぐる環境は悪化の一途をたどっていると言っ

ても過言ではありません。大切に育てた子供た

ちは都会に出ていって帰ってこない。高知を支

えてきた各種産業も後継者問題に悩み、何百年

と続いてきた集落は消えつつあり、ついには出

生数も全国最少となりました。 

 そんな中、私は先日、ある興味深いレポート

と出会いました。2017年９月、京都大学と日立

製作所が共同研究した、ＡＩを活用した日本社

会の未来シミュレーションの結果であります。

これによると、人口、財政と社会保障、地域、

環境と資源という４つの持続可能性に着目しつ

つ、150もの社会的要因についての因果関係モデ

ルを作成、２万通りの未来シナリオをシミュレー

ション、分析、評価した結果、2050年に向けた

未来の日本の姿は、大きく２種類に分類された

そうであります。１つは都市集中型、もう一つ

は地方分散型であります。 

 １つ目のシナリオ、都市集中型の特徴は、主

に都市の企業が主導する技術革新によって、人

口の都市への一極集中が進行し、地方は衰退す

る。そして、出生率の低下と格差の拡大がさら

に進行し個人の健康寿命や幸福感は低下する一

方で、政府支出の都市への集中によって政府の

財政は持ち直す。続いて２つ目のシナリオ、地

方分散型の特徴は、地方へ人口分散が起こり、

出生率が持ち直して格差が縮小し個人の健康寿

命や幸福感も増大する。ただし、地方分散型シ

ナリオは、政府の財政あるいは環境を悪化させ

る可能性を含むため、このシナリオを真に持続

可能とするには、細心の注意が必要となるとい

うことであります。 

 そして、さらにこの２つのシナリオは、2025

年から2027年頃までに分岐が発生し、以降は両

シナリオが再び交わることはないとの報告もさ

れたところであります。つまり、このシミュレー

ションによると、私たちはどのような国の将来

を望むか、そしてそのためにどのような政策を

選択するのかという問いに、早期に答える必要

があるというのであります。 

 そのような中、私は財政リスクなど様々な障

害があったとしても、個人の豊かさ、最近の言

葉で言うとＱＯＬの充実を果たし、豊かなふる

さとを持続的に継続できる可能性があると報告

された第２のシナリオ、地方分散型の国の形を

目指すべきだと考えます。 

 まずは未来の我が国日本の目指すべき国の形

について知事の御所見をお伺いいたします。 

 また、本県の状況も日本全体の縮図でありま

す。高知市一強、人口の約46％が集中し、最近

では、ほかの市町村からの流入も顕著でありま

す。 

 この要因をどう考えているのか、また今後の

高知県の目指すべき県の形について知事の御所

見をお伺いいたします。 

 次に、この地方分散型シナリオの実現に向け

て必要とされる政策についてであります。この

報告では、地方分散型シナリオについて､｢地域

内の経済循環が十分に機能しないと財政あるい

は環境が極度に悪化し、やがて持続不能となる

可能性がある。これらの持続不能シナリオへの

分岐は、17年から20年後までに発生する。持続

可能シナリオへ誘導するには、地方税収、地域

内エネルギー自給率、地方雇用などについて経

済循環を高める政策を継続的に実行する必要が

ある｡｣とあります。つまり、地方分散型の国の

形を持続可能なものにする鍵は、地域内の経済

循環を高める政策だということであります。 

 そこで、重要な指標が地域経済循環率と地域

内乗数効果であります。地域経済循環率は、地

域の所得を地域の生産が支えている割合のこと

で、数字が高ければ高いほど地域経済にその資

金が再投資される割合が高くなり、地域経済の
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活性化につながると言われております。地域内

乗数効果は、地域内での一つの経済活動が地域

のほかの関連産業やサービスに波及し、最終的

に地域経済の拡大にどれぐらい資するかを表す

指標であります。 

 高知県の地域経済循環率は、国の地域経済分

析システム、ＲＥＳＡＳで見ると、最新の2018

年のデータで80.4％、全国で最も低い県の一つ

であります。四国の他県と比較しても、愛媛91.1

％、香川94.9％、徳島96.9％と大きな開きがあ

ります。この要因は、社会保障や交付税など外

から来る公的な収入が多いことと、支出に関す

る移輸入の超過であります。この移輸入超過の

要因を見てみると、エネルギーや飲食料品など

で大きな赤字を出していることが分かります。 

 本県は、これまで地産外商を大きなキーワー

ドとして外貨獲得に注力し、関係者の皆さんの

努力で大きな結果も残してきたところでありま

す。一方、外からたくさんの富を稼いできても、

高知県から抜け出ていく富がそれ以上にあれば、

高知県が経済的に豊かになっていかないのも自

明の理であります。 

 そういった意味では、公共部門から民間部門

まで、あらゆる手法で、高知県外に漏れ出る、

抜け出ているものを防いでいく政策を実行して

いくことが、地域経済循環率を高め、地域経済

を底上げするポイントではないかと考えますが、

知事の御所見をお伺いいたします。 

 次に、地域内乗数効果の活用についてであり

ます。先日、教育委員会の事業で、清水高校に

ほかの県議の皆さんと共にお邪魔をさせていた

だいておりました。その際、生徒さんたちと、

土佐清水市が導入した地域電子通貨めじかの話

になりました。その生徒さんたちは、めじかが

導入された際、地元の商品のみしか使えないこ

とに最初は違和感と不満を感じたそうでありま

す。なぜふだん使っているコンビニで使えない

のか、そういった声が多く上がったそうであり

ます。しかし、その理由、地域で経済を回して

いくために地元のお店を優先したという政策目

的を聞いて、今は大いに納得しているとのこと

でありました。 

 この話を聞いて思ったことは、どこでお金を

使うか、つまり地元の企業やお店で買物をする

のか、そうではないのか、さらには何を買うか、

地元産品を買うのか、そうではないのかという

ことが、最終的に地元経済にどのような影響が

あるのかということを分かりやすく伝える、つ

まり可視化することができれば、消費行動は変

わってくるのではないかということであります。

同じような買物をするのであれば、ふるさと高

知県に役立つものを選ぼう、そして高知県経済

への貢献度の高い企業を選ぼう、そういう意識

になる人は多いのではないかというふうに感じ

ます。 

 それを表す一つの指標が地域内乗数効果であ

ります。この地域内乗数効果を計算する指標と

して、イギリスのＮＥＦ――ニューエコノミッ

クファンデーションが提唱しているのが、ＬＭ

３という計算方法であります。これは、地域内

乗数を３巡目まで計算する方法で、企業や組織

の収入のうち幾らが地域内で使われたかをはか

るもので、当初の収入に対する地域経済へ生み

出した価値をはかり、簡易に貢献度を可視化す

るものであります。 

 例えば、この計算方法などを活用して、企業

や組織の地域内乗数効果を可視化して、住民に

分かりやすく提示する、または行政の評価の基

準などにすることで、高知県経済の活性化につ

なげる取組が多く展開できるのではと期待もす

るところですが、産業振興推進部長のお考えを

お伺いいたします。 

 次に、地域経済循環率や地域内乗数効果を高

めるであろう具体的な取組について幾つか質問
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をさせていただきます。まず、今年度の補正予

算で実行中であり、当初予算案にも計上されて

いる、こうち省エネ家電等購入応援キャンペー

ンについてであります。 

 この予算は、高騰を続ける電気代に対応し、

家計の負担を低減する省エネを後押しするため、

省エネ性能の高い家電製品等の購入を支援する

もので、購入金額によって5,000円から３万円を

キャッシュバックするものであります。今年度

の見込みは、現在のところ約9,600件、金額にし

て2.2億円の申請があっているとお伺いをしてお

ります。 

 私は、この事業について補正予算の説明を受

けたときから、省エネ促進には異論はないがせっ

かくなので対象店舗を地元企業に限定してはど

うかと議論させていただいておりました。県の

予算を使って大きな金額が動く事業だからこそ、

県内事業者の活性化にもつなげることができれ

ば、一石二鳥ではないかと考えたからでありま

す。ただ、その際は、政策目的が省エネ促進で

あるということから、消費者が多様な購入先を

持つことが重要だとのことで、全ての事業者に

門戸が開かれることとなりました。 

 来年度の予算を審議するに当たり、今回今年

度の実績を確認したところ、県内事業者で購入

した割合は僅か４割にとどまっております。推

計ですが、キャッシュバック分が2.2億円ですか

ら、販売金額は恐らく15億円程度はあるのでは

ないかと思います。 

 それを考えたとき、そのうち９億円の売上げ

が、要件一つで県内事業者に落ちた可能性があ

るとも言えますが、新年度の予算策定に当たり、

今年度の傾向も踏まえ、登録店舗の要件変更は

考えなかったのか。また、こうした政策を県と

して実行するに当たり、地元経済への影響、そ

して地元事業者への支援という意味合いは勘案

しないのか、知事にお伺いをいたします。 

 次に、公共施設の食事に関する地産地消であ

ります。県内にも公立の医療機関や福祉施設、

学校など食事を提供する施設が多く存在いたし

ます。こうした施設での地元産品の活用率を高

めるため、例えば岡山では介護老人保健施設に

関する条例に、地域で生産された旬の食材の活

用に努めなければならないと明記する、鳥取で

は給食の地産地消を進めるための支援事業を整

備するなど、全国では多くの取組が始まってお

ります。 

 本県の公共施設の食事に関する地産地消の考

え方について産業振興推進部長にお伺いをいた

します。 

 次に、家庭の食卓において地産地消を進めて

いくという観点で重要だと言われているのが、

いわゆる生産者による直販所、またはスーパー

マーケットなど小売店の皆様との連携による地

元農産物や水産物の販売拡大であります。現在

の状況と今後の取組について農業振興部長にお

伺いをいたします。 

 次に、水産政策についてであります。 

 水産業につきましては、知事から今定例会の

提案説明で、いわゆるマリンイノベーションや

養殖における技術革新などを進め、持続可能な

水産業の実現を図るとのお話がありました。大

変失礼な言い方になるかもしれませんが、私は

水産業をよりよいものにしていく手段としての

デジタル化には大いに賛同するものであります

が、足元の現場を見た場合、もっと根本的に厳

しい状況に直面しているという危機感を県は

持っているのか、懸念も感じるところでありま

す。 

 近年、黒潮大蛇行や地球温暖化などによって、

沿岸漁業を中心に不漁が続き、養殖業も資材高

騰の影響を受けるなど、漁業を取り巻く環境は

厳しさを増すばかりであります。その結果、１

次産業の中でも所得や労働環境は厳しく、高齢
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化は進み、漁業者数もついに最盛期の２割以下、

3,000名を割り込むほどになってしまいました。

命がけで仕事をしているのにもかかわらずであ

ります。 

 漁業を支える漁協の体制を見ても、橋本県政

の大看板として鳴り物入りで立ち上がった県１

漁協、高知県漁協も関係者の必死の努力にかか

わらず、思うように設立当初の目標、魚価向上

や人材確保なども十分役割を果たしているとは

言えず、苦戦が続いております。そして、単協

として残っている漁協の中にも、既に経営難に

陥っている組合もあると聞くところであります。

さらに、そういった状況の中で、各地の市場な

ど漁協関連施設は劣化し、改修を必要としてい

る上、改正食品衛生法にも対応しないといけな

いなど、外的環境も厳しさを増すばかりであり

ます。 

 一方で、東西713キロにも及ぶ海岸線を有し、

広く太平洋に面した我が高知県は、紛れもなく

日本有数の海洋県であり、豊かな海洋資源を生

かした取組は、これからも我がふるさとの大き

な背骨であります。まさに今、この厳しい状況

を打破し、豊かな海洋資源を生かして、高知県

の水産業が力強く未来を切り開いていくために

何が必要なのか、問われているのではないかと

感じます。 

 そこで、まず漁業にとって欠かすことのでき

ない漁業協同組合に期待することについてのお

考えを水産振興部長にお伺いいたします。 

 次に、高知県における漁協の在り方に大きく

影響を与えてきた県１漁協構想についてであり

ます。この構想は、平成９年に全漁連が１県１

漁協構想または複数自立漁協を組織決定したこ

とをきっかけに県下の漁協を再編し、新たな時

代の漁業の振興に取り組むべく、最適な組織を

つくろうと、平成９年に県漁連が８漁協構想を

策定したことから始まりました。議論は進み、

平成15年には７漁協構想へ見直し、計画を進め

ておりましたが、僅か１年後の平成16年２月、

突如当時の橋本大二郎知事が県１漁協構想を打

ち出したことから、急速に一元化への動きが進

み、平成20年、県内46漁協のうち25漁協が合併、

高知県漁協、いわゆる県１漁協がスタートいた

しました。そして、段階的にほかの漁協を吸収

し、最終的に一元化しようとする長期構想とし

てまとめられたのが高知県１漁協構想でありま

す。 

 このときに、合併の阻害要因となっていた繰

越欠損金が平成28年に解消したことを契機に、

さらに合併を加速化させるため、この構想をリ

ニューアル、現在もその看板を掲げ続けており

ます。 

 一方、ここ数年は２年連続の赤字決算などの

環境の変化もあり、合併の動きも止まり、関連

予算も消化できず、一元化は大きな壁にぶつか

り、身動きができない状況となっております。

その間にも、高知県の漁業をめぐる状況は大き

く変化を続け、さきに述べたように漁業者の減

少はとどまることを知りません。改めて、この

厳しい状況をいかに乗り越えていくのか、中長

期的な構想を考えなければならない時期に来て

いると思います。 

 さきに述べたように、今後避けて通れない拠

点の集約化や食品衛生法への対応、さらには地

域ごとの戦略策定、後継者の確保など、これか

ら漁協を中心として議論し、結論を出していか

なければならない課題は山積しております。 

 そこで、20年前の橋本知事の号令から始まっ

た県１漁協構想にとらわれることなく、どのよ

うな漁協の体制がこれからの高知の漁業に必要

なのか、そして何より漁業者が何を求めている

のか、多くの知恵を集め、声を拾って、新たな

構想の検討をぜひとも始めてもらいたいと切に

願うところでありますが、知事の御所見をお伺
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いいたします。 

 次に、海業の振興についてであります。昨年

５月、漁港漁場整備法が改正され、漁港につい

て漁業上の利用を前提として、海や漁村の価値

や魅力を生かす海業を展開し、水産業や漁村を

活性化する制度が創設されました。具体的に進

めていける可能性のある事業としては、宿泊、

体験、観光、釣り、マリンレジャー、飲食、販

売、市場見学などがあります。これら事業を通

じて漁港に誘客、楽しんでもらいつつ、地域活

性化にも取り組んでいけるとして関係者も大き

な期待を寄せているところであります。 

 本県も県下各地に地域の核となる漁港を有し、

様々な可能性が見込めるところでありますが、

この事業を推進していく上では、漁業関係者の

みならず、海業を通じてビジネスに取り組む民

間事業者や、地域活性化に取り組むまちづくり

団体など、多様な人材が関わることが必要不可

欠であると言われております。また、始まった

ばかりの制度であり、いまだ認知度の向上も課

題でありますが、県外では関係機関を集めての

海業推進地域協議会の立ち上げも進んでいると

聞いているところであります。 

 本県も観光振興や地域活性化など、多くの面

で市町村や漁協と連携して、海業を生かした取

組を進めていくべきと考えますが、水産振興部

長のお考えをお伺いいたします。 

 また、漁協がこの海業に取り組もうとした場

合、自己資金が必要になることが苦しい台所事

情の中でネックになると思われます。漁協に対

しての支援も必須と考えますが、水産振興部長

のお考えをお伺いいたします。 

 次に、農業政策、その中でもいわゆるかんき

つ農業についてであります。 

 先日、自由民権記念館で行われている企画展

｢田村利親と土佐の柑橘」を見てまいりました。

田村を紹介するコピーには､｢柑橘類の研究に生

涯を捧げ、膨大な記録を残し、歴史に名を残さ

なかった男」とありました。 

 らんまんの牧野富太郎博士は田村との深い友

情で知られていますが、晩年牧野博士が田村に

送った書も会場に掲示されておりました。実あ

りてしかして名あり、未だ名あらずして実ある

ものなり。その意味するところは、実質が出来

上がって名前が立派となるもので、まだ名は上

がっていないが実質は出来上がっている者もい

るということであります。かんきつ研究にその

人生をかけて世界中を飛び回り、貴重な研究を

続け、大きな業績を残すも、世間にあまり知ら

れていなかった田村に向けて牧野富太郎が心の

底からの尊敬を込めて送った賛辞であったと思

います。 

 この田村が育ち、そして後半生に人生をかけ

てかんきつ農業に取り組んだのが我が高知県で

あります。本県は、温暖な風土、水はけのよい

傾斜地を有していることから、古くからかんき

つが身近に存在する地域であります。田村が幼

い頃から出会い、愛した多種多様なかんきつは

土佐の歴史そのもので、昔の記録によると、土

佐の家々では庭に複数のかんきつを植えて、食

事の内容ごとに、庭からその実をもいできて利

用したとの逸話も残っているほどであります。

まさにかんきつは土佐の歴史そのもの、そして

何より重要な地場産品であります。 

 しかし、近年はユズの販売、そして輸出が好

調である一方、かんきつ農業全体を見ると、後

継者の問題などもあり、出荷量は少しずつ減少

している状態にあります。あわせて、温州ミカ

ンなど、かんきつ類でも大きな市場を持つ品目

については、先ほど述べたような自然の条件に

は優れているものの、主要な産地である愛媛県

や静岡県と比較しても、非常に少ない生産量に

とどまっております。そのような中、未来の本

県農業の可能性を考えたとき、長らく施設園芸
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が不動のエースとしてその生産を支えてきまし

たが、栽培に適した自然環境を持ち、歴史的背

景もあるかんきつ農業を施設園芸に次ぐ重要な

農業として伸ばしていくことは非常に重要だと

考えるところであります。 

 そんな中、県は令和４年３月に果樹農業振興

計画書を定め、かんきつを含む果樹全体の今後

の目標を設定しております。この中では、産地

づくりから農地や担い手の確保、新品種の開発、

流通・加工体制の整備、地産地消での消費拡大

から輸出振興まで果樹農業をめぐる幅広い課題

と今後の取組が示されているところであります。

この計画書における令和12年に向けたかんきつ

農業の栽培面積及び生産の目標については、温

州ミカンはほぼ現状維持、ブンタン、ポンカン、

ユズなどその他かんきつ類で平均10％の拡大を

図るという内容になっております。 

 今後は、この計画で明らかになっている様々

な課題解決を着実に進めつつ、さらなる需要の

確保と生産拡大を図り、土佐のかんきつにまつ

わる文化の保存や観光との連携など、幅広い分

野で土佐のかんきつに対する取組を深め、かん

きつ王国土佐の名が全国にとどろくような取組

を強力に行ってもらいたいと感じるところであ

りますが、御所見を知事にお伺いいたします。 

 次に、高知県の物流に関する課題についてで

あります。 

 先ほど農業の話を取り上げさせていただきま

したが、農業はもちろんのこと、高知を支える

各種産業に関わる大きな課題が物流問題であり

ます。野村総合研究所の研究によると、ドライ

バーの高齢化と2024年問題による人員不足で、

2030年時点で、このままでは高知県内の約42％

の荷物が運べなくなるという課題が明らかになっ

ております。 

 今日の質問冒頭で地域内経済循環について議

論をさせていただきましたが、あわせて重要な

ことは、県外や海外に高知県産品を売り出す地

産外商であります。しかし、このままではこの

外商を支える基盤がそもそも成り立たなくなる

と懸念もある中で、県内の物流の現状を見たと

き、そもそも存在する倉庫の事業者数、面積と

もに四国の中でも圧倒的最下位であり、その多

くが津波浸水区域に存在するという大変厳しい

状況であります。そういった中で、今後急がれ

るのが業界のＢＣＰ対策や物流機能の集約化、

さらには共同配送の模索など、あらゆる手段を

検討して高知県の物流を守っていく体制の整備

であります。 

 そのような中、今月に入って土佐清水市、そ

して須崎市に視察に行って２人の若者と出会い

ました。１人は土佐清水市で本業の傍ら、漁業

とかんきつ栽培に取り組み、都市部の個人や飲

食店を直接顧客として魚やかんきつを販売、量

は少ないものの、希少性と機動性を生かした取

組を進める植垣賢人さん。もう一人は、須崎市

で漁業に取り組みながら、船上で血抜きをして

価値を向上させた魚を、その日のうちに同じく

独自の顧客ルートで関東圏の飲食店に送ってい

る笹岡祐貴さんであります。私は、この２人の

若者の挑戦と取組に大いに感銘を受けたところ

であります。 

 一方で、流通に関する課題も多くあることを

お伺いいたしました。ともに発送する量が多く

ないこと、迅速性が重要であることから、民間

の宅配事業者を使っているとのことですが、こ

うした小口流通はコストもかかる上、特に魚に

関しては、一番の顧客開拓の柱である東京への

配達が昨年から翌日午後が最短となり、仕込み

に間に合わないことから、多くの飲食店での契

約が厳しい状況になったとのことでありました。

インターネットなどの情報技術の進展により、

こうした生産者が直接消費者とつながる仕組み

が日々進んでいく中で、今後ますますこの２人
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のような取組は広がっていくと思われますが、

現在のところこうした小口流通を支援する制度

はないのが現状であります。 

 地産外商政策を進めていく上では、こうした

数は少ないけれども、きらりと光る独自の活動

を行う小規模事業者の実態を把握し、支援でき

る政策も検討していくべきだと考えますし、こ

の例のみならず、生産地でありながら消費地と

遠い本県は、物流に関する大小様々な問題が山

積しております。 

 そこで、本県の物流の厳しい現状をどう把握

し、対策を行おうとするのか、中山間振興・交

通部長に考えをお伺いいたします。 

 次に、防災対策、その中でまずは災害時の高

知県の防災関連製品の提供についてであります。 

 １月１日、能登にて大規模な地震が発生いた

しました。本当に被害を受けた方、そしてお亡

くなりになられた方、心よりお見舞いを申し上

げるところであります。現在、そういった中で、

この災害の復旧・復興に政府も石川県も、そし

て全国からも大きな支援の輪が広がっているわ

けでありますけれども、支援物資の提供やボラ

ンティアの申出、これも全国から今、引きも切

らない状況であります。 

 そうした中、私たち県議会議員にも企業や個

人から支援物資等の協力の申出が届いていたと

ころでありますが、今回石川県は受付窓口を県

に一元化、インターネットでの申込みという対

応を取られました。全国から殺到する支援の申

出をいかに効率よく整理するか、いざ災害が起

きたとき、非常に難しい課題であると改めて実

感したところであります。 

 そういった中、高知県は防災関連製品づくり

にこれまでも取り組んできた経緯もあり、多く

の地場企業が多様な製品を開発しております。

その中にはまさに災害時に重宝される貴重な商

品も多くあるわけでありますが、その商品の提

供については小規模事業者も多く、申込みの手

段や対応などで苦慮したり、また被災地側の受

入れ窓口も繁忙して、なかなか連絡が取れなかっ

たりという事例がありました。 

 そこで、こうした災害がまた起こった際に、

防災関連製品を提供してくれる企業があった場

合、高知県がその情報や数量を取りまとめ、一

括して被災地に連絡するという手段を検討して

はどうかと考えますが、商工労働部長に御所見

をお伺いいたします。 

 次に、文化・教育政策についてであります。 

 冒頭お話しさせていただいたとおり、本年は

自由民権150年という節目の年であります。自由

民権運動は、日本で最初の民主主義運動として

さん然とその歴史に名を残していますが、まさ

にこれは現代社会の課題である政治離れ、投票

率の低下などに対する対策の一つである主権者

教育にとって最もよい教材ではないでしょうか。

この主権者教育への自由民権運動の活用につい

ては、ちょうど２年前の本会議で私から当時の

伊藤教育長に質問し、その際は副読本の活用や

自由民権記念館、歴史民俗資料館など関係機関

との連携を図りながら取組を進めていくとの御

答弁をいただいたところであります。 

 その後、この取組がどう進んでいるのか、ま

た今年の150年という記念の年をどう生かしてい

くのか、教育長にお伺いをいたします。 

 また、２年前の質問の際、伊藤教育長の答弁

の中で、平成12年10月13日に県議会が「自由は

土佐の山間より」との言葉を正式な県の言葉、

県詞として制定したことについてお話もいただ

いたところでありますが、残念ながら、このこ

とは多くの県民の認知が高まっているとは言い

難い状況であると思います。私も度々地域で県

政意見交換会を行ったり、学生さんたちと勉強

会を行ったりしていますが、どのような場所で

問いかけても、ほぼ知っている人は皆無という
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状況であります。認知度調査などは行われてい

ないと承知はしていますが、せっかく制定した

ことが、これでは有名無実になってしまいます。 

 まずは、この県詞に対して知事がどのような

印象を持たれているのか、また関係団体では県

議会が制定した日を県詞の日として毎年様々な

企画を行っているように聞いておりますが、こ

の県詞の日の活用と併せて今後どのように県民

への周知を進めていくのか、知事にお伺いをい

たします。 

 次に、県史編さんの収集方針についてであり

ます。今回の県史編さんは、後世に歴史という

たいまつをつないでいく大変重要な事業であり

ますが、その中でも重要なのが、この機会に散

逸しかけている貴重な文化財や歴史資料を調査

できるということであります。そのような中、

先日の高知新聞で、前回の県史編さんの際に活

用された貴重な資料の多くが、現在何と所在地

不明になっているという大変ショッキングな報

道がなされました。県の博物館で現物保存を行

えば、こうした事態は防げたと思いますが、時

代は変わり、所有者が高齢化したり、市町村の

歴史保存体制が厳しくなってきたりと、環境は

ますます悪化の一途を遂げております。 

 また、前回もこうした資料はマイクロフィル

ムでの保存を行っていたようですが、これも劣

化により活用できないとの状況も聞いておりま

す。今回の県史編さんの方針第３の５でも、資

料の保存に関しては電子保存を基本とし、現物

保存は関係者に働きかける、つまり県が主体的

に保存するということはしないということが明

記されております。 

 一方、散逸リスクがますます高まっていると

いうことを考えると、今回のこの方針に少なか

らず懸念も覚えるところでありますが、今後も

この方針で事業を進めていくのか、文化生活ス

ポーツ部長のお考えをお伺いいたします。 

 次に、文化財の災害対策についてであります。

今回の能登半島地震でも、震災により貴重な文

化財や歴史資料が失われてしまったとの状況も

聞くところであります。 

 県議会でもこの問題については東日本大震災

後の平成23年９月議会で私が、続いて熊本地震

後の平成28年６月議会では久保博道議員が質問

を行い、それぞれ当時の尾﨑知事、岡﨑部長か

ら必要な対策を進めていくとの答弁があったと

ころですが、その後の進捗について文化生活ス

ポーツ部長にお伺いをいたします。 

 この項最後に、収蔵庫問題についてでありま

す。先ほど取り上げた平成23年の議会質問で、

災害対策について議論した際、当時の尾﨑知事

から、資料寄託の相談にも対応できるよう収蔵

機能の充実を検討するとの御答弁をいただきま

した。この県立文化施設の収蔵問題は、以前か

ら高知県の構造的な課題として、その後も議会

質問で取り上げましたが、いまだ厳しい状況が

続いております。歴史民俗資料館については、

もはや収蔵能力を超え、民俗資料は大栃高校に

仮置きするなどして、しのいでおりますが、限

界が来ていることは明らかであります。 

 先日、収蔵庫を新設した栃木県の関係者を囲

んだシンポジウムが高知で開かれ、多くの出席

者でにぎわいました。この問題に関する県民の

関心の高さを改めて痛感したところであります。

その席上で、パネリストから文化財、歴史資料

の保存は未来に対する責任であると言葉が出ま

した。私もはっとしましたが、確かに一度失わ

れてしまった資料は二度と元に戻すことはでき

ません。その資料が、いかに未来に大きな影響

を与える重要なものであってもであります。私

はその観点で考えると、本県の歴史資料は未来

のみならず、それを連綿と紡いできた過去の先

人に対する責任でもあると、改めて危機感を覚

えたところであります。 
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 県は、現在歴史民俗資料館の収蔵問題を考え

る検討会を立ち上げ、来年度中には方針を出さ

れると聞いておりますが、これで長らく進んで

こなかった収蔵庫問題が前進することを心より

期待するところであります。 

 しかし、この収蔵庫の問題は、実は歴史民俗

資料館だけの問題ではありません。県立美術館

をはじめ県内の文化施設の多くが同じような問

題を抱えているのです。さらには、県立の自然

史博物館のない我が県では、魚や動物の剝製な

ど自然史に関する資料の行き先がなく、県外に

流出したり、散逸したりという事例も起きてい

るというふうにお伺いをしております。 

 歴史の保存が過去と未来に対する責任である

と考えたとき、こうした資料を保存するための

収蔵庫を県が整備することは非常に重要な意味

を持つと考えますが、これにはトップの考え方

が大きく影響いたします。 

 そこで、歴史資料の保存、そして収蔵庫の整

備に関する知事の御所見をお伺いいたします。 

 次に、旧陸軍歩兵第44連隊跡地の整備活用に

ついてであります。この土地は、本県の郷土部

隊として1897年、明治30年に発足した44連隊の

本拠地であり、多くの兵士が出征した場所で、

遺存する弾薬庫と講堂は、全国的にもほぼ残っ

ていない明治時代の建築物で、国登録有形文化

財登録もされ、まさに物言わぬ歴史の証人とし

て、当時の歴史を今に語り継いでおります。 

 平成31年に当時の尾﨑知事が土地取得の意思

表明をされた後、令和３年には無事に取得、４

年には基本調査を終了させ、いよいよ来年度に

は保存活用計画の策定が開始される予定で、令

和11年度には一般公開を目指し取組が進んでい

るところであります。 

 そこで、来年度様々な側面から令和11年以降

の将来の姿について議論が始まることと承知を

していますが、私はぜひともこの施設を保存す

るのみならず、活用、つまり構内に展示や収蔵

の機能などを備えた新たな建物を建設し、戦争

博物館として活用していただきたいと願うもの

であります。 

 高知県の戦争の記録は、県立の博物館であれ

ば高知県立歴史民俗資料館が担当することとな

りますが、通史、全ての歴史を扱う性格上、本

当に少しの展示しかできない上、近現代専門の

学芸員もおらず、十分な活動ができるとは言い

難い状況であります。一方、ロシアのウクライ

ナ侵攻やパレスチナ問題、世界の安全保障環境

が大きく変化をする中で、この時代の歴史を風

化させず記録すること、そして未来のための平

和教育に力を入れていくことの重要性はますま

す増しております。その拠点としてこの場所が

最も適地であるという考え方は、令和元年に行

われた保存活用検討委員会の中でも示されたと

ころであります。 

 ぜひとも活用という観点を重視し、検討を進

めていただきたいと思いますが、今後の考え方

について知事のお考えをお伺いいたします。 

 次に、青少年と海外との交流事業についてで

あります。コロナ禍を経て、ますます世界の国

際化は進み、様々な面で海外と触れる機会の重

要性が増してきたところであります。そういっ

た中、青少年にとって海外との交流は、様々な

新しい知識や経験を得ることができるとともに、

視野を広げることのできる大変重要な取組であ

りますが、私はその中でもスポーツ交流には大

きな可能性があると感じております。 

 昨年12月末、高知県剣道連盟が韓国の中高生

ナショナルチームを高知に招聘し、高知をはじ

め日本の高校生との試合や稽古、さらには小学

生剣士たちとの剣道とダンスを通じた交流事業

を行いました。参加した子供たちは、自分たち

が取り組む剣の道が世界とつながっていること

を実感した、すばらしい経験になったと、目を
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輝かせながら喜びの声が多く上がったところで

あります。 

 一方、今回の事業に関しては、高知県スポー

ツコミッションと明徳義塾高校の手厚いサポー

トがあって何とか成り立ちましたが、海外との

青少年交流を継続的な取組にするには、財政面

を含め、まだまだ課題もあると感じたところで

あります。 

 また、卓球でも神田テーブルテニスセンター

の中岡賢次郎さんが海外の青少年との交流に力

を入れて、サマーキャンプを高知で開催、台湾、

マレーシア、韓国、インドネシアなどから30名

を超える海外からのお客様を迎えております。

その他、あらゆる競技で海外とのつながりは深

まっていくと思いますが、現在のところこうし

たスポーツを通じた海外との青少年交流を応援

する仕組みはほとんどありません。しかし、こ

れからの高知県にとって、青少年の海外とのス

ポーツ交流は、教育的効果のみならず、誘客を

通じた観光振興や将来の高知県ファン、交流人

口増加にも資する大変重要な取組だと考えます。 

 今後、スポーツを通じた青少年の国際交流を

重要な施策と位置づけ、さらなる支援策を考え

ていただきたいと思いますが、文化生活スポー

ツ部長の御所見をお伺いいたします。 

 次に、ミクロネシア連邦と高知海洋高校の交

流についてであります。この１月に濵田知事を

団長とする訪問団が組織され、私も今城副議長、

西内隆純議員、土森正一議員と共に高知と縁が

あるミクロネシア連邦に行ってまいりました。

御案内のとおり、ミクロネシア連邦は、明治24

年に単身渡航した高知市出身の森小弁さんが地

域の発展に一生を尽くし、骨を埋めた国であり

ます。現在、この森小弁さんの子孫がモリファ

ミリーと呼ばれ、多くの方が政財界で活躍され

ております。特に、2007年には小弁のひ孫であ

るマニー・モリ氏が大統領に選出され、これを

きっかけに高知県・ミクロネシア友好交流協会

も設立され、さらなる交流の深化に努めている

ところであります。 

 一方、モリファミリーも世代が替わり、日本

語を話せる方がほとんどいなくなったり、ふだ

んの親戚付き合いなども減ってきたりという中

で、改めて次世代の交流の発展が求められてお

ります。 

 そのような中、今回の訪問では、同行いただ

いた高知ファイティングドッグスの北古味潤海

外事業部長に依頼しての少年野球の指導の可能

性や、ミクロネシアの重要な資源である水産業

や観光、そして喫緊の課題である防災などにつ

いて今後連携することを確認いたしました。 

 あわせて、本県が中心となって立ち上げた太

平洋島嶼国・日本自治体ネットワークもミクロ

ネシアとの縁がきっかけであり、当初の設置目

的には、農業・漁業・防災分野の交流を深める

ことが明記されております。また、今年度夏に

は、首脳同士が率直に意見交換を行う大変貴重

な機会である太平洋・島サミットも東京で開か

れる予定で、ますます日本とミクロネシア、そ

して高知の縁は深まると期待をするところであ

ります。 

 また、南太平洋に浮かぶ海洋国家であるミク

ロネシア連邦最大の資源と言われるのが水産資

源であり、マグロをはじめとする国際的な資源

管理の折衝の中でも、我が国にとってミクロネ

シアは大変重要なパートナーでもあります。 

 そこで、これまでの両地域のつながりや持て

る資源をつなげるという意味で、高知海洋高校

とミクロネシアの高校生との交流を促進しては

どうかと考えます。青少年同士がそれぞれの歴

史や共通の課題について交流を深め、将来のパー

トナーとしての関係づくりを行うことは重要で

あります。しかも、高知海洋高校は毎年実習船

土佐海援丸での漁業実習があり、これまではハ
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ワイに寄港していましたが、ビザの関係で他地

域の漁場と寄港地を探さなければならない状況

下にあります。 

 来年度は台湾に行く予定にしているとはお伺

いをしていますが、ぜひとも高知と縁深く、世

界有数の漁場を有する海洋国家ミクロネシア連

邦と提携し、毎年の青少年交流を図ってもらい

たいと切に願うところでありますが、教育長の

御所見をお伺いいたします。 

 次に、高知南高校跡地問題についてでありま

す。 

 これまでも本会議のたびにこの問題について

取り上げてきましたが、県は教育委員会を中心

に、来年度現在の建物の一部を一般に貸し出せ

るような規定の整備を行い、秋頃には実行に移

すとの計画であると伺っております。また、こ

の措置は当面のものであり、中長期的な活用方

法については、県立体育館の整備計画とも連動

させて検討するとのことであります。 

 そのような中、先日は土佐経済同友会より、

南高校跡地でのスポーツ活用などについての提

言も提出され、この跡地活用に関する関心が高

いことが改めて示されたところであります。私

は、以前から訴えているとおり、この跡地は公

共交通が充実していること、隣接するわんぱー

くこうちや、国がにぎわいの場所として設定し

ている港湾との連携を考えると、にぎわいの場

所として、そして地域づくりの拠点として、経

済的価値を生むような再開発を行ってもらいた

いと思いますが、いずれにせよ、この跡地をど

う活用するかの検討を、あらゆる知恵を出して

考えていかなければならないと考えます。 

 そこで、まずは一番の連携先である高知市と

の対話をどう進めていくのか、そしてこの跡地

は現在教育委員会が所管していますが、私は部

局横断的なプロジェクトとして進めていくなら

ば、来年度新設される総合企画部に所管替えも

検討してはどうかと考えますが、知事の御所見

をお伺いいたします。 

 次に、公共交通についてであります。 

 本県公共交通の軸の一つが路面電車でありま

す。公共交通については、これまで議会でも厳

しい経営状況をどう打破していくかという観点

で質問を重ねてきましたが、今日は少しおめで

たい話を取り上げたいと思います。 

 実はこの高知の路面電車、開業は1904年で、

今年120年になります。これは、現在も走る路面

電車の中で日本最古、そして25.3キロの軌道は

日本最長という極めて貴重な存在であります。

現在厳しい状況にある路面電車ですが、その価

値は公共交通としての存在にとどまらず、観光

やまちづくり、脱炭素などにも大いに寄与する

重要な存在であります。 

 一方、路面電車維持のためには県民の支持や

理解が何より重要で、これまでも県民理解を促

進するための啓発予算などが活用されてきたと

ころであります。今回、日本の誰もが到達して

いない120年という節目を迎えるに当たり、とさ

でん交通という事業者のみならず、県庁挙げて

この記念すべき年を祝うとともに、これまでの

歴史を振り返り、未来につないでいくきっかけ

としなければなりません。 

 そこで、この120年記念をどう生かしていこう

とするのか、中山間振興・交通部長に御所見を

お伺いいたします。 

 最後に、県庁の政策立案能力の向上について

であります。 

 知事は、今定例会の提案説明で総合企画部設

置の目的に触れ、県政の諸課題を解決していく

ためには、これまで以上に斬新で柔軟な発想に

基づいた政策を立案する必要があると述べてお

られます。そのためには、県庁職員の政策立案

能力をいかに高めていくかということが欠かせ

ない課題であると考えます。 
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 そのためには、国や市町村との人事交流、自

治大学校や民間企業への派遣、県庁内のみなら

ず、多くの場所で職員の経験を高める場所を提

供することがまず重要と考えますが、知事のお

考えをお伺いいたします。 

 また、古くは橋本大二郎知事時代、職員提案

事業が創設され、職員が知事に直接プレゼンテー

ションを行い、実際に合格した事業が実行され

るという取組がその後しばらく行われておりま

した。これは、これまでにないアイデアが形に

なるといった効果から、通常の政策形成のプロ

セスを経ないためバイパス効果があるなど、幾

つかの利点もあったようでございます。一方、

最後のほうは件数が低迷するなど課題もあった

ようですが、年齢を問わず、県職員が誰でも実

際に政策を立案し、そして何より知事と面談し、

実行できる機会があるということで、政策立案

能力の向上につながった一面もあるように思い

ます。 

 そこで、こうした制度を今後検討するおつも

りはないか、知事にお伺いをして、第１問とさ

せていただきます。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 大石議員の御質問にお答

えをいたします。 

 まず、日本の目指すべき国の形についてお尋

ねがございました。 

 日本は戦後の復興期から高度経済成長期にか

けまして、大都市圏を中心に社会資本、産業基

盤の整備が集中的に進みました。これと併せて

地方部から都市部に、若年層を中心に多くの人

口が流入あるいは流出をしたということでござ

います。 

 こうした大都市圏への集中投資は、戦後の復

興のスピードを速め、高度経済成長へつながる

といった形で、我が国に急速な発展をもたらし

ました。そうした意味では、戦争により未曽有

のダメージを受けました我が国の社会、経済の

回復を図っていく上で、非常に効率のいいシス

テムであったと、そうした面はあるというふう

に認識をしております。 

 その後、地域間に生じました格差の是正を図

ろうということで、全国総合開発計画などを通

じまして、国土の均衡ある発展に向けた施策が

展開されましたほか、地方分権の推進という方

向で、国と地方の行政の関係が見直されたとい

うような動きもございました。 

 しかしながら、これらの施策、動きは、大都

市圏への人口流入に歯止めをかけるには至って

おりませんで、近年では地方において若年層を

中心とした人口減少が一層深刻化しております。

地方の活力が奪われ続けているという状況だと

考えます。こうした状況は、地方からの人材流

入により発展をしてきました大都市圏の活力も、

近い将来奪われることにつながると、そうした

懸念を生じさせるものではないかというふうに

考えます。 

 一方、大都市圏自体におきましても、過度な

人口集中によりまして、交通渋滞、環境汚染な

どの問題、さらには例えば首都圏直下型地震の

対応をどう考えるかといった課題も抱えており

ます。コロナ禍では、大都市の脆弱さというこ

とも浮き彫りになったということは記憶に新し

いところであります。 

 こうした現状、あるいは総務省の職員として

私自身、国や地方の行政に身を置いた経験に基

づき我が国の今後の経済の発展あるいは経済成

長を考えますと、地方の持てる潜在力を可能な

限り引き出す、そして元気な地方が都市の成長

を支えるということで、持続可能な社会の実現

につなげていくということが、今何より重要で

はないかというふうに考えます。このため、都

市への過度な人口集中を是正し地方に分散させ

る、そういった国の形を目指すべきであるとい
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うふうに私としては考えるところであります。 

 このためには、例えば中央省庁あるいは大企

業の大胆な地方移転を実現するといったかつて

ない手法を取り入れまして、地方分散型の国家

の実現を図るということが重要だと考えます。

政治や行政、民間が一丸となりまして、元気で

強靱な地方をつくっていく、このことが日本全

体の明るい未来につながっていくものと確信を

しているところであります。 

 次に、県内におきまして高知市への人口集中

の要因、そして目指すべき県の形についてのお

尋ねがございました。 

 県内の市町村間の人口動態を見ますと、高知

市の転入超過数、これは県内の市町村との間で

ということでありますが、これが平成30年から

令和４年までの５年間の平均で、１年当たり約

400人ということになっております。また、年齢

別で見ますと、10代から20代までの若年層がそ

の多くを占める状況であります。 

 高知市内には、私立の中高一貫校あるいは大

学などの高等教育機関、さらには就職先となり

ます企業が集中しております。そのため、進学

や就職を契機として、生まれ育った地域から高

知市に転入をするということが起こっておりま

して、このことが人口集中の要因であるという

ふうに捉えております。 

 次に、今後の本県が目指すべき姿であります。

県内の市町村がそれぞれの特徴を生かしてバラ

ンスの取れた発展をしていく、そして共存共栄

という形で進んでいくということが望ましい姿

だと考えます。そのため、高知市に期待される

姿といたしましては、若者の県外流出を食い止

める、そしてできるだけ多くの若者を県内にと

どめるという、いわゆる人口のダム機能をしっ

かりと果たしていただきたいというふうに思い

ます。その上で、いわゆる２段階移住の入り口

として、大都市圏から人を呼び込む受皿として

の役割も担っていただければありがたいという

ふうに考えます。 

 一方、中山間地域におきましては、基幹産業

であります１次産業の振興はもとよりでありま

すが、例えばＩＴ関連企業の誘致、起業に不可

欠な情報インフラの整備、こういった課題に取

り組んでいただきたいというふうに考えます。

加えまして、買物や移動手段の確保といった生

活環境を充実させていくということによりまし

て、若者が住み続けられる地域をつくり上げて

いただく、こうしたことが重要となります。こ

うした取組を市町村と共にしっかりと進めるこ

とで、県全体でバランスの取れた発展につなげ、

将来にわたり県民の皆さんが生き生きと暮らす

ことができる高知県を実現することを目指して

まいります。 

 次に、いわゆる地域経済循環率を高め、地域

経済を底上げすることに関してのお尋ねがござ

いました。 

 お話のありました地域経済循環率とは、域内

に分配をされた所得がどの程度域内に還流をし

ているかを示す指標であるというふうに考えて

おります。 

 本県の循環率が低いという御指摘がございま

した。この要因は、大きな付加価値を生み出す

大企業が県内には少ないということに加えまし

て、原材料の調達などを県外に依存しておりま

すので、移輸入が移輸出を超過している、いわ

ゆる国同士で言えば輸入超過のような赤字の状

態になっているということが大きな要因として

考えられます。 

 この移輸入に頼っている部分を県内からの調

達に置き換えることができれば、この循環率を

高めることができるわけでありますけれども、

残念ながら生産面におきまして産業集積に乏し

い本県におきましては、これを直ちに改善をし

ていくということは、目に見える形での改善を
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図っていくことは、なかなか難しいのではない

かというふうに考えております。 

 このための県の取組といたしましては、いわ

ゆる地産外商の取組、高い付加価値のものを生

産し、国の内外に販売することで多くの外貨を

獲得する、先ほどの関連で言えば、いわゆる移

輸出を拡大していくということを軸に産業振興

計画を組み立てまして、取組を進めているとこ

ろであります。 

 あわせて、議員からお話のありました、いず

るを制す、出ていくものを流出を防いでいくと

いう取組、これは昨日も御議論ございましたけ

れども、地産地消ないしは地消地産、県内で生

産されたものを県内で消費する、あるいは県内

で消費されるものは県内での生産を目指してい

くと、こういった取組をできる限り進めていき

たいというふうに考えております。 

 そして、行政の調達を含めて、具体的に所得

の県外流出を防ぐ方法に関しまして、御提案あ

るいは御要望がございましたけれども、これに

つきましても、今後鋭意検討してまいりたいと

いうふうに思っております。具体的に、さらに

その論点を申しますと、公共調達の場面で考え

ましても、公共調達がされる財、サービス、非

常に多様なものがございますし、今回御質問い

ただきました家電の購入支援などの場合も含め

まして、様々な行政目的、一義的な目的は何か

といった、公共調達といいますか、公共支出の

政策の目的との関係ということもございます。 

 こうしたことを考えますと、公共調達全体に

ついて一律のやり方を決めるというのはなかな

か難しいということだと思いますし、そもそも

県産品が優先されるべきなのか、県内企業を優

先すべきなのかという点、さらに言いますと、

要は県内でいかに付加価値が多くつけられたも

のを調達するか、サービスを調達するかという

のが本質的な問題だと思いますから、こうした

効果との関係でどういう方法を取るのが一番効

果的なのか、こうした様々な多様な論点があろ

うかと思いますので、こういった点を踏まえな

がら、具体的な手法については今後研究をさせ

ていただきたいというふうに思っております。 

 次に、こうち省エネ家電等購入応援キャンペー

ンにおきます対象店舗の要件変更と、地元経済

への配慮などについてお尋ねがございました。 

 本年度取り組みました省エネ家電等購入支援

事業は、物価高騰対策といたしまして家庭にお

ける光熱水費の負担を軽減するとともに、ＣＯ２

の削減を図る、このことを目的として実施をし

たものです。この事業目的を踏まえまして、で

きる限り多くの県民の皆さんがこのキャンペー

ンを活用いただけますように、対象店舗につい

ては、地元店舗に加えて家電の量販店も含める

ことにいたしました。 

 この取組を行いました結果、当初の計画での

想定には届きませんでしたけれども、9,600件を

超える申請がございまして、このうち約４割が

地元店舗で購入されているといったような結果

になっております。このことを踏まえますと、

この事業は地元店舗での購入に相当程度貢献で

きたのではないかというふうに考えますし、実

際キャンペーンに参加いただいた地元の店舗の

方からは、購入件数の増加、あるいは購入単価

の上昇に効果があったとのお声もいただいたと

ころであります。 

 また、地元経済への波及効果の観点からは、

購入者への支援金が地域内で使われるように工

夫をいたしております。まず、この最初の設計

の段階で通信販売は除外するということにいた

しました。また、今回の類似の省エネ家電の購

入支援を行っております他の県におきましては、

いわゆるキャッシュレスポイントでの支援がほ

とんどのところでありますが、本県は現金での

支援といたしまして、キャッシュレスポイント
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が使えない小規模な店舗などでも利用すること

ができる、そして支援の果実が幅広く波及する、

そういうような手だてを取ったところでござい

ます。 

 このように、本年度事業では地元店舗での購

入に貢献をするとともに、地域の小規模な店舗

への経済効果にも配慮した対応を行ってきたつ

もりでございます。しかしながら、支援実績全

体といたしましては、当初の想定に届いていな

い状況でありまして、さらに多くの県民の皆さ

んに利用していただく努力が必要だというふう

に考えます。 

 このため、来年度につきましては、地元で購

入者の申請のサポートをしていただけるといっ

た形で、申請手続の利便性を上げていただける

店舗につきましては、キャンペーンサイトなど

で、この店舗だとそういうサービスをしていた

だけますという周知をしてまいりたいと思って

おります。こうした取組にぜひ地元店舗に御参

加もいただきまして、本年度以上に多くの皆さ

んにこの省エネ家電の購入支援を御利用いただ

き、地元店舗での購入の増加につなげてまいり

たいというふうに考えております。 

 次に、いわゆる県１漁協構想についてお尋ね

がございました。 

 お話にございました県１漁協構想は、平成16

年２月議会で知事が表明をし、平成17年に高知

県漁連がこの構想に取り組むことを組織決定し

てスタートいたしました。平成20年には県内の

46漁協のうち25漁協が合併をし、高知県漁協が

設立されたという経緯は御紹介あったとおりで

ございます。 

 合併後、県漁協におきましては経営努力を重

ねられまして、平成28年度には、合併時に有し

ておられました繰越欠損金が解消されました。

これを受けまして、県は平成30年度に取りまと

められました高知県１漁協の将来像に関する提

言に基づきまして、関係団体と共に漁協の合併、

市場の統合に向けた取組を進めてまいったとこ

ろであります。 

 しかしながら、令和２年度に至りまして、合

併の母体となるべき県漁協が連年の赤字決算の

見込みとなりました。そうした状況になり、県

漁協の経営改善のほうが最優先課題という状況

になりましたので、合併に関します取組は一旦

休止をしたと、そうした経緯がございます。 

 現在、県漁協は令和３年度以降は黒字決算、

本年度もその見込みということになっておりま

すけれども、各地域の市場などの施設の老朽化

への対応、あるいは漁協職員の人手不足など、

厳しい経営状況が続いているところであります。

このため、県漁協におきましてはさらなる経営

改善に向けまして、今後の施設整備、資金計画

なども盛り込んだ中期経営計画の見直しを行っ

ておられます。あわせて、デジタル技術を活用

した産地市場のスマート化による業務の効率化

にも取り組まれております。 

 漁業者の高齢化、減少といった厳しい状況が

続く中でありまして、将来にわたって漁協が存

続をしていくというためには、経営基盤の強化

に向けた県１漁協構想は引き続き目指すべき姿

であるというふうに考えております。 

 来年度には、県漁協の中期経営計画が見直さ

れるなどといったことで、経営の安定に向けた

取組の進展が見込まれるところでありますので、

このため来年度中には、令和２年度からは休止

がされておりました高知県１漁協構想推進委員

会を再開したいと思っております。その中で、

改めて各漁協の合併に関する意向を確認し、今

後の合併について協議をしてまいりたいという

ふうに考えます。 

 あわせて県漁協の中でも、組織が大きくなっ

た結果、地域の細かなニーズに応える体制がや

や弱くなったのではないかという御意見もある
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やに聞いておりますので、そうしたことへの対

応という点についても議論ができればありがた

いというふうに思っておるところでございます。 

 次に、土佐のかんきつ類、かんきつに対する

取組についてお尋ねがございました。 

 本県では温暖な気候と水はけのよい傾斜地を

生かしまして、ユズや土佐ブンタン、小夏など

多くの種類のかんきつが栽培をされてまいりま

した。また、栽培技術を磨きながら新たな品種

も導入をいたしまして、他県に比べて出荷量は

少ないながらも、年間を通して様々な味や香り

を楽しむことができるかんきつの産地となって

おります。 

 これまで生産者や農業団体などの皆様と共に、

県内外で需要拡大に取り組んでまいりました結

果、土佐ブンタンにつきましては多くの県外ファ

ンの獲得に結びついております。また、ユズは

高知ユズとして海外への販路拡大に取り組みま

した結果、欧州でユズブームが起きるといった

形で、本県が日本を代表するユズ産地として知

られてまいりました。 

 このように土佐ブンタン、ユズといった個々

の品目の認知度は高まってまいりましたけれど

も、本県が多様なかんきつ産地であるというこ

とまでは十分に認知されているとは言えない状

況にあります。そのため、かんきつ産地として

の本県の認知度を向上させ、個々の品目のさら

なる販売拡大と生産拡大につなげていきたいと

考えております。 

 具体的な取組といたしましては、季節ごとの

旬のかんきつをまとめたカレンダーを作成いた

しまして、東京、そして新たにオープンします

大阪のアンテナショップで行いますイベント、

あるいはＥＣサイト上でのＰＲ活動に活用をし

てまいります。また、今後の観光キャンペーン

を行う際には、季節ごとに異なるかんきつを、

高知ならではの食の素材の一つとして観光客の

皆さんに楽しんでいただきたいというふうに考

えております。このように様々な分野と連携を

いたしまして、産地としての認知度向上を図っ

てまいります。 

 次に、いわゆる県詞に対する印象、いわゆる

県詞の日の活用と併せた県民への周知について

お尋ねがございました。 

 議員御指摘の「自由は土佐の山間より」とい

う言葉は、自由民権運動発祥の地である土佐を

象徴するキーワードとして、県民の皆さんに長

く愛されてまいりました。これを県詞に位置づ

けたことは、自由民権運動を展開し、近代国家

の礎を築きました本県の先人への敬意を表し、

県民のアイデンティティーを受け継ぐという意

味で、大変意義深いことと考えます。 

 しかしながら、県詞としての位置づけについ

て、県民の皆さんに十分に認知されているとは

言えない状況だというのが、残念ながら現実だ

というふうに認識をしております。このため、

御指摘もありましたように、自由民権運動が開

始されて150年となる今年を契機に、改めて周知

を図る必要があろうというふうに考えておりま

す。 

 具体的には、県の様々な広報媒体を活用いた

しまして、県詞の意義について周知・啓発に努

め、認知度の向上を目指します。その際、本県

の未来を担う子供たちに県詞制定の背景、意義

について理解を深めてもらうことが重要と考え

ます。このため教育現場におきまして、県が作

成をいたしました副読本「中高生が学ぶ ふるさ

と高知の歴史」も活用しながら、先人の思いや

主権者としての責任についてしっかりと伝えて

いきたいと思います。 

 また、自由民権運動から150年という記念すべ

きタイミングでもございます。県詞「自由は土

佐の山間より」のゆかりの日の前後には、こう

した取組を強化し、効果的に啓発を図るように
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努めてまいります。 

 次に、歴史資料の保存や収蔵庫の整備につい

てお尋ねがございました。 

 県立文化施設において貴重な歴史資料などを

保存し、次世代へ引き継ぐとともに、研究成果

を広く紹介していきますことは、本県の文化振

興に寄与する重要な取組であると考えておりま

す。 

 しかしながら、特に歴史民俗資料館におきま

しては、開館から30年にわたり資料を収集して

まいりました結果、既に収蔵能力が限界を超え

まして、新たな資料の受入れが困難な状況となっ

ております。こうした課題の解決を図りますた

め、御紹介いただきましたように、今年度から

県内外の有識者による検討会を立ち上げまして、

歴史民俗資料館におけます資料収集方針、ある

いは収蔵の在り方について議論を行っておりま

す。 

 この中で委員のほうからは、１つにはそもそ

も館に求められる役割に対しまして収蔵庫の規

模が小さ過ぎるのではないかという御意見、ま

た一方では、持続可能な運営を担保するために

はどのような資料を受け入れるのか、明確な資

料収集のポリシーがまず必要ではないかといっ

た御意見、こういった様々な御意見をいただい

ているところでございます。 

 今後、さらに有識者の検討会におきまして、

館の学芸員を交えて議論をお願いいたしまして、

令和６年度中をめどに適切な資料の収集保存、

活用の在り方に関する報告書をおまとめいただ

くこととしております。この報告書に基づきま

して、持続可能な資料収集と管理、活用を実現

できる収蔵庫の整備について、具体的に検討を

してまいる考えであります。 

 次に、旧陸軍歩兵第44連隊跡地の整備活用に

ついてお尋ねがございました。 

 旧陸軍歩兵第44連隊跡地は、かつてこの場所

で県内の多くの若者が訓練を受けられ、そして

戦地に出征をしていったという歴史的に大変重

要な場所であります。この跡地を適切に保存活

用いたしますことは、戦争の悲惨さと平和の尊

さを後世に語り継ぐ上で大変重要な役割を果た

すものであると考えます。 

 そのため、県におきましては、令和３年６月

にこの土地及び建造物を取得いたしまして、保

存活用に向けました基本調査、あるいは文化庁

との協議を行ってまいりました。さらに、令和

６年度から建造物の適切な保存活用を図るため

の文化財保存活用計画の策定に着手いたしまし

て、令和11年度の一般公開を目標に取組を進め

ることといたしております。 

 議員からお話がございました新たな建物の建

設につきましては、将来的に県民の皆さんの機

運が高まりまして、戦争の歴史を刻む施設の整

備を考えます際には、この土地が最も有力な適

地になるというふうに思われます。当面、まず

は老朽化が進んでおり整備が急がれます登録有

形文化財であります弾薬庫、そして講堂につき

まして、適切な保存活用に向けた整備を行って

まいりたいというふうに考えております。 

 次に、高知南高校の跡地の活用についてのお

尋ねがございました。 

 南高校の跡地は高知市の中心部からも近く、

路面電車などの公共交通機関も利用できます。

様々な利活用が期待できる県有地であります。

御紹介もありましたように、先日土佐経済同友

会からは、この南高校跡地をスポーツ施設にと

いう提言も受けておりまして、県民の皆さんの

関心の高い問題だというふうに考えます。 

 この跡地の利活用についてでございますが、

これにつきましては、これも御紹介いただきま

したように、比較的近隣に今立地をしておりま

す県民体育館、これは開設以降50年を経ており

まして、再整備の時期に参っておりますので、
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この再整備を中心とする県立スポーツ施設の在

り方の検討と併せまして、活用の必要性などを

見極めたいというふうに考えております。 

 なお、この県民体育館の再整備を中心とした

スポーツ施設の在り方につきましては、来年度、

令和６年度に有識者を交えました検討会を設置

し検討する、そしてこの再整備の計画も令和６

年度中に取りまとめを目指して、議論をお願い

したいというふうに考えております。 

 その上で、県民体育館の再整備に関しまして

――県民体育館の現有地は高知市からお借りを

している高知市の市有地であります――現有地

に、現行の市有地に建て替えをするということ

になるのか、あるいは比較的近隣しているこの

南高校跡地に移転をして建て替えになるのか、

こういった問題は現実の選択肢として議論にな

ろうかと思いますので、その間はこの南高校跡

地の活用に関しましては判断を留保したいとい

うふうに思っております。仮にこの県民体育館

の再整備の用地としては、この南高校跡地の活

用は考えないというような結論になりましたら、

このスポーツ施設に限らず、改めてまちづくり

の視点も含めました幅広い活用法の議論が必要

だというふうに考えております。その際には、

お話がございましたような総合企画部が取りま

とめる形で、部局横断的なプロジェクトを検討

し、進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

 また、高知市におきますまちづくりの観点か

らも高知市との対話は重要と考えております。

この問題の検討に当たりましては、先ほど申し

ましたように、県民体育館の現有地も高知市の

土地ということでありますので、この県民体育

館の扱い自身についても、高知市とはよく御相

談をしないといけないということでありますの

で、この問題も含めて検討に当たっては高知市

と密に連携を取ってまいります。 

 この跡地活用の方策が決まるまでの間につき

ましては、県有財産の有効活用の面からも、施

設を現在所管しております教育委員会のほうで、

まずは体育館につきまして、一般への貸出しに

向けた検討を進めていただいております。また、

体育館以外のほかの施設の活用につきましても

引き続き検討をしてまいります。 

 次に、県職員の人事交流や派遣による経験を

高めるための取組につきましてお尋ねがござい

ました。 

 昔から他人の飯を食うという言葉がございま

すように、組織を離れて様々な経験を積むこと

は、職員本人にとりまして成長につながります

とともに、組織にとりましてもよい刺激の機会

になるというふうに考えております。 

 県におきましては、定めております人材育成

基本方針に基づきまして、異なる組織での経験

や知識を習得するために、職員の派遣を積極的

に行っております。具体的には、国や他県など

に加えまして、公務職場では得難い経験を積む

ため、民間企業への派遣も行っております。令

和５年度におきましては、総務省や内閣府など

の中央省庁、民間企業などへの人事交流のほか、

自治大学校での研修などに合計で58人の職員を

派遣しております。 

 派遣から復帰をした職員には、派遣先で得た

知識や経験、新たな人的ネットワークを生かし

まして、前例にとらわれない斬新で柔軟な発想

に基づく政策立案能力の発揮を期待しておりま

す。今後とも職員の派遣を積極的に進めますと

ともに、時代の変化に応じた経験や知識が得ら

れますように、新たな派遣先の検討も行ってま

いります。 

 最後に、職員提案制度についてお尋ねがござ

いました。 

 議員から御指摘がございましたように、本県

では20年ほど前まで職員の意識改革、そして組
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織の活性化を目的として、知事が職員から直接

話を聞いて採否を決定するという職員提案事業

を実施いたしておりました。この間、職員から

多くの提案が出され、既存の枠組みにとらわれ

ないアイデアが事業化されるといった一定の成

果がありました。一方で、既存事業との整合性

を取らないまま提案、採用されるということが

ありまして、実際の執行面で課題もあったとお

聞きをしておりますし、この点御指摘もあった

とおりだと思います。 

 近年、県政課題はより複雑化、多様化してお

りまして、その解決に向けてはこれまで以上に

斬新で柔軟な発想が求められていると考えます。

この点、来年度から総合企画部を設置し、言わ

ば知事の知恵袋的な役割として新たな政策の企

画立案を集中的に行わせることとしたいという

ふうに考えます。 

 その上で、職員の企画立案能力全般の向上に

つながるような取組を進めたいと考えていまし

て、例えば20年前の職員提案制度を復活すると

いう形ではありませんけれども、私としてはこ

の話とは別に、若手の職員と率直な意見交換を

する機会もまた持ちたいと思っております。そ

の際に身近な提案も含めて、何らかの提案も準

備いただいて、それを基に意見交換すると、そ

ういった方法もあるのではないかということで

検討を指示いたしておりまして、そういう取組

を含めて、県庁全体の企画力を高めてまいる努

力をいたしたいというふうに思っております。 

 私からは以上であります。 

   （産業振興推進部長沖本健二君登壇） 

○産業振興推進部長（沖本健二君） まず、地域

内乗数効果を可視化して、県経済の活性化につ

なげる取組についてお尋ねがございました。 

 議員のお話のありました企業等におけます地

域内乗数効果を可視化しますためには、個別の

取引を全て洗い出し、地域内外に分けた上で集

計していく作業が必要となり、かつ年度ごとに

更新をするとかという作業が必要になってきま

すので、事業者には一定の負担が生じるという

ことになります。 

 中小零細企業が全事業者の99.9％を占める本

県の実情に鑑みますと、こうした作業に予算と

人役を投入するためには、これらの負担を上回

るメリットが必要となろうかと思います。さら

に、それを行政が評価の基準とする場合、企業

自身が測定した数値ではその信頼性の担保が課

題となるだろうと思います。 

 したがいまして、地域内乗数効果を可視化し

て、政策に活用する取組を進めますためには、

こうした課題に対して様々な検証を行う必要が

あるというふうに考えます。そのため、費用対

効果、事業者へのインセンティブ、測定した数

値の信頼性といった観点から、県内の経済団体

や個別の事業者、さらには県内外の有識者の御

意見をお伺いしたいというふうに考えておりま

す。さらに、他の自治体の実施状況等も調査を

しました上で、今後の取組の方向性を見いだし

ていきたいというふうに思います。 

 次に、本県の公共施設の食事に関する地産地

消の考え方につきましてお尋ねがございました。 

 県では、平成18年度に高知県関連施設におけ

る地域食材使用促進方針を策定いたしまして、

県立の学校や病院などにおけます県産食材の活

用を促してまいりました。その結果、平成30年

度における県関連施設の県産食材の使用割合

は、主食である米や卵、牛乳などが目標を上回

り、一定の成果を上げております。 

 また、平成19年度には高知県食育推進計画を

策定いたしまして、学校給食における地場産品

を活用した食育にも取り組んでおります。この

計画では、県産食材の食品ベースとなりますが、

その活用率の目標を50％と設定いたしまして、

計画策定時は37.3％であったものが、令和４年
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度には43.6％まで引き上げられております。学

校給食において、50％の目標達成に至っていな

い要因といたしましては、本県の食品加工事業

者は小規模零細企業が多く、学校給食に求めら

れます安定的な供給量の確保や価格面での折り

合いがつかなかったことなどが考えられます。 

 さらに、民間も含めた社会福祉施設に関する

条例の中で、県内で生産された農林水産物や加

工食品の積極的な使用に努めるよう定め、県産

食材の活用を促進してきたところでございます。 

 県内の生産者や事業者のためにも、公共施設

で提供されます食事に関しましては、可能な限

り県産食材を使うことが望ましいと考えており

ます。そのため、食品加工事業者の生産体制の

高度化に対する助成制度を創設いたしまして、

公共施設のニーズに合った安心かつ安定的な供

給体制の支援に取り組んでおります。県といた

しましては、今後さらに県内の学校や社会福祉

施設等に対しまして県産食材の利用を促すこと

で、県産食材の地産地消を進めてまいります。 

   （農業振興部長杉村充孝君登壇） 

○農業振興部長（杉村充孝君） 直販所や小売店

と連携した地元農産品や水産物の販売拡大にお

ける取組についてお尋ねがございました。 

 県では、これまで直販所や量販店、飲食店な

どに地産地消応援の店として登録していただき、

地産地消の取組を推進してまいりました。この

うち地域に密着し、地元産品の重要な販売拠点

であります直販所は140店舗を超え、令和３年度

の年間売上げは100億円を超えるまでに成長して

おります。昨年度からは、より魅力的な売場づ

くりを目指し、各直販所が互いに商品を補完し

合うことで、消費者の多様なニーズに応えられ

るよう実証試験を行っているところであります。 

 また、県内のスーパーマーケットなどの量販

店では、各店舗が独自に工夫を凝らした直販コー

ナーが設けられ、多くの県民の方に利用してい

ただいており、地元の農産物が家庭の日々の食

卓に届けられております。 

 こうした中、県におきましても、来年度から

県内量販店に県内の生産者が作った有機農産物

の販売コーナーを設けていただくための仕組み

づくりに取り組むこととしているところでござ

います。しかしながら、現状では季節ごとの品

ぞろえに偏りがあることや、特定の店舗に商品

が集中しがちな傾向にあるといった課題もござ

います。 

 このため、今後は生産者で構成する協議の場

において量販店などとの意見交換を行い、互い

に課題解決を図りながら消費者ニーズに合った

販売につなげることで、さらなる地産地消の推

進につなげてまいりたいと考えております。 

   （水産振興部長松村晃充君登壇） 

○水産振興部長（松村晃充君） まず、漁協に期

待することについてのお尋ねがございました。 

 漁協は、個々には小規模な事業者である漁業

者が組合員となり、互いに協同することによっ

て、その経営や生活を守り、社会的、経済的な

地位を向上するために組織されたものです。 

 漁協は、各地域で組合員の生産活動に必要な

燃油や氷などの物資の供給や、水揚げされた水

産物の取引を行う市場の運営などを行っており、

漁業者の生産や流通などに重要な役割を担って

おります。また、免許を受けた漁業権の管理や

地域での円滑な操業に向けた漁業者間の調整な

ど、漁場の安定的な利用に向けた取組も行って

おります。 

 一方で、組合員の高齢化や減少、海況の変化

などによる漁獲高の減少などにより、漁協の経

営は大変厳しい状況となっております。漁業者

を支える漁協は、将来にわたり持続可能な組織

であることが重要であると考えております。そ

のために、今後とも経営基盤の強化や漁業者へ

のサービスの向上などに取り組んでいただきた
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いと考えており、県としましては経営改善や組

織運営の助言、必要な施設整備への支援など、

様々な面から支援を行ってまいります。 

 次に、海業を生かした取組を進めることにつ

いてお尋ねがございました。 

 漁港漁場整備法の改正に伴い、本年４月から

漁港を水産物の消費拡大や交流の促進に資する

事業、いわゆる海業に活用する仕組みが導入さ

れることとなりました。これにより、これまで

限定的にしか認められていなかった民間事業者

の漁港利用が広がるとともに、長期にわたって

安定的に漁港を利用することができることとな

ります。様々なアイデアを持った民間事業者と

水産関係事業者との連携により、漁港を中心と

した地域のにぎわいや雇用の創出などが期待さ

れております。 

 本県におきましても、漁港での釣り体験や新

鮮な水産物の提供など、新たな観光メニューが

造成されれば、観光客の滞在時間の延長につな

がることが期待され、本年４月からスタートす

るどっぷり高知旅キャンペーンの方向性にも合

致するものと考えております。既に観光振興計

画の中に漁港を活用したスポーツツーリズムの

取組を盛り込んだ市町村もあるなど、県内で海

業に向けた動きも出始めております。 

 今後は、各地域の漁協や市町村などから聞き

取りを行い、県の関係部局や市町村としっかり

と連携して、海業に取り組もうとする地域への

サポートを行い、海業の振興による漁村の活性

化につなげてまいります。 

 最後に、漁協が海業に取り組む場合の県の支

援についてお尋ねがございました。 

 国では、海業の取組を推進するための総合相

談窓口、海業振興コンシェルジュを開設してお

ります。この窓口では、事業計画づくりや施設

整備などに対する国の様々な支援制度について、

事業者の構想に沿って紹介をしていただけます。

こうした国の支援制度を活用して、海業に取り

組む漁協の負担の軽減につなげていきたいとい

うふうに考えております。 

 今後、漁協や市町村などの関係団体に対して、

国の窓口や支援制度について十分周知を行うと

ともに、漁協が海業に取り組む際の事業計画づ

くりや、国の支援制度の活用などをサポートし

てまいります。 

   （中山間振興・交通部長中村剛君登壇） 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） まず、本

県物流の厳しい現状をどう把握し、対策を行お

うとするのか、お尋ねがございました。 

 県では昨年２月、いわゆる物流の2024年問題

による県内の輸送力の不足や、それによる外商

への影響に対応するため、部局横断のプロジェ

クトチームを設置いたしました。これまで４回

を開催しておりまして、トラック事業者だけで

なく、各産業分野の荷主側も含めた現状や課題

を把握、共有するとともに、必要となる対策を

実施してまいりました。 

 まず、昨年６月の補正予算では、2024年問題

への対応に取り組むトラック事業者を支援する

給付金を創設いたしました。現在、県内の９割

の事業者がこの給付金を活用し、荷主との価格

交渉、ドライバーの確保、物流の効率化やＢＣ

Ｐ対策などに取り組んでおります。 

 また、昨年末にはトラック事業者や小口流通

も含めた荷主事業者に対してアンケート調査を

実施いたしました。トラック事業者側への調査

では、適正な運賃を受け取っていない、ドライ

バーの求人を出しても確保できないといった実

態とともに、今後荷待ちや荷役作業の改善、不

足するドライバーの確保などが必要であること

が確認できました。 

 また、荷主事業者側への調査では回答率自体

が19％と低位であり、また2024年問題について

多くの事業者から個々の荷主が果たすべき役割
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や、そのためにどのような取組をすべきか分か

らないといった回答がございました。 

 この2024年問題に対して国は、物流の効率化

に向けた支援の強化、トラックＧメンの設置、

荷待ち、荷役による経費も含めた標準的な運賃

の見直し、さらには荷主事業者への規制的措置

の法制化など、対策を順次強化しております。 

 県としましても、来年度は荷主事業者の行動

変容を促すための啓発の強化、ドライバーの免

許取得支援、県内の優良事例の横展開、ＢＣＰ

対策のさらなる促進など、よりきめ細やかな取

組を実施することとしております。今後も、特

に荷主側である各産業分野の事業者について、

小規模な事業者も含めて実情や取組状況を把握

し、情報提供も行いながら適宜対策を強化して

まいります。 

 次に、路面電車の開業120周年記念についてお

尋ねがございました。 

 本県の路面電車は明治37年５月２日に梅ノ

辻－桟橋間で営業運行を開始いたしました。お

話にありましたように、今年で120周年を迎え、

運行している路面電車としては日本最古、そし

て日本最長の路面電車となっております。 

 120年という長い歴史の中では、昭和20年の高

知市大空襲、翌21年の南海大地震、また昭和45

年の10号台風といった災害等でも大きな被害を

受けてまいりましたが、その都度復興を遂げ、

現在に至っております。こうした歴史を鑑みま

すと、本県の路面電車は単なる移動手段として

の価値だけではなく、本県が誇るべき文化的、

歴史的な価値があるものと考えております。ま

た、観光面においてもその価値は高く評価され

るものと考えております。 

 運行会社であるとさでん交通では、路面電車

の価値を広く周知していくため、社内に路面電

車120周年事業の検討会を立ち上げまして、例年

５月３日に開催しているイベント、電車の日に

おいて大きくＰＲする予定とお聞きしておりま

す。県としましても、この取組に全面的に協力

してまいりたいと考えておりますし、年間を通

じた様々な取組ができないか、会社と協議して

いるところでございます。 

 この120周年事業については、改めて県民の皆

様に高知の路面電車の歴史を振り返り、その価

値を感じていただく貴重な機会と考えておりま

す。高知の路面電車を未来に引き継いでいける

よう、観光客の皆様も含めてその魅力を広く周

知し、実際の利用にもつなげていきたいと考え

ております。 

   （商工労働部長松岡孝和君登壇） 

○商工労働部長（松岡孝和君） 災害時に防災関

連製品を提供する企業の情報などを取りまとめ、

被災地に連絡することについてお尋ねがござい

ました。 

 多くの防災関連製品は、能登半島地震のよう

な有事の際にこそ、避難所生活の環境改善やイ

ンフラの復旧などで実際に活用していただくこ

とが何より大切であると考えます。製品を開発

した企業の中には、今回の地震発生後、直ちに

自社の浄水装置を持って現地に駆けつけた企業

や、仮設住宅をいつでも提供できるよう準備し、

現地の自治体からの連絡を待っている企業もご

ざいます。 

 一方で、災害関連の企業全体で見ると、この

ような企業は少数であり、製品を提供したいと

の思いはあっても、どうすればよいか分からな

かったり、現地に運ぶことまでは対応できない

などの理由から、協力を控えている企業もある

のではないかと考えます。このため、御質問い

ただきましたように、県が事務局を務める防災

関連産業交流会が主体となって、会員企業に製

品提供の意思について確認し、取りまとめた情

報を被災自治体に提供するなどの対応をしてま

いります。 
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 また、今後同様の災害が発生した際に、被災

自治体から必要な製品の提供要請が届く仕組み

づくりも必要ではないかと考えております。こ

のため、あらかじめ自治体の危機管理部門に製

品のカタログをお送りするとともに、発災時に

要請があれば、防災関連産業交流会が県内企業

との調整を行うことをお伝えする取組も検討し

ていきたいと考えております。 

 これらの取組を行うことで、より多くの防災

関連製品や技術が実際に被災地で活用され、そ

こでのお声を反映させることで、製品などのブ

ラッシュアップが行われ、ひいては本県防災関

連産業の振興につながっていきますように取り

組んでまいります。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） まず、主権者教育の充

実に当たって、自由民権運動の学習をどのよう

に進めているのか、また自由民権150年を主権者

教育にどのように生かしていくのかとのお尋ね

がございました。 

 主権者教育では、子供たちが社会的課題に関

心を持ち、主体的に社会に参画する意識や態度

を養うことが重要であります。そのためには、

民衆が幾多の困難を乗り越え、政治に参画する

権利を獲得してきた歴史的な経緯を学習し、理

解することが大切であり、自由民権運動はその

土台をなすものとして、大変意味あるものと考

えております。 

 高等学校では、昨年度から新設されました科

目歴史総合において、自由民権運動による民衆

の政治参加の拡大などを背景として、我が国の

政治体制が形成されてきたことを主体的に調べ、

学習を重ねている学校もあります。例えば、室

戸高校では明治時代の高知で女性として参政権

を要求した楠瀬喜多さんに興味を持ち、その歴

史を調べ、多様性のある社会の実現のために女

性が政治に参加することの重要性について探究

し、発表をした生徒たちがおります。 

 また、今年は本県の先人たちが牽引した自由

民権運動150年の節目の年でもありますので、自

由民権運動の歴史的な視点も踏まえた主権者教

育の取組をさらに推進する契機にできればと考

えております。そのために、現在高知市立自由

民権記念館から提案いただいております、出前

授業や記念館の見学などを柱とする学校との連

携プログラムを、より多くの学校が活用するよ

う周知を図っているところであります。 

 さらに、次年度には県教育委員会作成の郷土

史副読本「中高生が学ぶ ふるさと高知の歴史」

を電子化し、県の学習支援プラットフォーム高

知家まなびばこに掲載することで、各校での活

用を一層進めてまいります。加えまして、地理

歴史・公民科の教員を対象に自由民権運動を

テーマに、政治参加、社会参画を考察、探究す

るといった授業づくりについての研修を実施す

ることとしております。こうしたことを通して、

主権者教育のさらなる充実を図ってまいります。 

 次に、ミクロネシア連邦と高知海洋高校の交

流についてお尋ねがございました。 

 本県とミクロネシア連邦は大変深い縁で結ば

れており、同国との交流を進めていくことは、

グローバルな視点や国際理解の観点からも意義

があるものと考えております。そして、議員の

お話にございました、高知海洋高校の実習船土

佐海援丸によるミクロネシアでの操業実習は、

交流の具体化を図ったり、学習の広がりといっ

た面からも有効な機会であると捉えております。 

 土佐海援丸の操業実習は、これまでハワイを

寄港地として実施し、寄港した際には現地の方々

との交流活動や語学研修を行ってきました。し

かしながら、ビザ取得の関係などから、来年度

以降は台湾を寄港地とするよう計画をしており

ます。台湾につきましては、これまでも本県の

高校生が交流を進めてきた地域であるとともに、
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最近では定期チャーター便が就航するなど、本

県との関係をますます深めていくことが期待さ

れる地域であります。 

 県教育委員会としましても、ミクロネシア連

邦、台湾ともに大切な存在であると受け止めて

おります。このようなことから、土佐海援丸の

操業実習も、その教育的意義等を考えながら、

双方に寄港する形ができないか検討をしてまい

ります。なお、ミクロネシア連邦につきまして

は、既に同国で実習を行っている他県の学校か

ら情報を収集するほか、事務局や学校職員が直

接現地視察を行うことも検討していきたいと考

えております。 

   （文化生活スポーツ部長岡村昭一君登壇） 

○文化生活スポーツ部長（岡村昭一君） まず、

県史編さん事業について、今後も現在の収集方

針によって進めていくのかとのお尋ねがござい

ました。 

 今回の県史編さん事業における資料の収集や

保存などにつきましては、令和元年８月から令

和３年10月にかけて、県内外の有識者や行政、

教育などの関係者から成る委員会において議論

を重ねて決定した高知県史編さん基本方針に

沿って、県の内外に所在する資料を丹念に調査

し、撮影した写真などのデジタルデータによる

収集と保存に努めるとともに、調査の過程で散

逸の可能性が高いと認識した資料については、

関係機関と協力し、その保存に向けた働きかけ

を推進することとしております。 

 これにより、まず資料の収集につきましては、

デジタル技術を積極的に活用することで、各時

代にわたる膨大な量の資料を画像データとして

蓄積し、劣化や災害による滅失などの影響を受

けることなく、情報を末永く保存することが可

能となること。また、資料目録についてもデジ

タル化することで、資料の作成時期や作成者、

内容など詳しい情報も盛り込むことができ、画

像データと併せて整理することができること。

さらに、将来的にはデジタル作成した資料目録

や画像データをデジタルアーカイブとして公開

するなど、様々な利活用が可能となることなど

様々なメリットがあり、前回の県史における課

題にも対応すべく取組を進めております。 

 次に、資料の保存につきましては、もとより

各地域で引き継がれてきた歴史資料は、その地

域において将来にわたり伝え残されることが最

も望ましい姿であると考えております。また、

今後の調査の進展に伴い、対象資料のさらなる

増加が見込まれる中、これら膨大な量の資料を

現物で県の博物館などにおいて保管することは、

物理的にも体制的にも困難を伴うものと考えて

おります。 

 このため、調査した資料につきましては、所

有者や市町村などの関係者に対し、その歴史的

な意義や内容を丁寧に説明するとともに、情報

をまとめたデータを提供することで、資料が持

つ価値を再認識していただき、散逸することな

く、地域で大切に保存していただくよう促して

おります。 

 今後におきましても、このような形で前回の

県史編さん事業の課題も踏まえ、地域に残され

た歴史資料を丹念に調査し、本県の歩みを記録

として伝え残せるよう、引き続き現行の基本方

針に基づいて取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

 次に、文化財の災害対策の進捗についてお尋

ねがございました。 

 県では、東日本大震災や熊本地震の教訓を踏

まえ、文化財の災害対策について、大きく３つ

の点から取組を進めてまいりました。 

 １点目は、建造物などの文化財に係る耐震化

など地震対策の促進であります。国や県指定の

建造物や美術工芸品につきまして、耐震診断な

どにより危険度を把握した上で、対応が必要な
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ものへの費用助成を行い、対策を進めてまいり

ました。東日本大震災以降、これまでに建造物

では６件、美術工芸品では２件の対策を実施し

たところであります。 

 ２点目は、対応方針の確立と周知であります。

平成26年、県教育委員会が文化財防災マニュア

ルを作成し、令和３年には文化財保存活用大綱

も策定して、防災・減災対策の重要性について

関係者への周知を図ってきたところであります。

さらに、令和５年には発災後の復興に向けた対

応を南海トラフ地震復興手順書に掲載し、手順

の明確化を図り、実効性を持たせてまいりまし

た。 

 ３点目は、災害に備える組織づくりでありま

す。高知城歴史博物館に地域資料の保存に関す

る相談機能を持たせ、文化財の保存と併せて県

民の皆様からの御相談に対応しております。ま

た、現在県内の博物館などで組織する、こうち

ミュージアムネットワークの関係者の方々と災

害対応の進め方についての協議を進めており、

文化財のレスキュー活動に関するアンケートも

実施するなど、課題を洗い出しているところで

あります。 

 県といたしましては、こうした取組を通じま

して、来るべき南海トラフ地震に備え、引き続

き文化財の保全、救援対策の充実を図ってまい

ります。 

 最後に、スポーツを通じた青少年の国際交流

についてお尋ねがございました。 

 本県の青少年が海外とのスポーツ交流を通じ

て様々な知識や経験を得ることは、国際感覚の

醸成はもとより、競技力の向上などにもつなが

る貴重な機会であると認識しております。また、

本県のスポーツ全体にとりましても、海外との

人的なネットワークの構築や、新たな知識の習

得などによる指導者のレベルアップにつながる

ものであると考えております。さらには、今後

こうした交流が活発化すれば、本県の観光振興

や交流人口の拡大への寄与も見込まれるところ

であります。 

 海外から本県を訪れていただく青少年や指導

者の方々などにとりましても、同様に貴重な機

会となるものと考えますが、他方で移動に伴う

交通費や宿泊費などの経済的な御負担のほか、

通訳の手配、練習場所や練習相手の確保など、

御苦労も多いものと承知しております。 

 これに対し県といたしましては、一定の要件

に適合する場合に限定してはおりますが、高知

県観光コンベンション協会を通じて、県内にお

ける宿泊やバス利用に係る経費を補助する制度

を設けております。また、県が窓口となり、通

訳やスポーツ施設の御紹介や、県内の教育機関

や競技団体との連絡調整なども行っております

が、こうした支援について、海外のスポーツチー

ムの方々などに十分な周知はできていないもの

と受け止めております。 

 今後は、県内の受入れ団体などを通じまして、

こうした支援についての周知を図りますととも

に、既存の補助制度につきましても、より使い

やすい内容に向けた見直しの検討を行うなど、

青少年の海外とのスポーツ交流の推進に向けた

取組を進めてまいります。 

○22番（大石宗君） 様々御答弁をいただきまし

た。 

 まずは、少しいいお話からでありますけれど

も、路面電車と海洋高校に関しましては、特に

本当にすばらしい御答弁をいただいたと思いま

す。路面電車、特に公共交通は啓発事業、大事

ですけれども、なかなか予算は非常に厳しいと

いうふうに思いますけれども、これは脱炭素と

いう意味、それから観光という意味もあります

から、環境や観光部局ともぜひ連携して、いろ

いろと前へ進めていただきたいというふうにお

願いをしたいと思います。 
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 海洋高校もミクロネシアの皆さんの喜ぶ顔が

見えるような御答弁だったと思います。ぜひ前

向きに進めていただきたいと思います。 

 その上です。大変申し訳ありませんけれども、

幾つかちょっと気になる点がありますので、再

質問をさせていただきたいと思います。 

 １つ目、地域経済循環のところで移輸入の部

分で知事から御答弁をいただきましたけれども、

直ちに産業構造を変えられないという、こうい

うお話がありました。製造業を念頭に置かれて

いるというふうに思いますけれども、移輸入の

中身を見ますと、エネルギーとやはり飲食料品

というのが非常に大きいわけであります。 

 この分野のいわゆる外貨に頼っているといい

ますか、出ているというところが、所得にも実

は比例をするという一部データもございますけ

れども、そういった意味ではこの２つの分野は

大変大きいわけでありますけれども、これをど

ういうふうにお考えなのか、知事に伺いたいと

思います。 

 それから２点目、省エネのところであります。

地元事業者の皆さんは喜んでいたという御答弁

がありました。それはそうだろうというふうに

思います。少なくとも６億円ぐらいの売上げに

は地元でもなっているわけでありますから、喜

ぶのは当然であります。しかし、私が聞きたい

のは、15億円のうち９億円はそうではないわけ

であります。 

 要件一つでそれが伸びるという可能性もある

といったときに、特に地元事業者を構成する例

えば商工会あるいは商工会議所、こういった皆

さんの御意見を、こういった政策を立案すると

きにちゃんと聞くような仕組みができていたの

かどうか、ここも知事に伺いたいと思います。 

 そして３点目、県１漁協であります。知事か

らの御答弁は、これまでどおり堅く構想を進め

ていくという、私の考えと真逆の御答弁でした

けれども、これはこれで県の考え方としては私

は立派だというふうに思いますけれども、幾つ

か、これは担当部長にお伺いをしたいと思いま

す。 

 担当部長から、漁協というのはまず漁民があっ

てこそというお話が答弁でありました。そういっ

た意味では、まず県１漁協構想、あるいは県１

漁協の今の実態について、20年前、皆漁業者は

期待をしてスタートしたわけでありますけれど

も、現在漁業者の皆さんがどういうふうな思い

をこれに抱かれているのか把握をされているの

か、水産振興部長にお伺いをしたいと思います。 

 そしてもう一点、来年黒字化をするというこ

とで、また合併を進めていくという御答弁もあ

りましたけれども、20年随分やってきて、確か

に欠損金もなくなりました。黒字という話もあ

りますけれども、私はこの最大の要因は、思わ

ぬ風が吹いた、つまりサンゴの収入であって、

本質的にこの県１漁協がもともと期待された経

営改善が果たせたとは言えないのではないかと

いうふうに思っておりますけれども、この点に

ついて水産振興部長に伺いたいと思います。 

 そしてもう一点、最後でありますけれども、

一元化のメリットをいろいろ言われておりまし

たけれども、その中でこれから大事なのは――

今うまくいっている、例えばすくも湾漁協とか

須崎、独自にやっております。 

 合併を進めていく、一元化するということは、

こういったところも含めて一元化するというの

が当初の目的だったと思いますけれども、これ

が本当にこれから達成できるとお思いなのか、

水産振興部長にお伺いをして、第２問とさせて

いただきます。 

○知事（濵田省司君） 大石議員からの第２問に

お答えをいたします。 

 １点目がいわゆる地域経済循環というお話で

ございまして、特にエネルギーあるいは食料品
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に関しましてのいわゆる地産地消といいますか

――を進めていくべきではないかというお話だ

というふうに理解をいたしております。 

 エネルギーに関しては、まずおっしゃるとお

りでございまして、これは県もグリーン化を進

め、脱炭素化を進めていくという中で、高知県

は現在比較的水力の発電などもあり、電気の自

給率は高いほうだというふうに思います。さら

に、高知の豊かな自然、日照量、降水量あるい

は森林資源、こういったものを生かして再生可

能エネルギーの導入を進めていくということに

よりまして、このエネルギー収支に関しまして

は、大きく中長期で見た場合に改善ができてい

く余地があると思っております。その意味で、

これも直ちにここ一、二年で劇的にということ

にはまいらないかもしれませんけれども、もう

少し中長期で、特に送電網の整備といった全国

的な課題の解消も含めて取り組むことによって、

このエネルギー収支の改善を図ってまいりたい

というふうに思っております。 

 あわせまして、食品に関しましては、これは

１次産品も含めましてでありますけれども、高

知県は言わば食が大きな魅力の地域ということ

もございますので、食品の加工品も相当力を入

れて振興をやっておるつもりですが、これもど

ちらかというと地産外商のほうに目が向きがち

という点はあるかもしれません。その意味で、

これを県内での消費を拡大していくという点に

ついては、鋭意努力をしていきたいと思ってお

ります。 

 もう一点が、省エネ家電の事業に関しまして、

この種の事業を行うときに、地元の例えば中小

企業団体などの意見を聞いて進んでいるのかと

いうことについてであります。今回の取組につ

きましては、当然主たるプレーヤーの一つがこ

の地元の電器店などの方々ということになりま

すので、御意見を聞きながら、この事業の組立

てをしてまいったというところでございます。

この事業も含めまして、例えば子育て応援パス

ポートのポイント制なども、国の経済対策に伴

う臨時的なものということでありましたので、

システムというところまで行けていないかもし

れませんけれども、予算査定などの過程を通じ

まして、現実にお世話になります事業者の方々

とは密に意見交換をした上で事業を設計するよ

うにという指示は絶えずいたしているところで

あります。 

 以上であります。 

○水産振興部長（松村晃充君） まず、合併をし

たことに対する漁業者の受け止めという御質問

でございますが、やはり合併をすることで組織

が大きくなるということで、それぞれこれまで

の単協とは変わって、地域でのいろんな課題解

決などにも迅速に対応しづらい面が出ていると

いうような御意見は伺っております。そうした

ことに対しましては、県漁協も課題認識という

ことで持っておられまして、それに対応する対

策については現在検討されておるというふうに

伺っております。 

 それから２点目、繰越欠損金の解消に向けて

の取組の御質問だと思いますが、確かにサンゴ

の収入があって、欠損金の解消に貢献をしたと

いうところもございますが、その前段といたし

まして、やはり様々なコストカット、あるいは

漁業者も一定水揚げ手数料の負担増なども含め

て、県漁協の経営改善を進めてこられたという

ふうな経緯がございます。 

 ３点目、今、県漁協以外で存続、自立してお

ります漁協が今後一元化に向かうのかという御

質問だったと思いますが、確かにこれまで漁協

合併、平成20年に県漁協が設立して以降、実際

に合併が行われたのは２つの漁協だけでござい

ます。それぞれの漁協におきまして、それぞれ

の事情がございますが、まだまだ経営ができて
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いるのではないか、あるいは県漁協が経営が厳

しいから、入ったとしても自分たちにメリット

がないのではないかといったようなことで、進

んでいなかったということはございます。県漁

協の経営をしっかり改善させるとともに、やは

り合併に向けた機運を醸成させていって、最終

的に必要な経営基盤の強化ということでの合併

に向けた取組というのを進めていきたいという

ふうに考えております。 

○22番（大石宗君） ありがとうございました。

ちょっと水産振興部長とあまりかみ合いません

でしたけれど。 

 知事、省エネの話ですけれど、これは言われ

ることもよく分かりますけれども、やはり地元

の事業者というのは災害のときとかでもそうで

すし、本当にほかの分野で貢献してくれている

皆さんも多いわけでありますから、地域内経済

循環という意味も含めて、少々えこひいきして

でも地元を大事にするということは非常に大事

だと思います。また検討いただけたらと思いま

す。 

 水産振興部長からいろいろ答弁いただきまし

たが、もう既にかなり厳しい状況になっている

のは確かだというふうに思います。そういう中

で、引き続きまた議論していきたいと思います

けれども、ぜひ漁業者の声をまた聞いていただ

けたらと思います。 

 最後になりますけれども、今定例会で、また

議論できなくなる部長さんもたくさんおられま

す。思い返せば平成19年、最初に県議会に来た

ときに最初に質問取りに来てくれたのは沖本部

長でございました。その次、杉村部長でありま

した。多くの皆さんと一緒にこの議場でいろん

な議論をしてまいりましたけれども、本当にそ

ういういろんな魂のようなものを私も勉強させ

ていただきました。多くの皆さんにますますこ

れからまた別の形で県政に寄与していただける、

活躍をいただけることを心より祈り、そして高

知県もこれから、また県議会も頑張るというこ

とも改めてお話しさせていただいて、一切の質

問を終わらせていただきたいと思います。どう

もありがとうございました。（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 暫時休憩いたします。 

   午前11時59分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時再開 

○副議長（今城誠司君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた

します。 

 26番西森雅和議員。 

   （26番西森雅和君登壇） 

○26番（西森雅和君） 通告に従いまして、公明

党を代表して、知事はじめ執行部に質問をいた

します。 

 初めに、知事の政治姿勢についてであります。 

 国民、県民の信頼なくして政治は成り立ちま

せん。自民党派閥の政治資金パーティーをめぐ

る問題で、国会議員が逮捕され、派閥の会計責

任者らが起訴される事態に至ったことは、全く

もって遺憾と言うほかありません。そして、こ

の問題によって政治の信頼が大きく損なわれる

ことは、誠に残念であります。 

 今回の問題は、政治家が自らの手でつくり上

げてきた政治資金規正法がありながら、それを

守らなかったこと、ここが一番の問題であると

思います。 

 そこで、今回の政治資金パーティーをめぐる

問題の本質を知事はどのように捉えているのか、

そして政治の信頼を取り戻すために何が最も必

要であると考えるのか、お聞きをいたします。 

 本県において、県勢浮揚に向けた課題は幾つ
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もありますが、中でも人口減少対策は喫緊の課

題であります。人口減少の解決に向けて、県は

新年度から高知県元気な未来創造戦略の下、取

り組むとしています。今回の総合戦略は、まち・

ひと・しごと創生総合戦略に続く総合戦略であ

ります。 

 高知県は、これまで産業振興計画や日本一の

健康長寿県構想、南海トラフ地震対策行動計画、

高知県強靱化計画、まち・ひと・しごと創生総

合戦略など様々な計画を立て、県民生活の向上

に取り組んできています。かつて、高知県では

県の産業や福祉、県土づくりの基盤整備、教育

など様々な分野の将来ビジョンを総合的、体系

的にまとめた総合計画がつくられていましたが、

橋本大二郎知事１期目の平成５年度以降、高知

県の総合計画は立てられていません。 

 そこで、知事に伺いますが、高知県の様々な

分野を総合的、体系的にまとめた高知県総合計

画を今後も立てることはないのか、立てないと

した場合、その理由と併せて御所見をお聞きい

たします。 

 県は、新年度の予算案の中で新たな目玉とし

て、人口減少の抜本的強化を目指した人口減少

対策総合交付金を創設しました。市町村に対し

て、市町村が地域の実情に応じて実施する人口

減少対策への10億円の交付金であり、向こう４

年間で40億円の交付金を出すというものであり

ます。１市町村当たりの限度額は、４年間で人

口１万人未満は5,000万円、人口１万人以上は１

億円。この施策によって、県全体として令和９

年度に向けて34歳以下の若年人口の減少率をゼ

ロにし、令和15年には令和４年の水準まで戻す

としています。大変挑戦的な計画であります。

画期的な予算であると思います。 

 しかし一方で、今まで加速的に進んできた若

年人口の減少を、年間10億円という予算で本当

に歯止めをかけることができるのかと思うとこ

ろであります。目標を達成するには、県として

市町村も含めた並大抵でない取組が必要になり

ます。若年人口の減少を増加に転換する大事な

とき、予算を出すべきときにしっかり出すとい

う、もっと思い切った予算の投入が必要である

と思われます。 

 10億円で人口減少に歯止めをかけ、現在の水

準にまで回復するには、さらなる予算が必要で

あると考えますが、知事の御所見を、人口減少

の克服に向けた決意と併せてお伺いをいたしま

す。 

 次に、南海トラフ地震対策について伺います。 

 元日に能登半島を襲った大地震は甚大な被害

をもたらしました。改めて、お亡くなりになら

れました方々の御冥福をお祈り申し上げますと

ともに、被災された皆様に心からお見舞いを申

し上げます。 

 正月の団らんの家庭を襲った最大震度７の強

大な揺れ、その後も相次いだ震度５を超える強

い余震。今回の地震は、まさに自然災害には盆

も正月も関係ないことを思い知らされました。

沿岸部には津波が押し寄せ、多くの家が流され

ました。そして、大規模な火災の発生、液状化

の被害、また幾つもの地域で道路が寸断され、

孤立した集落も多く発生しました。さらに、そ

の後の降雪が追い打ちをかけました。今後、毎

年、新たな年の出発となる元日に、日本中がこ

の能登半島地震の悲しみを振り返らなければな

らないと考えると、つらいことであります。 

 さて、東日本大震災以降、我が県においては

南海トラフ地震対策を進めてきたところであり

ますが、明日は我が身、今回の地震を踏まえ、

その対策のさらなる取組の必要性を感じます。 

 今回地震が発生した能登地域には、２月22日

現在、県からも延べ83人の職員の皆さんが派遣

され、現在も現地で支援を行っています。改め

て、派遣された職員の皆様に敬意を表するもの
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であります。今回派遣された職員の皆様は、被

災地の支援はもとより、今後の南海トラフ地震

対策において参考となる多くの教訓も持って

帰ってきたことと思われます。 

 そこで、知事にお伺いいたしますが、能登半

島被災地へ派遣された職員からどのような報告

があっているのか、またそれを今後の南海トラ

フ地震対策にどのように生かしていくお考えか、

決意と併せてお聞きをいたします。 

 さて、先ほども申し上げましたように、地震

はいつ起こるか分かりません。台風や線状降水

帯による大雨と南海トラフ地震発生時が重なる

場合があるかもしれません。南海トラフ地震の

発生後、室戸岬や足摺岬は隆起し、一方高知市

周辺は地盤沈下するとされています。 

 南海トラフ地震発生による広域地盤沈降後の

高知市をはじめとする治水対策をどのように考

えられ、進めていくのか、土木部長にお伺いを

いたします。 

 能登半島地震では、生活に欠かせない上水道

にも甚大な被害が出ました。輪島市や珠洲市を

はじめ６市町では、ほぼ全域で水の供給が止ま

りました。先日、富山県の知り合いに電話しま

したところ、その方いわく、石川県の親戚に水

を届けたかったが、ペットボトルの飲料水は既

に売り切れていた、家の水をくんで持っていく

にも、水を入れるタンクも売り切れ状態だった、

さらに道路も寸断され、交通規制がかかり行け

なかったと言っておりました。 

 長期間の断水は過去の大災害でも繰り返され

ています。阪神・淡路大震災では約130万戸、東

日本大震災では約256万戸で断水が発生し、断水

期間は最長で５か月にも及んでいます。現在、

県内各地域で水道施設の耐震化も進められてき

ていますが、令和３年度末現在、県内の基幹管

路の耐震適合率は23.2％と、全国平均を下回っ

ており、水道施設の耐震化への取組の遅れが課

題となっています。 

 また、基幹管路における法定耐用年数を超過

した管路率は21.4％で、約５分の１の基幹管路

で法定耐用年数を超過しているという実態もあ

ります。そして、市町村で備蓄されている応急

給水や応急復旧のための資機材も、その量が十

分でないことが大きな課題であります。 

 耐震化が進まない背景には、水道事業を担う

市町村の財政難と水道行政を行う職員の少なさ

があります。こうした中、国は、都道府県が中

心となって複数の自治体をまたぐ広域連携を後

押ししています。今こそ県が旗振り役となった

広域連携の必要性を感じます。 

 高知県では、令和２年３月に高知県水道ビジョ

ンを策定し、水道の基盤強化に向けて安全、強

靱、持続の３つの観点から水道行政の今後の方

向性を示しています。しかしながら、市町村の

上水道事業者における水道ビジョンの策定状況

を見てみますと、令和４年度末現在で60.0％、

応急給水計画の策定率は40.0％で、応急復旧計

画の策定率は33.3％にとどまっています。 

 危機管理マニュアルについても多くの市町村

で未策定となっており、水道事業継続計画、い

わゆる水道ＢＣＰにつきましても県内15市町村

で策定されていません。このような状況に対し

て、市町村の水道事業の統合、経営の一体化な

どを視野に入れた取組が急がれます。 

 そこで、知事に伺いますが、水道ビジョンに

示されている市町村の水道事業の統合、経営の

一体化などを県が進めていく上での課題は何か、

その課題を踏まえて、今後県として水道行政を

どのように進めていくお考えなのか、お聞きを

いたします。 

 災害が発生したとき、被災地では災害ボラン

ティアによる支援活動が大きな力を発揮します。

ボランティアには、瓦礫の撤去や家財道具の運

び出し、家屋の清掃や消毒、避難所での炊き出
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しや被災者の話を聞く傾聴活動など、力仕事か

ら生活の支援まで様々な活動があります。 

 能登半島の被災地でも震災後、各市町村の社

会福祉協議会に災害ボランティアセンターが設

置され、一般の災害ボランティアの方によるボ

ランティア活動が進められています。しかしな

がら、今回の地震では被害があまりにも大きく、

災害ボランティアセンターが設置されたものの

全く機能していない地域も多くあり、その役割

を石川県社会福祉協議会の災害ボランティアセ

ンターが担っていると聞きました。 

 南海トラフ地震発生を考えたとき、高知県内

の各市町村においても災害ボランティアセン

ターが設置できない地域や、設置されても機能

しない地域が発生することが考えられます。こ

うした状況になったとき、石川県と同様に、県

社協の災害ボランティアセンターの役割が重要

になります。そして、そのときに大事なことは、

高知県と高知県社会福祉協議会とが災害ボラン

ティアセンターの運営などに関する協定を事前

に結んでおくことであると思います。 

 そこで、子ども・福祉政策部長に伺いますが、

南海トラフ地震対策をはじめ大規模災害を考え

たとき、高知県として、高知県社会福祉協議会

との間で災害ボランティアセンターの運営など

に関して協定を結んでおくことが必要であると

思いますが、御所見をお伺いいたします。 

 大規模災害が発生すると、県内に全国各地か

ら様々なボランティア団体などが入ってきます。

その場合、全国から入ってくるボランティア団

体同士の連携や、社協の災害ボランティアセン

ターや県、市町村といった行政との調整、コー

ディネートを行う中間支援的な組織の必要性を

感じます。こうした組織があることによって、

全国のボランティア団体と日頃から顔の見える

関係性を築いていくこともできると思います。

こうした災害時の中間支援組織については、昨

年５月の国の中央防災会議が、災害対応の基礎

となる防災基本計画を修正し、災害中間支援組

織の育成強化を打ち出しています。 

 そこで、知事にお伺いいたしますが、高知県

として全国及び県内のボランティア団体同士の

連携や、社会福祉協議会の災害ボランティアセ

ンターや行政との調整を担う災害中間支援組織

の設置を進めるべきであると考えますが、御所

見をお伺いいたします。 

 次に、建設業の労働力不足について伺います。 

 働き方改革関連法の適用猶予期間の５年間が

切れ、この４月から時間外労働への上限規制が

強化されます。その影響が様々な分野で懸念さ

れていますが、中でも建設業の労働時間は他業

種に比べて長く、その影響が心配されます。 

 日本建設業連合会によると、建設業は令和４

年度、全産業平均に比べ１人当たりの実労働時

間が年間で268時間、１か月当たりでは22時間と

長く、また休日の取得状況についても国土交通

省の令和４年度調査では、週休２日を確保でき

ている建設会社は技術者、技能者ともに25％程

度にとどまっています。 

 こうした建設業界において今注目されている

職種が建設ディレクターであります。建設ディ

レクターは、情報技術、いわゆるＩＴとコミュ

ニケーションスキルで建設業の現場実務を支援

する新しい職種であります。 

 建設事業者がこの建設ディレクターを構える

ことによって、大きなメリットがあります。こ

れまで現場技術者が行ってきた現場写真の整理

や書類の作成、情報化施工に関するデータの作

成や処理、現場の事務作業や情報処理などの業

務を建設ディレクターが行うことによって、現

場技術者は現場から帰ってきた後のデスクワー

クから解放され、本来の品質管理や生産性の向

上など業務に専念でき、残業時間も大幅に短縮

されます。そして、この建設ディレクターは、
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若者や女性活躍の場としても期待されています。

県は新年度、この建設ディレクターになるため

の研修費用を助成する制度も予算計上していま

す。 

 そこで、土木部長にお伺いいたします。労働

力不足や、若者や女性の活躍の場としても期待

される建設ディレクターを今後県としてどのよ

うに増やしていくお考えなのか、お聞きをいた

します。 

 次に、土佐くろしお鉄道について伺います。 

 地域住民の生活の足として、また地域の活性

化を担っている土佐くろしお鉄道の経営は厳し

い状況が続いています。国土交通省によると、

中小私鉄及び第三セクターを合わせた地域鉄道

事業者は95社、そのうち赤字事業者の割合は令

和３年度で95.8％となっており、土佐くろしお

鉄道においても厳しい赤字経営となっています。

その赤字分については、県と関係市町村の基金

で補塡しています。基金の額は、令和５年から

７年までの３年間で、ごめん・なはり線で６億

円。県が３億円、関係市町村が３億円。また、

中村・宿毛線は３年間で８億4,000万円の基金

を、県と関係市町村とで４億2,000万円ずつ出し

合っています。 

 現在、土佐くろしお鉄道の乗客数は、コロナ

前と比べて、ごめん・なはり線では一定回復し

ているものの、中村・宿毛線にあってはまだま

だ厳しい状況にあります。今後、人口減少が進

むことによって利用者が減少し、経営がさらに

厳しくなることが予想されます。令和８年度以

降の土佐くろしお鉄道に対する支援については、

今回の基金が底をつく令和７年度までに、次の

支援をどうするかといったことを、県と関係市

町村などで組織する協議会で検討するというこ

とになると思われます。 

 私は、次の協議会の場では、高知県として、

土佐くろしお鉄道の新たな交通網の整備などに

ついても論議してもよいのではないかと思って

います。交通網の整備の目的は人や物を安全で

安心して運ぶことであり、鉄道やバスはそれを

実現するための手段であります。誤解のないよ

うに言っておきますが、ここで私が言っている

のは、鉄道を廃止しろということではありませ

ん。最終的には、地元の皆さんの意向が一番大

事でありますし、それを尊重することが重要で

あります。 

 さて、茨城県日立市では、ひたちＢＲＴが運

行されています。ＢＲＴとは、バス・ラピッド・

トランジットの略称で、バス高速輸送システム

というものであります。ひたちＢＲＴは、鉄道

の廃線跡の一部をバス専用道に転用し、渋滞に

左右されない高い定時性を備えた、地域に欠か

せない公共交通機関として運行しています。 

 ＢＲＴは、路線バスと違ってバス専用道を走

ります。専用道には赤信号もありませんし、渋

滞に巻き込まれることもありませんので、列車

と同じく目的地へ時間どおりに到着できます。

そして、ＢＲＴは鉄道に匹敵する高速輸送が可

能で、所要時間も短縮できます。こうしたこと

からも、ＢＲＴは大変魅力的な乗り物と言えま

す。 

 現在、国は、デジタルライフライン全国総合

整備計画の策定に向けた検討を始めています。

デジタルの力で10年後の日本社会の変革を目指

すというものであります。このデジタルライフ

ラインの整備を進めることによって、人口減少

が進む中でも、デジタル技術を活用することで

生活必需サービスを維持し、国民生活を支える

としています。そして、このデジタルライフラ

イン全国総合整備計画の先行的な取組の一つ

が、デジタル情報を配信する道を設定し、人手

不足でも人と物の移動を止めない自動運転移動

サービスの社会実装ということであります。 

 話は土佐くろしお鉄道に戻りますが、例えば
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土佐くろしお鉄道にＢＲＴが導入され、そのＢ

ＲＴが自動運転ということになれば、地域にとっ

て大きな話題にもなりますし、観光客や全国か

ら視察に来る人もさらに増えるかもしれません。

何度も言うようでありますが、私は鉄道の廃止

を言っているのではありません。何より地元の

皆さんの思いが一番大事であります。 

 その上で、今後様々なデータや試算に基づい

た土佐くろしお鉄道への支援策を検討すること

について中山間振興・交通部長に御所見をお伺

いいたします。 

 次に、デジタルインフラについて伺います。 

 総務省の試算によると、向こう10年でインター

ネット上のデータ量が30倍に急増する可能性が

あるとされています。今後、あらゆる産業や社

会活動のデジタル化が進む中で、データを蓄積

し、処理するデジタル社会の基盤となるデジタ

ルインフラの役割がますます大きくなってきて

います。 

 例えば、自動運転のレベル段階が上がってい

くと、衝突や渋滞回避に向けてカメラやＧＰＳ

で収録したデータを処理し、運転をコントロー

ルする必要があります。そのためには、自動車

１台１日当たり映画1,000本分に相当する1,000

ギガバイトの情報を収集し、そのデータ処理に

数十万台のパソコンが必要になると言われてい

ます。また、医療分野では、個人の体質と密接

に関係があるＤＮＡの違いを人工知能に学習さ

せることで、患者に合わせた医療が実現すると

されています。ただ、ＤＮＡは人によって1,000

万か所の違いがあり、この分析に100ギガバイト

分の情報を分析する必要があるといいます。こ

うした膨大なデータを処理するためには、現場

のコンピューターだけでは対応が難しく、デジ

タル社会の重要なインフラとしてデータセンター

の整備が急がれるわけであります。 

 さらに、高度な技術を運用する場合、現場の

機器とデータセンターとの距離が重要となって

まいります。地方で発生したデータを東京や大

阪のデータセンターで処理を行う場合、0.05秒

程度の通信の遅れが発生すると言われています。

そうなると、0.01秒以内のデータ処理が求めら

れる自動運転や建設機械の遠隔制御といった産

業ロボットの運用は、データセンターが少ない

地域では難しくなってしまいます。本当に僅か

な時間でありますが、大きな問題であります。

データ処理施設の手薄さは、地域のさらなる格

差につながりますし、今後の高知県の発展にとっ

て大きな課題になると思われます。 

 現在、データセンターの６割程度が東京や埼

玉県、千葉県、神奈川県、いわゆる東京圏に集

中しています。災害対策の強化という面でも国

内のデータセンターの分散化が求められており、

国もデジタル田園都市国家構想基本方針の中

で、地方におけるデータセンターの整備を進め

るとしています。高知県内にも南国市の南国オ

フィスパークなどのデータセンターがあります

が、今後デジタル化の進展を考えますと、さら

なるデータセンターの必要性を感じます。 

 そこで、高知県内におけるデータセンターの

必要性に関してどのように認識しているのか、

またデータセンターの将来的な活用についての

御所見を併せて総務部長にお伺いいたします。 

 次に、がん対策について伺います。がんは、

日本人の２人に１人が罹患し、３人に１人が亡

くなるとされている、まさに国民病であります。

がん対策につきましては、本会議場におきまし

て、今まで私も何度も取り上げてきたところで

あります。今年度予算において、令和２年９月

議会で提案したがん患者のためのウィッグなど

外見ケアの費用が新年度予算として計上されま

したことは大変うれしく思うところであります

し、これまでの県としてのがん対策の取組に敬

意を表するところであります。 
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 さて、県はがん対策として、新年度に様々な

取組を行うとしています。とりわけ、子宮頸が

んの予防に大きな役割を果たすヒトパピローマ

ウイルス、いわゆるＨＰＶのワクチン接種のさ

らなる啓発には大いに期待するところでありま

す。 

 子宮頸がんは、世界的に女性が罹患するがん

として、乳がんに次いで発症率、死亡率ともに

高いがんで、日本では年間約１万人を超える女

性が罹患し、3,000人近くの方が亡くなっていま

す。近年、子宮頸がんは20歳代や30歳代の若者

層で増加傾向にあり、ちょうど出産時期や子育

て世代の女性が多いことから、マザーキラーと

も呼ばれています。我が県においても、令和３

年に22人、令和４年には18人の方が子宮頸がん

で亡くなっています。 

 この子宮頸がんの主な原因はＨＰＶの感染で

あり、性交渉で感染します。子宮頸がんの予防

策として効果が期待されるＨＰＶワクチンの接

種については、平成25年の定期接種後、慢性の

痛みを含め多様な症状が報告されたことから、

個別の接種を呼びかける積極的勧奨が差し控え

られました。しかし、その後厚生労働省の審議

会で安全性についての特段の懸念は認められな

いことが確認され、令和４年４月からＨＰＶワ

クチンの女性への積極的勧奨が開始されていま

す。 

 このＨＰＶワクチンの接種は男性にとっても

メリットがあります。パートナーへの感染防止

につながるほか、中咽頭がんや肛門がんなどの

予防が期待できます。 

 そこで、健康政策部長に伺いますが、がん予

防対策として、男子のＨＰＶワクチン接種の有

効性についての認識と、男子が任意接種する場

合の県としての助成制度創設に関する御所見を

お伺いいたします。 

 次に、帯状疱疹について伺います。帯状疱疹

は、最初ひりひり、ちくちくといった皮膚の痛

みがあり、その後水膨れを伴う赤い発疹が帯状

に広がり、場合によっては眠れなくなるほどの

激しい痛みを伴い、中には症状がひどくて入院

をされる方もいると聞きます。 

 この帯状疱疹は年齢とともに発症リスクが高

まる感染症とされ、国立感染症研究所によると、

50歳以上から発症リスクが上昇し、70歳でピー

クとなり、80歳までに３人に１人が経験すると

言われています。その原因は、子供の頃感染し

た水ぼうそうの水痘帯状疱疹ウイルスでありま

す。水ぼうそうが治った後もウイルスが神経節

に潜伏を続け、加齢や過労、ストレスなどによっ

て免疫の低下に乗じて再び活性化することで発

症するとされています。 

 そして、その症状が落ち着いても、帯状疱疹

による神経の損傷によって、その後も後遺症と

して帯状疱疹後神経痛として痛みが続くことも

あるといいます。このほかにも、顔面神経麻痺

や、目にできれば角膜炎、耳にできれば難聴な

どを引き起こし、目や耳に障害が残ることもあ

る油断できない感染症であります。 

 こうした帯状疱疹の予防に役立つのが帯状疱

疹ワクチンであります。ただ、帯状疱疹ワクチ

ンは全額自己負担の任意接種の位置づけとなっ

ており、医療機関によって接種費用は異なりま

すが、数千円から数万円かかるため、ワクチン

接種をためらう人も多くいます。高知県議会と

して一昨年の12月議会において、帯状疱疹ワク

チンへの助成並びに定期接種化を求める意見書

を国に提出していますが、まだ定期接種化とい

うことにはなっていません。 

 こうした中、全国では帯状疱疹ワクチンの接

種費用の負担軽減のため、独自の助成制度を設

ける自治体も広がってきています。高知県内で

は、三原村が帯状疱疹ワクチン接種の助成制度

をつくっています。幾つかの市町村からは、県
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に助成制度があればという声も聞きます。 

 そこで、高知県として帯状疱疹ワクチンの接

種費用の助成制度をつくってはどうかと考えま

すが、健康政策部長にお伺いをいたします。 

 次に、医薬品不足について伺います。医薬品、

特に後発薬、ジェネリック医薬品の供給不足が

長期化しています。医薬品不足の問題は、令和

２年に後発薬メーカーの不祥事が相次いで発覚

したことで出荷停止となったことが発端となっ

ています。その後も複数のメーカーで不正が見

つかり、幅広い種類の医薬品の出荷が止まりま

した。さらに、コロナ禍による医薬品需要の増

大、ウクライナ危機に伴う原材料の提供の減少

や高騰などが重なり、医薬品不足の長期化に拍

車をかけています。 

 医薬品は、含まれる成分が同じでも、他社の

薬に切り替えたことで効果が変わり、患者に深

刻な影響を与えてしまう場合もあります。国も、

医薬品の増産を進めるメーカーに対して、増産

に必要な人件費と設備整備費を補助するといっ

た補助制度を創設し、製造体制を強化する支援

に乗り出しています。しかしながら、供給不足

はまだ解消されていません。先日も県民のある

方から、医師から今処方している薬が入らなく

なるかもしれないと言われたとの声を聞きまし

た。 

 そこで、公営企業局長に伺いますが、県立病

院の医薬品不足の実態がどのようになっている

のか、また県立病院として医薬品不足に今まで

どう対応してきたのか、今後の対応と併せてお

聞きをいたします。 

 次に、子供・子育て施策について伺います。 

 子供や子育てを取り巻く状況は、貧困や虐待、

いじめ、不登校など深刻化、複雑化しており、

子供と家庭を社会全体で支える仕組みが求めら

れています。こうした中、国においては昨年12

月に、こども基本法に基づき、こども大綱が策

定されました。この大綱には、国を挙げて取り

組む子供政策の基本理念や、今後の政策の方向

性が示されています。貧困や不登校など厳しい

状況にある本県にあっても、ライフステージに

応じた切れ目のない支援や、若い世代の生活基

盤の安定に向けた取組が重要であります。 

 そこで、県内の全ての子供や若者が幸福な生

活を送ることができるこどもまんなか社会を実

現するためにも、子供や若者のための政策を数

値目標なども明確にし計画的に進めるこども計

画を、本県においても策定すべきと考えますが、

子ども・福祉政策部長の御所見を伺います。そ

して、この計画策定に当たっては、子供や若者

の意見を丁寧に聴くプロセスを設け、計画に反

映していくべきと考えますが、併せて子ども・

福祉政策部長にお伺いをいたします。 

 次に、感染症などの動向調査について伺いま

す。新型コロナウイルス感染症の全ての患者情

報を集める全数把握が昨年５月でなくなりまし

た。そこで今、公衆衛生の強化に向けた下水疫

学調査、いわゆる下水サーベイランスの取組が

注目されています。 

 下水サーベイランスとは、唾液やふん便が含

まれる下水を検査して、感染者や回復した人な

どが排出したウイルスを分析する調査手法のこ

とであります。この調査では、下水処理場など

で採水し、ウイルス量をＰＣＲ検査で調べるこ

とにより、その地域の様々な感染症の特徴や感

染動向を把握できるとされています。また、こ

の調査は、唾液などを人から直接採取する必要

がないため、個人情報を得ることもなく、匿名

性が担保され、医療機関や感染者に負担をかけ

ることなく、地域の感染状況などをつかむこと

ができるというメリットがあります。 

 諸外国では、下水サーベイランスを感染対策

に役立てようとする取組が数多く実施されてお

り、我が国でも令和３年に内閣官房、厚生労働
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省、国土交通省の連名で下水サーベイランスに

関する推進計画を公表し、一昨年、内閣官房が

活用に向けた実証事業を実施しています。この

実証事業に、我が高知県も高知市と共に参加し

ています。 

 そこで、土木部長にお伺いいたしますが、令

和４年度に高知県と高知市で行った下水サーベ

イランスの実証事業においてどのような結果が

得られたのか、またその結果をどのように活用

していくことができるのか、併せてお聞きをい

たします。 

 高知県と高知市では、令和４年の実証事業以

降、下水サーベイランスは行っていませんが、

全国を見てみますと、引き続き実施している自

治体もあります。こうした自治体では、下水サー

ベイランスの調査結果を感染対策に役立てるた

めに、ホームページやLINEを活用して住民に感

染拡大の傾向を公開し、警戒を促しています。 

 この下水サーベイランスは、新型コロナウイ

ルスだけでなく、インフルエンザやポリオ、ノ

ロウイルスなどの病原性微生物の検知や、サル

痘といった新たに発生する病原性微生物の検知

にも活用できるという強みもあります。また、

覚醒剤や麻薬などの化学物質の検知もできると

いうことであります。 

 そこで、今後の地域における危機管理の強化

や公衆衛生の強化を考えたとき、高知県におい

て下水サーベイランスを本格的に実施してはど

うかと考えますが、知事にお伺いをいたします。 

 次に、四万十市の食肉センターにつきまして

は、今回質問をする予定でありましたけれども、

昨日の明神議員の質問と重複していましたので、

具体的な質問はいたしませんが、県民の食の確

保、また県内畜産業の振興や食肉センターにお

ける雇用の面からも大変重要な施設であります。 

 そこで、県としてもしっかりと支援をしてい

くという決意を農業振興部長にお伺いしたいと

思います。 

 次に、教育について伺います。 

 初めに、高知国際中・高等学校の校歌につい

てであります。高知国際中・高等学校の校歌が

ついに完成しました。先日、私も聞かせていた

だきましたが、世界、地球から宇宙まで飛び出

した内容の歌詞、今までの校歌のイメージを一

変したすばらしい校歌に感銘しました。 

 そこで、教育長に高知国際中・高等学校の校

歌について、生徒たちの反応と、教育長の校歌

の感想をお聞きしたいと思います。 

 次に、教員不足についてであります。教員不

足は深刻であります。高知県の教員採用につい

ては、令和４年度の募集277人程度に対して採用

は269人、令和５年度は募集275人程度に対して

採用は245人となっており、厳しい状況でありま

す。そして、採用してもすぐに退職をする。ま

た、県外出身者の教員は、地元の採用試験を受

けて出身地に戻るといった方もおられます。 

 ４月の初めに定数の教員がいても、退職や出

産、育児などにより欠員が生じてしまい、教頭

や主幹教諭が担任を兼ねる学校もあります。ま

た、現場の教員たちが、つてを頼って臨時の教

員を探しているという状況もあります。ある校

長からは、人を探すのは本来教育委員会の仕事

ではないのかといった声も聞きます。こうした

状況で、周りに迷惑がかかるので育児休業が取

りにくいという声も出ています。 

 教員不足の要因として、教員の多忙感や教員

に魅力を感じないといった声や、高知県の教員

の給与が他県に比べて低いといった声も聞かれ

ます。このままいくと、大げさではなく、高知

県の教育現場は崩壊しかねません。 

 こうした状況打開に向けて、県教育委員会と

して今まで様々な取組をしてきたこととは思い

ますが、教育委員会としての教員不足に対する

今までの取組を改めて教育長にお聞きいたすと
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ともに、教員不足に対して今後どう取り組んで

いくのか、お伺いをいたします。 

 現場の教員が不安に感じていることは、教員

不足の中で、授業の在り方や採用などに対して

教育委員会のビジョンが示されていないことだ

と思います。 

 ここで、教員不足解消に向けての提案をした

いと思います。それは、教員を目指す方の奨学

金返済の支援であります。商工労働部では、新

年度予算として、若者の県内就職と定着を促進

するため、県内で就職する大学生などの奨学金

返還を支援するための基金を新たに創設してい

ます。また、健康政策部では、以前から将来医

師を目指している医学生に対して奨学金の貸与

を行っており、ある一定期間、県内の指定医療

機関などで医師の業務に従事することで、奨学

金の返済が免除される制度もあります。看護師

を目指す学生にも同様の制度があります。 

 教員を目指す学生に対して奨学金返済を免除

するといった支援策を考えてはどうかと思いま

すが、教育長の御所見をお伺いいたします。 

 次に、高等学校におけるデジタル人材の育成

について伺います。今の若い世代は幼少期から

インターネットに接し、情報収集力や多様性へ

の感度が高く、多彩な力を発揮できる可能性に

満ちた世代であります。こうした世代に対して、

国はデジタル人材などの育成に力を入れていま

す。約3,000億円の基金を設け、大学での理系学

生を全体の５割にする目標を掲げ、理工系学部・

学科を増やす再編も進めています。しかし、高

校教育の文系・理系コースを見てみますと、理

系に在籍する生徒は少ないといった現状であり

ます。 

 そこで、理系の大学などへ進学する人材の裾

野を広げるために国が進めようとしている事業

が、ＤＸハイスクールであります。このＤＸハ

イスクールに、国は令和５年度の補正予算とし

て100億円を予算化しました。これは、学校にお

ける情報や数学を含む理系教育を重視するカリ

キュラムの実施や、デジタルを活用した文理横

断型の探究学習に必要な環境整備を支援すると

いうものであります。助成額は１校当たりで最

大1,000万円、全国の高校の５分の１に当たる1,000

校程度に交付を想定しているといいます。 

 ここで、教育長に、今後高知県としてできる

だけ多くの高等学校にＤＸハイスクールを進め

ていただきたいと思いますが、県内の県立学校

におけるＤＸハイスクールを今後どのように進

めていくのか、お伺いをいたします。 

 また、工業や農業など職業教育を行う専門高

校では、最新設備の導入や老朽化した機器の更

新が十分にできていないという現実があります。

職業教育を行う専門高校の卒業生の約４割が企

業に就職し、即戦力としての期待がされていま

す。しかし、近年デジタル化が進み、産業の現

場で扱う機器が大きく変化する中で、多くの専

門高校では予算の不足もあって最新の設備を導

入できておらず、学校での学びが就職先で生か

せないという職業教育の課題が生まれています。

教育現場での機器不足は、産業界の足元が揺ら

ぎかねない深刻な問題との指摘もあります。 

 そこで、工業や農業など職業教育を行う専門

高校での、最新設備の導入や老朽化した機器の

更新といった課題に今後どのように取り組んで

いくのか、教育長にお伺いをいたします。 

 デジタル教育に欠かせないのが、デジタル教

育にたけ、最新の設備を使いこなせる教員の確

保であります。デジタル教育や理系教育を進め

るに当たって、現場の教員だけでは難しい場合

もあります。そのため、大学や民間企業などか

ら外部の専門人材を講師として招くことも必要

であると思われます。 

 最新の設備を使いこなせる人材の確保を今後

どのように進めていくのか、教育長にお伺いを
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いたします。 

 次に、不登校対策について伺います。依然と

して、不登校の生徒児童数は高止まり状態にあ

ります。私は、令和４年９月議会において、不

登校対策として不登校特例校の設置を提案させ

ていただきました。知事は、今議会の提案理由

の説明において、不登校対策として相談支援体

制のさらなる充実や校内サポートルームの設置

拡大に取り組み、不登校特例校、いわゆる学び

の多様化学校の設置に向けた検討を深めるとし

ています。 

 そこで、教育長にお伺いしますが、学びの多

様化学校の設置に向け、現在どのような検討が

なされているのか、また今後の展望について併

せて伺います。 

 不登校の子供にとって、場合によっては家や

学校以外の居場所が必要となる子供もいます。

そこで、家と学校以外の居場所として、不登校

の児童生徒の受皿となっているのがフリース

クールであります。フリースクールには、個別

の学習指導をはじめ農業体験やスポーツ体験な

ど様々な体験、相談カウンセラーなどを行うと

ころもあります。 

 先日、高知市内のあるフリースクールを訪問

しました。そこでは学校と連携し、子供たちの

将来のため、子供に寄り添う取組がされていま

した。訪問したフリースクールの授業料は、１

人当たり３時間半で2,500円ということでありま

した。厳しい運営状況の中、使命感を持って必

死で取り組む先生の話をお聞きし、本当に頭の

下がる思いがしました。 

 多様な学びの場としてフリースクールを選択

した方の中には、授業料の支払いが厳しい状況

にある方も少なくありません。実際に、在籍す

る学校の教育費などに加え、フリースクールの

授業料は当事者の家庭にとって大きな負担とな

り、フリースクールの授業料の助成制度があれ

ばとの声もあります。 

 そこで、教育長にお伺いいたしますが、フリー

スクールに対する認識と併せて、公的な役割に

近い取組をしているフリースクールや、フリー

スクールに通う家庭、保護者に対して何らかの

助成制度があればと考えますが、御所見をお伺

いいたします。 

 次に、行政サービスのデジタル化の推進につ

いて伺います。 

 県行政として、令和２年に高知県行政サービ

スデジタル化推進計画を策定し、行政サービス

のデジタル化に取り組んできているところであ

ります。こうした中で、県に対する税金や様々

な手数料の納付につきましても現在デジタル化

が進み、クレジットカード決済やスマホ決済で

も対応しているものもあります。 

 その一方で、利用者が現金の代わりに収入証

紙を購入し、それを運転免許証の更新やパスポー

トの交付、県立学校の入学手数料などの各種行

政手続の申請書類に貼って手数料などの支払い

を行う収入証紙制度が現在も利用されています。 

 また、この制度では、収入証紙を購入できる

場所や時間が、売りさばき所の所在地や営業時

間に左右されるといった利用者の利便性の面な

どでの課題もあるとお聞きしています。近年、

電子マネーやインターネットバンキングなどの

普及が大きく進む中、収入証紙を申請書類に貼

り付けるというアナログな事務作業が必要であ

ることに違和感を覚えます。 

 行政事務のデジタル化が進む中、県民の利便

性や経費の面からも、収入証紙による手数料な

どの支払いは見直す時期に来ているのではない

かと思います。県の手数料などの納付方法に係

るデジタル化の取組と併せて会計管理者の所見

をお伺いいたします。 

 最後に、旅費規程の見直しについて伺います。 

 現在、物価高騰が大きな勢いで進んでいます。



 令和６年３月１日 

－136－ 

 

宿泊するホテル・宿代も例外ではありません。

東京などで以前は１泊１万円程度で宿泊できて

いたホテルも１万5,000円を超え、時期によって

は２万円を上回ることもあります。県職員が出

張する際、旅費規程で定められた宿泊費を超え

る場合もあると聞きます。 

 そこで、総務部長にお伺いいたしますが、物

価高騰が続く中で、県職員の出張時の宿泊費を

はじめ旅費規程を見直す時期に来ていると思い

ますが、御所見をお伺いいたしまして、第１問

といたします。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 西森雅和議員の御質問に

お答えをいたします。 

 まず、今般の政治資金パーティーをめぐる問

題の本質と、政治の信頼を取り戻すために必要

な措置についてお尋ねがございました。 

 政治資金は政治家や政党などが政治活動を行

うための資金であり、言わば民主主義のコスト

として必要なものであります。そのため、非課

税という形で税制上の恩恵を受けるわけであり

ますが、そうである以上、国民との信頼関係を

保つためにも、公私混同がなく適正に処理が行

われているということを明らかにする必要があ

ると考えます。 

 したがいまして、政治資金については、法令

に基づいて収支報告を適正に行い、国民の皆さ

んに資金の集め方、使い方をつまびらかに公開

していく、このことが求められているというふ

うに考えます。今般の政治資金に関する問題は、

ありのままの収支を記載して公開をするという、

制度の根底にある基本の部分が遵守されなかっ

たこと、これがその本質だというふうに私とし

ては感じております。 

 今回の事案の再発防止に向けましては、今国

会におきまして収入の公開基準の厳格化、ある

いは企業献金の禁止といった規制強化の議論が

行われております。こうした議論はもちろん必

要だと思いますが、規制の内容を幾ら強化いた

しましても、それが現実に守られなければ意味

がないと言えると考えます。 

 そうした意味で、規制が確実に守られるよう

に、規定の実効性を上げる、そのために手段と

してどういう仕組みが必要かということが、こ

の再発防止策の核心であると考えます。そのた

め、例えば罰則の強化、あるいは連座制の導入

などを行うことによりまして、ルール違反をし

た場合には、割に合わない、大きなペナルティー

があるというふうに当事者が感じる制度設計を

行うほうが、再発防止策として最も有効なもの

になるというふうに考えます。 

 いずれにいたしましても、まずは関係する政

治家自身が政治資金の問題の実態を明らかにい

たしまして、国民に対する説明責任をしっかり

と果たさなければならない、このことは言うま

でもありません。あわせまして、有効な再発防

止策などについても、早急に国会で議論を尽く

した上で、国民が納得できる対策を講じていた

だきたいというふうに思います。その際には、

いわゆる裏金の問題につきましても、問題が発

生した原因、そしてその使途などを徹底的に解

明した上で、こうした問題が二度と繰り返され

ることがないように、必要な関連する制度改正

についてしっかりと議論をして、成案を得るべ

きだというふうに考えます。 

 次に、県の総合計画の策定についてお尋ねが

ございました。 

 議員から御指摘がございましたとおり、橋本

県政下におきましては、平成５年度に総合計画

は策定をされましたけれども、それ以降は財政

の先行きの見通しが不透明だといった理由で策

定をされておりませんでした。 

 また、尾﨑県政におきましては、基本政策ご

とに策定する計画が結果的に総合計画と同じで
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あるという考えに基づきまして、各計画のＰＤ

ＣＡサイクルを徹底することで様々な成果を出

してきたというふうに考えております。 

 私は、１期目の４年間、こうした尾﨑県政の

流れを受け継ぐ形で、産業振興計画をはじめと

した各計画を改定し、計画間の整合性も図りな

がら、県政を着実に進めてまいりました。この

ような状況におきまして、別途総合計画をもっ

て県政の方向性を定めるということは、既存計

画に言わば屋上屋を架すようなものであると言

えると考えまして、策定の必要性は低いという

ふうに考えております。このため、私も以前の

ような総花的な総合計画を策定する考えはござ

いません。 

 一方、現在人口減少への対応は県政の最重要

課題となっておりまして、どのように立ち向かっ

ていくのか、多くの県民の皆さんが高い関心を

寄せられております。また、この人口減少問題

への対応は県政全般にわたる問題でもありまし

て、こうしたことを考えますと、挑戦すべき課

題に関連する各分野の主要な施策を束ねる形で、

施策の全体像を示すという必要性は高いのでは

ないかと考えます。こうしたものとして、この

たび元気な未来創造戦略を新たに策定すること

といたしたところであります。 

 この戦略は、そうした意味で、いわゆる総合

計画が一般的に持つと期待されているような役

割を果たすのに十分なものとなっているのでは

ないかと、総合計画に代わるような役割を果た

し得るものではないかというふうに考えており

ます。この戦略の下で、県民の皆さんと一丸と

なって県政を前へ進めてまいります。 

 次に、新設を予定しております人口減少対策

総合交付金のさらなる予算計上についての所見、

人口減少の克服に向けた決意について、併せて

お尋ねがございました。 

 この交付金は、市町村が自由度の高い形で取

り組む新たな人口減少対策でありますとか、県

の施策との相乗効果が期待をできる取組などを

支援する制度として創設をしようと考えており

ます。来年度は一般財源で10億円の予算を提案

させていただいております。このうち全市町村

に配分をする基本配分型は４億円、若者や出生

数の増加という高い目標に挑戦する具体的な取

組を支援する、いわゆる手挙げ方式の連携加算

型は６億円を計上いたしました。 

 この連携加算型の上限額は４年間通算で、市

町村の人口規模に応じて5,000万円または１億円

と設定をしております。一方、ハード事業も含

めまして、ほかのモデルとなる効果の高い取組

に対しては上限額の加算ができると、そうした

仕組みとしております。今後、市町村から詳細

な事業計画をお聞きする中で、こうした事業が

数多く提案をされ、予算の不足が見込まれると

いうことになりましたら、補正によります前倒

しといった対応も含めまして、柔軟に対応して

まいりたいと考えております。 

 また、来年度はこの交付金のほか、人口減少

対策関連施策を大幅に強化、拡充いたしました。

若者の県内就職を促進するための奨学金の返還

支援制度、１次産業や建設業への就業支援、若

者や女性をターゲットとした移住促進など、こ

の人口減少に関連する予算は総額として573億円

を提案しておりまして、総合交付金10億円のみ

ならず、この全体の、573億円規模の関連予算を

投じて、人口減少対策に対応してまいりたいと

考えております。交付金に加えまして、これら

の施策を総動員するということにより、若者の

減少を何としても食い止めまして、地域に若者

が増えた持続可能な人口構造となりますように、

県庁一丸となって取り組んでまいります。 

 次に、能登半島地震の支援のために派遣した

職員からの報告内容と、それをどのように生か

していくのか、またその決意についてお尋ねが
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ございました。 

 本県からは、住家の被害認定調査や、いわゆ

る1.5次避難所、これは今回石川県が全国で初め

て取り組んだものでありまして、旅館やホテル

へ避難するまでの一時的な受入先、つまり旅館

やホテルが２次避難といたしますと、そこに行

く途中の暫定的な1.5次の避難所ということでご

ざいますが、こういった避難所の運営、さらに

は保健活動などに従事をする職員を被災地に派

遣いたしております。 

 第１に、住家の被害認定調査に従事した職員

からは、古い建物の全壊や瓦屋根の損壊、家具

の転倒など、様々な住家被害が確認をされたと

いった報告がありました。このため、住宅の耐

震化などに関しましては、市町村が実施をする

補助の限度額の引上げに向けまして、市町村と

協議を進めてまいります。また、室内の安全対

策と併せまして、県民の皆さんへの啓発を強化

してまいります。 

 第２に、いわゆる1.5次避難所の運営に関しま

しては、要配慮者に対応するための保健師や看

護師が不足している、あるいはプライバシーを

確保するためのテントなどの資機材が不足して

いる、あるいは避難所を運営するためのマニュ

アルが作成されていないといった課題があると

いった報告を職員から受けております。 

 本県では、県といたしましてこの1.5次避難所

を想定した準備はまだできておりませんでした。

今回石川県が初めて取り組んだということでご

ざいます。このため、この1.5次避難所に向けた

準備の必要性も含めて検討を行いまして、必要

だという判断をした場合には、人材や資機材、

マニュアルの整備、こういったものを進めてま

いりたいと考えております。 

 さらには、道路の寸断によるライフラインや

物資輸送への影響、孤立対策などについても検

証が必要だと考えております。このため、今回

の地震による被害状況を詳細に調査いたしまし

た上で、本県の取組の検証、評価を行いますと

ともに、学識経験者などからも意見をお聞きし、

対策のさらなる強化を図ります。 

 今回の能登半島地震の教訓を踏まえまして、

南海トラフ地震対策行動計画のさらなるバー

ジョンアップを図り、南海トラフ地震による死

者数を限りなくゼロに近づけていく、そのため

に全力で取り組んでまいります。 

 次に、水道事業などの統合を進めていく上で

の課題と、県としての水道行政をどのように進

めていくか、お尋ねがございました。 

 全国的に水道事業の統合などが検討される背

景には、今後ますます厳しくなると見込まれる

経営環境があります。要因といたしましては、

将来の給水人口の減少によります収益の減少見

込み、こうしたほか、御指摘ありましたような

管路の老朽化、災害への備えのための支出増加、

こういった点が挙げられます。 

 水道事業におきましては、市町村の区域を越

えて、例えば浄水場などの施設の統合や管理の

共同化を行うことで、より効率的に経営をして

いく、そうした形が全国的に見た大きな方向性

となっております。 

 しかしながら、本県の場合は、面積が非常に

広い中で人口密度はあまり高くない、そうした

地形上の特色、課題がございます。このため、

大都市部などでは散見されます隣接する施設同

士の統合といったハード面で効率化を図るよう

な統廃合の手法は、本県ではあまり現実的な選

択肢とはなり得ないというふうに考えます。む

しろ、各水道事業体が個別に行っている業務を

一本化するといった取組を通じましてスケール

メリットを出していく、このことが本県におき

ますコスト削減の取組として効果的になるとい

うふうに考えております。 

 こうした考え方に沿いまして、昨年度末に高
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知県水道広域化推進プランを策定いたしました。

このプランに基づきまして、まず当面は事業体

ごとに構築されています水道業務システムの共

同化に向けた取組を進める、そして水道工事の

発注や施工管理の業務を支援する組織づくりな

どを進めております。このうち支援組織につい

ては、次年度から公益社団法人高知県建設技術

公社が各市町村の業務を受託する予定としてお

ります。 

 県内の多くの水道事業体におきましては、事

業規模が小さいということがありまして、技術

職員がいない、もしくは人数が少ないという実

態があります。このため、水道事業体が本来直

接行う必要があります工事費の積算といった業

務を支援組織に集約して、この支援組織が一括

して担うということによりまして、技術力の確

保と業務の効率化につながるというふうに考え

ております。 

 こうした業務の共同実施に向けた取組を着実

に進めまして水道事業体の経営基盤の強化を図

る、このことによりまして、将来にわたり持続

可能な水道行政となるよう、県としてもしっか

り支援をしてまいります。 

 次に、災害ボランティアセンターや行政との

調整を担う災害中間支援組織の設置についての

お尋ねがございました。 

 議員から御指摘がありましたとおり、昨年５

月に国において防災基本計画が改定をされまし

た。都道府県に求められる役割として、災害中

間支援組織の育成強化が位置づけられておりま

す。この災害中間支援組織は、発災時に活動す

る医療や土木といった専門的な技能、資機材を

持つ専門ボランティア団体などを支援、調整す

る組織であり、その役割は大変重要だと考えま

す。 

 本県におきましては、高知県社会福祉協議会

を中心にネットワーク会議を設置し、一般ボラ

ンティアを受け入れるために市町村に設置をさ

れます災害ボランティアセンターを支援してお

ります。しかし、このネットワーク会議は災害

中間支援組織としての機能は有しておらないと

ころであります。このため、来年度は、国が実

施するモデル事業の活用などにより、本県の実

情に即した体制を検討いたしまして、この専門

ボランティアのための組織でございます災害中

間支援組織の設置に向けて取り組んでまいる考

えであります。 

 最後に、本県におきまして下水サーベイラン

スを本格的に実施してはどうかというお尋ねが

ございました。 

 県におきましては、令和４年度に高知市や高

知大学などと下水サーベイランスの実証事業を

実施いたしました。この事業では、市内３か所

の処理場の下水に含まれます新型コロナウイル

ス濃度と、県内10万人当たりの新規感染者との

相関性を調査いたしました。その結果、１週間

単位のウイルス濃度と感染者数の平均値は、半

年以上の長いスパンで見ますと相関性が高く、

一定の精度で感染状況を把握できるということ

が確認をされたところであります。 

 一方で、１週間程度の短期のデータに着目を

いたしますと、関係性が見られない場合もござ

いまして、注意喚起に活用するデータといたし

ましては信頼性が低いという判断となったとこ

ろでございます。加えて、調査には相当程度の

コストがかかりますが、現在医療機関の定点観

測によりまして、低いコストで有効なデータが

得られているということもございます。このた

め、現時点ではこの下水サーベイランスの本格

実施は考えておらない状況でございます。 

 しかし、今後感染状況の早期予測や変異株の

把握ができるようになりましたら、この下水サー

ベイランスも県民への注意喚起、あるいは医療

機関や行政での体制整備に有用な情報を提供で
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きるということが期待できると考えますので、

さらなる研究を進めることが期待をされており

ます。引き続き、国の動向や他の自治体の取組

状況を注視いたしますとともに、高知大学とも

連携をいたしまして、下水サーベイランスの知

見を深めてまいりたいと考えます。 

 私からは以上であります。 

   （土木部長荻野宏之君登壇） 

○土木部長（荻野宏之君） まず、南海トラフ地

震による地盤沈降後の治水対策についてお尋ね

がございました。 

 地震に伴う地殻変動により、県内の多くの地

域で広域地盤沈降の発生が想定されております。

特に、高知市では最大で約1.7メートル沈降する

と想定されております。地盤沈降が発生します

と、潮位の影響を受ける河川下流部におきまし

ては河川水位と堤防高の差が小さくなり、地震

前と比べて洪水に対する安全度が低下いたしま

す。 

 このため、まずは大型土のう等による応急的

な復旧工事を実施してまいります。その後、早

期に抜本的な復旧工事を実施し、洪水に対する

安全度の回復を図ってまいります。また、抜本

的な復旧工事には一定の期間を要しますので、

工事が完成するまでの間、住民の避難判断の基

準となる水位を暫定的に引き下げることにより、

住民の安全を確保してまいります。 

 次に、建設業の労働力不足への対応として、

建設ディレクターを今後どのように増やしてい

くのかとのお尋ねがございました。 

 建設業においては、就業者の高齢化が進行す

る一方、次世代を担う若者の入職者が少なく、

また女性就業者も依然として少ない状況が続い

ております。 

 こうした中、現場技術者に代わってデータ整

理や提出書類の作成等を担う建設ディレクター

を広めていくことは、建設業に新たな職種を増

やすことになり、これまで入職を検討していな

かった若者や女性に対し、大いにアピールでき

るものと考えております。また、建設業に入職

した方が、建設ディレクターをきっかけとして

他の業務にも興味を持つことになり、例えば人

材が不足している技術職への転換といった相乗

効果も期待されるところであります。 

 このため、来年度から建設ディレクターを育

成するための研修費用の一部を補助することと

し、年間20人分の予算を確保し、４年間継続し

ていく予定としております。加えて、来年度は

女性活躍に関する経営者向けセミナーを開催し、

その中で建設ディレクターの魅力を伝え、事業

者の積極的な導入を促していきたいと考えてお

ります。 

 今後もこうした建設ディレクターの育成を通

じて、若者や女性が活躍できる場を拡大し、建

設業を魅力ある産業としていくことで就業者を

増やし、労働力不足の解消につなげてまいりま

す。 

 最後に、令和４年度に行った下水サーベイラ

ンスの実証事業の結果と、その活用についてお

尋ねがございました。 

 県、高知市、高知大学では、令和４年１月に

下水疫学に関する下水道シンポジウムを全国に

向けて開催するなど、下水道の新たな活用分野

として、下水サーベイランスへの関心を高めて

まいりました。 

 このような中、令和４年度に内閣官房より下

水サーベイランスの活用に関する実証事業の募

集がありましたので、県、高知市、高知大学等

で構成する共同事業体で応募し、採択されまし

た。実証事業では、令和４年７月から令和５年

１月までの間、高知市内の３処理場の下水を週

に二、三回採取し、下水中の新型コロナウイル

スの濃度と、本県の10万人当たりの新規感染者

数との相関関係を調査いたしました。 
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 その結果は、先ほどの知事答弁のとおりであ

りますが、現時点での活用策としては、長いス

パンで見た感染動向の把握や、５類への移行後、

定点医療機関からの感染者報告数を裏づける

データとして用いることが可能であると考えて

おります。 

   （子ども・福祉政策部長山地和君登壇） 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） まず、県

と高知県社会福祉協議会との災害ボランティア

センターに関する協定の締結についてお尋ねが

ございました。 

 風水害や地震、津波などの災害が発生した場

合、被災地では復旧・復興に向けてボランティ

アによる支援活動が大きな役割を果たしていま

す。災害ボランティアセンターは、災害発生時

にボランティアの募集や被災地の支援ニーズと

のマッチングを行うため、被災地の市町村社会

福祉協議会が設置するものです。また、各市町

村の災害ボランティアセンターを支援するため、

高知県社会福祉協議会では平時からネットワー

ク会議を設置しており、発災時には災害ボラン

ティアセンター活動支援本部を立ち上げること

としております。 

 県と高知県社会福祉協議会は、災害ボラン

ティア活動に関し、これまでも連携してきたと

ころですが、南海トラフ地震など大規模災害を

想定した場合、行政と社会福祉協議会との間で、

事前に発災時の役割を明確にするための協定を

締結することは重要と考えております。そのた

め、災害ボランティアセンター活動支援本部で

行う業務の範囲や、県が実施する資機材や活動

場所の確保などを盛り込んだ協定の締結に向け

て協議を進めているところです。 

 県としましては、高知県社会福祉協議会と協

定を締結し連携を強化することで、発災時にお

いて大きな役割を担う災害ボランティアの活動

を後押ししてまいります。 

 次に、こども計画の策定と、子供や若者の意

見の反映についてお尋ねがございました。 

 都道府県が策定するこども計画は、こども基

本法に基づき、全ての子供や若者が将来にわたっ

て幸せな生活を送ることができる、こどもまん

なか社会の実現に向けて、子供施策を推進する

ための基本的な方針や重要な事項を定めた計画

です。 

 本県では、少子化対策を抜本強化し、子供施

策を総合的に展開するため、既存の少子化対策

総合プラン、子どもの貧困対策推進計画、ひと

り親家庭等自立促進計画などを統合し、数値目

標を明確にした上で、令和７年度からの施行に

向けて、こども計画の策定作業を進めていると

ころです。 

 計画の策定に当たりましては、お話にありま

したように、子供や若者、子育て当事者の皆様

からの意見を丁寧にお聴きし、計画に反映させ

るプロセスが大切です。このため、今年度は若

者や子育て当事者などを対象とした少子化に関

する県民意識調査を行うとともに、若者世代と

の座談会の開催や、子どもの環境づくり推進委

員会の子ども委員との意見交換を行うなど、子

供や若者の意見をお伺いしたところです。 

 来年度は、学校などを通じたアンケートの実

施や、ＳＮＳを活用した意見募集などにより、

幅広く意見を伺ってまいります。また、ヤング

ケアラーや児童養護施設で暮らす子供たちなど、

声を届けにくい子供たちの意見は、職員が直接

出向いてお話をお伺いし、計画に反映してまい

ります。 

   （中山間振興・交通部長中村剛君登壇） 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） 土佐くろ

しお鉄道に対する様々なデータや試算に基づい

た支援策の検討についてお尋ねがございました。 

 土佐くろしお鉄道は、通勤、通学などの地域

住民の移動手段として、また交流人口の拡大や
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観光振興など地域活性化の基盤として重要な役

割を果たしております。ただ、同社の経営は、

沿線地域の人口減少に加え、コロナ禍によるビ

ジネス需要の減少や、近年の原油・資材価格の

高騰などの影響もあり、大変厳しい状況にあり

ます。 

 こうした中、関係自治体と県は協議会を構成

し、毎年度の収支不足を補塡する経営安定基金

を造成し経営を支えるとともに、新駅の整備な

ど利用者増に向けた取組への支援も行ってまい

りました。一方、運行会社である土佐くろしお

鉄道でも、足元の旅客輸送実績や将来的な需要

予測に基づく収支計画を策定し、不足する収入

増加に向けて、新たな企画切符の販売や域外か

らの誘客、情報発信の強化に取り組んでおりま

す。 

 現在、関係自治体と県で構成する協議会にお

いて、新たな公共交通網の整備についての検討

はなされておりませんが、県としては先行自治

体による導入事例については、その都度情報収

集を行ってまいりました。議員からお話のあり

ましたＢＲＴは、日立市や名古屋市でも導入事

例があり、両市とも沿線地域の後背人口や利用

者数、収支見込みなどの将来見通しについて調

査し、導入に係る課題や配慮すべき点を整理し

たと承知しております。 

 土佐くろしお鉄道の路線の在り方は、何より

も沿線市町村や地域住民の皆様の思いが大切と

考えておりますが、こうした新たな公共交通網

整備の検討が求められた際に的確な試算や分析

ができるよう、引き続き事例やデータ収集に努

めていきたいと考えております。 

   （総務部長德重覚君登壇） 

○総務部長（德重覚君） まず、県内におけるデー

タセンターの必要性及び将来的な活用について

お尋ねがございました。 

 社会や産業のデジタル化の進展により、あら

ゆる分野でデータが活用されるようになり、デー

タの蓄積や処理を行うデータセンターの役割は

今後ますます高まると考えております。一般的

にデータセンターは、自然災害などのリスクが

低く、安定的に電力が確保できる地域に立地さ

れます。県内事業者や県民の皆さんにとって、

データのバックアップの観点からは遠隔地にあ

ることがメリットとなります。 

 一方、議員御指摘の0.01秒以内のデータ処理

と言われるような低遅延が求められる分野にお

きましては、データの発生地点の近くにデータ

センターがあることが有利となります。本県に

おきましても、あらゆる分野でデジタル技術を

活用し、暮らしや働き方が一変する社会の実現

を目指す中で、今後分散型のデータセンターが

必要となる場面が出てくると考えております。 

 次に、データセンターの将来的な活用に当たっ

ては、遠隔医療や自動運転など低遅延を求める

高度なデジタルサービスの実装と一体的に考え

ていく必要がございます。高度なデジタルサー

ビスが実装の段階になった際に、県民の皆さん

がその恩恵を受けられるよう、県内事業者が遅

れることなくデータセンターを活用できる環境

の整備が重要でございます。 

 そのためには、例えば県内事業者が一体となっ

て高度なデジタルサービスの実装に取り組む機

運を醸成し、データ処理に関するニーズを明確

化していくことも必要と考えております。この

ため、関係者の皆さんとの対話を重ねながら、

将来に備えてしっかりと検討をしてまいります。 

 次に、昨今の物価高騰を踏まえた旅費規程の

見直しについてお尋ねがございました。 

 職員が宿泊を伴う出張を行う場合、原則とし

て県の旅費事務センターが旅費の上限額内で、

航空機などの移動に係るチケットと併せて、ホ

テルなどの宿泊先を手配することとしておりま

す。このため、職員に自己負担が生じることは、
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基本的にはないものと認識をしております。 

 一方で、議員お話しのとおり、ホテルなどの

宿泊料金の上昇や予約状況などによりまして、

目的地から一定離れた場所に宿泊をするケース

も生じてきていると聞いております。 

 現在、国におきましては、宿泊料金の変動な

どを含む経済社会情勢の変化を踏まえ、国家公

務員に係る旅費法を改正する法案が今国会に提

出されているところでございます。本県の旅費

制度は、国の制度を参考としていることから、

国の改正内容が確認でき次第、本県職員の出張

の実態なども踏まえながら、速やかに制度改正

の検討を進めたいと考えております。 

   （健康政策部長家保英隆君登壇） 

○健康政策部長（家保英隆君） まず、男性のＨ

ＰＶワクチン接種の有効性についての認識と、

男性が任意接種する場合の県としての助成制度

の創設についてお尋ねがございました。 

 2020年、国は、ＨＰＶワクチンの効能、効果

として男女の肛門がんと男性の尖圭コンジロー

マの予防を追加し、女性に限定されていたＨＰ

Ｖワクチンの適応を男性にまで拡大いたしまし

た。こうしたことから、男性個人へのＨＰＶワ

クチン接種の有効性は一定確認されたものと承

知しております。 

 一方で、女性については国が既にＨＰＶワク

チンを公費接種となる予防接種法上の定期接種

に位置づけておりますが、男性については国の

審議会において検討するとされております。そ

のため、現在国立感染症研究所におきまして、

男性を含めた関連がんの予防に関する最新のエ

ビデンスの整理を中心に、ワクチンの有効性の

程度、それから安全性、費用対効果についての

知見の収集を進めており、その後国の審議会で

議論されると考えております。 

 県の助成制度などについては、今後進められ

る議論を基に検討したいと考えており、当面の

間は女性に対するＨＰＶワクチンの接種の促進

に引き続き注力してまいります。特に、来年度

についてはキャッチアップ接種の最終年度とな

りますことから、接種に向けた啓発を強化して

まいります。 

 次に、帯状疱疹ワクチン接種費用の助成制度

の創設についてお尋ねがございました。 

 厚生労働省の研究班の報告によりますと、本

県の2016年11月から2017年10月までの１年間の

帯状疱疹の初診患者数は、人口10万人当たり1,222

人と、全国平均1,207人とほぼ同数であり、実数

ベースで見ますと年間約8,000人以上の方が罹患

しているものと考えております。 

 帯状疱疹のワクチンについては、現在公費負

担の対象となる予防接種法上の定期接種に位置

づけるかどうかについて、国の審議会、厚生科

学審議会予防接種・ワクチン分科会等で、現在

科学的知見などの収集と評価が行われておりま

す。昨年11月の審議会におきまして、帯状疱疹

は発症者が多く、個人の発症予防や帯状疱疹後

神経痛の予防について期待できる一方、定期接

種に向けては有効性の持続期間や安全性、費用

対効果などに関してさらなる評価が必要とされ

ており、引き続き議論を行うとされました。 

 今後、こうした科学的知見に基づく評価によ

り、接種を推奨する年齢層や接種間隔などが明

らかになってくると考えますので、県としまし

ては、国における今後の議論を注視しながら対

応を検討してまいります。 

   （公営企業局長笹岡浩君登壇） 

○公営企業局長（笹岡浩君） 県立病院における

医薬品不足の実態と対応状況についてお尋ねが

ございました。 

 ジェネリック医薬品などの供給不足により、

県立病院におきましても、せき止めや喉の炎症

を抑える薬、解熱剤といった内科や小児科で使

用する薬を中心に納入数が制限されています。
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このため、これらの医療を適切に提供していく

ために必要な医薬品の安定的な確保がしにくい

状況にあると言えます。 

 県立病院におけるこれまでの対応としまして

は、お話のありました、同じ効能を持つ他の医

薬品への変更のほか、災害用に備蓄している医

薬品の一時的な使用、症状に応じた処方の見直

しなどによりまして、患者さんの治療に影響を

及ぼさないようにしているところです。 

 今後の対応につきましては、４月から厚生労

働省が随時公表する予定の医薬品の供給停止や

出荷制限の情報をはじめ、医薬品の供給に関す

る情報の収集に引き続き努めます。加えて、先

ほど申し上げました医薬品の選定や使用におけ

る柔軟な対応をしていきます。こうした取組に

よりまして、医薬品の供給不足が解消するめど

が立っていない中でも、県立病院において必要

な医療の提供に支障を来すことのないよう努め

てまいります。 

   （農業振興部長杉村充孝君登壇） 

○農業振興部長（杉村充孝君） 四万十市の食肉

センターの整備に関する県の支援の決意につい

てお尋ねがございました。 

 四万十市の食肉センターの老朽化に伴う建て

替えに関しましては、これまで県は、県内の畜

産振興の観点から、平成30年度に設置された整

備検討委員会に設立当初から参画し、高知市の

食肉センターの整備と並行する形で、基本計画

の策定段階から深く関わってまいりました。 

 これまでの検討過程を振り返りますと、市が

国の交付金の活用を断念したことで基本計画の

見直しが余儀なくされたこと、また基本設計の

段階では、資材価格高騰の影響もあり事業費削

減に向けた検討に時間を要したことなどから、

着工時期は当初の想定から大きく遅れている状

況にあります。 

 このため、センターで働く職員からは、新セ

ンターの建て替えの見通しが見えない、職を失

うのではないかといった不安の声が上がってい

るとお聞きしております。一方で、県内の若手

を中心とする養豚農家や食品事業者からは、新

センターの早期整備に期待する声も寄せられて

いるところであります。 

 こうした中、先月、四万十市長は新年度の９

月議会に新センター建設に関する予算を計上し

たいとの意向を示されました。県といたしまし

ても、関係者の方々の多くの声にお応えできる

よう、市の設置する検討会の場などを通じまし

て、関係者間の早期の合意形成を目指し、四万

十市と歩調を合わせてしっかりと取り組んでま

いります。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） まず、高知国際中学校・

高等学校の校歌について、生徒たちの反応と校

歌の感想についてお尋ねがございました。 

 高知国際中学校・高等学校の校歌につきまし

ては、昨年６月に新しいものとすると決定した

後に、生徒からの意見を踏まえ、専門家に作詞

作曲を依頼し、制作を進めてまいりました。昨

年12月末に完成し、本年２月16日に生徒や保護

者、校友会等の方々にお披露目を行ったところ

であります。 

 歌詞は、ユーラシアやアフリカなどの世界を

臨み、アンドロメダや銀河を越えていくスケー

ルの大きさと、生まれた町の偉人や歴史に対す

る敬愛を表し、さらに母校や自己の可能性をた

たえる構成となっております。 

 生徒からは、これまでの校歌にはない曲調で

あり、歌っていて楽しいと思う校歌である、ま

た歌詞の世界観が高知国際中学校・高等学校に

合っており、深く印象に残る曲であるといった

感想があり、また楽しげに校歌を口ずさみなが

ら下校する姿が見られるなど、大変好評である

との報告を受けております。 
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 私も聞かせていただきましたが、大陸や銀河

の名前などを含み、壮大な内容の歌詞であり、

舞台は地球、シンクグローバリー、アクトロー

カリーを掲げる高知国際中学校・高等学校にふ

さわしい校歌であると感じております。この校

歌が今後高知国際中学校・高等学校の生徒や関

係の皆さんに親しまれ、歌い継がれていくこと

を期待しております。 

 次に、教員不足に対する今までの取組と今後

の取組についてお尋ねがございました。 

 本県では、これまで教員採用審査の見直しや

教員の負担軽減などの働き方改革の推進、教員

の魅力発信などを行い、人材確保に取り組んで

まいりました。 

 具体的には、採用審査におきましては、審査

日程の早期化や関西会場での実施などのほか、

昨年12月には文部科学省の事業を活用し、小学

校教諭を対象とした特別選考を実施するなど、

新たな取組も行ってまいりました。また、働き

方改革では、統合型校務支援システムなどのＩ

ＣＴを活用した業務の効率化や、教員業務支援

員の配置の拡充など、教員の負担軽減に取り組

んでまいりました。あわせて、教育への情熱に

あふれる本県の若手教員の声を募集案内やユー

チューブのとさまなチャンネルで紹介するなど、

教員の魅力発信にも取り組んでおります。こう

した取組の結果、令和５年度実施の採用選考審

査では、おおむね採用予定人数を確保できる見

込みとなっております。 

 来年度につきましては、さらに採用審査を見

直し、年齢制限の緩和や大学推薦枠を拡大する

とともに、新たに合格後に免許取得猶予期間を

設ける社会人採用枠を設定することとしており

ます。また、教員業務支援員の配置を一層拡充

するなど、これまでの取組をさらに強化してま

いります。 

 加えまして、特に若手教員の負担軽減を図る

観点から、新たに心理職の相談員や小学校での

サポート教員の配置を行うなど、支援体制を強

化してまいります。こうした取組を通じまして、

教員の人材確保をしっかりと図ってまいりたい

と考えております。 

 次に、教員を目指す学生に対する奨学金返済

の支援についてお尋ねがございました。 

 教員を目指す学生を増やす手だてとして、奨

学金の返済を支援することは一定の効果が見込

まれるものと考えます。他方、かつて旧日本育

英会の奨学金について、教育職に対する返還免

除制度がありましたが、教員を優遇することに

対する公平性の問題や、教員採用倍率が高くなっ

てきたことなどから、平成10年度をもって廃止

された経緯がございます。そうした中、現在志

望者が減少する教員の確保に向けた対応策の一

つとして、国において奨学金の返済支援策の検

討が行われていると承知しております。 

 教員不足は、今や全国的な課題であることか

ら、この解決は我が国の教育水準の維持・向上

に不可欠であると捉えており、奨学金の返済支

援も含め、国において適切に対応していただく

ことが必要だと考えます。このため本県としま

しては、まず国の動きをしっかりと注視すると

ともに、国に対してもこういったことを提言、

要望していきたいと考えております。その上で、

先ほど答弁いたしましたように、採用審査制度

の見直しや働き方改革など、教員の人材確保に

向けて、本県としてできる取組を着実に推進し

ていきたいと考えております。 

 次に、ＤＸハイスクールの今後の進め方につ

いてお尋ねがございました。 

 議員の御指摘のように、ＤＸハイスクールは

デジタル等の成長分野を支える人材育成を目的

に、全国の高校1,000校程度を対象として、高度

なデジタル機器を活用した学習活動の実施を支

援する国の事業であります。ＤＸハイスクール
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に指定された学校では、例えば情報や数学など

を重視したカリキュラムを実施し、データサイ

エンスやＡＩなどの先端技術に触れさせ、科学

的思考力や創造性等を身につける取組を行うこ

とになります。 

 本県の県立高校では、全体の約３分の１に当

たる10校の指定を申請しており、本年４月に選

考結果が示される予定となっております。申請

した学校には、ハイスペックパソコンを活用し

て高度な画像処理やデータ処理について探究的

に学習を行う計画を持つものや、ドローンを使っ

た空間測量の技能習得を目指すところなどがあ

ります。各校においては、それぞれの特色を生

かしながら、デジタル分野や理数系分野で活躍

できる生徒の育成に取り組む計画を作成してい

るところであります。 

 令和６年度には、こうした各学校のいわゆる

デジタル教育の取組を推進するために、高等学

校課に学校支援・教育ＤＸ推進室を新設するこ

ととしております。その上で、推進室の指導主

事等が指定校を計画的に訪問し、指導・助言を

行うことにより、デジタル人材の育成に向けた

各校の取組を支援してまいります。 

 次に、専門高校での最新設備の導入や老朽化

した機器の更新などの課題への対応についてお

尋ねがございました。 

 専門高校においては、時代の変化に応じた実

践的な教育活動を通して、地域や社会の持続的

な発展を担う職業人を育成することを目的とし

ております。そうした実践的な教育を行うに当

たっては、時代の潮流に合った先端の設備や機

器を整備することが不可欠であります。 

 現在、県教育委員会では、各校からの要望を

基に設備や機器に関する整備計画を作成し、毎

年約2,000万円程度の予算を計上し、老朽化した

機器の更新等に対応しているところであります。 

 また、国におきましてもＤＸ等に対応した地

域の産業界を牽引する職業人材の育成を目的と

して、デジタル社会に対応した、いわゆるスマー

ト専門高校の実現のための環境整備事業を実施

しております。そして、本県におきましてもこ

の事業を活用して、例えばデジタル制御や高精

度の加工技術を学ぶために、高知東工業高校に

レーザー加工機等を導入するなど、９校の専門

高校等に総額約６億円の機器を整備しておりま

す。 

 議員御指摘のように、デジタル化の進展によっ

て産業界の現場で使われる機器も日々進化する

中、限られた予算で最新の機器を整備していく

ことには困難もございます。そのため、各産業

界においてどのような機器が今後必要となるの

か、県内外の各産業機関の状況を調査するとと

もに、学校間連携による設備、施設の共同利用

の可能性なども探り、整備計画の見直しを行っ

てまいります。あわせまして、次年度から実施

される国のＤＸハイスクール事業等も最大限に

活用し、各校の教育環境の整備に努めてまいり

ます。 

 次に、最新の設備を使いこなせる人材の確保

を今後どのように進めていくのかとのお尋ねが

ございました。 

 県立高校におきましては、いわゆるデジタル

教育の中核となります教科、情報を担当する教

員や、高機能ＩＣＴ機器を活用した高度なデジ

タル技術の指導ができる人材の確保等が課題と

なっております。 

 このため、令和４年度には高知工科大学と協

定を締結し、高知追手前高校を中心に、情報教

育プログラムの構築とその普及に取り組んでお

ります。また、農業高校におきましては、先端

農業に触れるために高知大学ＩｏＰ共創セン

ターと連携しており、このように大学の専門機

関との連携は進んできております。また、高機

能ＩＣＴ機器等を十分に使いこなす専門的な知
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識、技能を持った教職員の育成のための研修も

実施しているところであります。がしかし、ま

だ十分な状況には至っておりません。 

 こうした中で、本年度開催しました大学や民

間企業の方々を委員とする県立高等学校情報教

育推進協議会におきましては、県立高校の情報

教育を進めていくに当たり、ＩＣＴの専門的な

知識、技能を持つ人材は県内外の企業にもたく

さんおり、そうした外部人材をもっと積極的に

活用することが必要といった御意見もいただい

ております。 

 今後は、こうした御意見も踏まえ、新たにＩ

ＣＴ関連の企業等にも御協力をいただき、専門

的な知識のある方に高校の授業に参加していた

だく機会も増やしていきたいと考えております。

あわせまして、企業や大学等に一定期間研修留

学させることなどにより、高機能ＩＣＴ機器等

を活用できる人材の育成にも努めてまいります。 

 次に、学びの多様化学校の設置に向けた検討

状況と今後の展望についてお尋ねがございまし

た。 

 県教育委員会では、現在不登校児童生徒の多

様な教育機会の確保のために、外部の有識者で

構成される協議会を立ち上げ、その中で本県で

の学びの多様化学校の在り方についても検討し

ているところであります。 

 具体的には、まず令和４年度から５年度にか

けて事務局の職員が県外の複数の学びの多様化

学校等の視察を行い、有識者会議においてそれ

ぞれの施設の様子や教育課程などについて報告

し、協議をいただいております。その中で委員

からは、社会的自立を目指した柔軟な教育課程

の編成が必要、あるいは高知の自然環境も活用

した体験活動を多く取り入れるべきであるとか、

また一人一人の心理的・発達的状況に応じた幅

広いアプローチによる個別支援の実施など学び

の多様化学校の特色の明確化が必要、そして学

びの多様化学校の多様な学びや個別支援のノウ

ハウを他の教育機関にフィードバックする仕組

みをつくることも重要といった御意見をいただ

いております。 

 今後も委員による現地視察などを重ね、協議

を深め、来年度には本県の学びの多様化学校の

在り方について一定の方向性を取りまとめるこ

ととしております。その上で、市町村教育委員

会とも情報共有や協議を行い、本県の実態に合っ

た学びの多様化学校の設置に向け具体的な検討

を行ってまいります。 

 最後に、フリースクールに対する認識と、フ

リースクールに係る助成制度についてお尋ねが

ございました。 

 フリースクールは、不登校の状況にあっても、

子供たちが学びたいと思ったときに学ぶことが

できる場所の一つであり、社会的自立のための

支援の場として、年々その重要性が高まってい

ると認識しております。 

 現在、本県におきましては、多様な教育機会

の確保等について検討するための有識者会議を

設置しており、同会議の委員としてフリースクー

ルの代表の方にも参画いただいております。そ

の中で委員からは、フリースクールの学習内容

や活動形態、また通所する子供たちの活動の様

子、その効果について具体的にお話をいただい

ております。 

 例えば、フリースクールに通う子供たちが、

季節に合わせた行事を自分たちで企画したり、

興味、関心があることを友達と一緒に追求した

りすることで、徐々に主体性、社会性が身につ

いていった事例などについて報告もいただきま

した。あわせて、フリースクールは民間の方々

の自立性の下で設置、運営されるため、授業料

や通所費用など経済的負担がかかることや、通

所しやすくなるための子供や保護者への支援の

必要性についても御意見をいただいております。 
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 他県では、フリースクールに通う子供たちや

保護者への助成を行っている自治体もあると承

知しておりますので、まずは他県の事例などに

ついても情報収集を行ってまいります。その上

で、その内容も含めて有識者会議の中で御意見

をいただきながら、フリースクールとの連携・

協力の在り方を研究していきたいと考えており

ます。 

   （会計管理者池上香君登壇） 

○会計管理者（池上香君） 収入証紙の見直しと

手数料等の納付方法のデジタル化についてお尋

ねがございました。 

 収入証紙につきましては、職員が現金を取り

扱うことなく、申請時に手数料等の収納が完了

する安全で確実な方法として、現在収入証紙条

例等に基づき、800を超える手続で手数料等の収

納に活用しています。一方で、議員からお話が

ありましたとおり、利用する県民の方から見る

と、収入証紙を購入できる場所や時間が限られ

るなど、利便性の面で課題があるほか、高騰す

る印刷経費や事務処理の負担など、行政コスト

の面でも課題を抱えています。 

 こうした中、行政サービスのデジタル化の取

組として、令和４年１月から電子申請システム

を活用し、手数料等のクレジットカード決済が

できる電子収納の仕組みを導入しています。さ

らに、今年度からは、会計事務のデジタル化を

推進するため、基幹システムである財務会計シ

ステムの再構築に向けて基本設計業務に着手す

るとともに、電子収納のさらなる拡充や収入証

紙の在り方についての検討を進めてきました。 

 このうち、収入証紙の在り方については、利

用者へのアンケートと、収入証紙を販売してい

ただいている売りさばき人に対する聞き取り調

査等を実施し、御意見をお伺いしました。利用

者アンケートでは、収入証紙による納付は不便・

どちらかといえば不便が80.9％、収入証紙の廃

止に賛成・どちらかといえば賛成が78.0％との

回答を得ました。また、売りさばき人への調査

では、廃止に賛成・どちらかといえば賛成が45.9

％で、反対・どちらかといえば反対の18.9％を

上回る結果となった一方で、販売に係る手数料

収入の減少を懸念する声もいただいています。 

 今後は、こうした調査結果を基に、引き続き

売りさばき人などから御意見をお聞きするとと

もに、先行する他県の状況も参考にしながら、

収入証紙による手数料等の納付については、廃

止を含め、見直しを行っていきたいと考えてい

ます。あわせて、令和９年度の運用開始を目指

している新たな財務会計システムにおいて、電

子マネー決済やＱＲコードつき納入通知書など

を導入することにより、手数料の納付方法のデ

ジタル化を進め、県民サービスの向上と行政事

務の効率化を図ってまいります。 

○26番（西森雅和君） それぞれ御答弁をいただ

きましてありがとうございました。 

 ２問目を行いたいと思いますけれども、まず

不登校対策について、学びの多様化学校のいろ

んな今の検討状況もお伺いをいたしたわけであ

りますけれども、取組が、はっきり言って遅過

ぎるというふうに思います。スケジュール感は

今日示されなかったわけでありますけれども、

事前に担当に聞きましたところ、令和９年の開

校を目指していきたいみたいなことを言っておっ

たわけですけれども、あまりにも遅過ぎる。不

登校特例校について、国が各県１校設置する方

針を打ち出したのが令和４年のことであります。

私もその年に質問をいたしました。令和９年と

いうことになると、あと３年から４年もかかる

ということになります。子供の１年は大人の１

年とは違います。３年過ぎると、もう中学生は

卒業するということになるわけであります。 

 あそこに視察に行った、こっちに視察に行っ

た。各地に視察に行くのはいいけれども、進ま
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なければ意味がありません。不登校対策は待っ

たなしであります。切実な家庭は、一刻も早い

救いを求めております。学びの多様化学校の設

置に向けて、１問目でも申し上げましたけれど

も、知事は検討を深めるというふうに言ってお

りました。教育委員会の取組があまりにも遅過

ぎます。不登校の問題は、私学でもあり得る問

題であります。 

 そこで、知事に、不登校特例校、学びの多様

化学校をもう教育委員会に任せるのではなしに、

知事部局で設置してはどうかと伺いますけれど

も、お聞きをいたします。 

 フリースクールの支援などについても、有識

者会議での検討とかと言っておりますけれども、

これに関してもこのままだといつになるか分か

らない。いつまでに結論を出すのか、教育長に

お聞きしたいと思います。 

 そして、このフリースクールの支援に関して

も知事部局で進めてはどうかというふうに思い

ますが、知事にお伺いをいたしまして、第２問

といたします。 

○知事（濵田省司君） 西森雅和議員の第２問に

お答えをいたします。 

 まず、不登校のいわゆる特例校の設置に関し

てでございます。 

 この不登校の特例校の問題に関しましては、

具体的なターゲットは、私の理解といたしまし

ては、まずは中学校ということになるのだとい

うふうに思います。そうした場合に、この特例

校の設置の主体を整理しないといけないであろ

うということだと思います。 

 私といたしましては、教育委員会からの検討

の進捗状況もお聞きしておりますけれども、高

知市とよくお話合いをした上で、中学校という

ことでありますから、高知市において設置をし

ていただく。そして、県としてそれをどう支援

していくか、あるいは役割分担をしていくか。

高知市地域以外の地域の県内の中学生の対応も

ございますので、そういった形の方向性が妥当

ではないかという印象を持っているところでご

ざいますが、この点は何しろ、高知市との協議

も必要な部分でございます。 

 この点、教育委員会のほうで今まで市の教育

委員会と協議検討してまいっていただいておる

というふうに承知しておりますので、引き続き

その流れの中で教育委員会のほうで検討を深め、

検討を加速いただいて、できるだけ速やかに設

置へ向かって進めていただきたいというふうに

思っているところでございます。 

 また、フリースクールに関してでございます

けれども、これも学校教育との整合性というと

ころが最も必要な部分ということだと思います

ので、引き続き教育委員会のほうで検討組織の

皆様との議論を深めていただくということが適

当と考えておりますけれども、この助成制度の

在り方に関して言いますと、このフリースクー

ルの意義が社会的にも向上しているということ

を考えますと、また家庭の経済状況の問題もあ

るといった状況も、ただいま御指摘ございまし

たんで、この教育委員会で設置されております

有識者会議におきまして、フリースクールとの

連携・協力の在り方について検討されていく、

その中で費用負担の問題も俎上にのせて議論を

していただくということが適切ではないかとい

うふうに考えておるところであります。 

○教育長（長岡幹泰君） すみません。不登校の

ことにつきましては、県教育委員会としても、

やはり特に高知県においてはこの発生も非常に

多いわけですので、喫緊の課題として捉えてお

ります。 

 多様化学校にしてもフリースクールへの支援

にしても、実際これ現在の有識者会議の中で話

をしております。その中で、令和６年度には一

定の方向を示していきたい。それと併せて、高



 令和６年３月１日 

－150－ 

 

知市を含め、市町村教育委員会とも話をしてい

きたい。その上で、特に多様化学校につきまし

ては文科省の承認もいただかないといけないと

ころですので、文科省との関係性もある、そう

いったことを順次我々としても急いで進めてい

きたいと思います。 

 議員に９年度というお話が行っているかも分

かりませんけれども、９年度に限ることではな

く、できるだけ教育委員会として早くこういっ

たことは進めていきたいと考えておりますので、

また教育委員会として、そこは、全力でやって

いきたいと思っております。 

○26番（西森雅和君） しっかりとスピード感を

やっぱり持って取組をしていかなければいけな

いと思いますよ、教育長。令和６年度を終えて

市町村へのまた話もしていくということですけ

れども、しっかりとスピード感を持って取組を

していただきたいと思います。 

 知事には、やっぱりこれはもうちょっと遅い

から、高知県と高知市長のトップ会談でこれも

話もぜひしていただきたいということを要請い

たしまして、一切の質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（今城誠司君） 暫時休憩いたします。 

   午後２時58分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後３時20分再開 

○議長（弘田兼一君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた

します。 

 27番䬢口秀洋議員。 

   （27番䬢口秀洋君登壇） 

○27番（噮口秀洋君） まず、少々早口になりま

すが、御容赦をお願いします。 

 昨年の高知市長選を前にして、当時の高知市

長がまさかの行動を取ったことに対し、知事は

率直に、あいくちを突きつけられたようだった

と言いました。これは物すごく分かりやすい適

切な表現でした。あいくちは、敵をやっつける

ナイフとも解釈されます。やるかやられるかの

選挙戦を考えれば、本質を突いた極めて正確な

表現でした。政治家は県民に対して要点を分か

りやすく正確に表現すべきであります。言葉は

受け入れる人により解釈が違ってきますが、こ

れからも思いを率直に発言する、県民に分かり

やすい知事であってほしいと、あいくち発言を

まずは支持します。 

 ということで、以下の質問には公務員用語で

なく、信頼できる政治家らしく率直な答弁をお

願いしたい。何せ高知県政は県民を大事にして

正直な政治を行う知事が続いていますから。 

 私は、溝淵、中内、橋本、尾﨑の歴代４知事

に県民に夢を持たせてほしいと言ってきた。濵

田知事にも昨年の９月議会で要望した。それは、

つまり知事が不退転の覚悟で取り組むと決意す

る人口減対策の根幹にも関わる政策づくりであ

ります。政治における夢とは、もちろん将来に

実現できる高知県を方向づける大きな政策であ

ります。つまり、政治とは何が可能かでありま

す。これまでその政策が数多く頓挫したからこ

そ、本県に大企業が定着せず、製造品出荷額の

驚くべき後進性となったのでした。 

 ９月議会でも指摘しましたが、愛媛県４兆7,000

億円、香川県２兆8,000億円、徳島県２兆600億

円、本県はたったの6,000億円、繰り返しになり

ますが、農業産出額でも負けに負け、全国32番

目の下っ端となりました。知事も県も、もちろ

ん県議会も県民も努力したとも思うが、この結

果である。四国の南端という不利な地理的条件

があったにせよ、本県の経済成長と県民所得の

向上にとって、戦後の政策が正しかったとは言
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えないと思います。その意味では、総合企画部

の新設は歓迎するのですが、果たしてお役人が

10年、いや20年、30年先の高知県をどのように

デザインするか心配でなりません。 

 夢物語だったといえばそれまでですが、宿毛

湾のＣＴＳ、幡多地域の4,000メートル滑走路、

ひろめ屋敷跡地の全日空ホテルや日航ホテル、

ホテルオークラ、土佐清水市へのプリンスホテ

ルなど、今言われる上級観光立県政策など、そ

して国が高く評価した国民休暇県構想、私は反

対だったが窪川原発など。そのほとんどが計画

倒れする中で、三菱電機ＩＣ工場の誘致、カシ

オ計算機のＴＦＴ液晶工場の企業誘致などホー

ムランでした。 

 残念ながら、誘致の金メダルとなった香南市

への三菱電機も、結局半導体技術の国際間競争、

つまりアメリカの対日圧力に敗れ、撤退に至り

ました。それでも県は努力してきた。地理的不

利、労働人口の水準、クラスターの核となる企

業の不在、100回を超す県議会での質問、答弁。

知事や県の努力は認めますが、私は陸軍参謀本

部のように実体を伴わない作文が大半だったと

思います。だから、小粒企業誘致ばかりに終わっ

て、優秀な大卒定着など、県発展の原動力にな

る高度採用が極端に少ない結果になっています。 

 これらが主たる原因となり、少子化や低い県

民所得、女性の県外就職への流出、さらに高所

得イコール高学歴イコール高所得のサイクルに

乗れず、心豊かに暮らす貧乏県になったのでし

た。歴代知事は誰もが県経済の活性化と若者の

定着などに企業誘致を挙げます。日本全国と言

おうか、世界の常識となっております。 

 これらの上に立った知事の人口定着への熱い

姿勢は理解しますが、知事が総合企画部と共に

県民が夢を持てる具体的な政策を打ち出せるの

か、その決意を知事にお聞きしたい。 

 話は突然小さくなりますが、その一方で誘致

に乗らない自治体もありました。企業誘致はデ

リケートな部分があり、事実と公表に差異が出

ますが、私の関わったケースは、安芸市へのニッ

ポン高度紙工業と、今は大きな地場産業となっ

た土佐電子です。この本県を代表する世界的な

企業が安芸市に進出してもいいという意向を見

せたが、安芸市が乗らないという信じられない

態度に出ました。そして、ニッポン高度紙工業

が超遠方の鳥取まで進出して、大規模採用した

ことを知って落胆しました。県は、なぜ水の豊

富な香南市などに引き止めなかったのかと、県

議会の反対意見を押し切って建設したが利用さ

れていない香南用水があったではないかと。県

庁内で情報共有ができていなかったか、本県を

代表する超優良企業を大事にする気持ちがな

かったということになります。 

 つまり、高額給与の一流企業に執着がないの

に、何が人口減ストップ、若者の働く場づくり

なのでしょうか。これほどの規模の一流企業を

県外から誘致しようとすれば、とてつもない努

力と補助金を要します。県は、多分地震対策で

鳥取へ行ったと繕いますが、それだったら、強

固な地盤と高台に予定された安芸市に進出の話

など持ちかけません。鳥取県も巨大地震のリス

クがあるのです。 

 一例として、企業誘致事例を述べたが、これ

まで県の政策の数多くが頓挫してきたのは、目

標を達成できなかったときに言い訳をする、ま

たは体裁を整えるといった県の作文体質にある

のではないか、この体質をいかに改善するのか、

副知事に聞く。 

 次、空港の出発・到着ロビーは日本どことも

ほぼ同じパターンです。橋本知事時代に空港の

拡張計画があった。私は知事に政策提案して、

森林に到着したような出発・到着ロビーにしよ

うとの合意がされたが、県財政の厳しさもあっ

て予算が確保できないと諦めたことがありまし



 令和６年３月１日 

－152－ 

 

た。しかし、今回の増築は、今後増加する海外

からの観光客が驚く設計ができないかと思いま

す。前回の拡張時は、以下のような粗い設計を

目指していました。 

 例えば、アメリカのフロリダ・ディズニーワー

ルドに世界最古の３階建て木造ホテルをまねた

ホテルがある。見た目はそっくりですが、フロ

ントに並ぶ直径２メートルのセコイア杉は、近

づいてみればコンクリの擬木であります。予算

がなければ擬木でもよく、余裕があれば樹齢100

年の魚梁瀬杉かＣＬＴ造りでもいい。 

 新設する施設については、大胆に、大胆にで

す、高知らしさが伝わるように工夫をしていた

だきたいが、知事の考えをお聞きします。 

 次です。知事が不退転の決意でいる人口減対

策の半分は過疎問題にあります。若者のほとん

どが職を求めて故郷を離れる過疎問題は、全国

共通の重要課題であります。知事が強調する若

い女性の定着も、人口減ストップもこの課題に

結びつきます。 

 約40年前、私は県庁担当の記者として、島根

県での全国過疎大会に県庁職員と共に出張しま

した。高度成長とともに田舎が切り捨てられる

事態を何とかしなければならないと、会場が熱

気にあふれた模様を記事にしました。それから

40年、全国で巨額の予算の支出と、市町村が血

を吐くような努力をして、結果は残念ながら何

ともならないほど過疎が進みました。日本の田

舎経済の中核から林業が廃れ、木炭エネルギー

が消えるなど、経済構造が激変したことからす

れば当然の結果です。加えて、地理的ハンディ

キャップもあったというものの、本県が過去の

財産に甘えて産業構造の転換もせず、大胆なチャ

レンジをしてこなかったことも、全国ワースト

４位の過疎化を生んだ大きな原因だと思います。 

 このような巨大な社会構造の転換に逆行して、

過疎集落を守ることは夢物語なのです。ごく一

部の特異な集落と、住民のまれな才能が結実し

た集落は維持されますが、天文学的な予算を投

入したものの、全国で約半数の市町村が過疎化

したと言われます。限界に近い過疎集落は本県

だけでも324か所あります。 

 さて、私の選挙区には安芸川、伊尾木川の２

大河川の上流約20キロに２つの集落があります。

決められた予算を２等分してのろのろ過疎対策

をしていたら、両集落とも早々と限界集落化す

ると判断して、私は強引に一方に集中投資しま

した。県道拡幅や中山間事業での傾斜配分で、

50億円以上の国、県、市の予算を投じて何とか

維持できました。かわいそうだが、見捨てられ

た一方の集落は急激に衰えた。しかし、利便性

の向上で維持できた選抜集落は何とかもった。

しかし、それでも30年近くたった今、住民の頑

張りにかかわらず、自然進行の全員高齢化で、

今まさに限界集落を超して危機的集落化が始ま

る瀬戸際にあるのです。 

 これらの体験を踏まえて、私は12年前の県議

会で尾﨑知事に、全ての過疎集落を維持するに

は無理がある、集落のトリアージをすべきでは

ないかと訴えて選別を指摘した。もし知事がそ

う思っていても、一方だけに集中投資するとは

言えない。答弁の趣旨は、全ての過疎地を守る

でした。しかし、過疎対策はきれいごとではで

きません。全ての過疎集落を守れるわけはあり

ません。 

 もう少し本音で言えば、過疎対策で生き延び

るのはエリート地域だけではないでしょうか。

ましてや、たった10億円の追加で人口減を止め、

就職先をつくり、若い女性を増やすことなどで

きるわけもありません。10億円追加で過疎問題

が解決できるなら、日本中の過疎問題は解決し

ています。心優しい知事にこんな生々しい要望

はしたくないのですが、ここまで追い詰められ

た過疎集落地区を長らえるためにも、本県の人
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口減少を食い止めるためにも、大胆な政策が必

要です。 

 私が新聞記者と県会議員の40年間で見た過疎

問題の結論は、緩やかな死を迎えることができ

ても、いずれ死ぬでした。緩やかな死にも意味

がありますが、それだけでも巨額の予算が投入

されるので、予算配分の合理性からすれば、全

ての集落に緩やかな死を迎えさせるのも無理な

ことです。 

 当時、究極の政策と言われた集落移転も２件

見てきました。この大胆な政策は当時過疎対策

の切り札と言われました。山奥の果てに近い集

落に道路や橋を延長するだけで大きな予算が何

十年にもわたって必要なため、一気に市町村営

の新住宅に集落ごと引っ越す手法です。当時の

移住者たちは、ふるさとが恋しいと心情的に町

での生活に不満の声が多かった。今、それらの

移転集落は若い世代に引き継がれ、かつてのよ

うに山のふるさとが恋しい声はありません。 

 ここらの心境と若い女性の都会への離高や嫁

不足は、25年も前に私が共著で執筆した高知新

聞社発行の「心の過疎」に書かれています。集

団移転からおよそ40年、細々と改良してきた県

道や中山間事業も完成され、山奥の多くの過疎

地も以前よりはずっと便利になりました。だか

らこそ、最近は多くの過疎集落の住民は市街地

周辺に住み、山奥に仕事に行くパターンが多く

なっております。言ってみれば、逆に市街地が

ベッドタウン化しているのです。その点だけ捉

えれば、巨額の道路整備は住・職の転換に役立っ

たと言えます。 

 生まれ故郷が恋しいのは人間の本能です。し

かし、このように集団移転しても、世代が替わ

るとふるさとも変わるのです。大胆な発想と批

判されると思いますが、道路が相当に整備され

た今、令和の集団移転という発想も必要になっ

てくるのではないでしょうか。生活の利便性、

就職の選択肢の増加、子供の教育など総合的に

移転のメリットを検証して、新形態の集団移転

として検討する価値はあるのではないでしょう

か。私の提案は発想だから、そのまままねるの

ではなく、発想を広げて新たな政策を打ち出せ

ということです。 

 知事は本当に34市町村から、これだという人

口過疎対策が提言されると思っているのでしょ

うか。私は無理と思います。小粒でも意味があ

りますが、当面のお年寄りたちの利便性を高め

たり、子育ての予算の増加、一部の農林業への

小粒な補助金で終わる、つまりまた政策という

より現金支給の金太郎兄弟の提案になると心配

します。 

 知事の提案した人口減ストップと若い女性の

定着も、政策とすればまさに王道です。ただ、

過去にどこの県もがチャレンジしたが、実現で

きなかった。それが、またぞろ、評論家が手を

替え品を替えてポイントした途端、日本国中が

若い女性の定着を連呼し出した。若い女性は何

を求めるのでしょうか。優良な就職口、華やか

な都市部、生活の利便性、結婚相手と機会の多

い都市部などです。これも県議会で100回以上も

質問、答弁されたことですが、とどのつまりは

就職口です。当面の危機を乗り越える小手先細

工も重要ですが、多くの県民は――男女を問わ

ない若い世代ですが、知事がはっきりと、私の

任期中に上場企業を二、三社誘致します、雇用は

1,000人を目指しますなどと具体的に言明するこ

とを切望しているのです。 

 私は20年も前から、海外進出企業の日本回帰

をチャンスにできないかと県議会で訴えました

が、さらに回帰が加速している今、困難だがチャ

ンスが訪れたことは知事も県も当然御承知のと

ころです。人口減少対策も若い女性の定着も難

しい理屈は要りません。この仕事の確保でほと

んど解決します。 
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 また、無理、不可能と笑われますが、過疎地

に住む住民の地方税や国民健康保険税を減免、

免除するとか、思い切った優遇策までしなけれ

ば人口定着は不可能です。また、過疎地の生産

品や農林品を無税にすれば、大きな会社や企業

が進出するかも分かりません。新たな予算投入

を抑えて、過疎地の雇用問題も上向きます。 

 これらの政策、つまり１、過疎地のトリアー

ジ、２、令和の集団移転、３、過疎地のタック

スフリーは、よほど決断力のある市町村長の存

在と、県、国の理解と、一部では法律改正が必

要になります。だから、お役人の世界では、あ

ほな提案となるのです。 

 企業誘致について、誘致目標件数や期限を設

定することについて知事の考えを聞く。 

 また、私のこのような３つの政策提案につい

て知事はどう思うのか、お聞きしたい。 

 今回の知事の予算案には反対しませんが、や

る気のある市町村に一気に十、二十億円程度を

補助して、計画書どおりにできなかったら返還

項目をつける巨大スイーツとむちの政策こそ、

市町村のアドレナリンを高めると思います。そ

れでもやるという市町村は本気です。 

 こういう厳しさも市町村に与えるべきです。

こういう考え方を知事はどう思うのか。 

 私がこんな渾身の提案をしても、何十年も繰

り返されるお役所の作文で終わってしまうと諦

めながらの質問でした。 

 次、高知県の新エネルギービジョンは2025年

までとなっており、その中で本県の強みとして、

全国１位の森林率、全国10位の日照時間、全国

２位の降水量を誇っております。上位３点の森

林、日照、水についても全国的に有利な条件を

エネルギー化できていません。 

 それでは、木質バイオマス発電などに利用さ

れた木質バイオマスの利用量は全国何位でしょ

うか。ビジョンにおける木質バイオマス発電な

どの促進にどのように取り組んできたのか、林

業振興・環境部長にお聞きします。 

 また、次期改定版はどのような時代を先取り

した新エネルギービジョンを目指すのか、林業

振興・環境部長にお聞きします。 

 一方で、ソーラー発電の遅れ、本県の有利性

をどうしても生かせれなかった。20年前から県

議会で取組を私は求めてきたが、合計10回近い

県議会質問で、やっと県が安芸市などと共同で、

私の計画の10分の１で設置した。そのときはも

う手後れで、国の買取価格が落ちていたが、そ

れでもこれまで20億円の売電があり、出資割合

から県には１億2,500万円余りの配当がありまし

た。 

 私の提案した規模だったら100億円の売電収入

となり、県民が潤うはずだった。なぜ県が必死

になってしなかったのか。10年以上前の質問で、

赤字のくろしお鉄道の高架にメガソーラー設置

を提案した。赤字の半分近い収入が見込めたが、

これも実行されなかった。 

 生活が厳しい県民を何とか助けたいという燃

えるエネルギーでエネルギー政策に取り組んで

いただきたいが、副知事の考えを聞く。 

 以前、取組の遅れを指摘したら、県は「四国

では先行している」でした。分母を少子化して

有利な数字を出すやり方は国も時々使いますが、

遅れた分野を認めなかった上、結局四国で最下

位のメガソーラー設置面積となりました。思い

出せば安芸市のメガソーラーの開所式のとき、

県幹部がこう言いました「設置がちょっと遅過

ぎた｣｡私は「あれだけ10年前から言っているの

に県は乗ってこなかった、もっと時代の先を見

んといかん｣｡メガソーラーでは完全な乗り遅れ

となりましたが、ペロブスカイト太陽光発電が

普及する近未来のエネルギービジョンも考えて

おくべきです。 

 洋上風力発電にしても、新エネルギービジョ
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ンには、他地域の状況などの情報収集を進めま

すとうたっているが、ビジョンを書いた翌年に

は早くも高知県は不向きと国から除外視されて

いる。本気で書いているのか、林業振興・環境

部長にお聞きしたい。 

 最後に、土佐沖のメタンハイドレートをどの

ように生かすか。ライバル地域の勢いが落ちて

いる今が、せり上がるチャンスではないか。国

は平成13年度から国家プロジェクトとして1,500

億円を投じたが、採掘実験は遅れに遅れ不可能

と言われる。 

 しかし、不可能でもエネルギー安保の観点か

ら政治的に必要性が求められる困難な道です。

困難なときこそ、10年、20年先を見据えて継続

努力してこそチャンスは来るものです。継続は

力なり、諦めは早いほどよい、どちらの政策が

本県の利益になるか、知事のお考えをお聞きし

たい。 

 次です。読売新聞だけに掲載されたので、御

存じない県民がほとんどだと思いますが、私の

体験を質問します。昨年の知事選のとき、私の

選挙区の芸西村のＪＡ集荷所で知事と選挙運動

をしているときでした。私は知人がいるので会

話しているうち、知事から相当離れた距離にい

ました。濵田をお願いしますと頭を下げたとこ

ろ、突然驚くほどの大声で、おんしゃが何でお

るがなと恫喝されました。あまり大声なので顔

を上げると、芸西村の元村会議長でした。その

場から離れようと肩を翻したところ、思いっ切

り肩甲骨辺りを殴られ、体がふらつきました。

政治の世界でのばり雑言はよくあることですが、

暴力は初めてでした。 

 新聞記者のときは取材で暴力団と何度も渡り

合いましたが、暴力団に暴行されたことがない

のに、元とはいえ民主主義の代弁者に暴行を受

けてまず思ったのが、暴力団よりひどいでした。

私も、それは暴力じゃないですかと反論したと

ころで、私の応援演説が始まったため、急いで

その場を離れました。これはれっきとした自由

選挙の妨害です。普通の県民なら許しているの

ですが、元議長だけに、地域の民主主義に危機

を感じて、許せないとなったのでした。 

 私の調べた限りでは、この10年間全国でもこ

んな単純なレベルの低い選挙妨害はありません

でした。保守地域の中で安芸警察署は大変な苦

労をして、この２月１日、この元議長を高知地

検に自由選挙の妨害容疑で書類送検しました。

安芸警察署と警察本部の警察官が社会正義を

守ってくれたことに大変な感謝をしています。

戦前の警察と違って、民主主義をよく理解して

いると頼もしく思いました。 

 ただ、警察が公表、つまりマスコミ公表しな

かったことが残念です。警察は書類送検は原則

公表しないというが、この５年間を調べると５

件の書類送検が高知県警によって公表されてい

ます。公表するほどの価値がないのなら分かり

ますが、私の新聞記者20年の感覚なら、そこら

のおっさんのけんかではなく、暴力を使った選

挙妨害、つまり元議長たる者が知事選の選挙期

間中に後期高齢者寸前の現職県議、つまりお年

寄りの私に一方的に暴行して、選挙応援を妨害

した。そして、その暴行の裏づけ捜査に絶対的

な自信があるから書類送検した。だから、公表

は当然と思います。 

 私の周辺では、マスコミに公表しなかったこ

とが不思議だと、多くの県民が警察不信論を話

題にしています。その一つの証左に、１週間近

く遅れて事件性に気づいて報道した読売新聞が、

当日安芸市のコンビニ全店でほぼ売り切れ、何

人もが読売新聞だけ売り切れていたと話してい

ました。なぜ公表しなかったかと警察に聞くと、

関係者の権利、利益、公表することによって得

られる公益、公表が捜査に与える影響など総合

的に勘案してと答えました。 
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 まず、この事件は、１、被害者の私が暴力に

よる民主主義への挑戦は許せないので、公表し

てくれと言っていた。２、民主主義の代弁者の

元議長による暴行である。３、知事選の選挙中

の事件である。４、自由選挙の妨害の刑罰は、

懲役４年以下か罰金100万円以下と重罪である。

５、元首相が選挙応援中に射殺されるこの国で、

反民主主義の波が静かに起きているが、そのよ

うな前提もあって、公表は今後ささやかでも反

民主的な選挙への警鐘となる。６、公表されな

かったら、警察が加害者を守ったことになり、

多くの県民は警察のバランス感覚を疑う。７、

前線の刑事が大変な苦労をした結果の公表は、

前線の警察官の励みになるなどから、未公表は

警察にとってのマイナス要因が多いと思われる

のに、あえて公表しなかったのです。 

 ただ、私は警察が嫌いで質問しているのであ

りません。民主主義の崩壊は、このようなささ

いなことから始まるという危機感から、あえて

警察の民主主義に対する姿勢を問うため答弁を

求めているのです。世界の歴史を見ても、ささ

いなことから民主主義の崩壊が起きています。

自由に誰でも妨害されず、恫喝や暴力もなく、

自由に選挙ができる、このごく普通のことがど

れだけ大切なことか分かっていない、幸せな世

代が警察幹部に増えていることに危機感を感じ

ます。 

 次、警察関連でもう一つ、このところ本県で

は随分と外国人研修生が目立つようになりまし

た。日本では働く基準が比較的厳しいためか、

誰もが勤勉で礼儀もわきまえているように思え

ます。実際のところ、体力を使う激しい労働は

彼らや彼女らの力を借りなければ困難になって

います。私の選挙区でも、午前３時頃から起き

て仕事をしてくれるのは外国人しかいないと大

変感謝されています。 

 このように感謝すべき面はありますが、一方

で陰の側面も目立つようになりました。その多

くは失踪事件ですが、あまり表に出てこない外

国人による窃盗や暴力事件が時々地域で問題に

なることです。本県での外国人による犯罪は、

ここ５年で119件しかなく、粗暴犯罪は聞きませ

ん。ただ、日本人の犯罪率と比べると、外国人

は少なくありません。 

 先ほどの警察公表基準で表に出ないことや、

雇主同士の示談で数字になっていない事件も少

なくないように思います。場合によってはマス

メディアの取材不足かセンスの問題かも分かり

ません。外国人研修生を単なる労働力と思って

いる雇用主もいるようで、私から見れば厳しい

環境の中で働いている人たちもいて、気の毒に

思うところです。そのような環境から心がすさ

んでの犯罪行為かも分かりません。 

 今年になって県東部で外国人研修生の乱闘、

器物損壊、傷害事件が発生しました。パトカー

が出動して大騒ぎになりましたが、これも関係

者に配慮したのか公表されませんでした。四、

五人がナイフと棒を持っての乱闘でけが人が出

て、窓ガラスが割られる惨状でした。近くの村

民は、ナイフを振るっていたので怖かったと言

います。これが日本人の犯行なら警察が認知し

た場合、逮捕、公表だと思います。 

 また、数年前だが、外国人研修生の住居侵入

を警察が逮捕しなかったため、被害者の村民が

警察に抗議してやっと逮捕に至ったと言われて

おります。外国人の犯罪者に対して何かおかし

いとの声が聞かれます。その他、裏づけの取れ

ない話も少なくありません。繰り返しますが、

犯罪はほんの僅か、ごくごく一部の外国人研修

生とはいえ、新たな治安対策が必要と思われま

す。政府の方針と時代の流れで、これから日本

に100万人以上という外国人研修生が出稼ぎに

来ます。ヨーロッパなどのケースから、日本で

もきめ細かい治安対策が必要となるでしょう。 
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 そこで、まとめて警察本部長にお聞きします。 

 １、芸西村での自由選挙の妨害の書類送検は、

警察判断では公表する価値のない、ささいな事

件だったのか。２、公表しなかっただけでなく、

取材に行ったマスメディアにも隠したが、なぜ

そこまで表沙汰になるのを嫌がるのか。 

 ３、ナイフを持った外国人研修生の傷害、乱

闘事件も公表に値しない、ささいな事件か。４、

外国人研修生の急増に対して、署員の少ない地

方の警察署は対応に無理がある。言語を含めて

問題解決に向かってどのように対策するのか。 

 次です。南海トラフ巨大地震時に命の道とな

り、格段に期待がされる高規格道路、県内各地

に延伸しているが、何分完成が遅い。私が県議

になった30年前、安芸市役所前で東部道、高知－

安芸間事業化を祝った。芸西村と香南市の一部

は開通したものの、安芸市まではあと10年はか

かりそうです。複数の国会議員に聞けば、東部

道路は予算が順調についていると言います。 

 そういうこともあって、一見工事も進んでい

るように思いますが、東部の県民が一番知りた

いことは、まず安芸市までいつ頃完成するかで

あります。道路課に聞けば、国道なので分から

ないと、驚くほどの無関心さです。確かに、国

は100％完成のめどがつかないと発表しません。

土木部も含めて、県民が一番求めるこんな重要

な情報収集をなぜしないのかと言いたくなりま

す。 

 あくまで見通しですが、この10年間に高知－

安芸の開通を目指しているか、または何年後の

開通を目指しているか、土木部長にお聞きしま

す。 

 また、知事の胸のうちには、能登半島地震の

教訓と南海地震対策もあって、国に何年後まで

に完成させてほしい気持ちがあるのか、知事に

お聞きします。 

 また、小さな話ですが、朝の通勤時に芸西イ

ンターから下りて安芸市に向かう車が猛スピー

ドで狭い旧道を走ります。30キロ制限の村道を

時速五十、六十キロほどで走っております。何

らかの対策を講じなければ、いずれ重大事故の

発生が心配されます。 

 そこで、この村道における速度違反車両の取

締りや、スピードを出しにくくする道路造りな

どの対策を講じる必要があると考えるが、その

対策等について警察本部長にお聞きします。 

 最後に、地元の質問も二、三させていただき

たい。芸西村の国道沿いのハウス地帯はもとも

と低地に広がることから、大雨のときはよく冠

水します。この問題は橋本知事時代から県も対

応に追われ、排水ポンプ場の新設もされました。

それでも直近では昨年６月の豪雨で89アールが

被害に遭い、農家は泣いていました。ポンプ場

の改修計画も進んでいますが、早くてもあと５

年かかるため、明日の豪雨、今年の豪雨が心配

です。 

 そこで、私はその日のうちに安芸農業振興セ

ンターに、国土交通省は洪水対策に移動式の大

型ポンプで排水する、緊急対策として同様に大

型移動式ポンプを準備すべきだと要望しました。

安芸農業振興センターが努力して、中四国農政

局から小型ポンプを３台長期借用ができました。

県の即座の対応は評価しますが、何せ農家も使っ

ている小型です。残念ながら、ないよりはちょっ

とましの程度です。そこで、国道沿いのポンプ

場の排水能力を格段に上げるなど、今年の梅雨

時には間に合う工事を早急に実行していただき

たい。 

 一方で、この冬の異常な渇水は各地の農業に

深刻な影響を及ぼしています。安芸市でも芸西

村でも昨年から雨らしい雨が降らず、農地はか

らからです。この１週間の小雨は効果ありませ

ん。県内どこも似た状況ですが、安芸市赤野と

芸西村の渇水騒動は何十年も前から繰り返され、
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県も認めており、その結果、県営の多目的和食

ダムの建設につながったのです。 

 この渇水に対応できない一因は、もともと県

の工事変更などから県営ダムの完成が大幅に遅

れたことです。県には農業用水にも使える貯水

ダムの完成が遅れたという責任もあります。し

かし、今は和食ダムの貯水が農業用水として利

用できるには、私は信じ難いのですが、県はあ

と２年と言います。現状への対策として、県が

早急に農業用水池の湛水能力を増やすなどすべ

きです。県が、和食ダムが完成したら長年の渇

水問題は解決すると言ってきたからこそ、追加

の農業用水池を造らなかったし、私も県説明を

信用したからこそ、県議会質問や県政要望をや

めたことがありました。 

 平成26年、10年前の県議会で和食ダムは平成

28年度完成予定、令和５年の県議会では令和６

年完成予定と説明しています。県営の和食ダム

の完成と治水利用が当初計画から10年近くも遅

れたことが、芸西村のハウス冠水と、その逆の

渇水対策の遅れとなっている。芸西村では村の

配分でハウス優先として、米作のわせを犠牲に

する苦渋の決定をしました。ふるさと納税で人

気の高いお米を諦めたことで、およそ１億円の

損失と言われます。 

 まず、県は何十年も続く芸西村の農地冠水・

渇水対策にどのように対処するのか、農業振興

部長にお聞きします。 

 次に、和食ダムの度重なる完成目標の延期が

原因の冠水、農業用水不足にどのように対処す

るのか、早急なダムの完成と湛水への意気込み

を土木部長にお聞きします。 

 次です。南海トラフ地震への対策が本格化し

ていなかった11年前、本県での津波による死者

は３万6,000人と衝撃的な数字が示され、いかに

人命を守るかが大きな課題でした。そのときに

尾﨑前知事は、市町村が津波避難タワーを建設

するなら、県が大胆にも市町村分を実質ゼロと

する補助を行い、着手への道を開いたことです。

この制度は平成30年度に終了しましたが、前知

事の数多いクリーンヒットの一つと言えます。

こうして県内に合計124もの津波避難タワーが完

成し、県民は一安心と言えますが、多くの県民

のもっと造ってほしいとの声があります。 

 東北大震災の後、能登半島地震が起き、多く

の県民は改めて津波に恐怖感を高めています。

以前の私なら、仮に総務省の予算が終了した場

合、国土交通省へ行って国道を走るドライバー

の命を守る避難タワーを造ってくれと言ってい

たでしょう。 

 本来なら総務省の予算で全額補助をしてほし

いのですが、再度市町村負担が実質ゼロとなる

ような施策が必要と思いますが、知事にお聞き

したい。 

 次です。諸物価の高騰に農産物の価格が連動

しないことは、知事はじめ農業振興部など頭を

痛めています。同じくＪＡや農家からコストに

合う出荷価格の形成を求める声が上がっていま

す。この対策として、県、ＪＡ、農家も市場価

格の適正化、つまり園芸産品の買取価格のアッ

プを求めていることは周知のとおりです。私も

ハウス地帯の選出県議なので、当然ハウス農家

の所得向上を考えており、政策によって行われ

る高値取引を希望する一方で、市場経済に逆行

する夢の政策をどうすれば実現できるか、あま

りに困難な道のりに首をかしげています。 

 価格の適正化という市場原理に反した、また

資本主義国家に似つかわしくない政策を進めて

いくより、欧米では何十年間も実行されている

所得補償のデカップリングの導入がふさわしい

のではないでしょうか。日本でも日本型デカッ

プリングなど周辺整備などの支給が整備されて

いる。しかし、私の言うデカップリングは、そ

の語源どおりに農家の売上げプラス税金による
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所得補償です。つまり資材や生産コストが想定

以上に値上がりしたとき、農作物の出荷価格が

追いつかなければ、前年相場並みに国や県が補

塡する政策です。野菜などの農作物の価格の暴

落があったときに補償される農産物価格安定政

策とは違います。 

 ただ、県もＪＡも市場価格を作為的に上げよ

うとすれば独占禁止法に抵触するおそれがある

し、何よりも市場原理を力で動かそうとすれば、

一円でも安いナスを買いたい消費者の反発を買

い、場合によっては全国的な不買運動に広がる

かも分かりません。平気でこんなことを力説す

るＪＡもＪＡです。 

 ７年前に、県東部農協を発端とする選果機の

農家負担で、公正取引委員会から排除措置命令

を受けた際、驚くことに裁判に訴え、一審敗訴

にかかわらず、さらに高等裁判所まで控訴して、

完全に国に敗訴した大恥の経験者です。この敗

訴で少しは農家や消費者のことを考えるように

なったかと思うと、今度は資本主義制度に挑戦

する気で、開いた口が塞がりません。 

 国は戦争状態などに農家に強制的な食糧増産

を求める検討に入りました。食料供給困難事態

対策法の整備です。農家に負担と義務を課せる

のなら、しっかりとした経営基盤を守るため適

正価格運動より、国にデカップリング、所得補

償などを要望すべきではないでしょうか、農業

振興部長にお聞きします。 

 さて、適正価格を含めてＪＡ自体のセンスを

疑いたくなります。そのとき、県はなぜ負ける

裁判を止めなかったか、またそれが無理でも最

高裁への上告をなぜ止めなかったか、農業振興

部長にお聞きしたい。 

 適正価格の要求もどうかと思いますが、ほか

にもＪＡの営業センスに首をかしげることがいっ

ぱいあります。細かい一例を挙げると、私が30

年も前から議会で何度も要望してきたナスの機

能性、ＪＡと県は10年前にやっと乗り出したが、

その効用ＰＲについて血圧低下をうたっている。

実はもっとすばらしいアンチエージング効果が

あるのにＰＲしていない。年寄りが考えるので

血圧低下作用を一番出したかったと思うが、ナ

スの購買層の７割以上が女性です。 

 昨年夏には複数の女性週刊誌にグラビアでナ

ス特集が続きました。売り文句は血圧より若さ

でしょうと言いたい。私のこの意見に農業振興

部長はどう思うか、お聞きしたい。 

 また、これも15年前から言っている中東方面

へのユズ果汁の輸出拡大について、中東におけ

るこれまでの輸出の取組と、今後の取組につい

て産業振興推進部長にお聞きしたい。 

 次です。最後です。私は、県議会議員として

県予算の要望を相当に出してきましたが、橋本

知事も尾﨑知事も、県予算に対する地域の要望

は、市町村が地元県議と協議したものを受け取

り検討すると話していました。民主主義の当た

り前の基本なのですが、濵田知事もその手順こ

そ県政の基本と思うのでしょうか。 

 といいますのも、大きな県予算の要望は、い

ろいろな事情をクリアした上で、地域の要望な

ども考慮して優先順位がつけられます。また、

政治ですから、地域の声、熱い要望などから政

治判断をするときもあります。例えば地域や地

元県議が川の上流に橋を架設する判断の中で、

自治体や団体が下流にと要望してきたとき、県

が勝手に下流に架設を決める回答及び期待を持

たせる「検討する」も同様ですが、そのような

回答は議会の無視であり、議会制民主主義の否

定になります。 

 以前にもこのような議会無視が行われ、尾﨑

知事時代にはっきりと知事が、大きな予算を伴

う案件ですが、地域からの県要望は地元県議と

協議したものしか受け付けないと言明していま

す。ただ、お断りしたいのは、合意が理想です
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が、そこまで求めません。 

 もちろん、要望は国民の権利ですから、誰が

県に要望書を出してもいいのです。それは認め

ますが、数億円を超すような県予算の要望への

回答は、くれぐれも地元県議抜きで一方的に承

諾しないことを知事にお願いしたいと思うがど

うでしょうか。 

 以上で１問を終わります。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 䬢口議員の御質問にお答

えをいたします。 

 まず、県民が夢を持てる政策についてお尋ね

がございました。 

 現在の最重要課題は、本県の将来を大きく左

右する人口減少への対応であります。人口減少

の克服こそが本県にとって最大のプロジェクト

だと考えております。将来を担います若年人口

の減少を食い止めまして、県民の皆様に本県の

未来に希望を持っていただけるように、元気な

未来創造戦略を策定し、各分野にわたる施策を

総合的に展開することといたしました。 

 中でも若年人口の増加に向けましては、若者

を地域にとどめまして、また外から呼び込むと

いうためには、魅力ある仕事を次々と生み出す

ことが重要だと、この点は御指摘あったとおり

だと思います。 

 その際にはお話がありましたような、誰もが

知る大企業の誘致といった注目度の高い取組だ

けではなく、１次産業、建設業の振興といった

本県の産業構造に根差した、地に足のついた言

わば地道な政策も重要だというふうに考えます。

こうした分野におきますデジタル技術の導入促

進などを通じまして、若い女性も含めた多くの

若者の定着を目指してまいります。 

 また、こうした施策が効果を発揮し、高い成

果を上げるためには、事業の立案に当たって、

より斬新で柔軟な発想が求められると考えます。

この役割を今回新設する総合企画部が担いまし

て、県政の司令塔として人口減少対策を牽引す

る、そうすることで成果につなげたいと考えま

す。 

 このように一つ一つの施策を通じて着実に成

果を出しまして、県勢浮揚に向けて確実に歩み

を進めていく、このことが県民の皆さんに明る

い展望を持っていただくための、言わば一番の

近道だというふうに考えます。 

 次に、高知龍馬空港に新設をいたします施設

の高知らしさが伝わる、そうした工夫をすべき

だという点についてお尋ねがございました。 

 高知龍馬空港につきましては、台湾チャーター

便の定期便化や新たな国際線の就航も見据えな

がら、既存ビルの改修と併せて新たなターミナ

ルビルを整備することといたしております。こ

れにより、将来海外から直接高知を訪れる訪日

客のさらなる増加が期待をされます。その際に

は、例えば到着ロビーの内装の木質化によって、

まず高知の木の香りを楽しんでいただくといっ

た形で、外国の方にも高知らしさをアピールで

きるものにしたいと考えております。御指摘も

踏まえまして、関係者の声もお聞きしながら、

工夫を凝らした高知らしさのあふれる空間とな

るように、引き続き検討を進めてまいります。 

 次に、企業誘致の目標件数あるいは期限を設

定するということに関しましてお尋ねがござい

ました。 

 私は、知事就任以来、企業誘致に限らず様々

な計画を策定する際には、できる限り数値目標

を設定し、県民の皆さんにお示しをすることに

意を用いてまいりました。 

 お尋ねのありました企業誘致に関連いたしま

しては、第４期の産業振興計画におきまして、

県外からのＩＴ・コンテンツ企業の誘致件数20

件を目標に掲げました。加えて、県外からの企

業誘致と、これまでに誘致した製造業などの増
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設も含めた雇用創出数、これを1,144人という目

標を掲げまして取り組んでまいりました。その

結果、この４年間におきまして、コロナ禍の影

響はありましたが、13件のＩＴ・コンテンツ企

業の誘致、974人の雇用の創出を実現することが

できました。 

 先月の２月には、大阪に本社があります上場

企業のグループ会社であります事務系企業の進

出が決まりまして、５年後には約300人の新たな

雇用の創出が見込まれております。第５期の産

業振興計画におきましても、引き続きＩＴ・コ

ンテンツ企業の誘致20件、製造業などの増設も

含めた誘致と増設による雇用創出数1,814人、こ

うした数値目標を掲げてまいります。 

 このように今後も各種の計画におきまして、

できる限り数値目標を設定し、施策の効果を検

証する、そして分かりやすく公表していくこと

を通じまして、県政の成果を適切に評価いただ

くように取り組んでまいる考えであります。 

 次に、お話のありました過疎地のトリアージ、

令和の集団移転、過疎地のタックスフリー、こ

の３つの提案についてどう思うかというお尋ね

がございました。 

 過疎問題に関します、議員のこの３点につい

ての御提案は、行政の公平・公正性あるいは財

源の確保、また何よりも住民の皆さんの気持ち、

こういったものを考えますと、実現可能性の面

でハードルは相当高いのではないかと率直に感

じます。 

 一方で、現在のような厳しい局面におきまし

ては、大胆な発想も排除をせず、いかに成果を

上げるか、そのためにより効果的な施策は何か、

工夫を凝らして企画立案することが重要だとい

うふうに改めて感じます。 

 例えば、県で進めております集落活動センター

の取組でございますが、これは従来は市町村の

中でも中心部ではない周辺の集落の活性化を目

指して支援していくと、そういった形で推進を

してまいりました。しかし、来年度からはこう

した従来の発想から転換をいたしまして、いわ

ゆる町なかでのセンターの立ち上げ支援も行う

こととしました。町なかという活力やマンパワー

が残る地域に、より手厚い投資を行って、周辺

部も含めた地域全体の生活を支え、底上げする、

そうした活動を支援するものであります。 

 これは、頑張っている地域を重点的に支援す

るということで、周辺の他の地域もより広くカ

バーして効果を上げようというものでありまし

て、議員からお話がありました件と一脈通じる

ところがあるのではないかというふうに存じま

す。 

 限られた予算、マンパワーをどのような施策

にどのように投入していくのか、大変難しい問

題であります。常に住民の皆さんの声に耳を傾

けまして、その上で、時に大胆かつ柔軟な発想

で検討していく、そうした必要があると考えま

す。 

 次に、人口減少対策総合交付金におきます、

やる気のある市町村への重点支援、目標達成で

きない場合の交付金の返還についてお尋ねがあ

りました。 

 今回の交付金は、市町村の裁量で活用ができ

ます基本配分型に加えまして、県の掲げる目標

達成に向けて意欲のある市町村からの手挙げ方

式による連携加算型を設けております。また、

この連携加算型は、市町村のモデルとなる取組

などについては、いわゆる知事特認により交付

率のかさ上げ、または交付上限額の加算も可能

となる仕組みを入れたいと考えております。 

 この交付金は、四、五年後までに若者人口の

減少傾向に歯止めをかける、おおむね10年後に

は現在の水準まで回復させる、こういうことを

目指すという高い目標、野心的な目標に挑戦を

するものです。現時点では、仮に目標の達成が
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困難だと判明した場合でも、交付金の返還まで

は求める考えはございません。ただ、私といた

しましては、連携加算型は上限額までの交付を

各市町村に保障するといった考え方のものでは

ありませんで、成果が見込める取組が想定ほど

提案をされない場合には、翌年度以降に予算を

持ち越すといった対応もあり得べしという考え

でおります。 

 一方で、この交付金により若者の減少に歯止

めをかけたいという思いは強く持っております。

このため、計画づくりの段階から県が市町村と

一緒になりまして、現状把握、課題分析、施策

の立案を行ってまいりたいと思いますし、また

実行段階においても、目標達成に向けた助言、

提案を行いまして、市町村をしっかりとサポー

トしてまいります。 

 次に、メタンハイドレートに対する考え方に

ついてお尋ねがございました。 

 国におけますメタンハイドレート研究開発に

つきましては、海洋エネルギー・鉱物資源開発

計画において工程表が定められております。そ

の中で、将来の商業生産を可能とするための技

術開発を進め、2030年度までに民間企業が主導

する商業化に向けたプロジェクトが開始される

ことを目指すとされています。この工程表に基

づきまして、最近の動きといたしましては、昨

年の５月から８月には三重県志摩半島沖で試掘

と簡易生産実験が行われたものというふうに承

知をしております。 

 メタンハイドレートの実用化まではまだ技術

的な課題も多く、時間を要する状況にあります

けれども、土佐湾沖には相当の資源量があると

推定されております。そして、将来商業化され

た際には、本県にとりましても高知新港の陸揚

げ拠点としての活用などによりまして、県経済

の活性化につながる可能性を秘めていると考え

ます。 

 このため、これまでも国に対しましてメタン

ハイドレートの実用化に向けた取組の加速、あ

るいは土佐湾沖での詳細な資源量の調査、高知

新港の活用などについて政策提言を行ってまい

りました。土佐湾沖においてもメタンハイドレー

トを安定的に産出、陸揚げできる技術開発の推

進に向けまして、引き続き国への働きかけ、情

報収集に努めてまいります。 

 次に、県東部の自動車道につきまして、国に

何年後までの完成を望むのかとのお尋ねがござ

いました。 

 高知東部自動車道をはじめといたします四国

８の字ネットワークの整備によりまして、観光

地までのアクセス性の向上、特産物をより高鮮

度で大消費地に届ける、こういったことが可能

となります。さらに、東部地域でも課題となっ

ております周産期医療環境の確保にも寄与する

といった形で多くの効果が期待できます。また、

南海トラフ地震などの大規模災害発生時には、

比較的被災の少ない瀬戸内側からの救助・救出

活動などの支援部隊の進出ルートともなります。 

 このように四国８の字ネットワークは、本県

の観光、地域経済を支え、日常生活の安心を高

めますとともに、防災力を向上させる大変重要

な命の道とも言うべき道路だと考えます。その

ため、これまでも知事として、四国８の字ネッ

トワークの早期整備について国に提言をしてま

いりました。また、高規格道路網の整備は全国

的な課題でもありますので、全国高速道路建設

協議会の副会長の立場で、強靱な道路ネットワー

クの早期構築を国に直接訴えてまいりました。 

 この東部自動車道の事業は国の事業でもござ

います。この毎年の事業量はどの程度確保され

るかということは、国の財政状況などにも大き

く左右されますので、明確に何年後と申し上げ

ることはできませんけれども、一日も早い全線

開通に向けて、経済団体や沿線自治体などと共
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に連携をいたしまして、引き続き国に対して強

く訴えてまいる考えであります。 

 次に、津波避難タワーの整備におきます市町

村負担が実質ゼロとなる施策に関してのお尋ね

がございました。 

 お話もいただきましたように、東日本大震災

を踏まえまして、避難路・避難場所の整備の加

速化を図りたいという考え方に立ち、平成24年

度から30年度にかけまして、市町村負担が実質

ゼロとなるような財政支援を県として行ってま

いりました。その後、市町村や住民の皆さんが

整備された避難路・避難場所を活用した訓練を

行いまして、検証いたしました結果、一部の地

域では要配慮者の避難が間に合わないといった

課題が明らかになったところでございます。 

 こうした新たな課題に対応して、追加的に必

要となります津波避難タワーの整備を支援する

という目的に沿いまして、令和２年度から期間

限定という考え方で交付金制度を設け、本年度

をもって終了すると、そうした流れで整備を進

めてまいったところでございます。 

 都合、今年度まで10年余りにわたります交付

金制度によりまして、現在の被害想定に基づい

て計画をされました津波避難タワーの整備は完

了したと考えております。したがいまして、市

町村の御判断でこれ以上に津波避難タワーを整

備したいという場合には、緊急防災・減災事業

債などの国の制度を活用していただきたいとい

うふうに考えております。 

 ただ、一方で国が最新の知見を踏まえて、震

度分布、津波高、被害想定の見直し、こういっ

た作業を進めております。この結果、将来的に

津波避難タワーの追加整備が必要となることも

考えられるところであります。こうした場合は

国の支援制度の動向、県の財政事情なども踏ま

えて、市町村負担の軽減につきまして、市町村

の意見も伺いながら新たに検討してまいる考え

であります。 

 最後に、県予算の要望についてお尋ねがござ

いました。 

 県におきましては、日頃から市町村や各種団

体などを通じまして、地域に関する様々な御要

望、予算に関するものを含めて御要望をお聞き

しております。お聞きいたしました要望につき

ましては、その内容をしっかりと吟味させてい

ただきまして、地域の様々な関係者の方々の御

意見も伺いながら、必要に応じて関係者間の調

整を図るといった対応を行っておりますし、今

後もそうした対応を行ってまいる考えでありま

す。 

 こうした過程の中で、地元選出の県議の方を

含めました地元関係者が、まとまった形で出さ

れました要望については、言わば地域の総意と

いう意味で私としても重く受け止める必要があ

るというふうに考えております。 

 ただ、一方で全県民を代表すべき知事の立場

といたしましては、地元関係者の方お一人お一

人が個々に行われます要望についても、やはり

真摯に受け止めなければいけないものだという

ふうに心得ております。 

 私からは以上であります。 

   （副知事井上浩之君登壇） 

○副知事（井上浩之君） まず、政策実現に向け

た県の体質についてお尋ねがありました。 

 私の県庁での経験を振り返りますと、県政運

営や施策の立案、進め方などにおけます、議員

のお言葉をお借りいたしますと県の体質という

ことになりますけれども、その体質は大きく変

わってきたなというふうに感じております。具

体的には、産業振興計画など県の方針となる羅

針盤を立て、その下に分野ごとに取組を大項目、

中項目、小項目に体系化いたしまして、それぞ

れ目標を設定する、そしてその達成に向けた施

策を立案し執行し、その進捗状況や結果を踏ま
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え、ＰＤＣＡサイクルを回すといいました、そ

うした一連の仕組みが職員にしっかり浸透して

きたというふうに感じております。 

 また、目標の設定や施策の立案、執行など、

それぞれの過程におきまして、地域の方々の声

はもとより、各分野の関係者や有識者の意見を

数多くお聞きし、反映するとともに、本部会議

など庁内での議論も県民の皆さんにオープンに

する形で進めていくことも定着をしております。 

 さらに、ＰＤＣＡサイクルを回す際には、目

標の達成度に加え、達成できなかった要因を正

直に分析した結果も公開をいたしまして、県民

の皆さんに適切に評価をしていただいた上で、

施策の改善や見直しに取り組んでいます。この

ことは、課題に正面から向き合い、その解決に

向けて真剣に取り組んでいる県職員の現在の姿

勢を示すものというふうに思っております。 

 有言実行の組織といたしまして、全力で目標

達成に向けて取り組む姿勢を続けていくために

も、次の時代を担う若手職員を含めて、人材育

成をさらに力を入れていきたいと考えておりま

す。 

 一方で、県政の最重要課題であります人口減

少対策を強力に推進していくというためには、

職員にはこれまで以上に大胆な、柔軟な発想が

求められてくると思っております。このため職

員の政策立案能力の向上にも注力をし、県政の

体質強化、これも図っていきたいと考えており

ます。 

 次に、エネルギー政策に取り組む意気込みに

ついてお尋ねがありました。 

 太陽光発電をはじめとする再生可能エネル

ギーの導入は、本県の豊かな自然資源を最大限

生かしたエネルギー政策です。ただ、発電事業

の実施に当たりましては、その効果がいかに地

域に還元されるかということが重要になると考

えております。 

 そのため、県と市町村、県内事業者が協働で

事業会社を設立し、メガソーラー発電による利

益を地域に還流させる、こうち型地域還流再エ

ネ事業という取組を進めてまいりました。土地

の形状をはじめとする諸条件が整わず、当時議

員から御提案のあった規模には届いておりませ

んが、県内ではこの仕組みを活用いたしまして、

６市町村で事業が行われております。これら６

施設の合計の出力規模は１万キロワット程度で、

平成28年度から令和５年度までに、県、市町村

合わせて４億3,600万円が県、市町村の歳入とし

て配当されておりまして、地域に還元をされて

いるものと考えております。 

 現在は、ＦＩＴの売電単価が大幅に下がって

おりまして、この枠組みによる新たなメガソー

ラーの建設の予定はありませんけれども、この

再生可能エネルギーの導入を進めることは、エ

ネルギー価格の高騰の影響を受けている県民の

皆様や事業者の皆様の経済的な負担の軽減にも

つながるとともに、脱炭素化にも大いに資する

ものと考えております。このため、本年度から

県民の皆さんや事業者の皆さんが行う太陽光発

電設備の導入への支援と併せて、県民の皆さん

の省エネ性能の高い家電等の購入への支援に取

り組んでいるところでございます。 

 今後も、県民の皆さんの暮らしを支える、そ

して暮らしの質を向上させるという視点をしっ

かり持ちまして、再生可能エネルギーの導入促

進や省エネルギー化に積極的に取り組み、あわ

せてカーボンニュートラルの実現にもつなげて

まいりたいと考えております。 

   （林業振興・環境部長武藤信之君登壇） 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） まず、木

質バイオマスの利用量の全国順位と、木質バイ

オマス発電などの促進への取組についてお尋ね

がございました。 

 本県の発電や熱利用による木質バイオマスの
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利用量についてですが、直近５年では20万トン

前後で推移しており、令和４年末では約21万ト

ンでございます。これは、全国で27位の利用量

となっております。 

 次に、木質バイオマス発電の促進についてで

す。木質バイオマス発電は、木質燃料を地域で

安定的に調達することができれば、地域への経

済効果が期待できるものです。このため、その

促進に当たっては、計画段階から施設の運営に

至るまで、燃料となる低質材を安定的に確保で

きるよう取組を進めてまいりました。具体的に

は、木質バイオマス発電事業者と林業事業体に

おける木質燃料の安定供給に向けた協議、皆伐

や搬出間伐後の林地残材の運搬への支援などを

行っております。 

 こうした取組を行う中で、令和４年度には本

山町で熱利用を組み合わせた発電が開始された

ほか、仁淀川町でも木質バイオマス発電の準備

が進んでいる状況となっております。一方、木

質バイオマスの熱利用については、国の制度を

活用し、ボイラーの導入を支援するとともに、

燃焼灰の処理にかかる費用も支援をしてきまし

た。加えて、ボイラーで使用する木質ペレット

の安定供給に向けて、製造に必要な原木調達へ

の支援も行っているところでございます。 

 また、市町村や燃料製造事業者などによる協

議会によりまして、木質バイオマスの利用や供

給についての情報共有などを行う中で、燃料需

要の季節変動などの課題への対応を検討してお

ります。こうした一連の取組によりまして、本

県は農業用を中心に木質バイオマスボイラーの

導入を進め、令和４年の稼働数210台は全国１位

となっております。 

 次に、次期の新エネルギービジョンの目指す

姿についてお尋ねがございました。 

 現在の新エネルギービジョンは、本県におけ

る再生可能エネルギーの導入促進と地域振興を

図ることを目指し、2020年度末に改定したもの

です。このビジョンでは、計画期間の最終年度

となる2025年度末時点の再エネの設備容量を118

万キロワットと見込んでおりました。 

 その後、2021年度には国内外の脱炭素化に向

けた動きを捉え、脱炭素社会推進アクションプ

ランを策定し、ビジョンの取組をより進化させ

たところでございます。この中で、2050年のカー

ボンニュートラルが実現したエネルギー分野の

将来のイメージとして、エネルギーの地産地消

による地域の活性化と環境に優しい社会の実現

を提示しており、これは次期ビジョンが示す本

県の将来像を先んじて示したものでもあります。 

 この将来イメージを実現すべく、アクション

プランでは再エネの設備容量について、ビジョ

ンよりも長期的な視点に立ち、2025年度の推計

値の約1.5倍となる173万キロワットを2030年度

の目標として設定しております。あわせて、太

陽光発電設備への導入支援など、個々の施策に

ついても強化を図ったところです。 

 加えて、県内では2030年度までに家庭部門な

どにおける電力消費に伴う二酸化炭素の排出量

を実質ゼロにする国の脱炭素先行地域に、４エ

リア５市町村が選定されました。先行地域の取

組は、脱炭素化を通して地域の課題を解決し、

住民の暮らしの質の向上を実現する取組でもあ

り、例えば梼原町では木質バイオマス発電、ま

た北川村では小水力発電を活用した取組が動き

始めております。こうした次の時代を先取りし

た取組の芽をしっかりと育て、他地域にも広げ

ていきたいと考えております。 

 引き続き、新エネルギービジョンの取組を含

めたアクションプランが目指す将来のイメージ

の実現に向けまして、再生可能エネルギーの導

入などを加速してまいります。 

 最後に、洋上風力発電への考えについてお尋

ねがございました。 



 令和６年３月１日 

－166－ 

 

 国の海洋再生可能エネルギー促進区域指定ガ

イドラインによりますと、洋上風力発電の事業

性が確保できる見込みのある風の状況として、

平均風速毎秒７メートルが示されております。

本県においては、室戸沖や足摺岬沖などがこの

目安を満たすエリアであり、風の状況に関して

は洋上風力発電の可能性はあるものと考えてお

ります。 

 しかしながら、新エネルギービジョンにおい

ても記載していますとおり、地理的条件の制約

もございます。具体的には、室戸沖や足摺岬沖

の両地域とも水深が深く、欧州で確立された技

術である着床式での導入が困難であること、ま

た優良な漁場を有することなどが挙げられます。 

 現在、国においては沿岸海域における着床式

を中心に導入区域が選定されており、着床式の

設置に課題のある本県において具体的な案件は

ない状況でございます。その一方で、着床式で

の設置が困難な水深が深いエリアでも対応が可

能な浮体式による設置について、国の研究開発

が進められております。このため県としては、

この浮体式を含めた洋上風力発電は将来的な再

生可能エネルギー導入の選択肢の一つとなって

くると考えております。 

 今後とも、研究開発の状況や、先行して洋上

風力に取り組んでいる地域の情報収集も行いな

がら、その可能性について研究を続けてまいり

ます。 

   （警察本部長髙清水善弘君登壇） 

○警察本部長（髙清水善弘君） まず、県警察の

発表基準についてお尋ねがございました。関連

いたしますので、併せてお答えいたします。 

 個別の事件については、お答えを差し控えさ

せていただきますが、県警察における事件、事

故の報道発表につきましては、被害者等関係者

のプライバシー等の権利・利益、公表すること

によって得られる公益、公表が捜査に与える影

響等を個別具体の事案ごとに総合的に勘案して、

発表の適否、その内容を判断、決定していると

ころであります。 

 次に、外国人研修生に係る治安対策について

お尋ねがございました。 

 県警察では、外国人技能実習生が事件、事故

に巻き込まれたり、犯罪に関与しないようにす

るため、技能実習生を受け入れている事業者と

連携し、防犯教室の開催をはじめ、我が国で生

活する上での基本的な法律やルールについて理

解を促す活動に取り組んでおります。 

 また、警察職員を語学研修に派遣し、語学力

の向上を図っているほか、現場警察官に多言語

翻訳機能が搭載された公用のスマートフォンを

携帯させるなど、言語を含めた対策も講じてい

るところであり、県警察といたしましては、引

き続き各種対策を講じてまいる所存でございま

す。 

 次に、芸西村村道における速度違反車両の取

締りなどの対策についてお尋ねがございました。 

 御指摘の村道につきましては、高知東部自動

車道の芸西西インターチェンジ付近の国道にお

ける交通渋滞を避けたい車両が多く利用されて

いる道路と承知しております。 

 県警察といたしましては、これまでこの村道

において交通事故に直結する危険性の高い速度

違反や一時不停止違反、信号無視違反の取締り

を行ってまいりました。あわせて、国道上の渋

滞緩和措置として、信号機のサイクルを見直し

たほか、村道において警察官を配置した警戒活

動や、通過車両に対する交通安全啓発物の配布

など、広報啓発も実施してきたところでありま

す。また、道路管理者と協議を行い、速度抑制

を呼びかける看板や道路標示を設置していただ

いたところであります。 

 県警察といたしましては、今後とも村道にお

ける速度違反取締り等の交通指導取締りを継続
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的に実施するとともに、道路管理者等と連携し、

速度抑制に資する地域の交通安全対策を推進し

てまいります。 

   （土木部長荻野宏之君登壇） 

○土木部長（荻野宏之君） まず、県東部の自動

車道について、10年内での高知－安芸区間の開

通を目指しているのか、または何年後の開通を

目指しているのかとのお尋ねがございました。 

 現在、高知東部自動車道では、高知龍馬空港－

香南のいち間が令和７年春頃に開通することが

公表されております。高規格道路の開通時期は、

用地買収の進捗など完成に向けた事業実施環境

が整った時点で公表すると国からお聞きしてい

ます。一方で、高知東部自動車道などの四国８

の字ネットワークの事業中箇所の開通時期は、

開通を見据えた民間投資などの社会経済活動に

多大な影響を及ぼすことなどから、できるだけ

早期に公表していただけるよう国に働きかけて

いるところでございます。 

 何年後の開通を目指しているのかとのお尋ね

に対しましては、先ほどの知事答弁のとおり、

明確に何年後とは言えませんが、東部の高規格

道路の一日も早い全線開通に向け、関係市町村

等とも連携しながら、用地買収や地元調整を支

援することで、事業実施環境を整えていきたい

と考えてございます。 

 次に、和食ダムの早急な完成と湛水への意気

込みについてお尋ねがございました。 

 和食ダムの本体建設工事については、平成29

年２月末を完成期限として、平成25年10月に工

事着工いたしました。工事着手後、コンクリー

トの材料として使用予定の砕石にコンクリート

の劣化を早めるおそれのある物質が含まれてい

たことが判明し、新たな砕石の調達先の確保に

日時を要したため、完成期限を平成30年５月末

まで延期いたしました。その後、ダム左岸斜面

の掘削中に、粘土を含む流れ盤状の割れ目が確

認され、割れ目の範囲の詳細な把握や、除去方

法の検討に日時を要したことなどから、完成期

限を令和７年２月末まで延長いたしました。 

 このように当初の完成予定からは８年もの遅

れとなりましたが、現在本体コンクリートの打

設は完了し、取水放流設備の設置など、最終段

階の工事を進めているところです。冠水や農業

用水の不足に対処するためには、一日も早くダ

ムの治水や利水の効果を発揮させる必要がある

と考えております。 

 そのため、令和６年度末にはダム本体工事を

確実に完成させるとともに、令和７年度にかけ

て試験湛水を実施し、速やかに運用が開始でき

るよう、引き続きしっかりと取り組んでまいり

ます。 

   （農業振興部長杉村充孝君登壇） 

○農業振興部長（杉村充孝君） まず、芸西村の

農地の冠水・渇水対策についてお尋ねがござい

ました。 

 初めに、想定を超える降雨による浸水である

農地の冠水対策についてですが、和食川の下流

にある３か所の排水ポンプ場の能力では近年の

集中豪雨に対応できずに、ハウスが水につかっ

て、栽培の中止を余儀なくされるなどの被害が

発生しており、早急に対策を実施する必要があ

ります。 

 このため、県としましては、現在３つのポン

プ場全ての排水能力を大幅にアップさせるよう、

必要となる排水量の調査などを実施しておりま

して、早ければ令和７年度の国の事業に申請し

て、抜本的な対策工事に着手したいと考えてお

ります。また、対策工事が完成するまでの緊急

対策として、昨年８月には３つのポンプ場に直径

150ミリの排水ポンプをそれぞれ追加で１台配備

しておりますが、このうち最も浸水想定のエリ

アの広いポンプ場につきましては、来月には直

径250ミリのポンプ２台と交換することで、排水
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能力を約５倍に増やす予定でございます。 

 次に、農業用水不足である渇水対策について

ですが、冬場の降水量が少ない年に、最も水が

必要となる春先にかけて農業用のため池の貯水

量が減少し、水稲の作付を断念するといった影

響が発生しており、必要な対策を望む声が多い

ことは承知しております。この対策としまして

は、例えばため池の堤の部分をかさ上げして貯

水量を増やすことや、新たな水源の確保などに

よりまして、農家の皆様が安心して栽培できる

農業用水を確保する抜本的な対策が必要となり

ます。 

 今後は、国の補助事業の活用も視野に入れま

して、用水不足の解消につながる対策を早急に

実施できるよう、農家の皆様や土地改良区、芸

西村と協議を重ねてまいります。 

 次に、デカップリング、所得補償などを国に

対して要望すべきではないかとのお尋ねがござ

いました。 

 燃料や肥料といった農業資材の価格高騰が続

く一方で、農産物はコストの上昇分が価格に十

分に反映されておらず、生産者は非常に厳しい

状況に置かれていると認識しております。こう

した中、国におきましては、適正な価格形成に

関する協議会が設置されまして、生産から消費

に至る食料システム全体で農産物の適正取引が

推進される仕組みの構築に向けた検討が続いて

おります。 

 県におきましても、昨年県内各地で農業関係

者の皆様と意見交換を行う中で、多くの生産者

の方から、コスト上昇分の価格転嫁を望まれる

切実な声を直接お聞きしております。こうした

現場の声にお応えするためにも、まずは所得補

償ではなく、適正価格形成に向けた国の動きに

しっかり対応してまいりたいと考えております。

具体的には、今後も引き続き国の協議会の中で、

コストデータの把握、収集などが検討されてい

くと聞いておりますので、本県のデータを積極

的にお示しするなど、この仕組みが本県の実情

を反映したものとなるよう、政策提言も含め国

に働きかけてまいります。 

 なお、議員のお話にありました食料供給困難

事態対策法案は、先月27日に国会に提出されて

おりまして、法案を確認してみたところ、国内

で食料の供給が大幅に不足するといった事態に

おいて、生産者に増産の要請や指示があった場

合の財政上の措置がうたわれているため、その

中で関係者への適切な補償もなされるものと承

知しているところでございます。 

 次に、県内農業協同組合の訴訟に対する県の

関わりについてお尋ねがございました。 

 平成29年に、県東部の農協が、農協以外に出

荷した組合員の出荷場の利用を認めないことな

どが、独占禁止法に規定する拘束条件付取引に

該当するとして、排除措置命令を受けておりま

す。 

 県は、当該農協も含め県内の農協全てに排除

措置命令後、直ちに出荷場の規約が組合員の系

統外出荷の制限や不利益となる内容となってい

ないかを点検した上で、必要な見直しを行うこ

とを指示いたしました。また、当該農協に対し

まして、職員への独占禁止法の研修や、再発防

止策の策定と実施状況の報告も求めております。 

 一方、農協による訴訟提起や控訴の対応につ

きましては、農業協同組合法に基づく県の指導

権限を越えていること、また農協自らが弁護士

などの専門家と対応策の検討を始めていたこと

などから、その推移を見守っておりました。 

 なお、排除措置命令後は、毎年行っている立

入検査などの機会に、再発防止策が確実に実施

されているか、適切な出荷場の運営ができてい

るかなどについても確認をしているところでご

ざいます。 

 最後に、ナスの機能性に係るＰＲについてお
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尋ねがございました。 

 機能性表示食品制度は、特定の成分が持つ健

康の維持や増進に役立つ機能性を臨床試験など

の科学的根拠に基づいて確認した上で、事業者

が消費者庁に届け出ることで、食品に表示する

ことができる制度でございます。 

 高知なすにつきましては、信州大学などと一

緒に臨床試験を重ね、科学的根拠を基に、ナス

由来のコリンエステルが血圧が高めの人の血圧

を改善するとして、令和２年に全国で初めてＪ

Ａ高知県の届出が受理され、これを新たなセー

ルスポイントとして販売拡大に取り組んでいる

ところであります。 

 一方、議員のお話にありましたナスの皮に含

まれるポリフェノールは抗酸化作用が強く、美

肌効果など様々な効果があると言われておりま

す。そうしたことを踏まえますと、現在のとこ

ろ機能性表示そのものはできないのですが、イ

メージ戦略としては有効なものではないかと思っ

ております。このため、ナスに含まれるポリフェ

ノールの持つアンチエージング効果などを、例

えば女性に人気のある書籍への掲載を提案する

など、販売戦略の一つとして活用していくこと

を検討してまいります。 

   （産業振興推進部長沖本健二君登壇） 

○産業振興推進部長（沖本健二君） 中東へのユ

ズ果汁の輸出拡大に向けた取組についてお尋ね

がございました。 

 中東は、アラブ首長国連邦をはじめ富裕層が

多い上に、近年になって日本食の人気が高まっ

ておりますことから、ユズ果汁をはじめ県産品

の輸出拡大が期待できる市場だと思います。 

 そのため、ドバイで開催されています中東地

域最大級の食品見本市におきまして、平成30年

度と令和元年度に高知県ブースを設置し、ユズ

関連事業者の出展を支援しますとともに、貿易

促進コーディネーターによります県内事業者と

輸出商社とのマッチングを行ってまいりました。

こうした取組によりまして、中東へのユズ果汁

の輸出額は、平成25年の500万円から、令和４年

には８倍となります4,000万円に大きく増加をし

ております。 

 来年度は、ユズ果汁をはじめとする農水産物

や、ユズリキュールなどの土佐酒の一層の販売

拡大を目指しまして、ドバイでの賞味会を開催

する予定でございます。あわせまして、これま

での国内外の商社とのつながりを生かし、県内

事業者の販売拡大の支援を強化してまいりたい

と考えております。こうした取組を積極的に推

進しますことで、中東における県産品のさらな

る輸出拡大に取り組んでまいります。 

○27番（噮口秀洋君） ここから見ていますと、

知事が背中を丸めて一生懸命仕事をしています。 

 ２問目はしません。答弁が、まず満足という

ところです。 

 それから、林業振興・環境部長、私はこれ、

造れと言っているんじゃないですよ。そこは理

解しておいてください。 

 それから、警察本部長、教科書どおりですが、

あなたの心のその中は大体想像できます。教科

書どおりだから、それについては何も言いませ

ん。 

 以上で私の質問を終わりますが、まだ時間が

ありますので、もったいない。１つ、ちょっと

むちゃな質問もあったと思うんです。私は、や

れじゃないですよ。そればあの気概でやらなきゃ

いけないということを言っているんですよ、知

事も御理解と思いますけれど。皆さん御存じか

も分かりませんが、１つ言いますと、東京の地

下鉄大江戸線、そのプラットホームから人が落

ちないようにフェンスがあるんですが、その自

動閉塞に物すごく高度な制御装置が要るんです

が、20億円、それをある職員がＱＲコードを使

うことでたった270万円でいったんですよ。20億
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円もかかるからできないできないと言っている

ことを、高度なコンピューターを使った制御装

置をやめてＱＲコード一つで270万円、それでで

きました。全線開通です、この前。そのような

大胆な発想を知事にもしてほしいし、職員の方

にもしてほしいという願いが私のちょっと下品

な表現ですが、あほな質問と書いたのはそこに

あるんです。ぜひとも皆様方がそのような大胆

な発想をしてほしいと思っております。よろし

くお願いします。 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、本日の議

事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。明２日から４日までの３

日間は議案精査等のため本会議を休会し、３月

５日から再開いたしたいと存じますが御異議あ

りませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、さよう決しました。 

 ３月５日の議事日程は、議案に対する質疑並

びに一般質問であります。開議時刻は午前10時、

本日はこれにて散会いたします。 

   午後４時45分散会 
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議 事 日 程（第４号） 

   令和６年３月５日午前10時開議 

第１ 

 第 １ 号 令和６年度高知県一般会計予算 

 第 ２ 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計予算 

 第 ３ 号 令和６年度高知県給与等集中管理特

別会計予算 

 第 ４ 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計予算 

 第 ５ 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計予算 

 第 ６ 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計予算 

 第 ７ 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

予算 

 第 ８ 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計予算 

 第 ９ 号 令和６年度高知県国民健康保険事業

特別会計予算 

 第 10 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計予算 

 第 11 号 令和６年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計予算 

 第 12 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計予算 

 第 13 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計予算 

 第 14 号 令和６年度高知県農業改良資金助成

事業特別会計予算 
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計予算 
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善資金助成事業特別会計予算 

 第 17 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計予算 

 第 18 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計予算 
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特別会計補正予算 
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会計補正予算 
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資金特別会計補正予算 

 第 34 号 令和５年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和５年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 36 号 令和５年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 37 号 令和５年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 38 号 令和５年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 39 号 令和５年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 40 号 令和５年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 41 号 令和５年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 42 号 障害のある人もない人も共に安心し

て豊かに暮らせる高知県づくり条例

議案 

 第 43 号 高知県女性自立支援施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例議案 

 第 44 号 こうち奨学金返還支援基金条例議案 

 第 45 号 高知県公立学校情報機器整備基金条

例議案 

 第 46 号 高知県部設置条例の一部を改正する

条例議案 

 第 47 号 公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例の一部を改正する条例議案 

 第 48 号 知事等の損害賠償責任の一部免責に

関する条例及び高知県税条例の一部

を改正する条例議案 

 第 49 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県住民基本台帳法施行条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 51 号 高知県消防法関係手数料徴収条例等

の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県後期高齢者医療財政安定化基

金条例の一部を改正する条例議案 

 第 53 号 高知県国民健康保険法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 54 号 高知県住民基本台帳法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県介護保険財政安定化基金条例

の一部を改正する条例議案 

 第 56 号 高知県介護保険法関係手数料徴収条

例の一部を改正する条例議案 

 第 57 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例及び

高知県指定居宅サービス等の事業等

の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例議案 

 第 58 号 高知県立療育福祉センターの設置及

び管理に関する条例の一部を改正す

る条例議案 

 第 59 号 高知県指定障害児通所支援事業者等

が行う障害児通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例議

案 

 第 60 号 高知県指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する

条例議案 

 第 61 号 高知県精神科病院における任意入院

者の症状等の報告に関する条例の一

部を改正する条例議案 

 第 62 号 高知県安心こども基金条例の一部を

改正する条例議案 
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 第 63 号 高知県女性相談支援センター設置条

例の一部を改正する条例議案 

 第 64 号 高知県立紙産業技術センターの設置

及び管理に関する条例の一部を改正

する条例議案 

 第 65 号 高知県新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金基金条例の一

部を改正する条例議案 

 第 66 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 67 号 高知県家畜保健衛生所条例の一部を

改正する条例議案 

 第 68 号 高知県漁港管理条例及び高知県漁港

区域内における行為の規制に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 69 号 高知県営住宅の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例議案 

 第 70 号 高知県建築基準法施行条例及び高知

県手数料徴収条例の一部を改正する

条例議案 

 第 71 号 高知県港湾施設管理条例の一部を改

正する条例議案 

 第 72 号 高知県警察の設置及び定員に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 73 号 高知県警察手数料徴収条例の一部を

改正する条例議案 

 第 74 号 高知県県立高校通学支援奨学金貸与

条例を廃止する条例議案 

 第 75 号 高知県が当事者である訴えの提起に

関する議案 

 第 76 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 77 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 78 号 行政不服審査法第81条第１項の機関

の事務の受託の廃止に関する議案 

 第 79 号 権利の放棄に関する議案 

 第 80 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 81 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 82 号 県が行う土木その他の建設事業に対

する市町村の負担の一部変更に関す

る議案 

 第 83 号 県が行う流域下水道の維持管理に要

する費用に対する市の負担の変更に

関する議案 

 第 84 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 85 号 一級河川の指定に関する議案 

第２ 一般質問 

   （３人） 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開議 

○議長（弘田兼一君） これより本日の会議を開

きます。 

 

――――  ―――― 

 

質疑並びに一般質問 

○議長（弘田兼一君） 直ちに日程に入ります。 

 日程第１、第１号「令和６年度高知県一般会

計予算」から第85号「一級河川の指定に関する

議案」まで、以上85件の議案を一括議題とし、

これより議案に対する質疑並びに日程第２、一

般質問を併せて行います。 

 ８番上田貢太郎議員。 

   （８番上田貢太郎君登壇） 

○８番（上田貢太郎君） おはようございます。

自由民主党の上田貢太郎でございます。 

 それでは、議長のお許しをいただきましたの

で、通告に従い、早速質問に入らせていただき
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ます。 

 まずは、今回の能登半島地震でお亡くなりに

なられた方々に深く哀悼の意をささげ、御遺族

の皆様に心からお悔やみを申し上げます。また、

被災され、いまだ厳しい環境に置かれている皆

様には、一日も早く復旧・復興がなされ、平穏

な日々が戻りますよう、心よりお祈り申し上げ

ます。 

 それでは最初に、災害関連についてお伺いい

たします。 

 今回の能登半島地震は、最大震度７、死者241

人、建物火災約240棟、全壊9,050棟、半壊１万

2,820棟、そしていまだ各地で断水が続くなど、

北陸地方の広い範囲で大きな被害をもたらしま

した。高知大学の岡村客員教授は、南海トラフ

地震で想定されることが全て起こったとおっ

しゃっておりましたが、能登半島周辺では、2018

年頃から群発地震が観測されており、2021年か

らはマグニチュード５から６クラスの地震が度々

発生し、市民は当然のことながら、多くの専門

家たちも、この地のエネルギーは放出され、大

きな地震は起こらないという何の根拠もない定

説が流布されていたようで、油断の中で発生し

た大災害であったとも言えるのではないでしょ

うか。 

 この油断には、昭和40年から42年にかけて、

今回と同様に火山のない長野県松代付近で群発

した松代群発地震でマグニチュード５前後の比

較的大きな地震が２年で10回ほど発生し、それ

で終息した前例がありました。私は、これが特

に専門家の油断の原因と考えておりますが、こ

うしたことのないよう、我々としてもしっかり

取り組んでまいりたいと思います。 

 そんな中、知人からある相談がありました。

その方は、東日本大震災や熊本地震の際に、一

緒にボランティアに行き、よさこい祭りでは、

とらっくよさこいの代表を長く務めたある運送

会社の社長さんですが、その社長の里が何と石

川県の七尾市ということで、そんな関係で、能

登よさこい祭りには平成８年から12回、とらっ

くの踊り子らと参加してきたそうで、そんなこ

ともあって、とにかく現地に早く行って、和倉

の仲間のために力になりたいという相談であり

ました。 

 そこで、確認しましたら、七尾市役所も、以

前危機管理文化厚生委員会で視察に行った金沢

の施設も、ちょうど受入先になっていて、また

そこは高速からそう遠くはなく、迷惑もかけな

いだろうということで相談しましたら、御了承

いただき、有志９人で救援物資の支援、そして

南海トラフ地震のこともありますので、被害状

況の把握も兼ねて石川に行ってまいりました。 

 しかし、被災地に着きますと、物資の支援一

つとりましても、報道や一部の情報だけでは分

からない、壮絶な現場がそこにはありました。

現地では、集まった物資を本当に必要な場所へ

輸送する２次輸送、３次輸送、まだまだ解決し

なければならない問題が山積みの中で、全員で

知恵を出し合いながら立ち向かっている姿がか

いま見えました。 

 その後、能登半島の中間に位置する七尾市に

向かい、震災の爪痕が残る町なかを視察しまし

たが、いかに激しい地震だったか容易に想像が

できるほど、とにかく液状化の被害が激しく、

平たんだった地面が波打つように至るところで

変形をし、一見大丈夫そうに見える建物も、ほ

とんど基礎や柱が損傷し、傾いた状況でした。

プロが選ぶ旅館36年連続１位のあの加賀屋さん

らが並ぶ温泉街も多くの被害を受け、既に廃業

を決めた旅館もあるようで、災害は常に想定を

超えてくるという言葉のとおり、まさかこんな

ことになるなんて誰も予想ができなかったこと

でしょう。 

 七尾市長ともお会いできましたし、多くの被
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災者の声を伺うこともできました。状況把握や

支援に奔走する行政サイドと、支援を待ちなが

ら必死に今を生きている市民のたくましさを感

じました。 

 突然発生する巨大地震は、町の姿をこうも変

えてしまうのかと改めて痛感した上で、これが

近い未来の高知県の姿だと思うと、まだまだや

らなければならないことがある。いや、発災ま

での猶予をいただいているという考え方をすれ

ば、対策がまだ可能であるということに感謝を

しなければいけません。 

 今回の地震では、多くのメディアが救助体制

の遅れを指摘する報道が目立ちました。特に緊

急消防援助隊の派遣に関して、批判めいた報道

も見受けられましたが、それらの問題の根底に

は、道路事情の悪さが大きく影響していると思

います。 

 同様の問題は、南海トラフ地震の発生時には、

本県の全域、徳島の南部、和歌山や三重の南部

でも起こり得ることだと考えております。国の

プッシュ型支援を確実に受け取るためにも、本

県は確実な応援の受入れ体制と輸送手段を確立

しておく必要があると私は考えております。 

 そこで、緊急消防援助隊の受入れ体制につい

てお伺いいたしますが、消防については、発災

後直ちに緊急消防援助隊が派遣されることと

なっておりますが、今回の能登半島地震の新聞

報道を見ると、72時間以内に被災地に到着でき

た部隊は約半数にとどまっていたそうです。人

命救助のタイムリミットである72時間以内に人

命救助に着手できなければ、救える命も救えな

くなりますので、地域の防災力が極めて重要な

意味を持つと考えております。 

 しかしながら、例えば県内中山間地域である

高吾北地域を例に取ってみますと、越知町消防

団員が168名、佐川町消防団員が169名、仁淀川町

消防団員が222名という状況で、人員は確保でき

ているように思えます。ただ、その内訳を見て

みますと、例えば仁淀川町消防団員222名のうち、

50歳以上の方が90名で全体の約４割を占め、ま

た67名が町役場職員で全体の３割を占めるなど、

災害が起きた場合、本来の業務に人員を割かれ

るなどして、残った人員で消防団としての効果

的な救助活動が行えるのか、大きな不安が残り

ます。全県的に人口減少や少子高齢化が進む中、

県下の大半の市町村が同様の状況なのではない

でしょうか。 

 南海トラフ地震が発生した場合、本県におけ

る最大被害想定は、火災による建物焼失約5,500

棟、負傷者約３万6,000人となっていますが、特

に他の応急救助機関では対応できない消火や救

急搬送は、消防が行う必要があります。しかし

ながら、県内の消防本部は、高知市消防局など

を除くと、ほとんど50人程度と小規模であり、

想定される被害に対して十分な消防力があると

は言えないと考えております。 

 これらのことから、やはり本県の地域の防災

力や消防力のみでは心もとなく、他県から応援

に来る緊急消防援助隊の活動に期待するところ

が大きいのですが、今回の能登半島地震のよう

に本県への到着が遅れたり、受入れ体制がしっ

かりしていなければ、県民の命が守られません。 

 そこで、知事にお聞きします。南海トラフ地

震が発生した場合、本県の緊急消防援助隊の受

入れ体制に問題はないのか、お伺いいたします。 

 次に、物資集積拠点と輸送路についてお伺い

いたします。緊急消防援助隊員を現場に投入で

きるということは、物資も一定送ることが可能

であると思いますが、国のプッシュ支援に対応

できるかというと、まだ問題が残るのではと考

えております。 

 県は、広域物資拠点を室戸広域公園、春野総

合運動公園、野市の県立青少年センター、宿毛

市総合運動公園の４か所を指定しております。



令和６年３月５日  

－177－ 

 

また、各市町村でも物資拠点を指定する作業は

完了しているものと考えますが、問題は、発災

時の緊急輸送道路が機能しているかを大変危惧

しております。私の危惧が的中すると、この輸

送路が十分に機能するのは発災から１か月くら

い先の亜急性期ではと考えております。 

 国から広域物資拠点に潤沢に物資が届いて、

それを市町村の物資拠点に、そして被災者の手

元に速やかに届けるには、いかに早く輸送路を

復旧させるかが課題だと考えますが、その体制

づくりをどのように考えておられるのか、土木

部長の御所見をお聞かせください。 

 また、今議会の知事提案説明には、500か所以

上のヘリポートを確保した旨が書かれておりま

したが、災害時には人員や物資の大量輸送が求

められますから、双発のＣＨ47Ｊなどが離着陸

できる施設が望ましいと考えます。 

 そこで、県が確保したヘリポートで、大型輸

送ヘリが離着陸できる場所は何か所あるか、危

機管理部長にお伺いいたします。 

 次に、民間企業との協定についてお伺いいた

します。民間企業・団体との災害時協定に関し

ましては、実は４年ほど前でしたが、県と協定

を締結している食品関係の卸業者さんから協定

に関する相談を受けました。内容は協定の実効

性に関するものでしたが、協定の本質はその時

点で可能な範囲で行えばよいと伝えておきまし

た。同様の声は、別の業種からも聞かれます。 

 やはり、時がたてば協定締結当時の担当者も

退職や引退もされており、十分な申し送りがな

されていない場合もあろうかと思いますし、災

害は発生の時期、場所、規模により、求められ

るニーズも異なりますから、その時々で協定の

可、不可の判断も異なります。加えて、町も刻々

と変化しており、各種企業・団体との協定は、

締結当時に求められた内容と大きく異なる場合

もあると考えます。 

 また、これら協定は、一元管理がなされてお

らず、各部署の考えられる内容により締結が行

われているものと考えますが、発災時において

どのような企業とどのような目的で協定が交わ

されているかを災害対策本部が把握できていな

ければ、初動対応の遅れを招く危険性も危惧さ

れます。 

 さらに、県民は、それが可視化されれば安心

材料になろうかと考えますが、県のサイトを見

ても、協定を見ることができません。こうした

協定を申し出る業者さんや団体は、社会貢献の

ために申し出ているわけで、協定内容の公開に

否定的なところはないと考えます。 

 まず、官民協定の一元管理が現状ではないと

聞いておりますが、発災時の初動体制の充実を

鑑みれば、危機管理部での一元管理が望ましい

と考えますが、危機管理部長の御所見をお聞か

せください。加えて、災害協定を締結している

企業・団体及び内容が閲覧できるページを県の

サイトに増設してはと考えますが、部長のお考

えをお聞かせください。 

 次に、災害救助員登録制度について御提案い

たします。実は私には、以前から全国的にも例

を見ない災害救助協力隊という構想があります。

災害時の救助活動には、バックホーなど車両系

建設機械が有効なことは皆さん御承知のとおり

で、県も土木系企業や団体との災害協定は締結

しておりましょうが、重機の操作資格・能力の

ある方はそれら企業、団体でなくてもおられま

す。そうした方々を災害時の救助協力隊員とし

て県警本部に事前登録し、県警が発行する登録

証でその身分を証明する仕組みをつくってはと

考えております。もちろん、現場での作業は、

警察、消防の救助隊員の指示に基づく作業です。 

 またあわせて、重機のリース会社や地域の建

設会社とも災害協定を結び、災害時に県や県警

から書面での要請書を持った登録者が来社した
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場合、県の費用弁償を前提に必要な機材を貸し

出す仕組みを構築しておけば、救助活動が迅速

に行えます。 

 今回の能登でも、応急救助活動の基本はやは

り自助・共助であり、事前登録制度があれば、

いざというときの人員確保がスムーズですし、

登録者には警察や消防との定期的な訓練も義務

づけておけば、災害時の救助連携が取りやすい

と考えます。人口減が深刻化する中で、そうし

た登録組織を県下の警察、消防と連携させ、一

定の責務も義務づけておいてはと考えますが、

この構想を県と警察本部に御提案申し上げます。 

 次に、医療コンテナの災害時利用と平時有効

活用の考え方についてお伺いいたします。今回

の能登半島地震では、医療コンテナというもの

が被災地に初めて投入されました。医療コンテ

ナとは、ＴＢＳテレビで放送されたドラマ「TO

KYO MER～走る緊急救命室～」のリアル版で、そ

もそもはコロナ禍時の発熱外来に主に利用され

た簡易な医療施設ですが、牽引車両で運ぶこと

ができる、あるいは大型トラックに積載して被

災現場に持ち込むこともできます。 

 今回、神戸学院大学の中田教授を中心とした

ＤＭＡＴに国から設置要請があり、現地に投入

され、中田教授も複数回現地に赴いたそうです。

さすがに、テレビドラマのような高度な医療設

備はないものの、被災者や支援者の健康管理や

治療には一定の成果を果たすことができたと聞

いておりますし、これらの自然災害を含む医療

を必要とする様々なシーンで活躍すると考えら

れるツールです。 

 能登の被災地では、２月上旬くらいから公立

病院などは復旧を果たし、診療を再開したよう

ですが、田舎の開業医院となりますと、まだま

だ再開のめどは立たないのが実態です。そうし

た診療所や地域密着型の開業医院などの復旧・

復興時の受診施設としても、今後注目すべきも

のと認識しております。ただ、据置き型のもの

は、建築基準法に抵触する場合もあり、これま

で急激な広がりにはつながらなかったようです

が、国も今後は様々な形で支援を始める動きも

見られるとのことで、本県としても保有するこ

とも含めて検討すべきものの一つと考えており

ます。 

 中田教授いわく、この医療コンテナは、平時

活用、有事機能発揮と称し、平時はこれからの

過疎医療に、有事は被災中心地で機能を発揮す

る、次世代の医療拠点として捉えておられます。 

 では、どのように使うかと申しますと、過疎・

高齢化によって高度な医療機器の導入ができな

い、あるいは高度医療機器のオペレーターがい

ない地域などに、そうした機器を載せて巡回診

療を行い、オンラインで診察を行うことを可能

にするなどが考えられます。加えて、本県は全

国有数の無医地区、無歯科医地区を有する県で

あり、無医地区などでのオンライン診療体制の

確立にも有効と考えられます。ただ、まだまだ

手厚い補助を受けられる段階ではない医療コン

テナですから、県としても速やかな導入を検討

する場合には、企業版ふるさと納税なども有効

な手法ではないかと考えます。 

 私は、南海トラフ地震の襲来を考えても、今

後のへき地医療を考えても、本県にはなくては

ならない、いや、あってしかるべきものが医療

コンテナではと考えますが、医療コンテナの導

入を速やかに検討する考えはないか、健康政策

部長にお伺いいたします。 

 また、医療コンテナの導入に当たっては、ま

ち・ひと・しごと創生寄附活用事業として位置

づけて、先ほど申しました企業版ふるさと納税

を活用するなど、財源の確保についてもぜひ御

検討いただきたいと考えますが、健康政策部長

に御所見をお伺いいたします。 

 次に、人口減少問題について何点かお伺いい
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たします。 

 2023年10月１日現在の全国自治体の人口増減

を見ますと、東京都が0.38％増、沖縄県が0.07

％増で、辛うじてプラスを保っているのはこの

１都１県のみ、それまで増加傾向にあった神奈

川、千葉、埼玉なども軒並み減少に転じており

ます。 

 ワーストファイブを下から見ると、秋田、青

森、岩手、山形、そして本県が42位で3.64％減

となっており、前回調査の2020年と比較して２

万5,000人ほど減少し、今や全国1,724市町村で

人口争奪戦が起きています。そんな中、本県が

掲げる10年後のビジョンを見ても、他県が打ち

出す施策を見ても、持続可能なとか、ほにゃら

ら創生総合戦略とか、どこも似たり寄ったりで、

思わず、どないやねんと頭の中でつぶやいてし

まいました。本県人口の将来展望は、現状を踏

まえると大変厳しい状況にあり、その克服とな

ると、並大抵の施策展開ではかなわないものと

認識しています。 

 そんな中、この人口減少の荒波は教育現場に

も押し寄せており、中央教育審議会が公表した

推計では、2040年には約240校の大学が不用とな

る計算です。つまり、大学が潰れる時代が来た

のです。さらに、高等学校の統廃合や廃校も同

様です。本県には、国公私立大学と国立高等専

門学校、合わせ６学がございますが、それがな

くなってしまえば、若者流出はさらに加速し、

視線の向かう先を転じなければ、全ての策が机

上の空論となるでしょう。 

 先日、本県大学への年間受入れ留学生数を調

べたところ、国公４学で約170人と思いのほか少

なく、その８割が私費留学だと知り驚きました。

やはり、これからの本県にはダイバーシティ・

インクルージョンな取組、つまり多種多様な人

が互いの考え方の違いや個性を受け入れながら、

共に成長し共存共栄していくしかありませんし、

さらに全てにおいて男女の格差をなくすなどの

取組が必要であろうと思います。 

 その一つ、多様性への取組として、これまで

の特定技能制度だけでなく、いかに外国人留学

生を本県に呼び込むことができるかという考え

方があろうかと思います。そのためには、県と

しても積極的に彼らが過ごしやすい生活環境を

整える、また本県にある高度人材を求める企業

ニーズを把握し、産学協働でのスキルアップの

ための連携を行うなど、国の助けも受けながら、

本県独自の受入れ策を構築していく必要があろ

うかと思います。かつて、崖っ縁だった経済を

ここまで取り戻した経験が本県にはありますか

ら、崖っ縁の人口減少問題も、県民総力戦で立

ち向かえば、明るい兆しが見えてくるのではと

考えます。 

 そこでまず、県内大学の留学生の卒業後の進

路について、どれだけの留学生が日本または高

知県に残っているのか、また残っている留学生

はどのようなところに進学または就職している

のか、現状について文化生活スポーツ部長にお

聞きします。 

 また、留学生を県内就職につなげるための取

組状況について商工労働部長にお聞きします。 

 次に、空き家、中間管理住宅についてお伺い

いたします。今、空き家対策の解消手段の一つ

として、町にある空き家を役所が借り上げ、耐

震化や水回りなどを改修して、移住希望者に安

価に貸し出す中間管理住宅が注目され始めまし

た。 

 空き家を中間管理住宅へ改修するに当たって

は、所有者に適正な管理を促す目的でつくられ

た空家等対策の推進に関する特別措置法に基づ

く財政上の措置として、国が令和７年度を期限

に制度化している空き家対策総合支援事業が活

用されています。 

 この支援事業のそもそもは、全国的に空き家
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が増加していることに歯止めをかけるためにつ

くられた制度であり、実施計画を市町村が定め、

空き家を地域活性化のために計画的に利用する

事業であれば、移住促進でなくともこの支援事

業を活用でき、所有者に負担を求めず、自治体

で建物改修を行い安価な家賃で貸すことが可能

となります。 

 人口減少が進む本県では、郡部に行けば、絶

対戸数が少ないことから空き家は目立ちますが、

空き家戸数が最も多いのはやはり高知市であり、

既に１万5,000戸を超えております。空き家が増

えれば、老朽化からの危険性、それに伴う環境

の悪化、防犯や防災上の不安も増し、国や県と

しても見逃せないレベルになりつつあります。 

 県内では、主に移住促進を目的とする中間管

理住宅に活用されておりますが、最低賃金の下

位にある本県では、子育て世代の家賃負担対策

としても活用すべきではないかと考えます。ま

た、都会で就職し、定年を迎えた方々のＵター

ン希望者向け賃貸物件としての可能性も期待で

きる制度であり、移住促進と人口減少対策にも

役立つものと考えます。 

 さらに、空き家情報の収集となりますと、不

動産業者とのネットワークを生かす必要があり

ますし、所有者情報の確認には、自治体の機能

が必須です。また、建物改修の相談窓口として

は、粗悪な改修を避けるためにも、高知県建築

士会などの御協力を得て官民、公社が一体となっ

た支援を行うことによって、この法律の趣旨に

のっとったサポート体制が組めるのではないか

と考えております。加えて、制度を正しく理解

し、上手な運用を行えば、自治体負担も少なく、

持ち主は10年後にはリフォームを終え不動産価

値が高まった家が戻ってくる、言わば三方よし

の制度であり、本県としても、幅広い視点を取

り入れ、積極的に活用すべきと考えます。 

 そこで、土木部長にお伺いいたしますが、本

県にはこの制度を移住向け以外に活用している

自治体はどのくらいあるのか、また不動産業者、

設計事務所、工務店などと協働で空き家対策の

取組を積極的に進めていってはと考えますが、

部長の御所見をお聞かせください。 

 さらに、財政補助には令和７年度という期限

が設けられておりますが、今後の制度延長が必

要と考えますので、ぜひ国へ提言していただく

ことを要請いたします。 

 次に、空家等管理活用支援法人についてお伺

いいたします。もう一つの空き家問題に関しま

して提案をいたします。さきの質問で、高知市

には１万5,000戸を超える空き家があるとお話を

しましたが、県下全域となりますと５万戸を超

え、空き家率は全国ワースト１位です。国も、

全国的に増える空き家問題を重く見て、昨年空

家等対策の推進に関する特別措置法の強化を図

り、これまでの特定空家に加え、管理不全空家

も市町村が適切な管理を行わせるべく指導、勧

告ができるように法改正を行い、全国の市町村

に空家等管理活用支援法人を指定するよう促し

ております。 

 土地建物取引は、第２の法曹界と言われるほ

ど複雑に法律が絡み合う業界で、調査や啓発な

どはＮＰＯ法人などでもできるでしょうが、賃

貸や売買を伴う相談に対して活動するには、宅

地建物取引業の免許が必要となります。そんな

中、県下加入数500社以上の公益社団法人高知県

宅地建物取引業協会がこれまで週２回行ってき

た法律相談に加え、空き家相談を週２回開催す

べく準備を進めております。積極的な空き家対

策の推進のためには、さきに御案内した公益社

団法人を県内の市町村が空家等管理活用支援法

人に指定することも一つの方法だと考えます。 

 空家等管理活用支援法人の指定は、市町村の

専権事項でございますが、県としてはどのよう

に考えているのか、土木部長の御意見をお聞か
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せください。 

 次に、スポーツ振興についてお伺いいたしま

す。 

 ２月22日の高知新聞に、土佐経済同友会によ

る県立高知南中・高等学校跡地利用に関する提

言記事が掲載されました。私も、高知にバスケッ

トクラブチームを発足させ、県立体育館のアリー

ナ化を、そして県立南中・高等学校跡地を高知

ユナイテッドスポーツクラブのホームスタジア

ム化して、この２つを中心に桟橋エリアのスポー

ツゾーン計画を考えておりましたが、先日大石

議員からも同じような質問がございましたので、

少し視点を変えてスポーツ振興についてお伺い

をいたします。 

 東京2020オリンピック・パラリンピック大会

では、日本中が盛り上がり、本県出身選手の活

躍に感動と勇気をいただきました。この大会で

は、スポーツクライミングや自転車のＢＭＸフ

リースタイル・パーク、スケートボードなどの

都市型のスポーツ、アーバンスポーツが新たに

正式種目として採用され、若者を中心に注目を

集めたことは記憶に新しいところです。 

 そして、今年８月にパリで開催されるオリン

ピックでは、新競技としてブレイクダンスのブ

レイキンが正式種目となり、日本選手のメダル

獲得が大いに期待されています。一般社団法人

ストリートダンス協会によると、国内の推計競

技人口は、2001年の約７万人から、2015年時点

では約600万人と大幅に増加し、プロリーグがあ

る国内の人気スポーツに匹敵する数値と言われ

ています。 

 また、ダンスは、学校の体育授業でも取り入

れられ、子供たちにも身近なスポーツになって

いることに加え、若者を中心にＳＮＳなどでダ

ンス動画の投稿や視聴にも大変注目が集まって

います。 

 国内では、2020年８月にダンスのプロリーグ

であるＤリーグが発足し、見るスポーツとして

も関心を集めています。県では、昨年度、Ｄリー

グに参加しているプロダンスチームのセプテー

ニラプチャーズを運営するPERF株式会社とダン

スを通じたスポーツ振興や地域の活性化に関す

る連携協定を締結し、これまでも様々な取組を

県内各地で展開されています。 

 誰もが気軽に取り組めるスポーツの一つとし

て、特に若者や女性に人気が高まっているダン

スの活用は、本県が抱えるスポーツの課題解決

に寄与し、第３期高知県スポーツ推進計画の目

指す姿であるスポーツの楽しさや感動を共有し

希望と活力ある社会の実現につながるものとし

て、私も今後の可能性を強く感じております。 

 今後、ダンスを活用した取組をさらに展開し、

本県の子供や若者が親しめる機会を増やしてい

ただきたいと思いますが、今後の取組と可能性

について文化生活スポーツ部長にお聞きします。 

 加えて、県内のブレイカーは、閉店したデパー

ト前など夜のストリートで練習する姿をよく見

かけますが、体育館や南高校跡地利用には彼ら

の練習スペースもぜひ検討いただけたらと考え

ます。 

 次に、関西に新たに設置するアンテナショッ

プについてお聞きいたします。 

 大阪梅田駅周辺の大規模な再開発や、令和７

年開催の大阪・関西万博などの大規模プロジェ

クトにより経済活力がますます高まる関西圏と

の経済連携を強化し、本県経済の底上げにつな

げようと、関西戦略に積極的に取り組んでおら

れます。 

 そうした中、いよいよ今年７月には大阪を代

表する日本有数の商業都市である梅田に、本県

のアンテナショップがオープンします。このア

ンテナショップでは、本県の食や自然などの魅

力をダイレクトかつタイムリーに発信していく

こととしており、私の周りの県内事業者も販路
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拡大のチャンスに大いに期待をしております。 

 先月までこのアンテナショップのオープンに

向けて名称募集が行われておりましたが、名称

は関西の多くの方々に親しみを持っていただく

ために大変重要であると考えておりますし、極

上の田舎、高知をイメージするすばらしい名称

になるものと期待をしております。 

 また、応募数にアンテナショップに対する関

心の高さが反映されるのではないかと考えます

が、どのような応募状況であったか、産業振興

推進部長にお聞きします。 

 次に、林業の担い手不足と外国人技能者につ

いてお伺いいたしますが、その１問目は、冒頭

に質問いたしました人口減少対策にも通じる質

問でございます。 

 本来、外国人技能実習制度の目的は、日本の

優れた技能を発展途上国へ技術移転を図り、途

上国の経済発展を担う、いわゆる人づくりに寄

与するという国際貢献の推進でした。しかし、

担い手不足の日本の受入れ事業者は労働力不足

を埋める存在として彼らを見ており、一方の技

能実習生も出稼ぎ目的で来ているのが現実でし

た。そのため、政府は、外国人技能実習制度を

思い切って廃止し、新たな制度の育成就労制度

の発足に向けて現国会で議論されております。 

 こうした状況下、去る１月26日、育成就労制

度と特定技能に連携を持たせるために、特定技

能だけに許されていた特定産業分野12種に、新

たに林業分野と木材産業分野の２種と、運送分

野２種の追加が検討されており、早ければ今年

度内の閣議決定がされる見込みであるという朗

報が届きました。まさに一筋の光明どころか、

森林・林業・木材産業全体が一挙に２階級特進

を得たとも言える状況になり、政府関係機関も

制度設計などに矢継ぎ早の対応を迫られる状況

になっております。これもひとえに、業界関係

各位や濵田知事、県選出の国会議員、皆様の御

尽力のたまものであると感謝申し上げる次第で

あります。 

 また、同日１月26日には高知労働局より本県

の最新の外国人雇用状況が発表され、本県の技

能実習生と特定技能を合計すれば、とうとう3,000

人を突破いたしましたし、３年から４年後には、

育成就労プラス特定技能で5,000人を超す勢いで

す。 

 彼らは税金も納め、消費もしてくれる外国人

であり、３年間の育成就労の後、特定技能１号

の５年間の就労を経て特定技能２号に進めば、

永住や家族の帯同の可能性も秘めております。

このことは高知県に小さな自治体が新たに増え

たと同様の経済効果をもたらすと言えるのでは

ないでしょうか。 

 この法的基盤の一つが整備されることにより、

本県としても、森林・林業・木材産業における

担い手不足対策において、海外を人材獲得マー

ケットとして捉え、動き出すことが可能となり

ます。しかし、特定技能就労者には、Ｎ４クラ

スの日本語要件や技能要件をクリアしなければ

ならない課題もありますが、同時に本県で働く

こと、本県の林業現場で就労することに魅力を

感じる人材を先駆けて育てていかなければ、本

県への呼び寄せはできないと確信しています。 

 本県は、日本の中でも県立林業大学校の設立

など、担い手不足の対策を他県に比べて早く打っ

てまいりました。この海外に向けて人材獲得を

広げられる法的基盤の整備の動きに、本県とし

ても県立林業大学校を活用し、林業事業体を支

援することなどにより、他県よりも先駆けて外

国人材の受入れや育成を進める取組が必要では

ないでしょうか。この提案に対して林業振興・

環境部長はどのように取り組んでいくおつもり

か、お考えをお聞かせください。 

 次に、林業女子についてお伺いいたします。

かつて拡大造林時代には、新植地の地ごしらえ
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や苗の植付け作業に女性がくわを振るって大活

躍をした頃がありました。担い手不足と言われ

る昨今にあっても、林業女子に代表されるよう

に女性の林業就労に関心が高まっていることは、

拡大造林時代をほうふつさせる明るい話題であ

ると思っています。 

 しかし、現場からの声として、せっかく女性

が林業の仕事に興味を持ってもらったとしても、

妊娠や親の介護をきっかけに林業の仕事から離

れざるを得なくなったり、さらには一時的に林

業現場での仕事ができない時期があっても、給

与の補償や他業務で対応することなどといった

声が私に寄せられました。 

 これらの問題は、女性に限らず男性の育児休

暇取得制度や介護への参加も含め、今の社会全

体の問題として取り組むことで、解決の糸口を

見いだせるのではないでしょうか。 

 実際に女性が現場で働く事例を積極的につく

りその実績を業界全体に発信している事業体か

らは、現場での就業環境を女性目線で整えてい

くことが、男性にとっても就業環境がよくなっ

たり、現場作業を女性ならではの目線で考え、

コストカットにつなげ、より効率的な作業がで

きているという実例を聞き、またそれを補完、

担保するために、就業時間をより柔軟にし、働

きやすい環境を備えているなどの様子をお伺い

いたしましたが、これは一事業体の自助努力で

の対応でしかありません。 

 しかし、他の産業と同様に、女性にとっての

妊娠・育児といったライフステージを県が政策

的に支えることができれば、長期的な期間の中

でキャリア形成ができ、女性にとって魅力的な

職場に変化させることができます。 

 例えば、時期的な業務量の差ができることや、

現場作業ができない時期は、他の産業、事業体

との連携により、柔軟に雇用を継続させること

はできないか。また、森林環境譲与税を活用し

た発注事業の中に、女性社員や管理職比率によ

る加点方式が導入できないか、さらには女性活

用に対する講習会の実施や参加による加点方式

を取り入れられないかなど、県がリーダーシッ

プを発揮し、積極的に女性就労への取組を推進

してほしいとの要望がありましたが、女性にとっ

て魅力的な就労環境は、男性にとってもよりよ

い就労環境を整えていくことにつながるという

認識を持たなければなりません。 

 こういった背景の中で、県内の林業事業体の

女性就労への取組をどのように後押しするのか、

林業振興・環境部長に御所見をお伺いいたしま

す。 

 最後に、総合評価方式の入札制度についてお

聞きいたします。 

 先日、高知に戻る前は東京で土木関係の会社

におられ、Ｕターン後は建築関係の会社に籍を

置かれていた方から、高知県の入札の状況に違

和感を感じるという話を聞かされました。 

 積算についても、同じソフトを使えば入札価

格が同じ額になってしまうのは必然で、こんな

ことを続けていれば業者の積算能力が低下して

しまうし、そこに総合評価方式を持ち込めば、

落札が一部の業者に偏り、不平等感が感じられ

るそうです。さらに、アピールのプレゼン文章

だってコンサルにお金を払えばどんな作文もこ

なしてもらえるとまで言っておられました。一

方、国交省が行う第三者委員会で客観性、透明

性を高めるプロセスを経ての入札では、入札日

から１か月がたっても落札者が決まらないケー

スも増えていると聞いております。 

 そもそも、本県の総合評価方式は、本来の目

的とするところを簡素化し過ぎているとも言わ

れ、工事の質や内容のような数字で表現されな

い項目を公平に点数化するのは簡単ではないは

ずなのに、どのくらい精密な基準を設けている

か知らないが、評価点の出し方が簡易過ぎ、過
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去実績、消防団の加入、ＢＣＰ策定の有無で０

点か10点かなんてナンセンス過ぎ、こんな偏り

のある入札制度が続けば、いずれ業者数が減り、

地域を守る担い手である企業が減ってしまうと

の危機感を述べておられました。 

 全く同様の意見を、過去に高橋徹元議員も本

会議で発言されておられましたし、総合評価落

札方式の不備や違和感は、平成30年９月定例会

で公明党の西森雅和議員がかなり長い時間をか

けて質問しており、当時の土木部長も、競争性

が失われるといったことがないよう配慮が必要

だとの答弁もあり、執行部もこの制度の不完全

性には一応の認識があったと理解しております

が、知人から示された最近の資料を見ますと、

いまだに改善が見られていないと感じておりま

す。 

 私は、このままの入札制度を続け、地域を守

る担い手である企業が減ってしまうと、南海ト

ラフ地震の発災時の復旧作業にも大きな影響が

出てしまいますし、その後の復興計画にも多大

な影響が出かねないことを大変危惧しておりま

す。 

 西森雅和議員は当時の質問の最後に、総合評

価方式の見直しを要望され、尾﨑知事も引き続

き見直す旨の答弁をされておられましたし、私

は総合評価判定に第三者機関などを設けるなど

して、公平性を担保する必要があるのではと考

えております。 

 平成30年以降これまでにどのような見直しが

行われ、どのように改善を行われたのか、土木

部長にお伺いし、第１問といたします。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 上田議員の御質問にお答

えをいたします。 

 本県におきます緊急消防援助隊の受入れ体制

についてお尋ねがございました。 

 緊急消防援助隊は、大規模な災害が発生し、

県内の消防力では対応ができない場合に、国の

指示などに基づき、県外から派遣をされる消防

の応援部隊であります。能登半島地震におきま

しては、約2,000人が派遣されて現場活動に当た

りましたけれども、土砂崩れあるいは道路の崩

壊などにより、72時間以内に活動できた隊員が

約半数にとどまったとの報道があったのは、御

指摘あったとおりでございます。 

 南海トラフ地震に関しましては、全国から約

２万1,000人規模、このうち本県には最大で約2,800

人規模の部隊が、陸・海・空から迅速に派遣さ

れる、こうしたことが計画をされております。 

 この計画に併せまして、県におきましては、

派遣される部隊が円滑に活動できますように、

部隊の進出拠点、宿営場所、燃料補給場所、被

害状況に応じた調整などを定めました、いわゆ

る受援計画を策定いたしております。そして、

この受援計画の実効性を高めますために、毎年

県内で図上訓練や実動の訓練を行っております

ほか、中国・四国ブロックでの合同訓練も実施

いたしております。 

 能登半島地震におきます、この緊急消防援助

隊の活動の検証につきましては、今後国を中心

に行われることになると考えますけれども、県

といたしましても、これについての情報を積極

的に収集いたしまして、本県におきます受援計

画の見直しを図り、受入れに万全を期してまい

ります。 

 私からは以上であります。 

   （土木部長荻野宏之君登壇） 

○土木部長（荻野宏之君） まず、緊急輸送道路

を早く復旧させる体制づくりについてお尋ねが

ございました。 

 本県では、南海トラフ地震発生直後の救助救

援活動や支援物資の受入れを迅速に行えるよう、

高知県道路啓開計画を策定しております。この

計画では、市町村が策定している物資配送計画
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や地域防災計画に基づく防災拠点を対象に、拠

点間を結ぶ路線を啓開ルートとして定め、啓開

を行う建設業者をあらかじめ割り当てておりま

す。 

 また、発災時に道路管理者との通信手段が全

て途絶した厳しい状況も想定し、管理者の啓開

開始の指示を待たずとも、建設業者が自動的に

啓開に着手する体制を構築しているところであ

ります。加えまして、本計画の実効性を高める

ため、建設業協会の全12支部と毎年支部単位で

情報伝達訓練を行うほか、対象支部を入れ替え

ながら、実際に瓦礫撤去などの啓開作業を行う

実動訓練も実施しています。これまでの訓練に

より情報伝達体制が構築された協会支部では、

本年度自動的に啓開を開始する訓練を新たに実

施したところです。 

 今後も、物資配送計画をはじめとする各種関

連計画の変更など、状況の変化に応じて計画を

見直すとともに、訓練を繰り返し行うことで、

道路啓開の体制を強化してまいります。 

 次に、中間管理住宅を移住向け以外に活用し

ている自治体の数と、不動産業者などと協働し

た空き家対策の取組についてお尋ねがございま

した。 

 本県では、空き家を借り上げ、改修して貸し

出す、いわゆる中間管理住宅の事業について、

昨年度末までに30の市町村が取り組んでおりま

す。このうち、子育て世帯や住宅困窮者、若者

世帯といった、移住者以外も対象としているも

のは、11市町村となっております。 

 議員からお話がありました、不動産業者や設

計事務所、工務店といった専門的な技術や知見

を持つ事業者と協働で空き家対策の取組を進め

ていくことは、大変重要であると考えておりま

す。そのため県では、平成30年３月に空き家の

再生・利活用に関する事業者や専門家で構成す

るグループの登録制度を開始しました。このグ

ループの登録には、宅地建物取引業の免許を持

つ不動産業者、建築士事務所、建設業許可を受

けた工務店の３者で構成することが条件となっ

ており、登録されたグループは空き家の改修や

相談対応などの取組を行っております。 

 本年度からは、このグループのうち、高知県

空き家相談窓口と連携して空き家対策に取り組

むグループを高知県空き家活用専門家グループ

Ｒとして登録しております。本年２月末現在、

グループの登録制度全体では44グループ、うち

グループＲには27グループが登録し、活動いた

だいているところです。 

 県としましては、引き続きグループの皆様に、

それぞれの専門性を発揮して空き家対策に取り

組んでいただけるよう、研修会の開催などを通

じて活動の活性化や技術向上を後押しし、さら

なる空き家の利活用につなげてまいりたいと考

えております。 

 次に、空家等管理活用支援法人の指定におけ

る県の考えについてお尋ねがございました。 

 昨年12月に施行されました空家等対策の推進

に関する特別措置法の改正法では、空き家に関

する業務を行う法人や会社を空家等管理活用支

援法人として市町村が指定できることとなりま

した。この制度には、指定された民間法人が空

き家対策に取り組む市町村の補完的な役割を果

たしていくという狙いがあります。このため、

その指定につきましては、市町村の空き家の現

状や対策の状況、空き家対策に係る職員の人員

体制や業務量なども踏まえ、市町村が適宜判断

されるものと考えております。 

 県としましては、改正法の施行からまだ間も

ないことから、まずはこの取組に関しまして、

国の動向や県外自治体の事例などの情報収集を

行い、市町村に向けて必要な情報の提供や技術

的な助言などに努めてまいります。 

 最後に、総合評価方式の入札制度のこれまで
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の見直しなどについてお尋ねがございました。 

 総合評価方式の運用に当たっては、中立かつ

公正な入札方法となるよう、学識経験者や国の

発注機関の所長で構成する高知県土木部総合評

価委員会や、高知県建設業協会をはじめとする

各団体から御意見をお聞きしながら、毎年改正

を行っております。 

 平成30年以降、成績評定や優良工事表彰を評

価対象とする期間や件数の縮減、災害復旧工事

の受注実績に応じた加点の新設、災害発生時の

備えとして保有重機の対象機種の拡大などの見

直しを行ってまいりました。こうした見直しに

より、地域の事業者が総合評価方式の入札に参

加しやすい状況になっているものと考えており

ます。 

 一方で、近年の総合評価方式による入札では、

各事業者の積算能力や技術力は向上してきたた

め、応札価格に加え、技術評価点においても同

点となり、くじ引によって落札者が決定する案

件が散見され、このことへの対策が課題となっ

ております。こうした課題を解消する一つの方

法として、トンネル工事など受注者の技術的な

工夫の余地が大きい工事については、それぞれ

の特性を考慮した技術提案を求める対象工事を

拡大していく必要があると考えてございます。 

 今後も、総合評価委員会や建設業協会をはじ

めとする各団体の御意見をお聞きしながら、地

域の守り手である建設事業者が安定した経営環

境を確保できるよう、入札制度の検証、改善を

継続してまいります。 

   （危機管理部長中岡誠二君登壇） 

○危機管理部長（中岡誠二君） まず、大型輸送

ヘリの離着陸場についてお尋ねがございました。 

 大型輸送ヘリの離着陸場については、飛行時

に発生する強烈な風、いわゆるダウンウオッシュ

を考慮して、縦100メートル、横100メートルの

広さが必要とされております。この条件を満た

す地点は、県内に12か所あります。また、片方

の距離が100メートル未満ではあるものの、面積

が１万平方メートルを超え、大型ヘリの離着陸

が可能と思われる地点を加えますと、合計で29

か所となります。 

 なお、これらの離着陸場については、専用の

ヘリポートとして整備されたものではなく、既

存のグラウンドなどを活用するものです。この

ため、実際に離着陸する場合には、必要に応じ

て自衛隊が地盤の状況や障害物の有無など、そ

の都度確認の上、使用の可否を判断するという

ことになります。 

 次に、危機管理部による災害協定の一元管理

と県のサイトへの掲載についてお尋ねがござい

ました。 

 県では、保健、医療、福祉、交通、土木、商

業など、様々な分野において民間企業や各種団

体との間で災害時における協定を締結していま

す。こうした協定は、それぞれの担当課が所管

していますが、危機管理部では毎年各部局に照

会の上、一覧表を更新しています。しかしなが

ら、協定先との日常的な協議や訓練の実施など、

実効性の確保については、それぞれの担当課に

任せているというのが現状でございます。 

 また、協定の中には、締結から時間が経過し、

連絡体制や内容の確認が不十分となっているも

のがあると考えられます。このため、その内容

について確認し、必要に応じて見直すとともに、

協定先の了解も得まして、協定書をホームペー

ジに掲載し、協定先のほか県民も閲覧できるよ

うにしたいと考えています。加えて、定期的な

訓練や協議の実施により、災害に関する協定の

実効性を高めてまいります。 

   （健康政策部長家保英隆君登壇） 

○健康政策部長（家保英隆君） まず、南海トラ

フ地震の襲来や今後のへき地医療を考え、医療

コンテナの導入を速やかに検討できないかとの
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お尋ねがございました。 

 医療コンテナにつきましては、このたびの能

登半島地震において、病院や診療所、避難所な

どに設置され、感染症が疑われる方などの体調

の悪い方を診察する施設として活用されました。 

 本県におきましても、南海トラフ地震を想定

しますと、医療コンテナは地震や津波により失

われる医療機能の一部を補完する有効な手段に

なると考えております。このため、来年度から

始まる県の第８期保健医療計画において、全て

の医療機関が津波浸水エリアにあるなど医療機

能の喪失が懸念される地域を中心に、その活用

を検討することとしております。 

 検討するに当たりましては、現在県が中山間

地域において普及を進めておりますオンライン

診療にも対応できるヘルスケアモビリティの活

用も大いに期待できることから、そうした資源

も含めて考えてまいりたいと考えます。 

 他方で、新たに整備する場合は、議員のお話

のありました平時の効果的な活用をはじめ、運

用する人材の確保、費用負担など、整理すべき

論点も多くございますことから、関係する市町

村や医療機関などと協議しながら検討を進めて

まいります。 

 次に、医療コンテナの導入に係る財源確保に

ついてお尋ねがございました。 

 企業版ふるさと納税は、地方再生計画に記載

された地方創生に資する事業に対して企業が寄

附を行うことで、税制上の軽減措置を受けるこ

とができる制度です。 

 医療コンテナの導入は、災害時の医療提供体

制を確保するための一つの選択肢として考えら

れますことから、導入を検討する際には、企業

版ふるさと納税制度の活用はもとより、国の補

助制度など有利な財源の活用について、併せて

検討してまいります。 

   （文化生活スポーツ部長岡村昭一君登壇） 

○文化生活スポーツ部長（岡村昭一君） まず、

県内の大学への留学生に関し、卒業後の進路の

現状についてお尋ねがございました。 

 県内の国公立大学におきましては、令和５年

５月１日現在で177人の留学生を受け入れてお

り、中国、台湾、インドネシア、韓国などアジ

アを中心として26の国・地域からの留学生が在

籍しておられます。 

 これらの留学生の卒業後の進路につきまして

は、年度によって違いはありますが、昨年度の

卒業生46人につきましては、卒業後国内に残ら

れた方が26人、全体の56.5％、うち県内に残ら

れた方は16人、全体の34.8％となっております。 

 また、これまでに国内に残られた卒業生の方々

の具体的な進路につきましては、県内外の大学

院などへの進学のほか、大学の助教などとして

研究を継続されるケースが多く、企業などへの

就職は、県内外ともに少なく、建設会社や医療・

福祉関係の企業などに若干の実績があるといっ

た状況であります。 

 なお、各大学におきましては、留学生向けの

プログラムの整備や宿舎の確保、奨学金の機動

的な運用などにより留学生が安心して生活でき

る環境を整備するとともに、海外の大学との協

定締結の拡大や、広報の充実などを図っていく

とお聞きしております。 

 県といたしましても、教育の国際化や、豊か

な国際感覚を備えた人材の育成に資するよう、

今後も海外から優れた留学生を受け入れていた

だくことを期待しております。 

 次に、ダンスを活用した今後の取組と可能性

についてお尋ねがございました。 

 議員のお話にもありましたように、近年、若

い世代を中心として、全国的にダンスの人気が

高まっており、競技人口も大幅に増加しており

ます。ダンスは、専用の練習場所や用具が不要

であり、年齢、性別、障害の有無などにかかわ
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らず、誰もが気軽に始められるスポーツであり

ます。また、オンラインによるレッスンなどを

活用すれば、中山間地域など指導者が少ない地

域であっても、十分に活動することができるた

め、運動の習慣やスポーツ機会の確保などに課

題が見られる本県にとって、ダンスを活用した

取組には大きな可能性があるものと考えており

ます。 

 このため、県におきましては、来年度から大

きく３つの取組を展開することとしております。

第１に、オンラインによるダンスレッスンの活

用であります。ダンスを学ぶ機会の少ない中山

間地域などの小学生や障害のある方などを対象

に、プロのダンサーによるオンラインレッスン

と対面レッスンを組み合わせ、サークルの立ち

上げなど、裾野の拡大に向けた環境づくりを行っ

てまいります。 

 第２に、ダンスイベントの開催であります。

県内のダンス関係者やプロダンスチーム・セプ

テーニラプチャーズの出演のほか、先ほど申し

上げましたプロのダンサーのレッスンを受けら

れた方々がダンスを披露する場として、プレー

ヤーと観客の双方が楽しめるイベントを開催し、

ダンスへの関心をさらに高めてまいります。 

 第３に、ダンス指導者の育成のための研修会

であります。PERF株式会社様の御協力の下、教

員や企業、団体、地域の方々などを対象とした

研修会を実施し、体育の授業をはじめ様々な場

面でダンスに取り組んでいただけるよう、指導

者の育成に努めてまいります。 

 こうした取組を、高知県スポーツコミッショ

ンや県内のダンス関係者、地域のスポーツ団体

などの御協力を得て着実に進め、本県の子供や

若者が継続的にダンスに親しめるよう、機会の

拡充を図ってまいります。 

   （商工労働部長松岡孝和君登壇） 

○商工労働部長（松岡孝和君） 留学生を県内就

職につなげるための取組についてお尋ねがござ

いました。 

 縁あって本県に留学されている方々に、卒業

後もできるだけ本県にとどまっていただき、県

民の一人となって活躍していただきたいと考え

ております。こうしたことから県では、留学生

を対象として県内就職を促進するためのマッチ

ングイベントの開催や、実際に外国人を雇用し

ている企業を見学するバスツアーを実施してお

ります。 

 また、留学生の応募を受け付けているおよそ

70社を、県の就職情報ポータルサイトで紹介も

しているところです。さらに、一般の大学生向

けの合同企業説明会や学生と県内企業との交流

会といった就職イベントにも、留学生に参加し

ていただけるようにしております。 

 卒業後の留学生の県内就職の実績は、まだ少

ない状況にはありますが、中には県内の建設会

社に就職された台湾からの留学生が、海外展開

の取組で、社内で中心的な役割を果たされてい

るなど、県内企業で生き生きと活躍されている

留学生の事例もございます。 

 今後も、一人でも多くの留学生が高知に残り、

活躍していただけますよう、引き続き大学や事

業者などとも連携しながら取り組んでまいりま

す。 

   （産業振興推進部長沖本健二君登壇） 

○産業振興推進部長（沖本健二君） 関西圏アン

テナショップの名称募集の状況についてお尋ね

がございました。 

 名称の公募は、アンテナショップのオープン

に向け、機運の醸成を兼ねたプロモーションの

一環として、１月15日から先月14日までの１か

月間実施をいたしました。 

 その結果、全国から何と４万件近い応募をい

ただきました。これは、銀座まるごと高知の名

称を募集した際の4,731件の８倍を超えておりま



令和６年３月５日  

－189－ 

 

す。その内訳ですが、県内が最も多い63％、次

いで関西が14％となっておりまして、47都道府

県全てから応募がございました。こうした予想

を大きく上回る結果となりましたことは、県民

の関心の高さの表れでございまして、関西のア

ンテナショップに対する期待は大変大きいもの

であると改めて実感をしております。 

 また、関西からも多くの方々から御応募をい

ただきましたことから、本県に関心を持ってい

ただくきっかけとして、効果的なＰＲになった

ものと考えております。 

 応募いただきました名称案は、シンプルなも

のから土佐弁を使って高知らしさを表現したも

のなど、趣向を凝らした多くのアイデアが寄せ

られております。現在、総合プロデューサーと

共に選考を行っているところでございまして、

皆様の関心も高いことから、できるだけ早い時

期に公表したいというふうに考えております。 

   （林業振興・環境部長武藤信之君登壇） 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） まず、外

国人材の受入れや育成を進めるために、どのよ

うに取り組んでいくのか、お尋ねがございまし

た。 

 県内の林業就業者は、ここ数年1,600人前後で

推移していますが、60歳代以上が全体の約４割

を占めており、今後この年代を中心に就業者の

減少が見込まれます。こうした状況に対応する

ためには、女性や若者の林業への就業促進に加

え、外国人材の受入れも視野に入れていくこと

が重要と考えております。 

 これまで、林業分野での外国人材の受入れの

中心となる技能実習制度を活用する場合、在留

期間が１年となることから、県ではより長い期

間での受入れに向けて、令和２年度から国に政

策提言を行ってまいりました。こうした中、国

においては、これまでの技能実習制度を廃止し、

新たな育成就労制度の創設などの具体的な検討

が始まりました。そして、この制度を活用する

ことで、林業分野においても、より長い期間で

の外国人材の受入れが期待される状況となって

まいりました。 

 この新たな制度は、産業分野への就労を通じ、

外国人材の技術習得を進めるものであることか

ら、今後林業事業体において、指導体制の充実

や安全対策の強化など外国人材の育成環境の整

備が必要です。このため、指導体制の充実に向

けては、林業事業体による安全な伐採技術など

の指導力向上について、林業大学校の活用を検

討してまいります。 

 あわせて、安全対策の強化に向けては、他産

業より多く発生している労働災害を防止するた

め、外国人の方々に配慮した安全表示など、安

全な労働環境の整備を支援することとしていま

す。 

 このような取組を通じ、外国人材を円滑に受

け入れ、育成する環境を整備し、林業分野にお

ける外国人材の確保につなげてまいりたいと考

えております。 

 次に、県内の林業事業体の女性就労への取組

をどのように後押しするのか、お尋ねがござい

ました。 

 林業は、足場の悪い山の中で伐採木などの重

量物を取り扱うために、労働負荷が高く、男性

が多い職場となっています。林業における令和

３年度末の女性の就労状況は、伐採などの現場

に95人、また森林組合の森林調査などに関わる

事務に60人となっており、全体で女性は１割に

満たない状況です。 

 こうした中、近年スマート林業の推進により、

高性能林業機械の導入による軽労化や、デジタ

ル情報などを活用した事業計画の作成による省

力化が進んでおり、林業において女性が参加し

やすい環境へと進化していると考えています。

このため県においては、女性の活躍できるスマー
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ト林業のさらなる普及を進めることとし、ドロー

ンなどの女性が扱いやすい機器の操作や、森林

クラウドでのデジタル情報の活用に係る研修に

取り組んでいるところです。 

 一方、女性の活躍に向けては、出産・育児へ

の対応、現場での更衣室やトイレへの配慮といっ

た職場環境の整備を進めていく必要があります。

この状況に対応するため、県では、経営者が女

性の働きやすさについて学ぶセミナーを開催す

るとともに、就業規則の見直しへの専門家によ

る助言や更衣室の設置などを支援することとし

ております。 

 今後とも、こうしたスマート林業の推進や職

場環境の改善への支援を進めることで、林業事

業体への女性の就労を後押ししてまいります。 

○８番（上田貢太郎君） 知事はじめ執行部の皆

様、それぞれ丁寧な御答弁誠にありがとうござ

いました。 

 ２問目はいたしませんが、冒頭御案内させて

いただきました七尾市の支援の続報でございま

す。我々、石川から帰ってからも、引き続き支

援を行おうということで、毎週４トントラック

で現地に物資を今でも届けておりますけれども、

次は和倉よさこい祭りの再開に向けて、ぜひ皆

さんで協力しようということになっております

ので、またそのときはぜひ、執行部の皆さん方

の御協力もよろしくお願いします。 

 では最後に――ああ、時間ですね、はい、分

かりました。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 暫時休憩いたします。 

   午前11時10分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時再開 

○副議長（今城誠司君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた

します。 

 35番岡本和也議員。 

   （35番岡本和也君登壇） 

○35番（岡本和也君） 日本共産党の岡本和也で

す。ざんじ質問させていただきます。 

 まず、中山間地域の人口減対策について質問

します。 

 人口減対策については、高知県としても喫緊

の課題です。令和６年度一般会計当初予算案の

最重点施策推進の１番に、人口減対策の抜本強

化がうたわれており、それに伴う予算案も573億

円、昨年比プラス14億円と予算上からも人口減

に対する危機感を判断することができます。人

口減少については、私の住む四万十市でも顕著

に表れています。それは山間地域、市街地域を

問わず、一軒、また一軒と廃屋が増え、特に山

間部では人口減に伴って保育所や小中学校の統

廃合が進み、人口減に拍車がかかっています。 

 こんな地域の状況を鑑みた場合、このまま推

移すれば、中山間地域に人が住まなくなり、ひ

いては高知県の衰退につながっていることを実

感しています。何で中山間地域に人が住まなく

なったのか、根本原因をしっかりと分析する必

要があります。そして、どうすれば地域に人が

住み続けることができるのか、本気になって施

策をつくらなければなりません。 

 私は昨年９月議会の質問で、中山間地域再興

ビジョンに関連して、この問題を取り上げまし

た。中山間地域再興ビジョンの中で提案されて

いた中身には、若者を増やす、若者の定着・増

加と人づくりに取り組んでいくとあります。私

も賛成です。 

 若者が中山間地域で安心して暮らし、結婚し

て子育てすることができるためには、何が一番

必要か。今回も県として様々な取組が具体的に

提案されていますが、私は、まずは中山間地域
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で安定した仕事があって、その上で安定した収

入が得られることだと思いますが、知事の考え

をお聞かせください。 

 そこで、今議会では昨年９月に引き続いて、

もう少し踏み込んだ形で具体的な５項目の質問

をさせていただきます。まず、農業問題につい

て質問します。具体的には、農業における耕地

と農業者の確保について、そして農業経営の中

で循環できる仕組みづくりについてお聞きしま

す。 

 日本の基幹的農業従事者は、2000年には約240

万人でしたが、2020年には136万3,000人、2023

年の農業構造動態調査では116万人に減り、田畑

の面積は2000年の483万ヘクタールが2020年には

437万2,000ヘクタールに減っています。三菱総

合研究所は、去年７月、このままでは農業者の

激減で生産力が大幅に低下し、現在自給できて

いる米も2040年には156万トン供給不足になる推

計を発表しました。こうした下、政府は、今国

会に食料・農業・農村基本法の改正案を閣議決

定し、提出しました。 

 検討されている内容は、危機を招いたこれま

での農政に対する真剣な検討もなく、従来の延

長線上での小手先の対策です。それどころか、

現行基本法での農政の最大目標としてきた自給

率向上の位置づけを大幅に後退させる一方で、

輸入途絶など、不測時には農家に作付転換や増

産を命令できる有事法制の導入を検討していま

す。食料安全保障というなら、平時より食料自

給率の向上に努めるべきです。それを脇に置く

のは本末転倒です。本県の耕地面積と経営体数

を見ても、2005年から2020年の15年間で経営体

数は２万1,617から１万2,657に、8,960減ってお

り、耕地面積は２万8,900ヘクタールから２万6,600

ヘクタールに、2,300ヘクタール減っています。

そして、この減少に歯止めがかかりません。 

 現在行われている地域計画では、農地として

残す農地と、そうでない農地が仕分けられ、さ

らに農地が減少することが懸念されています。

計画にのらない農地の保全も図らなければ、さ

らに農地は減っていき、食料の安定供給が困難

になります。 

 食料自給率向上を目指すためにも、今後耕地

面積の維持にどう取り組むのか、農業振興部長

にお聞きします。 

 次に、新規就農者支援策についてお聞きしま

す。本県の新規就農者の合計は、2018年271人か

ら2022年には214人と、57人が減少しています。

新型コロナウイルス感染症の蔓延以前には、年

間270人前後が新規就農していましたが、現在の

新規就農者は220人弱で、減っているのは主に男

性の新規就農者です。女性の就農者数は、コロ

ナ禍を通じて50人前後と、あんまり変わってい

ません。 

 男性の新規就農者が減っている現状からいえ

ば、その原因を分析し、女性の就農支援と合わ

せて、様々な就農支援策を拡充することが必要

です。加えて、若い人たちに農業の魅力を伝え

ることが大事だと考えます。 

 人口減対策の一つとしても、新規就農目標の

達成にどう取り組むのか、農業振興部長にお聞

きします。 

 次に、地域資源を生かした肥料の利用促進に

ついてお聞きします。戦争や異常気象による生

産の不安定化、新興国での需要の爆発的な増大

も相まって、食料と農業の危機は、一過性の危

機ではないと見通されます。日本の農業は、生

産資材の大半を海外に依存しており、極めて脆

弱なことも浮き彫りになりました。肥料、飼料

は、２年前の1.5倍に高騰し、安定的な確保さえ

おぼつかない事態です。 

 そこで、政府は、国内の農業者に対して、慣

行の施肥体系から肥料コスト低減体系への転換

を求める取組や、肥料の国産化に向けた取組を
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支援するとしています。本県では、栽培技術向

上として、水稲での有機栽培歴の作成などとと

もに、家畜ふん堆肥の利用拡大を支援するとし

ています。畜産由来の堆肥だけでなく、食品残

渣や山林資源などを生かせば、本県には肥料に

できる資源がたくさんあると考えます。 

 農業者の生産コスト削減を図るとともに、環

境負荷低減にもつながる肥料の生産を支援する

ことが重要です。地域循環の食料生産システム

を築くことは、地域経済の活性化にもつながり

ます。 

 そこで、県内の地域資源を生かした肥料の利

用促進にどう取り組むのか、農業振興部長にお

聞きします。 

 次に、四万十川特産の養殖アオサノリの復活

について質問します。四万十川の河口で養殖さ

れていたアオサノリが育たなくなって今年で３

年目を迎えます。四万十川下流漁業協同組合で、

アオサノリの養殖に携わる経営体は、昭和60年

頃には47経営体いましたが、平成に入り生産量

の低迷が続く中、現在では26経営体まで減少し

ているとのことです。 

 アオサノリは、地元の企業が買い取り、加工

して商品化、また地元の居酒屋などで調理され、

地元をはじめ市外の観光客などにも大変喜ばれ

て消費され、四万十市の特産として地域経済の

活性化に大きく寄与していました。したがって、

この問題も人口減対策として捉える必要があり

ます。 

 昨年３月28日の高知新聞で、四万十川の養殖

アオサノリの問題について特集記事が出されま

した。記事の中身は､｢塩分濃度主因か」との見

出しで、大野正夫高知大学名誉教授の話として、

濁水、水温、農薬、塩分のいずれか｡｢環境変動 

対応を」との見出しで、平岡雅規高知大学教授

の話として、養殖も従来の手法を少し変える必

要が生じているのではないか｡｢陸上生産支援も」

の見出しで、四万十市農林水産課の話として、

市として現段階では原因の特定には至らず打つ

手は見いだせていない、陸上養殖も検討したい

などです。 

 その後、６月１日、高知新聞「声 ひろば」で

大野正夫高知大学名誉教授が、養殖場の栄養分

の低下を指摘して、排水基準を下げて栄養分の

常時補給をすることが良案だと、投稿されてい

ます。このように、専門家の間でも意見が様々

で、現在でも具体的な原因がつかめておりませ

ん。四万十川下流漁業協同組合が存亡の危機に

あると言われる組合員さんの声を紹介します。

今年は養殖アオサノリが取れなくなって３年目、

26経営体のうち12経営体が平年の10分の１の作

付を行っているが、今年も収穫できそうにない

と、諦めの声です。 

 そこで、高知県としての貴重な資源の養殖ア

オサノリの危機的な状況をどのように捉えてい

るのか、知事の見解をお聞きします。 

 そんな諦めの声の中でも、何とかできないか

と組合員も努力しています。独自の取組として、

土佐清水漁業指導所を通じ、熊本県天草漁業協

同組合からアオサノリの種を分けてもらい、実

証実験を行っています。また、幡多土木事務所

が各方面に声をかけ、鉄鋼スラグを利用し、ワ

カメ、根昆布、クロノリなどの養殖で実績を上

げている日本製鉄が、アオサノリでもできるの

ではと手を挙げ、四万十川で試験区を作って試

験中とのことです。 

 このように、県としても積極的に養殖アオサ

ノリが生育しない打開策に取り組んでいます。

県としてもさらに本格的に取り組むべきだと思

いますが、知事の考えをお聞きします。 

 そこで、四万十川下流漁業協同組合の皆さん

から、県への具体的な要望もお聞きしてきまし

た。紹介します｡｢夏場の気温が高くなっている。

ちょうど育苗の時期と重なっている。夏場に高
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温になると、しっかりした種が育たない。その

点については、大野教授からの指摘もある。そ

の対策として、老朽化した種苗センターの改善

が必要だと考えている。さらに室温、水温の感

知をデジタル化して海水クーラーなどの導入で

海水温の管理を行い、しっかりした種を作りた

い。そのための支援ができないだろうか｣､｢四万

十市に藻類の研究を行っていた職員がいる。県

として、四万十市と連携を取って対策を講じる

ことはできないか」などです。 

 このような具体的な県への要望に対して、水

産振興と併せて人口減対策の一助として捉える

べきと考えますが、水産振興部長のお考えをお

聞きします。 

 次に、休校を活用した地域づくりについて質

問します。昨年９月議会で、頓挫した下田看護

大学と関連して旧下田中学校の跡地利用問題を

質問しました。質問の中で、下田中学校の統廃

合で翻弄され、統廃合の期日まで下田中学校に

残りたいと、小学生と一緒に過ごした生徒の手

紙を紹介しました。中身は、小中一緒に学校生

活を過ごしてみて家族みたいで、お互いに成長

できる温かい空間だと思ったので、小中一貫校

として新たな学校をつくってほしいとのもので

した。 

 そこで私は、子供たちの願いでもあり、文科

省も期待していることから、特色のある小中一

貫校の開設を求めました。しかし、残念ながら、

下田中学校は、今年４月から休校になります。

この間、下田の子供たちは、子供の意見表明権

を行使して、必死に要望活動を行ってきました。

未来を担う子供たちのこの積極的な行動力は、

大いに評価されるべきです。実際に教育法学の

専門家も、子供の人権侵犯に対する救済申立て

に同席する動きになっています。 

 未来の高知県を担ってくれるかもしれない、

この子供たちの行動をどのように認識したのか、

知事のお考えをお聞かせください。 

 最後まで地域に中学校を残してほしいと必死

に要望した子供たちが、今年２月19日にも四万

十市長と教育長に対して要望活動を行っていま

す。そのとき子供たちの応援のために同席した

和光大学山本由美教授の助言もあり、休校後の

下田中学校施設を不登校生徒などに対応した

｢居場所」とすることを望む請願を四万十市教育

長に行いました。 

 請願要旨は、休校となった下田中学校施設を

活用し不登校生徒などを受け入れる子供たちの

居場所とする施策を求めること、段階的にその

施設の整備、職員の配置などを進めることです。

2015年に文科省が出した公立小学校・中学校の

適正規模・適正配置等に関する手引の５章には、

休校した学校の再開に向けた取組の中に、総合

的な地域振興策の中で、当該地域への定住促進

策や移住促進策を講じることを前提としつつ、

考えることができるとあります。改めて今回の

請願は、高知県の人口減対策として、そのため

の移住対策としても必要だと思います。実際に

移住前の学校が大規模で学校へ通うことができ

なかった子供が、下田へ移住後、下田の学校は

小規模校だったので通うことができた、今度統

合で中学校が大規模校になるとまた学校に通え

ない、こんな声もあります。 

 そこで、高知県の人口減対策の一環として、

また地域づくりを必死に行っている地域住民の

願いに応えるため、また学校を残してほしいと

必死に子供の意見表明権を行使してきた子供た

ちの願いに応えるためにも、今回の請願に対し

ては、四万十市に対して、実現できるように助

言するべきだと思いますが、教育長の考えをお

聞きします。 

 次に、婚活サポーターについて質問します。

来年度予算案で、出会いの機会の創出に2,478万

1,000円、結婚支援の推進61万6,000円が提案さ
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れています。私は昨年９月議会で、中山間地域

再興ビジョンに基づき、中山間地域に人が残り、

住み続け増加させる強化ポイントの一つとして

の結婚問題も取り上げました。人口減対策の一

つです。その中で、県内でも結婚を望んでいる

人たちのサポートを行うボランティア活動につ

いて、具体的な取組と要望について紹介を行い

ました。 

 ボランティアの方たちの取組については、85

人の婚活サポーターの方たちが連絡を取り合っ

て活動していること、全て手弁当で大変な活動

だということ、その方たちは高知県婚活サポー

ター連絡協議会に所属し地域で活動する６団体

で組織されていること。その方たちの要望とし

て、令和５年５月25日、協議会に対して交通費

の負担軽減など、具体的な支援を求める質問状

10項目が出されており、この方たちの要望に県

としても可能な限り応え、ボランティアの方た

ちが活動しやすい環境をつくるべきだと質問し

ました。 

 そのときの子ども・福祉政策部長の答弁では、

サポーターの皆様のお声をしっかりと受け止め

ながら、婚活サポーターが活動しやすい環境づ

くりに取り組んでまいりますとあります。 

 そこで、お聞きします。今回の予算の中には、

ボランティアで婚活サポーターを行っている皆

さんの要望がしっかり入っているのか、また活

動しやすいような中身になっているのか、子ど

も・福祉政策部長にお聞きします。 

 次に、四万十市食肉センターの整備について

質問します。今議会では明神、西森雅和両議員

より質問があり、それぞれに答弁がなされまし

た。私のほうからはもう少し突っ込んだ形で質

問させていただきます。この間のことを紹介し

ます。 

 今年１月18日の高知新聞の朝刊に､｢県内 豚

肉処理ピンチ｣､｢四万十市 建て替え保留｣､｢豚

肉施設 閉鎖なら大混乱｣､｢職失うのでは… 施

設職員不安抱え」のショッキングな見出しの新

聞記事が出てきました。この記事を読んだ関係

者の中からは、失業するのではないか、驚きと

不安の声が寄せられ、このことに関して、県民

の関心の大きさを改めて感じ取りました。 

 その後、２月15日の高知新聞記事では､｢新食

肉施設「60億円台半ば」 事業費削減へ 四万十

市長「整備進める｣｣との見出しが出され、中平

市長が､｢県全体の畜産振興や幡多の雇用に不可

欠な施設、財政負担について県や関係市町村と

協議を進め、合意を得た上で、９月議会に関連

予算を計上したい」コメントが出されていまし

た。 

 この間の新聞報道を見る限り、四万十市と高

知県、関係する市町村や業者との間で問題点の

解決に向けた真剣なやり取りがあったことが想

像されます。 

 そこで、改めて四万十市食肉センター建て替

えの意義について、私のほうから申し上げます。

この施設は、関係する業者も含めて150名の雇用

を含めた年間88億円の経済効果を生み出してい

ることから、高知県の人口減対策の一助として

捉えることを強調します。その上で、関係者の

話によると、この施設は高知県産の豚肉を一手

に生産しており、県民が消費している豚肉はほ

とんどがこの施設で生産していると言っても過

言ではないとのことです。高知県経済への影響

も計り知れません。 

 そこで、整備費についての課題です。高知市

の食肉センターは、県が半分で残り半分を28市

町村で負担しています。高知市並みの事業費の

割合でいくと、四万十市の食肉センターは四万

十町が加わって７市町村での配分になります。

これでは、四万十市を中心とする７市町村の負

担が大き過ぎます。整備費はこれから協議され

るとのことです。 
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 そこで、今回の四万十市食肉センターの整備

費については、高知県全体の役割として考える

べきです。知事の見解をお聞かせください。 

 さらに、この整備事業については、これまで

運営に関わり、整備計画も立案し、今後の運営

にも関わっていく立場にある現場の声、すなわ

ち四万十市の意見を十分取り入れることが重要

ではないでしょうか、併せて知事の考えをお聞

かせください。 

 次に、今年１月１日に発生した能登半島地震

を受けた本県の地震対策について質問します。 

 まず、被災して亡くなられた方、また被災さ

れた皆さんに私からもお悔やみとお見舞いを申

し上げます。発災直後の記者会見で、明日は我

が身と知事が言った言葉が、私の思いと一致し

ていたことが記憶に残っています。今回の震災

でも様々なことが教訓とされており、これから

の県政運営の中で対応が求められるところです。

今回、私は知事が発言した、明日は我が身と言

われたことに対して、今後来るべき南海トラフ

地震に対する我が身としなければならない内容

について、２点について質問いたします。 

 １点目は、幹線道路網が遮断したことに対す

る支援道路の確保について質問します。能登半

島でも幹線道路が遮断され、震災後の救済活動

に大きな障害が発生しました。この道路網の遮

断に対する対策として、東日本大震災が2011年

３月11日に発生したとき、内陸部から被災地に

支援物資を送るに当たって、くしの歯のように

内陸部から支援物資を送ったことが大いに効果

を出したと、当時くしの歯作戦として報道され

ました。私もその報道を基に、高知県としても、

くしの歯作戦で対応するべきだと、2012年２月

定例会で質問しました。 

 具体的には、高知県でも南海トラフ地震が発

生した場合、西部に位置する海岸沿いの国道56

号が、黒潮町佐賀から大方までの海岸線と、大

方地区の入野、早咲などの市街地が壊滅的な被

害で寸断されること。また愛媛県側では、須ノ

川の海岸線で、津波による被害で国道56号が遮

断されること。そうなれば、四万十町窪川から

西へ国道56号を利用しての支援物資を届けるこ

とができないことから、土佐清水市、宿毛市、

大月町、四万十市、三原村、黒潮町など、幡多

地域が広範囲にわたり陸の孤島になります。そ

の対策として、四万十町の内陸部から海岸沿い

に向けて、くしの歯のような形で支援物資を届

けるための道路網の整備が必要として、具体的

に国道439号杓子峠のトンネル化の必要性を求め

ました。 

 あれから13年、現在では、くしの歯作戦に代

わる四国おうぎ作戦として、四国広域道路啓開

計画が立案されており、被災想定に基づき瀬戸

内側から太平洋側へ、そして沿岸部の地域への

支援部隊の進出ルートが選定されています。四

国おうぎ作戦を見ますと、宇和島から四万十町

のルートでは、国道441号が国道381号の代替ルー

トとされており、現在は口屋内バイパスと中半

バイパスが事業化されています。さらに、私は

国道439号大正－中村間も、四万十町から四万十

市まで沿岸部を通らずに支援物資の輸送ができ

るルートとして大変重要だと思っています。 

 高知県としても、国道56号の代替ルートとし

て、四国８の字ネットワークの早期整備を要望

しているところです。しかし、四国８の字ネッ

トワーク整備について、今議会、橋本県議の整

備のめどの質問に対して、知事は８の字ネット

ワークが一番合理的であるとしながら、様々な

要因で整備のめどについては、この場では言え

ないとのものでした。これでは県民の命を守る

ことはできません。 

 今回の能登半島地震の教訓から、高知県とし

ても支援道路の整備は必要不可欠です。そのた

めにも、四国８の字ネットワークの早期実現を
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目指すことと併せて国道441号、国道439号の早

期整備も同時に進めるべきと考えますが、土木

部長の考えをお聞かせください。 

 ２点目は、伊方原発に対する認識について質

問します。能登半島地震での危機的状況は、原

発の施設も例外ではありませんでした。北陸電

力志賀原子力発電所においては、変圧器が損壊

し主電源を失った形となりました。また、使用

済みの燃料プールから冷却水の一部があふれ、

さらに原発周辺でも、原発から離れたところに

あるモニタリングポストが数か所で機能しなく

なり、避難の目安となる空気中の放射線量が測

れない状況が生まれました。 

 同原発は、運転停止中であったこともあり、

放射性物質の漏えいなどの重大事故には至らな

かったものの、地震大国である日本での原発立

地の危うさを改めて私たちに突きつけました。

今回、原発事故時の避難計画が絵に描いた餅で

あることが浮き彫りになりました。避難するた

めに欠かせない幹線道路の大半が損壊したこと、

住宅の損壊で屋内避難の前提が崩壊したことな

どによります。 

 まず、自然災害と複合した場合の原発事故か

らの避難計画について、知事の認識をお聞きし

ます。 

 私の住む幡多地域は、伊方原発に最も隣接し

ています。伊方原発敷地の沖合８キロには、国

内最大級の活断層、中央構造線が存在していま

す。今年２月26日にも、伊方原発の直下で震度

４の地震が発生して、付近住民の原発事故への

不安が高まりました。 

 今回の能登半島地震は、従来の想定を超える

大きな揺れが発生しています。原因については、

海側の断層が陸側の断層の下に斜めに入ってい

く逆断層運動とされ、想定より長い海底活断層

が連動した可能性も指摘され、しかもこうした

現象は、各地で起こり得る現象であり能登半島

に特有の現象と言えないと、２月20日に笹川平

和財団からも指摘されています。原発事故と複

合した場合、集落の孤立などで長期に放射性物

質にさらされる危険があります。 

 また、四万十市の飲み水の水源である四万十

川の支流である広見川の水源地は、約30キロ圏

内で、四万十市民の水源が汚染されることから、

市民の間からも事故に対する危惧の声が上がっ

ています。 

 アメリカでは、原子力規制委員会が、万が一

の事故の際に、実効性のある避難計画が策定で

きなければ、原子力発電を稼働させないという

ルールがあります。ところが、今年２月14日の

原子力規制委員会後の記者会見で山中委員長

は、家屋倒壊や避難ルートの寸断などは自治体

側の検討課題と強調し、自然災害への対応は

我々の範疇外と驚くべき発言をしています。 

 これらのことを判断した場合、実効ある避難

計画を立てるのは不可能ではないか、知事の認

識をお聞きします。 

 福島第一原発事故から13年経過した現在で

も、いまだに２万人を超える人たちが避難生活

を強いられており、メルトダウンした880トンの

燃料デブリは１グラムも取り出せておらず、汚

染水も発生し続けており、いつ事故が終息する

のか、見通しすらありません。原発がある限り、

過酷事故が再び起こる可能性は排除できません。

南海トラフ地震は必ず起こります。明日は我が

身との思いで今後のことを考えなければなりま

せん。 

 県民の命と暮らしを守るべき知事として、能

登半島地震を教訓に、伊方原発は３号機も廃炉

にして、自然エネルギーへの大胆な転換を求め

る必要があると思いますが、知事の考えをお聞

かせください。 

 最後に、日の丸・君が代の強制に対する国際

社会からの是正勧告について質問します。 
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 今年も、４年越しのコロナ禍での卒業式、入

学式の時期になってきました。卒業式では、生

徒たちにとって、思い出深かった学校生活に別

れを告げること、また入学式では新たな世界に

胸を膨らませることから、これらの式典が子供

たちや関係者にとって、感動深い取組になって

ほしい、そう願う者として質問をします。 

 この間、２つの国際組織から教職員への労働

環境への是正を求める勧告が出されています。

１つは2014年と2022年、国際連合の自由権規約

委員会から、国内の人権問題に懸念を表明し、

その総括所見です。もう一つが、2019年のＩＬ

Ｏ・ユネスコ教員の地位勧告の監視委員会、セ

アートによる勧告です。 

 両者とも学校の卒業式や入学式の式典におい

て、やむにやまれぬ事情から国旗に対する起立

や国歌斉唱ができない教職員に懲戒処分を科す

ことや、国旗に対する起立ができない生徒を無

理やり起立させることが、その人の人権を制限

しており、国際人権規約の条約に適合していな

いことから、日本政府に条約を守ることを求め

ています。セアートの勧告は、静かに座ってい

るだけの教職員の不起立を式に混乱をもたらさ

ない消極的な不服従と理解して、懲戒処分を避

けるべきだといい、2022年６月の再勧告は、日

本政府は国際規範としての勧告に十分配慮する

こと、教員団体と協力して勧告の和訳を作成し

対話すること、地方教育委員会の勧告理解を促

進することなどを求めています。両者の勧告内

容を少し紹介しました。 

 自由権規約委員会、そしてセアートの勧告の

内容はどういうものと認識しているのか、教育

長にお聞きします。 

 この問題の背景には、1989年、学習指導要領

で日の丸を国旗、君が代の斉唱を指導するもの

とされ、1999年、国旗及び国歌に関する法律で

日の丸を国旗、君が代を国歌と定められ、多く

の学校の式典で国旗掲揚と国歌斉唱が行われま

した。しかし、政府はこうした式典の間に、個

人が起立したり歌ったりすることは義務づけて

いませんでした。 

 その後2003年、東京都が学校の教職員に対し

て、起立して国旗に対して正対し、国歌を歌う

よう義務づける通達を出し、そのときに463人が

通達に従わなかったことから懲戒処分され、そ

れを契機にし、全国にも義務づけ、強制が広がっ

た経過があります。そうした状況の中、東京の

教職員から、国際組織に対し、問題点の指摘と

是正を求める申立てが行われ、前段で紹介した

国際組織から是正を求める勧告が出されたわけ

です。 

 日本は、1966年に教員の地位に関する勧告に

参加、そして1979年に国際人権規約を推進して

おり、人権と教員の地位を尊重し確保すること

を国際社会に約束しています。 

 また、日本国憲法第98条、憲法の最高性と条

約及び国際法規の遵守には､｢日本国が締結した

条約及び確立された国際法規は、これを誠実に

遵守することを必要とする｡｣とあります。 

 ２つの国際組織から日の丸・君が代の強制に

対する是正勧告を受けていることを教育長はど

のように認識しているのか、少なくとも勧告の

内容を教育委員会、学校長が共有すべきではな

いか、考えをお聞きして、１回目の質問を終わ

ります。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 岡本議員の御質問にお答

えをいたします。 

 まず、若者が中山間地域で安心して暮らし、

結婚して子育てをするために何が一番大切かと

のお尋ねがございました。 

 若者が中山間地域で安心して暮らし続けるた

めには、まず、何といいましても、個々人の生

活を支える経済的な基盤がしっかり確立してい
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ることが重要だと考えます。そのため中山間地

域再興ビジョンでは、施策の柱に、しごとを掲

げまして、安定した収入が得られる、そして若

者が魅力を感じることができる、そうした仕事

を生み出すための取組を強化いたしました。 

 具体的には、地域の基幹産業であります１次

産業におきまして、デジタル技術を活用した生

産性の向上、あるいは優良農地を生み出す基盤

整備などに取り組んでまいります。また、地域

の若者による起業や事業承継につきましても、

支援を強化し、魅力ややりがいを感じられる仕

事の創出に取り組んでまいります。 

 あわせまして、地域で縁を結び子供を産み育

てていくためには、これらに加えて、子育てし

やすい社会環境、仕事と子育てが両立できる職

場環境づくりも重要であります。そして、その

実現には、まず、男は仕事、女は家庭といった

性別役割分担意識を解消することが必要と考え

ています。このため、私自身が先頭に立ちまし

て、共働き・共育てを県民運動として強力に推

進し、例えば高知では男性も育休を取るのが当

たり前といった社会を目指します。 

 具体的には、県庁内の率先垂範に加えまして、

企業の男性育休の代替要員確保への支援、アド

バイザー派遣によります男女ともに働きやすい

環境づくりへの支援などに取り組んでまいりま

す。加えて、暮らしや活力といったビジョンに

掲げる一連の取組を総合的に推進してまいりま

す。これにより、若者が生活し続けることがで

きる、そして将来世代を育むことができる中山

間地域を目指してまいります。 

 次に、養殖アオサノリの危機的な状況につい

ての見解と打開策についてお尋ねがございまし

た。関連をいたしますので、併せてお答えをい

たします。 

 四万十川におきます養殖アオサノリは、昭和

50年代から60年代には、年間30トン以上生産さ

れておりましたが、令和４年以降は、残念なが

ら収穫がない状態となっております。養殖アオ

サノリには、生産者のみならず加工や流通など、

様々な事業者が関わっておりますので、こうし

た状況は地域の経済に大きな影響を与えるとい

うことは、議員からも御指摘あったとおりだと

いうふうに認識しております。 

 県におきましては、四万十川下流におきまし

て水質データの分析を続けており、近年、水温

や塩分濃度が高い傾向にあるものの、生産量の

減少に対します明確的な因果関係は見られてい

ない状況であります。県内の研究者におきまし

ても、川の環境の変化が生育に影響を与えてい

ると考えられておりますけれども、具体的にど

のような要因によるものかについては、様々な

見解があるというのが現状であります。そうし

た中でも、現状の四万十川の環境で生産量を回

復させるために、アオサノリが順調に生育する

ための技術の改良などに、漁協と共に県として

取り組んでおります。 

 具体的には、養殖漁場での生存率を高めるた

め、良質な種苗の生産に適した光や栄養分など

の条件について実証試験を行っております。さ

らに、四万十川より水温の高い他県産の種苗を

用いた養殖試験なども実施をしております。 

 今後は、こうした取組の成果を検証いたしま

すとともに、他の産地の情報収集などを行いな

がら、生産量の回復につながる対策を、県とし

ても関係者と一緒になって検討していきたいと

考えております。こうした取組によりまして、

四万十川の養殖アオサノリの生産量の回復を目

指してまいります。 

 次に、四万十市下田地区の子供たちの要望活

動についてお尋ねがございました。 

 下田地区の子供たちが、下田中学校の旧校舎

の活用に関しまして、文部科学省、県庁、市役

所などへ直接足を運び、要望活動に取り組んで
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いることは承知をいたしております。このよう

に、子供たちが積極的に行動する姿は、地域に

対する強い愛着、そして学校を大切に思う気持

ちの表れだというふうに受け止めております。 

 下田中学校の旧校舎の活用などにつきまして

は、下田地区の子供たちをはじめ、地域の方々

の御意見なども受け止められまして、四万十市

において適切に判断をしていただく、このこと

を期待いたしております。 

 次に、四万十市の新食肉センターの整備費へ

の負担に対する見解、市の意見を取り入れる立

場で進めることについてお尋ねがございました。

関連いたしますので、併せてお答えをいたしま

す。 

 県におきましては、県内の畜産振興の観点か

ら、老朽化した食肉センターを建て替えたいと

いう市の意向を受けまして、平成30年度の基本

計画の策定段階から深く関わってまいりました。

また、昨年度からは、県と四万十市による協議

会におきまして、両者の費用負担の下、基本設

計に取り組んでまいりました。設計の期間中は、

互いに議論を重ね、事業費の縮減を図りながら

も、施設の仕様に関しましては、現場の意見を

最大限に取り入れたものになっているというふ

うに考えております。 

 今後につきましても、県としての費用負担を

伴うことを予定している以上、必要な意見は述

べさせていただきますけれども、新センターの

運営を担われます四万十市の意見は当然、尊重

してまいります。 

 なお、費用負担につきましては、今議会で明

神議員の御質問にお答えいたしましたとおり、

畜産振興及び雇用の場の確保といった観点から、

できる限りの支援を行う考えであります。具体

的な負担割合につきましては、高知市の新食肉

センターや、ほかの公共施設に対する支援の事

例などを参考に、今後、四万十市や関係市町村

と協議を重ねてまいります。 

 次に、原子力災害対策につきまして、自然災

害と複合した場合の避難計画と、実効性のある

避難計画についての認識についてお尋ねがござ

いました。関連いたしますので、併せてお答え

をいたします。 

 本県は、避難計画の策定義務のある原発から

半径30キロメートルの重点区域には入っており

ませんけれども、危機管理上の観点から、万が

一の事故に備えまして避難計画を策定いたして

おります。 

 この計画は、伊方原発での様々な事故の発生

に備えたものでありますが、南海トラフ地震に

おきましては、愛媛県でも最大震度７が想定を

されておりますので、こうした地震災害も含め

まして、大規模災害が起因となる、こうしたこ

とも想定をしているところであります。 

 国の原子力災害対策指針を踏まえまして、原

発から30キロを超える本県におきましては、屋

内退避を防護措置の基本と考えております。こ

れを踏まえまして、本県の避難計画におきまし

ては、まず住宅や避難所の耐震化を進め、家屋

被害などにより住宅での屋内退避が困難な場合

には、近隣の避難所へ避難をするということと

いたしております。 

 また、万が一、この地域からの一時移転や避

難が必要となるような事態も視野に入れまして、

こうした場合、道路の寸断に備えて、道路啓開

計画を踏まえました複数の避難ルート設定をい

たしております。さらに、避難経路の確保が困

難な場合に備えまして、ヘリコプターでの救助

も想定をした計画としております。しかしなが

ら、能登半島地震の状況を見ますと、多くの家

屋の倒壊や道路の寸断などが発生しておりまし

て、本県の南海トラフ地震対策についても見直

しが必要だと考えているところであります。 

 原子力災害の避難計画につきましても、道路
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啓開計画やヘリコプターの運用などの見直しを

行う中で、バージョンアップをし、実効性を高

めてまいる考えであります。 

 最後に、伊方発電所３号機の廃炉の問題と、

自然エネルギーへの転換についてのお尋ねがご

ざいました。 

 原子力発電所の安全性につきましては、国の

原子力規制委員会におきまして、福島第一原子

力発電所の事故を教訓として、安全対策が強化

をされました新規制基準に基づき審査が行われ

ております。この審査において、新規制基準に

適合すると認められた原子力発電所につきまし

ては、最新の知見に基づく安全対策が行われて

いるものと考えております。 

 このたびの能登半島地震につきましても、今

後、原子力規制委員会におきまして、規制基準

に反映すべき新たな知見があるのかといった観

点から分析がなされると、そういった方針が当

委員会から示されているところであります。 

 他方、自然エネルギーへの転換に関しまして

は、カーボンニュートラル、脱炭素化の実現を

目指しまして、再生可能エネルギーを主力電源

化していく、この取組が重要だと考えています。

しかしながら、再生可能エネルギーの主力電力

化に向けましては、例えば送電網の容量の問題、

あるいは需要に合わせた調整力の確保といった

様々な課題を解決していくことが必要でありま

す。そして、その解決には一定の期間が必要に

なると見込まれております。このため、現状に

おきましては、全てを再生可能エネルギーに転

換するということは困難な状況にありまして、

電力の安定供給の要請ということも考えますと、

当面の間は、原子力発電も一定程度活用せざる

を得ないものと考えております。こうしたこと

から、現時点においては、伊方発電所３号機の

廃炉を求めることは考えておりません。 

 四国電力には、引き続き安全対策に終わりは

ないとの認識に立ちまして、原発の稼働の大前

提であります安全の確保に万全を期していただ

きたいと考えております。 

 私からは以上であります。 

   （農業振興部長杉村充孝君登壇） 

○農業振興部長（杉村充孝君） まず、食料自給

率の向上を目指すための耕地面積の維持に向け

た取組についてお尋ねがございました。 

 農業者の高齢化などによる耕地面積の減少は、

本県のみならず全国的な課題であり、食料自給

力の向上を図る上でも、将来にわたり食料を安

定的に供給できる農地を今後もしっかりと残し

ていく必要があると考えております。こうした

中、令和５年４月に農業経営基盤強化促進法の

改正法が施行され、地域での話合いにより、10

年後の目指すべき将来の農地利用の姿を明確化

する地域計画の策定が市町村に義務づけられま

した。 

 現在、県内の各地域におきまして、来年度末

までに地域計画を策定すべく、各地域での話合

いが進められておりますが、その中で担い手不

足を切実に訴える声や、担い手に農地を引き継

いでもらうためにも農地の生産条件をよくしな

いといけないといった声が多く上げられており

ます。このため県では、地域のきめ細かなニー

ズに応じた基盤整備が迅速に行えるよう、来年

度から県営農地耕作条件改善事業の面積要件を

大幅に緩和することといたしました。 

 また、地域の手によって策定された計画を実

効性のあるものとするためには、計画でうたわ

れている担い手をいかに確保していくかが最も

重要となります。このため県としましても、新

規就農者の確保に全力で取り組みますとともに、

既存農家の規模拡大や企業の農業参入を支援す

るなどにより、将来にわたって守るべき農地の

維持に取り組んでまいります。 

 次に、新規就農者数の目標の達成に向けた取
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組についてお尋ねがございました。 

 県では、第４期産業振興計画におきまして、

年間の新規就農者数を320人とする目標を掲げ、

その達成に向けて取り組んでいるところですが、

新規就農者は、平成28年度の276人をピークに、

新型コロナの影響が出始めた令和２年度を境に

大きく減少し、その後は210人台で推移しており

ます。このうち男性は、雇用就農者は横ばい傾

向の一方、30歳代以下の自営就農者数が減少し

ており、中でも親元就農はピーク時の約半数に

なるなど、後継者の農業離れが顕著となってお

ります。 

 昨年、県内の各地域で開催しました生産者な

どとの意見交換の場におきましても、資材価格

の高騰などによって、新規就農へのリスクが高

まっているといった声や、そうした中でも特に、

親元就農に対する支援が十分でないといった声

が多く寄せられました。このため、来年度から

親元就農をはじめとする新規就農者の確保に向

け、施策を大幅に強化することといたしました。 

 さらには、後継者以外の若者や女性にも農業

を仕事として選んでもらえるよう、農業に興味

を持ってもらう、仕事としての農業の魅力を知っ

てもらう、働きやすい労働環境を整備するといっ

た段階に応じた取組を展開していくこととして

おります。 

 人口減少対策は、県政の最重要課題に位置づ

けられております。農業分野におきましても、

農業を魅力ある仕事として、若者定着につなげ

るための施策の強化を図り、新規就農者数の目

標達成を目指してまいります。 

 最後に、県内の地域資源を生かした肥料の利

用促進についてお尋ねがございました。 

 原料の多くを輸入に頼っている化学肥料の価

格は、世界情勢の混乱を背景に高騰し、今もな

お高止まりの状況にあり、農業者の経営を圧迫

しております。このため、化学肥料の輸入依存

からの転換に向けまして、地域資源の活用を図

ることが重要であると考えております。 

 県内には、肥料への活用が期待できる食品残

渣や山林資源、植物残渣といった資源がござい

ますが、実際に活用するには、現在のところ、

コスト面や品質面で高いハードルがございます。

このため、まずはこれまでも肥料として活用さ

れてきました家畜ふん堆肥の有効利用をさらに

進めたいと考えております。 

 家畜ふん堆肥は年間を通して製造されている

のに対して、水稲や野菜を栽培する農家の利用

は春や夏に集中しますので、需要の少ない時期

に製造される堆肥の保管場所がないことなどが

要因で、有効に活用されていない家畜ふんがご

ざいます。 

 そうした中、栽培農家からは、自分の圃場に

近い場所に堆肥舎を設置して家畜ふんを有効に

活用したいとの声をいただいておりますので、

栽培農家による堆肥舎の設置を支援することで、

家畜ふんの有効活用を進めてまいります。 

 また、国は、2050年までに化学肥料の使用量

を30％低減する目標を掲げ、未利用資源の活用

を図るための抜本的な技術開発に取り組んでい

るところであります。 

 県としましても、その動向を注視しながら、

肥料として活用できる可能性の高い植物残渣な

どの地域資源を有効に活用するための仕組みづ

くりの研究を進めてまいります。 

   （水産振興部長松村晃充君登壇） 

○水産振興部長（松村晃充君） 四万十川の養殖

アオサノリの生産回復に向けた漁協からの要望

に対する考えについてお尋ねがございました。 

 お話のありました四万十川下流漁協の種苗セ

ンターは、アオサノリの養殖に必要な種苗を生

産し、養殖事業者に供給する重要な役割を担っ

ております。良質な種苗を生産するためには、

夏場の高温時の水温管理は重要であり、デジタ
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ル技術を活用した水温管理の仕組みの導入は、

安定的な種苗の生産や、現在実施している養殖

漁場での生残率の向上に向けた種苗生産技術の

実証試験を効率的に進めるためにも有効なもの

と考えます。 

 種苗センターでのこうした取組に対して、ど

ういった整備が必要かも含めて、漁協のお話を

伺いながら検討を進めていきたいと考えており

ます。また、県と漁協で取り組んでいる実証試

験や、種苗センターでのデジタル技術の活用な

どにつきまして、四万十市とも情報を共有しな

がら、生産量の回復に向けて有効な対策を連携

して進めていきたいと考えております。 

 養殖アオサノリは、地域の特産品として生産

から加工・販売まで様々な事業者が携わってお

られます。養殖アオサノリの生産量の回復を図

ることで、四万十ブランドを守り、地域の雇用

の維持・拡大につなげていきたいと考えており

ます。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） まず、下田中学校に関

する請願に対する助言についてお尋ねがござい

ました。 

 休校後の下田中学校施設を、不登校児童生徒

等の居場所となるような施設として利活用して

ほしいといった要望があることは私も承知をし

ております。そしてまた、市町村立学校施設の

利活用につきましては、当該市町村において住

民の方々の意見も聞きながら検討され、主体的

に決定されるものであります。こうしたことか

ら、下田中学校施設の活用につきましても、四

万十市において地域の実情も踏まえた検討の上、

適切に判断されるものと考えます。 

 県教育委員会としましては、四万十市から教

育分野での活用を想定した相談等がございまし

たら、丁寧に対応させていただきたいと考えて

おります。 

 次に、自由権規約委員会及びセアートの勧告

についての認識と、勧告の内容についての教育

委員会及び学校長への共有についてお尋ねがご

ざいました。関連しますので、併せてお答えを

いたします。 

 議員御指摘の勧告等がなされていること自体

につきましては承知をしておりますが、本勧告

等は日本国政府に対して示されたものであり、

国として適正に判断され、対応されておられる

ものと考えておりますので、一地方公共団体の

立場として、その認識についてお答えする状況

にはないと考えております。 

 また、今申し上げましたように、自由権規約

委員会及びセアートの勧告等については、日本

国政府に対して示されたものであり、本県とし

て現時点で県内に周知することは考えておりま

せん。ただ、卒業式等の式典で慣例上の儀式的

な所作として、国歌斉唱の際の起立斉唱行為を

求めることを内容とする職務命令につきまして

は、平成23年６月の最高裁判決におきまして、

その目的及び内容並びにこれによってもたらさ

れる制約の態様等を総合的に較量すれば、制約

を許容し得る程度の必要性及び合理性が認めら

れる旨の判決がなされているものと承知をして

おります。 

 あわせまして、教員の地位に関する勧告につ

きましては、精神を尊重しつつ、今後とも我が

国の実情や法制に適合した方法で取組を進めて

まいりたいという日本国政府としての見解が示

されているものと承知をしております。 

   （子ども・福祉政策部長山地和君登壇） 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 婚活サポー

ターの活動支援についてお尋ねがございました。 

 婚活サポーターの皆様には、それぞれの地域

で出会いへの支援を希望する方を、ボランティ

ア活動で応援いただいており、平成22年から令

和５年９月末までに約2,000件の交際成立につな
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がるなど、婚活サポーター制度は、皆様の熱意

の籠もった活動に支えられています。 

 お話のありました、昨年５月に高知県婚活サ

ポーター連絡協議会の構成団体からいただきま

した要望の中で、出会いの支援活動に伴う交通

費の負担軽減につきましては、連絡協議会の事

務局である県から新たな制度案を提案させてい

ただき、協議を重ねてきた結果、令和６年度か

ら利用者に婚活サポーターの交通費を一定額負

担していただくこととなりました。 

 また、婚活サポーター連絡協議会の開催日程

や県の人事異動に関する要望等につきましては、

皆様の御意見をお伺いしながら、しっかりと対

応させていただいております。来年度予算では、

出会いや結婚を後押しするため、こうち出会い

サポートセンターのサテライトを県東部と西部

に開設するなど、特に中山間地域において多様

な交流機会を創出してまいります。 

 そのため、婚活サポーターの皆様にも、これ

まで以上に地域地域で御活躍いただきたいと考

えており、活動を支援するため、サポーター同

士の情報交換会や研修会を開催してまいります。

また、新任サポーターの方を先輩サポーターが

伴走支援するメンター制度の構築などにより、

婚活サポーターの皆様が活動しやすい環境づく

りに取り組んでまいります。 

   （土木部長荻野宏之君登壇） 

○土木部長（荻野宏之君） 四国８の字ネットワー

クの早期実現を目指すことと併せて、国道441号、

国道439号の早期整備をどう考えているのかとの

お尋ねがございました。 

 国道441号は、南海トラフ地震発災後の速やか

な道路啓開を実施するため、四国広域道路啓開

計画での進出ルートとなる国道381号の代替ルー

トです。現在、国道441号では、口屋内バイパス

及び中半バイパスの２工区で整備を進めており

ます。２工区ともに、整備区間の大半がトンネ

ルや橋梁など、大規模構造物が連続するバイパ

スとなりますが、当路線の重要性を考慮し、重

点的に整備を進めているところです。この２工

区が完成しますと、国道441号での全線２車線化

が完了いたします。 

 一方、国道439号は、徳島県から大豊町を経由

し、四万十市に至る本県の中山間地域を縦貫す

る重要な路線ですが、多くの未改良区間が残っ

ております。中でも、四万十町大正から四万十

市大用までの区間は、杓子峠など災害危険箇所

を迂回する長大トンネルや橋梁といった短期間

に多額の事業費が必要となるバイパス整備とな

ることから、直ちに事業着手することは難しい

状況であります。 

 引き続き、国土強靱化予算も最大限に活用し

ながら、まずは国道441号の早期整備に向けて、

しっかりと取り組んでまいります。 

○35番（岡本和也君） それぞれ答弁をいただき

ましてありがとうございます。 

 ２回目の質問をさせていただきます。 

 中山間地域の人口減対策については、やっぱ

り働く場所、そして安定した収入ですよね、こ

れが大事だというふうに思います。稲作農家の

話を聞くと、米を作っても赤字しか出ないと、

これが今の日本の農業の実態ですよね。やっぱ

りこういうものにしっかりと対応するような、

国の問題もありますので、なかなかこの場所で

は言えませんけれども、そういう観点で、今後

知事には取り組んでいただきたいことをお願い

しておきたいと思います。 

 それと、四万十川の養殖アオサノリの復活に

ついては、本当に県としても積極的に取り組ん

でいただいているというのが、今回質問を準備

するに分かりました。ですから、その上に立っ

て、ぜひ復活をさせていただいて、四万十市の

ブランドというふうに言われましたけれども、

高知県のブランドと言っても過言ではないと思
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いますので、ぜひ今後とも漁業関係者の皆さん

とか、いろんな方と相談して進めていただきた

いことを、部長のほうにも、知事のほうにも要

請をしておきたいと思います。 

 それと、休校を活用した地域づくりについて、

教育長の答弁をいただきました。四万十市から

相談があれば丁寧な対応をすると、その丁寧な

対応というのは具体的にどんな中身か教えてい

ただけますか、その点について答弁を求めます。 

 それと、婚活サポーターについてですけれど

も、婚活サポーター協議会からの質問状には、

こういうふうに書かれています。引き合わせ時、

交通費の負担を予算化できるよう力を注いでほ

しい、年々サポーターも高齢化し遠方に引き合

わせが積極的にアプローチできないとか、出会

いサポートセンターさんへは4,000万円も出して

いるということで、かなり大変な実情を訴えて

いただきました。 

 ぜひ、結婚問題は大事なことだというふうに

思いますので、人口減対策で、ここの部分につ

いて、知事としてこの方たちへの積極的な支援

ができないのか、答弁を求めたいと思います。 

 それと、新食肉センターの整備についてです。

できる限り支援すると、できる限りの支援とは、

財政面ですよ、予算面で、どれだけできるのか、

どういう形でできるのか、具体的に言っていた

だけますか、知事に答弁を求めたいと思います。 

 それと、日の丸・君が代の件についてです。

教育長が答える立場にないと言われましたよね。

でも、こういう問題は学校現場で起こることで

すから、こういう問題があったときにはどうい

うふうに対応していくかということぐらい持っ

ておかなければならんでしょう。教育委員会の

信頼が失われますよ、これでは。 

 実際に教育委員会へこれを伝えるようにとい

うような文面もあるわけですから、それをちょっ

と教育長に、残念な思いをしましたので、改め

て答弁を求めて、もう時間になりましたので、

私の質問を終わります。 

○教育長（長岡幹泰君） まず最初に、四万十市

の教育委員会から相談があったときにというお

話でございました。 

 この点につきましては、やはり四万十市のほ

うが、住民の方々の御意見を聞いてどのような

考えを持っておられるのかということが一番大

事になってこようかと思います。何を実現して

いこうとしているのか、そういうことをお伺い

して、その中で県としてできることはどういっ

たことなのか、支援できることはどういったこ

となのか、そういったことについて我々として

も調べて提案をさせていただきたいと、そのよ

うに考えております。 

 そして、２つ目の意見につきましては、先ほ

どもお話を申し上げたように、やはり国に対し

て勧告がなされておるものであって、国が現在

対応を適正に考えて対応されているものであり

ますので、地方公共団体として、これについて

答える立場にはないと考えております。 

○知事（濵田省司君） 岡本議員の第２問目にお

答えいたします。 

 まず、婚活サポーターへの支援についてであ

ります。 

 この点はただいま子ども・福祉政策部長から

答弁をさせていただきましたように、交通費へ

の支援というサポーターの方々からの御要望も

踏まえまして、新年度から利用者の方々に一定

の御負担をいただく、そうした中で交通費につ

いての支援についても対応をできるだけ考えて

いくという具体的な対応を取らせていただいた

ところでございます。先般サポーターの皆様方

には、私自身お会いをして、御協力いただいて

いることについての感謝状なども贈呈をさせて

いただく機会を得ましたけれども、今後も引き

続き丁寧にサポーターの方々の御意見もお伺い



令和６年３月５日  

－205－ 

 

をしながら、どういった形で支援が充実できる

のかというのは検討してまいりたいというふう

に思います。 

 ２点目の四万十市の食肉センターのできる限

りの支援の具体的な内容ということでございま

す。 

 具体的な内容につきまして、１つは、ほかの

公共施設におきます様々な支援の状況、特に最

近支援をされております高知市におきます新食

肉センターとのバランス、こういったものを考

えなければいけないというのが１点だと思いま

す。 

 そして、その前提といたしまして、具体的な

支援というお話でございますので、具体的な事

業の中身を固めていくということが大前提でご

ざいまして、この四万十市、そして関係の市町

村の負担軽減のために必要な事業費そのものを

精査して、これは仕様についての市の意向とい

うのはございますけれども、それと両立を図る

形で、いかに事業費の縮減を図ることができる

のか、この点を県としても市と一緒になりまし

て話を詰めてまいるということが大前提という

ことではないかと思っております。 

○副議長（今城誠司君） 暫時休憩いたします。 

   午後２時13分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後２時40分再開 

○議長（弘田兼一君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた

します。 

 12番田中徹議員。 

   （12番田中徹君登壇） 

○12番（田中徹君） 自由民主党の田中徹でござ

います。質問の内容に重複する部分もあろうか

と思いますが、どうぞよろしくお願いをいたし

ます。 

 初めに、人口減少への対応と対策についてお

伺いをいたします。 

 ちょうど13年前の平成23年３月11日に発生い

たしました東日本大震災を経験したことが政治

の道を目指すきっかけとなり、その年の10月に

行われた南国市議会議員選挙に初挑戦をいたし

ました。選挙中には、人口減少問題に重きを置

き、無知である新人候補として、そればかりを

訴えたことを今でも鮮明に覚えています。 

 以来、県議会議員となってからも、本会議場

で幾度となく人口減少問題を取り上げ、質問を

繰り返してきましたが、残念ながら回復するこ

とはなく、悪い未来予想図どおりに時間だけが

経過してまいりました。そして、いよいよ警告

レベルとなってきた現在、全ての地方がこの直

面する現実に向き合うようになり、自治体間で

の人口獲得競争も年々厳しさが増しているよう

に感じるところです。 

 そんな中、本県の出生数は、令和４年に初の4,000

人割れの3,721人となり、令和５年では県推計で

3,380人と、さらに下回る結果であると発表され

ました。県としても、これまで様々な施策を展

開し、取り組んでこられたことも承知していま

すし、知事御自身も今後の最重要課題として捉

え、多くのコメントを残されておられます。ま

た、今議会の提案説明でもるる述べられていま

すように、幾つかの強い決意があられるかと存

じます。 

 そこでまず、過去最低の3,380人となった出生

数についてどのように受け止められたのか、知

事にお伺いをいたします。 

 来年度からは、第２期高知県まち・ひと・し

ごと総合戦略を、高知県元気な未来創造戦略と

してバージョンアップし、第５期の高知県産業

振興計画や中山間地域再興ビジョンを策定し、
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施策を総動員し取り組まれることとなっていま

す。昨年の県知事選挙の際には、１次産業や建

設業と具体に挙げられ、若者や女性の働く場所

を意識した発言があったと記憶をしています。 

 そこで、魅力ある仕事をつくり、若者の定住

につなげる取組の中で、１次産業と建設業を名

指しして施策を展開しようとする知事の思いを

お伺いいたします。 

 そして、１次産業と建設業において、若者や

女性にとって魅力のある職場づくりをどのよう

に進めるのか、具体的な取組について農業振興

部長、林業振興・環境部長、水産振興部長、土

木部長、それぞれにお伺いいたします。 

 また、昨年の２月議会で質問いたしましたが、

水産業分野における水福連携の取組について、

現在の取組状況と、今後どのように取り組んで

いかれるのか、水産振興部長にお伺いいたしま

す。 

 次に、中山間地域の振興についてお伺いいた

します。さきにも触れましたように、来年度か

らは中山間地域再興ビジョンの下、若者を増や

す、くらしを支える、活力を生む、しごとを生

み出すの４つの柱で構成された施策が展開され、

少子化対策と一体となった新たな中山間対策を

進めることとなっています。 

 中でも、集落活動センターについてお伺いを

いたします。この取組は現在12年目を迎え、66

か所まで拡大しています。集落活動センターの

必要性や重要性は認識していますが、近年では

新たな集落活動センターの開所も少なくなって

いるように感じています。 

 このたび策定する中山間地域再興ビジョンの

アクションプランによれば、令和９年度末には

83か所という高い目標が立てられていますが、

今後さらに集落活動センターを拡大させていく

ためにどのように取り組まれるのか、中山間振

興・交通部長にお伺いいたします。 

 次に、地域おこし協力隊についてお伺いいた

します。中山間地域で、若い方々が定着し定住

していただくきっかけとなり、地域地域に活力

を生むためにも、地域おこし協力隊の今後の取

組に大きな期待を寄せています。 

 本県の協力隊は、本年２月１日時点で238名と

なり増加してきましたが、令和９年度末の570名

という高い目標を達成するためには、市町村と

のさらなる連携や仕事の確保など、新たな課題

も考えられます。 

 そこで、市町村がさらに地域おこし協力隊を

受け入れられるよう、県としてどのように取り

組んでいかれるのか、中山間振興・交通部長に

お伺いいたします。 

 次に、移住促進についてお伺いいたします。

コロナ禍の影響もあり、昨年度の移住者は1,185組、

1,730人となっています。移住された方の実績に

基づく県の資料によれば、年代別の移住者数は

20から40代が全体の８割以上を占め、移住前の

住所地は関東が４割、関西が３割と、傾向は以

前とあまり変わっていない一方で、Ｕターンは

令和３年度の30％から令和４年度は35％と、５

％増加しています。他方で、全国の状況を見て

みますと、令和４年度に移住者が大幅に増加し

ている県も見受けられます。 

 そこで、令和９年度に3,000人以上という目標

を立てられていますが、目標達成に向けた今後

の新たな強化策を中山間振興・交通部長にお伺

いいたします。 

 また、移住を促進するためには、仕事と住宅

の確保が何より重要と考えます。過去には、本

県の空き家率が全国ワースト１位という結果が

公表されたこともありましたが、空き家対策を

抜本強化するため、２年前に住宅課に空き家対

策の専門チームを設置し、空き家の掘り起こし

に向けて取り組んでこられました。 

 そこで、移住促進に不可欠な空き家対策につ
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いて、空き家対策チームを設置するなど強化し

て２年が経過いたしますが、これまでの取組状

況と来年度の強化策について土木部長にお伺い

いたします。 

 次に、ヘルスケア産業についてお伺いいたし

ます。令和４年度から取り組んでいるヘルスケ

アイノベーションプロジェクトの成果が出始め

ているとお聞きしています。中山間地域の産業

の創出や社会課題の解決に向けて取り組む、こ

のプロジェクトはまさに今、本県にとって必要

な中山間地域対策の取組としても大いに期待を

寄せているところです。今年度には、支援案件

も６件となり、室戸市では東京の企業と、認知

症や軽度認知症を対象としたＶＲソリューショ

ンの開発が行われるなど、実証実験を進め、立

地につながる案件も創出されているとお聞きし

ています。 

 そこで、現在の取組状況とともに、来年度は

どのように進めていかれるのか、産業振興推進

部長にお伺いいたします。 

 また一方で、まだまだ受入れ市町村が少ない

ことがこのプロジェクトの一つの課題ともお聞

きをしています。そこで、今後さらに成果が出

るよう期待していますが、県内市町村へ広げて

いくためにどのように取り組んでいかれるのか、

産業振興推進部長にお伺いいたします。 

 次に、公共交通についてお伺いいたします。

沿線人口の減少や少子高齢化、また運転手不足

などにより、交通事業者の経営を取り巻く環境

は厳しさを増していると感じます。現状では、

自治体からの補助金で経営が継続できている事

業者も少なくないのではないでしょうか。今後

も一定期間は人口の減少が見込まれることから、

維持するだけでなく、新たな路線の開設など、

稼ぐことを考えることも必要ではないかと思い

ます。私も、南国市の住民として、また沿線人

口の一員として、かねてからごめん・なはり線

の継続には危機感を抱いていますし、今後の事

業継続に向けて何か対策はできないものかと考

えてまいりました。 

 そこで、以前にもお話ししましたが、高知龍

馬空港とごめん・なはり線を結節するアクセス

手段を強化することを提唱いたします。来年春

には連続テレビ小説あんぱんの放送が決定し、

物部川流域のにぎわいも予想されますし、ごめ

ん・なはり線に接続することができれば、県東

部地域への人の流れを拡大することもできます。

例えば、後免町駅に接続すれば、ごめん・なは

り線のみならず、電車とつなぐことも可能です。

また、今後のインバウンド観光客の増加を見据

え、今から準備することも大切だと考えます。 

 そこで、公共交通の維持・発展にもつながる

よう、空港からごめん・なはり線への公共交通

のアクセスを強化することができないか、中山

間振興・交通部長に御所見をお伺いいたします。 

 次に、四国新幹線についてお伺いいたします。

ここで、四国新幹線についての今年度の動きに

ついて御紹介します。昨年５月には、後藤田徳

島県知事が近畿ブロック知事会議にて、四国は

岡山ルートでまとまると述べられ、徳島県とし

ては淡路島を経由するルートでの実現を求めな

い考えを示されたことにより、これまで四国４

県間ではルートをめぐる意見の違いがありまし

たが、４県の足並みがそろうこととなりました。 

 また、昨年８月30日に開催されました四国新

幹線整備促進期成会の東京大会において、抜粋

ではありますが、四国の公共交通の基幹的役割

を担うＪＲ四国が厳しい経営環境の下、自立し

た経営を目指すためには、新幹線の導入による

抜本的高速化は不可欠であり、ＪＲ四国が策定

した長期ビジョンの中でも、新幹線等による抜

本的高速化の早期実現に向けて取り組むことが

明記されているように、新幹線は四国地域の公

共交通を支える骨格として、その実現が強く期
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待されているところであるとの決議も採択され

ました。 

 そして、昨年９月県議会定例会において、加

藤漠議員の質問に対し濵田知事は、本県としま

しても、４県の足並みがそろった今を好機とい

たしまして、期成会などと連携をしながら、整

備計画への格上げに向けました法定調査の早期

の実施を国に強く働きかけてまいりますとの答

弁をされています。 

 私も、四国新幹線の早期実現を求めるもので

すが、機を逃すことなく、さらなる機運の醸成

に向けて継続的に取り組むことが必要だと思い

ます。 

 そこで、改めて四国新幹線の早期実現につい

て知事の思いをお伺いいたします。 

 次に、県有施設の在り方についてお伺いいた

します。本県では、建築後50年を超えた施設も

あり、修繕を行いながら使用していますが、老

朽化が著しい施設も多いと感じています。私も、

県有施設の利用者の方から、老朽化についてな

るべく早く修繕することや、改築の御要望をい

ただくことがあります。人口の減少が進む中で、

施設の利用者や需要の変化を捉えた施設の在り

方を議論する必要があると考えます。加えて、

南海トラフ地震の発生が逼迫する中、備えると

いう観点からも、スピード感を持って議論を進

めることが求められているのではないでしょう

か。 

 そこで、公共施設等総合管理計画に基づく公

共施設の集約化、複合化、長寿命化など、スピー

ド感を持って進めていただきたいと考えますが、

今後どのように取り組んでいかれるのか、総務

部長に御所見をお伺いいたします。 

 また、県有施設のうち指定管理施設は、修繕

費の増加や物価高騰などにより費用がかさみ、

人件費を圧迫しているともお聞きします。制度

上、人件費が少ない状況では、若い人材が雇え

ず、若者にとって魅力のある働く場にならない

といった御意見もお聞きします。 

 そこで、指定管理施設が若者にとって魅力が

あり働ける場となるよう、制度や管理代行料の

積算方法を見直すべきではないかと考えますが、

総務部長に御所見をお伺いいたします。 

 また、先日の大石議員の質問でも答弁されて

いましたが、県有施設のうち、特に大規模であ

り、かつ老朽化しているスポーツ施設である県

民体育館は、来年度から更新に向けた検討を始

めるとお聞きしています。この機会ですので、

大規模なコンサートやプロバスケットボールＢ

リーグの試合が開催されるなど、県民の皆様に

夢や希望が届けられ、何より喜んでいただける

施設に生まれ変わることを私は強く望みます。 

 そこで、人口が減少する中で、今後の利用者

数の見込みやニーズの変化をどのように捉え、

よりよい施設の在り方を検討していくのか、文

化生活スポーツ部長にお伺いいたします。 

 次に、教育についてお伺いいたします。さき

にも述べましたように、近年、急激に少子化が

進む中で、県内高校の定員数について危惧をし

ています。くしくも、本日は県立高校の入試が

行われています。とりわけ、追手前高校では志

願者が199名と、現行の入試制度になって以降、

最少となっています。全日制32校の定員5,090人に

対し、志願者数は3,543人であり、平均志願倍率

は0.72倍となっています。また、定員に達した

のは９つの高校の17の学科で、それ以外は志願

者が定員に達しない、いわゆる定員割れとなっ

ています。 

 また、私立と公立の高校生の減少率を見ます

と、平成29年度と令和５年度を比較した場合、

私立では約10％の減少となっていますが、公立

では約17.3％の減少となっており、公立高校の

生徒数の減少率の大きさが目立っています。私

は、私立も公立も県全体として均衡ある発展が
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必要だと考えています。 

 そこで、生徒数が減少する中で、県立高校の

定員数について、私立学校と協議しながら対応

を考えていくべきではないかと考えますが、教

育長に御所見をお伺いいたします。 

 また、近年の高校入試の状況については、定

員割れが続くと生徒数を確保するために合格点

が下がっていくのではないかとの指摘もあり、

関係者からは、県全体の学力低下につながりか

ねないと危惧する声も上がっているようです。 

 また、子供の将来に大きな影響がある進路に

ついても、簡単に志望校を変えるなど、やる気

や意欲の低下を感じています。やる気や意欲と

いった点では、全国学力・学習状況調査におけ

る子供たちの夢や志に関する質問の肯定的回答

の割合は、令和５年度の調査では、小学校は若

干増加したものの全国よりは低く、中学校は全

国を上回っているものの減少傾向にあり、近年

小中学校ともに下降ぎみであることを危惧して

います。こうした状況から、中学校までの義務

課程において、全体の底上げにつながる取組が

急務だと考えます。 

 そこで、小中学校での学力と意欲の向上に向

けた取組が必要だと考えますが、教育長に御所

見をお伺いいたします。 

 次に、南海トラフ地震対策についてお伺いい

たします。 

 質問に入ります前に、このたびの令和６年能

登半島地震によりお亡くなりになられました方

に心よりお悔やみを申し上げますとともに、被

災されました皆様にお見舞いを申し上げます。

また、現在も被災地で懸命に復旧・復興に向け

て御尽力いただいています皆様に心より感謝を

申し上げます。 

 さて、正月早々に能登半島で最大震度７の揺

れを観測する大地震が発生をいたしました。震

源は石川県能登地方で深さは16キロ、地震の規

模を示すマグニチュードは7.6と、阪神・淡路大

震災を起こした地震や熊本地震よりも大きな規

模でした。多くの建物が倒壊する様子や、輪島

市での大規模な火災が発生する状況がテレビに

映されるたびに、多くの方が心を痛められたこ

とと拝察いたします。今回の地震で経験した新

たな知見や教訓を南海トラフ地震にも生かして

いかなければならないと考えます。 

 そこで、能登半島地震を踏まえた対応方針の

見直しについて知事に御所見をお伺いいたしま

す。 

 今回の能登半島地震で私が特に感じたことは、

水や食料の備蓄の必要性と自助や共助の重要性

です。本県でも、南海トラフ地震発生後には、

県全体が陸の孤島になる可能性も否定できませ

ん。やはり、自らの命は自らで守り、つないで

いくためにも、水や食料の備蓄は７日分を備え

るべきではないでしょうか。 

 先日、神戸市の、人と防災未来センターを訪

問させていただきましたが、兵庫県では､｢ひょ

うご備蓄キャンペーン そなえて食べよう！たく

わえよう！ 南海トラフ地震に備えるにはまずは

３日分、できれば７日分の備蓄が必要」と啓発

されていました。本県では、３日分以上の食料

備蓄率は61.6％、３日分以上の飲料水備蓄率は

57.2％と、目標数値は超えていますが、まだま

だ十分な備えにはなっていないと感じます。 

 そこで、自助の観点から、各家庭における水

や食料の備蓄が一層進むよう、地震への関心が

高まっているこのタイミングを逃すことなく、

啓発をさらに強化すべきではないかと考えます

が、危機管理部長に御所見をお伺いいたします。 

 また、南海トラフ地震対策として、様々な計

画を策定し、備えてまいりましたが、今後は能

登の教訓を踏まえた他機関との連携や啓開計画

が機能するのか、検証や見直しが必要になって

くると思います。 
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 そこでまず、自衛隊や地元自治体との今後の

連携について危機管理部長に御所見をお伺いい

たします。 

 また、人命救助は災害が発生してから72時間

が勝負と言われていますが、人命救助の観点か

らも、物資を供給するためにも、速やかに道路

や航路、空港などを啓開することが求められて

いますが、陸路――道路の啓開について土木部

長に御所見をお伺いいたします。 

 また、海路――航路の啓開については水産振

興部長と土木部長に、空路――空港の啓開につ

いては中山間振興・交通部長にそれぞれお伺い

をいたします。 

 最後の項として、高知県の農業について３点

お伺いをいたします。 

 まず、先日の大石議員の質問でも取り上げら

れていました、本県が誇るかんきつについてで

す。現在、高知市立自由民権記念館にて開催さ

れています企画展、田村利親と土佐の柑橘を通

じて田村利親氏の御功績を知ることができまし

た。 

 ここで、改めて田村利親氏を御紹介させてい

ただきます。1856年、現在の香美市土佐山田町

新改に生まれ、農業技術者として果樹、特にか

んきつ類の研究に没頭し、各地で自生もしくは

栽培されていたかんきつ類の分布や栽培状況、

利用法などを調査研究されました。商品として

有望な品種を見つけると、生家の果樹園に送っ

て栽培し、苗木を作って全国に広める活動にも

取り組まれました。また、調査は台湾にまで及

び、その成果は台湾柑橘図説として、台湾の図

書館に所蔵されています。 

 高知の特産品の一つ、小夏は、田村氏が宮崎

県で出会い、新改村に送った苗木から始まって

います。また、牧野富太郎博士からかんきつ研

究の第一人者として評価され、後代の学者から

も尊敬されたそうです。 

 私は、このような田村利親氏の貴重な研究業

績に県としても着目し、かんきつ文化を県の強

みとして残し、活用できないかと考えています。 

 そこで、県として田村氏の業績について、しっ

かりと調査するとともに、県民に広く周知すべ

きではないかと思いますが、文化生活スポーツ

部長に御所見をお伺いいたします。 

 次に、非辛みシシトウ、ししまろについてで

す。平成24年から農業技術センターで育種を開

始し、本県が10年の歳月をかけて作り上げた、

辛み果が発生しない品種です。先月の高知県園

芸品展示品評会で、ししまろの名称とロゴが公

表されました。辛くないシシトウですので、今

後は学校給食の食材としても使用が期待されま

す。しかしながら、まだ栽培面や販売面での課

題もあり、ししまろとしては一般流通していな

い現状です。 

 そこで、なるべく早く県内外の消費者に届く

よう取り組んでいただきたいと考えますが、現

在の取組や課題も踏まえ、今後どのように普及

に取り組んでいかれるのか、農業振興部長にお

伺いをいたします。 

 最後に、園芸作物の適正な価格形成と販売拡

大についてお伺いをいたします。長期化する原

油や資材価格の高騰により、園芸農家を取り巻

く環境は、依然厳しい状況が続いています。こ

うした状況にあって、国では、適正な価格形成

に関する協議会を設置し、農畜産物の種類ごと

に価格形成の仕組みづくりについて議論を行っ

ているところです。 

 この協議会では、国による適正な価格形成に

向けたコスト等に関する調査結果を受けて議論

を深めることとしており、仕組みが構築できる

かどうかも含めて、結論を得るまでには相当の

時間がかかることは明らかです。これに対し、

県は、本県の農家にとって有益な仕組みとなる

よう政策提言を行っていくとしていますが、国
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の動きを待って行動するのでは、農家はどんど

ん疲弊していくばかりです。このため、県とし

てまず喫緊に取り組むべきは、園芸品の販売拡

大や消費拡大を着実に行い、県産園芸品の単価

アップにつなげることです。 

 そこで、単価アップを見据えた園芸品の販売

拡大に県としてどのように取り組んでいかれる

のか、農業振興部長にお伺いし、第１問といた

します。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 田中議員の御質問にお答

えをいたします。 

 まず、本県の出生数が過去最低の3,380人と

なったことについてお尋ねがございました。 

 令和５年の出生数は、今年１月19日発表いた

しました速報値で、これは日本人のみの数字と

なりますが、3,380人となりまして、過去最低と

なりました令和４年をさらに300人以上下回ると

いう厳しい状況となりました。これは県内の市

町村の状況に目を向けますと、さらに深刻であ

りまして、34の市町村のうち９町村、大体人口

が3,000人未満のような町村になりますと、軒並

みに出生数は10人未満、１桁だというような数

字でございますし、半数以上の市町村では30人

以下、市町村内の全部の子供を集めて小学校の

１クラスが立つかどうかと、定員に満ちるかど

うかと、そういうような状況になっているとこ

ろでございます。 

 少子化対策の言わば成績表とも言えます出生

数が、２年続けて大幅に減少したと、そして少

子化傾向がますます加速化しているという状況

に関しまして、改めて大変強い危機感を募らせ

ている状況であります。このため、人口減少対

策を県政の最重要かつ喫緊の課題として位置づ

けまして、私自身が先頭に立ち、不退転の覚悟

で取り組まなければならないと決意を新たにし

ております。 

 そして、今回の出生数減少の最大の要因は、

若年人口の減少、特に女性の若年人口の減少に

あります。女性が進学や就職に伴いまして県外

へ流出する、そのことが婚姻件数や出生数の減

少につながっていく、それがさらに若年人口の

減少を招くという、言わば負の連鎖が生じてい

ると考えます。 

 この負の連鎖を何としても断ち切りまして、

人口減少問題を克服し、元気で豊かな、そして

あったかい高知県を次世代に引き継いでいく、

このことが私に課せられた大きな使命だと考え

ております。 

 今後、新たに策定をいたします元気な未来創

造戦略におきましては、若年人口の増加、婚姻

数の増加、そして出生率の向上、この３つの観

点から、対策のギアを１段引き上げて取組を進

めてまいります。 

 次に、若年人口の増加に向けました１次産業

と建設業の取組への思いについてお尋ねがござ

いました。 

 本県におきましては、若年層の県外流出など

によりまして、半世紀近くにわたり、若年人口

が減り続けております。中でも、20代から30代

の女性人口は、令和２年までの10年間で３割近

く減少しております。さらに、こうした傾向は

中山間地域においてより顕著であります。こう

した状況を打開するためには、中山間地域に魅

力ある仕事を創出いたしますことで、若者、と

りわけ女性が住み続けられる環境を整えていく

ということが何より重要であります。 

 この点、特に若い女性の職場の確保というこ

とで申しますと、先般の本会議におけます御議

論の中でも、県として女性に人気がある、女性

が魅力を感じる事務系の職場、あるいはＩＴコ

ンテンツ系の職場の企業誘致に力を入れてまい

りたいという御答弁申し上げてまいりました。 

 しかし、特に中山間地域の対策ということを
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考えますと、それでは量的にいかにも限界があ

るということではないかと考えます。したがい

まして、中山間地域の基幹産業であります１次

産業、そして建設業においてこそ、女性進出の

促進が必要であると考えるに至ったということ

がこの背景にございます。 

 これらの分野は、どちらかといいますと、現

場での力仕事が多く、男の仕事というイメージ

があります。しかしながら、これまで男性中心

とされたこれらの分野におきましても、例えば

デジタル技術の活用などによりまして、働きや

すい環境への転換を図ることができますれば、

女性進出が容易となると考えます。それが結果

として、若者や高齢者などの多くの人材の受入

れにつながり、深刻化する担い手不足の解消に

も寄与する、そうした意味で言わば一石二鳥の

効果が期待できるのではないかと考えます。 

 そうした思いから、基幹産業となっておりま

す１次産業、建設業において女性進出を強化す

ることが、特に中山間地域における人口減少対

策に有効であるというふうな判断に至ったとこ

ろでございます。 

 次に、四国の新幹線の早期実現についてお尋

ねがございました。 

 新幹線につきましては、いわゆる整備計画路

線のうち、令和４年９月に西九州新幹線の武雄

温泉－長崎間が開通をし、また今月16日には、

北陸新幹線の金沢－敦賀間が開通を予定してお

ります。近年、新たに新幹線が開業いたしまし

た九州や北陸地方におきましては、大都市圏と

の移動時間の短縮によりまして、観光客の増加

による経済の活性化など、大きな効果が現れて

おります。 

 他方、四国は全国で見まして唯一の新幹線空

白地帯であります。観光、移住などの地域振興

におきまして、地域間の競争が激しくなってい

る中で、他地域と同じスタートラインに立って

この地域間競争に立ち向かうことができない、

そうした状況にあるのではないかという思いが

ございます。 

 四国の新幹線も、完成をすれば各県都の間は

１時間、大阪とも１時間半で結ばれることにな

りまして、人や経済の交流の拡大、そしてそれ

に伴う経済効果は大変大きいものになると考え

ます。加えまして、災害に対しても強靱な新幹

線は、将来の南海トラフ地震の発生が予測され

る四国にとりまして、その迅速な復旧のために

もなくてはならない社会インフラであると考え

ます。 

 こうした中、御紹介もいただきましたように、

昨年、四国が一体となりまして岡山ルートの整

備を訴えました四国新幹線整備促進期成会東京

大会には、600人以上が参加をするなど、かつて

ない盛り上がりとなりました。４県の足並みが

そろった今こそ、官民一体となって整備計画へ

の格上げに向けた機運をさらに高める必要があ

り、新たな取組も検討してまいります。 

 また、本県単独でも、土佐経済同友会が主催

をされます新幹線啓発イベントと連携した、県

民へのＰＲとして、ラッピング電車の運行など

も予定をいたしております。さらに、県の広報

媒体も活用をし、四国各県や関西との時間短縮

効果など、そのメリットを身近に感じていただ

けますように、分かりやすい発信を継続的に行っ

てまいります。 

 引き続き、四国各県や関係団体とも連携をし

ながら、取組の充実強化を図りまして、四国の

新幹線の早期実現に向けまして、全力で取り組

んでまいります。 

 最後に、能登半島地震を踏まえた対応方針の

見直しについてお尋ねがありました。 

 今回の能登半島地震では、建物の倒壊、木造

密集地域での大規模火災が発生をしました。ま

た、道路の寸断により孤立地域が多数発生いた
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しますとともに、救助救出活動や物資輸送、ラ

イフラインの復旧に大きな影響を及ぼしており

ます。 

 こうした状況は、南海トラフ地震におきまし

ても、本県において確実に起こると考えるべき

でありまして、その意味で決して人ごとではな

い、むしろ明日は我が身と考えるべき事態であ

りまして、早急な対策の強化が必要だと考えま

す。 

 具体的な点といたしましては、１つには住宅

の耐震化の加速、通電火災対策の促進、２つに

は孤立対策として、道路啓開、空路を活用した

物資輸送の強化、さらには分散備蓄の促進、３

つには受援体制を強化するための各種計画の実

効性の向上、４つには自助の取組の啓発強化、

この点は御紹介があったとおりでございますが、

こういった点がポイントとなってまいると思い

ますが、このほかにも、上水道の応急給水や水

道管路の耐震化、避難所の環境整備、広域避難

の在り方など、数多くの点での対策の強化が必

要だと考えます。 

 このため、今回の地震におけます実態を踏ま

えました課題、そして本県の取組状況につきま

しての検証を行いますとともに、有識者の御意

見もいただきながら、必要な見直しを速やかに

行います。このうち、すぐに対応できますもの

は、現在進行しております第５期行動計画を見

直しまして、実行に着手をいたします。 

 また、対応策の検討に時間を要するものにつ

きましては、第５期計画中に課題の整理と対応

策の検討を進めまして、第６期計画期間中の対

応も含めて、しっかりと取り組む考えでありま

す。 

 私からは以上であります。 

   （農業振興部長杉村充孝君登壇） 

○農業振興部長（杉村充孝君） まず、若者や女

性にとって魅力のある職場づくりをどのように

進めるのか、お尋ねがございました。 

 農業分野における魅力のある職場づくりに向

けましては、きつい、汚いといったこれまでの

イメージから転換を図るための労働環境の整備

を進めるとともに、十分に伝え切れていない本

県農業の魅力をしっかりとＰＲしていくことが

重要であると考えております。このため、次期

産業振興計画におきまして、若者や女性を農業

に呼び込むための施策を抜本的に強化すること

といたしました。 

 具体的な取組としまして、労働環境の整備の

面では、トイレや更衣室などの設置への支援と

いったハード支援に加え、仕事と家事、子育て

などが両立できるサポート体制の整備など、ソ

フトの支援も併せて行うこととしております。 

 また、ＰＲの面におきましては、ＩｏＰクラ

ウド、ＳＡＷＡＣＨＩに代表される最新のデジ

タル技術やスマート技術の普及が進む本県農業

の特徴、さらにはこうした農業を地域で生き生

きと実践する若い農業者の姿をＳＮＳを通じて

情報発信するなど、本県農業の魅力をしっかり

と伝えてまいります。 

 あわせまして、少しでも農業に興味を持って

いただいた方に対しては、農業体験ツアーにお

ける地元の農業者との交流や農業法人へのイン

ターンシップを実施するなど、魅力を肌で感じ

ていただく機会も増加させてまいります。 

 こうした取組を市町村やＪＡ、地域の方々と

連携して進め、特に中山間地域の基幹産業であ

る農業へのより多くの若者や女性の定着を図っ

てまいります。 

 次に、非辛みシシトウ、ししまろを今後どの

ように普及していくのか、お尋ねがございまし

た。 

 ししまろは、辛くないシシトウとして県が育

成し、令和５年８月に特許庁に商標登録されま

した。令和３年から農家の圃場の一部をお借り
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した試験栽培を始め、令和５年９月からの令和

６園芸年度から、農家による本格的な栽培がス

タートいたしました。現在、南国市を中心に約

３ヘクタールで栽培されていますが、まだ生産

量は僅かであります。 

 今後、ししまろというネーミングで本格的に

販売していくためには、他の品種と混ざらない

ようにする必要がありますので、出荷場単位で

ししまろへの転換を図っていかなければなりま

せん。そのためには、まず農家の皆様に、しし

まろのメリットを十分御理解いただくことが何

よりも重要だと考えております。 

 そうしたことから、各産地のシシトウ部会に

おいて、辛くないことで販路の拡大が期待でき

ることや、品種特性に応じた栽培管理をすれば

既存品種と同等以上の収量が得られるといった、

ししまろの魅力を粘り強く伝えてまいります。 

 また、ハウス栽培、露地栽培、それぞれの栽

培管理のポイントをまとめたマニュアルを作成

するとともに、普及指導員とＪＡ営農指導員が

生産者一人一人と寄り添った指導も行ってまい

ります。こうした取組によりまして、品種を転

換した産地から順次ししまろとして販売してい

きたいと考えております。 

 その際には、辛いシシトウが混ざっているこ

とを嫌って購入を避けてきた消費者に、試食や

パンフレットなどで、辛くないシシトウである

ことをしっかりとＰＲすることで、ししまろの

販売拡大を後押ししてまいります。 

 最後に、園芸品の販売拡大の取組についてお

尋ねがございました。 

 適正な価格形成に向けた仕組みづくりにつき

ましては、国において議論されているところで

ございますが、特に野菜は流通経路が複雑で、

関係者も多いことなどから、結論を得るまでに

は多くの時間を要することが想定されます。 

 一方、生産コストが高止まりしている状況を

考えますと、県産園芸品の販売拡大の取組を着

実に進め、単価アップにつなげることが重要で

あると考えております。 

 県では、令和４年度から関西圏におきまして、

品目別に販売戦略を策定し、販売額の増加が見

込める店舗を選択してフェアを実施するととも

に、販売員やデジタルサイネージを活用して食

べ方を提案することで、潜在需要の掘り起こし

に努めました。 

 また、フェアを核として戦略的に販売するた

め、フェアを実施する前には、販売店のバイヤー

を産地に招聘して、フェアで取り扱う品目や量、

時期などについて商談を行ってまいりました。

さらに、フェアを実施した後、店舗ごとの販売

量や取引の継続性などを検証し、効果の高い店

舗にはフェアを繰り返して実施することを提案

し、今年度は令和３年度の３倍を超える2,000店

舗以上でフェアを実施しております。こうした

取組の結果、ＪＡ高知県の販売額は、前園芸年

度と比べて、全体では2.8％の伸びに対し、関西

圏は約２倍となる5.3％、約５億円の増加となり

ました。 

 今後は、関西圏で成果を上げた品目ごとに販

売戦略を明確にする取組を、関東圏にも横展開

することで、さらなる販売拡大につなげてまい

ります。 

   （林業振興・環境部長武藤信之君登壇） 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 若者や女

性にとって魅力のある職場づくりに向けた林業

分野の取組についてお尋ねがございました。 

 林業は、足場の悪い山の中で伐採木などの重

量物を取り扱うために労働負荷が高いことから、

魅力ある職場づくりには、軽労化や省力化を進

めることが重要と考えております。このため、

軽労化や省力化に向けては、若者や女性が活躍

できるスマート林業のさらなる普及を進めるこ

ととしております。具体的には、高性能林業機
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械の導入に加えまして、ドローンなどの機器の

操作や森林クラウドでのデジタル情報の活用に

係る研修に取り組んでいるところです。 

 また、林業に従事する若者や女性に対して行っ

たアンケート調査では、就業先を選択する際に、

能力や技術を高める指導体制や安全対策など、

労働環境を重視している傾向もうかがえました。

このため、林業事業体におきます指導体制の充

実については、指導力やコミュニケーション力

の向上に向けた研修の開催などを支援していく

こととしております。 

 また、労働環境の改善については、経営者が

若者や女性の働きやすさについて学ぶセミナー

を開催するとともに、就業規則の見直しへの専

門家による助言や更衣室の設置などを支援する

こととしています。さらに、林業は他産業に比

べて労働災害の発生率が高い状況であるため、

職場の安全診断などを支援することとしており

ます。こうした取組を通じて、林業において若

者や女性にとって魅力ある職場づくりを進めて

まいります。 

   （水産振興部長松村晃充君登壇） 

○水産振興部長（松村晃充君） まず、水産業分

野における若者や女性にとって魅力のある職場

づくりについてお尋ねがございました。 

 本県の漁業就業者数は、平成30年の漁業セン

サスでは3,295人で、そのうち40歳未満の割合が

16％、また女性は全体で135人、就業者全体に占

める割合は4.1％となっており、若者や女性の就

業が少ない状況となっております。 

 一方で、県内では近年、安定して収入が得ら

れるサラリーマン漁師として、定置網や養殖業

などの雇用型漁業への若者の就業が増えてきて

おり、その中に少数ではありますが、令和２年

以降５名の女性が就業されております。 

 若者や女性の就業に向けて、本年度、40歳未

満の漁業就業者91名に、仕事の満足度や定着に

向けた課題などについて聞き取り調査を行いま

した。その結果、現在の仕事内容や収入面など

について、満足度の高かった方が５割以上あっ

た一方、体力的に厳しいなどの労働面での不安

や、休暇制度や将来の給与等の増加といった雇

用条件での不安、トイレや更衣室などの改善と

いった職場環境の課題が挙げられました。こう

した不安や課題に対応するため、デジタル技術

の活用や機械化による作業の効率化、社会保険

労務士などの専門家の派遣による就業規則や給

与規程等の整備や改善、さらにはトイレや更衣

室などの整備への支援を行ってまいります。 

 特に、女性の就業に向けましては、来年度新

たに、女性による職場体験を通じた課題の抽出

や、県内で就業されている女性による課題解決

のための意見交換などを行い、今後の効果的な

取組を検討していきたいと考えております。こ

うした取組を通じて、若者や女性が就業を希望

する魅力ある水産業を目指してまいります。 

 次に、水産業分野における水福連携の取組の

状況と今後の取組についてお尋ねがございまし

た。 

 水福連携の取組は、障害のある方など、生き

づらさを抱える方の生きがいや雇用の場を創出

するとともに、漁業や水産加工業などの人手不

足の改善にもつながるものと考えております。 

 現在、大型定置網漁業や養殖業、水産加工業

などにおいて、障害のある方などが雇用されて

いる事例はございます。しかしながら、漁業の

現場では、海上などの特殊な環境での作業もあ

り、安全面での配慮が必要となることなどから、

雇用が一部にとどまっているものと考えており

ます。 

 そのため、本年度、水産事業者を対象に障害

のある方などの受入れについての調査を行い、

25の事業者から、網の修理や魚の選別、パック

詰め作業などにおいて受入れが可能ではないか
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との提案をいただいております。提案をいただ

きました作業につきましては、動画を撮影して、

福祉関係者に見ていただき、障害のある方など

に担っていただくことが可能かどうか、意見を

いただいているところでございます。 

 今後は、いただきました意見を踏まえ、福祉

関係者と連携して、作業体験会や意見交換会を

開催することで、障害のある方などと水産事業

者とのマッチングを支援してまいります。あわ

せて、受入れ側の水産事業者向けの研修会や現

場作業に関する福祉関係者向けの研修会を開催

することで、理解の醸成を図ってまいります。

こうした取組を進めることで、水福連携の具体

的な事例をつくり出してまいります。 

 最後に、海路の啓開についてお尋ねがござい

ました。 

 南海トラフ地震発災後の緊急物資等の輸送体

制を確保するためには、広域的な体制を構築す

る必要があり、陸路、空路に加えて海路の輸送

手段を確保することは大変重要でございます。 

 緊急時の海上輸送ネットワークの構築に向け

て防災拠点港を配置し、そのうち輸送拠点とな

る港を１次防災拠点港、それを補完する港を２

次防災拠点港としております。１次防災拠点港

には高知港など４つの港湾、２次防災拠点港に

は甲浦港など４つの港湾と室戸岬漁港など５つ

の漁港を位置づけております。 

 ２次防災拠点港として位置づけている５つの

漁港では、東日本大震災を教訓として、緊急物

資等を輸送する船が安全に港に入れるよう、瓦

礫などの障害物の把握から除去、集積までの対

応をまとめた啓開計画を平成28年に定めており

ます。 

 今回の能登半島地震では、多くの漁港で海底

地盤の隆起により水深が不足し、船舶の入港、

係留が困難となるなど、大きな被害が発生をい

たしました。現在、国におきまして、漁港や漁

村の迅速かつ効率的な復旧に向けて、被災状況

の分析と、それを踏まえた復旧方法の検討のた

め、緊急の現地調査が行われております。 

 現在の漁港の啓開計画は、南海トラフ地震で

想定されている海底地盤の隆起に対応した計画

とはなっておりますが、今後想定以上の隆起へ

の対応の検討など、国の調査も踏まえて計画の

見直しや強化を図り、実効性を高めてまいりま

す。 

   （土木部長荻野宏之君登壇） 

○土木部長（荻野宏之君） まず、建設業におけ

る若者や女性にとって魅力のある職場づくりに

ついてお尋ねがございました。 

 建設業においては、就業者の高齢化が進行す

る一方、次世代を担う若者の入職者が少なく、

また女性就業者も依然として少ない状況が続い

ております。こうした中、県では、令和４年２

月に建設業活性化プランをバージョン３に改定

し、人材確保策の強化と、建設現場のデジタル

化による生産性向上の推進を大きな柱に据え、

様々な施策に取り組んでいるところです。 

 具体的には、若者や女性が活躍しやすい職場

環境を整備した企業を厚生労働大臣が認定する

制度である、ユースエールや、えるぼしについ

て、本年度の入札参加資格の審査から、新たな

評価項目としております。さらに、来年度は男

性育休を新たな評価項目に加えるための準備を

進めます。 

 また、週休２日制モデル工事においては、原

則、全ての工事を発注者指定型の対象にすると

ともに、ＩＣＴ活用工事による生産性向上など

を通じまして、労働環境の整備をさらに進めて

いきます。加えて、現場技術者に代わり、デジ

タル技術を使用して工事書類作成などの現場業

務を支援する、建設ディレクターの育成を通じ

まして、若者や女性の活躍の場を広げていきま

す。 



令和６年３月５日  

－217－ 

 

 今後とも、建設業が若者や女性にとって働き

たいと思える産業となるよう、様々な取組を通

じて、魅力ある職場づくりを促進してまいりま

す。 

 次に、空き家対策のこれまでの取組状況と、

来年度の強化策についてお尋ねがございました。 

 県では、昨年度から空き家対策の抜本強化を

図り、空き家活用による移住者等の住宅確保を

目指して、住宅課空き家対策チームが各部局と

連携して取組を進めているところです。 

 本年度は、市町村と関係団体が連携して空き

家の掘り起こしを行い、移住者などに活用して

もらうためのモデル事業を10市町村で進めてま

いりました。また、空き家活用専門家グループ

が、空き家相談窓口と連携して、空き家調査や

活用提案を行う体制を構築するとともに、出張

相談会を県内７か所で開催するなど、相談窓口

の体制を強化いたしました。さらに、県民向け

空き家セミナーを開催するなどの広報啓発の強

化に加えて、移住希望者と空き家のマッチング

ツアーを中山間振興・交通部と連携して実施し

ました。 

 来年度は、全ての市町村で人口減少対策総合

交付金による空き家対策が可能となるため、モ

デル事業を実施してきた市町村に加え、これま

で取組があまり進んでいなかった市町村の後押

しも進めてまいります。 

 新たな取組といたしましては、電力のスマー

トメーターから得られるデータを活用した空き

家調査を四国で初めて実施いたします。また、

携帯電話の位置情報を活用し、県外在住の本県

出身者に対しまして、ウェブ広告を効果的に発

信してまいります。 

 こうして強化した取組により、さらなる空き

家の掘り起こしを進め、移住者等とのマッチン

グを増やし、移住の促進と地域の活性化につな

げてまいります。 

 次に、道路の啓開についてお尋ねがございま

した。 

 本県の中山間地域や沿岸部は、急峻な地形を

多く有し、南海トラフ地震発生時には、のり面

の崩壊や落橋など、多くの箇所で通行ができな

くなることが想定されるため、救助活動や物資

輸送のための道路の早期啓開は大変重要となり

ます。 

 このため、国は、県境をまたぐ広域的な道路

啓開を迅速に実施することを目的に、平成27年

度末に四国広域道路啓開計画を策定しておりま

す。この計画では、比較的被害が少ないと想定

されている瀬戸内側から本県の道の駅などの集

結拠点までをつなぐ高速道路や直轄国道などを

進出ルートとして定めております。 

 また、本県においても、国の計画を受けて、

同時期に高知県道路啓開計画を策定しており、

この中で、国、県、市町村の災害対策本部をは

じめ、災害時医療救護計画等、各種関連計画に

基づく病院や避難所などを防災拠点として選定

しています。 

 あわせて、空路、海路からの物資等の輸送の

ため、空港や港も拠点として選定し、集結拠点

を含む、これら各拠点をつなぐ路線を啓開ルー

トとしております。 

 啓開ルートについては、直轄国道は国が、そ

の他の道路は県が、それぞれ啓開するよう定め、

作業に当たる建設事業者をあらかじめ割り当て、

毎年訓練も実施しております。 

 今後も、引き続き訓練から得られた課題を踏

まえ、啓開手順を絶えず見直すことで、道路啓

開計画の実効性を高めてまいります。 

 最後に、海路の啓開についてお尋ねがござい

ました。 

 港湾では、緊急物資の輸送体制の確保や、港

湾機能の早期回復を目的として、平成28年に１

次防災拠点港である高知港、須崎港、宿毛湾港、



 令和６年３月５日 

－218－ 

 

奈半利港の防災ＢＣＰを策定しております。こ

のＢＣＰでは、発災後、緊急物資の輸送に必要

な航路を確保するため、障害物の把握や撤去に

必要な作業船の手配から、障害物の撤去に至る

までの啓開作業計画を定めております。 

 これまでこの計画に基づき、行政機関の間で

連絡体制を確立するための情報伝達訓練や、啓

開作業の着手までを想定した机上訓練を実施し

ております。 

 一方で、令和３年の国のガイドライン改訂に

合わせて、県においても港湾ＢＣＰの改訂に向

けて、学識経験者や港湾利用者等にヒアリング

を行っております。 

 今後、改訂作業に当たりましては、能登半島

地震時の航路啓開作業の状況を聞き取るなどし

て、港湾ＢＣＰの充実に努めてまいります。 

   （中山間振興・交通部長中村剛君登壇） 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） まず、集

落活動センターのさらなる拡大のための取組に

ついてお尋ねがございました。 

 集落連携により集落の維持・再生や活性化を

図る集落活動センターの取組は、支え合い活動

や経済活動を通じて集落の活力を生むなど、地

域活性化の要となる取組でございます。このた

め、中山間地域再興ビジョンでは、４年後の目

標を83か所、10年後の目標を95か所とし、その

開設に向けた取組もさらに強化しております。 

 具体的には、まず、人口減少により周辺集落

の力が弱まる中、活力やマンパワーが残る市町

村の中心部、いわゆる町なかにおいてもセンター

の立ち上げを推進することとし、例えば町なか

のセンターが周辺集落も含めた配食サービスを

行うなど、広域で連携した活動を行う場合に、

補助額を加算できることといたしました。 

 また、中山間地域では、商店やガソリンスタ

ンドなどの撤退が加速していますが、こうした

集落での生活を維持していくために必要なサー

ビス、これを担うセンターの立ち上げも支援す

ることとし、その活動を継続するための経費は、

より長期間支援できるようにいたしました。加

えて、住民の方々にセンターの意義や仕組みを

改めて理解していただくことも重要と考えます。

分かりやすいパンフレットを作成し、これを活

用して住民の皆様に直接説明を行うことにより、

センター立ち上げ検討のきっかけにしていただ

きたいと考えております。 

 次に、市町村が地域おこし協力隊を受け入れ

られるよう、どのように取り組んでいくか、お

尋ねがございました。 

 お話にありましたように、地域おこし協力隊

を令和９年度末に570人とするためには、市町村

とのさらなる連携が必要でございます。まずは、

市町村が募集しても応募がなく、必要な隊員が

確保できないという状況の改善、これをしっか

りとサポートすることが重要であります。この

ため、今年度から新たに、ＳＮＳ広告や移住系

メディアによる情報発信、市町村の募集の仕方

やミッションの設定方法などに助言するアドバ

イザーの派遣、協力隊に特化した募集フェアの

開催などを行いました。これにより、隊員の増

加に一定の効果が見られますことから、来年度

は、協力隊の魅力をより効果的に伝えるため、

新たなＰＲ動画を作成するなど、市町村の隊員

確保に向けた情報発信をさらに強化することと

しております。 

 また、近年協力隊の募集に際して、民間事業

者等への委託により、任期中は当該事業者の下

で働き、任期終了後にはそのまま就業する、委

託型の取組が広がっております。この委託型は、

地域の担い手確保、同時に応募者の仕事の確保

が見込める効果的な仕組みだと考えられますこ

とから、広く市町村に先進地域の取組紹介や、

活用に向けた働きかけを行ってまいります。加

えて、より多くの協力隊が任期終了後も地域で
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就業や起業をし、定着できるよう、本年度から

立ち上げた協力隊ネットワーク組織による隊員

からの相談対応、定着に向けた市町村へのアド

バイスも引き続き行ってまいります。 

 次に、移住者数の目標達成に向けた今後の取

組についてお尋ねがございました。 

 御指摘のように、県外からの年間移住者数を

４年後に3,000人以上とする中山間地域再興ビ

ジョンの目標は、高い目標ではありますが、昨

年度の四国各県の移住者数を見てみますと、本

県の1,730人に対し、愛媛県が7,162人、香川県

が2,499人、徳島県が2,919人となっており、ま

た本県同様に過疎や高齢化が進む島根県が3,463

人、人口最少の鳥取県が2,103人となっておりま

す。 

 これらを踏まえますと、この目標は、本県の

若者の減少を食い止め、反転させるため、目指

すべき目標だと考えております。この目標を達

成するためには、本県出身者や本県ゆかりの方

など、これまで本県の情報が十分に届いていな

かった方々にアプローチし、新たな移住関心層

となっていただくことが重要であります。この

ため、今年度からデジタルマーケティングを活

用した、より効果的な情報発信やＵターン促進

に取り組んでおり、例えば昨年度、帰省や旅行

などで県外から本県に来られた方をスマート

フォンの位置情報で特定し配信した動画広告、

こちらは延べ80万回超再生されるなど、この手

法による高い効果に手応えを感じております。 

 また、こうした取組が奏功し、移住予備群と

なる新規相談者数は、１月末時点で前年比16％

増、移住組数も９％増となっております。この

ため、来年度はこのデジタルマーケティングの

さらなる強化を図り、新たな関心層の一層の拡

大を目指してまいります。 

 具体的には、本県の観光ウェブサイトの閲覧

者などに対しても、移住に向けた情報発信を行

うとともに、移住情報やＳＮＳを活用したター

ゲティング広告をさらに増やしてまいります。 

 また、Ｕターン機運のさらなる醸成に向けた

帰省時期のプロモーション「最高知！キャンペー

ン」の継続、本県からの転出者が多い関西での

相談会の充実、相談者に確実に移住していただ

くための大阪窓口の体制強化などに取り組んで

まいります。加えて、市町村による県のデジタ

ルマーケティングの取組との連携、ＵＩターン

サポートセンターと連携した東京での個別相談

会の開催支援など、市町村の取組支援もさらに

強化してまいります。 

 次に、空港からごめん・なはり線へのアクセ

スの強化についてお尋ねがございました。 

 現在、空港とごめん・なはり線のアクセス手

段は、タクシーに限られております。空港連絡

バスもないため、県東部にお住まいの方々や、

東部方面に向かう旅行者などにとっては利便性

が低い状況にあります。空港からのアクセスの

強化については、これまでも、土佐くろしお鉄

道のごめん・なはり線中期経営計画や、南国市

や香南市の地域公共交通会議において議論され

ました。また、２月に新たに設置された南国市

の観光施策推進協議会においても、公共交通に

よるアクセスについて検討されたと聞いており

ます。 

 御提案のように、空港とごめん・なはり線を

結ぶアクセスの強化は、連続テレビ小説あんぱ

んのモデルである、やなせたかしさんゆかりの

南国市や香美市のさらなるにぎわい創出の効果、

県東部への人流を生み出し、地域の観光振興に

つなげる効果、加えてごめん・なはり線利用の

新たな需要を掘り起こす効果など、様々な効果

が考えられます。このため、新たなアクセス手

段を導入する場合の需要予測や収支見込み、運

行主体や費用負担など、導入に係る課題につい

て整理をした上で、交通事業者等の意見も伺い
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ながら、その可能性について検討してまいりま

す。 

 最後に、空路の啓開についてお尋ねがござい

ました。 

 南海トラフ地震発災時に緊急輸送体制を確保

するに当たっては、陸路、海路に加えて、航空

輸送の拠点となる空港を早期に復旧することが

重要になります。 

 本県の空路の拠点となる高知龍馬空港は、国

が設置、管理する国管理空港となっており、令

和２年４月には国が災害鎮静後72時間以内の運

用再開等を目標とする空港業務継続計画を策定

しました。あわせて、四国地方整備局、自衛隊、

警察、地方自治体、航空会社等を構成員とする

協議会も立ち上げ、関係機関が連携し、計画の

推進や見直しを行うこととしております。 

 現在、この協議会において、災害鎮静後72時

間以内の運用再開に向けた課題を改めて整理し、

漂流物の侵入防止や啓開作業の効率化、アクセ

ス道路への流出防止といった対応策を計画に盛

り込むよう検討を進めているところです。 

 協議会メンバーであります県といたしまして

も、能登半島地震などの経験、教訓も踏まえた

実効性のある計画となりますよう、しっかり意

見を伝えてまいりたいと考えております。 

   （産業振興推進部長沖本健二君登壇） 

○産業振興推進部長（沖本健二君） まず、ヘル

スケアイノベーションプロジェクトに関して、

現在の取組状況と来年度の取組方針についてお

尋ねがございました。 

 ヘルスケア産業は、今後世界で30兆円規模に

達すると見込まれております大変有望な成長産

業です。そのため県では、産業振興計画の中で

ヘルスケアイノベーションを位置づけ、デジタ

ル技術を活用したヘルステック分野の新しい製

品やサービスの事業化を促し、県内で産業の集

積を図る取組を進めております。 

 議員のお話にもございましたように、現在バー

チャルリアリティー技術を活用した精神疾患及

び認知症の治療法、あるいはスマートウオッチ

を活用した、ウエアラブル端末を用いた健康状

態の遠隔観察など、６つの案件を採択し、事業

化に向けた支援を行っております。さらに、首

都圏のヘルステック企業にプロジェクトの周知

を図ったところ、支援依頼の問合せが寄せられ

ておりまして、今後の展開に手応えを感じてい

るところでございます。 

 今後、このプロジェクトを成功裏に導きます

ためには、企業が求める高等教育機関とのマッ

チングや実証フィールドの確保といった課題に

しっかりと対応することが鍵となります。その

ため、来年度はこうした課題に幅広く対応でき

ますよう、高い専門性とコーディネート力を有

した民間団体と連携をいたしまして、伴走支援

体制を一層強化したいと考えております。加え

て、引き続き実証フィールドの確保や、実証実

験にかかる経費への助成を行いますことで、ヘ

ルスケア関連企業を本県に呼び込んでまいりま

す。 

 こうした企業の本県への進出は、若者の雇用

の創出はもとより、本県が抱えます医療・健康

分野の課題解決にもつながります。今後も、産

学官民がこれまで以上に連携をいたしまして、

このプロジェクトを推進しますことで、本県の

新たな産業として成長を促していきたいと考え

ております。 

 次に、県内市町村へ広げていくための取組に

ついてお尋ねがございました。 

 本県にヘルステック企業を呼び込みますため

には、ニーズに応じた実証実験のフィールドを

積極的に提供できることが重要となりますこと

から、実際にフィールドとなる市町村の協力は

欠かせません。そのため県では、このプロジェ

クトに参画することのメリットをお伝えし、市
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町村の実証実験の受入れを促しております。 

 具体的には、例えば無医地区における住民の

健康管理といった地域における課題解決につな

がる新しい製品やサービスの提供が優先して受

けられることが挙げられます。また、実証実験

をきっかけに、開発拠点や研究所の誘致が可能

となれば、若者の雇用の受皿創出が期待をでき

ます。 

 今後は、企業から要望があった場合、速やか

に対応できますよう、企業との意見交換や実証

フィールドの提供に協力していただける市町村

や病院にあらかじめ登録していただく仕組みを

構築したいと考えております。こうした取組に

より、県内にヘルスケア産業を集積させ、地域

に若者の雇用の場を生み出しますとともに、次

期産業振興計画が目指します県民所得の向上に

つなげてまいります。 

   （総務部長德重覚君登壇） 

○総務部長（德重覚君） まず、公共施設等総合

管理計画に基づき、公共施設の集約化、複合化、

長寿命化などに今後どのように取り組んでいく

のか、お尋ねがございました。 

 県では、公共施設について長期的な視点で、

更新や統廃合、長寿命化などを行うことにより、

財政負担を軽減、平準化するとともに、最適な

配置や有効活用を実現することを目的として、

平成29年３月に公共施設等総合管理計画を策定

いたしました。この計画に基づきまして、令和

８年度までの計画期間中、県有建築物の保有総

量を、県民サービスを維持しながらも抑制する

ようこれまでも取り組んできたところでござい

ます。具体的には、療育福祉センターと中央児

童相談所の複合化や、旧県立図書館の長寿命化

による公文書館の設置などを実行しております。 

 一方、議員の御指摘のとおり、今後も人口減

少に伴い、公共施設の利用需要の変化など予想

されることから、施設の在り方について議論を

加速する必要がございます。このため、今後は、

建築後一定の年数が経過する公共施設につきま

して、政策調整会議などで利用者数や地域のニー

ズを踏まえた更新などの方向性について情報を

共有し、議論を進めてまいります。 

 また、計画に基づく集約化、複合化や長寿命

化を実施する場合には、有利な起債を利用でき

ます。この起債制度は、令和８年度までが期限

とされておりますので、スピード感を持って必

要な整備が進むよう、予算編成作業などを通じ

て総務部としても後押しをしてまいります。 

 次に、指定管理施設における管理代行料の積

算方法の見直しなどにつきましてお尋ねがござ

いました。 

 指定管理者制度は、公の施設の設置目的を効

果的、効率的に達成するために、民間事業者が

持つ能力やノウハウを活用することによりまし

て、住民サービスの向上と経費の縮減などを図

ることを目的としております。 

 管理代行料につきましては、県が管理運営に

係る必要経費を積算し、利用料金などの収入で

賄えない部分を管理代行料として支出した上で、

指定管理者には、この管理代行料の範囲内で、

よりよいサービスを利用者に提供していただく

よう努めていただくということとしております。 

 指定管理施設におきましては、適正な処遇を

確保し、これを若者にとって魅力のある働く場

としていくためには、管理代行料を適切な水準

に設定することが重要になると考えております。

このため、管理代行料の積算に当たりましては、

過去の決算状況を参考にしながら、今後の見込

みや物価上昇の状況を反映するなど、適切な水

準となるよう努めております。 

 特に、議員から御指摘のありました人件費に

つきましては、県の事業を外部委託する場合の

積算基準や県職員の給与を参考に、指定管理者

の意見を踏まえながら積算をしております。 
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 このように、人件費や物価上昇を適切に加味

した結果、来年度の予算におきましては、今年

度末に契約を更新する９施設の管理代行料は、

前回の指定期間と比較をいたしまして、総額で

12億円の増、率にして13.5％の増、このうち人

件費は７億円の増、率にして16.9％の増となっ

ております。 

 引き続き、指定管理者の意見もお聞きしなが

ら、指定管理者制度の適切な運用に努めてまい

ります。 

   （文化生活スポーツ部長岡村昭一君登壇） 

○文化生活スポーツ部長（岡村昭一君） まず、

人口が減少する中での利用者数の見込みなどを

踏まえた県民体育館の在り方についてお尋ねが

ございました。 

 県民体育館は、交通アクセスもよく、県民の

皆様の日常的なスポーツ活動や各種の競技大

会、スポーツイベントなどを中心に、本県のス

ポーツの裾野の拡大や競技力の向上、スポーツ

を通じた生きがいづくりや健康づくりなどの場

として、多くの方々に幅広く御利用いただいて

おります。 

 令和４年度の年間の利用者数は、体育館の主

競技場及び補助競技場が９万713人、プールが５

万9,919人となっており、近年、コロナ禍の時期

を除き、ほぼ横ばいで推移しております。また、

いずれの施設も利用率はほぼ100％となってお

り、個人やサークルなどからの利用希望の重複

も日常的に発生しております。このような状況

を踏まえますと、人口の減少に伴い、スポーツ

種目によっては競技人口の減少が懸念される中

にありましても、県民体育館につきましては、

引き続き多くの利用が見込まれるものと考えて

おります。 

 また、県民体育館は、観客席の数や駐車場の

台数が十分とは言えないものの、全国規模のス

ポーツ大会や大規模なイベントなどを開催する

ことができる、本県における数少ない施設の一

つであります。 

 これらのことから、県民体育館につきまして

は、引き続き本県のスポーツ振興の拠点として、

また本県の多くの分野の振興にも寄与する、よ

りよい施設として運営していくことが求められ

ているものと捉えております。このため、来年

度、関係者や県民の皆様の御意見などを丁寧に

お聞きしながら、有識者などによります検討会

において、施設に係る適切な規模や機能などに

ついて検討し、整備計画を取りまとめてまいり

たいと考えております。 

 次に、かんきつの研究者であります田村利親

氏の業績の調査と周知についてお尋ねがござい

ました。 

 県では、観光振興や産業振興、地域の活性化

など、地域の振興につながる文化資源の活用の

取組として、本県の様々な文化に係る魅力の発

信に努めております。 

 議員のお話にありましたとおり、田村利親氏

は、今や本県を代表する特産品の一つである小

夏などの普及に努められたほか、かんきつに関

する多くの著作を残されるなど、かんきつ類の

研究や栽培にその生涯をささげられ、本県の食

文化に多大な貢献をされております。また、連

続テレビ小説らんまんでさらに知名度が高まっ

た牧野富太郎博士との深い親交も知られている

ところであり、その業績の発信は、まさに地域

の振興につながる文化資源の活用として意義あ

るものと受け止めております。 

 まずは、田村氏の業績について、現在田村氏

をテーマとした企画展を実施している高知市立

自由民権記念館や、田村氏の著作を所蔵してい

るオーテピア高知図書館などを対象に調査取材

を行ってまいりたいと考えております。 

 その後の県民の皆様などへの周知につきまし

ては、本県の文化を、それを担う人物に焦点を



令和６年３月５日  

－223－ 

 

当てて県内外に紹介し、読者の方から大変好評

をいただいております文化広報誌とさぶしへの

掲載のほか、県内の文化施設における企画展や

ワークショップなどで田村氏の業績を取り上げ

るなど、関係部局とも連携し、様々な形での情

報発信を検討してまいります。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） まず、私立学校と県立

学校が一緒になって少子化の時代の高校の在り

方について考えていくべきではないかとのお尋

ねがございました。 

 県教育委員会としましては、本県の人口減少

等の状況を踏まえ、これまでにも県立高等学校

の統廃合や学科改編、入学定員の見直しを適時

行い、その適正化に努めてまいりました。しか

しながら、近年の急激な生徒数の減少により、

入学定員を大きく割り込む学校が多くなってい

る現状がございます。 

 また、昨年の本県の出生数は3,380人で、15年

後には、高校に進学する生徒数は現在の１学年

当たりの生徒数よりも2,000人余り少なくなりま

す。つまり、本県の全ての高校が、15年後にも

現在のまま存続していくことは大変厳しいと思

われます。 

 本県の高等学校が、それぞれの生徒の教育的

ニーズに的確に応えつつ、県や各市町村の発展

と活性化に寄与する存在として存続していくた

めには、これからの高知県の高等学校の在り方

について、公立、私立の別なく、共に考え話し

合っていく必要があると思います。そのような

意味で、議員のお話にございました、私立学校

との協議の場を持つことにつきまして、今後、

様々な情報を収集し、また関係の方々からの御

意見もいただきながら、県教育委員会としまし

ても積極的に検討していきたいと考えておりま

す。 

 次に、小中学校の学力と意欲の向上に向けた

取組についてお尋ねがございました。 

 学習指導要領には、児童生徒が確かな学力を

身につけることができるよう、基礎的・基本的

な知識や技能の習得や、思考力、判断力、表現

力等の育成、また主体的に学習に取り組む態度

の涵養を目指す教育の充実に努めることと示さ

れており、これらをバランスよく育成すること

が大切と考えております。 

 これまでの学習指導では、この中の知識の習

得に力点が多く置かれていた一面があるように

思います。当然、こうした知識の習得は必要で

ございますが、学校での学びと社会のつながり

が弱く、何のために学ぶのか、知識を獲得する

のかといった学習の意義を実感することが少な

かったのではないかと感じております。 

 こうしたことから、総合的な学習の時間等に

おいて、生活の中から問いを見いだし、主体的

に解決していく探究的な学びが重視されるよう

になってきております。各教科の学習とこの探

究的な学習を往還することで、基礎的な学力と

ともに、思考力や判断力、また主体性などが育

まれるものと考えており、県教育委員会としま

しても、こうした授業づくりに力を入れている

ところであります。 

 また、学びを推進するエンジンとなるのは、

学びに向かう力、人間性等であります。それら

は、夢や志あるいは他者への思いやりなどによっ

てつくられるもので、特に道徳教育やキャリア

教育などによって育まれていく部分が多くござ

います。このため本県におきましては、考え、

議論する道徳にも力を入れており、郷土の偉人

の生き方について触れ、自分のこれからの生き

方を考え、話し合う学習を各学校がそれぞれに

研究し、実践しております。また、県内外で働

く人たちの生の声を聞き、その思いや志に触れ

るキャリア教育も強化していく必要があると考

えております。 
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 今後、子供たちが意欲や確かな学力をしっか

り育み、それぞれの可能性を広げていくように、

こうした学習をさらに充実させてまいりたいと

考えております。 

   （危機管理部長中岡誠二君登壇） 

○危機管理部長（中岡誠二君） まず、水、食料

の備蓄の啓発強化についてお尋ねがございまし

た。 

 能登半島地震では、道路の寸断により物資の

輸送に大きな影響を及ぼしたことから、改めて

県民一人一人の備えが非常に重要だということ

を認識いたしました。 

 大規模災害時における国からの支援物資は４

日目以降に届くことから、県民の皆さんに対し、

最低３日分以上、できれば１週間以上の備蓄を

呼びかけています。あわせて、日頃食べている

ものを少し多めに購入し、食べた分だけ補充す

るローリングストックという取り組みやすい備

蓄方法を、テレビやＳＮＳで周知するほか、量

販店などと協力して啓発をしています。 

 しかしながら、本年度の県民世論調査では、

３日分以上の水、食料の備蓄率は、合わせて約

60％とまだまだ低く、さらに１週間分以上にな

ると、約９％という状況です。備蓄していない

理由としては、まとまった量を購入する習慣が

ないことや、置き場所がないこと、費用がかか

るといったことが挙げられています。 

 一方、議員のお話にもありましたように、能

登半島地震を受けて、地震への関心が高まって

いる、このタイミングを捉えて啓発することに

より、備蓄率の向上につながることが期待され

ます。このため、まずは、個人の備蓄として最

低３日分以上、できれば１週間以上という、こ

うした啓発の手法を少し工夫することで、一層

強化していきたいと考えております。さらに、

孤立や長期浸水が想定される地域にあっては、

ローリングストックによる１週間以上の備蓄の

必要性を強調するとともに、例えば地域で備蓄

をするといった共助の取組について、市町村と

検討してまいりたいと考えています。 

 次に、自衛隊や地元自治体との連携について

お尋ねがございました。 

 南海トラフ地震発生時は、自衛隊には、被災

状況の把握や人命救助、捜索、孤立者の救助、

災害対応要員や物資の搬送など、応急救助の要

となる役割を担っていただくことになります。

このため、自衛隊を含む応急救助機関の応援体

制や受援調整、受入れ体制を定めた、応急救助

機関受援計画や航空部隊受援計画を本県独自に

策定しています。 

 受援計画では、あらかじめ各機関が展開する

地域や市町村を決めており、自衛隊は県庁及び

県内全域の総合防災拠点や救助活動拠点に展開

し、各地で災害対応に当たることになっていま

す。その際には、災害対策支部や市町村などに

おいて応急救助機関の活動を調整する会議を開

催し、市町村も参加する中で、自衛隊などとの

協議を行うということにしてございます。 

 また、受援計画の実効性を高めるため、県の

総合防災訓練において、自衛隊のヘリコプター

による物資搬送訓練を実施するとともに、災害

対策支部の震災対策訓練などを通じて、市町村

と自衛隊との連携の機会を設けています。 

 今後も、県と市町村、自衛隊などで訓練を行

うとともに、日頃から顔の見える関係を築くこ

とで、連携を深めてまいりたいと考えています。 

○12番（田中徹君） それぞれに本当に具体的に

といいますか、御丁寧な御答弁をいただきまし

てありがとうございました。 

 今回、人口減少ということで、様々に、これ

からの取組も含めてお伺いをさせていただきま

した。そんな中、一番初めに、知事に昨年の出

生数の3,380人ということについて、受け止めを

お伺いさせていただきました。 
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 知事の御答弁の中でも、要因であったりとか、

これからということは一定お伺いさせていただ

きましたけれど、まさに来年度から、１問目で

もお話をさせていただきましたが、高知県元気

な未来創造戦略ということで、こういった新た

に柱を決めて取り組むときに、やはりこれから

というのは――新たな取組というのももちろん

必要なんですが、それ以前に、これまでの取組、

一定様々に先ほどもお答えをいただきましたよ

うに、取組のバージョンアップという形で進ん

できているものが多くあると思います。そういっ

たときに、これまでの取組をしっかり検証して

振り返るということも、非常に大事になって、

それを受けて、これからの新たな取組を始める

というようなことが大事ではないかと思います。 

 そういった意味で、知事にもう一度、これま

での取組というものに、検証といいますか、振

り返りについて知事の御所見を再度お伺いさせ

ていただきたいと思います。 

 あと、１次産業と建設業ということで、知事

が取り上げて具体に挙げられましたので、あえ

て今日お伺いもさせていただいたところです。 

 そんな中で、それぞれの分野でそれぞれで新

たな取組もあるわけなんですが、１つだけ、建

設業に関して土木部長から御答弁をいただきま

した。その中で、これから若い方や女性が活躍

の場をつくるということは、イコール仕事も必

然的に増えていかないと、その建設業としてな

かなか成り立っていかないというふうにも感じ

ています。 

 そんな中で、これは要請ではありますけれど

も、やはり県としてできることもたくさんある

と思っています。と申しますのは、本日もそう

でありましたけれども、例えば入札制度の取組

であったり、変更とか見直しということもある

とは思うんですが、全体的な話として、やはり

建設業のみならず、建設産業という意味で考え

たら、やはり仕事量というものを増やしていく

ということも、県として、土木部としてできる

ことだと思っています。 

 そういった意味で、例えば建設業、土木の関

係であったり、また委託業務を、これから県内

の事業者に発注量を増やしていくということを

ぜひ土木部として取組を進めていただきたいと、

これ私、要請にしますので、ぜひお願いしたい

というふうに思います。 

 あと、教育長から教育についてでありますが、

私学と公立も本当に分け隔てなくといいますか、

一緒になってこれからの高知県、少子化に取り

組んでいくためにも、協議を持っていただくと

いいますか、積極的に働きかけていただけると

いうような御答弁をいただいたと思います。こ

れはまさに画期的なことでもあろうとは思いま

すが、今これもそうなんですが、新たに高知県

として、新たな教育大綱であったり、教育振興

計画を立てられようとしておりますけれども、

そういったときに、私らの感覚としては、これ

ぐらい少子化になってきたときに――高知県の

子供たちの教育大綱であり、教育振興計画だと

いうふうに捉えています。 

 そういった意味で、この大綱であり、教育振

興というものも、公立、私学問わずに、一緒に

なってこれからの高知県の子供たちをどう育ん

でいくのかというようなことも意識をしていた

だいて、ぜひ私学との協議の場にも臨んでいた

だきたいというふうに思います。 

 先ほど教育長の御答弁の中で、まさに昨年生

まれた子供が、15年後には本当に少なくなって

きて、今の１学年を支えるかぐらいの数になる

というお話がありましたけれども、まさにこれ

から加速度的に生徒数は減ってきますので、ま

さにこの人口減少を考えるときに、やはり10年

後、20年後を考えていくような取組を、教育委

員会も私学と一緒になって取り組んでいただき
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たいと思いますので、どうぞよろしくお願いを

申し上げます。 

 最後に、文化生活スポーツ部長のほうから、

田村利親氏の業績についての御答弁をいただき

ました。非常に今日の時点では前向きな御答弁

をいただいたというふうに私も理解をしていま

すし、まさに答弁の中にもございましたように、

やはりこのかんきつ類というものは、また酢ミ

カン文化といいますか、食文化というものは、

高知県にとっての文化的であり、また県の財産

としてもこれから活用できるのではないかなと

いうふうに考えています。 

 そういった意味で、観光振興であったり、ま

た産業振興という観点でも、この田村氏の業績

をしっかり調査していただいて、これからの高

知県の財産としてつないでいただきたいと思い

ますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思い

ます。 

 以上で２問とさせていただきます。 

○知事（濵田省司君） 本県の今までの人口減少

対策に関しての取組の評価といいますか、総括

的なものについて、これを踏まえてどう取り組

むのかという第２問をいただきました。 

 本県におきましては、平成27年にまち・ひと・

しごと創生総合戦略、これを策定いたしました。

この中で人口減少対策を行ってまいりました。 

 本県の場合、人口の年齢構成を考えますと、

いわゆる自然増減に関しましてはなかなかにわ

かに改善を図ることが難しい。したがいまして、

進学とか就職に伴います、いわゆる社会増減、

これを早く均衡へ持っていこうと、このことを

重点に取り組んでまいりました。 

 その成果といたしまして、コロナ禍の特殊要

因もややありますけれども、令和４年度におき

ましては、移住者が過去最高となる。あわせま

して、人口の社会減は、一時期、平成10年代後

半には年間5,000人というような大きな数字の社

会減がございましたが、これが令和４年度には

324人まで改善ということで、かなり均衡に向

かって成果は出ているということは言えると思

います。 

 あわせまして、少子化対策に関しましても、

いわゆる合計特殊出生率で見ますと、全国の平

均よりは相当程度高い水準を維持してきている

と、こういった成果は確かに一定上げていると

いうことだと思います。ただ、特に少子化対策

という点で見ますと、人口問題アドバイザーの

天野さんの言を借りれば、県内に現に残ってい

ただいている女性には、そういう意味で高い出

生率の維持に努力いただいていますけれども、

その分、肝腎の若い女性の数がどんどん流出し

ていると、これが昨今の出生数の急減に直結し

ていると、この点の指摘は大変重く受け止めな

ければいけないと思います。 

 したがいまして、新しい、元気な未来創造戦

略におきましても、若者に魅力がある仕事づく

りを中心とした若者の増加対策、あわせまして

婚姻数の増加、出生率の向上、こういった対策

を、今議員のお話の言葉をお借りしますと、しっ

かりバージョンアップをして進めていくと、こ

れはもとよりでありますけれども、特に若い女

性の人口減少に今までよりはさらに踏み込んだ

対策が必要ではないかというふうに感じている

ところでございます。 

 したがいまして、戦略は戦略といたしまして、

これを具体的に進めるに当たり、来年度になり

ましたら、県外に現実に転出をされた方を含め

まして、若者、特に女性へのヒアリングやアン

ケート調査をしっかり実施して、若者の意識と

か動向をさらにしっかりと把握をしたい、また

各種のデータも徹底的にさらに分析をしたいと

考えます。さらに、他県の先進的な事例も踏ま

えまして、専門家の御意見も伺った中で、本県

の取るべき施策についても、その方向性をさら
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に検討していきたいと思いますし、さらに申し

上げますと、若い女性の本県への回帰、あるい

は移住を促すという中で、どういう方々にどう

いうメッセージを発していくということが一番

有効なのかということも、これも掘り下げて検

討いたしまして、しっかりとしたプロモーショ

ンを実施していく、このことを視野に施策の強

化を図っていきたいと考えております。 

○12番（田中徹君） 非常に知事の思いといいま

すか、伝わってきました。ありがとうございま

した。 

 私の思いとして、加えてですね、加えて知事、

やっぱり今の子供たちが大人になることを楽し

みに思えるような、そんな社会に我々がつくら

ないと。先ほどの少子化の話でもありましたけ

れど、やはりこれから高知県に定住していただ

く、一度は県外に出てもＵターンして戻ってい

ただくということは、やはり子供たちの生まれ

育った環境というものは非常に左右すると思い

ます。そういった意味で、これから生まれてく

る子供たちに対しても、しっかり我々が責任を

持って、これからの高知県というものをつくっ

ていかなければならないと思いますので、この

少子化対策、全力でよろしくお願いを申し上げ

ます。 

 最後になりますが、この３月をもって退職を

される県庁職員の皆様方、長きにわたる御功績

に心よりの感謝を申し上げ、私の一切の質問と

させていただきます。ありがとうございました。

（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、本日の議

事日程は終了いたしました。 

 明６日の議事日程は、議案に対する質疑並び

に一般質問であります。開議時刻は午前10時、

本日はこれにて散会いたします。 

   午後４時28分散会 



令和６年３月６日  

－229－ 

 

 令和６年３月６日（水曜日） 開議第５日 
 

出 席 議 員        

       １番  竹 内 健 造 君 

       ２番  戸 田 宗 崇 君 

       ３番  上 治 堂 司 君 

       ４番  桑 鶴 太 朗 君 

       ５番  土 森 正 一 君 

       ６番  槇 尾 絢 子 君 

       ７番  久 保 博 道 君 

       ８番  上 田 貢太郎 君 

       ９番  今 城 誠 司 君 

       10番  金 岡 佳 時 君 

       11番  下 村 勝 幸 君 

       12番  田 中   徹 君 

       13番  土 居   央 君 

       14番  横 山 文 人 君 

       15番  西 内 隆 純 君 

       16番  加 藤   漠 君 

       17番  弘 田 兼 一 君 

       18番  明 神 健 夫 君 

       19番  三 石 文 隆 君 

       20番  畠 中 拓 馬 君 

       21番  依 光 美代子 君 

       22番  大 石   宗 君 

       23番  武 石 利 彦 君 

       24番  西 森 美 和 君 

       25番  寺 内 憲 資 君 

       26番  西 森 雅 和 君 

       27番  䬢 口 秀 洋 君 

       28番  岡 田 竜 平 君 

       29番  田 所 裕 介 君 

       30番  橋 本 敏 男 君 

       31番  坂 本 茂 雄 君 

       32番  は た   愛 君 

       33番  細 木   良 君 

       34番  岡 田 芳 秀 君 

       35番  岡 本 和 也 君 

       36番  中 根 佐 知 君 

       37番  塚 地 佐 智 君 

欠 席 議 員 

       な   し 

 

―――――――――――――――― 

 

説明のため出席した者 

  知     事  濵 田 省 司 君 

  副  知  事  井 上 浩 之 君 

  総 務 部 長  德 重   覚 君 

  危機管理部長  中 岡 誠 二 君 

  健康政策部長  家 保 英 隆 君 

           山 地   和 君 

           岡 村 昭 一 君 

           沖 本 健 二 君 

           中 村   剛 君 

  商工労働部長  松 岡 孝 和 君 

  観光振興部長  山 脇   深 君 

  農業振興部長  杉 村 充 孝 君 

           武 藤 信 之 君 

  水産振興部長  松 村 晃 充 君 

  土 木 部 長  荻 野 宏 之 君 

  会 計 管 理 者  池 上   香 君 

  公営企業局長  笹 岡   浩 君 

  教  育  長  長 岡 幹 泰 君 

  人 事 委 員 長  門 田 純 一 君 

           澤 田 博 睦 君 

           古 谷 純 代 君 

  警 察 本 部 長  髙清水 善 弘 君 

  代表監査委員  五百藏 誠 一 君 

           髙 橋 慎 一 君 

 

子 ど も ・ 
福祉政策部長 
文 化 生 活 
スポーツ部長 
産 業 振 興 
推 進 部 長 
中山間振興・ 
交 通 部 長 

林 業 振 興 ・ 
環 境 部 長 

人 事 委 員 会 
事 務 局 長 

監 査 委 員 
事 務 局 長 

公 安 委 員 長 
職 務 代 理 者 
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―――――――――――――――― 

 

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  山 本 和 弘 君 

  事 務 局 次 長  中 島 勝 海 君 

  議 事 課 長  吉 岡 正 勝 君 

  政策調査課長  飯 田 志 保 君 

  議事課長補佐  杉 本 健 治 君 

  主     幹  大 川 美千子 君 

  主     査  宮 﨑 由 妃 君 

        

――――  ―――― 

 

議 事 日 程（第５号） 

   令和６年３月６日午前10時開議 

第１ 

 第 １ 号 令和６年度高知県一般会計予算 

 第 ２ 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計予算 

 第 ３ 号 令和６年度高知県給与等集中管理特

別会計予算 

 第 ４ 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計予算 

 第 ５ 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計予算 

 第 ６ 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計予算 

 第 ７ 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

予算 

 第 ８ 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計予算 

 第 ９ 号 令和６年度高知県国民健康保険事業

特別会計予算 

 第 10 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計予算 

 第 11 号 令和６年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計予算 

 第 12 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計予算 

 第 13 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計予算 

 第 14 号 令和６年度高知県農業改良資金助成

事業特別会計予算 

 第 15 号 令和６年度高知県県営林事業特別会

計予算 

 第 16 号 令和６年度高知県林業・木材産業改

善資金助成事業特別会計予算 

 第 17 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計予算 

 第 18 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計予算 

 第 19 号 令和６年度高知県高等学校等奨学金

特別会計予算 

 第 20 号 令和６年度高知県流域下水道事業会

計予算 

 第 21 号 令和６年度高知県電気事業会計予算 

 第 22 号 令和６年度高知県工業用水道事業会

計予算 

 第 23 号 令和６年度高知県病院事業会計予算 

 第 24 号 令和５年度高知県一般会計補正予算 

 第 25 号 令和５年度高知県収入証紙等管理特

別会計補正予算 

 第 26 号 令和５年度高知県旅費集中管理特別

会計補正予算 

 第 27 号 令和５年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和５年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和５年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

 第 30 号 令和５年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 

 第 31 号 令和５年度高知県国民健康保険事業

特別会計補正予算 
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 第 32 号 令和５年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算 

 第 33 号 令和５年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計補正予算 

 第 34 号 令和５年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和５年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 36 号 令和５年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 37 号 令和５年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 38 号 令和５年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 39 号 令和５年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 40 号 令和５年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 41 号 令和５年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 42 号 障害のある人もない人も共に安心し

て豊かに暮らせる高知県づくり条例

議案 

 第 43 号 高知県女性自立支援施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例議案 

 第 44 号 こうち奨学金返還支援基金条例議案 

 第 45 号 高知県公立学校情報機器整備基金条

例議案 

 第 46 号 高知県部設置条例の一部を改正する

条例議案 

 第 47 号 公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例の一部を改正する条例議案 

 第 48 号 知事等の損害賠償責任の一部免責に

関する条例及び高知県税条例の一部

を改正する条例議案 

 第 49 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県住民基本台帳法施行条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 51 号 高知県消防法関係手数料徴収条例等

の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県後期高齢者医療財政安定化基

金条例の一部を改正する条例議案 

 第 53 号 高知県国民健康保険法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 54 号 高知県住民基本台帳法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県介護保険財政安定化基金条例

の一部を改正する条例議案 

 第 56 号 高知県介護保険法関係手数料徴収条

例の一部を改正する条例議案 

 第 57 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例及び

高知県指定居宅サービス等の事業等

の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例議案 

 第 58 号 高知県立療育福祉センターの設置及

び管理に関する条例の一部を改正す

る条例議案 

 第 59 号 高知県指定障害児通所支援事業者等

が行う障害児通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例議

案 

 第 60 号 高知県指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する

条例議案 

 第 61 号 高知県精神科病院における任意入院

者の症状等の報告に関する条例の一

部を改正する条例議案 

 第 62 号 高知県安心こども基金条例の一部を

改正する条例議案 
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 第 63 号 高知県女性相談支援センター設置条

例の一部を改正する条例議案 

 第 64 号 高知県立紙産業技術センターの設置

及び管理に関する条例の一部を改正

する条例議案 

 第 65 号 高知県新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金基金条例の一

部を改正する条例議案 

 第 66 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 67 号 高知県家畜保健衛生所条例の一部を

改正する条例議案 

 第 68 号 高知県漁港管理条例及び高知県漁港

区域内における行為の規制に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 69 号 高知県営住宅の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例議案 

 第 70 号 高知県建築基準法施行条例及び高知

県手数料徴収条例の一部を改正する

条例議案 

 第 71 号 高知県港湾施設管理条例の一部を改

正する条例議案 

 第 72 号 高知県警察の設置及び定員に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 73 号 高知県警察手数料徴収条例の一部を

改正する条例議案 

 第 74 号 高知県県立高校通学支援奨学金貸与

条例を廃止する条例議案 

 第 75 号 高知県が当事者である訴えの提起に

関する議案 

 第 76 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 77 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 78 号 行政不服審査法第81条第１項の機関

の事務の受託の廃止に関する議案 

 第 79 号 権利の放棄に関する議案 

 第 80 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 81 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 82 号 県が行う土木その他の建設事業に対

する市町村の負担の一部変更に関す

る議案 

 第 83 号 県が行う流域下水道の維持管理に要

する費用に対する市の負担の変更に

関する議案 

 第 84 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 85 号 一級河川の指定に関する議案 

第２ 一般質問 

   （２人） 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開議 

○議長（弘田兼一君） これより本日の会議を開

きます。 

 

――――  ―――― 

 

諸 般 の 報 告 

○議長（弘田兼一君） 御報告いたします。 

 小田切泰禎公安委員長から、所用のため本日

の会議を欠席し、古谷純代公安委員を職務代理

者として出席させたい旨の届出がありました。 

 

――――  ―――― 

 

質疑並びに一般質問 

○議長（弘田兼一君） これより日程に入ります。 

 日程第１、第１号「令和６年度高知県一般会

計予算」から第85号「一級河川の指定に関する

議案」まで、以上85件の議案を一括議題とし、
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これより議案に対する質疑並びに日程第２、一

般質問を併せて行います。 

 15番西内隆純議員。 

   （15番西内隆純君登壇） 

○15番（西内隆純君） 自由民主党会派の西内隆

純です。議長のお許しをいただきましたので、

以下質問を行います。 

 知事は提案説明において、人口減少に歯止め

をかけ、持続可能な人口構造への転換を図るた

めの３つの対策について触れられました。１つ

目、若年人口の増加対策では、魅力ある仕事を

つくり若者の定着につなげる、特に女性に選ば

れる仕事をつくる、２つ目、婚姻数の増加対策

では、出会いや結婚を後押しする、３つ目、出

生率向上対策では、安心して妊娠・出産・子育

てできる体制を構築するとのことです。また、

ポイントとして、これらの取組がより効果を発

揮し、特に若い女性に高知を選んでもらうため

には、男は仕事、女は家庭といった地域に根強

く残る固定的な性別役割分担意識の解消が欠か

せません、このため男性が育児休業を取得する

ことが当たり前という社会を高知県がいち早く

実現させるとも述べられました。 

 最初にお断り申し上げますと、私は、性別役

割の分担意識の解消、言い換えればジェンダー

ギャップの解消及び男性の育休取得率向上の取

組に反対するものではありません。その上で、

さきの提案説明について考えを述べたいと存じ

ます。 

 まず１つ目、本県に他県と比べて著しいジェ

ンダーギャップがあるのかということです。共

同通信の令和５年都道府県別ジェンダーギャッ

プ分野別調査の結果は、本県は行政７位、教育

１位、経済６位、政治は32位でありました。順

位が高いほどギャップが低いことを示しており、

全国的に見ても女性が活躍しやすい県、土壌で

あることが分かります。 

 また、令和４年５月３日の高知新聞の記事は、

本県の女性の未婚率の高さについて、女性の労

働に詳しい高知大学地域協働学部の佐藤洋子講

師の言葉を引用しつつ、その理由を、県内はフ

ルタイム勤務の男女の賃金格差が小さい、女性

の役員・管理職割合が全国トップ級など、女性

が社会で頑張ってきたからとし、経済的に自立

し得る構造などがあるためとまとめています。

本県の女性の未婚化と女性活躍はトレードオフ

の関係にあると指摘した記事ですが、本県の女

性の活躍ぶりはしっかりと伝わってまいります。 

 定性的な評価も含まれますが、本県のジェン

ダーギャップの実態からすると、全国と比べて

比較的女性が活躍しやすい土壌と考えます。 

 次に、男性の育休取得率と出生数は有意な関

係にあるのかについて述べます。最初に、2023

年ジェンダーギャップ指数調査で世界３位を誇

るフィンランドの事例を御紹介いたします。以

下は、同国の大使館広報部掲載記事からの一部

引用です。 

 フィンランドには、里帰り出産も３世代同居

もほとんどない。だから、出産直後に父親が育

休を取ることは重要で、現在の取得率は８割。

さらに、配偶者控除をなくし、男女共働きを当

たり前とし、役割分担意識を変え、保育や家族

支援制度を整え、働き方に柔軟性を持たせるこ

とで、男性も女性も仕事と家庭を両立しやすく

してきた。今は、就学児童が共に過ごす時間は

父親のほうが母親よりも長くなっている。引用

は以上であります。この記事の語る姿は、知事

の言う本県の目指す姿と重なっているように思

います。 

 しかし、フィンランドの様々な少子化対策に

もかかわらず、合計特殊出生率は2010年以降低

調で、2023年に1.26を記録いたしました。ジェ

ンダーギャップ調査結果の上位国、スウェーデ

ン、ノルウェーも出生率の低下が続いています。 
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 一方で、令和４年の厚労省の調べによります

と、日本の男性の育休取得率は17.13％であり、

フィンランドの８割と比して取組の余地を残し

ております。加えて、男女共同参画局の資料、

夫の休日の家事・育児時間別に見たこの７年間

の第２子以降の出生の状況によると、子供が１

人以上いる夫婦では、夫の家事・育児時間なし

で50％、夫の家事・育児時間ありでは７割以上

で第２子以降が生まれています。 

 したがって、男性の育休取得率の向上は、出

生率との因果関係は持ちませんが、結婚からの

経過期間15年から19年夫婦の平均出生子供数を

示す完結出生児数の漸減の改善に資する可能性

はあります。 

 最後に、若い女性に高知を選んでもらうため

に、地域に根強く残る性別役割分担意識の解消

が必要とのことですが、若い彼女らが新しい社

会人生活の場所を、何を重要視して選定するか

について考えを述べます。これについては、複

数のアンケート調査結果から、希望する企業や

職種はあるか、家族の意向、地域への愛着、友

人の有無、生活や交通の利便性といった点を重

要視することが明らかとなっております。初日

の質問にもあったように、ジェンダーギャップ

の有無を重要視する方も一定いらっしゃるよう

で、取組に幾らかのニーズはあるかもしれませ

ん。しかし、その解消努力によって若い女性の

定着率を有意に向上させるといった事態が生じ

るというのは考えにくいように思います。 

 まとめに入りますと、完結出生児数が減少傾

向にありながらも２人前後を維持している事実

は、初婚の母の数が増えない限り、出生率と人

口の減少が避けられないことを示唆しています。 

 そこで、持続可能な人口構造、つまり人口の

社会増と出生率の増加を図るために力点を置く

べきは、ジェンダーギャップの解消というより

も、県も言うように、何よりもカップリングの

支援であろうと考えます。加えて、全国トップ

クラスの合計特殊出生率の実績を誇る鹿児島県

徳之島のような、親や親類、近所の人など子育

てを支援する人がいる、子供が多くても何とか

育てていけると思える、そういった環境や姿勢

を基底で支える、人のつながりを大切にする機

運の醸成。さらには、半導体景気でにぎわう熊

本県のように、高い給与と魅力的な仕事を本県

に実現することが極めて重要と考えます。 

 以上の前置きの上で、県がポイントに挙げる

固定的な性別役割分担意識の解消、つまりジェ

ンダーギャップの解消、男性の育休取得率の向

上が一連の取組の効果を高めるとともに、若い

女性の定着率を向上させるとはどういう仕組み

によるものか、知事にお尋ねいたします。 

 次に、人口減少問題の解決が難しい理由は、

その影響が空間的、時間的に広がりを持つため

に、個人が日々の生活の中で人口減の影響を自

分事として認知することが難しい点が挙げられ

ます。そこで、県民おのおのがまさに人口減少

の問題の当事者であること、その放置がいかに

深刻な結果をもたらすかということについて認

識の共有を図り、解決に向けて一丸となって取

り組むことが重要と考えます。９月定例会で申

し上げたように、県民、とりわけこれからを担

う若者に、現下の危機について、まずは立ち止

まって考えていただけるよう、まずは声がけを

行うべきと考えます。新型コロナ感染症対策の

際、知事の真心の籠もった言葉は県民の心を強

く揺さぶりました。その後、感染拡大の抑止に

県民一丸となって協力したことを思い起こしま

す。 

 人口減少問題により緊急事態にある今、本県

のリーダーであり政治家たる知事におかれては、

これからを担う若い県民に対して、人口減少の

危機的状況について語り、高知に残り結婚して

子供をもうけてもらいたいと声がけすることに
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ついて御所見をお伺いいたします。 

 デジタル化推進についてお尋ねいたします。 

 社会の急速なデジタル化の進行と国による社

会全体のデジタル化を推進する取組を受け、本

県は令和２年３月に高知県行政サービスデジタ

ル化推進計画を策定いたしました。さらに、デ

ジタル技術を積極的に活用することにより、地

場産業の高度化や新たな産業を創出するととも

に、行政サービスを含む生活インフラの確保を

図り、暮らしの質を向上させ、地域で若者が安

心して暮らし続けられる地方をつくり出してい

くため、同計画を高知県デジタル化推進計画へ

とバージョンアップを図ったと承知をしており

ます。第１期の計画期間は令和６年３月まで、

その後は第２期計画期間に移行いたします。 

 その取組のうち、行政分野において、県民の

皆さんにデジタル化の恩恵を感じていただくた

めにも、行政手続のオンライン化など県民サー

ビスの利便性の向上を図ることや、人口減少が

進む中、限られた職員で県民サービスを安定的

に提供していくために、デジタル技術を活用し

て行政事務の効率化や質の向上に取り組むこと

ができる職員を育成・確保することが重要であ

ると考えます。 

 そこで、第１期計画に実施した県庁における

行政手続のオンライン化、人材の育成・確保に

ついての成果と課題、第２期計画の取組につい

て総務部長にお尋ねいたします。 

 県内の中小企業等のデジタル化促進を図る上

で、民間におけるデジタル技術に精通する人材

の育成・確保は欠かせません。第１期計画にお

いては、人材の慢性的な不足に対応するため、

デジタル化に対応するための企業人材の育成を

推進するとともに、都市部の副業・兼業人材の

活用を促進する取組が実施されました。 

 中小企業等のデジタル人材育成・確保に向け

た第１期の取組の成果と課題、あわせて第２期

の取組をどのように進められるおつもりか、商

工労働部長にお尋ねいたします。 

 次に、今日の通信インフラには、メタル回線、

光ファイバー、各種無線、携帯電話や衛星電話

など様々ございます。このうち、高速通信が可

能な光ファイバーの世帯カバー率は、行政の支

援もあって99.53％と、ほぼ100％に達しようと

しています。これに加えて、本県は、スターリ

ンクのような新たな衛星通信サービスを導入予

定であるとお聞きいたしました。スターリンク

は、アメリカの民間企業スペースＸが地球低軌

道上に展開した5,000基を超える小型衛星を用い

た衛星インターネットアクセスサービスである

と承知しております。 

 そこで、スターリンクのような新たな衛星通

信サービスの導入目的について、また期待され

る効果、予想される課題とその対策について総

務部長にお尋ねいたします。 

 マイナンバーカードの活用についてお尋ねい

たします。警察庁は、2024年度末までに運転免

許証とマイナンバーカードの一体化に関する運

用を開始する方針を示しました。これを受けて、

2022年４月に道路交通法が改正され、必要な規

定の整備が行われました。特定免許情報が記録

されたマイナンバーカードは運転免許証とみな

されます。 

 今後、実際に利用されるに当たり、運転免許

証とマイナンバーカードの運用開始時期、一体

化に必要な利用者の手続、期待される導入効果

について警察本部長にお尋ねいたします。 

 また、免許の所持方法が、マイナンバーカー

ドのみ、免許証のみ、マイナンバーカードと免

許証の両方持ちの３種類から選ぶことができる

とされています。マイナンバーカードのみ所持

を選択した場合、自身の保有する免許の情報を

確認する方法はどのようになるのか、警察本部

長にお尋ねいたします。 
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 次に、南海トラフ地震対策についてお尋ねい

たします。 

 南海トラフ地震対策について質問するに当た

り、能登半島地震により犠牲になられました皆

様の御冥福と、被災されました皆様に心よりお

見舞いを申し上げます。 

 今般の能登半島地震による被害状況が報道等

でつまびらかになる中で、私は熊本や北海道の

震災時を超える強い危機感を覚えずにはいられ

ませんでした。その理由は、知事の提案説明の

中で、今回の能登半島地震では半島部の中山間

地域や沿岸地域において多数の建物が倒壊し、

また木造密集地域では大規模な火災に見舞われ

ました、さらに各地で道路が寸断されたことで

多くの孤立地域が発生したほか、救助活動や物

資輸送に大きな影響を及ぼしました、このよう

な状況は南海トラフ地震においても確実に起こ

ると考えるべきであり、早急な対策の強化が必

要ですとありましたが、私も同様に感じていた

からにほかなりません。 

 中でも私が最も気がかりだったのは、救出者

中の生存者の割合が激減する72時間の壁でした。

あまたの木造住宅の倒壊と道路啓開の遅々とし

た進捗状況は、厳しい結果を想像させるに難く

ありませんでした。この２点について、本県の

備えはどうなっているのでしょうか。 

 令和４年度の住宅耐震化率は、被害の大き

かった珠洲市で51％、輪島市で46％でした。対

して、本県は昨年度末で88％と高い水準にあり

ます。明神議員から、住宅耐震化促進について

の質問もございました。令和７年３月目標の91

％達成に向けて着実に取組を進められるようお

願いいたします。 

 もう一点の道路啓開とは、緊急車両等の通行

のため早急に最低限の瓦礫処理を行い、簡易な

段差修正等により救援ルートを開けることをい

います。大変残念なことに、石川、富山、新潟

の３県と、同地域を所管する国交省北陸地方整

備局は、同計画を策定していなかったとのこと

です。東日本大震災では、内陸部からの、くし

の歯作戦と呼ばれる道路啓開が奏功しました。

以後12年もの時間がありながら策定に至らな

かった。もし計画があればもっと多くの命を救

えたのかもしれないと思わずにはいられません。 

 本県では、平成28年２月に高知県道路啓開計

画と、建設企業等の関係者が道路啓開作業を行

うに当たり必要な内容、手順を整理した「高知

県道路啓開手順書（案)｣を策定いたしておりま

す。以後、何度かの改定を重ね、現在、バージョ

ン3.2となっております。 

 そこで、高知県道路啓開計画の概要について

土木部長にお尋ねいたします。 

 さて、私が高知県道路啓開計画について、協

定に基づく道路啓開担当企業にお話をお伺いす

る中で、実効性の担保に課題があることが分か

りました。例えば、発災後に担当企業の代表者

に連絡を取ることができない場合はオペレー

ターが啓開作業に取りかかれない、またそういっ

た場合を想定して現場代理人に権限を与えてお

くべきであるが、取決めや不慮の事故の責任の

所在が明らかでない、浸水区域外に保管された

重機にたどり着くためにはオペレーターは浸水

区域を横断しなければならないなどございます。 

 現状、これら協定先の抱える様々な課題の解

決は県計画の外側に存在すること、そして協定

に基づく担当企業に委ねられていることが特徴

です。同様の問題は他の協定先でも起こり得る

し、その放置は計画全体の実効性を低下させる

ものと憂慮いたします。 

 そこで、災害発生時における協定の実効性を

高めるため、県として取り組めることはないか、

危機管理部長にお尋ねいたします。 

 また、南海トラフ地震が発生した場合、県下

各地で地盤沈降による長期浸水によって深刻な
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被害が発生すると予測されています。県では、

浸水抑制による被害軽減、浸水域からの安全な

避難・救助、迅速な排水による早期復旧を目的

として、関係団体と今後の取り組むべき対策に

ついて検討を行い、平成25年３月に高知市の南

海地震長期浸水対策検討結果、平成27年３月に

南海卜ラフ地震宿毛市長期浸水対策検討結果を

取りまとめ、県下各地の長期浸水エリアマップ

とともに公表を行っております。 

 公表から後、高知市ではその間、浦戸湾の地

震津波対策の促進として、防波堤と堤防等の強

化による三重防護計画が進められています。現

在、整備状況は事業費ベースで約半分まで達し

ました。また、平成25年の検討結果公表時点で

は未開通であった高知南国道路は、既に供用開

始となっております。宿毛市においても、平成

30年より海岸堤防の耐震化とかさ上げが実施さ

れています。 

 このような取組により、長期浸水被害の生じ

るエリアやその期間に変化が生じているものと

考えます。最新の状況の反映により、被害予測

の精度を高めることで、適切な初動対応から素

早い復旧・復興につなげていくためにも、高知

市、宿毛市の長期浸水対策の見直しが必要では

ないかと考えますが、危機管理部長の御所見を

お尋ねいたします。 

 次に、教育についてお尋ねいたします。 

 本県では、教員、職員の不祥事の多発により、

残念ながら公教育の信頼が大きく損なわれる事

態が生じています。教職員不祥事根絶を目指し

て作成された冊子「今、職場が変わるとき」に

は、子どもたちの幸せを願い、やりがいを持っ

て教育に当たる教職員には、またそのような教

職員に支えられた学校には、子どもたちの幸せ

を奪うような不祥事が起きることはありません

とありますが、まさにそのとおりと思います。

公教育の信頼を取り戻し、子供たちが幸せに学

び、夢をかなえられる環境の実現に向けての取

組が急がれます。 

 また、公教育の信頼を高めることは、出生率

向上の取組の上でも重要と考えます。内閣府の

実施している、少子化社会に関する国際意識調

査において、子育てにかかる経済的負担で大き

なものについてアンケートを行った結果、日本

と韓国の両国は、最も大きな負担として、学習

塾など学校以外の教育費を挙げました。その割

合は、日本が59.2％、韓国が71.1％です。 

 同じ現象が、出生率の急激な低下で苦しむフィ

ンランドでも発生しています。同国の主要紙で

あるヘルシンキ・サノマット紙によると、高い

自主性、主体性を求める公教育を進めた結果、

基礎的な学力の定着が進まず、公教育への信頼

の低下を招き、学力を補うために学習塾に通う

子供の数が増加したとのことでした。 

 本県に、仮に灘高や開成レベルとまで言わず

とも全国トップクラスの公教育の環境があれば

どうでしょうか。各家庭の公教育以外の教育費

の支出を今より低く抑えられる可能性がありま

す。これにより家計に余裕が生じれば第２子、

第３子の議論もしやすくなるし、未婚の若者の

結婚観がポジティブなものに変化すれば出生率

の改善も期待できます。 

 公教育の信頼度を高めるためには、ともかく

も教員の質の向上を図らなくてはなりません。

様々な取組がこれまでも行われておりますが、

かつての学力調査において同じ下位グループで

肩を並べていた本県と秋田県が現在では大きく

水をあけられてしまっていることを踏まえれば、

取り組み方にさらなる工夫が必要と思われます。 

 そこで、教員の質の向上を目指すに当たり、

教員の意識や適性をしっかりと把握して適切な

対応を行っているか、教育長にお尋ねいたしま

す。 

 日本国憲法の第１条、天皇の地位について、
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｢天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象

徴であって、この地位は、主権の存する日本国

民の総意に基く｡｣とあります。日本国憲法の一

丁目一番地に書かれてあるからには、日本人に

とって最も大切な内容のはずですが、私たちは

天皇のことをきちんと教わっているでしょうか。

また、知っているでしょうか。知ろうとしたこ

とがあるでしょうか。 

 学校教育でどのように取り扱うとされている

かと申しますと、平成29年告示の小学校指導要

領の社会には、天皇の地位については、日本国

憲法に定める天皇の国事に関する行為など、児

童に理解しやすい事項を取り上げ、歴史に関す

る学習との関連も図りながら、天皇についての

理解と敬愛の念を深めるようにすることとされ

ています。学校では、第１条のほか、皇位の世

襲の第２条と、国事行為の内容と手続について

書かれたその他の条文について、穴埋め問題対

策のために暗記させられたことを私自身記憶し

ております。 

 このレベルの教育内容なのも無理からぬこと

と思います。多くの学校の先生は、多くの日本

人同様に、天皇について詳しく知りません。さ

らに言えば、天皇の地位である象徴としての天

皇、言い換えれば天皇の象徴としての行為の中

身について、これまで具体的に示されたことは

ありませんでした。そもそも象徴として行って

いる行為はこれだと、国民の側からその内容に

ついて示すことはできません。そのため、教員

側もポイントを欠いたまま授業をしなければな

らなかった側面もありました。 

 ここに転機が訪れます。平成28年８月８日の

現上皇陛下が国民に向けたビデオメッセージ、

高齢になった天皇の望ましい在り方の公開です。

その中で、陛下は、象徴としての行為について

自らの考えを示されました。関係する部分を御

紹介いたします。 

 私が天皇の位に就いてから、ほぼ28年、この

間私は、我が国における多くの喜びの時、また

悲しみの時を、人々と共に過ごして来ました。

私はこれまで天皇の努めとして、何よりもまず

国民の安寧と幸せを祈ることを大切に考えて来

ましたが、同時に事にあたっては、時として人々

の傍らに立ち、その声に耳を傾け、思いに寄り

添うことも大切なことと考えて来ました。天皇

が象徴であると共に、国民統合の象徴としての

役割を果たすためには、天皇が国民に、天皇と

いう象徴の立場への理解を求めると共に、天皇

もまた、自らのありように深く心し、国民に対

する理解を深め、常に国民と共にある自覚を自

らの内に育てる必要を感じて来ました。こうし

た意味において、日本の各地、とりわけ遠隔の

地や島々への旅も、私は天皇の象徴的行為とし

て、大切なものと感じて来ました。 

 国内のどこにおいても、その地域を愛し、そ

の共同体を地道に支える市井の人々のあること

を私に認識させ、私がこの認識をもって、天皇

として大切な、国民を思い、国民のために祈る

という努めを、人々への深い信頼と敬愛をもっ

てなし得たことは、幸せなことでした。 

 以上、紹介を終わります。この平成28年のメッ

セージにより、天皇陛下がどのようなことを考

えそれを形としてどのように示しているのか、

また象徴としてどのようなことに取り組んでい

るかが明らかとなりました。文部科学省の定め

のとおり、天皇についての理解と敬愛の念を深

めるための学習を行い、象徴としての天皇の取

組について学ぶ上で、このメッセージ以上にふ

さわしい教材はないものと確信をいたします。 

 ぜひ本県の学校教育で取り上げていただきた

いと思いますが、天皇についての理解と敬愛の

念を深めるための教育にどのように取り組まれ

るか、教育長にお尋ねいたします。 

 我が国日本において天皇が象徴として国民統
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合の中心に存在することのありがたさに改めて

感謝を申し上げまして、次の質問に移ります。 

 林業振興についてお尋ねいたします。 

 本県では、豊富な森林資源を活用し中山間地

域の雇用の確保や所得の向上を目指して、産業

振興計画に基づき林業振興を図ってまいりまし

た。この結果、原木生産量は、平成22年の40万

4,000立方メートルから令和４年には73万6,000立

方メートルへと増加し、木材・木製品製造出荷

額等も、平成22年の150億円から令和３年の249億

円に達しました。 

 一方で、皆伐後の再造林率は４割程度にとど

まっていることから、今後民有林の再造林面積

を、令和４年の342ヘクタールから、４年後の令

和９年には690ヘクタールに増加させる目標を掲

げたと承知しております。再造林によって、森

林資源の循環利用のみならず、森林の二酸化炭

素吸収、土砂流出防止や生物多様性の保全など

の公益的機能を担保することは、持続可能な社

会を実現する上で非常に重要なことと考えます。 

 そのような中、林業事業体から、ヘクタール

当たり3,000本から2,000本へ植栽量を変更する

低密度植栽の導入について、不安の声が寄せら

れました。事業体の方は、密に植えることを控

えることにより植物同士の生存競争により成長

速度が速くなる効果が薄まると考えております。

加えて、鹿の食害等により時間経過とともに若

木が減少する期間があることを考慮すると、植

栽の数を目標より多めにしたほうがよいという

考えも示されましたが、これは一理あるように

思われます。 

 そこで、このたびの低密度植栽の導入の背景

について林業振興・環境部長にお尋ねいたしま

す。 

 林業適地は、県において、路網から200メート

ル以内であって、原則、平均傾斜角が35度未満

の森林を定めていただくよう考え方を示し、現

在市町村において設定に向けた取組が進められ

ていると承知しております。この林業適地につ

き、適地と適地外にまたがる山林の伐採を山主

と契約した場合に、再植林を条件として含むケー

スがあるとお聞きしております。 

 そこで、事業地に林業適地とそれ以外の区域

が含まれる場合、造林事業費補助金などは林業

適地以外に係る部分ではどのように取り扱われ

るのか、林業振興・環境部長にお尋ねいたしま

す。 

 次に、民間活力の積極導入についてお尋ねい

たします。 

 今日の行政を取り巻く環境は、人口減少によ

る担い手不足、急速な高齢化社会の到来による

社会保障費等の歳出増大、市民ニーズの多様化

など、日々厳しさを増しています。また、右肩

上がりの時代の公共施設・インフラの維持管理

コストが増大し、自治体の財政を逼迫させる原

因となっています。自治体は、財政の立て直し

のため、コスト削減を中心に据えた行財政改革

に活路を見いだそうとしましたが、削減一辺倒

の取組はやがて限界を迎えるとともに、町の活

力と創造力を失う結果を招くこととなりました。 

 そのような厳しい自治体財政の中、国は、笹

子トンネルの崩落事故を受けて、インフラの老

朽化対策のため、公共施設等総合管理計画の策

定を地方自治体に対して要請しました。結果、

公共施設マネジメント、ニアリーイコール施設

総量の削減といった風潮、考え方が生まれると

ともに、その総量削減の手法としてＰＦＩが注

目されることとなりました。 

 ＰＦＩとはプライベート・ファイナンス・イ

ニシアチブの略称で、このＰＦＩに基づき、公

共施設等の建設、維持管理、運営等を、民間の

資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う

手法と定義されています。ＰＦＩの事業採択に

当たっては、支払いに対して最も高いサービス
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を供給するという意味を持つＶＦＭの大小を主

たる評価指標とする傾向があります。公共施設

総量の削減とＶＦＭを中心としたＰＦＩの在り

方は、公共施設やインフラの前提を負債として

捉えるものであり、ＰＦＩの積極的な採用に至

らなかった一因となりました。 

 人口減少や民間のコンテンツが充実してきた

現在、将来を見据えれば、町々の公共資産が余

剰ぎみであることは否めません。だからといっ

て、削減一辺倒では、先ほど申し上げたように、

町の活力の低下と人口流出に拍車がかかるもの

と思われます。 

 こういった背景から、今日の自治体には、公

共施設、インフラを資産と捉え、総量縮減を行

いながらも、質と量を掛け合わせて削減量を上

回るサービスを提供していくといった経営感覚

を備えることが求められています。自治体のこ

のような新しい生き方を実現するためには、内

部にノウハウがないこと、必要な財源がないこ

と、動ける人員の不足といった課題を克服しな

ければなりません。 

 そこで、ＰＦＩを単なるイニシャルコストの

平準化、割賦払いとするための手段として捉え

ず、よりよいまちづくりや質の高いサービスを

提供することを目的として、公共施設等の建設、

維持管理や運営等について、民間の資金、経営

能力及び技術的能力を活用することは、その持

続性を高めるもので、自治体の新しい生き方に

かなうものと考えます。また、ＰＦＩ事業で得

られるノウハウや長期にわたる安定的な収入は、

連携先となる事業者や地域プレーヤーの経営の

安定化や発展に資するものとなるはずです。 

 ここで本県のＰＦＩ事情について触れますと、

全国的に有名な失敗事例となった高知医療セン

ター整備運営事業ＰＦＩ事業も一因となってか、

しばらくの間、その採用はなされておりません

でした。しかし、前述のとおり、公共施設等総

合管理計画の策定要請やＰＦＩを活用するよう

にとの国の働きかけなどを背景に、平成29年に

高知県ＰＰＰ／ＰＦＩ導入検討規程が導入され

ると、朝ドラらんまんの放映に合わせて五台山

の整備の必要性が高まったことを契機に、県は

五台山公園においてＰａｒｋ－ＰＦＩを採用い

たしました。今後も本取組を活用して本県の活

性化を図っていただきたいと考えます。 

 地方自治体が、限られた資源の中で民間の力

も借りながら、より質の高いサービスを提供し

ていくための手法としてＰＦＩを積極的に活用

していくことについて総務部長の御所見をお尋

ねいたします。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 西内議員の御質問にお答

えいたします。 

 まず、人口減少対策に関連いたしまして、固

定的な性別役割分担意識の解消が若年女性の定

着などにつながる理由についてお尋ねがござい

ました。 

 人口減少問題を克服し持続可能な人口構造に

転換するには、若年人口の増加、婚姻数の増加、

出生率の向上の観点から総合的に対策を講じる

必要があります。特に本県の場合、近年の出生

数の激減の最大の原因は若年女性の急減にあり

ます。一連の対策を通じまして、若年女性の増

加と出生数の増加を図ることを特に重視してい

るところであります。その際に、固定的な性別

役割分担意識を解消することは、若者、特に若

年女性から選ばれる高知県となるためには不可

欠な要素というふうに考えます。 

 この点、議員からお話がありましたように、

本県は全国と比較しまして、例えば管理職割合

といった社会的に指導的な地位にある男女の比

率差などで見た場合のいわゆるジェンダーギャッ

プは少ない状況にあるところであります。しか

しながら、これは残念ながら、平成22年から令
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和２年の10年間の若年女性の流出の結果の減少

率を見ますと、全国ワースト４位という大変残

念な結果となっているところでございます。 

 これを私どもなりに考えますと、その大きな

要因は、若い世代の女性が、将来の社会的な地

位の昇進という点よりは、目の前にある家庭に

おける家事・育児の負担の軽減を重視している、

そういう志向があるからということではないか

というふうに考えます。 

 実際に本県でも、女性は男性の約３倍の時間

を家事や育児に費やしているという調査結果も

ございまして、依然として、家事・育児は女性

といった性別の役割分担意識が根強く残ってい

るというふうに思われます。県民世論調査にお

きましても、女性が活躍できる職場づくりに効

果的な取組として、育児と仕事の両立に向けた

社内の相互理解の促進が１位となっております。 

 また、国内ではございますが、統計データを

見ますと、育休など育児に関する制度を活用し

ている男性の割合が高い都道府県におきまして

は、先ほど申しました若年女性の流出、減少率

が少ないという相関関係も見られるところでご

ざいます。 

 これらのことから、男性育休の取得促進など

によりまして企業経営者などの意識改革を図り

女性の家事・育児の負担軽減やキャリア形成を

促すことは、若年女性の定着に有効だというふ

うに考えるところであります。 

 また、国の調査によりますと、男性の家事・

育児時間が長いほど第２子以降の出生率が高ま

るという傾向が明らかになっております。この

ため、男性の意識改革を図りまして家事や育児

への参画を進めますことは、出生率の向上を通

じて出生数の増加に直結をする効果も見込まれ

るのではないかというふうに考えます。 

 これらのことから、若い世代の家事・育児の

負担に関する固定的な性別役割分担意識の解消

が、特に若年女性や出生数の増加などに効果的

であるのではないかと考えております。このた

め、私自身が先頭に立ちまして、共働き・共育

てを県民運動として強力に推進し、職場や家庭

の意識改革を進めたいと考えております。 

 また、来年度前半には、女性を中心とした若

者や有識者の御意見もお聞きをいたしまして、

また各種の統計データもさらに徹底的に分析を

した上で、どういう人々にどういうメッセージ

を発信するのが有効なのかという点について検

討を深めたいと考えます。その上で、県内外に

対しまして、こうした意識改革を通じ、若い女

性の増加、定着を図るための戦略的かつ効果的

なプロモーションを展開してまいる考えであり

ます。 

 次に、人口減少の危機的状況に際しまして、

県民の皆さんにメッセージを発出すべきではな

いかというお尋ねがございました。 

 本県の若年人口は、昭和50年以降、減少の一

途をたどっております。加えて、一昨年の出生

数が全国最少となるといった形で、人口減少の

流れに歯止めがかかっておりません。大変危機

的な状況にあると考えます。 

 このため、人口減少問題を県政の最重要課題

として位置づけまして、新たに策定いたします

高知県元気な未来創造戦略の下で、若年人口の

増加に向けた一連の取組を強化することといた

しました。こうした取組の実効性を高め、成果

につなげていくためには、県民の皆さんに本県

の厳しい現状や新たな戦略の内容をしっかりと

御理解いただき、県民挙げて取り組むことが必

要だと考えます。 

 一方、そうした場合にありましても、就職や

結婚、出産といった人生の選択は個人の意思が

尊重されるということが大前提と考えます。こ

うした考えの下、この新たな戦略では、県民の

皆さんの就職や結婚・出産・子育てなどの希望
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をかなえるための政策の実現に向けた取組を全

力で推進するという考えに立っております。 

 議員からお話がありました県民の皆さんへの

呼びかけにつきましては、これまでも私自ら様々

な場面で行ってまいりました。例えば近年、高

知市の成人式に招かれました際は、新成人に向

けた挨拶の中で、できれば皆さん全員に高知に

とどまって一緒に高知を盛り上げてもらいたい、

仮に高知を離れるにしても、いつの日かＵター

ンして高知県へ戻ってきて活躍をしてもらいた

い、それがかなわないならば、県外にあっても

高知県の応援団として協力をしてもらいたい、

こういった呼びかけをいたしております。 

 また、先日、少子化対策推進県民会議が開き

ました県内の独身者を対象とした座談会の場に

おきましては、結婚が話題になりました際に、

私は福山雅治さんの、家族になろうよという歌

を引き合いに出しながら、逆境にあっても皆さ

んを無条件でありのままに受け入れてくれるの

が家族であり、そういう家族がいるということ

は人生を送る上で本当にすばらしいことだと思

う、家族になる、家族をつくるためには結婚・

出産・育児といった大仕事がありますが、県と

しても精いっぱい応援しますから、思い切って

一歩踏み出してもらいたいといった話もさせて

いただきました。 

 今後も引き続き、私自らが様々な機会を捉え

まして県民の皆さんに積極的に呼びかけをして

いきたいというふうに考えております。 

 私からは以上であります。 

   （総務部長德重覚君登壇） 

○総務部長（德重覚君） まず、第１期デジタル

化推進計画で実施した県庁における行政手続の

オンライン化、人材の育成・確保の成果と課題、

第２期計画の取組についてお尋ねがございまし

た。 

 行政手続のオンライン化につきましては、令

和３年１月に運用を開始いたしまして、累計で

3,000を超える手続において導入するなど、県民

サービスの利便性の向上に努めてまいりました。

一方、課題といたしましては、導入したものの

県民の皆さんに十分に利用いただけていないこ

とだと認識しております。令和４年度に年間30

件以上の申請があった手続の電子申請率は20％

程度にとどまっている状況にございます。 

 このため、次期計画では、件数が多い手続に

おいて電子申請率50％を目指し、申請フローや

様式の見直し、周知方法を含めた業務全体のＢ

ＰＲを徹底してまいりたいと考えております。 

 また、人材の育成・確保につきましては、デ

ジタル技術を活用した業務の効率化を図るため、

デジタルツールの習得やＢＰＲの基礎などを学

ぶ研修を実施してきました。さらに、本年度は、

研修だけではなく、職場における業務の見直し

を組織的に実践するために、各所属にＤＸ推進

員の設置も行ったところでございます。 

 今後、このような取組を自走させていくため

には、多様な学びの機会の充実を図るとともに、

各所属でリードする職員を計画的に育成する必

要があると考えております。このため、次期計

画では、ＢＰＲなどの実践型研修を開催するほ

か、デジタル関連の資格取得を支援するなど、

職員のスキルアップを進めてまいります。あわ

せて、来年度改定する人材育成基本方針におき

まして求められるデジタル人材像を明確にし、

その育成・確保に取り組むこととしております。 

 県民の皆さんにデジタル化の恩恵をより身近

に感じていただけるよう、引き続き行政のデジ

タル化に取り組んでまいります。 

 次に、スターリンクに代表される衛星通信サー

ビスの導入目的や期待される効果、また予想さ

れる課題などについてお尋ねがございました。 

 御指摘のような衛星通信サービスは、持ち運

び可能な小型アンテナを空が見える場所に設置
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することで高速インターネット通信が可能とな

るものでございます。これによりまして、光ファ

イバーの整備が困難な地域でも、高額なコスト

をかけずにブロードバンドサービスを利用する

ことができます。実際に仁淀川町や大川村にお

いて通信状況を確認したところ、ビデオ通話な

どを支障なく行うことができ、十分な通信速度

が出ていることが分かりました。 

 そのため、来年度は山間部や離島などの光ファ

イバーの未整備地域において必要なインター

ネット環境を確保するため、衛星通信サービス

の導入を支援したいと考えております。具体的

には、光ファイバーが整備されていない世帯に

おいて衛星通信サービスを導入した場合に、そ

の導入費用を県と市町村で助成するものでござ

います。 

 また、県の防災設備の更新に当たりまして、

県庁や総合防災拠点、災害拠点病院などにおい

ても活用を考えております。これらにより、広

く県民の皆さんがデジタルの恩恵を受けられる

ようになり、移住促進や中山間地域の振興につ

ながるとともに、災害時における通信手段の確

保などに寄与することが期待されます。 

 一方、まだサービスが実用化されてから間も

ないことから、今後活用に当たっての課題が出

てくることも想定されます。県といたしまして

は、実際に利用された方々や市町村の声を聞き

ながら、有効に活用されるよう取り組んでまい

ります。衛星通信などの技術も活用し、県民の

皆さんがブロードバンドサービスを利用できる

環境整備にこれからも取り組んでまいります。 

 最後に、ＰＦＩの積極的な活用についてお尋

ねがございました。 

 ＰＦＩにつきましては、民間の知恵、資金な

どを生かした公共サービスの効率化及び質の向

上の実現、県内での新たな事業機会の創出、民

間投資の喚起の３つの観点から、本県としても

積極的に導入の検討を進めていくこととしてお

ります。そのため、議員からもお話がありまし

たとおり、各部局におけるＰＰＰ／ＰＦＩの導

入の検討を促すため、検討の手順を定めた導入

検討規程を平成28年度末に策定しております。

あわせて、毎年度の予算編成方針においても検

討を促しているところでございます。 

 具体的には、新たに公共施設の整備などを行

う場合につきましては、原則として、整備など

に係る事業費の総額が10億円以上のものを検討

の対象事業とし、客観的な基準によりＰＰＰ／

ＰＦＩ導入の可否を評価することとしておりま

す。その際、高知医療センターでの教訓を踏ま

えることに留意することとしております。 

 こうした中、五台山公園整備事業において

Ｐａｒｋ－ＰＦＩが導入されることとなりまし

た。現在、令和７年度のオープンを目指し、新

しい展望施設などの整備に向けた準備が進めら

れているところでございます。 

 このほか、来年度には、法令に基づくＰＦＩ

ではないものの、民間活力を活用した新たな手

法を取り入れて、道路照明のＬＥＤ化事業を実

施することとしております。具体的には、これ

まで個別に発注していた道路照明のＬＥＤ化工

事につきまして、約5,000灯のＬＥＤ化を10年間

の維持管理も含めて一括発注するものでござい

ます。これによりまして、実質的な一般財源負

担を５億円程度圧縮できる見込みとなっており

ます。 

 引き続き、民間活力の導入を促進する観点か

ら、検討対象の施設が出てきた場合には積極的

にＰＰＰ／ＰＦＩの導入の検討を行ってまいり

ます。 

   （商工労働部長松岡孝和君登壇） 

○商工労働部長（松岡孝和君） 企業のデジタル

人材の育成と確保についてお尋ねがございまし

た。 
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 企業がデジタル化を進めていくためには、ま

ず経営者のデジタル化への理解が必要であり、

そして次に、デジタル化を推進していく人材の

育成・確保が必要となります。このため、第１

期デジタル化推進計画では、お話にありました

ように、経営者向けのセミナーやデジタル人材

の育成講座を開催するとともに、副業人材との

マッチングにも取り組んでまいりました。 

 この結果、第１期計画の３年間では、デジタ

ル化に関する連続講座を83社172人に受講いただ

き、副業人材の活用も37社で開始されるなど、

取組は一定進んでいるものと受け止めておりま

す。 

 しかしながら、昨年県が実施したアンケート

調査では、小規模事業者を中心に約半数の事業

者から、デジタル化の取組を実施していないと

の回答がございました。デジタル人材の育成・

確保を進め県内企業のデジタル化をより一層促

進していくためには、その前段である経営者の

関心を高める取組を一段強化する必要があると

考えております。 

 このため、来年度からは、商工会など支援機

関の職員の知識やスキルの向上を図る講座を実

施し、日頃の経営相談の中でより丁寧にデジタ

ル化のメリットを伝えてまいります。加えて、

様々な業界団体の会合に講師を派遣する出前講

座を実施し、あまり必要性を感じていない事業

者の関心を高めていくことで、人材育成講座の

受講などへとつなげ、より多くのデジタル人材

の育成・確保に努めてまいります。 

   （警察本部長髙清水善弘君登壇） 

○警察本部長（髙清水善弘君） まず、運転免許

証とマイナンバーカードの一体化の運用開始時

期や必要な利用者の手続並びに期待される導入

効果についてお尋ねがございました。 

 マイナンバーカードと運転免許証の一体化に

つきましては、令和４年４月27日公布の改正道

路交通法におきまして、免許証の電磁的方法に

よる記録が追加され、マイナンバーカードを保

有する方が、運転免許証の免許番号、有効期限、

免許種別、取得年月日等の特定免許情報の記録

を希望した場合に、マイナンバーカード内のＩ

Ｃチップに記録できることになることが規定さ

れたものでございます。これら特定免許情報が

記録されたマイナンバーカードは運転免許証と

同等の扱いとなり、運転時の携帯や提示義務に

係る規定の適用も受けることとなります。 

 この一体化は免許保有者の希望により行うも

のでありまして、運転免許証の所持方法といた

しましては、議員御案内のとおり、一体化した

マイナンバーカードのみ、現行の運転免許証の

み、そしてまたその両方、のいずれかとなりま

す。 

 この一体化の開始時期につきましては、現在

のところ令和６年度末までの運用開始を予定し

ており、具体的な日程につきましては今後警察

庁から明示されるものと承知しております。 

 この一体化に必要な手続に関しては、具体的

な手順につきましては現在検討を進めていると

ころですが、運転免許センターや県内の警察署

等におきまして一体化の手続を取っていただけ

れば即日対応可能になることを想定しておりま

す。 

 この一体化により期待される導入効果につい

てでございますが、１つ目は住所変更等のワン

ストップ化でございます。一体化したマイナン

バーカードのみを持つ場合は、市町村の窓口で

届出を行えば運転免許証の住所等も変更され、

警察署等への届出は不要となります。 

 ２つ目に、現段階の想定ではありますが、警

察署等での即日更新が可能となる予定です。現

在、警察署等で免許更新を行う場合は、まず更

新の申請に出向き適性検査や写真撮影等を行っ

た後、後日、指定される更新時講習を受けた後
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に免許証を受け取る形となっております。これ

は警察署等に免許証を作成する機器等が整備さ

れていないためであり、マイナンバーカードと

の一体化と同時期に運用開始を予定している、

講習のオンライン化により即日で免許更新が可

能となると考えております。 

 次に、運転免許の所持方法としてマイナンバー

カードのみを選択した場合の免許情報の確認方

法についてお尋ねがございました。 

 運転免許保有者が一体化したマイナンバー

カードの特定免許情報を確認する方法といたし

ましては、１つ目は、警察庁が開発するアプリ

を用いてスマートフォン等で一体化カードのＩ

Ｃチップを読み取る、２つ目は、マイナポータ

ルとの連携によりマイナポータルで確認をする、

３つ目は、運転免許センターや警察署等で特定

免許情報を記録した際に交付される確認書で確

認する、この３つのいずれかの方法により確認

できる予定としております。 

 また、交通違反取締り等の際に、一体化した

マイナンバーカードに記録された情報を確認す

る場合は、警察官が携帯している公用のスマー

トフォンに内蔵される専用アプリを用いまして

記録された特定免許情報を確認することとなり

ます。 

 運転免許証とマイナンバーカードの一体化に

関しましては、引き続き、警察庁と連携しなが

ら、各種テストのほか、運用要領の見直し等を

進めまして、万全な体制の構築に取り組んでま

いります。 

   （土木部長荻野宏之君登壇） 

○土木部長（荻野宏之君） 高知県道路啓開計画

の概要についてお尋ねがございました。 

 南海トラフ地震発生時には、斜面崩壊や落橋

などにより多くの箇所で通行ができなくなると

想定され、救助活動や支援物資の受入れを迅速

に行うためには道路の早期啓開が必要となりま

す。 

 特に、四国の中でも甚大な被害が想定される

本県では、全国的にも早い段階で策定された国

の四国広域道路啓開計画と時期を合わせて高知

県道路啓開計画を策定いたしました。以降、各

市町村が策定した応急期機能配置計画に合わせ

た防災拠点の追加など、これまで５回の見直し

を行い、現在はバージョン3.2となっております。 

 本計画では、国、県、市町村の災害対策本部

をはじめ、各種関連計画に基づく避難所や病院

などを防災拠点として選定しております。これ

らの防災拠点を結ぶ路線を啓開ルートとして定

め、啓開作業に当たる建設事業者をあらかじめ

割り当てております。加えて、建設業協会の全

12支部と毎年支部単位で行う情報伝達訓練や、

年ごとに対象支部を入れ替えながら実際に応急

橋の設置などの啓開作業を行う実動訓練につい

ても、計画に位置づけております。 

 さらに、計画の実効性を高めるため、高知県

道路啓開手順書案を策定し、この中で、道路管

理者との通信手段が全て途絶した場合であって

も建設事業者が自動的に啓開を開始することな

ども取り決めております。 

 今後も、各種関連計画の変更など、状況の変

化に応じて計画を見直すとともに、訓練を通じ

て得られた課題を検討し、啓開手順に反映する

など、道路啓開の実効性を高めてまいります。 

   （危機管理部長中岡誠二君登壇） 

○危機管理部長（中岡誠二君） まず、災害発生

時における協定の実効性を高めるための県の取

組についてお尋ねがありました。 

 県では、民間企業や各種団体との間で、災害

時に関する協定を締結しており、多岐にわたる

分野において協力、支援をいただきながら災害

対応に当たることとしています。こうした協定

先のうち幾つかの団体、企業とは、これまでも

県の総合防災訓練や道路啓開訓練などに参加い
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ただき、その実効性の確保に努めてまいりまし

た。 

 一方で、南海トラフ地震のような大規模災害

発生時には、広範囲にわたり様々な被害が発生

するため、想定どおりの活動ができない場合も

考えられます。このため、南海トラフ地震対策

行動計画に協定先との定期的な訓練の実施を位

置づけて、進捗管理を行いたいと考えておりま

す。 

 加えて、協定を所管する課においては、訓練

に基づき協定先との間において課題の洗い出し

を行うとともに、その見直しも行っていくと、

そういうことで協定の実効性を高めていきたい

と考えています。 

 次に、高知市と宿毛市の長期浸水対策の見直

しの必要性についてお尋ねがございました。 

 平成25年に県が行った南海地震長期浸水対策

検討結果では、高知市の長期浸水エリアにおけ

る止水・排水完了には最大で67日かかると想定

しています。高知市は、この検討結果に基づき、

令和２年に高知市救助救出計画を策定し、10日

間で救助を完了させる目標を立てて、ボートや

操作者の確保などに取り組んでいます。 

 こうした中、浦戸湾の三重防護事業などのハー

ド整備が進捗しているため、この整備効果を踏

まえると、止水・排水日数が短縮されることが

想定されます。そのため、県では本年度、ハー

ド整備の効果を踏まえた浸水シミュレーション

を行い、長期浸水の範囲や計画を見直し、止水・

排水完了にかかる日数を改めて算出する予定で

す。高知市は、この検証結果を踏まえ、今後救

助救出計画を見直すと聞いています。 

 一方、平成27年に県が行った南海トラフ地震

宿毛市長期浸水対策検討結果では、宿毛市の長

期浸水エリアにおける止水・排水完了に最大で

42日かかると想定しています。宿毛市では、こ

の検討結果を踏まえ、応急救助機関が活動する

ための拠点や救出するためのルートや必要な資

機材などについて、令和３年に独自で見直しを

行っています。具体的には、長期浸水エリアか

ら３日間で救出を完了するために、ボートのみ

で対応した場合は60艇のボートが必要で、ヘリ

ポートや滞在可能な避難所を活用すれば22艇で

対応が可能となること、さらには浸水エリアの

北側に計画されている四国横断自動車道路を避

難に活用できれば12艇にまで減らすことができ

ると見込んでいます。 

 このように、両市ともに長期浸水対策の見直

しに取り組んでいますが、県としましては、宿

毛市と高知市の長期浸水に関する連絡会に積極

的に関わるとともに、応急救助機関との訓練の

実施や救助資機材の整備など、引き続き両市の

取組を支援してまいります。 

   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） まず、教員の質の向上

を目指すに当たって教員の意識や適性をしっか

りと把握し対応していくことについてお尋ねが

ございました。 

 本県教育の振興を図るに当たっては、議員御

指摘のとおり、教員の意識や適性をしっかりと

把握するとともに、教育を取り巻く社会環境や

本県の教育課題などを的確に捉えて対応するこ

とが大変重要であると認識をしております。 

 そうした認識の下、本年度取り組んでまいり

ました次期高知県教育振興基本計画の策定過程

においては、教育に関係する方々との対話を特

に重視し、その中で現職教員の方の考えや意見

も伺ってきたところであります。具体的には、

県教育委員会が実施する研修の受講等に合わせ

て、若年、中堅の教員の方々から、教員という

仕事のやりがい、また県教育委員会が実施する

施策の効果と課題、あるいは授業や学校運営の

改善などについて御意見等をお伺いいたしまし

た。 
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 教員の方々からは、チーム学校で取り組むこ

とのやりがいや、ＩＣＴを導入したことによる

効果等についての声が多く聞かれました。一方、

教員の日々の勤務の状況をつぶさに聞かせてい

ただき、働き方改革をさらに進めていくことの

必要を感じたところでございます。 

 今回の対話を通じて、当事者の声、現場の声

を積極的に聞き、施策に生かしていくことの大

切さを改めて感じたところであります。このた

め、来年度は、私自身が直接県内を回り、まず

は新任や若年の教職員の方々と意見交換を行う

場を設けたいと考えております。 

 今後、こうした取組も含め、機会を捉えて教

職員の意識や考えなどをしっかりと把握し、教

職員の資質能力の向上はもとより、様々な教育

課題の解決に向けた施策の充実等につなげてい

くことで、本県教育のさらなる振興を図ってま

いります。 

 次に、天皇についての理解と敬愛の念を深め

るための教育にどのように取り組んでいくのか

とのお尋ねがございました。 

 学習指導要領では、日本国憲法の学習の中で、

天皇の地位に関する学習を実施することが定め

られております。例えば小学校学習指導要領の

解説社会編では、国会の召集、栄典の授与、外

国の大使等の接受などの国事行為や国会開会式

への出席、全国植樹祭、国民体育大会への出席

や被災地への訪問、励ましといった各地への訪

問などを通して、象徴としての天皇と国民との

関係を取り上げ、天皇が日本国の象徴であり日

本国民統合の象徴であることを理解できるよう

にする、また歴史学習との関連に配慮し、天皇

が国民に敬愛されてきたことを理解できるよう

にすることも大切であると示されております。

そして、これらの指導を通して天皇についての

理解と敬愛の念を深めるようにする必要がある

ことが記されております。 

 このような学習指導要領等の内容を踏まえ、

本県の小・中・高等学校におきまして、天皇の

地位について指導がなされております。また、

その指導に当たっては、内閣総理大臣の任命や

文化勲章の授与などの国事行為を行っている様

子のほか、東日本大震災の被災地に当時の天皇

皇后両陛下が訪問をされ人々に励ましの言葉を

かける様子、また全国植樹祭の式典に参加され

植樹をされている場面を写真等で紹介している

教科書が使用されております。 

 今後も、こうした学習指導要領などに示され

た内容について、各学校において適切に学習が

行われるよう、指導・助言を行ってまいります。 

   （林業振興・環境部長武藤信之君登壇） 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） まず、低

密度植栽の導入の背景についてお尋ねがござい

ました。 

 林業は、地ごしらえから植栽、下刈りまでの

初期段階での経費が育林経費全体の約７割を占

めており、伐採後の再造林を進めるためには、

この初期段階での費用を低減することが重要と

なります。このため、国において、植栽などの

コストや労働負荷を軽減する技術の開発や実証

が進められ１ヘクタール当たりの苗木の植栽本

数を減らす低密度植栽が有効な技術として示さ

れました。 

 こうした動きを踏まえ、本県では令和元年度

から、植栽が簡易でその後の定着率が高いコン

テナ苗を使用して低密度植栽を行う場合の支援

を強化してきたところです。その結果、平成30

年度は25％であった低密度植栽の割合が令和４

年度には54％にまで高まっており、低密度植栽

は再造林の選択肢として浸透しつつあるものと

考えております。 

 今後は、これまで低密度植栽を行った苗木の

成長状況を確認していくとともに、今後必要と

なる間伐等の費用の低減効果なども踏まえ、低
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密度植栽をさらに促進してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、事業地に林業適地とそれ以外の区域が

含まれる場合の造林事業費補助金などの取扱い

についてお尋ねがございました。 

 再造林への補助金は、１階部分となる国の造

林事業費補助金に、県が２階部分としてかさ上

げする仕組みとなっております。２階部分の県

の補助率については定率としている一方、１階

部分の国の補助率は、対象となる森林が、市町

村により、特に効率的な施業が可能な森林、す

なわち林業適地に設定されているかどうかによっ

て異なるものとなります。 

 これまで、県内では林業適地が設定されてお

らず、国の補助率は一律に適用されていました

が、今後は、事業地の中の林業適地とそれ以外

の区域において、異なる補助率が適用されるこ

ととなります。 

 一方、議員お話しのように、林業現場におい

ては、この林業適地が設定される以前より伐採、

再造林に着手しているものがあり、このような

場合にどのような形で補助が受けられるのかと

の声があるものと承知しております。このよう

な森林については、例えば現場の着手時期など

に応じて林業適地が設定されるより前の補助率

を適用するといった経過措置を講じるなどによ

り、事業が円滑に行われるよう努めてまいりま

す。 

○15番（西内隆純君） それぞれ御答弁ありがと

うございました。２問目はございませんが、少

しいろいろと質問に対しての私の思いを述べさ

せていただきたいと思います。 

 まず、人口減少対策の２問目で、知事が御答

弁くださいました。様々な地で、例えば成人式

であったりとかでお声がけをしてくださってい

るということで、本当にありがとうございます。

大切なことだろうと思います。 

 もちろん前提としては、それぞれの若者たち

の選択の自由、夢をかなえるということ、その

ことについては全く私もそのとおりだというふ

うに思います。一方で、やはり周りの人、ある

いは御家族でありますとか、支える周囲の方々

から、高知のこともしっかり思い出してもらい

たいと、もしよかったら将来の選択肢として高

知に残ることも含めてもらいたいというふうに

声がけをして、その結果として、いろんな選択

肢を検討した結果、高知に残るというような、

そういうきっかけになればいいなという、それ

は９月に述べたとおりでございますけれども、

そういう思いで質問をさせていただいたわけで

ございます。 

 ただ、そういう作業を行うとともに、この人

口減の問題はまさに自分たちが当事者であると

いう危機意識をいかに醸成していくかというこ

とがこの人口減問題の一番核心の問題になろう

かと思いますんで、それは全庁を挙げて、我々

も知恵を出しながら取り組んでまいりたいと思

いますんで、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、教育についての天皇陛下のお話で

ございますけれども、そういった答えになると

いうことは予想しておりましたけれども、やっ

ぱりその内容では私は理解と敬愛の念を深める

に至らないのではないかという思いで質問をさ

せていただいております。加えて、天皇陛下の

思いといいますか、象徴としてこんなふうにやっ

てきましたということをお言葉で賜ったわけで

すから、それは現場でぜひ活用していただきた

いというふうに思います。 

 ここがやっぱり我々が御皇室とどういうふう

につながっておるか――皇室というのは、私も

ふだんから見ていますけれども、それは伝統と

文化の体現者であり、我々日本人がどういうも

のであるかということをまさに生きながらにし

て体現されている存在でありますので、それを
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しっかり我々が共有していくということが、例

えば今、多様化の社会と言われていますけれど

も、様々な多様な考え方を包摂する、あるいは

受容するためのキャパシティー、基盤となり得

る、私はここに源泉があろうかというふうに考

えておるわけであります。 

 いろいろ述べましたけれども、最後、まとめ

に入ります。この３月に退職される県庁職員の

皆様、県勢浮揚に多年にわたり御尽力賜りまし

て誠にありがとうございました。皆様におかれ

ましては、今後も、退職後もこれまでの知見に

基づき各業界で様々な御活躍をされますことを

心から御祈念申し上げまして、御礼を申し上げ

ます。 

 以上をもちまして、私の一切の質問を終わり

ます。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 暫時休憩いたします。 

   午前11時19分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時再開 

○議長（弘田兼一君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 議案に対する質疑並びに一般質問を続行いた

します。 

 16番加藤漠議員。 

   （16番加藤漠君登壇） 

○16番（加藤漠君） 自由民主党会派の加藤漠で

ございます。 

 まず冒頭、元日に発生いたしました能登半島

地震でお亡くなりになられた皆様に心から哀悼

の意を表します。また、被災された皆様にお見

舞いを申し上げますとともに、一日も早い復興

を心よりお祈りを申し上げます。 

 それでは、議長のお許しをいただきましたの

で、順次質問をさせていただきます。 

 日経平均株価が34年ぶりにバブル期以来の史

上最高値を更新いたしました。大手企業では30

年ぶりの水準となる賃上げが実施されるなど、

長引くデフレ状態によってしみついたコストカッ

ト思考の経済から脱却するまであと一歩と言え

るところまで景気回復の兆しが出てきています。 

 高知県においても、物価高や人手不足の影響

など、今後も懸念される事項はありますが、お

おむね景気は持ち直しの動きが続いてきていま

す。特に、連続テレビ小説らんまんの効果もあ

り、昨年の観光客が過去最高の472万人になった

ことは、コロナ禍からの回復を象徴するような

明るいニュースとなりました。 

 今年はいよいよ、知事が掲げる関西戦略の拠

点となる大阪のアンテナショップがオープンい

たします。そして、来年には高知龍馬空港の新

ターミナルビルの整備、さらには高知県の名誉

県民でもあるやなせたかし先生御夫婦をモデル

にした連続テレビ小説あんぱんの放送や、大阪・

関西万博の開催が控えています。今年、来年と、

高知県の魅力を発信する絶好の機会につながる

ことを期待し、ぜひともチャンスを最大限に生

かせるよう、積極的な取組を進めていただきた

いと思います。 

 経済について少しずつ明るい話題が出てきた

一方で、日本全体として少子高齢化を伴う人口

減少が進行しており、特に地方での減少は加速

度を増し、深刻な事態に直面しています。こう

した課題に対応すべく、現在開催されている国

会においては、一般会計総額112.6兆円となる令

和６年度予算案が提出されており、その中には

子供・子育て政策の強化をはじめ、物価高対策

や持続可能な社会保障基盤づくり、デジタル化、

脱炭素化、国土強靱化の推進など、我々の暮ら

しに直結する重要な内容が数多く盛り込まれて

います。 

 岸田政権では、経済的な課題についてはデフ
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レ完全脱却を、社会的な課題については人口減

少問題をそれぞれ最重要テーマとして位置づけ

ており、まさに高知県としても方向性を同じく

して取り組まなくてはならないとの思いでござ

います。自民党の政治資金の問題によって国民

から疑念の目が注がれる事態となっていること

は極めて残念でありますが、今後も国、県、市

町村がしっかりと連携を取りながら、直面して

いる物価高を乗り越え、県勢浮揚に向けて邁進

していくことが欠かせないものと考えておりま

す。 

 知事は、国などに対する政策提言を就任以来

積極的に実施されておられ、今年度についても、

少子化対策や国土強靱化、産業振興など、９回

にわたって提言を実施されておられます。 

 これまで行ってきた政策提言の手応えや成果

をどのように受け止めていらっしゃいますでしょ

うか、知事の御所見をお聞きいたします。 

 次に、人口減少についてお尋ねいたします。 

 県政における待ったなしの最重要課題は、高

知県の将来を左右する人口減少への対応です。

県が公表した昨年の出生数は、速報値で過去最

少の3,380人となり、コロナ禍以前と比べると、

２年続けて大幅に減少いたしました。また、亡

くなられる方の数が生まれてくる子供の数を上

回る、いわゆる人口の自然減は、一昨年に7,700

人を超え、僅か１年の間に一つの町が消滅して

いくようなスピードで人口減少が進んでいます。 

 人口減少対策は、一人一人の方々に、高知県

で暮らしたい、子育てをしたいと思ってもらえ

るよう、人生の選択の積み重ねをしていただく

ことであり、地道で継続的な取組が必要です。

もちろん、結婚や子育ては個人の自由な意思決

定に基づくものであり、多様な価値観や考え方

が尊重されるべきは大前提ですが、結婚や子育

てを望まれる方々の一人でも多くの希望をかな

えていけるような高知県へと変わっていかなく

てはなりません。そのためにも、まず若い世代

に高知県を選んでもらえるよう、生活の基盤と

なる安定した雇用と所得が前提となり、全国的

にも人手不足感が高まる中、人材確保の面から

も、いかに賃金が上がっていく環境をつくって

いくかということが重要となってきています。 

 知事は、人口減少対策の戦略の柱として、魅

力ある仕事をつくり、若者の定着に取り組んで

いくとの方針を打ち出し、賃上げにつながる環

境をつくっていきたいとの決意を示されておら

れますが、若年層を含めた賃上げの実現をどの

ように目指していくのか、知事にお伺いいたし

ます。 

 子育て世代が子供を持てないことの最も大き

な理由は、子育てや教育にお金がかかり過ぎる

からという経済的な要因となっていますが、一

方で、結婚したくてもできない理由については、

適当な相手に巡り会わないという、出会いのきっ

かけをつかめていないことが最大の要因となっ

ています。 

 全国における令和２年の50歳時点での未婚率

は男性で約28％、女性は約18％となっており、

20年前の平成12年と比べても、男性はおよそ２

倍、女性はおよそ３倍と、未婚化が進行してき

ています。一方、高知県の令和２年の未婚率は

男性が約30％、女性が約21％と、それぞれ全国

の平均と比較しても割合は高く、特に女性の未

婚率の高さは東京都に次いで全国で２番目の高

さとなっています。また、中山間地域において

は男性の未婚率が高くなる傾向もあり、若い世

代の男性に比べ女性の人口が少ないことや、高

知市内と比較して出会いの機会が限られること

も要因となっているのではないかと感じていま

す。 

 未婚化、晩婚化によってさらに少子化が加速

することを考えると、出会いの機会を拡大して

いくことは高知県にとって大きなテーマの一つ
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だと思います。一人でも多くの方の結婚の希望

をかなえるためにも、出会いや結婚を後押しし

ていくことが重要と考えますが、どのように取

り組んでいくのか、子ども・福祉政策部長にお

伺いいたします。 

 これまでも高知県では少子化対策に取り組み、

合計特殊出生率は常に全国平均を上回ってきた

ことなど、一定の成果を上げていました。しか

し一方では、令和４年の出生数は、人口が約65

万人の島根県や約54万人の鳥取県と比較しても

少ない結果となるなど、大変厳しい状況です。

こうした高知県よりも規模の小さい自治体以上

に出生数が減少した原因をしっかりと分析し、

対策につなげていくことが重要ではないでしょ

うか。 

 出生数が減少した要因をどのように捉え、今

後の少子化対策の強化につなげていくのか、子

ども・福祉政策部長のお考えをお聞きいたしま

す。 

 次に、経済についてお聞きいたします。 

 台湾の半導体大手ＴＳＭＣが熊本県へ進出し

たことが大きな話題となっています。先月には

新工場の開所式が行われ、今後はさらに第２工

場の建設も決定されているほか、現時点で新た

に進出や増設をする関連企業は80社程度に上り、

雇用効果はＴＳＭＣの1,700人を含めて7,500人

以上になるとも報じられています。 

 熊本県以外にも、広島県のマイクロンテクノ

ロジーや北海道のラピダス、岩手県のキオクシ

アなど、半導体産業の生産拠点の新設や設備の

増強が活発化しています。国においては、こう

した成長産業の全国的な分散立地等を進めてい

く観点から、半導体関連産業をはじめ、デジタ

ル化の推進に欠かせないデータセンター、洋上

風力発電をはじめとするグリーン化に向けた関

連産業など、大規模な企業立地を後押ししてい

る状況も出てきています。四国内を見ても、香

川県では大規模データセンターの誘致、愛媛県

では洋上風力発電市場への参入支援、徳島県で

は蓄電池の関連産業の集積を推進するなど、各

県で戦略的に投資を呼び込む取組が検討されて

います。 

 高知県はこれまでも、大型製材工場や木質バ

イオマス発電、水産加工施設や次世代型ハウス

といった地域の農林水産業を生かした企業立地

をはじめ、工業団地への製造業の立地、さらに

はＩＴ・コンテンツ産業に関連した事務系職場

など、積極的な企業誘致に取り組んできました。

こうした企業の中には、若い世代から人気の高

い職場となっている企業も多く、各地域で雇用

を生み、経済への波及効果ももたらしています。 

 企業のサプライチェーン対策のための国内回

帰の動きや、地方での拠点整備の機運の高まり、

さらにはデフレ経済からインフレ経済へと社会

情勢が変わりつつある中、高知県の強みを生か

せる分野や成長が期待できる分野など、将来を

見据えた誘致活動に、より一層力を入れていく

ことが重要ではないかと思います。 

 民間企業や市町村などとも連携し、積極的な

企業誘致を進めていくべきと思いますが、これ

までの成果をどのように捉えているのか、今後

の取組と併せて知事にお聞きいたします。 

 高知県の食料品における輸出額は、近年右肩

上がりに上昇を続けています。令和４年には初

めて輸出額が20億円を超え、過去10年間で10倍

の水準となりました。生産量全国トップのユズ

をはじめ、土佐酒、水産物の３品目がおよそ７

割を占めており、高知県の食料品輸出をリード

しています。 

 中でもユズは、フランスやアメリカをはじめ

東南アジアでも認知度が高まってきており、輸

出額は前年比から1.7倍と大幅に拡大し、昨年も

大豊作の年だったにもかかわらず在庫に悩まさ

れることはなかったと伺っております。また、
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土佐酒についても、海外の和食ブームも追い風

に、需要が高まっており、県内の酒造会社も商

品開発やプロモーションに力を入れています。

昨年３月に閉鎖となっていた県内唯一の酒米の

精米工場も、今年は再稼働が予定されています

ので、精米体制の再構築につながっていくこと

も大いに期待しています。 

 一方で、水産物は、主要な輸出国であった中

国の影響も大きく、現在もＡＬＰＳ処理水の海

洋放出に伴い、全面的に輸出が停止している状

況から、養殖ブリがインドへ輸出されるなど、

中国以外の輸出先を開拓していく動きも出てき

ています。日本全体で人口が減り、市場が縮ん

でいく中、海外に活路を見いだすことの必要性

は言うまでもありませんが、多くの国や地域で、

円安の影響によって日本製品の割安感も出てき

ており、さらなる輸出拡大にとっては今が絶好

の機会と言えるのではないかと思います。 

 ユズや土佐酒、水産物など食品分野のさらな

る輸出拡大を期待いたしますが、どのように取

組を強化していくのか、産業振興推進部長にお

聞きいたします。 

 また、さらなる輸出に向けて、新たな品目へ

と分野を広げていくことも今後の課題となって

くるのではないかと考えます。輸出に適した品

目の開拓についても併せて産業振興推進部長に

お尋ねいたします。 

 次に、防災・減災対策についてお伺いいたし

ます。 

 このたびの能登半島地震は、建物の倒壊や津

波の被害、さらには地盤の隆起が発生するなど、

地域に甚大な被害をもたらしました。今回の災

害を新たに、高知県の防災について再確認し、

一人でも多くの命を守ることができるよう対策

を講じていかなければならないとの思いを強く

いたしました。 

 今回の地震では、半島という地形的な特徴か

ら交通アクセスが限られるため、道路が寸断さ

れたまま長期にわたって集落が孤立し、被災状

況の把握や救援活動が著しく遅れるなど、災害

対応がより困難なものとなりました。高知県も、

南海トラフ地震に備えるためにも、高規格道路

の整備をはじめ、橋梁やトンネル、さらには今

回の地震で大きな課題となったインフラの老朽

化対策など、必要な公共事業への取組が急務で

あります。特に、主要道路である国道56号や国

道55号は、海沿いが津波、山間部は土砂崩れで

被災する可能性も想定しておく必要があります。 

 そうした中、先日国土交通省から、四国横断

自動車道の宿毛和田から宿毛新港の区間、阿南

安芸自動車道の奈半利から安田の区間の２区間

が来年度の新規事業化候補として発表されまし

た。県内で残っていた東西の空白区間が事業化

されれば、四国８の字ネットワークの県内着手

率は100％になる見通しとなります。 

 高規格道路網の整備は、経済活性化はもとよ

り、防災対策にもつながることから、一日も早

い開通を目指した整備促進を期待いたしますが、

８の字ネットワークの未整備区間の解消に向け

た知事の決意をお聞きいたします。 

 能登半島を囲むように沿岸部を通る国道249

号は、点在する集落をつなぎ、能登の大動脈と

も呼ばれる地域の基幹道路となっていましたが、

激しい揺れによる液状化や舗装の亀裂、大規模

な土砂崩れ、トンネル内の崩壊など、被害が多

発いたしました。半島地域は、多くを海に囲ま

れ、山地や丘陵地が多いため、もともと限られ

た陸路が寸断されますと、周辺の地域から被災

地に入るのが難しくなる地形となっています。

こうした半島の条件は幡多地域も同様であり、

能登半島の国道249号は幡多地域にとっての国

道321号と同様の役割を果たす道路であり、まさ

に対岸の火事ではないと危機感を新たにした思

いです。 
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 現在、大月町や土佐清水市へ内陸部からつな

がる道路として、県道中村宿毛線の整備が進め

られています。この路線は、南海トラフ地震発

生時にもし国道321号が津波で被災した場合に

は、災害拠点ともなる宿毛市総合運動公園や幡

多けんみん病院への代替ルートとして機能する

ことが期待されています。また、国道321号の道

路啓開作業においても大変重要となるため、大

月町や土佐清水市にとってはまさに命の道とも

言える道路です。 

 南海トラフ地震など災害時に地域の孤立化を

防ぐためにも、県道中村宿毛線の整備をより一

層加速させていく必要があると思いますが、現

在の整備状況と今後の見通しについて土木部長

にお聞きいたします。 

 さらに、重要なライフラインである上下水道

への対応も急務となります。能登半島において

も、老朽化した施設が多かったことから、被害

も大きく、広いエリアで復旧時期のめどが立た

ない状況が続き、現在も断水が解消されていな

い地域もあります。また、飲料水の確保はもち

ろんですが、お風呂やトイレの利用に制約があっ

たことから衛生環境が悪化し、不衛生な環境の

中で避難生活を送ることによって、感染症のリ

スクや体調不良などの懸念も生じてきました。 

 高知県においても、上下水道施設の状況を再

確認し、災害時の応急給水の体制整備や上下水

道施設の耐震化を急ぐべきではないかと考えま

すが、現状と今後の取組について健康政策部長、

土木部長にそれぞれ御認識をお聞きいたします。 

 次に、教育についてお聞きいたします。 

 今年度に実施された全国学力・学習状況調査

では、小学校の学力は、国語、算数ともに引き

続き全国上位を維持している一方で、中学校に

ついては、国語、数学とも全国平均に達してい

ない状況が続く結果となりました。また、４年

ぶりに調査対象となった中学校の英語について

は、全国平均を大きく下回る厳しい結果となっ

ています。ここ数年行っている調査では、同様

の傾向が続いており、中学校の学力については

改善傾向にあるものの、その上昇率は低下して

きており、言わば踊り場の状況となってきてい

るのではないかとも感じています。 

 全国学力・学習状況調査や高知県が行ってい

る学力定着状況調査など、これまでの結果から

明らかとなった成果や課題を把握し、学習指導

の改善に役立てていただきたいと思いますが、

学力向上に向けた今後の取組について教育長に

お聞きいたします。 

 学力向上に当たっては、地域の特徴に応じた

対応も検討しなければなりません。特に高知県

は、県内の２割近い中学生が私立学校へ通学し

ており、全国の都道府県の中でも東京都に次い

で私立中学校に通学する生徒の割合が高いとい

う特徴があります。私立中学校に通学している

生徒たちは、中学受験を目指して小学校のうち

から塾に通って勉強していた子供たちも多いた

め、小学校が全国上位の学力を維持している背

景にはこうした影響も少なからずプラスに働い

ているのではないかと感じています。 

 一方、中学校については、私立の中学校は全

国調査の対象となっていないため、私立学校へ

進学した生徒が学力調査に含まれていない影響

は県全体としても決して小さくないのではない

かと感じています。 

 また、私立学校の多くは高知市内に立地して

おり、市内のおよそ３割近い生徒が私立中学校

へ進学している状況です。そのため、多くの生

徒が公立中学校に通っている県の東部と西部と、

私立中学校に通う生徒の割合が高い県の中部と

では、地域の特性も異なり、それぞれの課題を

踏まえた対応が必要となっているのではないで

しょうか。 

 高知県全体の中学校の学力向上に取り組むに
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当たって、それぞれの地域の特徴や課題に対し

てどのように対応していくのか、教育長にお聞

きいたします。 

 また、子供の学力は、家庭での生活習慣とも

密接に関係しています。調査の質問項目では、

学校の授業以外に勉強を全くしないと回答した

児童生徒の割合は小学校、中学校ともに年々増

加傾向にあり、家庭で勉強しない子供たちが目

立ち始めてきているように感じています。 

 また、小中学校ともに、平日２時間以上ゲー

ムをしている生徒の割合は全国平均よりも高く、

特に中学３年生では全国平均との差が広がって

きています。さらに、スマートフォンの保有率

も増え続けているため、御家庭にとっても学習

時間の確保が難しく、児童生徒の自主的な学習

態度を育成することがより重要になってきてい

るのではないかと思います。 

 学習習慣の確立や家庭学習を充実させるため

の学校の取組について、一層の改善を図ってい

くことが必要ではないかと考えますが、今後の

取組について教育長にお聞きいたします。 

 さらに、教職員の方々の業務負担の軽減も重

要な視点です。文部科学省が行った教員の勤務

実態調査では、長時間労働は是正されてきてい

るものの、月45時間の残業時間を超えた教員は

公立小学校で全体の６割、中学校では７割とな

り、そのうち中学校では、過労死ラインと言わ

れる80時間を超えた教員が４割近くとなってい

ます。 

 こうした状況に対して、知事からは、業務支

援員の配置拡充や校務支援システムによる業務

の効率化に加えて、若年教員に対するサポート

体制の充実を図ることで教職員の業務負担の軽

減につなげていく考えが示されました。業務支

援員を配置し、事務的な業務の支援を担ってい

ただけることは、子供たちへの指導や教材研究

など、教員でなければできない業務に集中でき、

教育の質を高めていくという点で、大変心強い

対応となるのではないかと考えております。ま

た、新たなシステム導入など、デジタル化を活

用して校務の効率化を行うことで、業務の負担

軽減につながることも期待したいと思います。 

 教職員の方々が子供と向き合う時間を確保で

きるよう、業務負担の軽減に向けた取組を進め

ていただきたいと思いますが、働き方改革の推

進について教育長のお考えをお聞きいたします。 

 中山間対策についてお伺いいたします。 

 平成24年から取組を始めた集落活動センター

は、県内の66か所で開設され、各地域で着実に

広がりを見せてきました。それぞれの集落活動

センターでは、日用品の販売や配食サービスな

ど住民の日常生活に欠かせない取組が行われる

など、今や中山間地域の暮らしにとってなくて

はならない存在になってきています。 

 取組のスタートから10年以上が経過し、活動

が拡大してきたセンターもありますが、一方で

は、コロナ禍の影響によって地域活動の縮小を

余儀なくされていた期間もあり、センター発足

当時に参加された方々の高齢化や担い手の確保

といった課題が出てきている状況もお聞きいた

します。 

 集落活動センターの新たな立ち上げや人材確

保の支援など、センターの活性化に向けてどの

ように取組を進めていくのか、中山間振興・交

通部長にお聞きいたします。 

 人口減少が進む中山間地域にとって、移住促

進も重要なテーマとなります。高知県への移住

者数は、昨年度、1,185組、1,730人に上り、統

計を取り始めた平成23年度以降で過去最多とな

りました。高知家プロモーションと連動した移

住ＰＲをはじめ、移住ポータルサイトを活用し

た情報発信や県外での移住相談会の開催、さら

には高知県ＵＩターンサポートセンターを設立

するなど、こうした取組の成果が着実に現れて
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きています。 

 しかし一方では、移住者数が増加傾向にもか

かわらず、社会増減の均衡というこれまで掲げ

てきた目標の達成にはまだまだ道のりは遠いと

言わざるを得ません。 

 そこで、県が今年度に策定する中山間地域再

興ビジョンでは、10年後に県外からの移住者5,000

人以上を目指すこととしております。現在の移

住者数の約３倍となる、まさに県の積極的な姿

勢を前面に出した目標であり、これまでの延長

線ではない、抜本的な取組の強化が図られるも

のと期待をしています。 

 知事からは、インターネットやＩＴ技術を取

り入れたデジタルマーケティングを活用するこ

とや、住まいの確保をさらに進めるなど、目標

達成に向けた決意も示されました。高知県に戻っ

てくる人、移ってくる人を増やすためにも、都

会にない、人とのつながりや暮らしやすさといっ

た魅力をより多くの方々に知っていただくため、

情報発信の強化が大変重要だと思います。 

 さらに、並行して、移住者が移り住んでこら

れた後もしっかりと定着できるよう、地域の一

員として日々の暮らしを充実させていくための

支援体制をつくっていくことも欠かせない取組

となります。移住の強化と併せて、移住者同士

が交流できる機会の創設や地域でのサポート体

制など、定住を後押しすることも重要ではない

かと考えますが、いかがでしょうか、中山間振

興・交通部長にお聞きいたします。 

 中山間地域に関連して、医師の確保について

もお聞きいたします。高知県は、医療施設をは

じめとした医療機能が高知市を中心とした県の

中央部に集中しており、県下の医療提供体制に

おいては郡部と中央部では大きな格差が出てき

ています。例えば、県内で出産を扱う医療機関

の数は年々減少の一途をたどっていますが、現

在10施設ある医療機関のうち、県の中央部に７

施設が集中しており、残る３施設が安芸市、四

万十市、宿毛市にそれぞれ立地している状況で

す。 

 また、中山間地域では、医療機関が限られる

ことや医師の確保が難しいことに加えて、小児

科や内科など、病院や診療所で勤務されている

医師が高齢化し、引退される事例も出てきてい

ます。その際には、後継者が見つからないまま

診療科が廃止される場合や、さらには閉院せざ

るを得ない施設も出てきているなど、地域の医

療体制を心配する声をお聞きする機会も増えて

きました。 

 県はこれまでも、地域で求められる医師の確

保に向けて、奨学金による支援や高知大学医学

部への寄附講座の設置などにより若手医師の増

加を図るとともに、地域でかかりつけ医として

総合診療専門医の養成に取り組んできています。

さらなる地域医療を志す医師の養成を図るため、

例えば高知大学医学部の地域枠を卒業した医師

がさらに県内各地で活躍できるよう大学との連

携を強化するなど、医師確保に向けた一層の取

組の強化が重要となるのではないかと考えます

が、いかがでしょうか。 

 地域で求められる医師の確保に向けてどのよ

うに取り組んでいくのか、健康政策部長にお聞

きいたします。 

 最後に、国が定める特定利用港湾についてお

尋ねいたします。 

 自衛隊や海上保安庁が防衛力強化の一環とし

て平時から訓練に利用する特定利用港湾として、

高知港や須崎港、宿毛湾港の県内３施設が候補

地として検討されています。昨年に開催された

関係閣僚会議では、安全保障上必要とする施設

について、民生利用を主としながら、自衛隊や

海上保安庁が円滑に利用できるよう枠組みを設

けることや、施設の整備促進を図ることなどが

示されています。 
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 今回候補地として検討されている高知港や須

崎港、宿毛湾港については、それぞれ南海トラ

フ地震など大規模災害時の防災拠点港となって

います。そのため、これまでも、南海トラフ地

震を想定した大規模な実動訓練を自衛隊や海上

保安庁の方々と連携して行ってきているほか、

テロ対策の訓練なども実施されてきました。今

後さらに、こうした訓練以外にも自衛隊や海上

保安庁の利用があれば、災害時には迅速な対応

が可能になるなど、地域の安心・安全につなが

る意義は大きいのではないかと感じています。 

 また、特定利用港湾として指定が行われた場

合の整備事業としては、防波堤や耐震岸壁、航

路の整備などが想定されています。既存施設の

機能拡大が図られれば、大型船舶の受入れが可

能となることなど、通常の港湾利用においても

利便性が向上することも考えられるため、地域

振興にとってもメリットがあるのではないかと

も感じています。 

 現在、日本が置かれている安全保障環境は、

ロシアのウクライナ侵攻をはじめ、緊張感が高

まる台湾情勢や、核・ミサイル開発を進展させ

る北朝鮮の動向など、戦後最も厳しいと言われ

る状況に直面しています。一連の報道を受け、

自衛隊や海上保安庁が港湾施設を利用すること

に対して不安を感じる方々もおられる中、国に

おいて丁寧な説明が求められることは言うまで

もありませんが、現在の厳しい国際情勢も踏ま

え、防衛体制の強化につながる協力については

県としてもできる限り前向きに検討していくべ

きではないかと考えます。 

 国の定める特定利用港湾について、県として

どのように受け止めているのか、現状の説明と

併せて知事の御所見をお尋ねいたします。 

 以上で、私の第１問とさせていただきます。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 加藤議員の御質問にお答

えをいたします。 

 まず、国への政策提言の手応えや成果につい

てお尋ねがございました。 

 自主財源が乏しく、課題が山積をいたします

本県におきまして、県独自の施策のみで課題解

決を図ることには限界があります。このため、

国への政策提言によりまして、本県の取組への

国からの後押しを得ることで着実に成果を上げ

ていく、こうした視点が大変重要だと考えます。 

 提言の内容を検討するに当たりましては、総

務省職員として国や地方の行政実務に携わって

きた経験を生かしまして、工夫を行っておりま

す。具体的には、どのような支援を地方は必要

としているのか、その結果どのような効果が期

待できるのか、できるだけ具体的に提案をする

ことで国の理解が得られるように意識をしてま

いりました。また、国の施策の動向についてア

ンテナを高く張っておきまして、国としても採

択したいと思わせるような、そうした組立てと

なった提言を行うように意を用いてまいったと

ころでございます。 

 例えば、世界的なデジタル化の進展や、人類

共通の課題と言われる脱炭素化への転換といっ

た世の中の流れを的確に把握し、提言内容に反

映をしてきました。その結果、例えば、地方財

政計画において地域デジタル社会推進費や脱炭

素化推進事業費が歳出項目として新規に計上さ

れ、本県のデジタル化、グリーン化の加速にも

つながっております。 

 また、別の視点といたしましては、本県単独

ではなく、例えば南海トラフ地震対策に関して

言いますと、関係する10県の知事会議のように、

課題を同じくする仲間を増やすことで、提言の

声をより大きなものにする、こうしたことにも

気を配ってまいりました。特に、新型コロナウ

イルス感染症や物価高騰への対応におきまして

は、全国知事会と幅広く連携をして提言に努め
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ました結果、地方創生臨時交付金の増額といっ

た形で国の支援の充実につながったところであ

ります。 

 このように、知事就任以来行ってまいりまし

た数々の提言が国の施策に反映をされ、具体的

な成果として現れてきたことに、確かな手応え

を感じております。今後は特に、本県の最重要

課題であります人口減少対策や、さきの能登半

島地震を受けた防災対策を加速するために、国

への提言活動を強力に進めていく必要があると

考えております。 

 引き続き、これまで培ってまいりました経験

や人脈も生かしながら、県政課題の解決に向け

て国と連携・協調する、そしてその一方で、時

には国を動かすという姿勢を持って効果的な提

言を行いまして、成果につなげます。こうして

得た成果を県の施策に最大限生かしますことで、

県政を着実に前に進めてまいります。 

 次に、人口減少対策に関連いたしまして、若

年層を含めた賃上げに向けた取組についてお尋

ねがございました。 

 本県の賃金の伸び率は、令和４年までの10年

間で6.5％となっておりまして、全国平均の4.7

％を上回る水準で推移をしています。しかしな

がら、依然として賃金水準そのものは全国平均

の85％といったラインにとどまっておりまして、

事業者の賃上げにつながります環境をさらにつ

くり出していく必要があります。 

 そのために、まずは足元の物価高騰への対応

といたしまして、上昇する原材料費や労務費な

どを取引価格に適切に転嫁できる環境を整えて

いく、このことが何よりも大切であります。こ

のため県におきましては、昨年12月、県内の経

済団体などと共に、国が進めております下請取

引の適正化を促しますパートナーシップ構築宣

言の共同宣言を行いました。引き続き、事業者

に対しまして、この宣言の登録を呼びかけて、

価格転嫁がしやすい環境づくりを促進してまい

ります。 

 また、継続的な賃上げにつなげていくために

は、事業者の稼ぐ力を高めることで賃上げにつ

ながるといった好循環をつくり出していくこと

が何より重要であります。そのため、まず各産

業分野におきまして、中長期的な視点による経

営の方向性などを明確化するための事業者の事

業戦略の策定あるいは実行を後押ししてまいり

ます。また、各分野の関係団体と連携いたしま

して、事業者におけるデジタル化を積極的に支

援し、生産性や付加価値の向上を図ることで、

経営基盤の強化につなげてまいります。 

 さらに、省力化に資する設備投資や販路開拓

などを支援する県単独の補助金につきましても、

賃上げを行う事業者には補助上限額を引き上げ

るといった形で、持続的な賃上げを後押しして

まいります。 

 今後も、こうした取組を充実強化していくこ

とで、継続的な賃上げと県経済の好循環を実現

しまして、若者が生き生きと仕事ができる高知

県となるよう全力で取り組んでまいります。 

 次に、これまでの企業誘致の成果と今後の取

組についてお尋ねがございました。 

 本県では、経済の活性化や雇用の場の創出を

図りますため、地理的なハンディを抱えながら

も、本県の強みを生かしながら、市町村などと

も連携をして企業誘致に取り組んでまいりまし

た。こうした結果、産業振興計画を策定した平

成21年度以降、製造業やＩＴ・コンテンツ企業、

事務系企業など64社の誘致が実現し、1,894人の

雇用を創出しております。この中には、水産振

興部と宿毛市が連携して誘致を進めた結果、大

規模な水産加工会社が進出をし、本県の強みで

ある水産業の付加価値の向上に貢献していると

いった事例もございます。 

 来年度からも、若者や女性が地域に残る、あ
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るいは地域に戻ってくることで人口の増加につ

ながりますように、次に述べますような視点で、

引き続き企業誘致にしっかりと取り組んでまい

ります。 

 １つには、若者や女性から人気が高く、地理

的な制約を受けることが少ないＩＴ・コンテン

ツ企業など、事務系企業の誘致をさらに進めて

まいります。また、中山間地域にもその効果を

波及させるように、サテライトオフィスの開設

も促してまいります。 

 ２つには、理系の学生の県内就職を促進する

ため、学生のニーズを把握し、誘致対象となる

業種や企業を絞り込み、教授の人脈なども生か

しながら誘致を進めてまいります。 

 ３つには、県内におけるサプライチェーンを

強化するために必要となります部品加工などに

関する企業の誘致を進めまして、県内企業の生

産性の向上に努めてまいります。具体的には、

県外への外注状況を調査いたしまして、県内に

進出した場合に見込まれる受注量などを見える

化した上で、業界と連携しながら誘致活動を進

めていくことを考えております。 

 地理的なハンディや南海トラフ地震へのリス

クを抱える中、本県に立地をしていただくため

には、より大きな価値や魅力を感じていただく

ことが重要であります。そのためには、庁内で

の連携はもちろんですが、市町村や民間の企業

とも連携をし、誘致を進めることに加えまして、

立地後のアフターフォローも引き続きしっかり

と行ってまいります。こうした取組を行います

ことで、第５期産業振興計画で目標として掲げ

ますＩＴ・コンテンツ企業の新規誘致20件、そ

して雇用創出1,814人の実現に向けて鋭意取り

組んでまいります。 

 次に、防災・減災対策に関連いたしまして、

四国８の字ネットワークの未整備区間の解消に

向けた決意についてお尋ねがございました。 

 今回の能登半島地震におきましては、土砂崩

れなどによります道路の寸断が救助活動や物資

輸送に影響を及ぼしました。このことは、本県

におきまして想定されます南海トラフ地震にお

いても共通をする課題でありまして、緊急輸送

道路の根幹をなします四国８の字ネットワーク

の整備を急ぐ必要があります。このため、四国

８の字ネットワークの整備促進を県政の最重要

課題の一つといたしまして、経済団体あるいは

沿線自治体と連携をし、国に対して政策提言を

重ねてまいりました。 

 こうした中、議員から御紹介もございました

が、今月の１日には、県内で事業化されていな

い東西の２区間が新規事業採択時評価の手続に

着手されるとの大変うれしい発表がなされまし

た。この手続が無事に完了し、新規事業採択と

なりましたら、本県におきます事業着手率は100

％となりまして、未整備区間の解消に向け、大

きく前進をいたします。 

 そして、来年春頃には、高知龍馬空港－香南

のいち間と、県施行の北川道路２－２工区――

和田トンネルを含む工区であります――の一部

区間の開通も控えているなど、これまでの取組

成果も着実に現れております。しかしながら、

実際に開通に至った整備率を県内で見ますと６

割にとどまるといった状況でして、まだまだ道

半ばであります。 

 今後も、四国８の字ネットワークの一日も早

い全線開通に向けまして、今回の朗報に気を緩

めることなく、引き続き国などに対して必要性

を示しながら強く働きかけてまいります。 

 最後に、自衛隊や海上保安庁による利用に関

しますいわゆる特定利用港湾の指定に関しまし

て、どのように受け止めているのか、また現状

はどうなっているのかとのお尋ねがございまし

た。 

 この特定利用港湾に位置づけられることによ
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りまして港湾の利用及び整備の内容がどのよう

に変化するのかという点につきましては、これ

まで随時、国に確認を行ってまいりました。国

からは、まず今回の取組の目的は、平時に自衛

隊などが港湾を利用する際、既存の港湾法など

に基づく利用調整をより円滑に行えるようにす

ることと聞いております。また、自衛隊の部隊

配備を目的とはしておらず、訓練などで利用す

る場合も、通常の民間船舶が利用するような使

用方法を想定しているとの説明を受けておりま

す。 

 一方、港湾整備に関しましては、港湾予算を

配分する際、前提となる民間利用のニーズに、

自衛隊などのニーズという政策的な要素が加味

されることになると伺っております。これによ

り、本県が取り組んでおります例えば浦戸湾の

三重防護事業など、災害対応のためのインフラ

整備が加速することが期待をされます。さらに

は、平時の訓練によって自衛隊などが本県の港

湾を熟知し、災害派遣を効率的に実施できるよ

うになるとの説明も受けておりまして、この点

は非常に重要であると認識しております。 

 このように、これまでの国の説明に基づきま

すと、今回の取組は県にとっても十分なメリッ

トが期待できるものと受け止めておりまして、

前向きに検討すべきものと考えております。 

 現在の調整状況につきましては、以前から県

は国に対しまして、広く情報の公開と、関係３

市をはじめ県民に対して取組内容の説明を行っ

ていただきたい旨要請をしてまいりました。こ

の点につきまして、これを踏まえて、国は先月、

３市を対象とした説明会を開催いたしましたほ

か、昨日には、この特定利用港湾に関する国の

考え方を示しましたＱ＆Ａ――質疑応答集を公

表いたしております。私も一読をいたしました

けれども、県民の皆さんが不安に感じているよ

うな疑問点を含めて、幅広い論点につきまして

大変分かりやすくまとめていただいているとい

うふうに思います。 

 今後は、このＱ＆Ａの内容を踏まえました上

で、３市との意見交換会を公開の場で改めて開

催いたしまして、県としての考え方をお伝えい

たしますとともに、３市の御意見も伺いたいと

いうふうに考えております。こうしたプロセス

によりまして、県民の皆さんへの情報提供を行っ

た上で、Ｑ＆Ａの内容、そして３市からの御意

見などを総合的に勘案いたしまして、今月の末

までには受入れの可否を適切に判断してまいる

考えであります。 

 私からは以上であります。 

   （子ども・福祉政策部長山地和君登壇） 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） まず、出

会いや結婚の後押しについてお尋ねがございま

した。 

 県では、新たに策定する高知県元気な未来創

造戦略において、政策の柱の一つに、結婚の希

望をかなえるを位置づけ、令和４年の婚姻件数

2,189組から、令和９年2,500組を目指し、出会

いや結婚への支援を希望する方に対しまして出

会いの機会の創出や結婚支援に取り組んでまい

ります。 

 具体的には、出会いの機会の創出では、こう

ち出会いサポートセンターにコンシェルジュを

配置するとともに、県東部・西部にサテライト

を設置し、中山間地域を中心に、移住施策や地

域のイベントと連携した多様な出会いの機会の

拡充を後押ししてまいります。また、結婚支援

では、民間の結婚相談所との連携体制を新たに

構築し、相談者のプロフィールの磨き上げや、

結婚相談所との相互のマッチングなど、成婚率

を高める取組を強化してまいります。加えて、

青年団活動やよさこい鳴子踊り、職場など、出

会いや結婚の機会につながる様々な交流機会の

活動をきめ細かく支援してまいります。 
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 一人でも多くの方の結婚の希望をかなえるた

め、市町村や民間企業、関係団体等と連携し、

出会いや結婚への支援を強化してまいります。 

 次に、出生数が減少した要因をどのように捉

え、今後の少子化対策の強化につなげていくの

か、お尋ねがございました。 

 令和５年の出生数は、今年１月19日に発表し

た速報値で3,380人と、過去最低となった令和４

年からさらに300人以上下回り、少子化対策は喫

緊の課題となっております。 

 お話のありました本県と島根県、鳥取県の出

生数を比較すると、平成22年と令和２年の10年

間で、島根県はマイナス22.3％、鳥取県がマイ

ナス21％と比べ、本県はマイナス26％と、２県

よりも出生数が大きく減少しています。また同

様に、20歳から39歳の若年女性人口を比較する

と、島根県がマイナス21.8％、鳥取県がマイナ

ス22.4％と比べ、本県はマイナス28.2％と、２

県よりも若年女性人口はさらに大きく減少して

います。 

 一方で、同様に合計特殊出生率を比較すると、

３県とも10年間で大きな変化がないことから、

本県の出生数減少の最大の要因は若年女性人口

の減少にあると分析をしています。 

 こうした要因を踏まえ、今後の少子化対策の

強化につなげていくためには、若者、特に女性

の増加が鍵となります。そのため、来年度、若

者へのヒアリングやアンケートにより意識や動

向を把握するほか、各種データを徹底的に分析

し、出生数の減少に至った要因分析をさらに深

めてまいります。 

 さらに、他県の先進事例も踏まえ、新たに設

置する人口動態の専門家などによる有識者会議

において議論いただいた上で、今後県が取るべ

き施策について検討してまいります。 

   （産業振興推進部長沖本健二君登壇） 

○産業振興推進部長（沖本健二君） 食品分野の

輸出拡大の取組と、輸出に適した品目の開拓に

ついてお尋ねがございました。関連しますので、

併せてお答えをいたします。 

 ユズ、水産物、土佐酒を中心とした県産食料

品の輸出額は、産業振興計画の取組を始めた平

成21年の5,000万円から、令和４年には46倍とな

ります23億円へと順調に拡大をしてきておりま

す。 

 こうした中、さらなる輸出拡大を図りますた

めには、既存市場における販売拡大に加えて、

新たな市場の開拓にも取り組んでいく必要があ

ります。特に、議員のお話にもございましたよ

うに、本県の主要な輸出相手国であります中国

において、日本産水産物の輸入停止に加え、他

の食料品についても輸出が滞っておりますこと

から、中国に代わる市場の開拓が急務となって

おります。 

 このため、これまで主要相手国であった米国

や欧州に加え、今後の経済成長が見込まれます

東南アジア、中東、インドといった新たな市場

に対し、展示会への出展機会の拡充や海外支援

拠点の活動の強化を行ってまいります。 

 あわせて、輸出拡大に向けましては、まず第

１に、海外からの旺盛な需要に応えられる生産

量の確保、第２に、新たな品目の掘り起こし、

さらに第３としまして、県内事業者の輸出対応

力の強化といった産地力の底上げが必要となり

ます。 

 まず、第１の生産量の確保につきましては、

産地と連携したユズや養殖魚などの生産拡大に

取り組んでまいります。特にユズ果汁につきま

しては、輸出が好調で、需要に生産が追いつか

ない状況となっておりますことから、栽培面積

の拡大や生産効率の向上に取り組んでいるとこ

ろです。 

 次に、第２の新たな品目の掘り起こしにつき

ましては、海外からの需要が期待でき、かつ本
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県の強みを生かせる品目を新たに戦略品目とし

て位置づけ、産地と連携した取組を強化するこ

ととしております。具体的には、ユズの中でも

欧米からの引き合いが強い有機ユズ、日本産水

産物の中で人気の高い養殖ブリ、かんきつ県と

しての強みを生かせるリキュールなど５品目に

ついて、生産体制やプロモーションの強化を図っ

てまいります。 

 さらに、第３の輸出対応力の強化につきまし

ては、まず来年度から、食品事業者向けに、輸

出に関する知識を段階的に学べるセミナーを開

催しますことで、事業者のポテンシャルを高め

てまいります。また、添加物規制や賞味期限の

延長、さらには国際認証の取得といった輸出相

手国のニーズに対応した商品づくりへの支援を

強化してまいります。 

 こうした取組を一体的に進めますことで、本

県の強みを生かした食料品の一層の輸出拡大に

つなげてまいります。 

   （土木部長荻野宏之君登壇） 

○土木部長（荻野宏之君） まず、県道中村宿毛

線の整備状況と今後の見通しについてお尋ねが

ございました。 

 当路線は、四万十市を起点として、幡多郡三

原村を経由し、宿毛市に至る路線で、南海トラ

フ地震発生時には津波により寸断することが想

定されている国道321号の代替ルートとして重要

な路線であります。そのため、複数の工区で事

業を展開し、昨年７月に亀ノ川工区が完成した

ことで、三原村の区間は整備が完了いたしまし

た。 

 残る宿毛市側のバイパスについても、当路線

の重要性を考慮し、重点的に整備を進めている

ところです。しかしながら、比較的規模の大き

い橋梁やトンネルのほか、大規模な切土区間が

連続し、多額の事業費が必要となることから、

バイパスの完成までには一定の期間を要するも

のと考えております。 

 道路の整備には継続的かつ安定的な予算が必

要となることから、改正国土強靱化基本法に基

づく国土強靱化実施中期計画においても引き続

き必要な財源が確保できるよう、関係自治体と

共に国へ訴えてまいります。 

 次に、下水道施設の耐震化の現状と今後の取

組についてお尋ねがございました。 

 下水道施設は、機能が停止した場合、公衆衛

生が悪化し、住民の健康や社会活動に重大な影

響を及ぼすことから、発災時にも一定の機能を

確保することが重要となります。このため、県

と市町村においては、耐震対策を優先すべき管

路や処理場について耐震化を進めてまいりまし

た。 

 進捗状況といたしましては、昨年度末時点で、

322キロメートルの管路のうち144キロメートル

で耐震性が確保できており、耐震化率は44.7％

となっております。また、県と市町村が管理す

る20の処理場のうち、10処理場で最低限確保す

べき施設の対策が完了しており、耐震化率は50

％となっております。 

 このようなハード対策とともに、発災時に速

やかに機能を回復させるためのソフト対策も重

要です。そのため、下水道ＢＣＰの作成を行う

とともに、県と市町村との相互支援協定、日本

下水道事業団など各団体との災害支援協定を締

結しております。それらの実効性を高めるため

に、情報伝達訓練や管路被災調査の実地訓練な

どを支援団体と継続的に実施するとともに、Ｂ

ＣＰの見直しや応急復旧資機材の整備などを

行っております。 

 今後も、下水道施設の耐震化を進めるととも

に、訓練を継続して行うなど、ハード・ソフト

両面で対策に取り組んでまいります。 

   （健康政策部長家保英隆君登壇） 

○健康政策部長（家保英隆君） まず、応急給水
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の体制整備や上水道施設の耐震化の現状と今後

の取組についてお尋ねがございました。 

 まず、耐震化の現状ですが、各地域に水を配

水する基幹管路の耐震適合率は、令和４年３月

末の時点で23.2％であり、全国平均の41.2％を

下回っております。 

 県内にある管路の総延長は1,578キロメートル

と膨大であり、管路全ての耐震化には多大な時

間と予算を要します。このため、市町村におい

て、病院や避難所などの重要施設をあらかじめ

設定し、これらにつながる管路を優先的に耐震

化しております。 

 また、被災後速やかに応急給水活動を開始す

るためには水の確保が欠かせませんことから、

水道施設の耐震化を優先的に進めております。

浄水施設の耐震化率は全国平均が39.2％に対し

て高知県は64.0％、水をためておくことができ

る配水池の耐震化率は全国平均が62.3％に対し

て高知県は78.7％と、いずれも全国平均を上回っ

ております。 

 耐震化により確保した水を給水量に換算しま

すと、約16万4,000トンの水が確保できると見積

もっております。これは、70万人の方が１日当

たり６リットルの水を使用すると仮定しますと、

39日分に相当する水量となります。 

 このように確保した水を、災害拠点病院、救

護病院、人工透析病院などの重要医療施設や避

難所など、必要とする場所に必要な量を配送す

るためには、事前に、給水先となる施設や給水

量、また給水車や給水タンクで飲料水を運搬す

る給水方法などを定めておくことが必要になり

ます。このため、市町村において応急給水の計

画の策定作業を進めており、来年度には全ての

市町村において整備される予定です。 

 加えて、給水車や資機材不足などの課題につ

いて、本年度から県の財政支援を講じており、

市町村の水道ＢＣＰに基づく資機材整備、例え

ば給水車や組立て式の水槽、発電機などの購入

支援などの加速化を図っております。 

 こうした取組に加え、交付率の引上げや採択

要件の緩和などの政策要望を行い、国の制度も

活用しながら、本県の防災・減災対策が一層加

速化できるよう取り組んでまいります。 

 次に、地域で求められる医師の確保に向けた

取組についてお尋ねがございました。 

 中山間地域では、医師の高齢化に伴う診療所

の閉院などにより、医療提供体制の維持が課題

となっております。このことについては、来年

度からの第８期高知県保健医療計画や第５期日

本一の健康長寿県構想において、重要なテーマ

と位置づけることとしております。 

 人口減少が進む中山間地域では、新たな診療

所等の開設は見込みづらい状況にあります。そ

うした中で、医療提供体制を維持するためには、

急性期医療を担う中核的な医療機関において一

定数の医師を確保し、地域の医療機関を支援す

る体制を整えることが重要と考えております。 

 県ではこれまで、高知大学における地域枠の

創設、医師養成奨学貸付金制度による医学生へ

の支援、さらには高知大学に設置した家庭医療

学講座により、地域医療を志す医師の育成を行っ

てまいりました。こうした取組により、近年、

大学卒業後に県内で医療に従事する若手医師が

増加しております。 

 これらの医師が、例えばあき総合病院や幡多

けんみん病院などの中核病院で一定期間勤務す

る仕組みを一層充実させることで、中山間地域

の医療提供体制の維持につなげられるものと考

えております。この取組を促進するに当たって

は、中山間地域で勤務している間の若手医師へ

の指導体制や医師が研さんを積む機会の確保が

課題となりますことから、引き続き、高知大学

を中心とした関係者の皆様と連携して、協議を

進めてまいります。 
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   （教育長長岡幹泰君登壇） 

○教育長（長岡幹泰君） まず、学力向上に向け

た今後の取組についてお尋ねがございました。 

 県教育委員会ではこれまで、学力調査の結果

を、教育施策の充実強化や各学校の授業改善、

児童生徒自らの学びの向上などにつなげていく

よう取り組んでまいりました。その成果としま

して、各学校において、学力向上の取組や授業

改善を一人の担当教員の力に任せるのではなく、

組織的に取り組む体制が整ってきたことや、学

力向上に向けた検証サイクルが確立してきてい

ることが挙げられます。こうしたことにより、

小学校の学力については、学力調査の結果から

見て、全国平均よりも高い状況を維持し、中学

校の学力も改善傾向にあります。 

 ただ、議員御指摘のように、中学校は各教科

ともに全国平均に届いておらず、特に数学や英

語などは依然として全国と開きがあります。こ

れは、小学校でのつまずきが解消されていない

まま積み残している状況があることや、中学校

において獲得した知識、技能を活用した深い学

びにまで至っていない場合があることなどが主

な要因と考えます。 

 県教育委員会ではこれまでも、国語、社会、

数学、理科、英語などの教科ごとに、担当教員

を対象に、調査から見られる課題を解決するた

めの指導法や授業の改善等についての研修を実

施してまいりました。今後は、小中学校教員が

合同で学ぶ研修形態も積極的に導入するなど、

研修方法や内容の充実を図ってまいります。あ

わせまして、ＩＣＴ機器を有効に活用した授業

や家庭学習の在り方についての研究協議を進め、

効果的な取組について、学校訪問等により周知

を図ってまいります。 

 こうした取組などを通して、児童生徒の学力

向上につなげてまいります。 

 次に、中学校の学力向上に取り組むに当たっ

て地域の特性や課題にどのように対応していく

のかとのお尋ねがございました。 

 学力向上に向けた取組を進めるに当たっては、

全国学力・学習状況調査や高知県学力定着状況

調査等を基に、県や市町村、学校それぞれに結

果等を分析し、課題を明確にした上で、具体的

な対策や施策を講じていくことが重要であると

考えております。 

 現在、３つの教育事務所では、それぞれの管

内の市町村教育委員会の指導事務担当者会を定

期的に開催しております。その中で、例えば、

学力調査等の結果から見える県及び管内地域の

子供たちの学力の定着状況や課題を説明すると

ともに、各市町村の担当者と学力課題の解決に

向けた取組についての意見交換を行っておりま

す。また、教育事務所は、市町村教育委員会や

各学校からの要請に基づいて、それぞれの指導

主事が訪問し、各市町村や学校の強みや弱みを

一緒に分析し、取組の強化策や授業改善を進め

るための指導・助言を行っております。 

 各市町村教育委員会は、こうした報告や協議

内容を基に、自らの市町村や学校の結果分析を

さらに進め、それぞれの学力向上施策や取組の

ＰＤＣＡを回しております。 

 今後も、それぞれの地域や市町村の実態や要

請に応じ、より実効性、納得性のある取組を各

教育事務所が中心となって提案し、また協議し

て取組を進めていくことで、全ての地域におい

て基礎学力の定着と学力の向上を図ってまいり

たいと考えております。 

 さらに、家庭学習の充実に向けた取組につい

てお尋ねがございました。 

 全国学力・学習状況調査の結果からも、家庭

学習の時間と学力の定着には大きな相関が見ら

れています。そのため、児童生徒に学習に対す

る主体性や計画性を育て、学習習慣を身につけ

させることは、大切なことであると考えており
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ます。 

 まず、主体性の育成については、児童生徒の

興味、関心に基づいた学習課題を設定すること

が重要であり、その課題解決の道筋を児童生徒

と共に話し合い、見通しを持たせることが必要

です。このことによって、児童生徒は家庭等で

の学習の意義を感じ、主体的に学ぶ態度も養わ

れていくものと思います。こうしたことから、

授業と授業外学習を切れ目なくつなぐシームレ

ス化を図る取組を進め、前日の家庭学習の内容

を翌日の授業で生かす場面を増やし、学びに対

する主体性や意欲を高めてまいります。 

 また、計画性の育成については、児童生徒が

自らの学習状況を把握し、自分に合った目標を

設定し、学習の進め方を考える機会をつくるこ

とが重要と考えます。そのためにも、教員が学

力調査の結果やデジタルドリルの学習履歴等に

基づいて児童生徒に丁寧なフィードバックを行

うこと、そして短期的、具体的な目標を子供た

ちと話し合いながら一緒に設定すること、また

いつまでに何をするのか、子供自身が主体的に

計画を考えて実行すること、このような学習サ

イクルを育んでいきたいと考えております。 

 現在、デジタルドリル活用実証研究事業の指

定校でこうしたことを研究しているところであ

りますので、この研究の成果を県全体に横展開

してまいります。 

 このような取組を通して、児童生徒に学習習

慣の確立と意欲の向上を図ってまいります。 

 最後に、働き方改革の推進についてお尋ねが

ございました。 

 教職員の負担軽減を図ることは、子供と向き

合う時間を確保し、教員本来の業務に注力でき

る環境を整えるために、大変重要なことだと考

えております。このため県教育委員会では、こ

れまで、教育大綱や教育振興基本計画に働き方

改革の推進を位置づけ、取組を進めてまいりま

した。 

 具体的には、統合型校務支援システムの導入

や研修のオンライン化といったデジタル技術に

よる業務の効率化、さらには教員業務支援員な

ど外部人材の活用にも取り組んできたところで

あります。その結果、例えば、教員業務支援員

を配置している小中学校等における月平均の時

間外在校等時間は、平成30年度の配置校20校で

約53時間であったものが、令和４年度の配置校

85校では約41時間となるなど、改善傾向が見ら

れております。 

 今後は、こうした成果や国における働き方改

革の取組の加速化も踏まえまして、ＩＣＴのさ

らなる活用や教員業務支援員の配置を一層充実

するなど、これまでの取組をさらに充実してま

いります。 

 加えまして、特に若年教員の負担軽減を図る

観点から、新たに、心理職の相談員や小学校で

のサポート教員の配置を行うなど、支援体制を

強化してまいります。 

 こうした取組を市町村教育委員会や学校とも

連携して推進するとともに、国に対しましても、

働き方改革に関連する財政支援の拡充を求める

など、引き続き教職員の負担軽減に向けて取り

組んでまいります。 

   （中山間振興・交通部長中村剛君登壇） 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） まず、集

落活動センターの活性化に向けた取組をどのよ

うに進めていくか、お尋ねがございました。 

 お話にありましたように、活動を拡大してい

るセンターがある一方、コロナ禍により活動の

中断や停滞を余儀なくされたセンターもござい

ます。また、住民の高齢化が進み、活動の担い

手が不足しているといった、センターの継続や

活性化に向けた課題も多くのセンターで見られ

るようになっております。 

 このため、本年度、コロナ禍で一旦止まった
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活動の再開に向けた新たな支援制度を設けまし

たところ、多くのセンターに活用いただき、こ

れまでに23のセンターがカフェや地域の祭りな

どの活動を再開いたしました。また、このセン

ターの活性化に向けた大学とのマッチング事業

も新たに開始し、15のセンターが延べ60人の大

学生を地域のお祭りやイベントに受け入れまし

た。受け入れたセンターからは、住民が笑顔で

楽しく触れ合うことができてとても有意義だっ

た、学生からも、地域でしかできない体験がで

きたと、双方から高い評価をいただきました。

来年度は、この事業に参画する大学を増やし、

さらに取組を拡大してまいります。 

 また、活動の担い手不足に対しては、センター

が専任して従事する事務局人材などを確保する

ための支援、これを拡充するとともに、新規立

ち上げに向けた新たな取組としては、活力やマ

ンパワーが残る、いわゆる町なかにおけるセン

ターの立ち上げを推進します。また、この町な

か集活のマンパワーを生かすことで、周辺のセ

ンターなども含めた地域全体の活性化の取組を

支援していきたいと考えております。 

 次に、移住の強化と併せて、定住を後押しす

ることについてお尋ねがございました。 

 まず、移住の強化に向けては、今年度から先

行して取り組んでいるデジタルマーケティング

の活用やＵターン促進プロモーション、これを

さらに強化し、より効果的な情報発信を行うこ

とで、新たな移住関心層の獲得を図ってまいり

ます。また、これら新たな高知への移住関心層

を移住相談、高知移住につなげるため、その関

心に応じたイベントの開催や、県出身者の多い

大阪の相談窓口の体制強化に取り組んでまいり

ます。加えて、こうした県の取組と連携した市

町村独自の情報発信や個別相談会などの取組も

支援してまいります。 

 一方、お話しのように、移住をされた方が地

域の生活になじみ、希望する暮らしを実現しな

がら住み続けていただけるよう後押ししていく

取組、こちらも大変重要でございます。そのた

め、現在、23市町村で190名の方々を地域と移住

者との橋渡し役となる地域移住サポーターに委

嘱し、困り事へのアドバイスや地域住民との交

流の場づくりなどに取り組んでいただいており

ます。昨年９月からは、移住支援に取り組む民

間団体もサポーターの対象に加えるなど、サポー

ト体制を充実させるとともに、より身近な存在

である先輩移住者をサポーターに登録するよう

働きかけを進めております。 

 また、暮らしの不安の解消や仲間づくりのた

めには、移住者同士の交流の機会が必要であり

ます。このため、市町村が行う交流会に加え、

新たに、県と移住者支援団体が連携して、より

広域での交流会を開催し、移住者同士が地域を

超えてつながることができる機会を創出するこ

とといたしました。 

 引き続き、取組を強化しながら、市町村や民

間団体と連携した移住促進に努めるとともに、

移住者の方々が地域との交流を通じて安心して

定住できますようサポートしてまいります。 

○16番（加藤漠君） それぞれ丁寧な御答弁、そ

して誠実に御答弁をいただきまして、誠にあり

がとうございました。私からの２問目というこ

とはございませんので、少し思いを述べさせて

いただきたいと思います。 

 来年度は、濵田知事にとって実質の２期目の

スタートとなる年度だというふうに思います。

１期目の４年間というのは、コロナ禍と向き合っ

てくる中で必要な対応を迫られた、そういう４

年間だったというふうに思います。２期目に入っ

て、これから濵田知事が目指していかれる目標

に向かって進むことができる、こういうステー

ジになってくるんだろうというふうに思います。 

 その中でも、特に人口減少に対応して道筋を
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しっかりとつけていく、こういうことに強い決

意を示されて、来年度の当初予算も編成をされ

ておられるわけでございますけれども、これま

でもこの人口減少、少子高齢化というのは本当

に高知県にとって積年とも言える課題でござい

まして、ともすれば諦めのような声も聞こえて

くる、それほど厳しい現状ではないかというふ

うに思っております。しかしながら、高知県は

これまでも、厳しい経済状況あるいは南海トラ

フ地震への対応、そういった大きな壁に当たり

ながらも乗り越えてきた、こういうような道筋

をたどってきたことなんだろうというふうに思

います。 

 有効求人倍率も低かったですから、産業振興

計画をつくったときは、本当に経済がよくなる

のか、こういう不安の中で計画が進んできた。

その結果どうなったかというと、人口が減って

も高知県の経済は元気になるんだ、こういうこ

とが間違いなく構造として変わってきた、こう

いう産業振興計画の大きな成果だと思います。 

 私がよく覚えていますのは、あのときに、米

沢藩の立て直しをされた上杉鷹山公のお言葉を

用いさせていただきまして､｢なせば成る なさね

ば成らぬ何事も 成らぬは人のなさぬなりけり」

と、こういうような思いをお伝えさせていただ

きました。絶対にやるんだ、やればできるんだ、

こういう思いで、私は人口減少も、この産業振

興計画あるいは南海トラフ地震の津波の34メー

トルと向き合ってきた、こういう思いで県民一

丸となって乗り越えていける、そういう課題だ

というふうに思っているところでございます。

決して悲観せず、正面から課題解決を目指して

いくことが重要だというふうに思っております。 

 若い方々は、家庭を持ちたい、できれば高知

県で暮らしたい、こういう希望を間違いなく持っ

ておられますので、こういった方々の思いを、

一人でも多くの思いをかなえていく、こういう

知事の決意にぜひ高知県全体が同じ目標を向い

て全県で進んでいく、そういう機運が高まりま

すように心から御期待を申し上げ、エールを送っ

て、私の質問の一切とさせていただきます。あ

りがとうございました。（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、本日の議

事日程は終了いたしました。 

 明７日の議事日程は、一問一答による議案に

対する質疑並びに一般質問であります。開議時

刻は午前10時、本日はこれにて散会いたします。 

   午後２時25分散会 
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事務局職員出席者 

  事 務 局 長  山 本 和 弘 君 

  事 務 局 次 長  中 島 勝 海 君 

  議 事 課 長  吉 岡 正 勝 君 

  政策調査課長  飯 田 志 保 君 

  議事課長補佐  杉 本 健 治 君 

  主     幹  大 川 美千子 君 

  主     査  宮 﨑 由 妃 君 

        

――――  ―――― 

 

議 事 日 程（第６号） 

   令和６年３月７日午前10時開議 

第１ 

 第 １ 号 令和６年度高知県一般会計予算 

 第 ２ 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計予算 

 第 ３ 号 令和６年度高知県給与等集中管理特

別会計予算 

 第 ４ 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計予算 

 第 ５ 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計予算 

 第 ６ 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計予算 

 第 ７ 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

予算 

 第 ８ 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計予算 

 第 ９ 号 令和６年度高知県国民健康保険事業

特別会計予算 

 第 10 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計予算 

 第 11 号 令和６年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計予算 

 第 12 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計予算 

 第 13 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計予算 

 第 14 号 令和６年度高知県農業改良資金助成

事業特別会計予算 

 第 15 号 令和６年度高知県県営林事業特別会

計予算 

 第 16 号 令和６年度高知県林業・木材産業改

善資金助成事業特別会計予算 

 第 17 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計予算 

 第 18 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計予算 

 第 19 号 令和６年度高知県高等学校等奨学金

特別会計予算 

 第 20 号 令和６年度高知県流域下水道事業会

計予算 

 第 21 号 令和６年度高知県電気事業会計予算 

 第 22 号 令和６年度高知県工業用水道事業会

計予算 

 第 23 号 令和６年度高知県病院事業会計予算 

 第 24 号 令和５年度高知県一般会計補正予算 

 第 25 号 令和５年度高知県収入証紙等管理特

別会計補正予算 

 第 26 号 令和５年度高知県旅費集中管理特別

会計補正予算 

 第 27 号 令和５年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和５年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和５年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

 第 30 号 令和５年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 

 第 31 号 令和５年度高知県国民健康保険事業

特別会計補正予算 
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 第 32 号 令和５年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算 

 第 33 号 令和５年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計補正予算 

 第 34 号 令和５年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和５年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 36 号 令和５年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 37 号 令和５年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 38 号 令和５年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 39 号 令和５年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 40 号 令和５年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 41 号 令和５年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 42 号 障害のある人もない人も共に安心し

て豊かに暮らせる高知県づくり条例

議案 

 第 43 号 高知県女性自立支援施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例議案 

 第 44 号 こうち奨学金返還支援基金条例議案 

 第 45 号 高知県公立学校情報機器整備基金条

例議案 

 第 46 号 高知県部設置条例の一部を改正する

条例議案 

 第 47 号 公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例の一部を改正する条例議案 

 第 48 号 知事等の損害賠償責任の一部免責に

関する条例及び高知県税条例の一部

を改正する条例議案 

 第 49 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県住民基本台帳法施行条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 51 号 高知県消防法関係手数料徴収条例等

の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県後期高齢者医療財政安定化基

金条例の一部を改正する条例議案 

 第 53 号 高知県国民健康保険法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 54 号 高知県住民基本台帳法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県介護保険財政安定化基金条例

の一部を改正する条例議案 

 第 56 号 高知県介護保険法関係手数料徴収条

例の一部を改正する条例議案 

 第 57 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例及び

高知県指定居宅サービス等の事業等

の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例議案 

 第 58 号 高知県立療育福祉センターの設置及

び管理に関する条例の一部を改正す

る条例議案 

 第 59 号 高知県指定障害児通所支援事業者等

が行う障害児通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例議

案 

 第 60 号 高知県指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する

条例議案 

 第 61 号 高知県精神科病院における任意入院

者の症状等の報告に関する条例の一

部を改正する条例議案 

 第 62 号 高知県安心こども基金条例の一部を

改正する条例議案 
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 第 63 号 高知県女性相談支援センター設置条

例の一部を改正する条例議案 

 第 64 号 高知県立紙産業技術センターの設置

及び管理に関する条例の一部を改正

する条例議案 

 第 65 号 高知県新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金基金条例の一

部を改正する条例議案 

 第 66 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 67 号 高知県家畜保健衛生所条例の一部を

改正する条例議案 

 第 68 号 高知県漁港管理条例及び高知県漁港

区域内における行為の規制に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 69 号 高知県営住宅の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例議案 

 第 70 号 高知県建築基準法施行条例及び高知

県手数料徴収条例の一部を改正する

条例議案 

 第 71 号 高知県港湾施設管理条例の一部を改

正する条例議案 

 第 72 号 高知県警察の設置及び定員に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 73 号 高知県警察手数料徴収条例の一部を

改正する条例議案 

 第 74 号 高知県県立高校通学支援奨学金貸与

条例を廃止する条例議案 

 第 75 号 高知県が当事者である訴えの提起に

関する議案 

 第 76 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 77 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 78 号 行政不服審査法第81条第１項の機関

の事務の受託の廃止に関する議案 

 第 79 号 権利の放棄に関する議案 

 第 80 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 81 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 82 号 県が行う土木その他の建設事業に対

する市町村の負担の一部変更に関す

る議案 

 第 83 号 県が行う流域下水道の維持管理に要

する費用に対する市の負担の変更に

関する議案 

 第 84 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 85 号 一級河川の指定に関する議案 

第２ 一般質問（一問一答形式による） 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開議 

○議長（弘田兼一君） これより本日の会議を開

きます。 

 

――――  ―――― 

 

諸 般 の 報 告 

○議長（弘田兼一君） 御報告いたします。 

 門田純一人事委員長から、所用のため本日の

会議を欠席し、成瀬洋人事委員を職務代理者と

して出席させたい旨の届出がありました。 

 また、小田切泰禎公安委員長から、所用のた

め本日の会議を欠席し、古谷純代公安委員を職

務代理者として出席させたい旨の届出がありま

した。 

 

――――  ―――― 

 

質疑並びに一般質問 

○議長（弘田兼一君） これより日程に入ります。 
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 日程第１、第１号「令和６年度高知県一般会

計予算」から第85号「一級河川の指定に関する

議案」まで、以上85件の議案を一括議題とし、

これより議案に対する質疑並びに日程第２、一

般質問を併せて行います。 

 質疑並びに一般質問は一問一答形式によるこ

ととします。 

 土森正一議員の持ち時間は60分です。 

 ５番土森正一議員。 

○５番（土森正一君） よろしくお願いします。

おはようございます。自由民主党の土森正一で

す。議長の許可をいただきましたので、質問さ

せていただきます。 

 能登半島地震でお亡くなりになりました皆様、

また被災された皆様にお悔やみとお見舞いを申

し上げます。一日でも早い復旧を願っておりま

す。 

 まず、四万十川についてお聞きします。 

 昭和58年、ＮＨＫ特集「土佐・四万十川～清

流と魚と人～」で最後の清流として放送され、

四万十川は一躍脚光を浴び、美しい景色と豊富

な生き物たちが織りなす情景は悠久の川として

全国に知れ渡りました。四万十市も、パワーワー

ドに「川とともに生きるまち」とし、その魅力

を発信、観光産業の柱、そして地域の水産業の

なりわいを支える川であります。 

 高知県はもともと、美しい川が数多くありま

すが、四万十川の認知度はとても高く、高知県

にとっても大切な川であり、観光、１次産業を

支えているものと思っておりますが、濵田知事

にとりましての四万十川はどんな思いがあるの

か、まず最初に伺いたいと思います。 

○知事（濵田省司君） 議員からお話がございま

したように、四万十川は日本最後の清流として

知られております。今なお美しい流れを保ちま

して、自然のままの姿を多くとどめております。

そして、日本の原風景とも言える風情を残しな

がら、例えば最近ではカヌーの体験、沈下橋巡

りなどの観光のフィールドともなっておりまし

て、アユ、ウナギなどの豊かな恵みを与えてく

れております。私自身も幼少期から四万十川に

なれ親しんできておりまして、まさしくアユ、

ウナギなどの食の宝庫というのが今でも思い出

されるところでございます。本当に恵み多い自

然の宝庫だと感じる機会が多くございました。 

 一方、最近の生活様式の変化、来訪者の増加

などによります河川環境や水産資源への影響が

懸念をされるといった状況にありまして、人と

自然との間で様々な課題が生じている、これも

事実だというふうに思います。 

 将来にわたりましてこの清流四万十川の恵み

を受け続けられますように、流域の皆さんと共

にこの保全を図りまして、県民の財産、そして

国民の共有の財産として、後世にしっかりと引

き継いでまいりたいと思っております。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

知事と一緒に泳いだ川かもしれません。 

 昨年５月、民放にて「四万十川と生きる」が

放送されました。四万十川の美しい景色の中で、

自然環境の悪化、水産資源の減少が続いている

ことが紹介され、私も衝撃を持って見たところ

であります。 

 四万十川については、本会議でも２回ほど質

問させていただいておりますが、令和４年９月

議会において林業振興・環境部長から、四万十

川の環境変化は看過できない課題だとお答えい

ただき、共有させていただいております。 

 令和５年12月５日に、四万十川漁業振興協議

会そして四万十川総合保全機構より知事要望を

提出いたしました。１つ目の要望は、砂利の流

出により岩床がむき出しとなっている箇所が多

く見られるようになっており、上流からの安定

した砂利供給がなされず河床低下が進行してい

ると考えられています。一方で、下流のほうで
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は河床高の傾向もあると言われております。河

床低下対策と砂利供給対策も、四万十川の再生

に向けて施策が必要ではないかということです。 

 知事からは、今後、対策に向けた予算措置を

検討するとともに状況把握に努め、流域の関係

者と連携しながら総合的に取り組んでいくとの

回答をいただきました。 

 要望の１つ目、四万十川の環境改善のための

岩石投入はどのような状況となっているのか、

土木部長にお聞きをいたします。 

○土木部長（荻野宏之君） 環境改善を目的とし

て河川内に岩石等を投入する取組につきまして

は、漁協等の御意見もお伺いしながら、年度内

に候補地の選定を行いまして、来年度、試行的

に実施する予定としてございます。この試行の

前後には、地形測量でありますとか魚類の調査

などの環境調査を行いまして、改善の効果が認

められましたら、この取組を継続して実施して

いきたいと考えてございます。 

○５番（土森正一君） 大変丁寧な御答弁ありが

とうございます。よろしくお願いいたします。 

 ２つ目の要望は、国、県、流域市町、漁業関

係者、沿岸住民などで構成する新組織の設立を

目指し、県も積極的に参画することを要望し、

知事からは、組織設立については県が設置して

いる高知県四万十川流域保全振興委員会の中に

専門部会を立ち上げる方向性を軸に、流域の皆

様の協力をいただきながら積極的に参加してい

ただくとの回答をいただいたところです。四万

十市のほうも、12月議会の答弁で、県の提案を

軸とした新組織に積極的に取り組むと言われて

おり、新組織の設立は私も大いに賛同するとこ

ろです。 

 私は、要望書の中にもありますように、国に

新組織の中に必ず入ってもらうことが重要だと

思います。新組織設立に向けた今現在の状況を

林業振興・環境部長にお聞きをいたします。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） お尋ねの

組織につきましては、河川環境の改善や水産資

源の回復の検討を目的に、既存の高知県四万十

川流域保全振興委員会の中に専門部会を立ち上

げることを考えております。この専門部会につ

いては、国をはじめとする流域関係者などに参

画いただき、令和６年度のできるだけ早い時期

に立ち上げられるよう準備を進めてまいります。 

○５番（土森正一君） ぜひともよろしくお願い

したいと思います。 

 先ほどの番組の中で、土砂が堆積し目詰まり

を起こし、伏流水や川の生き物が入る空間がな

くなっていることが、川の環境や水産資源に影

響が出ている原因の一つではないかと紹介され

ておりました。 

 四万十川のほうでは、令和４年２月に西土佐

茅生・橘地区において堆積土調査を行い、伏流

水が阻害されない川を再生する目的で試験を

行っております。また、令和５年度には、西土

佐地域と愛媛県でリッパー掘削の実証実験を５

か所で行っています。そのうち２か所では、土

壌及び伏流水分析調査をしており非常によい結

果も出ているそうです。愛媛県では、今年度も

２億円の予算で、河床掘削後、河川に必要とす

る砂利を現地に残す工事をしています。 

 実証実験でよい結果が続くようであれば、先

ほどの施工方法あるいは愛媛独自の掘削方法と

リッパー掘削を併せた施工を高知県のほうでも

できないか、土木部長にお聞きをいたします。 

○土木部長（荻野宏之君） 西土佐地区におけま

す河川環境の改善に向けました河床のリッパー

掘削につきましては、漁協が中心となりまして

令和３年度から実証実験を行っております。ま

た、愛媛県を流れる支川の広見川などにおきま

しても同様の取組が行われておりますことは承

知してございます。 

 漁協が取りまとめました実証実験の調査結果
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では、掘削による河床への伏流水の継続的な供

給が微生物の活性化に寄与し、環境改善につな

がる可能性があるとされてございます。今後、

四万十川流域保全振興委員会の中に立ち上げま

す専門部会におきまして継続的なモニタリング

を実施していただき、効果が確認できましたら、

県でのリッパー掘削等の実施を検討していきた

いと考えてございます。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

漁協の皆様は本当に川の自然を再生することを

頑張っておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 それでは次に、漁業資源の観点からお聞きを

いたします。1980年代、四万十川のアユは1,000

トンの漁獲量がありましたが、近年30トン以下

で推移をしております。テナガエビについては、

平成22年には７トンの漁獲量が近年は１トン台、

平成29年高知県はレッドリストに追加、準絶滅

危惧種に指定し、平成30年より９月から３月ま

で禁漁期間を設けています。関係者の皆様から

は、その成果もあって少しずつテナガエビが復

活してきているとのことでした。天然ウナギも

減少傾向で、エビもウナギも、すみか、土砂の

堆積ですむ空間がなくなってきている、ツガニ

は回復傾向にあるとのことでした。 

 まずは、先ほど申しました種類の漁獲量の激

減は四万十川の漁業関係や産業、観光の面でも

非常に懸念されるのではないかと考えますが、

高知県の漁獲量の再生対策について水産振興部

長にお聞きをいたします。 

○水産振興部長（松村晃充君） まず、資源の保

護を図るため、高知県漁業調整規則や内水面漁

場管理委員会の指示により、アユやウナギ、モ

クズガニやテナガエビの禁漁期間の設定や、漁

獲効率の高い漁具の使用制限を行っております。

また、内水面漁業センターでは、四万十川など

のアユの産卵や遡上の状況調査に基づく資源の

評価を行っておるところです。 

 次に、資源の増加に向けましては、アユにつ

きましては県が内水面漁連に委託をしまして種

苗を生産し、放流を行う漁協や市町村などに供

給を行っております。ウナギにつきましては、

こちらも内水面漁連に委託をしまして種苗の放

流を行いますとともに、一般社団法人高知県水

産資源管理機構が行う親ウナギの放流への支援

も行っております。 

 こうした取組を継続しますとともに、流域の

関係者の御意見を伺いながら、さらに必要な対

策を検討してまいります。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。 

 下流、汽水域のほうも深刻でございます。昭

和53年から63年までのアオノリ、アオサノリの

収穫量は年平均61.7トンでした。令和３年から

令和５年は、収穫量がゼロとなっています。ア

オサノリの販売実績は、平成18年には２億1,580

万円、アオノリは平成６年に１億5,440万円の販

売実績があります。今は収入はありません。ゼ

ロです。四万十川の近くにノリを干すとき、ノ

リが風になびく風景は風物詩でした。地域の皆

様に恩恵をもたらした産業がなくなっており、

大変深刻な状況であります。アオノリ、アオサ

ノリは、今年も収穫量が見通せておりません。 

 先日、岡本議員のほうもありましたけれども、

下流組合の皆様も、高知大学大野教授と高知県

土佐清水漁業指導所の助言をいただき、熊本県

天草の種つき網を６枚設置し、実証実験をする

など、再生に向けて様々な取組をしています。

今後もあらゆる手段で原因解明と再生の方策を

考えていかなければなりません。 

 例えば、アオサノリ、アオノリの通年収穫量・

販売量が安定的に得られる新たな種子の品質改

良、育つことのできる川の栄養分の熟成など、

再生に向けた取組を県のほうでも取り組んでい

ただきたいと思いますが、水産振興部長にお聞
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きをいたします。 

○水産振興部長（松村晃充君） 養殖アオサノリ

や天然のアオノリの生産量の減少と河川環境の

変化には明確な因果関係は見られていないとい

うところでございます。ただ、そうした中でも、

養殖アオサノリの生産量の回復に向けましては、

良質な種苗を生産するための実証試験や、四万

十川より水温の高い他県産の種苗を用いた養殖

試験などを実施しております。 

 今後は、四万十市や漁協と連携し、こうした

取組の成果の検証や他の産地の情報収集、種苗

生産へのデジタル技術の導入の検討などを行い、

有効な対策を進めていきたいと考えております。 

 一方、天然のアオノリにつきましては、根本

的な原因が明確でない中、天然の環境で育つも

のであるということから、人の手を加えながら

育てる養殖アオサノリのような生産技術の改良

といった対策は難しい面がございます。しかし

ながら、生産量の回復に向けまして、今後どう

いった取組が有効か、他の産地の情報収集や国

の研究機関などの専門家の意見を伺いながら、

市や漁協と連携して取り組んでまいりたいと考

えております。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

アオサノリは一回つくんですけれど、それがす

ぐ消えてしまうという大変な状況になっており

ますので、何とぞよろしくお願いをいたします。

また、地域のほうの方も、アオノリ、アオサノ

リの復活に向けて懸命に取り組んでいるところ

でございます。長い闘いになると思いますけれ

ども、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

 また、四万十川のことを皆さんにお聞きして

いくうちに、様々な方が四万十川の環境保全、

水産資源の再生のために関わってくれておりま

す。生態系総合研究所の小松先生、高知大学の

平岡雅規教授、大野正夫名誉教授、高知高専岡

田将治教授、熊本県立大学の島谷教授、西日本

科学研究所、近自然河川研究所、東洋技研、四

万十川財団、民間企業の皆様が実に多く関わっ

ていることが分かりました。と同時に、専門家

の皆様や四万十川流域にお住まいになられてい

る住民の皆様との理解の共有が必要なのではな

いかと強く思うようになりました。 

 それぞれの団体で四万十川についての勉強会

などをしているのは承知をしておりますが、何

年かに一度は、四万十川を思う多くの皆様にお

集まりいただきまして四万十川再生シンポジウ

ムなどを開催していただければと思いますが、

林業振興・環境部長にお聞きいたします。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 四万十川

におきましては、一斉清掃や環境学習など様々

な取組が行われております。こうした取組や四

万十川の現状などについて広く県民の皆様に

知っていただく機会を設けることは意義がある

ものと考えております。 

 御提案のシンポジウムなどの開催につきまし

ては、その内容を含め、今後立ち上げる専門部

会における議論なども踏まえながら検討してま

いりたいと考えております。 

○５番（土森正一君） どうぞよろしくお願い申

し上げます。それでは、四万十川の質問はこれ

でもう最後でございますけれど、日本最後の清

流四万十川、美しい景色の裏で生き物たちの姿

が消えようとしている、今こそ変わらなければ

いけないと、四万十川は私たちに最後の警告を

しています。テレビ番組「四万十川と生きる」

の言葉です。高知県の宝であります四万十川を

再生し、次世代につなげていくために、四万十

川流域の皆様と共にこれからも発信してまいり

ますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 

 それでは次に、藻場の再生についてお聞きを

いたします。 

 海の生物の作用で海中に取り込まれる炭素の

ことをブルーカーボンといいます。海藻類は、
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海水中に溶け込んだ二酸化炭素を効率よく吸収

してくれます。陸上の森林に比べて単位面積当

たりの吸収量は２倍以上という調査結果もある

ほどです。 

 国土交通省は、ＣＯ２の新たな吸収源として、

須崎港の防波堤の浅場をモデルフィールドとし

た実証実験を行い、藻場の分布拡大が見られた

ところでございます。その藻場の吸収するＣＯ２

を試算したところ、年間1.3トン吸収することが

分かっており、この吸収量をグリーンカーボン

に置き換えると、40年生の杉が１年間で吸収す

る量に換算した場合、約150本の吸収量となって

います。 

 このように、藻場によって吸収されるブルー

カーボンはＣＯ２の吸収源として期待されるもの

であり、県内における藻場の拡大を図ることは

とても重要なことだと考えています。 

 高知県内の藻場の維持・拡大に向けた取組状

況について水産振興部長にお聞きをいたします。 

○水産振興部長（松村晃充君） 藻場の維持・回

復にはウニなどの食害生物対策が効果的である

ことから、漁業者を中心とした12の活動組織が

行うウニ除去などの取組を支援しております。

多くの活動エリアでは藻場の維持・回復が図ら

れているものの、参加者の高齢化や減少が進み、

今後の活動の継続が課題となってきていますこ

とから、水中ドローンを活用したウニ除去の効

率化にも取り組んでいるところでございます。 

 加えまして、本年度県内の４か所におきまし

て、新たな藻場を造成する藻場礁の整備への支

援も行いました。また現在、令和４年度から３

年計画で、県内全域の藻場の分布調査を行って

おりまして、その結果も踏まえましてさらに取

組を強化し、沿岸漁業の振興とＣＯ２の吸収源対

策に寄与していきたいと考えております。 

○５番（土森正一君） 丁寧な御答弁ありがとう

ございます。調査の結果も期待しておりますが、

ちょっと話はそれますけれど、2050年カーボン

ニュートラルの達成に向けて、ブルーカーボン

で1,000万トン以上吸収しなければいけないと言

われております。そこに多くの企業がブルーカー

ボンについて研究、実験をしており、そこから

生まれるイノベーションに私は大いに期待して

いるところでありまして、その技術を川のほう

の再生へも転用できないかと思っているところ

でございます。どうぞよろしくお願いしたいと

思います。 

 それでは、次の質問に入ります。四万十市食

肉センターの整備についてお聞きします。 

 多くの県議の皆様が質問しております。濵田

知事からは、整備に向けての力強い答弁、杉村

部長からは、当センターの従業員の不安、若手

畜産農家のお声にも触れながら、四万十市長の

決断に対してしっかり応え歩調を合わせて取り

組んでいくとの答弁をいただき、誠にありがと

うございます。心から感謝を申し上げます。 

 少しだけ私も質問したいと思います。当セン

ターは、四国西南地区の畜産物の屠畜処理の拠

点施設であり、四国内11か所の食肉センターの

中でも３番目に多い処理頭数を誇っております。

生産額は54.3億円となっており、当センターと

関連の民間事業者全体で150名の雇用を創出し、

食肉関連施設から生まれる経済波及効果は33.6

億円と、先ほどの生産額と合わせて約88億円と

なっておりまして、地域の大切な食肉工業団地

となっています。 

 当センターは、しかしながら老朽化が著しく、

新しく整備されることでＨＡＣＣＰによる衛生

管理で高度な施設となり、高知県はもとより国

内外の消費者へ安心・安全な食肉を提供できる

ことになります。 

 高度な衛生管理機能を併せ持った四万十市食

肉センターができれば、これまで以上に高知県

の産業振興に大きく貢献できる施設になると思
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いますが、農業振興部長にお聞きをいたします。 

○農業振興部長（杉村充孝君） 四万十市の食肉

センターは、現施設におきましてもＨＡＣＣＰ

に沿った衛生管理に取り組まれておられますが、

ハード面の古さから輸出レベルの対応には課題

があるとお聞きしております。 

 基本設計に基づく新施設の建設が実現すれば、

ＨＡＣＣＰに対応した最新の設備を備え、ハー

ド・ソフト両面で輸出認定の取得要件も満たす、

より高度な衛生管理が可能な施設に生まれ変わ

ります。産地の近くにこうした新たなセンター

ができることによって、食肉を取り扱うバイヤー

の方々や消費者に対するイメージアップといっ

た効果に加え、将来的にも、輸出対応が可能と

なることで、本県の産業振興にとって大きな役

割を果たすことにつながるものと考えておりま

す。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

国内外に輸出できる、持っていけるということ

で、大変私もこの新食肉センターへ期待してお

りますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、次の質問に移ります。四万十市食

肉センターの整備は、多くの困難を極めながら、

粘り強く進めてきております。その間、四万十

市は､｢市民、県民、畜産業者の皆様へ」と題し

て、四万十市食肉センターの整備の必要性は何

ですかというＱ＆Ａを２度作成し、その他多く

の資料を作成、必要性を訴えてきております。

また、地域の民間団体の会合に出向き食肉セン

ターに隣接する民間事業者と共に講演するなど、

市民、県民の皆様に訴え、食肉センターの必要

性の意義を醸成したい、この施設が必ず必要だ

というぶれない姿勢で取り組んできています。

私も敬意を持ってお話を聞いてまいりました。 

 高知県も歩調を合わせ、整備に向けて取り組

んでいく言葉に感謝すると同時に、これまでの

四万十市食肉センターの整備の取組について農

業振興部長にお聞きをいたします。 

○農業振興部長（杉村充孝君） 四万十市の新食

肉センター整備の取組は、これまで国の交付金

活用の断念に伴う基本計画の見直しや基本設計

における事業費削減の検討に時間を要したこと

などから、長期間にわたる取組となっておりま

す。四万十市は、この取組が市にもたらす産業

や雇用の面での効果のみならず県全体の畜産振

興の観点からも必要であるという思いを私ども

と共有していただき、新センター整備の実現に

向けて粘り強く取り組んでおられます。中平市

長をはじめ市の職員の方々のこれまでの御苦労

を思いますと、頭の下がる思いでございます。 

 早期の整備を目指す上では、関係者の合意形

成が不可欠なことから、県としましても、施設

の重要性を丁寧に説明していくとともに、さら

なる事業費縮減に向けまして、市と歩調を合わ

せて取り組んでまいります。 

○５番（土森正一君） 農業振興部長、御答弁大

変ありがとうございます。まだ、幡多の市町村

と、また四万十町やほかの町とも今から整備を

やっていく、これから会合が、協議があると思

います。そこで丁寧に説明していってやってい

くことが、この四万十市の食肉センターの整備

につながることだと思っております。皆様の理

解をしっかりと熟成して、県と四万十市とリー

ドしながらつくっていただければと思います。

本当にありがたい。これからもよろしくお願い

申し上げます。 

 次に、西部家畜保健衛生所内の再編について

お聞きをいたします。 

 県では、西部地区の防疫体制の強化と家畜診

療や振興業務の観点から、令和６年度以降、西

部家畜保健衛生所本所を四万十市から四万十町

に移し、幡多地域は支所として４人配置、梼原

支所は廃止し、新たな再編をすることとしてお

ります。幡多地域の畜産農家の皆様から心配の
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お声を聞いております。まず、県から再編の説

明が11月になってからになったこと、説明が全

農家に届いていないことを大変残念がっており

ました。 

 地域と畜産農家を守る家畜保健衛生所の再編

は、地域の畜産農家にとっては最大の重要事項

だと思います。農家に対する説明を丁寧に行う

べきだと思いますけれども、農業振興部長にお

聞きいたします。 

○農業振興部長（杉村充孝君） 議員の御指摘の

とおり、西部家畜保健衛生所の再編に当たって

は、サービスが低下するのではないかといった

畜産農家の皆様の不安の声に応える丁寧な説明

が必要だと認識しております。 

 そのため、再編に関係する地域ごとに説明会

を開催し、再編によって豚熱や鳥インフルエン

ザなどの防疫体制と家畜管理の指導や補助事業

の活用などの生産振興を強化していくことを説

明してまいりました。また、説明会に来られな

かった農家の方には、家畜保健衛生所の職員が

直接お訪ねして説明させていただいております。

しかしながら、幡多地域では農家をお訪ねする

タイミングが遅れ、不快な思いをさせてしまっ

た方がいらっしゃったことにつきましては、申

し訳なく思っております。 

 再編後も、畜産農家に寄り添った防疫や家畜

管理の指導を行うことで、農家の皆様の不安を

払拭してまいります。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

聞いちょうかよ再編の話は、聞いちょらんぞと、

うわさのほうが早かった畜産農家の方がいるの

ではないかと思いますので、今後の対応をよろ

しくお願いいたします。 

 それと、幡多地方はとても広く、四万十市か

らでも片道１時間以上のところにある畜舎も多

くあります。鳥インフルエンザ、さらには豚熱

につきましても徐々に迫ってきており、防疫体

制も含めた今後の体制に不安を感じておられる

ようです。 

 県が打ち出した西部家畜保健衛生所の再編

は、様々なことを熟慮してお示しされた再編計

画だと思います。幡多地区での新しい体制で幾

つかの問題や支障が発生したときには、人数配

置を変更するなど検討していくべきだと考えま

すが、農業振興部長にお伺いをいたします。 

○農業振興部長（杉村充孝君） 現在の西部家畜

保健衛生所は、管理職と事務職を除く７人の職

員が、日頃から津野山地域の牛の検査や高南地

域の豚のワクチン接種への応援など、幡多地域

以外の業務も従事しております。来年度からは、

幡多地域のみを管轄する支所となりますので、

現時点では４人体制で問題ないと考えておりま

す。 

 また、新しい体制によって緊急的な家畜伝染

病への対応などが遅れることがないよう、四万

十町に設けます新たな本所が必要に応じて応援

することとしております。なお、万一、鳥イン

フルエンザなどの家畜伝染病が発生した場合に

は、対応する人員を県庁全体で動員する体制も

整えているところでございます。 

 今後、幡多地域において、例えば養豚農家の

若い後継者が規模拡大されるなど、支所の業務

が増えて本所からの応援でも対応できない状況

になる場合には、西部家畜保健衛生所全体の業

務を検証した上で、人員配置を変更するなどの

検討をしてまいりたいと考えております。 

○５番（土森正一君） 部長、本当にありがとう

ございます。よろしくお願いいたします。人手

不足で組織を縮小していく流れの中で、ＩＣＴ

での遠隔診療やＩｏＴ機器の充実など、デジタ

ルを駆使した組織転換をする時期に来ているの

は理解をしております。今の立ち位置は構造変

化のちょうど節目のときに来ているものと思っ

ておりまして、そんなときにこそ柔軟な対応が
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求められると思いますので、どうぞよろしくお

願いいたします。 

 それでは、次に移りたいと思います。未婚化

についてお聞きします。 

 50歳以上の未婚割合は、男性は４人に１人、

女性は６人に１人となっており、結婚する男女

が激減しております。明神議員も御指摘された

とおり、18歳から34歳の男女の未婚者でいずれ

も結婚を希望する人の割合はともに８割以上と

高い一方で、お見合いでの結婚が9.8％と激減し、

職場結婚も難しい時代となり、出会いの場が変

容してきています。結婚はしたいけれど婚活を

していない男性も３割、女性は２割となってい

ます。 

 総務省の自治体戦略2024構想研究会では、既

に日本は少子高齢化による急速な人口減少と高

齢化という未曽有の危機的状況とあります。合

計特殊出生率が２程度に回復したとしても、出

生率を掛け算する親人口が少ない状況のため、

その後しばらくは人口減少が続きます。 

 このような状況の中で、近年国のほうでは、

少子化対策には婚姻数のアップが不可欠である

と認識され、国も結婚支援策を後押しし、あら

ゆる施策を国も継続していくはずです。私も、

有効な少子化対策の一つは未婚化問題を解決す

ることではないかと思います。 

 社会全体で、結婚願望がある未婚男女の結婚

をサポートする仕組みづくりを考えていくこと

が大切ではないかと思いますが、子ども・福祉

政策部長にお伺いいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 県では、

新たに策定します、高知県元気な未来創造戦略

において、政策の柱に、結婚の希望をかなえる

を位置づけ、結婚への支援を希望する方に対し

まして出会いや結婚の支援をさらに強化してま

いります。 

 具体的には、こうち出会いサポートセンター

の機能拡充を図り、県東部・西部にサテライト

を設置するとともに、市町村や団体、地域ボラ

ンティアと連携し、特に中山間地域での多様な

出会いの機会の拡充を後押ししてまいります。

また、民間の結婚相談所との連携を強化し、プ

ロフィールの磨き上げや、結婚相談所との相互

マッチングなど、成婚率を高める取組を強化す

るとともに、青年団活動やよさこい鳴子踊り、

職場など、出会いや結婚の機会につながる交流

活動をきめ細かに支援してまいります。 

 一人でも多くの方の出会いや結婚の希望をか

なえられるよう、市町村や関係団体等と連携し、

出会いや結婚への支援をさらに強化してまいり

ます。 

○５番（土森正一君） 未婚化する日本という本

の中のデータでは、結婚世代のピークは男性は

27歳、女性は26歳となっており、それを過ぎる

と結婚の発生確率は急激に下がることが示され

ております。令和元年人口調査では、平均初婚

年齢は男性が31.2歳、女性が29.6歳となってい

ますが、これは一部の中高齢者の結婚が平均を

大きく上げています。そういった正しい情報を

理解した上で、男女とも確率の高い20代から結

婚に向けて活動するかしないかを選択すること

が、自分の人生を実現していく可能性を高める

ことになります。 

 自分のライフデザインに向き合うことができ

る正確な初婚発生確率を示す年齢を20代世代が

広く情報に触れる機会、場所があればいいので

はと思いますが、子ども・福祉政策部長にお聞

きいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） お話しの

ように、結婚が最も多い年齢は国の令和４年調

査では女性は27歳、平均の初婚年齢30歳よりも

３歳若いことや、子供を希望される方にとりま

して、女性の流産率が30代前半を過ぎますと増

加するなど年齢によって妊娠に差があることな
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どは、ライフデザインを考える上で重要な情報

だと考えております。若いうちから正しい知識

を持ち、自分のライフデザインを考えることは

大切なことだと考えます。 

 そのため、県では、若い世代の未来を応援す

るため、将来の人生設計を考えることのできる、

結婚から子育て情報をまとめた冊子「yell」を

作成し、高校等に配付し、活用いただいており

ます。今年度は、20代から30代の独身者を対象

とした社会人交流事業の中で、冊子を活用した

ライフデザインセミナーを実施したところです。 

 ライフデザインは人生の段階に応じて変化し

ていくと考えられますので、若い世代の方々が

ライフデザインを考える上で必要な情報に広く

触れられるよう、情報提供の機会や場所の拡大

に努めてまいります。 

○５番（土森正一君） 部長、ありがとうござい

ます。実は、若い方の親世代、お父さんお母さ

んも、結婚する時間はまだあるって、30代でも

大丈夫やろうと言う人もおりますので、そちら

世代にもそういうことを伝えていくような場が

できればなと思っております。よろしくお願い

いたします。 

 それでは、次に移ります。また、厚生労働省

令和２年賃金構造基本統計調査によると、男性

の25歳から29歳の平均年収は大卒で266万円、専

門学校で241万円です。20代未婚女性の６割近く

が結婚相手に最低年収400万円以上を求めてい

るというデータがありますが、現実には、さき

のデータにもあるように、かなり低い年収のと

きに結婚していることになっています。 

 未婚男性は、結婚は収入と容姿で選ばれると

いう思い込みが強く、未婚女性は、温厚、穏や

かな性格、気持ちの面での相性や包容力を相手

の男性に求めています。その他に、異性はたく

さんいるからいつかはきっと出会いがあるでは

なく、絶対数が減少しており出会いの確率は低

いなど、ずれや誤解が幾つかあるのが多角的に

見ると分かります。 

 結婚に対する思い込みを是正し、多くの未婚

男女の結婚の希望をかなえていってあげること

が必要だと思いますが、子ども・福祉政策部長

にお聞きをいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） お話しの

ように、家族を経済的に支える役割は男性との

意識から、収入が安定していない、経済的に不

安がある男性は結婚に前向きになれないなどの

データがあります。結婚に対する思い込みや誤

解を解消していくことは、結婚の希望をかなえ

るためにも重要な視点だと考えます。 

 そのため、県では昨年９月に、京都大学経済

研究所と連携に関する協定を締結し、性別役割

意識の結婚に向けた行動への影響について共同

で分析等を行っております。今年度は、県民意

識調査を活用し、結婚に対する意識に関する分

析などを実施したところです。 

 来年度は、例えば経済的に不安を抱える男性

が思い込みや誤解に気づくことで結婚に対して

前向きな気持ちに変わるかなどの調査分析を予

定しております。結婚に対する思い込みや誤解

を解消していくことで、結婚を希望する若者が

結婚に対して前向きになれるよう取り組んでま

いります。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。 

 知事がいつも言っているように、地元にそう

いった世代の皆様が働く場所がない、そのため

に若い人が流出してしまい、結婚、出産をする

人が大きく減少していくという負のスパイラル

になります。 

 関係人口という定義があります。移住した定

住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、

地域と共に関わる方を指す言葉です。地方圏は、

地域づくりの担い手不足という課題に直面して

いますが、地域によっては、若者を中心に変化
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を生み出す人材が地域に入り始めているところ

もあります。 

 コロナ禍で注目されるようになってきたテレ

ワークやデュアルライフなどの推進もあるとは

思いますが、関係人口が増えると人の行き来が

増え、それが未婚者に出会いをもたらして結婚

や出産につながる可能性が期待できますが、関

係人口を増加させる取組について中山間振興・

交通部長に伺います。よろしくお願いします。 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） いわゆる

関係人口の方々が、地域の人と出会い交流する

中で高知移住を検討いただき、その過程で地域

の方と縁を結ぶということになれば、それは地

域の若者を増やすという観点から非常に理想的

な形ではないかと考えております。 

 この関係人口につきましては、令和２年度に

立ち上げました高知家ゆる県民倶楽部の中で、

高知に関心を持つ方々などにまずは関係人口に

なっていただく、これを目的としまして、移住

以外にも、観光、食、暮らしなど様々な高知の

魅力を発信しております。現在、その会員数は、

本年１月末時点で１万2,000人にまで拡大してお

ります。 

 こうした方々に、本県とのより深い関係を築

いていただくため、来年度は、この高知家ゆる

県民倶楽部の中で地域との交流が深まる体験イ

ベントなど、本県を訪れる機会を提供すること

としております。また、農業体験や田舎暮らし

に興味を持つ若者に非常に人気の高いふるさと

ワーキングホリデーにつきましても、取り組む

市町村の拡大を図りまして関係人口の増加につ

なげていきたいと考えております。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

 お隣のえひめ結婚支援センターは、平成20年

に設立し、本日までカップル成立数１万8,628組、

お引き合わせ成立数１万2,354組、御結婚報告数

1,500組と、高い実績を誇っております。また、

コロナ禍において、令和２年３月から令和３年

３月までの１年間で交際約800組、結婚約100組

の実績を出しています。また、えひめ結婚支援

センターは、松山などの常設拠点に加え、県内

15か所に特設会場を設置し、身近にいつでもど

こでも相談が取れる体制があります。 

 高知県は東西に広いので、こうち出会いサポー

トセンターにおいて、愛媛県のように地域に結

婚に向けたサポートを受けられる特設会場の設

置が有効ではないかと思いますが、子ども・福

祉政策部長にお聞きします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 御紹介の

ありましたように、出会いや結婚を希望される

方をきめ細かく支援するためには、それぞれの

地域でサポートが受けられる体制があることが

重要です。 

 そのため、本県では、こうち出会いサポート

センターが県内の各地域で出張相談会を実施し

ております。相談会の開催に当たりましては、

全ての市町村に対しまして開催の意向確認を行

い、開催を希望する市町村で実施をしており、

本年度は１月末までに11市町で30回開催をして

おります。 

 来年度は、さらにきめ細かく地域の出会いの

機会をサポートするため、県東部・西部へのこ

うち出会いサポートセンターのサテライトを設

置し、市町村や関係団体、地域ボランティア等

との連携を強化いたします。これらの取組を通

じまして、地域おこしや移住施策、地域イベン

トと連携した多様な出会いの機会を拡充すると

ともに、出会いや結婚を希望される方へのきめ

細かな相談対応に取り組んでまいります。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

愛媛県の結婚のアプリは、高知県も３年ぐらい

前から取り上げていると聞いております。ＡＩ

でレコメンドで出会いの件数が13％もアップす
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るということでございますんで、またそのほう

もよろしくお願いいたしたいと思います。 

 働き手の減少による生産性の低下は、経済の

減退を招き、新たな投資も停滞し、人材や資本

の流出により、イノベーションも生まれにくく

なります。人口減少、少子高齢化問題は、経済

成長といった話のみならず、65歳未満が半数を

占める孤独死の増加、介護問題の深刻化などと

ともに、生活環境を維持していくといった側面

から見てもまさに喫緊の課題で、多面的議論を

要することであることを軽視してはなりません。 

 今回は、未婚化に焦点を当てて議論をしてお

ります。未婚化に歯止めをかけ、結婚を望む未

婚の男女の婚姻を増加に導くように尽力するこ

とが取り組む政策であると思いますが、この項

最後に濵田知事にお聞きします。 

○知事（濵田省司君） 今回新たに策定をいたし

ます元気な未来創造戦略におきましては、婚姻

数の増加を政策の柱の一つに掲げております。

出会いや結婚の希望をかなえるための施策を強

化しようというものであります。 

 こうした希望をかなえる前段といたしまして、

若者が結婚に対して前向きになれるように機運

を高めていく、このことも重要であると考えま

す。実際に、昨年９月に開催されました独身の

若者との座談会におきましては、私自身、彼ら

から、結婚に対するネガティブなイメージを持っ

ているというような方もおられるということを

お伺いいたしました。 

 この座談会の中では、例えば御自身の経済面

の不安などから結婚をためらっている方がおら

れること、あるいは職場などで周囲の既婚者の

方々から結婚生活のデメリットといいますか残

念だった点といいますか、こういった点を耳に

する機会が多かったといったようなお声もお聞

きした、こういった実態も一部ではあるという

ことではないかというふうに思います。私のほ

うからは、結婚や家族を持つことのすばらしさ、

ポジティブな面でございますとか、県としても

その希望を精いっぱい応援をしていくつもりで

あるということを直接お伝えしたところでござ

います。 

 経済面の不安感の払拭という意味におきまし

ては、ただいま部長から答弁いたしました社会

人交流事業などの機会を捉えまして、県や市町

村の各ライフステージに応じました支援策、支

援制度などの周知を図ってまいる考えでありま

す。その際、結婚に対して若者が前向きになれ

ますように、実際の既婚者の前向きな声や、あ

るいは昨年度制作いたしましたイメージ動画、

こういった素材も活用しながら、家族を持つこ

とのすばらしさについてしっかりとお伝えし、

また社会に発信をしていきたいと考えておりま

す。 

○５番（土森正一君） 濵田知事、丁寧にありが

とうございます。私も頑張りたいと思っており

ます。初めて結婚した女性のうち、20代までに

結婚した人は全体の６割以上、30代は３割で、

40代以降で初めて結婚する女性は６％程度。女

性の社会進出もあり、今や30代で結婚する人が

多数を占めるという晩婚化イメージとはかけ離

れていることなど、しっかりとした数字、デー

タを分析し、未婚化の解決に向けていくことが

最適解だと思っております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 次に、教育についてお聞きします。 

 高知県教育委員会の大きな方向性を示す令和

６年度から令和９年度の第３期教育等の振興に

関する施策の大綱と第４期高知県教育振興基本

計画の原案が公表されました。その中の基本理

念の中に、郷土への愛着と誇りを持ち、高い志

を掲げ、日本や高知の未来を切り拓く人とあり

ます。 

 施策５に、地域や日本の伝統・歴史・文化等
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の教育の促進の中で「ふるさとや我が国を愛す

る心｣､｢人を思いやる豊かな心」を育てる道徳教

育を進めるとしております。施策５の指標の中

には、日本やあなたが住んでいる地域のことに

ついて外国の人にもっと知ってもらいたいと思

うという回答の割合を全国平均以上とすると目

標を掲げています。 

 そういう意味においては、我が国日本の国旗・

国歌の意義を丁寧に教えるべきだと考えますが、

教育長にお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） これからのグローバル

社会においては、子供たちに、郷土や国を愛す

る心に裏打ちされた日本人としてのアイデンティ

ティーと、我が国の歴史や伝統を尊重する態度

を養うことが大切と考えております。その上で、

我が国の国旗・国歌に関する学習におきまして

は、この国旗・国歌に対する正しい認識とこれ

らを尊重する態度を養うことが重要となります。 

 このため、例えば社会科では国旗や国歌には

それぞれの国の歴史や国民の思いが込められて

いることを学習し、音楽科では国歌君が代を歌

えるよう指導を行っているところであります。

さらに、入学式や卒業式におきましては国旗を

掲揚することとともに、国歌を斉唱するよう指

導を行っているところであります。 

 今後も、学習指導要領の趣旨に沿って適切に

国旗・国歌の学習が行われるよう、市町村教育

委員会等と連携し、指導の徹底を図ってまいり

ます。 

○５番（土森正一君） 教育長、ありがとうござ

います。 

 混沌とした現在の社会において、祖先を大切

にする心、感謝する心、思いやりの心など、道

徳教育がとても大切です。これまでも教育長と

は道徳教育の大切さは共有をしておりますが、

今回の大綱、基本計画の中での道徳教育の推進

についてどのような施策を行っていくのか、教

育長にお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 今回の大綱、基本計画

におきましては、規範意識や自尊感情などを育

むための道徳教育を推進することとしており、

これまで以上に力点を置いて取り組んでいきた

いと考えております。 

 小中学校におきましては、道徳科の授業の充

実を図り、また地域ぐるみの道徳教育をさらに

進めてまいります。高等学校では、今回、教育

大綱に、自己肯定感や社会参画意識など、道徳

性に関する指標を新たに設定いたしました。道

徳科のない高等学校におきましては、各学校が

教育活動の中から道徳性育成の核となる取組を

生徒の実態に応じて重点化し、意図的、計画的

に進めていくこととなります。 

 県教育委員会として、それぞれの学校の取組

を強力にバックアップしていきたいと考えてお

ります。 

○５番（土森正一君） 高校にも指標ができると

いうことで、本当にありがたく思っております。

よろしくお願いいたします。ありがとうござい

ます。 

 基本方針１では､｢高知家」の全ての子どもた

ちが、急速に変化する予測困難な今後の社会を

生き抜く力を身につけるための教育の推進とし

ています。政策１－３、施策６では、グローバ

ル教育の推進・強化として、高知県版グローバ

ル教育の推進をうたい、公立高等学校の海外留

学者数を130人としており、大変挑戦的な目標と

なっております。具体的にどう行っていくのか、

教育長にお聞きをいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） この目標とする海外留

学生130人につきましては、語学研修などの短期

留学生も含んだものとなります。その上で、海

外留学等を推進するためには、まず留学に対す

る関心や挑戦意欲を高めることが重要と考えて

おり、現在もイングリッシュキャンプや留学フェ
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アなどにおいて県内の留学生との交流や最新の

留学事情について周知を図っているところであ

ります。 

 今後は、これらの取組を充実させるとともに、

外国の生徒とのオンライン交流や、世界で活躍

する方のキャリア講演会の実施などにより、海

外留学への挑戦意欲の向上を図ってまいります。 

 また、実際の留学に際しましては、県教育委

員会が主催する海外派遣プログラムなどの充実

を図り、また参加する生徒の費用につきまして

も、国の補助金に加え、県独自でも支援を行っ

てまいります。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

短期といえども、高知の子供たちが海外に行っ

て知見を広めていくことはとても大切なことだ

と思います。また同時に、我が国や高知県のす

ばらしさも知ることができますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 また、学校教育の場で、日本という国の形を

教えていくことも大切なことだと思います。あ

わせて、グローバル化の世界において、世界情

勢も刻一刻と激変する真っただ中に身を置いて

いることを啓蒙することも大切なことだと思い

ます。そんな時代の中で生きる覚悟と生き抜く

すべを身につける環境を設けることもすべきで

はないでしょうか。 

 少なくとも他国を、いや、世界の状況も踏ま

えた上で、将来を考え、教えていく必要がある

のではないかと思いますが、教育長にお聞きい

たします。 

○教育長（長岡幹泰君） これからのグローバル

社会におきましては、日本が世界の中の一員と

して世界の発展に尽くす責任があるということ

を学習していくことが必要と考えております。

また、急激に変化する世界情勢を的確に捉え、

そのような中においても日本や世界のことを考

え、主体的に行動することができる力を育成す

ることが必要であります。 

 このため、次期教育振興基本計画におきまし

ては、このグローバル教育を政策の柱の一つに

掲げ、取り組んでいくようにしております。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

教育大綱と基本計画を読ませていただきまして、

それを軸に今日は質問させていただきました。

本当にありがとうございました。 

 デジタル革命の時代において、今後もテクノ

ロジーの変化が絶えず起こってきます。最先端

の、それも高度な知識が必要とされる仕事が多

くなってくるようになると思います。そうなれ

ば、デジタル知識や技術を経営者や従業員、こ

れから起業しようとする人に対してリスキリン

グしていくことが必要になります。 

 実践的なデジタルの知識や技術を学ぶ場所が

必要であると思いますが、商工労働部長にお聞

きいたします。 

○商工労働部長（松岡孝和君） 県では、高知デ

ジタルカレッジにおきまして、デジタルに関す

る知識や技術を学べる講座を開設しております。

本年度におきましても、デジタルの実践的な知

識を学び、自社のデジタル化を推進するための

プランを作成する連続講座を開催しておりまし

て、67人の方に受講していただいております。

また、生成ＡＩやＲＰＡなど最先端の知識や技

術を学べるセミナーを10回開催することとして

おりまして、こちらのほうには600人を超える方

にお申込みをいただいているところです。 

 来年度は、こうした従来の講座に加えまして、

コンピューターグラフィックスやウェブデザイ

ンを学ぶことができる講座を開設するほか、工

業技術センターにおきまして、ロボットやＡＩ

技術を学ぶ、スマートものづくり研究会も開催

することとしてございます。 

 今後も、最新のテクノロジーの動向にも意識

を向けながら、県内企業にとって必要とされま
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す実践的なデジタルに関する知識や技術を学べ

る場を提供してまいります。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

よろしくお願いいたします。 

 次に、外国人材についてお聞きをいたします。 

 特定技能の在留資格による在留期間は、１号

は５年が上限、２号は更新の必要があるものの

在留期間の制限はありません。現在、国で検討

されている新制度については、１号は日本語能

力試験Ｎ４、２号はＮ３合格などが必要であり

ますが、ハードルが高いと言われております。 

 担い手不足のこのようなときに高知県に定着

していただくためには、外国人材の日本語能力

の向上を後押しする必要があると思いますが、

文化生活スポーツ部長にお聞きをいたします。 

○文化生活スポーツ部長（岡村昭一君） 県では、

本県で暮らす外国人の方々がそれぞれに必要な

レベルの日本語を習得できる環境を整備いたし

ますため、来年度から新たにｅ－ラーニングを

活用した学習機会の拡充を図ることとしており

ます。 

 具体的には、希望される外国人の方々が、パ

ソコンやスマートフォンなどから、それぞれの

レベルに合わせて、試験対策としても活用でき

る学習コンテンツを、時間や場所を問わず無料

で受講していただける仕組みであります。外国

人の方々には、これを活用した日本語を読む力、

書く力、聞き取る力の向上に向けた学習に加え

まして、地域においてボランティアとの会話を

通じて交流を行う日本語教室への参加も促し、

相乗効果を生み出してまいりたいと考えており

ます。 

 こうした取組によりまして、外国人を雇用さ

れている事業者の皆様とも連携して、学ぶ意欲

のある方々を積極的に後押しし、県内の外国人

材の日本語能力の向上を図ってまいります。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

200以上のｅ－ラーニングを提供してくれるとい

うことで、よろしくお願いいたします。 

 外国人を受け入れておられます事業者の方は、

四万十市を好きになってくれ会社が好きでずっ

といたいと言ってくれている、これから仕事が

できるというときに国に帰るというのは何とも

もったいない、社内で１週間に１回日本語の勉

強会を開いているが日本語能力試験は多分土森

君でも受からんろうと言って、それほど難しい

試験だそうです。担い手不足の昨今、自治体で

後押しするような仕組みができているというの

はありがたいです。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 文科省の調査では、令和３年、公立学校にお

ける日本語指導が必要な児童生徒は、日本国籍

を有しながら必要な児童生徒は１万688人、外国

籍の児童生徒は４万7,619人と、10年間で1.5倍

以上増加しております。また、2022年の調査で

は、１万9,471人が不就学である可能性があると

したレポートもあります。 

 今回の教育大綱では、義務教育を受けていな

い外国籍の方などの学びの場が必要であるとあ

ります。私もそのとおりだと思っており、時代

に沿った御指摘だと思います。具体的にどのよ

うに整備していくのか、教育長にお聞きをいた

します。 

○教育長（長岡幹泰君） 学齢期の日本語指導を

必要とする児童生徒につきましては、基本的に

は公立小中学校が受け入れることになります。

県教育委員会としましては、一定数の対象とな

る児童生徒がいる場合には加配教員の配置を行

い、また児童生徒の受入れ及び指導に当たって

の助言等を行ってまいります。さらに、国の日

本語指導に係る研修等へ積極的に教員を派遣し

ており、今後も日本語指導の専門性の高い教員

を育成してまいります。 

 また、学齢期を過ぎた外国籍の方等につきま
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しては、高知国際中学校夜間学級で受け入れる

体制を整えております。特に次年度には、海外

の高校、大学を卒業した方でも夜間学級で学ぶ

ことができるよう、入学要件を緩和しておりま

す。このことによりまして、この４月には、学

齢期を過ぎた外国籍の方も入学をする予定と

なっております。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます、

教育長。外国人の方に都市部より高知を選んで

いただくためには、日本語教育や、児童生徒そ

して義務教育を受けていない方への手厚い支援

をすることによって、選ばれる地域になると思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 本年２月24日、幡多農業高校の厩舎１棟が焼

失し、馬３頭が犠牲となりました。その中には、

昨年12月に行われた全日本高校生自馬選手権優

勝馬ホワイトリリー号も含まれており、馬を大

切にお世話をしていた部員たちのショックは大

きく、肩を落としていると、高知新聞に載って

おりました。 

 人馬一体という言葉があります。文字どおり、

子供たちは、馬術部後援会から頂いた馬をお世

話し、調教し、競技ができるまでに育て上げま

した。また、四万十乗馬少年団や小学生も厩舎

に見学、体験に行くなど、世代を超えた成長の

場となっておりました。四万十市のお祭り一條

公家行列にも同校馬術部の皆様と馬が繰り出

し、地域の活性化に貢献しており、学校、地域

にとりましてもとても大切な施設です。 

 今回の幡多農業高校の厩舎焼失と馬が犠牲に

なった件について、今後どのように施設の復旧

に向けた対応を行っていくのか、教育長にお聞

きいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 今回のことにつきまし

ては、心から残念に思います。そして、厩舎は、

建物上部の木造部分の損傷が激しく、またブロッ

ク造りの壁などにも熱が加わっているため、安

全を考慮し、３月中に解体撤去できるよう準備

をしているところであります。そして、厩舎の

再建には馬の飼育頭数も関係してくるため、今

後、教育に係る馬の必要頭数など、様々な関係

する問題点を整理して、できるだけ早期に厩舎

の再建を行っていくよう検討してまいります。 

○５番（土森正一君） ありがとうございます。

中村小学校２年生を厩舎に、体験学習の付添い

ボランティアで行ったことがあります。そのと

きの馬を見た子供たちの目の輝きを忘れること

ができません。何とぞよろしくお願いいたしま

す。 

 本日は誠にありがとうございます。知事はじ

め執行部の皆様におかれましては、丁寧に御答

弁いただき誠にありがとうございます。 

 組織機構を大胆に転換し、人口減少問題など

様々な課題に真正面から挑戦していく知事の姿

勢に対しまして敬意を表しております。その一

方で、知事の優しい笑顔や柔和な性格とは相反

するすごみも感じております。知事の姿勢に応

えていくためには、私たちが、知事がよく言わ

れるＰＤＣＡのＣＡ、評価、改善をしっかり見

ていくことが、応えていくことと思います。県

勢発展のため、知事、執行部の皆様と共に邁進

してまいります。 

 これで一切の質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、土森正一

議員の質問は終わりました。 

 ここで11時５分まで休憩といたします。 

   午前11時１分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午前11時５分再開 

○議長（弘田兼一君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 
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 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 細木良議員の持ち時間は50分です。 

 33番細木良議員。 

○33番（細木良君） 日本共産党、細木良です。

通告に従い、順次質問いたします。よろしくお

願いします。 

 能登半島地震発生から２か月余りとなりまし

た。東日本の大震災からは間もなく13年となり

ます。改めまして、亡くなられた方の御冥福と、

被災された全ての皆さんに心よりお見舞いを申

し上げます。南海トラフ地震がカウントダウン

に入った今、揺れや津波、大規模火災から命を

守る、そして震災関連死ゼロへと決意を新たに、

順次質問いたします。 

 能登半島地震で発生した被害状況について、

矢守克也京都大防災研究所教授は、平成に国内

で発生した地震災害で表面化した課題が全て含

まれる、また岡村眞高知大名誉教授は、能登半

島地震の被害は全て南海トラフ地震でも発生し、

地震の規模と被害はさらに大きくなると話され

ています。 

 大きな揺れ、津波、土砂災害や道路損壊とそ

れに続く集落の孤立、液状化、大規模停電、火

災、志賀原発トラブルと避難困難な状況など、

今回の被害は多岐にわたっています。県が、来

年度現地の実態調査を行うと報道されましたが、

今後の防災施策に調査結果が生かされることを

大いに期待しています。 

 矢守教授は、南海トラフ地震に突きつけた課

題として、これまでの複合的な災害現象に加え、

ライフラインや道路・通信の途絶による集落孤

立、救急救命など初動の遅れ、災害関連死、２

次避難の困難さなど、さらに先鋭化すると指摘。

解決は困難だが、地域社会の自立を目指すこと

として、電力や水などエネルギーを10日間確保

する地域自立圏の方向性を示されています。そ

して、先進自治体の例として県内黒潮町が挙げ

られ、防災と脱炭素と福祉の旗印の下、施設整

備や訓練が始まっていることも紹介していただ

いています。地域自立圏フェーズフリー、日常

と災害時を連続して捉える考えの思想は、被災

時だけではなく日常的にも多くの効用を持つと

の指摘は、大変示唆に富むものです。 

 今回の地震でも、倒壊死が多数発生しました。

亡くなった方の９割が家屋倒壊による圧死、窒

息死と言われています。住宅耐震化率の引上げ

を改めて県の災害対策の最重点項目として位置

づけることが必要です。その点で知事は、資材

高騰による耐震工事費の上昇に対し、補助金引

上げを即座に決断したことは歓迎するものです。

耐震化を促進する上でさらなる提案を行います。 

 改修費用の負担軽減のため、段階的改修制度、

非木造耐震改修制度を全ての市町村で制度化す

るよう積極的に働きかけてはどうか、土木部長

に伺います。 

○土木部長（荻野宏之君） 住宅の耐震化を促進

させるためには、住宅所有者の費用負担を軽減

することが必須であると考えてございます。こ

のため県では、これまでに市町村長への説明や

担当者研修会などの機会を通じまして、段階的

耐震改修などに対する支援制度の導入を、市町

村に対して働きかけてまいりました。 

 しかしながら、現在、段階的耐震改修制度に

つきましては19市町村、非木造耐震改修制度に

つきましては25市町村での導入にとどまってい

る状況でございます。今後も、市町村に対しま

して、制度の趣旨を十分に説明し、制度の導入

を粘り強く働きかけ、住宅の耐震化促進につな

げていきたいと考えてございます。 

○33番（細木良君） 資材高騰などへの対応とし

て、段階的改修制度への補助金引上げも実施す

るべきではないでしょうか、土木部長に伺いま

す。 
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○土木部長（荻野宏之君） 段階的耐震改修につ

きましては、昨年度の実績を見ましても、現在

の補助対象限度額内でほとんど実施できている

状況でございます。そのため、補助金の限度額

の引上げにつきましては、資材高騰による工事

費への影響を注視いたしまして、必要に応じて

検討していきたいと考えてございます。 

○33番（細木良君） 県は、耐震改修を促進する

上の課題として、低コスト工法を施工できる業

者が少ないことを挙げています。低コスト工法

で施工できる事業者の育成状況について土木部

長に伺います。 

○土木部長（荻野宏之君） 県では、これまで耐

震化に携わる事業者の育成に併せまして、低コ

スト工法の普及に取り組んできたところでござ

います。具体的には、事業者向けの説明会や、

低コスト工法を採用した模擬設計を行う実践的

な講習会を継続的に開催し、普及に努めてまい

りました。 

 講習会のアンケートによりますと、低コスト

工法を採用している事業者は、令和３年度が63

％であったものが、令和５年度に77％になって

おりまして、事業者の育成は一定程度進んでい

ると考えてございます。 

○33番（細木良君） 設計事務所が14、工務店15

ということですが、高知市外の業者が少ないと

思いますので、ぜひこれからもよろしくお願い

します。 

 低コスト工法のさらなる普及に向けての課題

を土木部長に伺います。 

○土木部長（荻野宏之君） 低コスト工法で施工

できる事業者数が地域によって偏りがあること

が課題でございまして、事業者数が少ない市町

村におきましては、耐震化の実績が伸び悩んで

いる要因の一つとなってございます。 

 このため、県では、特に耐震改修の実績が少

ない市町村と協力をいたしまして、地域の事業

者向けに耐震化や低コスト工法に関する勉強会

を開催してございます。その結果、耐震改修の

増加につながった市町村も見られますことから、

引き続きこれらの取組を進めまして、さらなる

低コスト工法の普及に努めてまいりたいと考え

てございます。 

○33番（細木良君） よろしくお願いします。高

齢化の進展により、いつまで自分のこの家に住

むことができるのか、子供が帰ってくる見込み

もない、そんな中、費用をかけ耐震化すること

にちゅうちょする県民もおいでます。さらに少

ない費用で命を守る耐震シェルターの設置支援

などを求める声もありますので、ぜひこれも御

検討いただきたいと思います。 

 現在、耐震改修制度の対象家屋は、旧耐震基

準の1981年以前の建物に限られています。1982

年以降の建物も、建築され40年が経過し老朽化

しています。 

 国交省の住宅局が行った熊本地震での木造建

築物の被害の状況調査では、旧耐震の1981年５

月以前は倒壊28.2％、大破17.5％、新耐震基準

の1981年６月から新々耐震基準前の2000年５月

までの建造物では倒壊8.7％、大破9.7％となっ

ています。今回の能登半島地震の倒壊状況は、

まだ詳細が報告はされていませんが、昨年から

の群発地震による家屋へのダメージもあり、1982

年以降の建物も倒壊被害が想定をされています。 

 徳島県では、耐震改修の対象家屋を、2000年

５月31日以前の家屋にまで範囲を広げています。

あくまで旧耐震基準の家屋改修が優先と思いま

すが、耐震改修助成制度の対象を新々耐震基準

である2000年以前の家屋まで拡充する考えはな

いのか、土木部長に伺います。 

○土木部長（荻野宏之君） 県の耐震改修助成制

度につきましては、現時点では、倒壊する危険

性の高い旧耐震基準の木造住宅を優先し進めて

ございます。 
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 今回の能登半島地震におきましては、新耐震

基準で建築されたと推定されます木造住宅の被

害も報道されておりますが、現在のところ、倒

壊した建物の詳細につきましては明らかになっ

てございません。県といたしましては、今後の

国の調査結果を踏まえまして、2000年以前の住

宅への助成制度の拡充を検討してまいりたいと

考えております。 

○33番（細木良君） 今なお現地では１万人を超

える方々が避難所で生活をされています。寒さ

対策、民間頼みの食支援、劣悪な避難所環境な

ど課題は山積しています。避難所の環境整備に

ついては、災害救助法を徹底活用し、食材費の

引上げなど、特別基準を設定し改善することな

どが必要だと思います。 

 災害関連死は、東日本大震災でも熊本地震で

も、障害者手帳を持っていた人の割合がそれぞ

れ21％、28％と高くなるなど、災害時には弱い

立場の方へのリスクが際立っています。前回の

質問で取り上げましたが、福祉避難所、子供福

祉避難所の指定を急ぐこと、避難所で生活する

ことが困難な障害者で避難所以外の自宅や車中

泊などで避難している方などへの支援など、誰

一人取り残さない取組が重要です。 

 能登半島地震では、震災関連死を防止する目

的で、石川県が初めて1.5次避難所を開設しまし

た。自宅や学校避難所からホテルなどへの２次

避難所までの中間的位置づけとして、短期的な

運用を想定したものです。対象となるのは、高

齢者や障害者、未就学児童の家庭など、福祉避

難所的な受入れを行っているようです。 

 1.5次避難所について県としても導入を検討す

べきと考えますが、知事に所見を伺います。 

○知事（濵田省司君） お話のございました1.5次

避難所につきましては、今回の能登半島地震で

石川県が初めての試みとして取り組まれたもの

でございます。本県では、そうした性格のもの

でもありましたので、この1.5次避難所を想定し

た準備は今までしておらなかったところでござ

います。その準備の必要性も含めて検討を行う

必要があると思います。 

 今回の石川県の場合は、能登半島地震のエリ

アでは大変大きな被害でございましたけれども、

金沢市のエリアは比較的被害が少なかったと。

その中で、広域的な避難の言わば準備段階とし

ての1.5次避難所をつくろうという流れになった

ということだと思います。南海トラフ地震の場

合、かなり広域で相当な被害が想定されるとい

うこと、あるいは広域避難の準備がどの程度進

んでいるかということによってその必要性が異

なってくるという、そういった点の詰めも必要

だと思っております。 

 そういう意味で、この準備の必要性も含めま

して検討を行い、必要となった場合には、石川

県で課題となっておりました専門職の人材確保

や資機材、マニュアルの整備、こういった準備

を進めてまいる考えであります。 

○33番（細木良君） 先月開催された県防災関連

製品フォーラムで、石川県に派遣された四万十

市の職員さんが、報告の中で1.5次避難所の課題

として、介護スタッフの離職が多くスタッフが

不足していること、プライベートルームをつく

るためのテントや段ボールベッドなどが不足を

していた、２次避難所のホテルの活用期限が終

了すれば仮設住宅の建設の遅れもあって1.5次避

難所にまた戻るという可能性も出されていまし

た。 

 本来は、建設型仮設住宅の早期の着工、みな

し仮設住宅の確保、繰り返しになりますが、福

祉避難所の確保です。県が今回初めて石川に派

遣をしたＤＷＡＴ支援スタッフからの検証など

を基に、震災関連死を防ぐために1.5次避難所の

検討をお願いしたいと思います。 

 内閣府、高齢者・障害者等の個別避難計画に
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関する防災と福祉の連携についての取りまとめ

では、個別計画作成について、都道府県の関与

により管内の市区町村の事例や経験の共有が図

られること等により、市区町村の取組が標準化

をされ、単独での取組と比較して効果的・効率

的な実施が期待される、都道府県の役割は重要

であり、都道府県と市区町村で対応について検

討し、特に人材育成や関係団体との調整など広

域的に取り組むことが効果的・効率的となる事

項については、都道府県の関与による個別計画

策定促進の取組の実施を検討することが期待さ

れるとしています。 

 個別避難計画作成の遅れている自治体への県

の支援の強化とともに、避難された後、震災関

連死や症状の悪化を防ぐためにも災害時個別支

援計画の作成、求められています。難病患者さ

ん等の災害時個別支援計画の作成状況について

健康政策部長に伺います。 

○健康政策部長（家保英隆君） 県では、平成27

年度に、医療ケアの中断が命に関わる方を支援

するため、南海トラフ地震時重点継続要医療者

支援マニュアルを策定しました。支援の対象と

なる方は、在宅で人工呼吸器を使用している方

や在宅酸素療法を行っている方などで、市町村

に災害時個別支援計画の具体的な作成方法を示

し、個別避難計画と併せて作成するように要請

しております。 

 令和５年９月１日現在では、市町村が把握し

ている人工呼吸器使用者65人のうち31人の方が

作成済みで、同様に在宅酸素療法の治療の方は

522人のうち83人が作成済みとなっております。

個別支援計画の作成を加速化すべく、引き続き

市町村に対して働きかけを強めてまいります。 

○33番（細木良君） 今回の地震では、大規模停

電が発生し今なお停電のところもあると思いま

す。できるだけ早期に100％作成できるように、

よろしくお願いします。 

 助かった命を守るため、シームレスに医療・

福祉的ケアにつなげるように、高齢者や障害者、

乳幼児など避難生活で配慮を必要とされる方々

について、個別避難計画にその配慮すべき内容

を記載しておくべきではないか、子ども・福祉

政策部長に伺います。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 個別避難

計画は、災害時に自ら避難することが困難な高

齢者や障害のある方などがどのような避難行動

を取ればよいか、あらかじめ作成する避難のた

めの計画です。国が定めた個別避難計画の必須

の記載事項には被災した後の避難生活に係る事

項はありませんが、個別避難計画を作成する際

に避難生活における支援について検討しておく

ことは重要な視点だと考えております。そのた

め県では、平成25年に県が作成した災害時要配

慮者の避難支援の手引において、避難生活を支

援する避難生活支援者をあらかじめ決めておく

ことの必要性を記載し、市町村や関係者に対し

て助言をしてまいりました。 

 県としましては、命を守るために避難するこ

とを最優先とし、引き続き、まずは国が定める

必須事項を記載した個別避難計画の作成を市町

村に促してまいります。その上で、今回の能登

半島地震における課題も検証し、避難生活での

支援について、個別避難計画への記載も含め検

討してまいります。 

○33番（細木良君） よろしくお願いします。 

 文科省は、学校体育館の空調設備について、

災害発生時において地域の避難所としても利用

される既存体育館への空調設備の設置について

は校舎の空調設備の設置が進むにつれ設置計画

の検討が進むと考えられる、断熱性能を確保し

た上で空調を設置するなど各地方公共団体にお

いても対策を検討していただいた上で、引き続

き教育環境改善に取り組むと方向性を示してい

ます。 
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 全国的な設置率はまだ10％未満のようですが、

猛暑による熱中症対策、指定避難所として活用

される体育館に空調を設置する自治体が増加を

しています。床面幅射方式などランニングコス

トを抑える方法や、停電時でも稼働できる動力

源の確保などを開発されているようです。 

 利用できる財源として、学校施設環境改善交

付金、緊急防災・減災事業債があります。学校

施設環境改善交付金は、空調設置経費の２分の

１を国が補助するもので、期限は2025年度まで

となっています。対象工事費は下限400万円、上

限7,000万円で、地方負担分は防災・減災・国土

強靱化緊急対策事業債を充てることができます。 

 こうした有利な交付金もぜひ活用していただ

きたいと思いますが、県内の学校体育館の空調

設置状況について教育長に伺います。 

○教育長（長岡幹泰君） 体育館に空調が設置さ

れている本県の学校数は、令和６年２月末現在

で、県立学校は５校で設置率は11.1％、市町村

立学校は同じく５校で設置率は1.8％となってお

ります。 

○33番（細木良君） 県立学校の今後の空調設置

計画について教育長に伺います。 

○教育長（長岡幹泰君） 体育館に空調が設置さ

れていない40校について、令和４年度に計画を

策定し優先順位をつけて設置を進めるようにし

ております。まずは、災害時に要配慮者の避難

所にもなる特別支援学校を優先し、本年度から

順次進めているところであります。 

 本年度は、盲学校、高知ろう学校、日高特別

支援学校、山田特別支援学校の実施設計を行っ

ております。また、来年度は、本年度実施設計

を行っている４校の設置工事と、中村特別支援

学校及び山田特別支援学校田野分校を併設する

中芸高校について実施設計を行う予定としてお

ります。 

○33番（細木良君） 愛知県は、2024年度、来年

度から2027年度までの４年間で、全ての県立高

校の体育館、武道場に空調を完備する方針を決

定されています。体育館については、教育委員

会の所管ではありますが、知事部局としても先

ほど紹介しました交付金などを積極的に検討し

て、前倒しで設置の検討を進めていただきたい

と思いますので、知事、よろしくお願いいたし

ます。 

 能登半島地震でも、仮設住宅の着工が遅れて

います。特に土地の確保が困難なことが報道さ

れていますが、高知県も同様の課題に直面して

います。公有地のみでは限界であり、農地など

民有地の確保が必要です。Ｌ２クラス想定時の

仮設住宅の必要戸数は７万7,000戸、現在４万

6,000戸が不足で、面積としては約460ヘクター

ル不足している状況です。 

 農家が所有する農地について、農家やＪＡな

ど、地方自治体と災害発生時の避難空間、延焼

遮断機能、仮設住宅建設用地、資材置場、生鮮

非常食の調達及び防災訓練の実施場所等として

利用する内容で協定、登録する防災協力農地制

度があります。 

 県内の防災協力農地の協定、登録の現状につ

いて農業振興部長に伺います。 

○農業振興部長（杉村充孝君） 防災協力農地制

度は、事前に登録した農地を発災後に仮設住宅

の建設用地に利用することを目的として、都市

計画法に基づく都市計画区域内の農地が対象と

されております。また、登録された農地で行う

防災訓練の費用などに対しまして国の支援事業

が設けられておりますが、市街化区域に対象が

限られており、県内の自治体では、高知市、南

国市、香美市、いの町の４市町の農地のみが該

当します。 

 現時点で、高知市とＪＡ高知市との間で災害

時における米の優先提供に関する協定が締結さ

れておりますほか、南国市において２名の農家
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が所有する30アールの農地が防災協力農地とし

て登録されております。 

○33番（細木良君） まだまだ少ないようですが、

今後協定、登録を増やす上での課題について農

業振興部長に伺います。 

○農業振興部長（杉村充孝君） このたびの能登

半島地震を踏まえますと、防災協力農地制度は、

建物が密集する市街化区域における、早期の復

旧に向けた有効な取組の一つであると考えてお

ります。 

 今回、市街化区域を定めている高知市などの

４市町に確認したところ、農業振興面で業務に

直接関係しないこともありまして、いずれの市

町も農業担当部署の職員に制度そのものが知ら

れていなかったということが分かりました。 

 南海トラフ地震対策は、県、市町村が全部署

を挙げて取り組むべき課題でありますことから、

まずは４市町に対しまして国の支援事業を含め

た制度内容や先行する他県の事例などをしっか

りと周知してまいります。 

○33番（細木良君） 田畑の原状復帰が難しいこ

とや農家のメリットが少ないなどの課題もある

とお聞きをしています。先ほど、謝礼金などの

交付のことも話されましたが、県独自で、市町

村独自で、そうしたメリットなども検討してい

ただきたいと思います。 

 続いて、民有地の確保状況はいかがでしょう

か、土木部長に伺います。 

○土木部長（荻野宏之君） これまで、建設候補

地としての民有地の把握につきまして、市町村

と連携して取組を進めており、昨年12月末現在

で目標の460ヘクタールに対しまして270ヘクター

ルとなってございます。 

○33番（細木良君） 確保の目標達成に向けて土

木部長に今後の課題を伺います。 

○土木部長（荻野宏之君） 特に多くの仮設住宅

が必要となります都市部におきまして、建設候

補地が十分に把握できていないことが課題と

なってございます。 

 このため、これまでの市町村と連携した取組

に加えまして、議員からお話のありました防災

協力農地について農業振興部と連携するなど、

建設候補地の目標達成に向けた取組を一層進め

てまいりたいと考えてございます。 

○33番（細木良君） 南海トラフ地震発生後も、

災害復興住宅建設までの間、長期にわたって仮

設住宅で居住することも想定しなければなりま

せん。帰宅困難地域に自宅がある場合や住宅再

建が困難な高齢者など、そのまま居住する選択

を望まれる方も多いのではないでしょうか。長

期間居住するためには、プレハブ仮設ではなく、

居住環境のよい県産材を使用した木造仮設住宅

を大量に供給できる体制も望まれます。 

 現在、事前復興まちづくり計画作成が県内の

自治体で取り組まれ、県も支援していますが、

仮設住宅について、復興受入れ住宅として再利

用することと併せ、希望される方においては継

続して居住できるような仮設住宅の活用方法に

ついて検討すべきと考えますが、土木部長に所

見を伺います。 

○土木部長（荻野宏之君） 住宅再建が困難な方

を受け入れる住宅として仮設住宅を再利用する

ことにつきましては、被災者の安定的な住まい

の確保に有効な手段の一つと考えてございます。

平成28年の熊本地震におきましては、住宅再建

が困難な方に対しまして仮設住宅を再利用した

市町村があることが分かっております。 

 県といたしましては、このような事例を担当

者会等を通じまして市町村と共有しているとこ

ろでございます。引き続き、市町村と連携いた

しまして、再利用を考慮した仮設住宅の構造や

建設候補地の選定につきまして検討していきた

いと考えております。 

○33番（細木良君） 続いて、教育行政について
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お伺いをします。 

 教職員の働き方改革として、昨年９月議会で

余剰時数削減の問題を取り上げました。この間、

県内の教育現場で変化が起こっていますので、

順次伺います。 

 現在、県内では、土佐町町議で教育研究者で

もある鈴木大裕さんの呼びかけによって、党派

を超え､｢高知（若手）教職員と議員のつどい」

が定期的に行われ、教職員の声を聞きどう議会

で生かしていくのか、意見書の提出や余剰時数

削減について熱い議論が交わされ、私も参加さ

せていただいています。参加した教職員は、議

員さんが各議会で取り組んでいることに励まさ

れた、熱心に質疑、発言される議員さんの姿勢

に感激しました、立場を超え共に語り合うこと

での気づきがあり現場でのやる気が湧いてきま

したなどの感想が寄せられています。 

 昨年12月議会では、参加している議員メンバー

を中心に県内12の自治体議会で同時多発的に余

剰時数問題が取り上げられました。その中で、

余剰時数の多さが県全体の問題であること、そ

してその背景には余剰時数を看過してきた県教

委の体質も関係していること、始業前や下校前

の時間の補習を授業時間にカウントしない隠れ

授業時数があること、余剰時数を学校行事の時

数に移行することで対応するように隠蔽までし

ていた自治体があることが判明しています。 

 県内の地教委におけるこうした余剰時数の実

態を県教委として把握していたか、教育長に伺

います。 

○教育長（長岡幹泰君） 市町村立小中学校の教

育課程につきましては、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律において、学校を所管する

教育委員会が管理することとされております。

このため県教育委員会としましては、全ての市

町村立小中学校の授業時数を調査はしておりま

せん。 

 ただ、４年ぶりに国が実施をいたしました、

令和４年度公立小・中学校等における教育課程

の編成・実施状況調査の結果から、県内の公立

小中学校におきましても標準授業時数を大幅に

上回っていた学校が一定数あることを認識した

ものでございます。 

○33番（細木良君） 学力向上のために以前県が

委嘱した教育研究者が、余剰時数の積極的活用

や、夏休みを短縮して加力学習に充てるようア

ドバイスを行っていたと、そんな実態もあった

とお聞きをしていますが、夏休みを大幅に短縮

している学校については実態を把握しているの

か、教育長に伺います。 

○教育長（長岡幹泰君） 県教育委員会としまし

て、年度当初に県内全ての市町村立学校の始業

式等の日程について情報提供をいただいており、

夏休みの期間につきましても把握をしていると

ころであります。その中で、学校によっては、

夏休みを短縮し各学期の初めの１週間を半日授

業としている学校があることは承知をしている

ところであります。緩やかな学期スタートとす

ることで、休み明けの児童生徒の心理的な負担

の軽減や教員の多忙化解消につなげているとい

うふうに伺っております。 

○33番（細木良君） 逆行しているように思えま

すが。 

 高知市はじめ、この３学期から水曜日は５時

間授業に変更されるなど、授業時数削減を年度

内に迅速に対応したことは評価できます。 

 来年度に向けて、文科省通知に基づき教員の

働き方改革として余剰時数をどのように抜本的

に削減していくのか、教育長に具体的に伺いま

す。 

○教育長（長岡幹泰君） 昨年９月の文部科学省

の通知を受けまして、翌10月には市町村教育長

を対象とする研修会で、また11月から12月にか

けて市町村の指導事務担当者会で、授業時数等



令和６年３月７日  

－293－ 

 

についての通知内容について周知をいたしまし

た。あわせて、改善を図るよう指導を要請して

きたところであります。 

 その上で、来年度の教育課程の編成が確定す

る前のこの年度末におきまして、再度、授業時

数について、標準の授業時数を大幅に超えるこ

とがないよう注意喚起を行ってまいります。ま

た、新年度に入り、市町村教育委員会におきま

して各校の教育課程の編成状況をチェックの上、

御報告いただき、県として確認するようにして

おります。 

○33番（細木良君） 現在、教育課程、来年度の

編成をされている途中だと思いますが、余剰時

数70だったら構わないということではなくて、

できるだけ標準時数に近づけるように、県教委

としてもしっかりと地教委と協力しながら進め

ていただきたいと思います。 

 教員の長時間労働を改善するためには、自治

体が押しつけている不要不急の業務削減も重要

な課題ですが、県教委が起点となって学校に大

きな負担を強いている県版学力テストについて

伺います。 

 全国の都道府県別の学力テストの実施状況

は、平成30年以来文科省は調査していませんの

で、今回、議会事務局に依頼し、昨年度令和４

年度の全国の県版学テについての実施状況を調

査していただきました。昨年度実施していなかっ

た都道府県は、小学校で15、中学校で14となっ

ています。実施しているところでも悉皆制では

なく希望制のところも見られます。 

 あわせて、実施していない理由も伺いました。

複数県の回答ですが､｢学力の定着度の把握は全

国学力調査で十分で、独自調査の必要性はな

い｣､｢全国学テの結果を施策に反映することに注

力する必要があるため、やらない｣､｢各校がＰＤ

ＣＡサイクルを確立する様子が見られたため中

止をした｣､｢学校負担軽減のため｣｡静岡県では

｢県独自で実施する必要性を感じない。調査に時

間をかけるよりも、日頃の子供たちの学習指導

や教師の授業改善に時間をかけることが重要と

考えており、県としてもそちらに力点を置いて

いるため｣｡ 

 また、様々出されていますが、奈良県などは

｢平成27年度から３年間にわたって県内小中学校

児童生徒の学力・学習状況をよりきめ細かく把

握、分析して、指導の効果、課題を検証し、学

力等の向上のための方策を探る資料とするため

実施をしてきたが、調査結果から、学力と学習

に対する意欲や興味関心との間に強い相関関係

が見られることから、児童生徒の学習状況を把

握し指導に生かすことで学力の向上が図られる

と判断したため中止をした」というようなとこ

ろもありますし､｢全県で学力調査をすることに

よって競争教育、競争をあおることになるから

やっていない」というような回答も寄せられて

います。ちなみに、青森県は、来年度から教員

の働き方改革を進めるためという理由で県版学

テを中止するとのことです。 

 また、費用についても伺いましたが、悉皆か

希望制か、対象学年と児童数により大きく変動

はしますが、最少は茨城県の70万円、最大は大

阪府の６億円となっています。高知県は3,450万

円です。県教委にも報告書をお渡ししています

ので、教育長も目を通していただけたと思いま

す。 

 毎年多額の費用をかけ、学校、教職員、子供

に大きな負担をかけてまで県版学テを実施する

理由を教育長に伺います。 

○教育長（長岡幹泰君） 高知県学力定着状況調

査は、小学校４年生、５年生、中学校１年生、

２年生を対象に実施し、各学年で身につけるべ

き学力の定着状況を把握して、一人一人の子供

の強みや弱みを強化、補強した上で、次の学年

へ進級させようとするものであり、あわせてこ
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の調査結果を教員や学校の授業改善に資するこ

とを大きな目的として実施をしております。ま

た、全国学力・学習状況調査と併せて実施する

ことで学力の定着状況を子供の経年で把握する

ことができ、児童生徒一人一人に応じたきめ細

やかな学習支援が可能となり、本県児童生徒の

学力向上につながるものであり、そうしたこと

から実施をしているところであります。 

○33番（細木良君） 費用について、通告はして

いませんがお聞きをしますが、お隣の徳島県は、

悉皆で県と同じ、対象学年も同じ、科目は若干

少ないですが、費用は225万円です。なぜこんな

に高知県と費用の格差が生まれるのか、教育長

に説明していただきたいと思います。 

○教育長（長岡幹泰君） 徳島県がどのような実

態でそのような金額になっているのか、そこは

承知しておりませんので、この場でお答えする

ことはできないと思っております。 

○33番（細木良君） 昨年度、国民大運動高知県

実行委員会と県教委が交渉した結果がホーム

ページにアップされています。県版学テを実施

する目的として、児童生徒の学力の定着状況を

調査、把握し、授業改善や学力向上対策のＰＤ

ＣＡサイクルを確立していくため、また各校の

教育活動の質の向上を図るため必要であると記

載をしています。しかし、授業改善や授業準備

の時間さえ取ることができないほど学校現場は

時間的余裕が今ないのが実態ではないかと思い

ます。 

 県版学力テストに参加するかどうかは毎年地

教委に確認しているとお聞きしていますが、参

加しない選択もあるのか、教育長に伺います。 

○教育長（長岡幹泰君） 高知県学力定着状況調

査への各学校の参加につきましては、先ほど議

員がお話しいただいたように、各市町村教育委

員会に意向を確認した上で実施をしております。

これまで全ての市町村が参加してくださってお

り、本調査の趣旨を理解し適切に判断いただい

ているものと考えております。 

 県教育委員会としましては、これからも本調

査の趣旨を引き続き丁寧に市町村教育委員会に

対して説明していくこととしており、その上で、

参加、不参加につきましては、各市町村におい

て適切に判断いただけるものと考えております。 

○33番（細木良君） 現場の声を紹介します。県

版学力テスト前に過去問の練習が常態化してお

り貴重な授業時数が奪われている。教科書はど

うでもえいき過去問をやらせて結果を出してほ

しいと言われた先生もおいでます。業者に委託

しているものの、自校採点が常態化するなど教

職員の労力も時間も取られています。また、テ

ストの結果は学校間競争にも使われており、結

果が悪かった場合指導主事の訪問対象となり、

試験対策の押しつけとなっているようです。 

 悉皆調査で行うテストは学力のごく一部であ

るにもかかわらず、結果が学力の全てであるか

のような扱いは、教育の意義が矮小化されてい

るのではないか、学校や先生の序列化につながっ

ているのではないか、私は大きな危惧を抱いて

います。 

 先日、不登校問題を扱ったＮＨＫの番組で、

子供たちは競争を求められる窮屈さを訴えてい

ました。国連子どもの権利委員会から日本政府

に対する勧告を紹介します。 

 本委員会は、日本の学校制度が並外れて優れ

た学力を達成していることを認識するものの、

学校及び大学の入学をめぐって競争する子供の

数が減少しているにもかかわらず、過度な競争

への不満が増加し続けていることに留意し、懸

念をする。本委員会は、高度に競争主義的な学

校環境が、就学年齢にある子供の間のいじめ、

精神的障害、不登校・登校拒否、中退及び自殺

の原因となることを懸念する。また、子供間の

いじめと闘うための努力を強化すること、及び
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いじめと闘うための措置の開発に当たって子供

の意見を取り入れることを勧告する。あまりに

も競争的な制度を含むストレスフルな学校環境

から子供を解放することを目的とする措置を強

化することなど、重要かつ強い勧告が日本に対

して行われています。真摯に受け止めることが

必要ではないでしょうか。 

 過度な競争教育の是正、教員の働き方改革を

進めるため、県版学力テストの中止を求めます。

教育長の所見を伺います。 

○教育長（長岡幹泰君） 先ほども高知県学力定

着状況調査の目的については述べさせていただ

きましたが、本調査は、競争を助長するもので

はなくこの結果を一人一人の児童生徒の学力向

上に生かすものであり、また学校や市町村教育

委員会、さらに県教育委員会において、それぞ

れに授業改善や教育施策のＰＤＣＡサイクルを

回すために活用するものであります。現時点に

おきまして、子供たちの学力向上や学校等の授

業改善等に有効で必要なものと考えており、今

後も継続していきたいと考えております。 

○33番（細木良君） 教員の働き方改革について

は、国はサポートスタッフの配置拡充など安上

がりの対応のみで、教職員の抜本拡充はないま

まです。これでは、担任が足りない、教頭が授

業をする、産休・育休の穴が埋められないといっ

た教員不足は解決されないと思います。少人数

学級のさらなる推進、教員の授業の持ちこま数

を軽減すること、義務標準法の乗ずる数の見直

しなど、抜本的な教職員定数の改善が必要だと

思います。 

 一問一答に慣れていないので、ちょっと時間

が余りますが、最後に。県の議事堂の前には、

初代高知県議会議長、衆議院議長、立憲政治の

父と言われる片岡健吉像があります。今年、生

誕180年の節目の年となっています。片岡健吉氏

は、衆議院議長在職中、59歳で生涯を終えてい

ます。私は、馬齢を重ね、先日還暦を迎えまし

た。自由民権家として活躍し人格高潔の政治家

片岡健吉さんの足元に到底及びませんが、これ

からも県民の命と暮らしを守り抜くため努力し

ていきたいと思います。 

 今年度で退職される、私と同年代の部長も多

いとお聞きをしています。長年にわたり県勢発

展のために大変な御尽力をいただきました。今

後も新たなステージにおいてますますの御活躍

を祈念いたします。 

 以上で、私の質問を終わります。ありがとう

ございました。（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、細木良議

員の質問は終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

   午前11時45分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時再開 

○副議長（今城誠司君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 坂本茂雄議員の持ち時間は40分です。 

 31番坂本茂雄議員。 

○31番（坂本茂雄君） まず最初に、能登半島地

震で犠牲になられた方々にお悔やみを申し上げ

ますとともに、被害を受けられた被災者の皆様

にお見舞いを申し上げます。 

 これから南海トラフ地震対策に関する質問が

続きますが、これまでの質問となるだけ重複を

避けながら、順次質問をさせていただきたいと

思います。 

 まず、知事は、能登半島地震を決して人ごと

ではない事態だと認識していると述べられてい

ますが、我が事、自分事化して南海トラフ地震
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対策を進めていただきたいとの思いで、知事に

お伺いします。 

 朝日新聞２月３日付の能登半島地震・全国知

事アンケートに答えられたことを踏まえてお聞

きしますが、今回の地震では主に高齢化率50％

前後の自治体で被害が拡大しました、高齢化や

人口減少で自治会や町内会などコミュニティー

の担い手が少なくなる中、災害時の住民による

共助の仕組みが困難になっていると思うかとの

質問に、そう思うと答えられ、今後どのような

対応が必要だと考えているのかとの問いには、

被害を減らすには地域での共助が重要だと考え

ている、そのため本県では共助の取組の一環と

して市町村と連携して個別避難計画の作成を推

進している、また共助の要となる自主防災組織

について、担い手不足により活動が停滞してい

る中山間地域に若い力を入れていくことが地域

の支え合いの力を強化することになり、結果的

に防災面でも大きな役割を果たすと回答されて

います。 

 しかし、中山間地に限らず、若い力の住む都

市部の地域でも、自主防災組織の担い手不足に

頭を痛めている地域は多くあります。どのよう

な若い力が防災の担い手になると考えられてい

るのか、知事にお聞きします。 

○知事（濵田省司君） 南海トラフ地震が発生い

たしました場合には、自主防災組織が共助の活

動の要となりますけれども、御指摘もありまし

たように、高齢化あるいはリーダーの担い手不

足などによりまして活動が停滞している地域も

少なくないということだと思います。 

 この課題に対しまして、これも御紹介いただ

きましたように、中山間地域再興ビジョンによ

りまして定着、増加を図ろうとしております県

外からの若い移住者の方々あるいは地域おこし

協力隊の方々、例えばこういった方々が防災の

面でも地域の担い手になり得るというふうに期

待をいたしております。さらには、職場の勧め

などもありまして防災士の資格を取得しておら

れますけれども地域の自主防災活動にはまだ参

加しておられない、そういった防災士の方々も

おられると伺っておりますので、こうした方々

も担い手として考えられると考えます。地域の

防災活動への参加をこうした方々にも呼びかけ

ていきたいというふうに考えます。 

 さらに、このような方々に加えまして、特に

中山間地域で高齢化が進んでおりますと、60代

でもまだまだ若手といったような地域も少なく

ないということだと思います。そうした意味で、

定年後も活動されている方々など、幅広い年齢

層の方にこの自主防災活動への参加を促しまし

て、新たな人材の確保につなげてまいりたいと

考えております。 

○31番（坂本茂雄君） 今言われた方々が本当に

地域で平時はその地域の支え合いの仕組みの中

で頑張られる、そして有事の際には防災の担い

手になっていくというふうなことをどうやって

育成していくのか、それがこれから問われると

思うんですね。そこのところはぜひしっかりと

育成していく取組を地域地域で強化していただ

く、そのことを要請しておきたいというふうに

思います。 

 知事は、来年度は先進的な取組を行う企業や

団体を訪問するほか、若者と意見交換を行うな

ど、県政の重要テーマに関して話を聞くとのこ

とですが、話を聞かれる重要テーマの中には当

然南海トラフ地震対策も入っているとは思いま

す。 

 その場で訪問自治体ごとの災害リスクを丁寧

にヒアリングし、防災町歩きや共助の担い手と

の意見交換をし、南海トラフ地震対策第６期行

動計画に市町村ごとの課題解決を図るための取

組を盛り込むべきだと考えますが、知事、いか

がでしょうか。 
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○知事（濵田省司君） ２期目におきますいわゆ

る「濵田が参りました」におきましては、従来

の市町村訪問に加えまして、新たに先進的ない

しは県政の課題解決につながる取組を行ってお

ります企業、施設などへの訪問も行いたいとい

うふうに考えております。 

 この市町村ごとの訪問におきますテーマでご

ざいますが、市町村ごとに優先すべき課題は異

なっておりますので、意見交換のテーマあるい

は現場訪問の視察先は、現場市町村の実情が最

も分かっております市町村のほうの意向を尊重

し決定してまいっておりますし、今後も基本は

そうした方向で考えたいと思います。そうした

中で、市町村によって、この南海トラフ地震対

策をテーマとして意見交換あるいは現場訪問を

行うということを希望される団体も当然あると

考えますので、そうした団体については市町村

と具体的なやり方を調整していきたいと考えて

おります。 

 網羅的に市町村ごとの南海トラフ地震対策に

関する課題解決を図っていくということに関し

ましては、引き続き総合防災対策推進地域本部

も通じまして地域の声を聞き、また実情を把握

しまして、新たな行動計画への反映を行ってま

いりたいと考えております。 

○31番（坂本茂雄君） 地域本部を通じて聞かれ

るというのは、それはそれで在り方としてはあ

るんだろうとは思いますけれども、知事自身が

やはり直接聞くということが私は大変重要では

ないかというふうに思います。 

 そういった意味では、大変タイトな日程だと

は思うんですけれども、例えば別日程を取って

でも、災害リスクを抱えた沿岸部の自治体は、

ぜひ南海トラフ地震対策に関する住民の意見を

聞きたいとかいうふうなことを県の側も申し出

て市町村と意見調整をするとかいうことはする

必要はないでしょうか、知事にお聞きします。 

○知事（濵田省司君） 各市町村の実情は様々だ

と思いますので、一律にということでは必ずし

もないと思いますけれども、私のほうでもいろ

いろな形で南海トラフ地震対策関連の様々な分

野での課題に県政の中でも直面いたしますので、

必要に応じまして、お話しいただきましたよう

な、県のサイドから、おたくの市町村でこういっ

た話が聞きたいということも含めて調整をして

いきたいと思っております。 

○31番（坂本茂雄君） ぜひよろしくお願いしま

す。 

 次に、能登半島地震からは教訓化できない長

期浸水対策と津波火災対策における本県の進捗

状況についてお伺いします。まず、長期浸水対

策について土木部長にお伺いします。昨日、西

内議員には、長期浸水域内の救助救出計画を見

直す前提として、海岸、河川の堤防や道路等の

ハード整備の進捗状況を踏まえた再検証が今年

度行われると危機管理部長が答弁されていまし

たが、その再検証が遅れていると聞きます。何

が要因なのか、お聞きします。 

○土木部長（荻野宏之君） 長期浸水の検証に当

たりましては、最大クラスの津波が堤防を越え

たときに被害を受けた堤防がどの程度機能する

かという点が、浸水範囲や止水・排水の日数を

算定する上で重要な要素となっております。し

かしながら、現在その点につきまして確立され

た評価方法がないため、堤防の形式など評価に

必要な条件設定に時間を要したところでありま

す。 

 加えまして、有識者の助言を踏まえて、東日

本大震災での堤防の破壊事例について情報を収

集・分析する作業も追加されたところでござい

ます。このことにより、当初計画である本年３

月の完了が困難となっている状況でございます。 

○31番（坂本茂雄君） 検証を終えて結果を公表

できる目途はいつ頃になる見込みか、併せて土
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木部長にお聞きします。 

○土木部長（荻野宏之君） 本年の５月末までに

検証結果を取りまとめまして、その後、６月に

公表を予定してございます。 

○31番（坂本茂雄君） 続いて、津波火災対策に

ついて危機管理部長にお伺いします。高知市タ

ナスカ地区、中の島地区の石油・ガス施設の地

震津波対策について、現状では近隣地区住民に

とって津波火災への不安が解消されておらず、

県としても津波火災リスクの回避としてタナス

カ地区の護岸かさ上げの詳細設計を行っており、

調整ができたら地域へ説明するとされています

が、目途はいつ頃となるのか、お聞きします。 

○危機管理部長（中岡誠二君） 現在、国と、工

事によって影響を受けるタナスカ地区の石油・

ガス事業者との間で、施工の手順でありますと

か工事の支障となる配管設備の移設などについ

て協議を行っているという状況でございます。

工事の施工時期については、こうした協議を経

まして国によって予算化され決定するものとい

うところでございまして、その時期について国

に確認しましたところ、早ければ令和９年度と

いうことを聞いておりまして、地域への説明も

その頃になる見込みでございます。 

○31番（坂本茂雄君） 早くても令和９年度。

ちょっと、もっと早くならないかなというふう

な思いがしますけれども、ぜひ調整等も加速化

しながら進めていただきたい。現場は大変な心

配の種でありますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 また、中の島地区での対応はどのように考え

られているのか、危機管理部長にお聞きします。 

○危機管理部長（中岡誠二君） 中の島の護岸事

業につきましては、県が石油・ガス事業者との

間で、同じく施工の手順でありますとか工事の

支障となる配管設備などの移設などについて協

議をしてございます。施工時期につきましては、

こうした協議を踏まえまして予算化して決定い

たしますが、その時期は早くても令和７年度以

降ということでございまして、説明もその頃に

なる予定でございます。 

○31番（坂本茂雄君） いずれにしましても、こ

の長期浸水対策、さらには津波火災対策という

のは、能登半島地震では起きなかった被害では

ありますけれども、東日本大震災ではこれは起

きている事例でありますので、ぜひ、それ以降

もう13年たっているわけですから、もっともっ

と加速化していただきたいということをお願い

しておきたいと思います。 

 続きまして、広域避難について知事にお伺い

します。今回の能登半島地震では、災害関連死

を防ごうと、厳しい環境の被災地の避難所から

石川県南部の宿泊施設などに移る２次避難など

が取り組まれましたが、バスに乗るまで行き先

が分からないとか、コミュニティーごとの避難

が困難であるとか、今までの教訓が生かされな

いなどの課題があったことも明らかになってい

ます。 

 県内の避難者は21万6,000人と想定される中、

避難所不足が大きな課題である高知市などでは、

今まで以上に広域避難の必要性が改めて確認さ

れています。県地域防災計画では、第２節、広

域避難体制等の整備として、大規模広域災害時

に円滑な広域避難が可能となるよう、他の地方

公共団体との広域一時滞在に係る応援協定を締

結する等、発生時の具体的な避難及び受入れ方

法を含めた手順等を定めるよう努めます、市町

村域を超えて避難者を受け入れるための広域的

な調整を行いますとされています。 

 高知県の想定される実態を見たとき、一時的

避難ではなく長期滞在を想定した広域避難の避

難所、自治体の選択が急がれると思うのですが、

どのように考えられているか、お聞きします。 

○知事（濵田省司君） 御指摘の広域避難の場合
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も含めまして、避難所におきましては、応急仮

設住宅などが供給されるまでの間、長期間滞在

していただくことも想定をしなければならない

と考えます。また、議員から御指摘がありまし

たように、もともと県内でも、高知市をはじめ

といたしまして市町村単位で見ましたときに避

難所の収容能力が不足をしているというところ

もございますので、そういった市町村におきま

しては市町村の区域を越えた広域避難が必要と

されるという状況にございます。 

 さらに申しますと、この能登半島地震の実態

を踏まえますと、現に備えていた避難所につき

ましてもライフラインの途絶などによりまして

避難所として使えないといった結果、結果的に

広域避難に頼らざるを得ないという場合が新た

に生じてくるということも考えなければいけな

いと思っております。 

 そうしたことで、現在も広域避難所の確保に

努めておりますけれども、いずれにいたしまし

ても、発災後速やかに避難が実現できますよう

に、長期滞在が可能な広域避難所を、できる限

り多くの選択肢を確保していくということが必

要だというふうに考えております。 

○31番（坂本茂雄君） 先ほど知事も言われたよ

うに、あらかじめ指定していても、それが実際

には被災後避難できるかどうかということが問

われますので、そういった意味では、多様に、

そして多く選択肢を構えておく、事前にそれを

やっておくということが必要だというふうに思

いますので、ぜひその辺は強化していただきた

いというふうに思います。 

 そして、この１月に高知市総合防災訓練の中、

高知市下知地区と仁淀川町の間で広域避難訓練

が行われました。この訓練を通じて、被災地域

と避難先としての事前交流の必要性が認識され

ています。 

 今後とも、広域避難を実効性のあるものとし

て、事前交流によって避難者と受入先住民の顔

の見える関係を築いておくことが、平時の地域

間交流による地域活性化にもつながりますし、

発災時の円滑な広域避難にもつながることとな

る、事前交流に対する支援の在り方について知

事にお伺いします。 

○知事（濵田省司君） お話がございましたよう

に、防災の活動に関しましては、平素から顔の

見える関係性の構築ということが重要なポイン

トの一つだと考えます。したがいまして、お話

がありましたような交流を通じまして避難先と

の意見交換、あるいは訓練などを通じて事前に

交流を行うということは意義があることだと考

えます。このことは、発災時におきます住民同

士の安心感につながりますとともに、災害への

対応力の向上、さらには交流人口の拡大により

ます経済活性化といった効果も期待できるとこ

ろだと考えます。 

 このため、自主防災組織などが広域避難に関

する研修会や訓練などを行いやすくするという

ことを考えまして、引き続き、県といたしまし

ても、地域防災対策総合補助金によります財政

的な支援を行ってまいりたいと考えます。 

 また、御紹介いただきました先進的な取組の

一つであります高知市の下知地区と仁淀川町の

事例につきましては、他の市町村にも紹介をい

たしまして、いわゆる横展開につなげてまいり

たいと考えております。 

○31番（坂本茂雄君） 取組の有用性については

知事も御認識いただいているということで、た

だそれに対する支援の在り方としては総合防災

補助金で、これはよくあるパターンなわけです

けれども、自治体によって総合防災補助金の使

い方が多少ありますんで、そこは柔軟性がある

ということにはなるんですけれども、やはりい

ろんな日頃の自主防災会活動の上限に加えてこ

ういった新たないろんな取組が加わってくると
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きに、それをさらに上乗せしていくとかいうよ

うなことなんかも一つの方法でありますよとい

うことを、ぜひ自治体のほうにもそういった助

言などもしていただければと思います。 

 続きまして、避難所等における生活環境の整

備としてのトイレ対策について林業振興・環境

部長にお伺いします。能登半島地震で、断水、

停電、下水管の断裂という状況の中で、避難所

における生活環境の整備の面で改めてクローズ

アップされたのがトイレ問題であります。熊本

地震での調査によりますと、発災後３時間以内

にトイレに行きたくなった人が38.5％、６時間

以内で72.9％だったと言われており、水を飲む

より早くトイレに行きたくなるという状況が迫

られたとのことです。 

 珠洲市で支援されている、高知市などと災害

時支援協定を締結されているピースウィンズ・

ジャパンの職員の方に２月段階で聞かせていた

だいたお話では、支援者が排せつした便も被災

地から帰省する際に持ち帰っている、そういう

現状がある。 

 また、トイレトレーラーが被災地に届き、う

れしそうに使用していた被災者の皆さんの姿が

テレビ画面に映っていたのを皆さんも御覧になっ

たと思いますが、そのトイレトレーラーの災害

派遣トイレネットワーク、助けあいジャパンの

矢野忠義さんらの話を３月４日にオンラインで

聞かせていただきました。誰もが使いたくない

ような避難所の汚物まみれのトイレ、高齢者が

避難所で排せつを我慢して体調を壊して救急車

で運ばれる姿、市立輪島病院の医師はおむつ着

用で働いており、女性や子供たちは暗闇の中の

仮設トイレに怖くて行けないという状況を見る

と、避難所や災害拠点でのトイレ確保は命と尊

厳を守る人権問題だと改めて痛感させられまし

た。 

 本県として、今回の能登半島地震を踏まえて、

トイレ確保やその運営対策をどのように強化す

るのか、お聞きいたします。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 避難所で

のトイレ対策といたしましては、発災直後の一

時的な利用を想定して備蓄が可能な携帯トイレ

や簡易トイレなどの活用と、その後の一定期間

の使用を想定した仮設トイレの設置がございま

す。 

 携帯トイレなどにつきましては、各市町村に

おいて備蓄が進められているところであり、今

後、その取組ができるだけ加速化されるよう働

きかけてまいります。また、仮設トイレの設置

に関しては、避難所ごとの必要基数や設置後の

し尿の回収について、市町村のし尿処理計画で

整理しておくことが必要と考えております。こ

のため、現時点で計画が未策定の市町村に対し

まして個別の相談対応などを行い、来年度中の

策定につながるよう支援をしてまいります。 

 また、避難所でのトイレの運用につきまして

は、今回の能登半島地震においては、衛生管理

や悪臭といった課題が報道されているところで

ございます。このため、既に整備されている避

難所運営マニュアルにつきましても、トイレの

使用方法や使用後の携帯トイレの管理方法など

の充実や訓練などを通じて運営の実効性を高め

ていくよう、市町村にも働きかけてまいります。 

○31番（坂本茂雄君） 南海トラフ地震対策の本

部会議のときにもこの問題は課題になっている

というふうにお伺いしています。来年度中には

トイレ計画の策定を完了させるということです

が、ぜひ実効性のある計画になるように、そう

いうふうに市町村と連携を取っていただきたい

と思います。 

 避難所に避難した後、このトイレ問題がどう

円滑に運営されるかによって、その避難生活が

どういうふうになっていくか、続いての災害関

連死までつながる可能性もあるというふうに思
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いますので、ぜひそういった視点を持って取り

組んでいただきたいということをお願いしてお

きたいと思います。 

 そういった中で、長期浸水域内の津波避難ビ

ルなどでは、避難者が使用した簡易トイレの便

袋などを長期にわたって建物内に大量に保管す

るという事態を迎えることになります。この津

波避難ビルなどにおける便袋の回収などについ

てはどういう検討がされているのか、林業振興・

環境部長にお聞きします。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 津波避難

ビルなどの緊急避難場所で発生するごみは、各

家庭で排出されるごみと同様の取扱いとなりま

す。議員御指摘の、避難者が使用した簡易トイ

レの便袋については可燃ごみに該当するため、

原則として可燃ごみステーションに排出してい

ただくなど、市町村ごとのルールに沿って対応

していただく必要がございます。例えば、津波

避難ビルの指定数が多い高知市では、被災状況

に応じて浸水が解消され道路啓開ができた箇所

から順次、腐敗性の高い可燃ごみから回収を行

う計画であると聞いております。 

 この状況を踏まえますと、長期浸水区域内の

対応を含めて、ごみ回収が開始されるまでの間

の便袋などの回収方法について、課題もあると

考えられます。このため、今後、危機管理部と

も連携をいたしまして、高知市をはじめとする

市町村と、こうしたことについて協議してまい

ります。 

○31番（坂本茂雄君） 前段の答弁でしたら私は

全然納得がいきませんでしたけれど、最後に、

課題はあるという認識ということですので、そ

の課題を解消するために早急に対応していただ

きたいということを申し添えておきたいと思い

ます。 

 続きまして、事前復興まちづくり計画の地区

別計画の具体化について知事にお伺いします。

高知市をはじめ沿岸自治体では、南海トラフ地

震発生後早急に復興事業に着手するための事前

復興まちづくり計画策定に向けた取組を始めら

れています。自治体の計画が策定された後には、

対象地域の現状分析及び課題抽出や土地利用の

検討など、地区別事前復興まちづくり計画が作

成されることになります。 

 知事は提案説明で、事前復興的な考え方に

立って緊急輸送道路の整備や橋梁の耐震化と

いった防災対策を進めるために必要な財源確保

対策の強化などについて、国に対して積極的に

政策提言をすると言及されました。 

 各自治体でこれから策定される事前復興まち

づくり計画の地区別計画につきましても、前倒

しで具体化できるような財源確保もするべきで

はないかと考えますが、お聞きします。 

○知事（濵田省司君） いわゆる事前復興まちづ

くり計画につきまして地域住民の皆さんと議論

を進める中で、例えば高台移転に対します地域

の機運が高まりまして、事前の移転について具

体的な検討が進むということが今後想定をされ

ると考えます。 

 現在、防災集団移転促進事業といいました国

の補助によりまして事前に実施できる事業もご

ざいますけれども、採択に必要な地元同意の要

件に難しさがあるといったことから、必ずしも

十分に活用されているとは言えない状況にある

と考えます。そのため、この事業につきまして、

全国知事会などを通じて政策提言を行ってまい

りました結果、一定の要件緩和も図られている

ところでございます。 

 こうした事業を活用いたしまして、事前に事

業を実施しようとする市町村に対しましては、

その声を聞きながら、県として技術的なアドバ

イスを行いたいというふうに存じますし、さら

にはこの事前復興のまちづくりの議論が進捗す

る中で、より具体的なニーズも顕在化をしてく
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るということだと考えます。こういったものを

踏まえまして、十分な財源の確保を含め、必要

に応じまして国への政策提言を行ってまいりた

いと考えております。 

○31番（坂本茂雄君） ぜひ国への提言、少しず

つ具体化しているということなんですけれども、

もっともっと、事前に対策をすることが事後の

復興をいかに早めていくかということにもなり

ますし、そのことが被害そのものを少なくして

いくということにもつながると思いますので、

今後ともの取組をよろしくお願いしておきたい

と思います。 

 続きまして、物資の備蓄をより住民に近い場

所に分散備蓄させることについて危機管理部長

にお伺いします。食料などについては、国から

のプッシュ型支援が４日目以降になることを踏

まえ、県と市町村では令和９年度までを目標に

３日分の備蓄を取り組んでいるとのことですが、

最悪を想定すれば、３日分どころか１週間分以

上の備蓄が必要かもしれないことは想定してお

くべきだと思われます。 

 その上で、物資の備蓄についても、道路の寸

断などにより必要な支援が行き届かなくなるこ

とが懸念されるため、県の備蓄を市町村の備蓄

施設などに分散する取組を加速することに加え、

市町村においても、地域の避難所や防災倉庫と

いった、より住民に近い場所への備蓄が進むよ

う支援を行うと、提案説明の中で知事は言われ

ましたが、民間の津波避難ビルなどにも分散備

蓄すべきと考えますが、どのレベルまで行うの

か、危機管理部長にお尋ねします。 

○危機管理部長（中岡誠二君） 高知市の長期浸

水エリアでは、津波避難ビルなどに居住者や避

難者が一定期間取り残されるということは、議

員のお話のあったとおり想定されます。高知市

では今、津波避難ビルに水やトイレなどの備蓄

を進めていると聞いておりますが、ただスペー

スの問題があってなかなか進まないと、そうい

う課題も聞いてございます。 

 長期浸水エリアの津波避難ビルも含めまして、

孤立が想定される地域などの住民に物資が確実

に届くように、市町村の分散備蓄、より住民に

近いところに物資が備蓄できるように、市町村

と共に進めていきたいというふうに考えていま

す。 

○31番（坂本茂雄君） これ、随分議論されてい

るんですけれども、先ほど言われたスペースの

問題などがあってできないという実態もあるの

は事実です。そういう中で、じゃあ何ができる

のかということをぜひ市町村のほうも現場と一

緒になって考えていけるように、またその事例

としてアドバイスできることがあれば、県とし

てもアドバイスしながら進めていただきたい。

方向性は、今回打ち出された方向性はいいと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 そういった長期浸水エリアで一定期間在宅避

難を強いられる集合住宅では、断水、停電など

ライフラインの途絶の中で、在宅避難手法の支

援を強化することが求められています。東京都

では、災害による停電時でも自宅での生活を継

続しやすい要件を満たしたマンションには、東

京とどまるマンションとして登録されたマンショ

ン管理組合などを対象として、蓄電池や非常用

発電機の確保の拡充補助が検討されています。 

 本県においても、長期浸水エリアで一定期間

在宅避難を強いられる集合住宅に対して公助の

支援策を講じることが必要ではないか、危機管

理部長にお尋ねします。 

○危機管理部長（中岡誠二君） 現在、自主防災

組織として、持ち運びができる小型の発電機や

蓄電池を整備する場合は、市町村と連携しまし

て地域防災対策総合補助金で支援をしてござい

ます。 

 一方、お話のありました東京都の例でござい
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ますけれども、マンションなどにおいて給水ポ

ンプなどを稼働するために必要な発電機とか蓄

電池を整備する場合、大型で費用も高額となる

と、現在の補助金では対応できないということ

は考えられます。このため、その必要性や支援

の在り方につきまして、市町村と協議をしてい

きたいと考えております。 

○31番（坂本茂雄君） よろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、先日も高知市で災害ケースマネ

ジメント研修の講師をされた大阪公立大学院文

学研究科人間行動学専攻菅野拓准教授らによっ

て提唱されています災害対応ガバナンスという

概念について紹介しながら、その在り方につい

て知事にお伺いいたします。 

 災害対応ということを考えたとき、たまにし

か起こらない災害に対して、平時に適応した組

織体制を取っている地方自治体が災害対応を行

うということは、まれなことで慣れていない仕

事に対し初めて対応しなければならないという

ことになる場合が多いと思われます。 

 災害ごとに生じてきたその際の混乱を回避す

るためには、自治体だけで災害対応に立ち向か

うのではなく、営利企業やＮＰＯ等のサードセ

クターの組織といった自治体以外の担い手も、

活動するための体制や財源の公的な根拠を持っ

て自律的に災害対応に参画する災害対応のマル

チセクター化や、普遍的なものになった社会保

障の制度体系の中に被災者支援を位置づけて、

平時の社会保障の担い手たちが被災者支援を行

う社会保障のフェーズフリー化によって対応す

ることが求められています。そこでは、様々な

担い手がその得意技に応じて自発的に対応し、

その活動調整することによって、協働して災害

対応を行うことが促されます。 

 災害救助法を中心として戦後すぐに定まった

基本的な役割分担を現代に合うように見直し、

不得意な仕事までこれ以上自治体に押しつける

災害対応をやめ、様々なアクターが得意技を発

揮できる、言わば餅は餅屋の災害対応を日本社

会に生み出さなければならないというものが、

災害対応ガバナンスの概念であるというふうに

思っています。 

 私は、高知県がこの間取り組んできた受援力

を発揮させるためにも、平時から自治体、住民、

サードセクターの顔の見える関係づくりの中で

連携の仕組みが築かれておくことによって、平

時の多様な行政サービスの提供や災害時の即応

体制の確立が図られることになるものと思って

います。 

 知事は、被災者の利益のために、国、都道府

県、市町村、営利企業、サードセクターの組織

といった災害対応を実施する様々なアクターを

規律づけるメカニズムとしての災害対応ガバナ

ンスをどのように考えられますか、お聞きしま

す。 

○知事（濵田省司君） 災害時の応急活動を考え

ましたときに、いわゆる命を守る発災直後の局

面の、例えば人命救助などの場面におきまして

は、警察、消防といった行政による活動が中心

になるものと考えられまして、民間に委ねられ

る活動は限定的ではないかというふうに考えま

す。 

 一方で、次の、命をつなぐ、あるいは生活を

立ち上げるという局面に至りまして、特に活動

の中心が被災者生活支援というところに比重を

移していく、こういう局面では、お話がありま

したように、できるだけ多くの民間の力を借り

てこの活動を行っていくというのが合理的では

ないかという考え方は、私としても理解できる

ところでございます。しかし、南海トラフ地震

で担い手も被災をしている中で、ニーズのほう

は集中して発生するということだと思いますの

で、特に中山間地域などでサービスの担い手と
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なる民間の主体が十分に確保できるかというの

が、お聞きした中でやや心配になった点でござ

います。 

 こうしたことを考えますと、必要なサービス

が民間の主体化で十分に供給できない場合に、

いわゆるセーフティーネットをどう構築してお

くかという問題でありましたり、そもそも大枠

は行政で設定をした中で、財源の保障もした中

で、民間の自律的な活動を活用していくという

ことだと思いますけれども、行政と民間の役割

分担のルール、これをどううまくあらかじめ設

定できるかと、こういった課題もあるのではな

いかというふうに考えるところでございます。 

 御紹介いただきました菅野准教授は内閣府の

検討会の委員もされているというふうにお聞き

しておりますので、検討会でこうした課題など

を踏まえて効率的で質の高い被災者支援の在り

方の検討が進むことを私としても期待している

ところでございます。 

○31番（坂本茂雄君） 実はたまたま昨夜のＮＨ

Ｋのクローズアップ現代、これに菅野准教授が

出演されていました。そこで言われていたのは、

やっぱり平常時の専門性を被災者支援に生かす

新たな公助の仕組みではないのかと、こういっ

たことがというようなお話もされていました。 

 しかし、その中で、知事が心配されるような

中山間の支援者がどれだけ提供できるのかとい

うような問題もあろうかと思います。そういっ

た意味では、今回の能登でのああいう孤立した

集落に対する支援の在り方なんかがまた一つの

教訓になってこようかと思います。 

 実はこの菅野准教授、石川県の復旧・復興ア

ドバイザリーボードの委員にもなられました。

そういったことも含めて、いろんなこれまでの

災害の支援の在り方の教訓が生かされていく中

で、新たな公助の仕組みの一つとしてこの災害

対応ガバナンスというのがあろうかと思います

んで、またぜひ知事のほうでも御検討いただけ

たらというふうに思います。 

 続きまして、福祉避難所開設の条件整備につ

いて子ども・福祉政策部長にお伺いします。読

売新聞の調査では、能登半島地震において、７

市町で最大86か所の災害時要配慮者が避難可能

な福祉避難所を開設するはずだったが、１月17

日時点で20か所にとどまったことをはじめ、福

祉避難所の脆弱性が明らかになったことも今回

の特徴だと言えます。 

 高知県における福祉避難所は、県全体で必要

な１万7,184人分に対し、指定は令和５年９月末

時点で１万500人分、特に高知市では、必要な１

万2,544人分に対して7,279人分が不足している

状況にあります。県も、能登半島地震を受け、

未指定の施設に対する指定意向調査や理解を深

めていただく周知を図り、令和６年度中に改め

て指定促進に向けた市町村の取組を後押しして

いくとされています。 

 本県において、現状では量の確保が優先はさ

れるのでしょうが、いざというときに福祉避難

所としての機能を維持し、開設できる施設でな

ければならないと考えますが、部長、どのよう

にお考えでしょうか。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 福祉避難

所は、一般の避難所での生活が困難な高齢者や

障害のある方などを受け入れる施設であるため、

福祉避難所としての機能を維持するためには専

門的な人材の確保が重要となってまいります。 

 そのため、県では、平時から社会福祉施設の

団体等と連携を図るとともに、県が調整役とな

り、県内の社会福祉施設間の相互応援に関する

協定を締結しております。また、広域的な人材

確保につきましては、災害派遣福祉チーム、い

わゆるＤＷＡＴの県外からの受援体制や、全国

知事会等を通じた応援要請の体制を整備してき

たところです。 
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 今回の能登半島地震では、新たに全国の社会

福祉施設間での応援体制が構築をされており、

このような新たな動きも踏まえまして、国と連

携して、より実効性の高い応援体制の構築を図っ

てまいります。 

 加えて、福祉避難所には地域の方々の協力も

必要となることから、民生委員・児童委員や自

主防災組織、地域住民等が参加する訓練の実施

を後押しすることで、発災時における福祉避難

所の機能を維持し、開設できる体制づくりを支

援してまいります。 

○31番（坂本茂雄君） 全国からの受入れのそう

いう仕組みができたことは今回の一つのあれだ

とは思うんですけれども、ただ、そういった受

入れができるかどうかというのが災害時の問題

だろうというふうに思います。できるだけやっ

ぱり自前で育成していくということも大事だろ

うと思いますので、よろしくお願いしておきた

いと思います。 

 続きまして、災害関連死のうち、発災時に障

害者手帳を持っていた人の割合が、東日本大震

災で21％、熊本地震では28％だったことが、共

同通信による自治体への調査で分かっておりま

す。障害者や高齢者の比率が高い災害関連死は、

福祉避難所不足などによる影響も大きいと思わ

れます。 

 福祉避難所と災害関連死の関係を踏まえて、

高知県として、災害関連死を起こさないために

どのような対策を必要と考えているか、子ども・

福祉政策部長にお聞きします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 災害関連

死を防ぐためには、避難生活の中で、高齢者や

障害のある方など配慮が必要な方の体調などの

変化にいち早く気づき、適切な対応を取ること

が重要となってまいります。福祉避難所におき

ましては、一定数の専門的な人材が確保されて

いるため、災害関連死の防止に一定の効果があ

ると考えております。配慮が必要な方が福祉避

難所で適切なケアが受けられるよう、福祉避難

所の開設や機能の維持に向けた体制づくりに取

り組んでまいります。 

 また、避難生活において配慮が必要な方は、

日頃から福祉サービスを利用されている方が多

いため、ケアマネジャーなど福祉専門職が業務

を再開できれば、避難生活における心身の状態

を把握することができ、災害関連死を防ぐこと

につながってまいります。県としましては、関

連団体等と連携し、災害時において速やかに事

業を継続するためのＢＣＰ――業務継続計画の

策定を支援するなど、介護・福祉事業者が早期

に福祉サービスを再開できる体制づくりを後押

ししてまいります。 

○31番（坂本茂雄君） 今年度末が介護事業所の

ＢＣＰ策定の期限になっていますけれども、ど

んな状況になっているか、また年度を改めてお

聞きもしたいと思います。 

 以上、南海トラフ地震対策に関するやり取り

を踏まえまして、最悪の事態を想定した南海ト

ラフ地震対策への決意について知事にお伺いし

ます。 

 室﨑益輝神戸大学名誉教授は、地区防災計画

学会誌第28号の巻頭言で、能登半島地震につい

て、想像力をたくましくすれば、お正月に大地

震が起きることも、過疎地で震度７が起きるこ

とも、諸事情で外部支援が全く受けられないこ

とも、火災で密集地が丸焼けになることも予想

できた、起きてほしくないという思いが最悪の

事態を想定させなかったのだ、そのことが事前

の防備をおろそかにさせ、深刻な被害を招いた

と言ってよいと指摘されています。 

 私たちにとっては、首都直下地震が起き、東

南海地震が連続して発生し、そこに大型台風が

襲来している最中に南海トラフ地震が発生する

などということは、起きてほしくないという最



 令和６年３月７日 

－306－ 

 

たる事象でもあります。そのような最悪の事態

を想定もせず、事前の防備をおろそかにしてい

たら、深刻な被害を招くことになるのではない

かと懸念せざるを得ません。 

 今後の取組について、最悪の事態を想定して

取組を強化していくことへの知事の決意をお伺

いします。 

○知事（濵田省司君） 御指摘がありましたよう

に、例えば南海トラフ地震と風水害あるいは他

の地域での地震などといった大規模な災害が前

後して起こる、あるいは今回のようにお正月休

みという非常に厳しい状況のときに発生すると

いうことは、当然起き得るものと想定しておか

なければならないと考えます。ただ、そうした

大変厳しい状況での災害が発生した場合には、

人員や資機材が限られている中で、全てに行き

届いた十分な対応を行うことは現実としては困

難を伴うものというふうに考えます。 

 このため、まずは個別の災害に対応できます

ように、それぞれの災害に応じた計画やマニュ

アルなどの実効性を高めておく、このことの積

み重ねが必要であると思います。その際には、

安全の追求に終わりはない、防災対策に終わり

はないという考え方に立ちまして、絶えずその

前進を図っていく、進化を図っていくという姿

勢でバージョンアップを図っていくという取組

が必要だというふうに考えております。 

 その上で、いざこうした非常に厳しい災害が

発生をしたというときには、その状況に応じま

して対応の優先順位をつけながら、県民の皆さ

んの被害が極小化できますように全力を尽くし

て対応してまいる覚悟であります。 

○副議長（今城誠司君） 以上をもって、坂本茂

雄議員の質問は終わりました。 

 ここで午後１時45分まで休憩といたします。 

   午後１時41分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時45分再開 

○副議長（今城誠司君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 畠中拓馬議員の持ち時間は35分です。 

 20番畠中拓馬議員。 

○20番（畠中拓馬君） 一燈立志の会、畠中拓馬

です。 

 まずは、元日に起きた能登半島地震では240名

を超える方々が亡くなられました。元日を祝っ

ているさなかに破滅的な災害が襲うとは誰が予

想したでしょう。お亡くなりになられた方々に

対し、衷心よりお悔やみ申し上げます。 

 私たちは、この悲劇から少しでも多くのこと

を酌み取らなければなりません。酌み取るべき

ことは、失敗の中にこそたくさんあるように思

います。何に失敗したのか、どうして失敗した

のかを酌み取り、それを今後の防災に生かす必

要があります。 

 少しお話しさせていただきます。私たちは、

１月３日に、同じ会派の大石議員や高知商工会

議所青年部の有志で支援グループを立ち上げ、

能登半島へ一刻も早く支援物資を届けたいとの

思いから、ＳＮＳなどを活用し、必要と思われ

る物資を募りました。また、発災直後から現地

に入り活動しているボランティアに現状を聞き

取りし、同時に能登半島の穴水町と珠洲市にい

る知人と連絡を取り合っていました。５日になっ

て、１度だけその知人とは連絡が取れまして、

現地で何が必要になっているかを聞き、トラッ

クを調達し、すぐに援助物資を届けることにし

ました。いわゆるプッシュ型支援です。 

 震災直後は、行政の要請を待つプル型支援で

はなく、プッシュ型支援こそが必要だとされて
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います。現地も物資の支援を望んでいました。

要請されたのは、水、日もちする食べ物、カセッ

トボンベ、トイレットペーパー、ドライシャン

プー、マウスウオッシュ、紙コップ、紙皿、懐

炉、おむつなどです。それらを２トントラック

に詰め、支援物資輸送車両と書いた紙をトラッ

クに貼り、５日の昼に大石議員と２人で高知を

出発しました。福井県でさらに買い足し、能登

に向かいました。能登に入ったのは６日朝です。 

 穴水町の知人には、七尾市で落ち合って支援

物資を渡しました。それから珠洲市に向かいま

したが、道路は至るところで寸断されていまし

た。知人の家は、珠洲市の正院町です。正院町

は被害の大きかった町で、道の状態はどんどん

悪くなり、夕方の３時過ぎ、やっと正院町へ入

りました。知人の家までナビの案内どおりに車

を進めておりましたが、道は寸断され、垂れた

電線が道を塞いでいたところでは木の棒で電線

を払って車を進めました。 

 もう少しで知人の家に着くところまで行きま

したが、家屋の倒壊で道が塞がれていたため、

仕方なくＵターン。別ルートを探していたとき

でした。放心状態で歩いている男性がいたので

声をかけると、妻がそこにいたのに出せなかっ

た、救えなかったと話してくれました。奥さん

は家屋の下敷きになり、お亡くなりになってい

たそうです。救援隊が到着し、奥さんを倒壊家

屋から出せたのは、地震から３日後の１月４日

になってからだったそうです。 

 広場に車を止め、その男性に支援物資を渡す

と、感謝の言葉とともに受け取ってくれました。

近隣住民の人たちも集まり出し、これいいんで

すかと、みんな喜んで物資を受け取ってくれま

した。40代くらいの女性は、カップラーメンを

受け取ってくれ、ありがとうございます、被災

して以来ほとんど食事が取れていませんでした

と涙を流されていました。ペットがいるため避

難所には行けず、車の中で泊まっていたそうで

す。避難所に行けない人には、食べ物も届いて

いなかったのです。広場で食べ物を配った後、

やっと知人宅に着きました。幸い、知人宅は倒

壊を免れていました。 

 その後、避難所になっている蛸島小学校や宝

立小中学校にも伺いました。食べ物はたくさん

ありましたが、私たちが持っていった毛布がと

ても感謝されました。備蓄されている毛布は薄

くて寒いのだそうです。灯油も人気で、すぐに

なくなりました。除菌シートは、三昭紙業さん

から提供いただいたノンアルコールのものが人

気でした。アルコール性の除菌シートは肌に合

わない人がいるそうです。 

 決定的に不足していたのは水です。飲み水は

たくさんあったのですが、顔を洗ったり歯を磨

いたり手を洗ったり髪を洗ったりする水がない。

貴重な水をそのようなことには使えないのです。

被災した方々は、ドライシャンプーやマウスウ

オッシュ、ボディーシートを欲していました。 

 能登半島地震では、支援物資はたくさん集まっ

たようですが、問題は隅々まで届いたかどうか

です。私が見た限りでは、避難所に行けない人

たちには十分には届いていませんでした。行政

の手で隅々まで全てに行き渡らせるのは難しい

のだと感じました。 

 さらに言えば、行政が間に入ってしまうと物

資が動かなくなりかねないようにも見えました。

災害が起きると、行政のやることは一気に膨ら

みます。全てを行政がやろうとしても無理です。

避難者は家の中にも車の中にもいます。そのよ

うな人にまで行政が目配りし支援物資を届けら

れると想定することが厳しいように思えました。 

 石川県は、県と市町村があらゆることを管理

するべきだと考えているようにも見えました。

私は、そこに若干の違和感を持ちました。大災

害という非常時に、被災者全員を行政が管理で
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きるわけではありません。大切なのは管理では

なく、県民の命を守ることです。 

 そこで、知事にお聞きします。発災直後はプッ

シュ型支援の受入れが中心となりますが、それ

ら支援物資や備蓄品を隅々まで配付する際、高

知県はどのような手だてを考えているのでしょ

うか。避難所はもとより、車中泊や自宅避難の

方々、あるいは孤立集落にどう届けるのかがポ

イントだと思います。事前に考えておかないと、

行政の手元で物資が滞留する事態にもなりかね

ません。つまり、円滑な流通ルールを事前に構

築しておく必要があります。海岸線が長く山深

い本県ならではの手だてをお聞かせいただきた

いと思います。 

○知事（濵田省司君） お尋ねがありました国か

らのいわゆるプッシュ型の支援物資についてで

ありますが、発災後４日目以降に、県内７か所

にあらかじめ定めております県の物資拠点に配

送がされるという計画となっております。例え

ば県立青少年センター、春野総合運動公園、宿

毛市総合運動公園、こういったところでござい

ます。そこから、県の定めております物資の配

送計画に基づきまして、高知県トラック協会に

要請をし、市町村の物資拠点に配送するという

計画にしております。さらに、各市町村におき

ましては、市町村ごとに定めていただいており

ます物資の配送計画に基づきまして各避難所ま

で配送するという経路をたどるということを想

定しております。 

 お話がございました、例えば車中泊あるいは

在宅避難をされている方々につきましても、避

難所にその旨をあらかじめ届け出ていただいて

おきますことで避難所で物資が配付をされるよ

うに、避難所の運営マニュアルで定めていると

ころでございます。 

 こうした形で、きめ細かく避難者一人一人に

物資が届く体制を整備しているところでありま

すけれども、訓練などを通じましてその実効性

が確保をされ向上していくように絶えず努めて

まいりたいと考えております。 

○20番（畠中拓馬君） また、国からはそのよう

な動きだということなんですけれども、他県か

ら民間の支援も多々あることも予想されます。

せっかく届けていただいた支援物資を無駄にす

ることのないようなルールというか事前準備も

していただきたいと思いますし、石川県の穴水

町では、ボランティアに来ていただいた方々に

は、ボランティアは基本、自己完結ではあるん

ですけれども、体育館を１泊1,000円でお貸しし

て泊まっていただいているそうです。このよう

なことも起こり得ますので、ぜひ様々なきめ細

かい手だてを事前にやっぱり考えておいていた

だくことが大事だと思いますので、よろしくお

願いいたします。 

 続きまして、私が正院町の知り合いの家に行っ

た後、そのすぐ近くの家で90代の女性が救出さ

れました。助かる限界として72時間という数字

がよく言われますが、この女性は124時間後に助

け出されました。残念ながら１か月後にお亡く

なりになってしまいましたが、御家族からは、

入院中は機嫌がよく見えたこともあり、親戚や

知人と話す時間ができた、救助してくださった

関係者の方々には本当に感謝していると、新聞

記事にもなっておりました。 

 反面、124時間にわたって手が届いていなかっ

たことにも目を向ける必要があります。石川県

を訪れていた際に被災した高知丸高の高野会長

は、高知新聞に書いた報告で、あまり人を見な

かったことを明かしています。共助についての

問題意識も口にしています。 

 知事は、本議会の提案説明において、自助の

啓発について述べられました。まずは災害に備

えた自助も大切なことではあります。しかし、

人命を救うには共助も欠かせないと思います。
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阪神大震災では、御近所さんが消火活動に尽力

したり倒壊家屋から人々を救い出したりしたと

聞いています。 

 しかし、能登も高知も、高齢化が進む過疎地

域です。津波の危険もあります。過疎地域では

共助に限界があることが今回の震災で明らかに

なったように思います。 

 高知県の場合、共助をどのように育成してい

くのか、危機管理部長にお聞きします。 

○危機管理部長（中岡誠二君） 共助の要となり

ますのが、県内各地域に組織をされております

自主防災組織だというふうに考えております。

このため、市町村と連携をいたしまして、学習

会や訓練、資機材整備など、その活動に対して

財政支援を行っております。しかしながら、一

部の自主防災組織では、高齢化でありますとか

リーダー不足ということで、活動の停滞が課題

というふうに考えております。 

 これまでも、地域で防災活動を実施する際の

参考となるように、取組の事例でありますとか

支援事業を紹介いたしました事例集などを改定

し、その都度、自主防災組織にも配付をしてご

ざいます。加えて、地域防災セミナーや防災士

養成講座などを通じまして防災の担い手の育成

にも取り組んでおります。 

 引き続きこうした取組を進めますとともに、

やはり自主防災組織に加入する方が非常に減っ

ているというところもございますので、例えば

集落活動センターでありますとか、あったかふ

れあいセンターでありますとか、特に中山間地

域で組織されているそういうところと自主防災

組織が連携するといった形も取りながら、自主

防災組織の活性化を図っていきたいというふう

に考えています。 

○20番（畠中拓馬君） どんどん自主防災組織に

ももちろん入っていただきたいですけれども、

先日、香南市で市民防災訓練というのが開催さ

れまして、私、参加してきました。その参加す

る中で、倒壊家屋から人を救出する際にバール

が１つあれば、てこの原理を使って５倍の力を

出せるということで、出して人を救出すること

ができると。大がかりな道具がなくても人助け

ができる方法を学んできました。 

 私は見たとおり体が大きい、重たいんで、私

の５倍のものを持ち上げることができ、非常に

役に立つ体になっておりますので、またそういっ

た、大がかりな道具がなくても人助けができる

方法について、幅広い周知をまた徹底していた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

 続きまして、高知丸高の高野さんが輪島市に

入ったとき、たくさんの倒壊家屋の下にまだ人

がいる雰囲気だったそうです。声をかけて歩き

ながら、１部屋だけでも丈夫な部屋があったら

と思ったそうです。珠洲市に行ったとき、私も

同じ思いを抱きました。１部屋だけでも安全な

部屋があれば、そこに逃げ込めた人がいるので

はないか、あるいはその部屋でテレビを見てい

て助かった人がいるのではないかと。 

 先日、高知大学の岡村名誉教授にお会いした

際に、発災後最初の50秒が運命を分けるとおっ

しゃられていました。飛び込む部屋、安全な部

屋があれば、大きな揺れが襲う前に逃げ込むこ

とができます。 

 東京の品川区などは、１部屋だけの強化に補

助金を出し、品川シェルターと名前をつけ、普

及を図っています。個人負担はほぼなしで、１

部屋だけを耐震化できる仕組みです。 

 高知県は住宅の耐震化を進めていますが、個

人負担が多いために耐震化を見送る人もいます。

そこで、耐震化補助金を上げましたが、高知県

は１部屋だけの耐震化は認めていません。認め

ているのは、建物全ての耐震化です。 

 古くて大きな家ほど耐震化に費用はかかりま

す。能登で倒壊していたのも古くて大きな家で
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す。耐震診断で、耐震化には300万円かかると言

われたとき、たとえ半額が補助されるとしても、

お年寄りの方々が150万円を出せるのでしょう

か。個人負担なしで１部屋だけを耐震化できる

仕組みがあれば、希望者はたくさん出るように

思います。少なくてもそのような選択肢をつく

る必要があると思います。何より大切なのは、

命を守ることです。 

 岡村教授が指摘するように、南海トラフの地

震は緊急地震速報から本格的な揺れまでに若干

の時間があります。その間にシェルター部屋に

逃げ込めば、助かる人は少なくないと思います。

１部屋だけの耐震化であれば、費用は数十万円

で済む可能性があります。品川区の補助額は50

万円ですが、多くの家はそれで賄えています。

それで人の命が救えたら、費用対効果は大きい

と思います。 

 県民の命を救うため、高知県でも建物全ての

耐震化ではなく、費用負担が困難な住宅の所有

者に対しても様々な支援が必要と考えられます

が、土木部長にお伺いします。 

○土木部長（荻野宏之君） １部屋だけの耐震化

につきましては、幾つかの自治体で実施されて

いることは承知しております。しかしながら、

本県では、地震後の火災や津波から命を守るた

めにも、住宅全体を耐震化し、地震による建物

全体の倒壊を防ぐことを重視しているところで

ございます。 

 一方で、経済的な理由から住宅全体の耐震化

に踏み出せない所有者の方もおられますので、

このような方々への支援も必要と考えまして、

段階的に行う耐震改修にも支援を行っておりま

す。具体的には、建物全体について倒壊の可能

性を低減させる一定のレベルまで改修する場合

や１階部分のみ耐震改修する場合も支援の対象

としておりますので、まずはこのことを周知し

てまいりたいと考えております。 

○20番（畠中拓馬君） 津波浸水区域などでは確

かに、高台避難をするためにもすぐに家から飛

び出すなどの対策が必要ですけれども、中山間

地域などの場合は仮設住宅完成までにも時間も

かかることから、そういった部屋があれば安心

して――やはりずっと長い間住み続けてきた家

に住みたいという思いがある方は多いと思いま

すんで、その辺もまた、いろんな対策を取って

いただいていますけれども、また柔軟な、そう

いった考えもあるということで、少しお考えい

ただければと思います。 

 次に、東日本大震災ではヘリコプターが人命

救助や物資の供給に活躍したと聞いています。

能登半島地震で疑問だったのは、ヘリの存在感

が薄かったことです。私が行ったときも、ヘリ

の姿はほとんど見ませんでした。 

 南海トラフ地震が起こったとき、ヘリは欠か

せません。津波で孤立した人を助けるのはヘリ

ですし、孤立集落に物資を届けるのもヘリに頼

るケースが多いはずです。ヘリの離着陸場につ

いて、知事提案でも、既存のグラウンドなども

含めて500か所以上を確保し、さらなる確保に向

けても支援していくと述べられました。 

 香南市では小中学校も含むグラウンドなどが

指定されておりますが、能登半島地震で最もヘ

リの必要性が浮き彫りになったのは、山間部の

過疎集落です。山間部の集落は、情報が途絶す

る、支援物資も届かないという状況でした。こ

の教訓は本県に生かすべきだと思います。例え

ば香南市夜須町の過疎集落である羽尾地区で

は、住民からもヘリコプター離着陸場の整備要

望が何度も上がっておりますが、整備が進んで

おりません。そのような集落に対してこそ、県

の目配りは不可欠だと思います。 

 ヘリコプターの離着陸場があれば、使えるの

は災害時だけではなく、事故があったときに重

傷者をヘリで運ぶ選択肢もできます。これは住
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民の命を守る上で必要な整備ではないかと思い

ますが、このことについて、羽尾のヘリ離着陸

場整備については要請とさせていただきます。

よろしくお願いします。 

 次に、南海トラフ地震が迫っている高知県こ

そ、能登半島地震から多くの教訓を酌み取る必

要があると思います。報道されていたり能登に

行った際にも感じましたが、ペットを飼ってい

る家庭が避難所に行けずに困っているケースが

多く見られています。 

 実際、高知県で災害が起こった際にどのくら

いの家庭がそういった状況に陥ってしまうのか

想定しておくためにも、現在飼育されている高

知県のペット数について健康政策部長にお聞き

いたします。 

○健康政策部長（家保英隆君） ペットの飼育頭

数について自治体が把握できるのは、狂犬病予

防法に基づき届出義務がある犬だけでございま

す。この届出による高知市を含む本県の犬の登

録数は、令和２年度が４万817頭、令和３年度が

４万637頭、令和４年度が４万572頭ということ

で、ほぼ４万強のところで推移しております。 

○20番（畠中拓馬君） 近年は犬より猫を飼育さ

れている方が増えているとお聞きしています。

そう考えると、やはり猫の飼育頭数も把握して

おきたいと思うんですけれども、狂犬病の関係

で犬の飼育頭数は把握できるということなんで

すけれども、昨年６月に施行された改正動物の

愛護及び管理に関する法律は、繁殖業者やペッ

トショップに対し、新たに販売する犬や猫にマ

イクロチップを装着することを義務づけました。

ただ、以前から飼われていたり保健所で譲渡さ

れたりする犬猫への装着は努力義務にとどまっ

ている状況です。災害時の万が一に備えて装着

を進める取組をできるよう、ぜひお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。 

 それを受けまして、環境省は、災害時、原則、

避難するときはペットと一緒にと、ペットとの

同行避難を推奨しています。ただし、この同行

避難は、飼い主がペットと同室で過ごすことを

指すものではありません。避難所へ同行避難が

認められた場合、ペットの居場所は、多くの例

では体育館や軒下など屋根のある屋外が基本で

す。飼い主が持参したケージやキャリーバッグ

などに入れて飼育することになるそうです。 

 トラブルの原因にならないためにも、最寄り

の避難所でのペットの居場所確認をしておくな

どの準備が必要ですが、高知県ではペットと同

行できる避難所は各市町村に備えられているの

でしょうか、健康政策部長にお聞きします。 

○健康政策部長（家保英隆君） 県内の設置状況

を市町村にお聞きしましたところ、全市町村で、

市町村に設置されているいずれかの避難所にお

いて、ペットと同行した避難が可能と回答して

おります。具体的には、指定避難所1,711か所、

これは令和５年10月１日の時点ですけれども、

そのうち避難所運営マニュアルにペット同行避

難が可能と位置づけられている避難所は1,149か

所、67％に上ります。このうち、ペットの避難

場所を屋外と指定している避難所が1,141か所、

屋内と指定している避難所が８か所ということ

でございます。 

○20番（畠中拓馬君） 確かに、アレルギーがあ

る方もおられますので、どうしても一緒に避難

することは難しい側面もありますけれども、犬

や猫を飼われている方を見かけると、本当に愛

情を持って共に過ごされています。そのような

方々を見るたびに、災害時だからといって犬や

猫は後回しなどとはとても言えません。防災先

進県である高知県だからこそ、そこへも手厚い

手だてをお願いいたします。 

 続きまして、南海トラフ地震発生後、速やか

に復興を進めていく中で、空き家問題が必ず立

ちはだかります。空き家が倒壊した場合、二次
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災害を防ぐためには迅速に解体撤去する必要が

あります。解体作業には家主の許可が必要なの

ですが、能登半島地震では家主と連絡の取れな

い空き家がたくさんあったと伺っています。 

 高知県として、所有者不在の空き家の解体は

どのような手順になるのか、林業振興・環境部

長にお聞きいたします。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 災害によ

り倒壊した家屋の解体撤去は、原則として所有

者の責任により行われます。一方、被害の程度

によっては、生活環境保全上の支障の除去と二

次災害の防止を図ることを目的として、被災者

からの申請に基づき、市町村による公費での解

体撤去が行われます。 

 その際、空き家をはじめ、市町村が調査を尽

くしても所有者やその所在を知ることができな

い場合には、市町村が裁判所に申立てを行い、

裁判所が公示を経て建物の管理人を選任するこ

ととなります。その選任された管理人から市町

村に申請を行うことで、公費による解体撤去が

可能となります。 

○20番（畠中拓馬君） では、市町村について、

周知はどのように徹底されているのか、林業振

興・環境部長にお聞きいたします。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 公費によ

る解体撤去を円滑に実施するためには、市町村

においてあらかじめ公費解体の申請方法や受付

手順などを整理しておく必要があります。この

ため県においては、市町村職員を対象として、

公費解体に関する研修会を令和４年度から実施

しております。 

 この研修会に加えまして、災害廃棄物対策に

関するブロック協議会を通じて公費解体制度の

周知を図っているところです。 

○20番（畠中拓馬君） ぜひ、空き家は復興して

いく上でどうしても復興のスピードが緩むこと

があると思いますんで、事前にその辺をしっか

りと整理、調整いただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

 先ほど坂本議員もおっしゃられましたが、高

知県は第５期南海トラフ地震対策行動計画に災

害ケースマネジメントの仕組みを盛り込んでい

ます。災害ケースマネジメントとは、災害によっ

て被害を受けた被災者一人一人に寄り添い、生

活全体における状況を把握し、それぞれの課題

に応じた情報提供や人的支援など個別の支援を

組み合わせて支援計画を策定し、生活の復興を

支援する取組です。 

 被災者の生活再建を個別に支援する取組をし

ていくことになるわけですが、個別具体的な支

援をしていくためには、行政が多くの専門家と

連携して支援をしていく必要があります。住居

に関しては建築士との連携、仕事に関してはハ

ローワーク、福祉に関しては社会福祉協議会や

地域包括支援センター、生活資金に関してはファ

イナンシャルプランナー、相続や債務整理等の

法律問題に関しては弁護士との連携等、様々な

専門家との連携が考えられます。 

 そして、災害ケースマネジメントの実践には

相応に時間と労力が必要ですが、専門家との連

携の中で専門家に対して支払う費用について、

高知県としてはどのように考えておられるか、

危機管理部長にお聞きします。 

○危機管理部長（中岡誠二君） 県では平成28年

に、弁護士や行政書士などで構成します土佐士

業交流会と、災害時に無償で相談業務を行って

いただくという協定を締結してございます。一

方、その後、災害ケースマネジメントの取組を

進める中で、被災者一人一人に寄り添った支援

を実施するには、弁護士などの法律の専門家に

加えまして、社会福祉協議会やケアマネジャー

など福祉の専門家などとの連携が不可欠という

ところで、取組を今進めているところです。 

 また、こうした関係する機関や団体による支
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援というのは、相談時間や対応する期間も非常

に長くなると、それから対応方法も多岐にわた

るということが想定されます。通常、災害時の

協定というのは、かかった費用というのは弁償

するということにしてございますが、先ほどの

士業との協定については無償でということでやっ

ていただいておりますけれども、そういった被

災者支援を十分に行っていくという上でも、専

門家に必要な経費をしっかりとお支払いすると

いう有償化については検討していきたいと考え

ております。 

○20番（畠中拓馬君） ぜひ、皆さんの協力をい

ただいて進めていくことも大事なんですけれど

も、無償となると、やる気や思いがあってもど

うしても双方が疲弊していく、長い時間やって

いると疲弊していきかねない問題がありますの

で、やはり動いていただいたことに関してはしっ

かりと費用をお支払いいただければなと思いま

すけれども、またその辺もぜひ進めていってく

ださい。よろしくお願いします。 

 最後に、高知県では現在124基の避難タワーが

建設されています。用地買収から建設に至るま

で、関係者の努力のたまものであり、大変感謝

しています。 

 香南市にも現在21基のタワーがあり、来年で

すか、23基目、あと２基できるということで、

高知県でも一番多い避難タワーを建設していた

だいて、本当に地元を代表しまして感謝申し上

げたいと思いますが、タワー建設に関して私は

ネガティブな発言をするつもりはありませんが、

東日本大震災でテレビから流れてきた映像で、

津波火災が発生していました。 

 せっかく頑張って避難タワーへ行くことがで

きましても、津波火災が発生し避難タワーへ直

撃した場合や、火災による煙が避難タワーを襲っ

た場合の火災対策について、危機管理部長、ど

のようにお考えか、よろしくお願いします。 

○危機管理部長（中岡誠二君） 津波による火災

の主な要因というものは重油などの燃料の流出

であるため、予防対策として、流出を防ぐため

の対策を進めています。具体的には、漁業用タ

ンクの対策は昨年度で完了しましたけれども、

あと農業用タンクの流出防止対策も進めており

ます。少し数が多うございまして、計画よりは

遅延してございますが、そういうものを進めて

おります。それから、タナスカなどの石油基地

の対策としましては、堤防のかさ上げ工事など

を予定しているということでございます。 

 そういう事前の予防対策に加えまして、タワー

に逃げた際に津波火災が迫ってきたときの初期

の消火対策としましては、タワーへの消火器の

整備でありますとか自主防災組織による防災訓

練などを支援しているということがございます

し、やはり一番大きいのは、ヘリコプターによ

る消火活動とか救助も想定して空中消火資機材

の整備、これは県であれば消防防災航空隊のほ

うに整備をしてございますけれども、あと自衛

隊などの応急救助機関からの受援計画を策定し

ておく、そういう計画を策定した上で、総合防

災訓練でありますとか様々な訓練の中で津波避

難タワーからの救助救出訓練なんかを実施する

と、そういったところで実効性を確保してござ

います。 

 もう一つ、煙対策につきましては、正直今ま

で検討してはございませんでした。ただ、防煙

壁でありますとか防煙シートの設置とかという

ことも考えられますので、今後市町村と共に検

討していきたいというように考えております。 

 引き続き、そういう津波火災対策につきまし

て、実効性の確保に市町村と共に取り組んでい

きたいというふうに考えています。 

○20番（畠中拓馬君） 昨年の６月に私が初めて

質問させていただいたときも、農業用の重油タ

ンクのほうをしっかりと対策いただきたいとい
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うことで、まだ数が多いのでなかなか進んでい

ないかもしれませんけれども、引き続きやはり

そちらの対策もしていただきたいと思います。 

 いろいろ質問させていただきましたが、高知

県はさすがに様々な対策を取っているなという

のは話をお聞きする中でも思いました。ただ、

まだまだ、やはり予算の関係もあると思うんで

すけれども、なかなか全てを整えるというのは

難しいですが、その辺はぜひ知事に引き続き国

へ提言していただいて、ぜひ予算確保のために

動いていただきたいと思います。 

 そして、やはり、災害が発生した際や復興し

ていく中で、県民がかなり落ち込んでいる中、

知事のメッセージや行動によって、行動一つで

県民に勇気を与えていただくことはできると思

います。知事のリーダーシップに大いに期待し

ておりますので、どうか今後ともよろしくお願

いします。 

 以上で、私の一切の質問とさせていただきま

す。（拍手） 

○副議長（今城誠司君） 以上をもって、畠中拓

馬議員の質問は終わりました。 

 ここで午後２時25分まで休憩といたします。 

   午後２時19分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後２時25分再開 

○副議長（今城誠司君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 寺内憲資議員の持ち時間は50分です。 

 25番寺内憲資議員。 

○25番（寺内憲資君） 公明党の寺内憲資です。 

 初めに、昨年９月議会において公明党が代表

質問で政策提言をしていました、県内の私立中

学校・高校も含めた、ふるさと納税を活用した

母校応援制度が、今議会に提案されています。

このふるさと納税を活用した母校応援制度は、

総務部政策企画課、県教育委員会高等学校課と

特別支援教育課、そして文化生活スポーツ部私

学・大学支援課の４課が関わる事業となります。

この制度が県内の学校施設の充実化と教育内容

の向上に寄与し、将来を担う児童生徒を応援す

る制度となるよう、４課が連携し、効果ある運

用が展開されることを期待したいと思います。

それでは、質問に入らせていただきます。 

 まず最初に、高知県内の重要港湾についてお

伺いします。 

 高知県内には、高知港、須崎港、宿毛湾港と、

３つの重要港湾があります。重要港湾の定義は

港湾法第２条に定められており、その役割は、

必需物資を取り扱う海上輸送網の拠点、国土の

均衡ある発展を支援する海上輸送網の拠点、そ

の他、国の政策的な要請への対応となっていま

す。高知県内にある３つの重要港湾も、海上輸

送網の拠点として高知県経済を支える重要な役

割を担っていますので、令和６年度当初予算で

の港湾整備、特に水深確保について順次質問を

行います。 

 重要港湾において、海上輸送網の拠点として

安全に経済活動を行うために最も重要なことの

一つに、港湾計画に基づいた岸壁の水深確保が

あります。仮に港湾計画に基づく岸壁の水深が

確保されていない場合、満潮時に荷役を行う潮

汐利用や、積荷、バラストによる喫水調整が必

要となり、経済面で不効率となってしまいます。 

 そこで、須崎港と高知港の水深確保について

伺います。まず、須崎港ですが、須崎港の港町

地区公共岸壁は、港湾計画上、水深10メートル

岸壁となっていますが、水深８メートルと、港

湾計画より２メートル浅くなっており、喫水調

整をして荷役を行っている現状にあります。 
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 このため、高知県水先協会から、須崎港の港

湾管理者であります知事に対して、港湾計画上

の水深10メートルの確保を要望しているところ

でありますが、土木部長にその対応をお伺いい

たします。 

○土木部長（荻野宏之君） 港町岸壁前面の水深

につきましては、現地測量を実施したところ、

局部的に２メートル程度浅くなっていることを

確認してございます。このことから、本年度しゅ

んせつに係る予算を確保いたしまして、昨年12

月にしゅんせつ工事の契約を締結いたしました。

その後、岸壁利用者や海上保安部との打合せが

済み次第、工事に着手する予定としてございま

す。 

 なお、しゅんせつ量が多く、今回の工事で全

てを取り除くことができないため、引き続き早

期の完了に向け取り組んでいきたいと考えてご

ざいます。 

○25番（寺内憲資君） 今の答弁で、須崎港の港

町地区公共岸壁10メートルの水深確保は令和５

年度から実施しており、令和６年度以降も継続

してしゅんせつ工事を実施するとの大変前向き

な答弁でありました。今の答弁を聞いて、これ

まで経済的に不効率な海上輸送が行われていた

ことから、安心をいたしました。 

 今質問した須崎港の港町地区公共岸壁の対岸

には、平成29年に施設の老朽化、船舶の大型化

に対応するため港湾計画を変更した大峰地区、

水深13メートルの公共岸壁があります。 

 須崎市の経済、高知県の経済にも大きく追い

風となる大峰地区水深13メートル公共岸壁整備

の進捗状況を土木部長にお伺いいたします。 

○土木部長（荻野宏之君） 須崎港大峰地区につ

きましては、近年の船舶の大型化に対応するた

め、水深９メートルの公共岸壁を水深13メート

ルに増進するよう、平成29年度に港湾計画に位

置づけまして、今後、国直轄事業にて整備が予

定されてございます。現在、この岸壁整備の事

業化に向けまして、国、県、市が連携して地元

調整を行っているところでございます。 

 引き続き、早期の事業化を目指しまして取り

組んでいきたいと考えてございます。 

○25番（寺内憲資君） 大峰地区の水深13メート

ル公共岸壁の整備は、今、事業化に向けて取組

を進めていく旨の答弁でした。この岸壁の事業

化が実施されれば、須崎市経済、高知県経済に

とって追い風となる港湾整備であることから、

一日でも早い施設整備をお願いしておきます。 

 須崎港は過去に港湾取扱貨物量ランキング四

国１位の実績を有していましたが、四国内での

直近の須崎港の港湾取扱貨物量ランキングはど

のようになっているのか、土木部長にお伺いい

たします。 

○土木部長（荻野宏之君） 須崎港は、平成26年

以降、フェリー貨物を除く取扱貨物量で四国１

位でございました。また、令和２年からは、フェ

リー貨物も含んだ取扱貨物量でも四国１位と

なってございます。このことは現状も続いてお

ります。こうした取扱貨物量の多さから見まし

ても、須崎港は周辺企業の経済活動の根幹を支

え、地域経済に貢献する重要な港だと考えてご

ざいます。 

○25番（寺内憲資君） 今の答弁で、須崎港の港

湾取扱貨物量ランキングは、平成26年以降はフェ

リーを除いた港湾取扱貨物量ランキングで四国

１位を続けており、令和２年からはフェリーも

含めて港湾取扱貨物量ランキング四国１位との

答弁でした。それであれば、先ほど質問した港

町地区公共岸壁10メートルの水深確保や大峰地

区の水深13メートル公共岸壁整備が完了すれば

港湾取扱貨物量も大きく伸びることとなり、揺

るぎない港湾取扱貨物量ランキング四国１位を

堅持できるものと考えますので、須崎港内の水

深確保を何とぞよろしくお願いいたします。 
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 須崎港は、リアス式海岸に開けた天然の良港

です。そのため、海上輸送網の拠点にふさわし

いと同時に、外洋からの津波に対しては極めて

弱いという特徴を持っています。 

 そのため、港町地区には耐震強化岸壁の整備

が計画されていますが、いつ完成するのか、土

木部長にお伺いいたします。 

○土木部長（荻野宏之君） 須崎港は、発災時に

海上輸送による緊急物資などを受け入れ、高幡

地域の救援復旧活動の拠点となる１次防災拠点

港に位置づけられております。この役割を果た

すためには耐震強化岸壁の整備が必要であるこ

とから、現在、来年度の完成を目指しまして、

岸壁工事の発注準備を進めているところでござ

います。 

○25番（寺内憲資君） 今の答弁で、港町地区耐

震強化岸壁整備は令和６年度の完成を目指して

取り組んでいることが分かりました。完成後は、

災害時に有効に活用していただきたいと思いま

す。 

 次に、高知港の水深確保についてお伺いいた

します。高知港には、タナスカ地区、仁井田地

区、弘化台地区に、計画の水深より浅くなった

係留施設が存在します。特に、高知県内需要の

90％以上の石油を取り扱う石油輸送基地のある

タナスカ地区の水深確保は、県民生活にも影響

を及ぼしかねないことから急務になっていると

考えます。 

 タナスカ地区の水深確保について土木部長に

その対応をお伺いいたします。 

○土木部長（荻野宏之君） 高知港タナスカ地区

につきましては、昨年12月に、立地する企業で

構成されます五台山石油会より、企業が所有す

る係留施設の前の水深が一部浅くなっておりま

すことから、県にしゅんせつの協力依頼があっ

たところでございます。当該箇所は企業の専用

岸壁であることから、以前より、企業との役割

分担の下、しゅんせつ工事を行ってきている箇

所でありますため、本年１月より企業と協議を

開始してございます。 

 本年４月より測量等に着手いたしまして、必

要な水深を早期に確保してまいりたいと考えて

ございます。 

○25番（寺内憲資君） 今の答弁で、石油輸送基

地のあるタナスカ地区の水深確保は、県民生活

に影響が出ないよう、令和６年度の早い時期、

４月から測量等に着手し、しゅんせつ工事を行

うとの答弁でした。県民生活に影響が出ないよ

う、早期にしゅんせつ工事を完了していただく

ことをお願いしておきます。 

 昨年５月８日に、新型コロナウイルス感染症

の位置づけは５類感染症になりました。令和５

年の高知新港における大型クルーズ船寄港実績

は、過去最多の53隻を記録しています。この寄

港実績は、令和５年３月に策定した第３期高知

新港振興プランに掲げた令和９年度の大型ク

ルーズ船寄港目標、年50回を初年度から上回っ

ています。この成果は、これまで職員が頑張っ

てきたポートセールスの結実した結果だと言え

ます。さらに、県は、落ち込んでいたコンテナ

貨物量を５年で４倍に引き上げる目標も高知新

港振興プランに掲げています。 

 そこで、土木部長に伺います。このコンテナ

貨物量の目標を達成するには、コンテナ船の大

型化に伴うコンテナバースの水深確保が重要で

あると考えますが、土木部長の見解をお聞かせ

ください。 

○土木部長（荻野宏之君） 高知新港西側のコン

テナバースにつきましては、近年のコンテナ船

の大型化に対応するため、令和３年12月に水深

８メートルの岸壁を水深10メートルに増進する

港湾計画の変更を既に実施してございます。今

後、早期の事業着手に向けまして、国と協議を

進めてまいりたいと考えております。 
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○25番（寺内憲資君） コンテナバースの水深確

保については、今部長から答弁があったように、

国と協議を進めて行っていくということで、コ

ンテナの５年間で４倍というのは非常に大きな

目標です。特に、船舶については水深の確保と

いうのは重要なことですので、何とぞ国と調整

をしっかりと行っていただき、実行していただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 高知港の港湾管理者であります知事にお伺い

いたします。先ほど紹介したように、第３期高

知新港振興プランが令和５年３月に作成されて

いますが、今後の高知新港の在り方を知事にお

伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） 高知新港は、県の貿易額

の約半分を取り扱います国際物流の拠点となっ

ております。また、御紹介もありましたような

クルーズ船の受入れにおきましても、昨年の寄

港回数が全国でベスト10に入るというような形

で、人流の面でも拠点となっております。 

 御紹介いただきました高知新港振興プランに

おきましては、四国における東南アジア方面へ

の輸出拠点、あるいは西日本太平洋側における

国際クルーズ拠点を目指すという姿を掲げてお

ります。今後も、東南アジア方面へのコンテナ

航路ですとか多様なクルーズの誘致などにより

まして、高知新港の県経済を支えるグローバル

化の拠点としての機能を強化してまいりたいと

考えております。 

○25番（寺内憲資君） 今の知事の答弁は、今後

の高知県経済の発展にもつながる期待が持てる

答弁でした。今後の高知新港の整備に期待をい

たします。 

 この質問項目の最後に、宿毛湾港についてお

伺いいたします。宿毛湾港は、池島地区岸壁が

完成したことから木材の集荷場ともなり、今後、

背後地の整備と活用が重要となってきます。四

国８の字ネットワークの四国横断自動車道宿毛

内海道路、宿毛和田から宿毛新港が完成供用さ

れれば、池島地区の利便性が向上することとな

ります。こうした中、令和６年３月１日に国土

交通省から、この区間の新規事業採択時評価手

続に着手するとの発表があったところでもあり

ます。 

 そこで、知事にお伺いいたします。宿毛湾港

の港湾管理者であります知事は、今後宿毛湾港

をどのように活用されるのか、お伺いいたしま

す。 

○知事（濵田省司君） 宿毛湾港は、四国西南地

域の広域物流拠点といたしまして、平成12年に

供用が開始をされております。令和２年には、

池島地区の防波堤延伸工事が完了したことによ

り港内の静穏度が向上いたしまして、船舶がよ

り安全に利用できる環境が整いました。 

 また、御紹介がありましたように、宿毛内海

道路が開通いたしますれば、宿毛湾港周辺での

人、物の移動時間の短縮によりまして、企業の

経済圏域の拡大、あるいは観光客の周遊性向上

によります交流人口の増加が期待をされます。 

 これらを踏まえて、宿毛市や宿毛商工会議所

などの関係機関と連携をいたしまして、宿毛市

の人口減少対策といった観点からも、県外企業

誘致を進めていく、あるいは国内外のクルーズ

船誘致への取組を強化していくといった取組を

進めてまいりたいと考えております。 

○25番（寺内憲資君） ぜひとも知事、よろしく

お願いします。高知港がクルーズ船の寄港の分

で話題にもなっていますけれど、宿毛湾港にも

当然入るようになっていまして、今、宿毛湾港

にもクルーズ船が入る予定も立っておりますの

で、ぜひともお願いしたいと思います。 

 これまで、高知県内の重要港湾であります高

知港、須崎港、宿毛湾港の港湾整備と活用につ

いて質問をしてきました。これらの３つの重要

港湾は、高知県経済を発展させる重要な港であ
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ります。これまで答弁していただいたことを着

実に実行していただくことを求めておきます。 

 次に、本議会に予算計上されている高知県立

盲学校と高知県立高知ろう学校体育館への空調

整備についてお伺いします。 

 公明党は、国会議員と地方議員が連携し、国

と自治体に対して、避難所となる体育館への空

調整備を要望しているところであります。現在

開会中の国会においても、２月５日に行われた

衆議院予算委員会質疑で、公明党の高木陽介政

務調査会長が、能登半島地震でも厳寒の中、体

育館で寒さに耐えている避難者が数多くいるこ

とからも、避難所となる体育館の空調設備が重

要であると、国の財政支援も含めての見解をた

だしたところ、岸田総理からは、体育館への空

調設備の新設については令和５年度から令和７

年度までの間、国庫補助の割合を引き上げて自

治体の取組を後押しする、必要な予算措置も進

め、自治体による設置が速やかに進むよう支援

していくとの答弁を得ているところであります。 

 この学校体育館への空調設備の設置について

は、県議会公明党として、過去の議会質問にお

いて要望もしてきたところであり、高知県立盲

学校・高知ろう学校体育館への空調設備の新設

については大いに賛同するところであります。

しかし、県教育委員会が行おうとする空調整備

の手法については、災害時のリスク回避の観点

から心配する面もありますので、質問をさせて

いただきます。 

 まず、県立盲学校・高知ろう学校体育館への

空調整備を検討するに当たり、他県の事例等、

参考にした点はあるのか、教育長にお伺いいた

します。 

○教育長（長岡幹泰君） 盲学校、ろう学校の体

育館は福祉避難所に指定されております。この

ため、空調の熱源につきましては、発災時に避

難所として速やかに機能させることができるか、

また生命確保期と言われる発災後３日間の燃料

供給の確実性などの観点から検討し、ＬＰガス

を採用することとしたところでございます。 

 検討に当たりましては、他県の状況や、資源

エネルギー庁の東日本大震災を踏まえた今後の

ＬＰガス安定供給の在り方に関する調査報告書

なども参考にいたしました。 

○25番（寺内憲資君） 今、教育長から、県立盲

学校・高知ろう学校各体育館は福祉避難所とな

り、３日間の備蓄のＬＰガスで対応するという

ことが答弁にありました。 

 空調整備に当たり、整備手法として考えた場

合に、電力方式かガス方式かを検討する必要が

あります。先ほど、ガス方式ということになり

ました。ガス方式にした場合、供給燃料を、Ｌ

Ｐガス、都市ガス、都市ガスとＬＰガスを備え

たハイブリッド方式の３つの供給燃料方式があ

ります。 

 今回、教育委員会はどのような判断基準をもっ

て先ほど教育長が言われたＬＰガスに至ったの

か、教育長にお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） まず、空調の熱源とし

まして電気方式とガス方式を比較した場合、電

気方式につきましては、発災時には停電する可

能性が大きいこと、ランニングコストが非常に

高額となることから、ガス方式を採用すること

といたしました。 

 その上で、都市ガス、ＬＰガス、そして都市

ガスとＬＰガスのハイブリッドの３つの方式に

ついて、平常時のコスト、災害発生時のリスク、

環境への負荷の面から検討を行いました。コス

ト面では導入コストとランニングコスト、リス

ク面では他県の導入実績のほか、設備の被災リ

スクや復旧期間、さらには機器の操作性、また

環境面では炭素排出係数の値、これらを３つの

方式で比較いたしました。中でも、発災後の混

乱の中で避難所を開設することを想定して、機
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器の操作性を重視したところでございます。そ

の上で総合的に判断し、ＬＰガスを採用したも

のでございます。 

○25番（寺内憲資君） 教育長、今質問した、今

回のＬＰガス方式にした判断基準は、それは一

つの評価として了とさせていただきます。その

中で議論をこれからさせていただきたいと思う

んです。 

 災害時に空調設備を運転する事業継続につい

ては、供給燃料を分散してのリスク回避が重要

だと私は考えます。供給燃料を分散している整

備手法がハイブリッド方式です。 

 今回、都市ガスとＬＰガスを備えたハイブリッ

ド方式ではなく、あえてＬＰガス方式とする判

断をしたその根拠となる具体的な優位性につい

て教育長にお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） ＬＰガス方式とハイブ

リッド方式の比較におきましては、コストと機

器の操作性が中心になるかと考えております。 

 まず、導入コストについては、ＬＰガス方式

は、平常時使用分と発災後対応分を合わせて40

本程度のガスボンベの保管庫の設置に要する費

用が必要となります。ハイブリッド方式の場合

は、発災後対応分のＬＰガスボンベ20本程度と

その保管庫に加えまして、ＬＰガスへの切替え

設備に要する費用が必要となります。これらを

比較した場合、導入コストについてはほぼ同程

度となる、そういうふうに考えております。 

 ランニングコストにつきましては、ガスの使

用量にもよりますが、一般的に都市ガスのほう

がＬＰガスより安価でありますことから、平常

時には、都市ガスを使用するハイブリッド方式

に優位性があると考えております。 

 機器の操作につきましては、ＬＰガスは、例

えば地震発生時に揺れを感知すると一旦自動的

にガスの供給が停止するものの、復旧ボタンを

押すのみで供給を再開できます。一方、ハイブ

リッド方式の場合は、ＬＰガスへ切替えを行う

ために10工程ほどの操作手順が必要となります。

したがいまして、操作性に関してはＬＰガスに

優位性があると考えております。 

 これらを総合的に判断し、ＬＰガス方式を採

用することとしたものでございます。 

○25番（寺内憲資君） 教育長の答弁で、１つは

操作工程、もう一つはコスト、その分がありま

したけれど、事前に基準の分を教育長にお聞き

したときに、１つの分として災害リスクの中に

あるのは、やはり都市ガスは配管分断リスク、

このことも頭にあると思うんですよ。阪神・淡

路大震災のときには、やはり都市ガスが機能せ

ずに、プロパンガスが優位であったと。それ以

降、都市ガスも進化をしていますので、ここで

質問させていただきたいと思います。 

 調査をしてみると、29年前に発生した阪神・

淡路大震災以降、都市ガス業界は埋設配管の耐

震化が進められています。そのため、高知市に

おける都市ガス埋設配管の耐震化率は99.3％と

大変高くなっています。調査をしたところ、こ

の耐震化率は四国内でトップであります。 

 水害に対しては都市ガスは圧倒的に強く、地

震に対しても耐震性は高く、復旧率も早い機能

を有しています。現にこのたびの能登半島地震

においても、北陸ガス、金沢エナジー、日本海

ガスなど、石川、新潟、富山各県の都市ガス事

業者でガス漏れが発生していますが、いずれも

１月４日までに復旧をしています。一方、石川

県では、ＬＰガス需要家、販売事業者の多くが

被災し、ＬＰガス被害の全容が把握できない状

況となっています。 

 空調設備への供給燃料の分散、コストの安定

性、供給事業者の復旧体制を考慮すると、都市

ガスとＬＰガスを備えたハイブリッド方式が最

もリスク回避に貢献すると考えますが、教育長

の見解をお伺いいたします。 
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○教育長（長岡幹泰君） 能登半島地震で震度６

強から７を観測し大きな被害を受けた半島部は

そもそも都市ガスエリアではなく、一方、都市

ガスエリアである金沢市や富山市の震度は震度

４から５強であったと承知をしております。 

 都市ガスエリアであり、盲学校、ろう学校が

所在する高知市は、南海トラフ地震の際、震度

６強から７が想定されております。つまり、能

登半島地震の半島部と同様の大きな被害が高知

市において発生し得ると想定され、今回の金沢

市や富山市とは状況が異なるものと受け止めて

おります。 

○25番（寺内憲資君） そこは教育長、当然都市

ガスは都会が中心、高知県内においても高知市

主体ですけれども、やはり本州側ですので、先

ほど言うたように石川、富山、新潟は地震の影

響を受けていますので、都市ガスも使われてい

るので、ここで議論はしませんけれども、調査

はしていただけたらと思います。 

 教育長、今、県教育委員会はＬＰガス方式で

体育館の空調整備を進めようとしていますので、

ここで議論を再度させていただきます。仮に空

調設備を電力方式にした場合、電力供給は、電

力会社からの電力や太陽光発電設備や蓄電池を

配備することで電力途絶時のリスクを分散し、

避難所等に電力供給を行う取組がなされます。

電力の場合ですね、今回使いませんけれども。

ガスの場合も、構内配管の損傷、ＬＰガスボン

ベの流出、液状化によるＬＰガスボンベ配送の

停止など、リスク分散のために、空調設備への

供給ガス多重化という考え方は、社会的重要度

の高い施設では一般的となっています。 

 都市ガスとＬＰガスを備えたハイブリッド方

式の場合、都市ガスが供給停止しない場合は72

時間以上にわたって使用を続けることができま

す。３日間以上続けれますね。一方、万一都市

ガスの供給が停止した場合は、備えているＬＰ

ガスに切り替えることにより空調設備を運転す

ることができます。 

 このように、ハイブリッド方式は、空調設備

への供給燃料の二重化をすることができる優れ

たシステムであり、他の自治体、特に南海トラ

フ地震に備える自治体では採用事例が増えてい

ます。例を挙げますと、高知県と同様に南海ト

ラフ地震に備える徳島県では、徳島市にある視

覚支援学校体育館の空調整備は都市ガスとＬＰ

ガスを備えたハイブリッド方式を採用していま

す。 

 このような背景がある中、なぜ今回高知県に

おいてハイブリッド方式を採用しなかったのか、

その理由を再度教育長にお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 盲学校、ろう学校の体

育館は、災害時に福祉避難所として速やかな機

能の発揮が求められると考えております。高知

市は南海トラフ地震で大きな被害を受けること

が予想されるため、都市ガスの供給が止まるこ

とを想定して、ＬＰガス方式を採用したもので

ございます。 

 ハイブリッド方式はＬＰガスへの切替えが可

能でございますが、切り替えるためには10工程

ほどの操作が必要であります。発災後の混乱し

た中で、マニュアルを見ながら、その場にいる

者がこの操作を行うことには困難が伴うと考え、

ボタン操作一つでガス供給を再開できるＬＰガ

スを選択したものでございます。 

○25番（寺内憲資君） 教育長、１つ福祉避難所

の分で確認です。これは県の業務じゃなくして、

福祉避難所については県の施設を使いますけれ

ども、あくまで基礎自治体の地域防災計画にのっ

とって行っていきます。そのときに、通常は収

容避難場所にまずは要援護者、災害弱者も集

まって、その後、輸送手段等を使って福祉避難

所に行くと思うんですよ。今、直ちに福祉避難

所に災害弱者が来る状態ではないと思うんです。
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１つは時間的な余裕もあると思うんです、福祉

避難所の場合。そこを１つ置いた上で質問をさ

せていただきたいと思います。 

 ハイブリッド方式を採用した場合、今教育長

からあったように、都市ガスからＬＰガスへの

切替え操作に10工程が必要となります。先ほど

申し上げたように、他県ではハイブリッド方式

の採用事例が増えており、採用している自治体

を調査してみると、都市ガスからＬＰガスへの

ボンベ庫でのバルブ操作、開ける分ですね、配

管切替えのためのバルブ操作や都市ガス変換機

の操作など、教育長が言われるように10工程の

操作を行わなければなりませんが、他の自治体

を調べてみると、特に問題はないとのことでし

た。 

 都市ガスからＬＰガスへの切替え操作に10工

程があるとはいえ、簡易な操作であり、切替え

作業のマニュアル化や防災訓練で体得できる操

作であり、災害時に重要な空調設備の燃料供給

の多重化、分散化をあえてやめる、断念するほ

どの問題ではないと考えますが、教育長の見解

をお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） ハイブリッド方式にお

けるＬＰガスへの切替えに関しては、実際に学

校の教職員や県教育委員会事務局及び建築課の

職員が企業を訪問し、操作手順を体験させてい

ただきました。個々の操作自体は、言われるよ

うにレバーやバルブの開閉など単純なものでご

ざいましたが、それらをプロパン庫、配管、切

替え機器の間を移動しながら順番どおり操作す

る必要がございました。 

 学校の教職員からは、発災時に実際にこの操

作ができるのか不安視する意見が出されており

ます。また、避難所の開設は市町村の役割であ

り、実際には自治会の役員の方などが担うこと

もあると聞いております。このため、切替え操

作を行う人は、発災時の時刻や状況などによっ

て、必ずしも学校教職員とは限らず、誰でもが

容易に対応することが必要だと考えております。 

 こうしたことから、ボタン一つでガス供給を

再開できるＬＰガス方式を選択したところでご

ざいます。 

○25番（寺内憲資君） 教育長が先ほど言われた

分、１つは、お話ししたように、学校の職員で

なくして基礎自治体が主体で動くと、また災害

時は自主防災組織等、それも一理あると思うん

ですよ。しかし、先ほど言うたように、時間的

余裕は非常にあるんです、福祉避難所について

は。そこを前提に、また再度お聞きさせてもら

います。 

 先ほど教育長が言われたハイブリッド方式の

場合の切替え工程10工程ですけれども、被災者

の立場に立ったとき、10工程の切替え操作を問

題であると言えるでしょうか。そのことは私は

問題にならないと思うんですよ。挙げなくても

いいと思うんです。 

 そしたら、ＬＰガスの分について確認をさせ

てもらいます。ＬＰガス方式の場合、事業者は

毎年度入札になるため、各事業者で異なる復旧

体制で、継続して安全性や価格の水準が担保で

きるのか、このことが心配になります。 

 能登半島地震では、液状化、ＬＰガスボンベ

の転倒、ホース類や配管損傷などが報道されて

いましたが、大規模地震時における高知県での

ＬＰガス事業者の出動人員等、復旧体制はどの

ようになっているのか、教育長にお伺いいたし

ます。 

○教育長（長岡幹泰君） 南海トラフ地震発災時

におけるライフラインの復旧につきましては、

ライフライン関連事業者や学術機関、行政機関

で構成する高知県ライフライン復旧対策協議会

で申合せが行われております。その中で、重要

施設につきましては優先して対応することとさ

れており、福祉避難所は重要施設に位置づけら
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れております。 

 高知県ＬＰガス協会では、県内を13ブロック

に分け、発災時にはそれぞれのブロック内にお

いて各事業者が周辺及び優先対応先の応急点検

を開始するとお聞きをしております。 

○25番（寺内憲資君） 教育長、それは一つの協

力体制の協定を結んだ分だと思うんですけれど、

やはり今言うたように、ＬＰガスにした場合、

毎年度、落札したＬＰガス業者が供給元となり

ます。やはりそこには契約上の分でもしっかり

とした担保は取っていくべきやと、また取らな

ければならないと思うんですよ。協定だけの分

でやっていくということは、ちょっと私は疑義

を持ちます。 

 そして、教育長、もう一つの分で言わせてい

ただくと、ハイブリッド方式は操作の切替えが

10工程ありますけれども、プロパンガスの場合、

今教育長から答弁でもあったように、まずプロ

パンガスだけにした場合には、20本を通常の分

で置いて、そして３日間72時間分はさらに20本

分を置いて、計40本を置くということになりま

すよね。そのときに災害が起きて、この20本の

ほうに残っておれば、操作はボタン一つでその

まま対応できますけれど、これがなくなった場

合、切り替えて予備の20本を使う場合には操作

工程が要ると思うんです。これは教育長も調べ

られておると思うんですけれど、10の半分です

けれども、５工程が要るようになるんです。工

程はやはり同じくしなければならなくて、ただ

ボタン一つで対応できるわけではないんで、作

業はあるということを言わせていただいておき

ます。 

 そのような中、教育長、ＬＰガス方式の、今

言うたように燃料供給元は、年度ごとに落札し

たＬＰガス供給業者になっていきます。そした

らそのときに、今協定を結んでいるということ

でしたけれど、不確定要素が強いＬＰガス方式

の復旧体制を入札要件で担保するような形にし

た場合、また、しなければならないと言わせて

いただきましたけれども、この場合に、ハイブ

リッド方式の切替え作業のマニュアル化及び操

作訓練を同じく契約に盛り込んで行うことに

よって、切替え操作の確実性はハイブリッド方

式も高くなると考えます。 

 教育長、この点、見解を聞かせていただきた

いと思います。 

○教育長（長岡幹泰君） ＬＰガス方式における

発災時の復旧につきましては、個別契約に盛り

込むというよりは、先ほど申し上げましたよう

に、高知県ＬＰガス協会による対応をお聞きし

たところであり、今後協会にもなお確認をして

いきたいというふうに思います。 

 一方、仮にハイブリッド方式を導入する場合

には、切替え操作のマニュアル作成や操作訓練

の実施などを契約に盛り込むこと自体はあり得

ると考えております。しかしながら、発災時に

おいて学校教職員以外の者も含めて実際に現場

で切替え操作を行う者をあらかじめ特定するこ

とが難しい中で、その契約内容の実効性には懸

念も残るところであります。災害のような混乱

時には、できる限りシンプルな操作が望ましい

と考えるところであります。 

○25番（寺内憲資君） ここも議論したら平行に

なりますので、もうあえてしませんけれども、

都市ガスやったら１業者しかないんで、業者の

ほうにその分については責任をしっかりと持た

せる点、そして今言うたように、ＬＰガス業者

やったら入札で、そこの分がどうしても担保で

きない、だから協定のほうにウエートを置かな

ければならない、けれど協定の中でそこまで負

担を強いらすことができるかという、そこの議

論でありました。 

 あと、教育長、今教育長のほうで言われてお

るのは、福祉避難所、３日間72時間にウエート
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を置いていますけれど、この点で質問させてい

ただきます。能登半島地震では、液状化と道路

の寸断により、ＬＰガスボンベの運搬、調達が

困難となっていました。そのような中、避難所

では72時間を超えてもなお避難所生活を余儀な

くされている方が多くいらっしゃいました。 

 ハイブリッド方式の場合、都市ガスに被害が

ない、あるいは事業者が継続して供給を判断し

た場合には、72時間を超えても燃料供給が可能

となります。 

 県教育委員会が重視する72時間分の備蓄だけ

にこだわらず、空調設備への供給燃料の継続性

も担保すべきであると考えますが、教育長の見

解をお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 確かに、能登半島地震

では道路が甚大な被害を受けており、救援物資

の供給も困難な状況にあったと承知しておりま

す。 

 高知市では、南海トラフ地震によって、能登

半島地震の半島部と同じ震度６強から７の揺れ

が想定されており、道路も同様の被害を受ける

ことが予想されます。ただ、その場合は都市ガ

スの管路も大きな被害を受けることが想定され、

そうしたことも考慮して、今回、ＬＰガス方式

を選択したものでございます。 

○25番（寺内憲資君） 教育長、先ほど議論して

きた中でコストの件を質問させていただきます

ので。このたびの高知県立盲学校・高知ろう学

校体育館への空調整備をＬＰガス方式とした場

合、配管設備の耐震性については、平時のＬＰ

ガスボンベ20本と３日間72時間の備蓄用ＬＰガ

スボンベ20本の計40本を盲学校、ろう学校それ

ぞれに収納する強固な保管庫が必要な上に、ろ

う学校が特に液状化対策を取らなければならな

いんですけれども、液状化対策も考えなければ

ならず、決して安価ではなく、高額な費用がか

かると考えます。 

 ＬＰガス方式とハイブリッド方式を費用面で

比較した場合、イニシャルコストはＬＰガス方

式が安価になるとしても、平時に使用するガス

料金は都市ガスが安価であり、ランニングコス

トで初期投資分を回収することができ、費用対

効果では都市ガスとＬＰガスを備えたハイブリッ

ド方式が安価になると考えます。 

 そこで、教育長にお伺いいたします。ＬＰガ

ス方式とハイブリッド方式をイニシャルコスト

とランニングコストを含めたトータルコストで

比較した場合の検討結果をお聞かせください。 

○教育長（長岡幹泰君） 空調機器の耐用年数と

される向こう15年間のイニシャルとランニング

を合わせたトータルコストについて、ろう学校、

盲学校それぞれに試算を行いました。 

 ろう学校につきましては、ガス消費量が多い

ことから、都市ガスに安価なパッケージ料金が

適用されるため、トータルコストはハイブリッ

ド方式がＬＰガス方式より総額で約430万円、年

間で約28万円低くなる結果となっております。

盲学校につきましては、ハイブリッド方式がＬ

Ｐガス方式より総額で140万円、年間約９万円低

くなり、コストについてはハイブリッド方式の

ほうが優位となる結果となっております。 

○25番（寺内憲資君） 今、教育長の答弁で、トー

タルコストではハイブリッド方式が有利である

との答弁でした。ハイブリッド方式は、コスト

面だけでなく、脱炭素の環境面においてもＬＰ

ガス方式より優れています。 

 これまで教育長と議論を重ねてきましたが、

最後に災害対策本部長の任にある知事にお伺い

いたします。空調設備の供給燃料となる電力、

都市ガス、ＬＰガスにはそれぞれ災害に対する

強靱性を持ち合わせていると認識しております

が、どの災害にも耐え得る対策を求めるもので

あれば、１つのエネルギーに頼るのではなく、

それぞれの強みを生かしたエネルギー分散化シ
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ステムが最も効果的であると考えます。 

 供給燃料の切替え操作が容易であることが重

要であることは一定理解はしたとしても、盲・

ろう学校体育館が災害弱者を収容する福祉避難

所であることを考えると、より重要なことは、

空調設備の供給燃料を分散化することで福祉避

難所の強靱性を向上させることであると考えま

す。 

 したがって、高知県立盲学校・高知ろう学校

体育館への空調整備は都市ガスとＬＰガスを備

えたハイブリッド方式にすべきであると訴えま

すが、災害対策本部長の任にある知事の御見解

をお伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） 災害時の避難所は、発災

後速やかに機能させるということが極めて重要

だと考えます。特に、高齢者など要配慮者が避

難をする福祉避難所であればなおさらというこ

とだと思います。 

 リスク回避の観点からエネルギー源を分散化

すべきではないかという議員の御説は、一般的

にはごもっともということで理解をいたします

けれども、ただ今回は、特に盲学校、ろう学校

の場合は、南海トラフ地震により都市ガスの供

給が途絶するということ、このことを前提とし

て対応を検討されたというふうに理解いたしま

した。その前提で、県の教育委員会が、コスト、

そして特に操作性、発災後速やかに機能させる

ところの操作性の面などを総合的に判断し、最

終的にＬＰガスを選択したというふうに私とし

ては受け止めました。その中で、特に現場の学

校教職員の意見、いざというときには自治会の

方々、一般の方々が簡単に操作をできる、この

ことが大変大事ではないかという現場の職員の

意見を重視したということについて、私は大変

合理性がある判断ではないかというふうに考え

ます。 

 今実施中の設計の納期は目前でありまして、

今この時点でハイブリッド方式に変更するとな

ると、改めまして設計をやり直すということに

なります。そうしますと、工期は半年程度は遅

れる、また新たに設計のやり直しのコストもか

かるということを考えますと、ここまで準備が

進んでいるということ、そしてただいまのやり

取りをお聞きしても、やはりこの時点ではＬＰ

ガス方式で進めるというほうが合理的ではない

かというふうに考えます。 

 なお、もちろん技術の発展は日進月歩であり

ます。ハイブリッド方式も比較的新しい技術と

いうことだと思いますので、今後操作性につい

ての改善も図られてくる可能性もあろうと思い

ます。今後の空調の整備を行う場合には、その

時点で最良の方式を改めて検討する、そういう

必要はあるものというふうに考える次第であり

ます。 

○25番（寺内憲資君） 災害対策本部長の任にあ

る知事の答弁を聞いて、大変残念であります。 

 これまで高知県立盲学校・高知ろう学校体育

館への空調整備の手法について議論をしてきま

した。議論の内容は、整備する学校体育館が災

害時に福祉避難所となることから、空調設備を

いかに停止せずに継続して運転をするのか、災

害のリスク回避の観点から議論をさせていただ

きました。 

 私は、災害時のリスク回避は供給燃料二重化・

分散化システムが最も効果的であり、ＬＰガス

方式よりも、都市ガスとＬＰガスを備えたハイ

ブリッド方式が最適だと考えています。整備を

する高知県立盲学校・高知ろう学校の体育館空

調設備は、災害時だけではなく平時の授業やク

ラブ活動、行事などにも使用するもので、ふだ

ん使いにおいての供給燃料費も検討に入れなけ

ればなりません。都市ガスはＬＰガスよりも安

価であり、しかも高知県立盲学校・高知ろう学

校校舎の空調設備と調理場には都市ガスが使わ
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れておりますので、費用対効果の面で比較した

場合、ハイブリッド方式が安価であり、しかも

脱炭素の環境面においてもＬＰガス方式よりも

優れています。 

 したがって、現在県教育委員会が整備手法と

して採用しようとしているＬＰガス方式の再考

を強く求めて、私の全ての質問を終わります。

どうもありがとうございました。（拍手） 

○副議長（今城誠司君） 以上をもって、寺内憲

資議員の質問は終わりました。 

 ここで午後３時35分まで休憩といたします。 

   午後３時15分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後３時35分再開 

○議長（弘田兼一君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 竹内健造議員の持ち時間は40分です。 

 １番竹内健造議員。 

○１番（竹内健造君） ただいま議長より発言の

お許しをいただきました自由民主党の竹内健造

でございます。現在61歳、昭和37年生まれであ

ります。 

 今の令和６年を昭和の年号に置き換えますと、

昭和99年でございます。99年前の九州熊本県の

年平均気温より、現在の東京都の年平均気温は

上回っています。この気候変動を99年前の方は

想像できたでしょうか。また、少子高齢化・人

口減少社会の到来、社会構造の変化、人口の一

極集中化などなど、この100年は日本の歴史の中

でも社会構造変化の大きい100年であると思われ

ます。これからも気候変動を含め大きく変化す

る時代の真っただ中にいると私は感じています。 

 昨年10月の県議補欠選挙への立候補を決意し

てから、先輩議員の皆様の御指導を仰ぎながら、

初めての県議会議員の一般質問でございます。

以前から、多くの子育て世代の方々から、自治

体間の子育て支援について不公平感を感じてお

るという声をお聞きしていました。また、農業

に従事する知り合いの方々から、気候変動、つ

まり高温化している環境変化に対する不安の声

をお聞きしていました。自治体間の子育て支援

の格差について、分権定理に触れる質問になろ

うかとは思いますが、私の思いも込めて質問を

させていただきます。そして、気候変動の変化

に対応し力強い持続可能な１次産業のために、

気候変動適応法に関する質問を私なりに取材し、

文献を調べ、質問をさせていただきます。私な

りに、質問する内容の事実を調べ、事実を分析

することから見えてくる事柄について、建設的

な主張をしてまいりたいと思います。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 まず、自治体間の子育て支援全般にわたる自

治体間格差についてお伺いをいたします。 

 昨年の４月に、全国の1,788の知事、市区町村

長を対象としたアンケート調査をＮＨＫが行い

ました。９割を超える1,664人から回答が寄せら

れ、問いの一つの、自治体間の競争が激しくなっ

ているかとの問いに対し、そう思う42.6％、ど

ちらかといえばそう思う36.4％であり、肯定的

な回答を合計するとおよそ８割に上る結果であ

ります。全国の知事、首長の自治体間競争、い

わゆる自治体間格差を実感として感じておられ

る数字であります。理由としてお聞きした自由

記述によると、人口、ふるさと納税・返礼品、

移住、子育てといったワードが多くあり、私は

このワードの中から子育てに着目し、質問させ

ていただきたいと思います。 

 昨年７月に山梨県で開催された子供と地球の

未来をテーマにした全国知事会議において、全

国の知事から、国は子供の医療費助成や幼児教
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育・保育の無償化などを進めているが、しかし

国がカバーしていない部分については財源に余

裕がある自治体しか実施できない、これが自治

体間競争を引き起こしている、住む場所によっ

て子育て支援が異なる事態を避けるため、医療

費助成などは全国一律のナショナルミニマム、

いわゆる国民生活の最低保障として、国が責任

を持って実施すべきと主張されております。 

 また、昨年５月に開催をされました令和５年

度第１回の国と地方の協議の場では、地方６団

体の代表の皆様それぞれから意見が出され、全

国知事会からは、子育てについて地域の偏在、

これが子育て政策に影響しないように、大きな

政策は国で、きめ細やかな政策は地方でできる

ような環境整備を主張されております。全国市

長会からは、地域間格差が生じないように、安

心して政策形成ができる財源確保を主張されて

おります。全国町村会からは、継続的な財源確

保並びに自治体の財政力の違いによる地域間格

差が生じないよう、国が全国一律の政策と地域

の実情に応じた子育て支援の財源の確保を主張

されております。ほか、全国都道府県議会議長

会、全国市議会議長会、全国町村議会議長会か

らも同様の主張がなされております。総じて、

言葉は違えども、地域間格差の解消、財源の確

保、全国一律の子育て支援の創設と言えると思

います。 

 また、昨年11月には、全国市長会から、こど

も・子育て施策の充実強化に関する決議が出さ

れ、同じく昨年11月に、全国町村長大会におい

て、少子化対策の推進とこども・子育て政策の

強化に関する特別決議が出されております。ま

た、昨年12月には、第８回こども未来戦略会議

においても同様の提言がなされ、全国の自治体

にとって自治体間競争・格差は大きな課題であ

ると思われます。 

 昨年５月５日のこどもの日に掲載された九州

各新聞社４社合同企画の記事では、九州の各市

町村の子育て支援にかける予算は大幅な伸びを

示し、柱となる児童福祉費は、九州７県の全233

市町村のうち96.6％に当たる225市町村で５年前

と比べ大幅な増加が見られ、総額では1.4倍であ

ると掲載をされておりました。全国において、

高知県においても、詳しく調べ切れておりませ

んが、同様の子育て支援費の増額が見られるも

のと感じております。根本には人口減少、少子

化があるものとの分析ができ、財政力に余裕の

ある自治体では子育て支援策、移住促進策への

独自施策の充実の動きが加速しているようにも

感じているところであります。 

 子育て支援、自治体の財政力によって子育て

支援策に差があることは、本来望ましい姿とは

思えません。まずは国が責任を持って底上げを

図るべきと考えます。子育て支援策などに関し

て地域間競争が認められると感じている知事、

首長が８割に上る事実。全国一律の子育て支援

策を実施しなければ、地域間格差がさらに広が

るとの危機感すら感じております。 

 そこで、自治体間の子育て支援全般にわたる

自治体間競争・格差について、高知県内の現状

に対する認識を子ども・福祉政策部長にお伺い

したいと思います。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 県内の市

町村におきましても、人口規模や財政力などに

より、提供している子育て支援サービスの内容

や子育て支援の取組に対する考え方に違いが見

られているところです。 

 医療費や保育料など経済的な支援は、住む地

域や財政力による格差が生じることがないよう、

国において全国一律に対応するべきものであり、

この部分において自治体間の競争となることは

望ましくないと考えております。その上で、各

市町村がそれぞれの地域の状況や重視する政策

目標に合わせて創意工夫を凝らした住民サービ
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スを充実していくことが望ましいものではない

かと考えております。 

○１番（竹内健造君） ありがとうございました。

自治体間格差は、それぞれの自治体が直面する

行政課題であったり地域住民のニーズ等を踏ま

えた地域住民の選択の結果として生じている

ケースもあろうかというふうに思いますので、

一概には問題視できないというふうにも思って

おりますが、機会の均衡や公平な財政対応が求

められる政策分野であるとも考えております。

地域差が過度に広がることが広く懸念をされて

いるということを御指摘しておきたいというふ

うに思います。 

 高知の出産・子育て支援について、子育て世

代包括支援センターは全域に設置がされており

ます。母子手帳を受け取った段階から様々な不

安や悩みをサポートする体制が整っている一方、

経済面の支援については、例えば子供の医療費、

出産祝い金、子育て支援、保育料、給食費、修

学支援、結婚祝い金、新生活支援、引っ越し費

用、不妊治療など、市町村によって自治体の財

政力による格差が生じております。今後も、子

育て支援策に関して自治体間競争が、人口減少、

少子化の傾向が続く中において助長されるもの

と考えております。私は、過度の自治体間競争・

格差は大きな課題であるというふうに思ってい

ます。 

 そこで、今後の高知県内の各自治体における

子育て支援全般にわたる県としての支援の在り

方について子ども・福祉政策部長に御見解をお

伺いしたいと思います。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 子育て支

援の取組の多くは、各市町村が実施主体であり、

国の補助制度を活用して様々な事業を実施して

おります。その上で、本県では、例えば規模の

小さい市町村が国の制度の基準を満たさない場

合や県として政策誘導を図る必要がある場合な

どには、県内で一律に必要な子育て支援が実施

できるよう、県が独自に財政支援を行っている

ところです。 

 今後もこうした形で、国の制度では十分でな

い部分や県の目指す政策目標に合致する取組な

どにつきまして、市町村の実情に応じた支援を

行っていくことが重要だと考えております。 

○１番（竹内健造君） ありがとうございました。

青森県では、全国に先駆けて、青森県一律の給

食費の無料化を来年度より実施するそうでござ

います。高知県としても、県内自治体の皆様と

今後の子育て支援の在り方について意見交換の

場を設けていただくようにお願い申し上げ、次

に参ります。 

 高知県においては、濵田知事の力強いリーダー

シップの下、昨年７月に、人口減少対策・地域

の共生社会の実現をテーマにした県内の市長会

と知事との意見交換会の場が設けられ、複数の

市長が、子供の医療費無償化を拡大するための

財政支援を県と国に要望されました。子供の医

療費助成は各市町村が独自に行っており、対象

年齢や要件は地域で異なる。政府の財政措置は

なく、県が就学前の一部に補助を出しています

が、助成対象を18歳まで広げたいが財政負担が

大きく、断念を余儀なくされた県内自治体も存

在をいたします。 

 濵田知事からは、医療費助成は自治体任せだ

と格差ができる、国の責任で一律支援すべきだ

と発言がなされ、政府に制度化を求める姿勢を

強調されております。また、医療費に限らず子

育て全般についても、県としてどんな支援がで

きるか検討したいとの力強い発言がなされてお

ります。 

 子育て世代の人口減少、子育て全般にわたる

子育て支援策との関連性があるというふうに

思っています。例えば、2022年度に全国で最多

のふるさと納税の寄附を集めた宮崎県都城市で
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は、手厚い自治体独自の子育て支援策、移住促

進策を講じて、2022年度の移住者435人から、昨

年度でございますが、2023年度1,833人と４倍と

なり、想定を上回る流入が起きているとの報告

がございました。他の自治体でも、子育て支援

策の充実強化による子育て世代の人口流入へつ

なげた例も多々見られるところでございます。 

 移住の決め手は様々であります。交通の利便

性、圧倒的な自然環境、住環境、仕事など様々

でありますが、子育て移住というスタンスで移

住先を探すという若い世代の報告が多くござい

ます。単に子育て環境がよいという理由にとど

まらず、子育て政策に力を入れた自治体、例え

ば医療費の無償化、給食費の無料化、所得制限

を設けない保育の無償化、ランドセルなどの現

物支給など、自治体が単独事業費を増やし、15

歳未満の人口の増加につなげたケースも多々見

られます。 

 そこで、高知県全体の子育て支援策を底上げ

し、高知県独自の県民生活の子育て支援保障を

全国に先駆けて取り組まれることを御提案しま

す。例えば、医療費助成制度の県内一律の制度

創設は、子供を安心して産み育てることの環境

づくりの県全体で整備が整い、大きなＰＲ効果

が生まれるものと考えられます。県内一律の医

療費助成制度の創設は、県内自治体の財政状況

にかかわらず、県内どこに住んでも同じ医療を

受けられる安心を保証するものでもあります。

さらに、県内自治体の財政負担の軽減がなされ、

地域の特性に応じたきめ細やかな支援策をそれ

ぞれが充実させることが可能となり、県全体の

人口減少対策、少子化対策の推進に寄与するも

のと考えています。 

 この全国に先駆けての高知県内一律の子育て

支援制度の創設について知事の所感をお伺いし

たいと思います。 

○知事（濵田省司君） 議員から御提案のありま

した、県内一律の全国に先駆けたような子育て

支援制度を考えてはどうかという点についてで

ございます。 

 この点、御紹介もありました子育て医療費の

ような子育て支援に係ります基幹的な給付制度

の中で、県の単位で独自の支援策を講じて他県

と差別化を図ろうというふうに考えましても、

これは先ほど来の話がありまして、大都市部の

財政力ある他県との競争にはなかなか勝てない、

持続可能性がないということではないかと思い

ます。現実に今、私学の実質無償化に関しまし

て、東京都、大阪府という非常に財政力が強い

ところが独自に拡充しておりますけれども、あ

の周辺の府県は財政的についていけないという

ことで、大変困惑をされているということだと

思います。 

 こうしたこともございますし、本来こうした

基本的な経済支援は、住む地域の財政力に左右

されず、どの地域においても保障されるべきだ

というものだと考えますので、こうした支援に

ついては国の責任において全国一律での制度設

計そして財源措置がなされるべきだというふう

に考えます。したがいまして、全国一律の子供

医療費助成の創設などの経済支援の充実に関し

ましては、御紹介もいただきましたように、全

国知事会と連携しながら国に対して積極的な政

策提言を行ってまいっておりますし、今後も行っ

てまいりたいと思います。 

 そうした観点から、県単位での支援措置を考

えるとしますと、現在既に講じております措置

といたしましては、これは厳密には一律という

ことではございませんで、対市町村補助という

ことでありますけれども、例えば多子世帯への

第３子以降の保育料を助成するといったような

比較的対象者が限定された、いわゆるきめ細か

な支援に関しましては県として制度化をしてお

りまして、この趣旨に賛同いただいている多く



令和６年３月７日  

－329－ 

 

の市町村には実施に移していただいているとい

うことでございます。こういった形で対象者限

定できめ細かな支援という点につきましては、

今後も県としてどういった支援を考えられるの

かというところは検討をしてまいりたいと思い

ます。 

 子供医療そのものに関して御質問もありまし

たので、補足をして御説明させていただきます

と、この国の一律の支援のラインというのは、

今、就学前、６歳未満の乳幼児ということになっ

ております。これにつきましては、保険医療の

一般の年齢では３割自己負担のところを乳幼児

については２割自己負担、これは国の制度で一

律に支援をしているということでございまして、

これと県が平仄を合わせて、６歳未満の医療費

につきましては子供の健康対策という観点から

県内一律の補助制度を持っているところでござ

います。 

 ただ、現実には、これより上の年齢層のとこ

ろ、小学生、中学生、高校生といったところに

各市町村の判断で、これは子供の健康対策とい

うよりはむしろ子育て支援の経済的支援という

側面で、各市町村の判断で独自に上乗せが行わ

れているというのが現状でありまして、結果的

に市町村間で格差が生じているということに関

して、ただいま御紹介いただきました市町村長

さん方との意見交換の中でも、何とかこの格差

を埋めるために県として支援ができないのかと

いう御意見を昨年いただいたところでございま

す。 

 この一つの処方箋として、今議会にお願いし

ております来年度からの人口減少対策総合交付

金の基本配分部分におきましては、こうした子

育て支援策の拡充に財源として、市町村の判断

で使っていただけるという形での道を開きまし

て、そうした形での支援を県としてはさせてい

ただいているということでございます。 

○１番（竹内健造君） ありがとうございました。

よく理解をするわけでございます。より住民に

近い市町村、いわゆる地方政府に社会保障分野

で単独事業を企画立案することは非常に効率的

だということだろうというふうに思います。こ

れがある意味、分権定理であるというふうに考

えておりますが、一方では、地方財政論では否

定的な意見もあるように見られます。やはり大

きな政策は国で、高知県で、きめ細やかで地域

の実情に応じた政策はそれぞれの地方政府で、

市町村で、できる姿が望ましい姿ではないかな

というふうにも考えております。今後、ますま

す私もこのことについて研究をしながら、より

勉強を深めたいというふうに思います。第１目

の質問を終わります。 

 次に、気候変動の影響と適応についてお伺い

をいたします。 

 国際機関でありますＩＰＣＣ――気候変動に

関する政府間パネルの報告では、世界の平均気

温は今世紀半ばまで上昇を続けると報告し、気

候変動の緩和の効果が現れるのは長い時間がか

かるため、二酸化炭素及び温室効果ガスの排出

削減を大幅に早期に開始し、それを長期にわた

り強化、継続しなければなりませんが、過去に

排出された温室効果ガスの大気中への蓄積があ

り、ある程度の気候変動は避けられないとも結

論されております。 

 日本での取組として、国全体が気候変動の影

響を回避し低減することを目的として、2018年

に気候変動適応法を制定されています。高知県

においても、気候変動適応法にのっとり、高知

県気候変動適応センターを組織し、高知県にお

ける気候変動の予測を示し、温室効果ガスの削

減への取組の紹介や施策を示し、日本酒であり

ます土佐酒、ダム再生などの水環境、感染症、

熱中症、トンボなどの生態系、サンゴなどの生

物環境、水産業、ミカンや米などの農業、あら
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ゆる分野について、気候変動に対する影響調査

と適応策を講じているところであります。 

 そこで、高知県気候変動適応センターの取組

の成果について林業振興・環境部長にお伺いを

したいと思います。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 本県の気

候変動適応センターにつきましては、気候変動

の影響への適応に関する情報収集・提供などを

行うものとして、平成31年に高知県衛生環境研

究所内に設置をいたしました。 

 これまでのセンターの取組成果としては、県

内での気候変動に関する様々な影響とその具体

的な対策を整理いたしました。また、その情報

を活用し、パンフレットを作成するとともに、

オーテピアでパネル展を実施するなど、普及啓

発を行っております。 

 加えて、気候変動による影響の中でも特に県

民の皆様の身近な問題である熱中症については、

その適応策を検討する観点から、国立環境研究

所との共同研究を実施し、本県の熱中症の発生

傾向の把握や分析を行いました。その研究成果

などを踏まえ、県内の市町村や学校などに対す

る熱中症指数測定機器の貸出制度を創設し、熱

中症のリスクを確認できるよう支援を行ってき

たところです。 

○１番（竹内健造君） ありがとうございます。

地球温暖化対策は、温室効果ガスの排出自体を

削減する緩和策、そして気候変動の影響に対し、

適応策をもって適応していくという、その２つ

の両輪であろうというふうに思っています。気

候変動適応センターの役割は、気候変動の影響

に適応する適応策についての研究機関でありま

す。気候変動の影響や情報の収集、提供等を行

う拠点でもあります。 

 今後期待するものとして、地域の実情に応じ

た情報の発信と対策に取り組んでいくために、

各市町村に適応センターの共同設置であります

とか、気候変動の影響の大きい農業分野、漁業

分野においても適応センターの共同設置等々が

考えられるべきではないかなというふうに思っ

ています。 

 私は、気候変動の影響が予測される農業、森

林・林業、水産業、水環境、水資源等々の中か

ら、農業と水産業に関して質問をこれからさせ

ていただきます。農業環境研究分野として実施

されてきた気候変動、つまり温暖化の研究では、

温暖化の我が国農業への影響は北日本ではプラ

スに働くと言われています。西日本ではマイナ

スに働くと、現時点では大まかな結論のようで

あります。また、温暖化の影響評価研究は、温

暖化が進んでしまってから対応策を始めても意

味がない、不十分な知見の下であっても対応策

の可能性を探ることが必要であると指摘をされ

ております。 

 また、適地適作、栽培適地が、近年では温暖

化の影響により、農産物の移動が起きていると

報じられています。ジャガイモの生産で知られ

る北海道で、サツマイモの生産が盛んでありま

す。寒冷地で栽培に向かないとされているサツ

マイモでありますが、温暖化の影響で、栽培す

る農家が増加し、昨年度の生産量は1,000トンを

超える可能性があると報告されています。国と

して重要品目と位置づけを行い、東南アジアへ

の輸出が好調であるとも報告されております。

札幌管区気象台によると、道内の平均気温は100

年で1.6度上昇し、主要作物のジャガイモは暑さ

に弱く、サツマイモ栽培はさらなる温暖化進行

への備えとなり、栽培適地の移動によるプラス

要因として、道内の農家の大きな収入増につな

がっているとの報告もあります。 

 一方、水産関係の報告では、地球温暖化によ

る海水温の上昇等により、水産資源や漁業、養

殖業に影響が表面化し、海水温の上昇が主要因

と考えられる近年の現象としてブリやサワラな
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どの分布の北上があり、北海道における漁獲量

が増加し、沿岸資源については九州沿岸で磯焼

けが拡大し、イセエビ、アワビなどの磯根資源

が減少しています。瀬戸内海では、南方系魚類

の分布拡大により、アサリへの食害が発生をし

ております。 

 高知県西部の土佐清水の宗田節に加工される

マルソウダは、水産加工業において極めて重要

な魚として高知県の地域経済を支えております

が、近年においてマルソウダの水揚げ量の減少

が見られます。一端には、サンゴ漁業へ転換し

た漁船漁業者が多いことが要因の一つではござ

いますが、北陸の石川県、富山県などの地域に

おいて漁獲量が急増しているとの報告がござい

ます。大半が秋季に定置網で漁獲されているこ

とから、マルソウダの回遊量の増加を意味して

いるものと考えられます。海水温上昇によって

生息範囲が北上しているものとも考えられます。

また、養殖業においては、陸奥湾のホタテガイ

の大量壊死、広島湾のカキの壊死率の上昇など、

また有明海ではノリの生産量が減少をしていま

す。 

 そこで、高知県において、各種の研究機関に

て、気候変動の影響と適応について施策が講じ

られています。具体的には、園芸種苗において

優れた品種の開発・栽培技術の確立、ＩｏＰプ

ロジェクトの推進、スマート農業技術の実証・

普及など、多くの研究や施策が講じられており

ます。しかし、農業、水産業を取り巻く物価高

騰、スマート化、輸出促進、グリーン化など、

環境変化に合わせ、気候変動の影響にも打ち勝

ち、持続可能な農業、水産業の経営の安定が求

められております。気候変動への各種対応策を

充実強化し、確実に実施することが必要であり、

変化する気候の下で悪影響を最小限に抑える必

要があります。 

 2018年に制定された気候変動適応法は、国、

地方公共団体、事業者、国民それぞれが適応の

推進を担うと明記しており、広く県民の皆様に

も気候変動の影響と適応について関心を持って

いただくよい機会であるとの思いを込めてお伺

いをいたします。 

 高知県における現状の農業全般に関する気候

変動の影響について農業振興部長にお伺いをし

たいと思います。 

○農業振興部長（杉村充孝君） 本県の農業分野

における気候変動の影響としましては、温暖化、

特に夏場の高温による品質低下が挙げられます。 

 本県の主力である野菜につきましては、施設

野菜は多くの場合、夏場は栽培していないこと

や、露地栽培ではショウガやオクラなど高温を

好む品目の栽培が多いことなどから、高温によ

る品質低下の影響はあまり受けておりませんが、

一方で、水稲や果樹、果樹の中でも新高梨では

既に大きな影響が現れており、販売額の減少な

どにつながっております。 

 具体的には、まず水稲では、穂が出てからの

高温の影響によりまして、米の一部が白く濁り

見た目や味が悪くなる白未熟粒が多発し、１等

米比率は、20年前の平成15年には50％を超えて

いたものが、近年では20％以下で推移しており

ます。 

 新高梨は、他の品目よりも夏場の高温の影響

を受けやすく、本来は白い果実が褐色になり、

味と日もちも悪くなる、みつ症が多発しており

ます。また、新高梨は、春に花を咲かせるため

には、秋から冬にかけては一定期間低温の時期

が必要でありますが、近年の暖冬で低温の期間

が足らずに咲く花の数が減少して収量が減るな

どの影響も見られております。 

○１番（竹内健造君） ありがとうございました。 

 同じく、高知県における現状の水産全般に関

する気候変動に対する影響について水産振興部

長にお伺いをしたいと思います。 
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○水産振興部長（松村晃充君） 土佐湾の年間平

均水温は、水産試験場の観測データによります

と、長期的に上昇傾向にありまして、1973年か

らの50年間でおよそ１度上昇しております。 

 本県周辺で漁獲される魚種につきましては、

現時点では水温上昇と漁獲量の変動に明確な相

関関係は見られていませんが、今後水温上昇が

進めば、キハダマグロのような南方系の魚が増

えてくることや、ブリやマイワシなどの生息域

が変わっていくことが考えられます。 

 また、沿岸域では、水温の上昇などにより藻

場が減少する磯焼けが進行しており、アワビや

サザエなどの漁獲量が大きく減少しております。

養殖におきましては、記録的な猛暑であった令

和２年に、ブリやマダイに高水温の影響による

ものと考えられる魚病が蔓延をいたしました。 

 また、国の報告では、水温の上昇は赤潮の発

生頻度を増加させるとされており、被害の拡大

が懸念されます。 

○１番（竹内健造君） ありがとうございます。 

 さきにも述べましたが、高知県において各種

の研究支援機関にて気候変動の影響と適応につ

いて研究が進められておるということでござい

ますが、私はもう一つ踏み込んだ気候変動適応

策強化の必要性を感じております。 

 熊本県、岡山県等々におきましては、永年性

作物であるミカン、果実でございますが、そう

いった品種改良が大変進んでおると。また、ブ

ドウ等々においても進んでおると。 

 気候変動は、基本的には暑さへの対応という

ことでございますが、梨のほうで御紹介がござ

いましたが、冬場の低温がないと発芽をしない

という作物の特徴もございます。冬場はしっか

りと寒く、夏場はしっかりと暑くという、こう

いった四季を問われているわけでございまして、

近年、四季がない、夏と冬と、この二極化をし

ているようにも感じております。 

 昨年５月に一部改定された気候変動適応計画

では、米、野菜、果実などの、気候変動や異常

気象による影響の現状と将来予測を明示してお

ります。多くの農産物への影響が40以上の都道

府県で既に確認されています。気候変動適応計

画では、農産物の高温耐性品種の開発、普及、

また豪雨による流域治水の推進や土砂流対策の

砂防堰堤設置なども推進をしておるところでご

ざいます。 

 また、気候変動適応策は多くの地域で遅れて

おるという報告も環境省からございます。特に、

高齢化が進む小規模農家でございますけれども、

高温耐性品種への転換が容易ではなく、果樹は

一度植栽すると通常同じ木で長く栽培する永年

性作物であることから、品種転換に長い時間と

コストがかかるとの報告がございます。 

 そこで、高知県における農業全般に関する気

候変動適応策の今後の展開について農業振興部

長に御見解をお伺いしたいと思います。 

○農業振興部長（杉村充孝君） 既に夏場の高温

による影響が現れております水稲や新高梨につ

きましては、様々な適応策に取り組んでいると

ころでございます。 

 水稲では、品質低下の著しいコシヒカリやヒ

ノヒカリから、暑さに強い品種でありますにこ

まるや、県が育成したよさ恋美人への転換を進

めております。また、穂が出てから収穫までの

高温リスクを少しでも減らすため、田植の時期

を遅くすることも指導しております。 

 新高梨では、果実の温度を下げるためスプリ

ンクラーの導入を図るとともに、果樹試験場に

おいて、高温でも、みつ症が発生しにくい苗木

の生産技術の開発に取り組んでいるところでご

ざいます。また、大幅な所得の減少を回避する

ため、栽培する新高梨の一部を、暑さに強い品

種でありますあきづきや、県が育成した龍水に

転換することも推進しております。このほか、
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果樹試験場において、暖冬であっても咲く花の

数を確保するための技術開発も進めているとこ

ろでございます。 

 今後もこうした温暖化への対応策を進めます

とともに、引き続き、農業技術センターや果樹

試験場において、温暖化に適応した新たな品種

や栽培技術の開発に取り組んでまいります。 

○１番（竹内健造君） ありがとうございました。 

 同じく、高知県における水産全般に関する気

候変動適応策の今後の展開について水産振興部

長に御見解をお伺いしたいと思います。 

○水産振興部長（松村晃充君） 沿岸漁業では、

水温の変動などによる魚種の変化や不漁に対応

できるよう、単一の魚種や漁法に頼らないマル

チな漁業への転換を進めるため、新たな機器の

整備や複数の漁労技術の習得への支援を行って

まいります。 

 磯焼け対策では、水中ドローンを活用した食

害生物の駆除の効率化や、新たな藻場を造成す

る藻場礁の整備への支援により、藻場の保全、

拡大を図っております。 

 養殖におきましては、現在、高知マリンイノ

ベーションで取り組んでいるＡＩを活用した赤

潮発生予測の精度の向上と対象海域の拡大によ

り、被害の軽減につなげてまいります。また、

赤潮や魚病の発生時には、餌を与え過ぎないこ

とが被害の軽減につながるため、一定期間餌を

止めた後に餌やりを再開した際に大幅な成長が

得られる補償成長の技術開発と普及を行ってま

いります。 

 こうした対策を進めていくとともに、水産試

験場において海洋環境や漁獲物のデータを収集・

分析し、環境変化への適応策の検討を進めてま

いります。 

○１番（竹内健造君） ありがとうございます。 

 気候変動に適応するための高知県の水と農業

に関する総合的研究のレポートでは、高知県は

四国の南半分を占めています、急峻複雑な地形

で多様な土地利用と豊かな自然を誇るものの、

台風、集中豪雨などの常襲県である、また１次

産業依存割合が同じ四国他県と比べても相当に

高く、県勢が気候・気象条件に大きく左右され

ます、予測される気候変動の影響とそれに対す

る適応策は、県全体の方向性と在り方を大きく

変える可能性があるというふうに論じています。 

 ここで、気候変動を恐れ、混乱、無関心にな

らず、個人としても事業者としても地方公共団

体としても団結した行動を起こせるように、歩

むべき道を照らすことが大切だろうというふう

に思っています。知事に、気候変動の影響と適

応策について歩むべき道を示す決意をお伺いし

たいというふうに思います。 

○知事（濵田省司君） 御指摘がございましたよ

うに、気候変動によります影響は県内でも農作

物などで既に現れ始めておりますし、今後もこ

の温暖化の進行に伴いまして集中豪雨の多発あ

るいは熱中症患者の増加といった様々な影響が

懸念をされます。このため、こうした気候変動

への適応策についても、現状を正しく認識し、

先手を打って対策をしていくということが必要

だと考えております。 

 このため、地球温暖化対策実行計画におきま

してこうした適応策をまとめ、ただいまお話を

申し上げましたような高温に適応した水稲の品

種の導入などの取組を進めているところでござ

います。 

 今後も、外部の専門家の御意見ですとか県の

取組によって得られた知見なども取り入れなが

ら実行計画の改定を行いまして、この適応策の

実効性をさらに高めていく考えでございます。 

○１番（竹内健造君） ありがとうございます。

時間がなくなりました。最後の質問は、少しは

しょりながら行きます。 

 私の前職は、須崎商工会議所の会頭でありま



 令和６年３月７日 

－334－ 

 

した。その経験から、経営指導員は地域に密着

し、金融・税務指導はもちろん、いろいろな分

野において大変重要であるというふうに考えて

おります。 

 はしょりまして…… 

○議長（弘田兼一君） 竹内議員。 

○１番（竹内健造君） 終わります。 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、竹内健造

議員の質問は終わりました。 

 ここで午後４時20分まで休憩といたします。 

   午後４時15分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後４時20分再開 

○議長（弘田兼一君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 塚地佐智議員の持ち時間は50分です。 

 37番塚地佐智議員。 

○37番（塚地佐智君） 日本共産党の塚地佐智で

す。大変お疲れだと思いますけれども、早速質

問させていただきます。 

 まず、教育委員会のハラスメント対策につい

て伺います。 

 高知南高校で2021年に起きた教育実習生に対

して行われたパワハラ事案、2022年に土佐清水

市立小学校での臨時教員に対するセクハラ事案

の２事案について、それぞれハラスメントが認

定をされ、加害教員への処分などが行われてい

ます。しかし、加害者個人の問題だけでなく、

県教育委員会の対応など多くの課題があると被

害者が訴え、県議会で私どもも追及をし、昨年

８月１日の県議会総務委員会において長岡教育

長は、ハラスメント２事案に対する県教委の対

応について、第三者委員会で検証していただこ

うというふうに考えていますと述べました。 

 それを受け、昨年９月４日、５名の委員によ

る高知県公立学校ハラスメント等第三者委員会

の第１回の会議が開かれました。第１回委員会

では、県教委が取りまとめた資料と論点整理に

基づき議論がされ、初動対応、被害者側への配

慮、市町村教育委員会との連携の必要性など、

数多くの指摘が出されています。 

 その上で、昨年９月議会で教育長は、事案の

検証と今後の対策は不可分であることからこれ

らを一体的に検証することや、対策の実効性を

より高める観点から被害者からの意見を伺うこ

とや、改めて第三者委員会を開催することも含

めて対応を検討すると答弁をされました。その

後、県教委から10月に被害者への聞き取りの要

請がありましたが、被害者側は、これまで被害

者をないがしろにしてきた県教委の対応に不信

が拭えず、第１回第三者委員会に示された県教

委の検証結果を明らかにするよう求め、11月末

被害者側に資料が示されました。 

 まず、本来なら被害者側に率先して審議内容

を伝えるという誠実な対応がされるべきであっ

たと思いますが教育長はどうお考えか、伺いま

す。 

○教育長（長岡幹泰君） 第１回第三者委員会で

は、その時点での県教育委員会としての検証内

容を委員の皆様に示し、御意見をいただきまし

た。そして、委員の御意見を踏まえまして引き

続き検証することとし、併せて今後の対策を一

体的に検討することとしたものでございます。 

 現在も検討を続けており、被害者側の方々に

は、検証結果と今後の対策を最終的に取りまと

めた上できちんとお伝えしたいと考えておりま

す。 

○37番（塚地佐智君） 第三者委員会に提出をさ

れた県教委による先ほどの検証案が被害者側に

示されました。到底、被害者側の理解を得られ
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るものではありませんでした。そのため、被害

者側は、口頭のやり取りでなく、意見書の形で

文書を県教委に提出して、第三者委員会にも提

供されています。 

 高等学校課の検証結果に対しては、被害者家

族は、管理職の対応やハラスメント認定に関す

る記載が事実に反すると指摘をしています。小

中学校課の検証結果に対しては、被害者家族は

次のような問題を指摘しています。まず、臨時

教員であった被害者が守られることなく退職に

追い込まれたことに関する反省と検証が全くな

い。第２に、事実確認が不十分なまま、加害者

の聞き取りを中心に事件を処理しようとしてい

たことについての反省と検証がない。第３に、

小中学校課の度重なる、セクハラとは言えない

などの発言や、被害者対応の問題についての反

省と検証がないなどです。 

 この２つの意見書は、第２回第三者委員会で

審議されていると思います。審議に当たり、こ

の意見書の指摘については県教委としての見解

も出されていると思います。 

 被害者の意見書はマスコミにも公開されてい

る内容ですので、改めて県教委としての受け止

めを含めた見解についての公表を求めるもので

すけれども、教育長に伺います。 

○教育長（長岡幹泰君） 頂きました意見書は、

そのまま第三者委員会に提出し、委員の方々に

御意見をいただいた上で、事案の検証と今後の

対策の取りまとめに向け、現在検討を進めてい

るところでございます。この取りまとめが、意

見書を踏まえた県教育委員会の受け止め・見解

そのものとなりますので、最終的に取りまとめ

ましたら公表し、被害者側の方々にもきちんと

お伝えをしたいと考えております。 

○37番（塚地佐智君） 最終的にということです

けれども、今第三者委員会で問題になっていま

すのは県教育委員会の対応なんです。この第三

者委員会に、被害者側は参加することができま

せん。でも、県教委は、事務局として参加をし、

資料を提供し、審議の中を見守っているという

状況なんですね。 

 そこはやっぱり透明性を明らかにするという

上で、私は、県教委が出したこの意見書に対す

る見解は公表されるべきだと思うんですけれど、

改めてお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 今も申しましたように、

頂いた意見書につきましては、そのまま第三者

委員会に対して提出し、委員の方々から御意見

をいただいております。そして、それにつきま

して現在取りまとめを進めているところであり、

このことにつきましては、やはり最終的に取り

まとめた上で公表させていただきたいというふ

うに思っております。 

○37番（塚地佐智君） 同じ答弁の繰り返しです

ので、指摘はしておきたいと思います。 

 被害側から提出された意見書の中で、１つだ

け絞って確認させていただきたいことがありま

す。それは、小中学校課に宛てた意見書の１番

目に記されている、なぜ被害者である臨時教員

が退職に追い込まれたのかという問題です。 

 県教委は、被害者が元教頭からのハラスメン

トによって精神的に追い込まれ病気休暇を取っ

ていることを、12月９日には校長からの報告で

認識しました。しかし、その後も被害者を守る

手だてを何も打ちませんでした。被害者は、休

暇の期限が切れた12月末に校長から退職届の提

出を求められることとなりました。 

 12月の早い段階で県教委が被害者保護の観点

で動いていたら、被害者が退職することはなかっ

たと言わざるを得ません。その点について重要

な反省すべきことがあると思いますが、教育長

に伺います。 

○教育長（長岡幹泰君） 結果として被害者の方

が教員になることを諦めたことにつきましては、
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大変重く受け止めるとともに、申し訳なく思っ

ております。 

 県教育委員会として、今回の事案において、

被害者の方に寄り添った対応が十分にできてい

なかったというふうに考えております。その点

について真摯に検証、反省し、今後まとめます

事案の検証と今後の対策に基づいて、しっかり

と対応していきたいと考えております。 

○37番（塚地佐智君） 本当に重要な検証なんで

す。その検証が第１回目に出された検討委員会

への県教委の検証案の中になかったということ

を私は問題視しています。しっかり反省して対

応していただきたいと思います。 

 さて、本年１月25日に第２回、２月７日には

第３回の委員会が開かれました。２事案の検証

は、第三者委員会の協議で終わるものではあり

ません。被害者はもとより、県民の批判を仰ぎ、

県教委のハラスメント対応の抜本的な見直しに

つなげるものと考えます。 

 教育長も、検証と今後の対応策を一体的に進

めるとしていますが、今後どのようなスケジュー

ルで進めていくのか、教育長にお伺いをいたし

ます。 

○教育長（長岡幹泰君） 被害者の方から頂いた

意見書や第三者委員会の御意見などを踏まえま

して、現在事案の検証と今後の対策の取りまと

めを行っているところであります。まだ具体的

なスケジュールということは定まっておりませ

んが、できるだけ早く取りまとめまして、最終

的にまとまりましたら、県民の皆様方にも公表

させていただく、そのように考えております。 

○37番（塚地佐智君） 大事な検証ですので、た

だ急げばいいというものではないとは思います

けれど、大まかどれぐらいを見通して今進めて

おられるかは言えますでしょうか。 

○教育長（長岡幹泰君） まだ十分に、言われる

ように煮詰まった段階ではないですので、我々

としてもできるだけ早く、また丁寧にこれをま

とめ、公表していきたいというふうに考えてお

ります。 

○37番（塚地佐智君） 重要な問題を解決してい

く、その対策を練る、それは、この委員会の検

討、第三者委員会から出されたものをさらにブ

ラッシュアップする必要もあると思いますので、

ぜひ十分に審議もした上で――できるだけ私は

早いほうが、これから煮詰めていく上でもいい

と思うので、第１次案は出していただけたらと

思って、要請をしておきます。 

 高知県で教員になろうと希望を持って生きて

いた２人の女性が共通して述べているのは、ハ

ラスメントによる精神的・肉体的苦痛に増して、

不誠実な県教委の対応で傷つき不信感を強め、

教員への道を断念したということなんです。 

 県教育委員会として、今回の事案を真摯に受

け止め、今後の組織改革に取り組む決意を、最

後に教育長に伺います。 

○教育長（長岡幹泰君） 今回の２校での事案に

つきましては、県教育委員会の対応等に課題が

あったと考えており、今後取りまとめる、事案

の検証と今後の対策に基づいて、しっかりと取

り組んでいきたいと考えております。 

 また、ハラスメントが発生する背景として、

社会の価値観と学校等との中の価値観にずれが

あるようにも感じております。こうしたことか

ら、組織風土の変革に、またしっかりとした対

策を取ることに全力で臨み、ハラスメントのな

い、県民の皆様に信頼いただける学校づくり、

組織づくりを行ってまいりたいと考えておりま

す。 

○37番（塚地佐智君） ぜひよろしくお願いいた

します。 

 次に、特定利用港湾についてお伺いをいたし

ます。 

 私たちは、南海トラフ巨大地震に対応できる
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ハード整備、救援体制の訓練の促進は当然進め

るべき課題だと思っています。しかし、それと

引き換えに、商業港湾である高知港、須崎港、

宿毛湾港の３港が国家安全保障局による特定利

用港湾に指定されるということの、港の位置づ

けが変わり、重大な危険性への懸念があり、以

下、知事に質問させていただきます。 

 知事は、特定利用港湾の位置づけが軍事利用

化あるいは軍民共用化につながることはないと

認識していると答弁をされました。まず、この

知事の認識についてです。知事は、さきの中根

議員の質問に対し、軍事利用化につながらない

理由として、１、民生利用を主として自衛隊な

どの円滑な利用を調整するもので武力攻撃事態

といった有事を対象としたものではない、２、

特定利用港湾は新たに基地や駐屯地を設置する

ものではない、３、特定利用港湾の今回の位置

づけと有事の際に使用されることとの間に直接

的な関係性はないとの国からの説明３点を挙げ

られました。このうち１と３については、本質

を隠した説明だと考えるんです。 

 特定利用港湾の整備は、令和４年12月16日に

閣議決定をされた国家安全保障戦略に基づく公

共インフラの整備です。この整備について、国

家安全保障戦略はどのように記述をしているの

か、知事にお伺いをいたします。 

○知事（濵田省司君） お尋ねの閣議決定であり

ます国家安全保障戦略におきましては､｢自衛隊・

海上保安庁による国民保護への対応、平素の訓

練、有事の際の展開等を目的とした円滑な利用・

配備のため、自衛隊・海上保安庁のニーズに基

づき、空港・港湾等の公共インフラの整備や機

能を強化する政府横断的な仕組みを創設する。

あわせて、有事の際の対応も見据えた空港・港

湾の平素からの利活用に関するルール作り等を

行う｡｣といった記載が行われています。 

○37番（塚地佐智君） ありがとうございました。 

 一番最初に書かれている、総合的な防衛体制

の強化の一環としてということを今お話しにな

らなかったと思いますけれども、その文言も入っ

ていますよね、一番最初に。そのことは付け加

えさせていただきたいと思います。 

 それで、今御答弁をされましたように、国家

安全保障戦略では、自衛隊・海上保安庁による

有事の際の展開等を目的とした円滑な利用・配

備のため、また、有事の際の対応も見据えた空

港・港湾の平素からの利活用に関するルール作

りと、書かれてあります。知事答弁の国からの

説明は、民生利用を主として自衛隊などの円滑

な利用を調整するもので、武力攻撃事態といっ

た有事を対象としたものではないと述べられま

した。 

 国家安全保障戦略の記述によれば、特定利用

港湾の指定は、有事の際の対応も見据えたルー

ル作りですが、これは間違いないか、お聞きを

いたします。 

○知事（濵田省司君） 先ほど申し上げましたと

おり、この国家安全保障戦略におきましては、

有事の際の対応を見据えた空港・港湾の平素か

らの利活用に関するルール作り等を行うと書い

ております。ただし、一昨日国が公表いたしま

した特定利用空港・港湾に関するいわゆるＱ＆

Ａによりますと、この取組は、平素における空

港・港湾の利用を対象としたもので、武力攻撃

事態のような有事の利用を対象とするものでは

ないと明記をされておりまして、中根議員にお

答えいたしましたとおり、国からは事前に同様

の説明を受けているところであります。 

○37番（塚地佐智君） 今の御答弁への意見は、

また後ほど述べたいと思います。 

 続けて、知事が３番目におっしゃられました、

特定利用港湾の今回の位置づけと有事の際に使

用されることとの間に直接的な関係性はないに

ついても、国家安全保障戦略の記述とのそごが
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あると私は思います。国は国家安全保障戦略に

おいて、有事の際の自衛隊の展開等を目的と記

述をし、さらに関係閣僚会議資料では、自衛隊

が状況に応じて必要な部隊を迅速に機動展開す

るための指定だとしています。各種の報道では、

台湾有事を念頭に置いて西日本に多くの特定利

用港湾が指定されようとしていると、その狙い

が指摘をされています。 

 知事は、指定と有事の利用とは直接的な関係

性はないと説明を受けたと答弁をされましたが、

国家安全保障戦略は明らかに、有事の際の自衛

隊の展開等を目的とする整備、指定と記述をし

ており、関係性は否定できないと思いますけれ

ど、どのようにお考えか、伺います。 

○知事（濵田省司君） 武力攻撃事態のような有

事の際には、武力攻撃事態等における特定公共

施設等の利用に関する法律等、これはいわゆる

有事立法でありますが、これに基づきまして、

内閣総理大臣からの要請、指示といった手続を

経て、国が必要な港湾を利用することとなりま

す。一方、今回の特定利用港湾につきましては、

国から、平時において港湾法などの既存の制度

にのっとって自衛隊などが円滑に利用できるよ

う調整するための枠組みを設けるものであり、

この枠組み自体は有事の利用を対象としたもの

ではないというふうな説明を受けております。 

 このため、今回の特定利用港湾の枠組みと有

事の際の枠組みは別物であるというふうに理解

をいたしております。 

○37番（塚地佐智君） ここで私は大変気になっ

ていることがございまして、知事も、そして出

されましたＱ＆Ａの中にも、有事というところ

を武力攻撃事態等というところに限定してお話

をされていますし、説明をされています。ただ、

国会での議論などでも、一般的に有事は結構シー

ムレスなもので、重要影響事態、そして存立危

機事態、そこから武力攻撃事態、ここがシーム

レスにつながって有事という枠組みで議論もさ

れているわけですね。そこでは――私が、今問

題になっているのは――おっしゃるとおり、武

力攻撃事態は別の法律で定まっています。でも、

その手前のいわゆる重要影響事態、そして存立

危機事態、この部分における問題に対して、今

回特定利用港湾の位置づけがなされているので

はないかということを大変危惧しているんです。 

 そのことを証明するように、Ｑ＆Ａの中では、

その第11問を御覧いただけたらいいと思います

けれど、その11問は、自衛隊が危険なものを使

うことが、危険物も取り扱いますかというふう

に問いがありますね。その問いに対して、問11

の回答は、自衛隊が特定利用港湾を利用する際

に弾薬等の危険物も取り扱う、しかもその中身

は、武器、弾薬等を含む物資輸送や部隊の展開

のために特定利用港湾を利用することがあると

いうふうに明記をされているわけです。これは、

先ほど少し申し上げました、武力攻撃事態等で

はなく、その手前の、自衛隊が武力攻撃はでき

ないけれども米軍への支援はできるというふう

になっている重要影響事態、さらには武力攻撃

もできる存立危機事態、こことの関連性が大変

大きいんだと私は思うんです。 

 その点、知事は国のほうから、今回平時では

なく、有事と平時のまさにシームレスなここの

部分で今回の特定利用港湾が位置づけられてい

るという説明がされたのかどうか、そこは第２

問でお聞きをさせていただきたいと思います。 

○知事（濵田省司君） ただいま突然のお尋ねで

ございますので、事務方のほうでどういうやり

取りをしていたかというのは私は存じませんけ

れども、私の理解しているところでは、平時と

有事、この２つに分けますと、今お話がありま

した前段の事態は有事ではないという意味で、

平時の中の有事に近い部分ということになろう

かと思います。その意味では、私の理解といた
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しましては、そういった状況の部分も含めて、

この特定利用港湾というのはあくまで平時の中

の一部としてそうしたものも想定をし得るもの

ではあるというふうに考えております。 

○37番（塚地佐智君） そこがまさに重要なんで

すよね。平時か有事かと分けたときに、先ほど

言ったように、自衛隊が米軍の支援ができると

いうふうな位置づけになる重要影響事態という

ところも含まれていると言わざるを得ないんで

す。 

 ここはもう知事とやり取りをしていても、国

の考えですから、知事の考えでは、これは説明

をしていただいても知事の受け止めしかありま

せんので。私は、今回せっかく知事が頑張って

要請もしていただいて、Ｑ＆Ａというものが出

されました、出されましたけれど、これに行き

着くのが本当に大変なんですよね。皆さんもやっ

てみて、ホームページを開いて分かったと思い

ますけれど、なかなか行き着けないところにアッ

プもされているという状態もありますが、出さ

れたのが３月５日ですよね。まだ２日しかたっ

ておりません。 

 この間、私たちは一回も国から直接この問題

に対する説明は受けたことがない。むしろ国家

安全保障局は、なるだけシークレットな扱いと

してこの間やってきているんじゃないですか。

県庁に来るときも日程も明らかにしない、その

次の訪問も明らかにしない、黙って黙ってずっ

と事を進めてきているじゃないですか。 

 私は、この国からの直接の説明が、Ｑ＆Ａに

基づいて県民にやられる、少なくともマスコミ

の皆さんに公開をして国が直接説明すると、そ

ういう場所を設けるべきだと思うんですけれど、

知事の御見解を伺います。 

○知事（濵田省司君） かねて県といたしまして

は、以前から国に対しまして、県民に対して取

組内容の説明を行っていただきたいと申入れは

しております。この要請を受けた国の対応が、

今回の特定利用港湾に関します国の考え方を示

したいわゆるＱ＆Ａの作成でありまして、一昨

日に内閣官房のホームページ上で公表が行われ

ております。Ｑ＆Ａの中身について確認をいた

しましたところ、県民の皆さんが不安に感じて

おられるような疑問点を含めまして、幅広い論

点について分かりやすくまとめられているもの

と認識をしております。 

 このＱ＆Ａに加えまして国民への直接の説明

が必要かどうかということは、国において判断

されるべき事柄だというふうに思いますので、

私どもとして、県として、記者会見の開催など

を国に重ねて要請するということは現時点では

考えておらないところでございます。 

○37番（塚地佐智君） 知事として大変無責任な

御答弁だと思いますよ。このＱ＆Ａが出されて、

知事は、大変分かりやすくと評価をされました。

でも、これを受け取った県民の皆さんは、やっ

と見たんです。先ほど言ったこの問11の、自衛

隊が武器、弾薬等を含む物資輸送や部隊の展開

のために特定利用港湾を利用することがありま

すという表現。また知事は、時々判断をできる

ようにするという許可権限をと言いましたが、

問12もこれに答えて、必要な時にその都度調整

を行っていましたがと、これ､｢が」になってい

るんですよね｡｢が」になっているということは、

変えるということですよ。 

 こういう多々ある問題、しかも私が述べまし

たように、重要影響事態との関係性とかも全く

明らかになっていないじゃないですか。知事、

説明もきちんと受けていないわけでしょ。それ

で知事から説明を求めない、それなのに知事は

協定を結ぶって、そんな無責任な話はないです

よ。 

 しっかり説明をするように国に求めてくださ

いよ。再度答弁を求めます。 
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○知事（濵田省司君） ただいまお話がありまし

た、平時の中にも重要影響事態等が含まれるの

ではないかという点については、本日ただいま

具体的にお聞きいたしましたので、今後の国と

のやり取りの中で改めて確認をしたいというふ

うに思っております。なお、国との間では了解

事項について文書を作っていくという過程もま

だ残っておりますので、その過程の中で、本日

いただきました御疑問につきましては、改めて

我々としても確認をするということにいたした

いと思っております。 

○37番（塚地佐智君） 全く納得がいきません。

港湾の許可権限は確かに知事にありますよ。で

も、それは再々私が申し上げているとおり、県

民から負託されたもんなんですね。 

 高知県は、これまで高知新港開港のときに、

みんなで、この港の非核平和利用の決議を全会

一致で上げたんです。それが、武器や弾薬を補

給するそういう役割を担う、そして機動展開を

自衛隊がやるというようなものに使おうという、

大変化なんですよ。 

 知事の説明だけでは県民は納得しないですし、

その納得、説明がないうちに知事が協定を結ぶ

というのは、それは本当に許されない行為だと

私は思います。もう一度お願いいたします。 

○知事（濵田省司君） ただいま武器、弾薬を運

ぶということがございましたけれども、もとも

と平時における訓練であったり輸送であったり

ということが利用の目的だというお話がありま

した。輸送の中には部隊もあり、部隊であれば

武器を携行していることもあり得ると、これ自

身は今までも前提として議論されてきたことだ

と思います。 

 ただその中で、具体的に平時の範囲内で有事

と、法律上はゼロか１かでありますけれども、

具体的な国際情勢の中ではゼロから徐々に緊張

が高まって１という有事に至る、例えば0.8、0.9

に至るような事態が、議員がおっしゃったよう

な事態だと、別の法律で定めておられる事態だ

というようなお話であろうかと思います。それ

は私は法律論としてはそういう可能性はあると

思いますけれども、私自身が今ここで責任を持っ

てお答えをするべき立場にございませんので、

この点は国とのやり取りの中で確認をした上で、

また御報告をさせていただきたいと思っており

ます。 

○37番（塚地佐智君） 知事のお話を伺っても、

県民は納得しないんですよ。やっぱり県民に国

が直接説明する場を設けると、それぐらいのこ

とを言えませんか。 

 今知事は、武器、弾薬の輸送、そして部隊の

派遣、それはあり得るという前提で話してきた

と。県民は誰も聞いていません。知事が、今ま

で説明してきたのは何ですか、年に数回の訓練

ですとおっしゃってきたじゃないですか。 

 しかもこれは、先日ウェブ会議で行われた説

明会の議事録が情報公開で明らかになりました。

その中で、公表していい中身の問題とかのやり

取りがありました。そのやり取りの中で、ある

首長が、武器、弾薬などのそうした輸送も対象

にしているということを発表していいかという

ふうに問いましたが、それに対して、それは一

般的なテロ対策、輸送訓練等を対象としての程

度の内容でお願いしたいと言っているんですよ。

つまり、表には出してきていないじゃないです

か、先ほどの問題は。 

 そういうことを隠したまま、知事だけが納得

をしてそれで進めるという話はありませんので。

じゃあ、知事が国から説明を受けるとき、その

とき公開していただけますか。 

○知事（濵田省司君） 今後の、この可否の判断

に当たりましては、せんだって御答弁申し上げ

ましたように、関係の３市との間の意見交換会

を公開で開催した上で判断をするということに
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いたしたいと思っております。その場で、本日

いただきました疑問に関しましてもしっかりと

やり取りをした上で、それは公開の場で御覧を

いただいた上で、お聞きをいただいた上で、最

終的に判断をするという段取りを踏むことによ

りまして、県民の皆さんへの情報提供はしっか

りしてまいりたいと思っております。 

○37番（塚地佐智君） 国の言ったことを知事が

判断して、３市長と懇談するわけでしょ。それ

では県民に説明になっていないということを言っ

ているんですよ。 

 国がやっぱり直接――なぜ説明を求めること

ができないんですか。このＱ＆Ａを出しただけ

で、それで何で納得するんですか。私は本当に

納得がいきません。ぜひとも考え直していただ

きたい。どうなんでしょうか。それほど国に対

して物が言いづらいんですか、どうですか。 

○知事（濵田省司君） 本日の重ねての御質問は

突然の御質問でございましたんで、法律の解釈

に関わることは正確を期して――私もお答えを

この場でするとすれば――行う必要があるとい

うことで、留保させていただきたいということ

でございますが、この点は法律論でありますの

で、国にその解釈を確認してお伝えをするとい

うことで、国の考えは十分伝えられるというこ

とだと思っております。 

○37番（塚地佐智君） このやり取りは結論が出

ませんので、また県民の皆さんからの様々な声

が寄せられると思いますので、ぜひ耳を傾けて、

国に声を届けていただきたいと。時間がたつだ

けでございますので、それで終わりたいと思い

ます。 

 それで、先ほどのお話の国との協定文書です

けれども、それはもう既に出されているんです

かね。知事、いかがでしょうか。 

○知事（濵田省司君） この協定の文書に関しま

しては、先月13日に行われました国から関係３

市への説明会の際に、案は示されております。

しかし、これはあくまで案の段階の文書である

ために公開しないようにという要請を国から受

けているところであります。 

○37番（塚地佐智君） やっぱりそこも秘密裏に

事が進むんですよね。案の段階で、今から協議

が始まる、協議が始まって終わったらもう決定

事項になるわけでしょう。 

 案の段階でせめて県議会には出さないといけ

ないんじゃないですか。ぜひ公開していただき

たいと思いますけれど、いかがですか。 

○知事（濵田省司君） 県としては、案段階の文

書でありましても、早期に公開ができるように

国に対しては要請しておりまして、国から了承

を得られ次第、県議会にはお示しをしたいとい

うふうに考えております。 

○37番（塚地佐智君） ぜひ早急にお願いしたい

と思います。 

 知事は、この３月末までの間に可否を判断す

るとおっしゃいましたよね。これだけ先ほどの

法律論の問題でもまだ深めなくちゃならない、

やり取りしなくちゃならない問題が残っていま

すから、この３月末という期限にこだわるべき

ではないと思いますけれども、その御所見を知

事に伺いたいと思います。 

○知事（濵田省司君） 国のほうからは、かねて

より、３月末に確認の文書を交わしたいという

強い要請を受けておりました。私どもは、その

ためには情報開示が前提となる、Ｑ＆Ａを早く

出してほしいというやり取りをしておりました。

そのやり取りを受けて、せんだってＱ＆Ａが出

てきた。これについては、かなり分かりやすい

説明が行われているというふうに思っておりま

す。 

 本日御質問があった点については、改めて補

足をし、改めて示されるであろう協定文書案な

どとともに御説明申し上げたいというふうに思っ
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ておりますが、そうした形で、国としては、私

はＱ＆Ａは役所が作る文書としては相当分かり

やすい、役所らしくない文書を作ってもらった

と。そういう意味では国の誠意を感じておりま

すので、私どもとしては、国の意向を十分尊重

して、年度内の可否の判断というのを目指した

いというふうに思っておるところであります。 

○37番（塚地佐智君） 特定利用港湾というもの

がどういうものなのかということが、やっと県

民の皆さんのところに伝わり始めているばかり

ですよ。今回、先ほど言った武器や弾薬の輸送

もある、自衛隊員の展開もする、そうなってき

たら、その役割はまさにジュネーブ条約上では

軍事作戦の中に組み込まれた位置づけの港とい

うことになるんじゃないですか、もう答えはい

いですけれど。そういう危険性は増大してくる

わけですよ。つまり、基地ではない、駐屯地で

はないけれども、作戦展開のための位置づけを

この特定利用港湾は持つという性格が出てくる

じゃないですか。 

 私は、そんなに急いで結論を出すべきでない

し、知事自身がもっとその深刻な事態を真剣に

受け止めて対応していただかなくてはいけない

と思います。公開することも含めて、この３月

末という期限を切らないでいくということを言

えませんか。 

○知事（濵田省司君） 繰り返しになりますけれ

ども、私としては、国のほうは誠意ある対応を

していただいているというふうに思います。今

残っておりますのが、その協定文書の詰めとい

うところでありますけれども、その中身として

既に内閣官房が公表資料で出しております要旨

は、訓練等以外でも緊急時には関係者間で連携

し、柔軟かつ迅速に施設を利用できるよう努め

ることという、骨子といいますか内容的な要旨

を既に公表されておりますが、これの具体的な

中身を今、詰めをしている段階であります。 

 その中に、ただいま議員からお話がありまし

た存立事態等との関係などの法律論も詰めてい

かなければならない論点として私どもも意識を

しているところでありますので、この具体的な

協定案の詰めが今残る中で、本日いただきまし

た御疑問はしっかり国に確認をして、これは３

市との意見交換会の場ではその中身については

御説明をした上で県民の皆さんにも情報開示を

する。その上で３月末までに国との合意を経て

新年度からは新しい体制に入るという形を私と

しては取りたいと考えております。 

○37番（塚地佐智君） 本当に県民の不安とか思

いとか県議会への尊重とか、そういう姿勢が今

の答弁では全く伝わってまいりません。国の言

うことを粛々と進めると。Ｑ＆Ａを出していた

だいたのはよかったかもしれませんけれど、そ

んなことで説明にはなっていないんですから。

これをやり取りしていたらあとの質問ができな

いので、そのことは強く私は抗議をして、丁寧

に県民に説明する場を設けるよう国に再度求め

ていただきたいことを最後に要請しておきます。 

 それでは最後に、障害者福祉についてお伺い

をいたしまして、時間がごめんなさい、あれな

ので、ちょっと飛ばす質問があるかもしれませ

ん。よろしくお願いします。 

 2006年に国連総会で、障害者の権利に関する

条約、いわゆる障害者権利条約が採択をされま

した。この条約は、全ての障害者のあらゆる人

権及び基本的自由の完全かつ平等な享有を促進

し、保護し、及び確保すること並びに障害者の

固有の尊厳の尊重を促進することを目的として

おり、日本はこれを2014年に批准いたしました。 

 条約を締結するに当たり、遅れていた様々な

国内法の整備も進めました。そして、この議会

にはいよいよ、県が障害者差別解消法を受けた

当事者団体の声も聞きながら検討してきた、障

害のある人もない人も共に安心して豊かに暮ら
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せる高知県づくり条例案が提案をされました。 

 まず、知事はこの条例が施行される具体的な

効果をどのように受け止めておられるのか、お

伺いをいたします。 

○知事（濵田省司君） 改正障害者差別解消法が

本年４月に施行されます。事業者によります合

理的配慮の提供が義務化をされることなどを踏

まえまして、県独自の条例を今議会に提案させ

ていただいております。 

 本条例は、全ての県民が障害の有無によって

分け隔てられることなく、お互いに人格と個性

を尊重しながら安心して豊かに暮らせる共生社

会の実現を目指して制定するものであります。 

 条例では、事業者や県民の役割を明確に規定

し、障害を理由とする差別の解消に向けた県民

意識の向上、社会全体の機運の醸成を図ります。

また併せまして、障害のある人や事業者からの

相談体制の整備、義務化に伴います紛争の解決

に向けたあっせんなどに伴う調整委員会の設置

といった形で、差別解消に向けた取組の実効性

を高めると、この部分が肝の部分であるという

ふうに思っております。 

 例えば、障害のある方が心ない言葉を投げか

けられたり、事業者が合理的配慮の提供を行わ

ない場合に、相談員が間に入って双方の理解を

深めながら解決に導く体制が整備されるという

こと。さらに、相談対応で紛争事案が解決しな

い場合には、公正中立な調整委員会が関わりま

して解決を目指す仕組みが整備される。この点

が具体的な効果ということだと思っております。 

 こうしたことに加えまして、条例制定を機に

県民一人一人の理解を深めますことで、誰一人

取り残さず相互に支え合う高知型地域共生社会

の推進につながる、そういう意義を有すると考

えております。 

○37番（塚地佐智君） ぜひそうした思いが広がっ

ていくように、前に進めていただきたいと思い

ます。 

 この４月から障害者差別解消法が改正となり

まして、障害者への合理的配慮が民間事業者に

おいても、努力義務から義務とされました。 

 しかしこの一方で、合理的配慮には、負担が

過重でないときという前提がありましてそこが

抜け道となる懸念が拭えません。こうした懸念

についてどのような姿勢で対応されるか、子ど

も・福祉政策部長にお伺いいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 今年４月

から、民間事業者におきましても、障害者への

合理的配慮が義務となります。お話しのとおり、

合理的配慮の前提となります負担が過重でない

ときは、状況に応じて総合的、客観的に判断す

ることとなりますので、当事者、障害者双方の

御意見が異なる場合にはトラブルとなる懸念が

あることは承知をしております。合理的配慮は、

事業者、障害者どちらか一方の要望や事情のみ

を考慮するものではなく、お互いの建設的な対

話から、お互いが理解、納得した上で合理的配

慮が実施されるべきものというふうに考えてお

ります。 

 そのため、県ではこれまで、民間事業者の理

解を深めるため、説明会の開催、リーフレット

の配布や広報への掲載などを通じまして、障害

者差別解消法の内容を周知してきたところです。

今後は、民間事業者による合理的配慮の提供の

義務化を一層周知するとともに、相談事例など

を紹介する動画の配信、企業内研修への講師派

遣など、合理的配慮への理解の浸透を図ってま

いります。 

 また、県に相談員を新たに配置し障害者差別

解消法に関する相談に対応するとともに、身近

な相談窓口である市町村等の職員を対象にスキ

ルアップ研修を実施するなど、事業者や県民の

皆様が相談しやすい体制づくりを進めてまいり

ます。 
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○37番（塚地佐智君） ぜひ大いに進めていただ

きたいと思います。 

 こうした事業者に対する合理的配慮等の取組

を進めるための予算が必要になります。県とし

てどう対応されるか、知事にお伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） 本年４月からの事業者に

よります合理的配慮の提供の義務化を踏まえま

して、障害のある方や事業者からの相談や紛争

解決を得るための体制の整備、そして普及啓発

などに係ります予算を本議会で提案させていた

だいております。 

 具体的には、障害福祉課内に相談員を配置す

る、また、ただいま申し上げました紛争解決に

向けました調整委員会を県に設置する、このた

めの所要経費を計上しております。また、合理

的配慮の提供に関する対応事例集や動画を作成

いたしまして、各業界団体などを通じて広く周

知を図る、このための予算、さらに県民一人一

人の障害や障害のある人に対する理解を深める

ためのリーフレット等を作成し、また県広報や

ホームページなどで広く周知をする、こういっ

た予算をお願いいたしております。 

○37番（塚地佐智君） とりわけ合理的配慮に対

する具体的支援というのが大事になってくると

思いますので、予算化をぜひお願いしておきた

いと思います。 

 それで、この間、私も様々な障害者の方から

のお話もいろいろ伺ってまいりました。その中

で、移動用リフトがとても在宅の療養にも有効

だというお話を伺ってまいりました。 

 移動用のリフトというのが現在実績としてど

のような状況か、子ども・福祉政策部長にお願

いいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 県内の移

動用リフトの給付実績は、平成30年から令和４

年度までの５年間で27件となっております。 

○37番（塚地佐智君） 自己負担額が、これを購

入する際には生じると思いますが、それはどの

ような状況でしょうか。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 県内の市

町村の補助基準額は、東洋町と大川村を除きま

して15万9,000円となっております。令和４年度

は、県内で移動用リフトの給付実績が３件あり、

補助基準額15万9,000円と購入の金額の差額で

あります自己負担額は、それぞれ２万3,860円、

６万2,500円、24万1,000円となっております。 

○37番（塚地佐智君） 様々な金額差があります

けれども、こういう日常の生活用具というのは

大事でございまして、ぜひこの財政支援をして

いただきたいと思いますが、子ども・福祉政策

部長、お願いいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） この日常

生活用具の給付につきましては、障害者総合支

援法に位置づけられた地域生活支援事業として

市町村が実施しております。この地域生活支援

事業の財源となります国の補助金は事業費の２

分の１以内とされておりますが、令和４年度の

国の補助金は、県内の事業量の約６割程度と低

い補助率となっております。 

 県としましては、しっかりとした財源の確保

が必要と考えておりますので、全国知事会を通

じまして、国に対して、地域生活支援事業に要

する十分な財政支援の措置を講じるよう政策提

言を行ってまいります。 

○37番（塚地佐智君） 政策提言もしかることな

がら、やっぱり県として、本来はできるところ

はやっていただきたいというふうに思います。 

 最後に、知事に。本当に大事な障害のケアマ

ネジャーの役割という事業所の職員の役割があ

ります。研修をしっかり進めていただきたいと

思いますけれども、人材育成について最後に知

事に伺います。 

○知事（濵田省司君） この障害福祉サービスに

関しましては、可能な限り障害のある方本人が
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自ら意思決定に当たることができるように支援

をしていく、このことが大事だと思います。こ

うしたいわゆる意思決定支援に関しまして、特

にガイドラインも作成いたしましたり、人材育

成研修の中で強化をしてまいっております。こ

ういったものを中心に、必要となります人材の

育成、県としてもしっかりと対応をしてまいり

たいと考えております。 

○37番（塚地佐智君） それぞれ御答弁、ありが

とうございました。ぜひ前向きに進めていただ

くよう、また特定利用港湾問題はしっかり国に

物申していただくようお願いをいたしまして、

私の一切の質問とさせていただきます。 

 部長、お疲れさまでございました。また頑張っ

てください。（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、塚地佐智

議員の質問は終わりました。 

 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 明８日の議事日程は、一問一答による議案に

対する質疑並びに一般質問であります。開議時

刻は午前10時、本日はこれにて散会いたします。 

   午後５時10分散会 
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       ２番  戸 田 宗 崇 君 

       ３番  上 治 堂 司 君 

       ４番  桑 鶴 太 朗 君 

       ５番  土 森 正 一 君 

       ６番  槇 尾 絢 子 君 

       ７番  久 保 博 道 君 

       ８番  上 田 貢太郎 君 

       ９番  今 城 誠 司 君 

       10番  金 岡 佳 時 君 

       11番  下 村 勝 幸 君 

       12番  田 中   徹 君 

       13番  土 居   央 君 

       14番  横 山 文 人 君 

       15番  西 内 隆 純 君 

       16番  加 藤   漠 君 

       17番  弘 田 兼 一 君 

       18番  明 神 健 夫 君 

       19番  三 石 文 隆 君 

       20番  畠 中 拓 馬 君 

       21番  依 光 美代子 君 

       22番  大 石   宗 君 

       23番  武 石 利 彦 君 

       24番  西 森 美 和 君 

       25番  寺 内 憲 資 君 

       26番  西 森 雅 和 君 

       27番  䬢 口 秀 洋 君 

       28番  岡 田 竜 平 君 

       29番  田 所 裕 介 君 

       30番  橋 本 敏 男 君 

       31番  坂 本 茂 雄 君 

       32番  は た   愛 君 

       33番  細 木   良 君 

       34番  岡 田 芳 秀 君 

       35番  岡 本 和 也 君 

       36番  中 根 佐 知 君 

       37番  塚 地 佐 智 君 

欠 席 議 員 

       な   し 

 

―――――――――――――――― 

 

説明のため出席した者 

  知     事  濵 田 省 司 君 

  副  知  事  井 上 浩 之 君 

  総 務 部 長  德 重   覚 君 

  危機管理部長  中 岡 誠 二 君 

  健康政策部長  家 保 英 隆 君 

           山 地   和 君 

           岡 村 昭 一 君 

           沖 本 健 二 君 

           中 村   剛 君 

  商工労働部長  松 岡 孝 和 君 

  観光振興部長  山 脇   深 君 

  農業振興部長  杉 村 充 孝 君 

           武 藤 信 之 君 

  水産振興部長  松 村 晃 充 君 

  土 木 部 長  荻 野 宏 之 君 

  会 計 管 理 者  池 上   香 君 

  公営企業局長  笹 岡   浩 君 

  教  育  長  長 岡 幹 泰 君 

  人 事 委 員 長  門 田 純 一 君 

           澤 田 博 睦 君 

           古 谷 純 代 君 

  警 察 本 部 長  髙清水 善 弘 君 

  代表監査委員  五百藏 誠 一 君 

           髙 橋 慎 一 君 

 

子 ど も ・ 
福祉政策部長 
文 化 生 活 
スポーツ部長 
産 業 振 興 
推 進 部 長 
中山間振興・ 
交 通 部 長 

林 業 振 興 ・ 
環 境 部 長 

人 事 委 員 会 
事 務 局 長 

監 査 委 員 
事 務 局 長 

公 安 委 員 長 
職 務 代 理 者 



 令和６年３月８日 

－348－ 

 

―――――――――――――――― 

 

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  山 本 和 弘 君 

  事 務 局 次 長  中 島 勝 海 君 

  議 事 課 長  吉 岡 正 勝 君 

  政策調査課長  飯 田 志 保 君 
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  主     幹  大 川 美千子 君 

  主     査  宮 﨑 由 妃 君 
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議 事 日 程（第７号） 

   令和６年３月８日午前10時開議 

第１ 

 第 １ 号 令和６年度高知県一般会計予算 

 第 ２ 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計予算 

 第 ３ 号 令和６年度高知県給与等集中管理特

別会計予算 

 第 ４ 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計予算 

 第 ５ 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計予算 

 第 ６ 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計予算 

 第 ７ 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

予算 

 第 ８ 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計予算 

 第 ９ 号 令和６年度高知県国民健康保険事業

特別会計予算 

 第 10 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計予算 

 第 11 号 令和６年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計予算 

 第 12 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計予算 

 第 13 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計予算 

 第 14 号 令和６年度高知県農業改良資金助成

事業特別会計予算 

 第 15 号 令和６年度高知県県営林事業特別会

計予算 

 第 16 号 令和６年度高知県林業・木材産業改

善資金助成事業特別会計予算 

 第 17 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計予算 

 第 18 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計予算 

 第 19 号 令和６年度高知県高等学校等奨学金

特別会計予算 

 第 20 号 令和６年度高知県流域下水道事業会

計予算 

 第 21 号 令和６年度高知県電気事業会計予算 

 第 22 号 令和６年度高知県工業用水道事業会

計予算 

 第 23 号 令和６年度高知県病院事業会計予算 

 第 24 号 令和５年度高知県一般会計補正予算 

 第 25 号 令和５年度高知県収入証紙等管理特

別会計補正予算 

 第 26 号 令和５年度高知県旅費集中管理特別

会計補正予算 

 第 27 号 令和５年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和５年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和５年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

 第 30 号 令和５年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 

 第 31 号 令和５年度高知県国民健康保険事業

特別会計補正予算 
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 第 32 号 令和５年度高知県災害救助基金特別

会計補正予算 

 第 33 号 令和５年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計補正予算 

 第 34 号 令和５年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和５年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 36 号 令和５年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 37 号 令和５年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 38 号 令和５年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 39 号 令和５年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 40 号 令和５年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 41 号 令和５年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 42 号 障害のある人もない人も共に安心し

て豊かに暮らせる高知県づくり条例

議案 

 第 43 号 高知県女性自立支援施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例議案 

 第 44 号 こうち奨学金返還支援基金条例議案 

 第 45 号 高知県公立学校情報機器整備基金条

例議案 

 第 46 号 高知県部設置条例の一部を改正する

条例議案 

 第 47 号 公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例の一部を改正する条例議案 

 第 48 号 知事等の損害賠償責任の一部免責に

関する条例及び高知県税条例の一部

を改正する条例議案 

 第 49 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県住民基本台帳法施行条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 51 号 高知県消防法関係手数料徴収条例等

の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県後期高齢者医療財政安定化基

金条例の一部を改正する条例議案 

 第 53 号 高知県国民健康保険法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 54 号 高知県住民基本台帳法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県介護保険財政安定化基金条例

の一部を改正する条例議案 

 第 56 号 高知県介護保険法関係手数料徴収条

例の一部を改正する条例議案 

 第 57 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例及び

高知県指定居宅サービス等の事業等

の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例議案 

 第 58 号 高知県立療育福祉センターの設置及

び管理に関する条例の一部を改正す

る条例議案 

 第 59 号 高知県指定障害児通所支援事業者等

が行う障害児通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例議

案 

 第 60 号 高知県指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する

条例議案 

 第 61 号 高知県精神科病院における任意入院

者の症状等の報告に関する条例の一

部を改正する条例議案 

 第 62 号 高知県安心こども基金条例の一部を

改正する条例議案 
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 第 63 号 高知県女性相談支援センター設置条

例の一部を改正する条例議案 

 第 64 号 高知県立紙産業技術センターの設置

及び管理に関する条例の一部を改正

する条例議案 

 第 65 号 高知県新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金基金条例の一

部を改正する条例議案 

 第 66 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 67 号 高知県家畜保健衛生所条例の一部を

改正する条例議案 

 第 68 号 高知県漁港管理条例及び高知県漁港

区域内における行為の規制に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 69 号 高知県営住宅の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例議案 

 第 70 号 高知県建築基準法施行条例及び高知

県手数料徴収条例の一部を改正する

条例議案 

 第 71 号 高知県港湾施設管理条例の一部を改

正する条例議案 

 第 72 号 高知県警察の設置及び定員に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 73 号 高知県警察手数料徴収条例の一部を

改正する条例議案 

 第 74 号 高知県県立高校通学支援奨学金貸与

条例を廃止する条例議案 

 第 75 号 高知県が当事者である訴えの提起に

関する議案 

 第 76 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 77 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 78 号 行政不服審査法第81条第１項の機関

の事務の受託の廃止に関する議案 

 第 79 号 権利の放棄に関する議案 

 第 80 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 81 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 82 号 県が行う土木その他の建設事業に対

する市町村の負担の一部変更に関す

る議案 

 第 83 号 県が行う流域下水道の維持管理に要

する費用に対する市の負担の変更に

関する議案 

 第 84 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 85 号 一級河川の指定に関する議案 

第２ 一般質問（一問一答形式による） 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開議 

○議長（弘田兼一君） これより本日の会議を開

きます。 

 

――――  ―――― 

 

諸 般 の 報 告 

○議長（弘田兼一君） 御報告いたします。 

 小田切泰禎公安委員長から、所用のため本日

の会議を欠席し、古谷純代公安委員を職務代理

者として出席させたい旨の届出がありました。 

 

――――  ―――― 

 

質疑並びに一般質問 

○議長（弘田兼一君） これより日程に入ります。 

 日程第１、第１号「令和６年度高知県一般会

計予算」から第85号「一級河川の指定に関する

議案」まで、以上85件の議案を一括議題とし、

これより議案に対する質疑並びに日程第２、一
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般質問を併せて行います。 

 質疑並びに一般質問は一問一答形式によるこ

ととします。 

 岡田竜平議員の持ち時間は30分です。 

 28番岡田竜平議員。 

○28番（岡田竜平君） 県民の会、岡田竜平でご

ざいます。議長のお許しをいただきましたので、

質問をさせていただきます。 

 まず、県の進める移住・定住施策についてで

ございます。 

 移住者と申しましても、その中にはＵターン、

Ｉターン、区別されるべきものがございます。

しかしながら、実際には特別交付税措置にもそ

の区別がなく、県としても多くが同一の施策内

で進められております。県に移住促進課が設置

されてちょうど10年、移住施策の経過と、受け

入れる地域の実情を鑑みますと、本県の移住政

策は次のステージに入ったと感じられるのが私

の実感でございます。 

 そこで必要とされるのは、ＵターンとＩター

ンを明確に分けて考えることでございますので、

御所見を中山間振興・交通部長にお聞きいたし

ます。 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） Ｕターン

につきましては、これまで様々な地域に足を運

び、住民のお話を伺う中で、都会に出ていった

若者たちに帰ってきてもらいたいといった声を

多く聞かせていただきました。また、昨年度議

会でもＵターンの促進を求める意見も複数いた

だいており、加えまして、移住の地域間競争、

こちらが激しくなる中、移住組数の伸びも頭打

ちになっておりました。こうしたことから、今

年度から新たな取組として、デジタルマーケティ

ングの取組に加えまして、Ｕターン施策、これ

をさらに強力に推進することといたしました。 

 まず、今年度４月には、移住促進・人材確保

センターの名称を高知県ＵＩターンサポートセ

ンターに変更し、県出身者の方に当センターが

Ｕターンを支援することが明確に伝わるように

いたしました。また、帰省時期にＵターン促進

キャンペーン､｢最高知！キャンペーン」を実施、

帰省時期等のスマートフォンの位置情報を活用

したＵターン候補者への情報発信などを行って

おります。 

 そして、その際には、議員のお話にありまし

たように、Ｕ、Ｉそれぞれの特徴をしっかりと

踏まえて取り組んでいく必要があると考えてお

ります。例えば、ＵターンとＩターンは、移住

に際して求めるものが大きく異なることから、

移住情報を発信する際にも、Ｉターンの方には

地域の暮らしの情報や住まいの確保などの情報、

Ｕターンの方にはふるさとを改めて意識しても

らうこと、特に仕事に関する情報を発信するな

ど、それぞれに合わせたアプローチを行ってい

るところでございます。 

 来年度に向けましても引き続きＩターンに加

えまして、Ｕターンの方をターゲットとした施

策をさらに強化して取り組んでまいります。 

○28番（岡田竜平君） Ｕターンを待っている御

家族の御期待もございますので、核家族化が進

んだ現代において、ぜひともＵターン施策を強

力に進めることで、改めて家族の価値を見いだ

していただきたいと思います。 

 次に、移住、定住についての国の考え方とし

ては、国土形成計画の基本理念の一つとして、

その特性に応じて自立的に発展する地域社会、

この実現に向けて、多様性に富む地域社会の創

造のための人の誘致と移動を促しております。

人口の東京への過度な集中を是正することは喫

緊の課題としつつも、地方の人口増加を目指し

ているわけではございません。そして、本県の

活用している移住・定住対策に関します特別交

付税についても、国としては地方の人口減少対

策を促進しているのではなく、国内での多様な
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人材の流動性を促すものと理解されるものでご

ざいます。 

 そういたしますと、県としては数字目標こそ

あれど、４年後に3,000人というような移住者数

が絶対ではなく、多様な受入れをする中で、ど

のような方が移住してきたか、家族構成や職業

などの属性を丁寧に把握した上で、移住者、こ

こで申しますのはＩターンの方でございますが、

そういった方への定住に向けたサポートが重要

と考えております。御所見を知事にお聞きいた

します。 

○知事（濵田省司君） 現在、県で策定を進めて

おります中山間地域再興ビジョンあるいは元気

な未来創造戦略におきましては、いわゆる社会

増、あるいは移住者増を目標に掲げて施策を大

幅に強化しようとしております。特に、移住に

つきましては、お話しいただきましたような高

い目標、野心的な目標を掲げて取り組むことと

しておりますが、あわせて移住された方に定着、

定住をしていただく、このことが重要だと考え

ます。そのため、Ｕターン、Ｉターンそれぞれ

のニーズに対応して、きめ細かなアプローチを

行ってまいりました。 

 特に、お話がありましたように本県にゆかり

のないＩターンの方は、移住後に習慣あるいは

文化の違いに戸惑いを感じ、場合によっては定

住に至ることなく高知を後にする、そういった

方もいらっしゃいます。このため、相談の段階

から、家族構成や年代、希望の仕事や暮らし方、

こういったことをお聞きしまして、その方に合っ

た移住先を紹介するといった形で、ミスマッチ

が起きないように、きめ細かくサポートをいた

しているところでございます。 

 県におきましては、地域移住サポーター制度

を設けまして、移住後も地域と移住者を橋渡し

するサポーターの方々に、困り事へのアドバイ

スや、住民との交流の場づくりなどに取り組ん

でいただいております。また、いわゆるサポー

ター以外にも、地域の事情に詳しい地区長といっ

た世話役の方々には、日頃から移住者を見守り、

受入れの機運づくりをしていただくことに貢献

をいただいております。 

 こうした方々の協力に応えられますように、

引き続き移住促進はもとより、定着の支援の取

組を強化いたしまして、地域に若者が増えた活

力ある中山間地域を目指してまいりたいと考え

ます。 

○28番（岡田竜平君） 県内には、Ｉターンの支

援を丁寧にしております高知県青年団協議会と

いう若い方たちもおります。そういった皆様に

助けてもらいながら、わざわざ来ていただける

方には、定住に向けて官民連携の定住策の推進

をお願いしたいと思います。 

 次に、人口減少対策への県民の受け止めにつ

いてお聞きいたします。若年女性の県外流出に

歯止めをかけようとすることばかりが強調され

た県の少子化対策には、特に女性からの厳しい

御意見を多く耳にいたします。このような方々

からの知事のジェンダー意識への御意見への御

所見を知事にお聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） お話がございました少子

化問題でありますけれども、私自身ここ数年の

本県の出生数の激減に対しまして大変強い危機

感を抱いております。このため、その最大の要

因が若年女性の減少ということにありますので、

この傾向を何としても食い止めたい、そのため

に不退転の決意で取り組む覚悟であるというこ

とを何度も申し上げてまいっております。 

 こうした私の危機感ないし強い決意、不退転

の決意といった表現のあまり、中には県内の若

い女性の県外への転出そのものを制限しようと

しているかのような印象を持たれた方がおられ

るかもしれません。しかしながら、一連の人口

減少対策を講じるに当たりましては、仕事や結
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婚あるいは出産といった人生の選択は個人の意

思が尊重されることが大前提であります。その

上で性別や年齢にかかわらず、全ての人が希望

に応じた仕事や暮らしの実現を後押ししたいと

いうのが私の本意であります。 

 私自身、若いときに大学進学、そして就職と

もに県外へ出ているということでありまして、

その意味で、今県内におられる若者が夢や希望

を持って、あるいは腕試しということで県外に

出ていきたいと、そう思う気持ちそのものを私

は否定するつもりはないところでありますし、

おまえが言えた義理かと言われれば返す言葉は

ないところでございます。 

 もちろん、できれば県内にとどまって一緒に

高知を盛り上げてもらいたいということであり

ますけれども、仮に高知を離れても、いつの日

かＵターンで高知で活躍してほしい、それがか

なわないならば、県外にあっても高知県の応援

団として協力してもらいたい、そういった気持

ちでいるというのが真意でございます。 

 こうしたことでございますので、今後さらに

若者の皆さん、女性の声をよくお聞きいたしま

して、有識者の御意見も伺いながら、県民の皆

さんの共感が得られるような的確な情報発信に

努力してまいりたいと思います。 

○28番（岡田竜平君） しかしながらでございま

す。やはり個人的に言うとセクハラやのに、知

事が県民に言うてもセクハラにならんのかと、

そういった御意見もございます。県のために子

供を産もうとする女性がいるとは考えにくいわ

けでございます。取組の発信の仕方というのに

は、やはり個人への配慮というのは今以上に持っ

ていただきたいと思っております。 

 一方で、不妊治療への支援拡充に向け、支援

の在り方を検討する会が来年度計画されている

と思うのですけれども、希望をかなえるための、

その実現に向けては、令和７年度当初予算では

なく、できれば補正で計上されるように進めて

いただければ大変ありがたく思います。 

 続きましては、子供医療費助成についての質

問をさせていただきます。 

 当初予算案では、県の人口減少対策総合交付

金が創設されたことにより、大きく前進したと

思われるわけでございますが、市町村に確認し

たところでは、令和６年度以降も助成対象年齢

にばらつきがございます。結局、地域間格差が

生まれてしまう状況のようでございます。この

新しい交付金が、既存事業であれば新規拡充分

にしか充てられないことも大きな原因と考えて

おります。 

 知事が子供医療費の無償化に関しては国が対

応するものとおっしゃるように、市町村の立場

から申しますと、現時点では県に求めたいとこ

ろでございます。子供に係る医療費助成は県内

で統一すべきであり、地域間格差をつくるべき

ではないとの考えでお聞きをいたします。後の

質問にもございますが、森林環境税はそもそも

国がやってしかるべきものでございます。しか

しながら、県が先行する場合もございます。 

 国がやらないのであれば県、こういったリー

ダーシップを知事に期待したいのですが、お考

えをお聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） 子供医療費の助成のよう

な基本的な、あるいは基幹的な経済的支援につ

きましては、住む地域の財政力に左右されずに

安心して医療が受けられるように、国の責任に

おいて全国一律で措置されるべきものという考

え方を私はかねてより持っております。 

 議員から御提案ございましたように、仮に県

単位で独自の支援策を講じて、県内一律で上乗

せ支援をするという措置を試みましても、結局

全国的に見れば、財政力のある他県との競争に

は勝てないということになってまいります。だ

といたしますと、今市町村格差として言われて
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いる問題が、都道府県間の格差に置き換わるに

すぎないということでございます。 

 したがいまして、こうした子供医療費助成に

つきましては、国が責任を持って全国一律での

制度設計、そして財源措置を行う、そうした新

たな制度を創設いただくことが筋であると考え

ます。引き続き全国知事会と連携をしながら、

国に対して強く求めてまいります。 

○28番（岡田竜平君） 御答弁では、都道府県で

の、次は競争が始まるよというような趣旨に捉

えられるんですけれども、昨日の竹内議員の質

問でもございましたけれども、やはり隣の町が

やっていればうちもやらないかん、そのように

なってきます。私からの提案といたしましては、

子育て支援に逆行するような提案に聞こえるか

もしれませんが、限られた財源ということも勘

案いたしまして、子供医療費助成は中学までで

県内で統一するとか、そういった市町村に協力

していただく形で、例えばでございますが、そ

ういう知事の高知県のリーダーとしての統率力

に期待をしたいところなんですが、現状、高知

県民の声、市町村の声を鑑みて、政策誘導をお

願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○知事（濵田省司君） この点に関しましては、

先ほど議員からも御紹介いただきました、今回

新たに設けます人口減少対策総合交付金が、そ

ういった意図も持ちまして設けたものでありま

す。議員のほうからは、言わば低いほうにそろ

えるということもありではないかというお話が

ございましたが、やはり市町村長さん方との意

見交換をする中では、それはなかなか現実的で

はないということではないかと思います。 

 だとしますと、今例えば小学生までのところ

が中学生――今度高知市がそういう判断をされ

ますが――といった形で、高いほうにどう合わ

せていくかというのが現実的な課題だと思いま

す。その際の財源が非常に、こうした基幹的な

支援制度ですと、多額に上りますので、これを

何とかならないかというのが市町村長からの訴

えではなかったかと存じます。そういう意味で、

今回の総合交付金は、上に合わせていく拡充の

部分について充当していただけるという設計で

制度設計をさせていただこうということにして

おりまして、こういった市町村長さんの御意見

を踏まえて、できるだけ格差は縮小していくと

いう観点からも、この制度は設計をさせていた

だいたところでございます。 

○28番（岡田竜平君） 考え方ちょっと違うんじゃ

ないかなと私自身思っています。 

 次です。政府は２月16日、子ども・子育て支

援金制度を含む関連法案を閣議決定いたしまし

た。同法案については、こども家庭庁はこども

未来戦略の加速化プランに盛り込まれた施策を

着実に実行するためのものだと説明をしており

ます。具体的な施策では、児童手当については

次代を担う全ての子供たちの育ちを支える基礎

的な経済支援としての位置づけを明確化する、

このため所得制限を撤廃するとされました。 

 そこでお聞きいたします。県は医療保険分を

除いた未就学児の医療費の２分の１を助成して

おりますが、１歳から６歳までの子供の助成に

ついては所得制限をつけております。 

 子供の保健と福祉を考える場合に、所得制限

はふさわしくないと考えますが、御所見を子ど

も・福祉政策部長にお聞きいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 県では、

乳幼児の保健の向上及び福祉の増進を目的に、

病気や発熱などで受診機会が特に多い６歳まで

の乳幼児を対象に医療費への助成を実施してお

ります。この所得制限は、経済的理由から医療

機関を受診することを控えることがないよう医

療費を助成するという制度の趣旨から、一定額

以上の所得がある場合には助成の対象外として

いるものです。一方、市町村においては、子育
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て支援の観点から、市町村の判断で、県の制度

に上乗せする形で、所得制限なく乳幼児の医療

費助成が行われています。 

 お話の児童手当は、子育て家庭に対する給付

であるため、保護者の所得に左右されることな

く、全ての子供の健やかな成長に資するよう所

得制限を撤廃するものと認識をしております。 

○28番（岡田竜平君） 子供は皆ひとしく貴い命

でございますので、引き続き所得制限の撤廃を

求めたいと思っております。 

 続きまして、治水と地震、豪雨等による水害

対策についてお聞きいたします。 

 まずは、河川整備計画における流域ごとの河

川整備の進捗状況を土木部長にお聞きいたしま

す。 

○土木部長（荻野宏之君） 河川整備につきまし

ては、水系ごとに策定いたしました河川整備計

画に基づき取り組んでいるところでございます。 

 県管理河川におきましては、過去に大きな浸

水被害のあった22水系で計画を策定しておりま

して、再度災害防止に向けて、62河川で河川改

修やダムの整備を行うこととしております。こ

の62河川につきましては、優先度の高い河川か

ら整備を進めておりまして、16河川で整備が完

了しております。 

 一方で、31河川におきましては整備を実施中、

15河川が未整備となっておりまして、整備を要

する箇所がまだまだ多く残っている状況でござ

います。これらの整備には多額の費用がかかり

ますことから､｢防災・減災、国土強靱化のため

の５か年加速化対策」の予算等を最大限に活用

いたしまして、着実に整備を進めていきたいと

考えております。 

○28番（岡田竜平君） ありがとうございます。

地域要望なんかもあると思いますので、やはり

優先度を明確に県民にも知らせながら、引き続

きよろしくお願いいたします。 

 次に、河川堤防についてでございますが、河

川堤防は河川インフラであり、堤防天端に道路

が設置されている場合は道路インフラの側面も

担っております。そんな中、降雨による河川増

水時の南海トラフ地震の発生による強い揺れで

は、直接的な被害も当然予想がされ、最悪の場

合決壊も想定されます。能登半島地震では、河

川堤防の陥没、亀裂、崩壊等の河川被害が２月

28日時点で、石川県内で県管理88河川、301か所

あったと報告されております。 

 発災後の救援活動及び物資輸送のことを考え

ますと、河川堤防の耐震化には必然性がござい

まして、県内での取組状況をお聞きしたいので

すが、一昨日の高知新聞で一定報道がございま

したので、それ以上の情報がございましたら、

土木部長、お願いいたします。 

○土木部長（荻野宏之君） 河川堤防の耐震対策

につきましては、人口や社会インフラが集積し、

地盤沈降に伴う長期浸水により深刻な被害が想

定される地域を最優先に整備を進めております。

具体的には、新聞報道もございました浦戸湾に

流れ込みます国分川などのほかに、宿毛市の松

田川で海岸事業と連携して整備を進めていると

ころでございます。他の河川につきましても、

津波により甚大な被害が想定される箇所での対

策を優先して進めていく予定としてございます。 

 なお、津波の遡上が想定されない区間の耐震

対策につきましては、これは今述べました対策

の進捗を見ながら検討していきたいと考えてご

ざいます。 

○28番（岡田竜平君） 河川堤防、総延長がかな

りになりますので、こちらも優先順位をしっか

りつけながら取り組んでいただきたいと思いま

す。 

 次に、ソフト対策についてでございます。ハー

ド整備と併せまして、やはりソフト対策の推進

が今後の減災の鍵を握ると考えられます。県の
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取組として、豪雨時の防災のＤＸ化が積極的に

進められているとお聞きしておりまして、地域

の浸水情報の正確な把握に向け、多く設置する

ことを考慮いたしまして、小型、長寿命かつ低

コストであるワンコイン浸水センサーの道路な

どへの設置も有効と考えますが、御所見を土木

部長にお願いいたします。 

○土木部長（荻野宏之君） ワンコイン浸水セン

サーにつきましては、浸水範囲等を早期に把握

し、迅速な災害対応につなげることを目的とい

たしまして、国土交通省において令和４年度か

ら実証実験を行っております。 

 本県では、四万十市といの町におきましてこ

のシステムが国の流域治水プロジェクトに位置

づけられまして、本年度から実証実験が始まっ

てございます。この実証実験の検証結果を踏ま

えまして、流域治水プロジェクトの中で設置箇

所や役割分担などを検討していきたいと考えて

ございます。 

○28番（岡田竜平君） 先ほど、いの町でも設置

がされているというお話をいただきましたけれ

ども、いの町、仁淀川堤防の決壊を想定した数々

の取組に対します熱量は、役場、そして自主防

災会もすごいものがあるなと感じておりますの

で、そういった面、一緒に手を携えながらお願

いしたいと思っております。 

 続きまして、国と県の森林環境税についてお

聞きいたします。 

 平成31年４月、森林経営管理法が施行された

わけでございますが、この法律の最前線を受け

持つのは市町村でございます。しかしながら、

林務行政に精通した職員が少ない中で、この法

律の趣旨に沿った結果を出していくためには、

県の担う役割は大きいと思います。 

 制度施行から５年近くがたちましたが、いま

一度、森林経営管理法に向き合う県の決意を知

事にお伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） 本県は、森林面積率84％

の全国一の森林県であります。この豊富な森林

資源を活用いたしまして、中山間地域の振興を

図っていくためには、林業の持続的発展が重要

でございます。しかしながら、森林所有者の高

齢化、あるいは相続による世代交代、不在村化

などによりまして、この経営管理が不十分な森

林が拡大しつつあると考えます。 

 こうした中、この法によります森林経営管理

制度を活用いたしまして、市町村が仲介役となっ

ていただいて、森林所有者と事業者をつなぐな

ど、放置されてきました森林の整備あるいは集

約化の進展が可能になるものであると考えてお

ります。このため、市町村がこの制度の実務を

担う上で必要となります林業に関する技術的知

見などにつきまして、特に専門職員が不足して

いる場合などは、県の各林業事務所が市町村を

支援するという役割を担ってまいりました。 

 この制度の取組が今後一層進みますように、

県が整備をいたしました、いわゆる森林クラウ

ドの経営管理計画の作成時におきます活用の促

進、あるいは優良事例の横展開、こういったこ

とを図りますことで、引き続き県として市町村

を支援してまいります。 

○28番（岡田竜平君） 財源が準備された状態で

ございますので、県の役割、本当に重要な部分

を占めておりますので、よろしくお願いしたい

と思っております。 

 そんな中、今年より森林環境譲与税の財源と

なる国の森林環境税の課税が始まります。この

税の具体的な使い道は市町村に一任されている

わけでございます。しかしながら、前倒しまで

して財源を分配したいとの国の思いと、実務を

担う市町村の動きが連動しておらず、それが市

町村への譲与税の総分配額の約35％に当たる基

金の積み上げにも現れているわけでございます。 

 そこで、市町村に分配された譲与税に対し、
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県からの提案、実施、効果の検証体制は十分に

整えられているのか、林業振興・環境部長にお

聞きをいたします。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 県では、

市町村が行う森林整備の取組につきまして、そ

の伴走支援や関連業務の効率化、さらには市町

村の森林環境譲与税の活用の提案をしておりま

す。 

 まず、伴走支援といたしましては、譲与税を

活用して林業事務所に市町村のサポート体制を

整備いたしまして、各市町村の取組の進捗状況

の共有と併せて、それぞれの課題に応じた支援

を行っております。具体的には、森林所有者の

意向調査への助言や、森林整備費用の積算支援、

林業に関する職員研修などを実施しております。 

 また、業務の効率化といたしましては、航空

レーザ測量データなどを用いた森林情報のデジ

タル化を進め、市町村での活用を促進しており

ます。現在、県内全市町村でデジタル情報の活

用が始まっており、意向調査を行う森林の選定

作業などが効率化されていくものと考えており

ます。 

 さらに、譲与税の活用につきましては、地域

林政アドバイザーの配置などを御提案し、市町

村ではそれぞれの実情に応じた取組の事業化が

進展しております。これらの取組の結果といた

しまして、令和４年度の市町村決算において、

譲与税の79％であった活用額は令和５年度当初

予算ベースでは113％となっております。引き続

き、市町村で森林環境譲与税の活用が進むよう

サポートしてまいります。 

○28番（岡田竜平君） ありがとうございます。 

 市町村への聞き取りをいたしました。現状の

県の支援では十分と考えられるのは、もともと

林務にたけた職員がいるところだけでございま

した。もっと県のサポートが必要でございます。

市町村と協力して、環境譲与税を使って職員を

雇うこともできます。 

 現実的にもっと踏み込んだ支援について何か

できないか、林業振興・環境部長にお答えいた

だくことできますか、お願いします。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） お尋ねの

ように、市町村が制度の実務を行う上で必要と

なります林業に関する技術的な知見を備えてい

ないような市町村におきましては、これまでも

県の各林業事務所での支援を行ってまいりまし

た。先ほど申し上げましたとおり、市町村への

サポート体制として、制度の初期段階では、森

林所有者の経営管理に係る意向調査などの支援

をこれまで中心に取り組んでまいったところで

ございます。 

 今後は、意向調査などの成果を基にしまして、

森林経営管理計画の作成や事業の委託といった

実行段階に入ってまいりますので、これらの取

組の中で課題等が生じてまいるといった中で、

先ほど申し上げましたサポート体制を通じまし

て、市町村をしっかりと支援してまいりたいと

いうふうに考えております。 

○28番（岡田竜平君） やはりマンパワーがもっ

ともっと必要で、伴走というお言葉もありまし

たけれども、べったりつくぐらいじゃないとやっ

ぱり林業は難しいですので、そこら辺もよろし

くお願いしたいと思います。 

 次に、県の森林環境税についてお聞きいたし

ます。森林の持つ水源涵養を目的とした税とし

て、高知県が平成15年に全国で初めて導入した

森林環境税ですが、橋本知事時代に創設され21

年がたちます。ここで改めてお聞きしたいのが、

国の森林環境譲与税とのすみ分けについてでご

ざいます。市町村や現場からいたしますと、使

いづらいとの声もございます。総務省は、国税、

県税の使途として法律上重ねて活用することは

可能として、すみ分けの不必要性を国会審議に

おける主な議論として示しております。 



 令和６年３月８日 

－358－ 

 

 水源涵養は双方の税共通の目的としてあるわ

けでございますので、あえて細かな目的や使途

を分ける必要性への御所見を林業振興・環境部

長にお聞きいたします。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 県の森林

環境税は、県民の理解と協力の下、森林環境の

保全に取り組むためのものであることを条例に

規定しております。 

 多くの県民の皆様に御理解をいただくという

ことについては、市町村が主体となる国の森林

環境譲与税とは使途を適切にすみ分けて、明確

化することが必要であると考えております。こ

のため、令和４年度に実施した県民世論調査な

どでは、使途のすみ分けをお示しして、森林環

境税の在り方への意見をお伺いしたところです。

その結果、９割近い方から森林環境税の延長へ

の賛同をいただきました。 

 こうしたことを踏まえまして、市町村の森林

環境譲与税については、その裁量により森林整

備を主体に活用されるものと整理した上で、県

の森林環境税では広域的に行う普及啓発や、鹿

被害対策などのソフト的な取組を重点的に実施

することとしたところです。 

○28番（岡田竜平君） 確認なのですが、先ほど

出ました県民世論調査の中では、すみ分けした

ほうがいいよという回答があったということで

よろしいですか。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 先ほど申

し上げました県の世論調査におきましては、す

み分けの考え方について図表で御説明を差し上

げた上で、森林環境税の延長について御意見を

お聞きしたというところでございます。 

○28番（岡田竜平君） やはり大事なのは、県民

が納得するか否かでございます。しかしながら、

森林の整備というのは専門性がございますので、

使途を県民に広く納得いただくのは非常に難

しゅうございます。やはり現場サイドが使いや

すくなるということが重要なのではないでしょ

うか。国の森林環境税創設時には、すみ分けの

必要性が求められたのは十分理解をいたします。

しかしながら、５年が経過いたしました。 

 林業振興・環境部長、すみ分けについて、ぜ

ひ次回県民世論調査で確認してみてはいかがで

しょうか。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 県民の世

論調査につきましては、これまで森林環境税の

延長の前に様々な検討が行われる中で、参考と

して活用させてきていただいております。次の

森林環境税の検討につきましては、まさにこの

現在森林環境税の執行について、周知をしっか

り図っておるところでございますので、そういっ

た取組を経て、どのような取扱いとするかは考

えてまいりたいと思います。 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、岡田竜平

議員の質問は終わりました。 

 ここで10時35分まで休憩といたします。 

   午前10時31分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時35分再開 

○議長（弘田兼一君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 武石利彦議員の持ち時間は35分です。 

 23番武石利彦議員。 

○23番（武石利彦君） 一燈立志の会、武石利彦

でございます。それでは、お許しをいただきま

したので、質問に入らさせていただきます。 

 ちょうど１か月ほど前、日本時間で２月５日

から10日までハワイへ行ってまいりました。13

年前、尾﨑正直知事の頃に高知の桜がハワイに

送られて、その大事な種を育ててくださって、
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今は大体人の背丈ぐらいまで成長していますか

ね。当初、牧野植物園も技術指導をしっかりし

てくださって、ハワイで高知の桜が満開になる

ようにと、これを御縁にということで活動が始

まったわけでありますが、今回は新たな桜を植

樹しようということと、背丈ぐらいに育った桜

の成長の仕方がこれでいいのかというようなこ

とで、牧野植物園の技術者も行って、いろんな

アドバイスもしたというようなこと。 

 メインは新たに植樹をするという植樹式であ

りまして、現地でお育ていただいている方、主

にハワイ桜基金という団体がメインなんですけ

れど、その方々から、今回の植樹式に当たって

はホノルル市郡、つまり行政関係者も幹部はじ

め随分出席をしてくれるんだが、高知県の行政

府からの出席がどうもないのを懸念しているん

だという声が私にも入りまして。 

 当初は、牧野植物園からは園長と技術の職員

が行くんですけれど、いかんせん先ほど申し上

げたように高知県の行政府の参加がないという

ことで御相談があったんで、じゃあということ

で県議会から誰か行ける人っていうことで牧野

植物園からもお声がけがあって、結果、私と畠

中拓馬議員の両名で、それから県庁からは自然

共生課の担当チーフが参加をしていただいて、

大変現地の皆さん、日系の皆さんにも喜んでい

ただいたということがございました。私も大変

貴重な経験をさせていただいたところでありま

す。 

 御案内のように、高知と、日本とハワイの関

係、交流の関係というのは非常に深いものがご

ざいまして、移民も随分したり、当時大変な苦

労もされたということが歴史にも残っておりま

すが、それから現在でも日系人社会というのが

ハワイの政治とか、それから経済界、こういっ

たところでも強い発言力を持ってくださってお

るということで、大変改めて、私は３回目でし

たけれど、改めてそういう機会に触れて、ハワ

イと日本、ハワイと高知の御縁を感じたという

ところでありました。それと、ジョン万次郎も

救助されて、ハワイに立ち寄っているというよ

うな歴史もありまして、そういう意味で高知と

ハワイの交流の歴史は古いんだなと、そういっ

たことを感じた次第でございます。 

 そこで、式典の話に戻しますが、式典には、

申し上げましたように、牧野植物園の園長、そ

れから技術職員、県議会から私と畠中議員、そ

して自然共生課の担当チーフということで参加

をさせていただきました。その高知桜の植樹式

には多くの方が参加をしてくださっておりまし

て、これは本当に高知としても一緒にハワイの

桜を育てていかなくちゃならないなというふう

に感じた次第でございます。大きな公園で、日

を替えて２か所、盛大な植樹式を開催したとい

うことでございました。 

 それから、向こうでいろんな方とお会いしま

したけれど、輸出入業に携わっておられる男性

もおられまして、その方がおっしゃるには、日

本の産品はハワイでもすごく人気あるんですよ

とかいうお話も聞きましたし、あちらの日系の

皆さんにお聞きすると、カツオのたたきおいし

いですねとか、ユズの話とか、すごく高知のこ

とをよく御存じでございまして、これは本当に

交流を深めることが楽しみだなというふうに本

当に感じたことでありました。それから、１か

月前私が行ったときには、既にハワイでも連続

テレビ小説らんまんが放映された後でございま

して、牧野富太郎、高知県、牧野植物園、大変

向こうの方も関心をお持ちでございました。 

 そこで、まず高知の桜をこのように大切にお

育てくださっているハワイの皆様方に対する知

事から率直な感想、それからメッセージをこの

場でお送りいただきたいと思います。よろしく

お願いします。 
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○知事（濵田省司君） ただいま御紹介ございま

したように、平成23年に牧野植物園から寄贈い

たしました桜の種子が苗木となったと、そして

翌年ハワイ島に植樹をされた、このことを契機

といたしまして、桜を通じましたハワイと牧野

植物園との交流活動が展開をされているという

ことでございます。 

 ハワイにおきましては、今お話もありました

ように、桜の栽培が難しい環境にあるというふ

うに聞いておりますけれども、植樹をされた場

所の近隣の地元の方々が丹精込めた手入れをし

ていただいた、また愛情を注いでいただいたと

いうことで、開花までこぎ着けたという状態だ

とお聞きしておりまして、この間の御労苦に心

から敬意を表しますとともに、開花までこぎ着

けたということについて、お祝いを申し上げた

いというふうに存じます。 

 このハワイの地におきまして高知県産の桜が

順調に成長し、やがて満開の花を咲かせて多く

の方々に楽しんでもらえるようになると、そう

した日が訪れますことを心から祈念申し上げた

いと存じます。 

○23番（武石利彦君） この式典の様子というの

が、時数賢司さんというハワイ在住の日本人の

方がユーチューバーでありまして、ちょいLOCO

チャンネルという番組をお持ちでして、ユー

チューブで、ハワイ、桜基金とか入れたらこの

方の動画が２本ぐらい、私も見ましたけれど、

見られるようになっていますので、知事はじめ、

この私の質問をお聞きの皆さん、ぜひそのユー

チューブを御覧いただけたらというふうに思っ

ております。 

 それから、平成28年２月議会におきまして公

明党の池脇議員の質問に答えて当時の尾﨑知事

は、ハワイの地で高知の桜が大きく成長するこ

とを願いますとともに、桜を通じた本県とハワ

イの交流が広がり深まっていくことを願ってい

ますと、このように御答弁をされておられます。 

 そこで、高知からのこの桜が取り持つハワイ

との御縁を一層深めるために、具体的にどのよ

うに取り組む御所見か、文化生活スポーツ部長

にお聞きします。 

○文化生活スポーツ部長（岡村昭一君） 牧野富

太郎博士が命名されたセンダイヤ桜の植樹を契

機に始まった本県とハワイの交流は、牧野植物

園の小山元園長を中心としたハワイ桜並木委員

会のプロジェクトや、園職員による栽培技術指

導などを通じまして深まってきているものと承

知をしております。こうした御縁を様々な分野

の交流に広げ、さらに深めていくことは、大変

意義あるものと受け止めております。 

 具体的には、県産品の輸出やインバウンドな

どの産業交流、漫画やよさこい、スポーツを通

じた交流、留学や修学旅行などを通じた青少年

交流などが考えられるところでありますし、ま

た島国であるハワイとは、津波災害に対応する

ための技術などをテーマとした交流なども可能

性があるものと考えております。こうした交流

の展開に際しましては、当部といたしましても

関係部局としっかりと連携して取り組んでまい

りたいと考えております。 

○23番（武石利彦君） 今、本当に多岐にわたる

交流の御提案、御所見をいただきました。 

 そこで、ハワイを、先ほどの岡村部長の話に

もありましたが、観光のターゲットとして位置

づけて取り組むということについての観光振興

部長の御所見をお聞きいたします。 

○観光振興部長（山脇深君） 海外ではまだまだ

十分に知られていない高知県がインバウンドの

誘客を推進していくといったためには、本県と

ゆかりのある地域とのつながりを生かすという

のは大変有効だと考えております。 

 お話のありました高知の桜により築かれてき

た交流ですとか、ジョン万次郎ゆかりの地であ
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ることなどは、大きなチャンスと捉えるべきだ

と考えております。そうしたことから、ハワイ

につきましては、本県のインバウンド戦略の中

で一度きりの旅行ではなくて、お互いに何度も

往来が続くような、いわゆる交流型の誘客戦略

を立てて進めていきたいと考えております。 

○23番（武石利彦君） 高知龍馬空港には国際線

ターミナルも整備されることですので、ぜひと

もこのハワイとのチャーター便を就航させると

か、そういったことにもお取り組みをいただき

たいと、これは要請にしておきたいと思います。 

 次に、先ほどから述べましたように、ハワイ

には既に高知県のことをよく御存じで、交流を

深めることを大変楽しみにしておられる方もお

られますし、ユズなんかも大変人気、高知や日

本の特産品は大変人気があるというお話を披露

させていただきました。 

 このことについて、地産外商戦略のターゲッ

トにハワイを位置づけるということについての

産業振興推進部長の御所見をお聞きいたします。 

○産業振興推進部長（沖本健二君） ハワイへの

県産品の輸出でございますが、平成28年度に当

時の高知商工会議所のメンバーによりまして、

現地のスーパーマーケットに対して販路を既に

開拓しております。現在は、高知にも進出の予

定といううわさがございます激安ショップをグ

ローバルに展開しております、大手販売業者が

開催しますフェアに毎年参加をしております。

ただ、まだまだその規模は小さくて、昨年度の

売上げは320万円余りという状況でございます。 

 また、オアフ島におきましては、海外では最

大規模となります日本酒イベントが開催されて

おりまして、ハワイにおきましても日本酒の人

気が徐々に高まっておるというふうに聞いてお

ります。これは、当然土佐酒の販路開拓のチャ

ンスだというふうに思います。 

 ハワイは、議員のお話もございましたように、

日系人が多いということ、そして日本食レスト

ランも多いということがございますので、県産

品の輸出拡大のチャンスにはなってくるんだろ

うというふうに考えております。しかしながら、

ハワイは全体の人口が144万人です。一番大きな

オアフ島が100万人ほぼちょうどで、大体７割が

オアフ島にいるんですけれども、例えば同じア

メリカで言うと西海岸、カリフォルニア州だけで

4,000万人おります。東海岸で言うとニューヨー

ク州だけで2,000万人という市場規模がございま

して、まだまだ物流ルートの確保も含めまして、

なかなか課題があります。 

 あともう一つ、物流コストに見合うだけの販

売量が確保できるかというところもございます

ので、今後高知県のビジネスの可能性について

調査研究してまいりたいというふうに思います。 

○23番（武石利彦君） おっしゃるように人口は

そのぐらいの規模かも分かりませんけれど、やっ

ぱりハワイは世界から観光客が来ますので、そ

の土産用に高知の特産品を置いて、それが世界

中に広がると、またそこから商圏が広がるとい

うことも期待できるんじゃないかと思いますの

で、御検討いただきたいと思います。 

 それから、ハワイでは日系人の皆さんから、

土佐塾高校とか清和女子高校、それから高知海

洋高校、こういった高校生がハワイにも来てい

ますよというお話も聞きまして、それぞれ成果

も上げられているんだなと思います。 

 その交流の輪が高校生たちにも広がったらい

いなと思うんですけれど、これまでの取組の成

果と課題とか、教育長にお聞きしたいと思いま

す。 

○教育長（長岡幹泰君） 近年の本県の公立学校、

高校生のハワイとの交流につきましては、令和

元年度に高知追手前高校の生徒が海外研修で訪

問をしており、語学研修や現地の方との交流を

実施しております。また、今お話にもありまし
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た、本年度まで高知海洋高校が航海実習でハワ

イに寄港をしております。 

 参加した生徒さんからは、多様な文化に触れ

ることによる価値観の変化や英語でのコミュニ

ケーション力の必要、また我が国の先達のハワ

イでの活躍を知ったことに対する感動などを述

べる声があったと報告もいただいておりまして、

教育的にも効果は大きいものと考えるところで

あります。 

 現在、コロナ禍も落ち着いてまいりまして、

ハワイとの交流再開が期待されるところではあ

りますけれども、円安の影響もあり、海外への

訪問が難しい状況ともなっております。そのた

め、オンライン等を積極的に活用することなど

も含めまして、今後もハワイなど海外との交流

の機会を確保してまいりたいと考えております。 

○23番（武石利彦君） 確かに円安が大変大きな

負担になってくるとは思うんですけれど、教育

長のお話にもありましたように、オンラインを

活用するとかいうことも大変有効だと思います

ので、そういう御縁を深めるように、広げるよ

うによろしくお願いしたいと思います。 

 どうですかね、知事、今まで部長とか教育長

のお話も聞きましたが、これから一層、私は知

事が団長で来年度ハワイへ訪問団を送り出すと

いうようなことまで早急に広げていただきたい

というふうに思うんですけれど、知事の御所見

をお聞きしたいと思います。 

○知事（濵田省司君） ただいまお話もありまし

たように、ハワイは日本人にとりまして人気の

観光地でありますし、また多くの日本人が移民

として海を渡って日系社会を築いてきた、そう

いうゆかりもあります。 

 現在、日系人の方々が人口の２割近くを占め

ているということでございますので、お話もあ

りましたように、インバウンドあるいは地産外

商戦略におきます可能性も感じられるところで

あります。そのために、先ほど各部長から答弁

をさせていただきましたとおり、まずは文化、

観光、産業、青少年交流といった各分野の取組

を重ねていくことができればと考えております。

そして、機が熟した折には、お話もありました

ように私自身が訪問させていただいて、トップ

セールスなどを行うということも有効だという

ふうに考えます。 

 いずれにいたしましても、ハワイとの御縁を

一層深めていくということは、大変意義がある

ことと考えておりますので、そうした方向で取

組を重ねてまいりたいと思います。 

○23番（武石利彦君） また、この質問の後半で

も、高知城を模した、ハワイにマキキ教会とい

う教会がありまして、そこのお話もちょっと披

露させていただきますが、次にここで牧野植物

園の機能強化についてお聞きをしたいと思いま

す。 

 御案内のように、テレビドラマらんまんの効

果で牧野植物園の人気はうなぎ登りでありまし

て、入園者も随分増えておるという大変うれし

い状況でありますが、このブームを一過性のも

のに終わらせてはならないわけであります。 

 そこで、牧野植物園の今後も含めて、現在ま

でも視野に入れて、植物園の存在意義について

知事に御所見をお聞きします。 

○知事（濵田省司君） 牧野植物園は、牧野博士

を顕彰いたしまして昭和33年に開園いたしまし

た。植物の収集・保存、植物の研究、植物に関

する教育普及活動、そして憩いの場の提供といっ

た役割を担っております。また、平成29年12月

には磨き上げ整備基本構想を策定いたしまして、

この中では県民の誇りの拠点、知の拠点、宝の

人材を育成する拠点といった拠点機能を充実す

るということを目指しておるところでございま

す。 

 こうした中、御紹介もいただきましたように、
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現在開催中の観光博覧会におきまして、植物園

はメインエリアとしての集客機能を担いました。

入園者数も過去最高を記録した昨年度の２倍を

超える43万人という数字が、本年度既に突破を

した水準となっております。このことは、本県

の県外観光客入り込み数の増加にも大きく貢献

をしております。 

 このような牧野植物園は県民の憩いの場でも

あり、観光をはじめ様々な面で本県の将来の発

展に欠くことのできない重要な施設であると考

えております。 

○23番（武石利彦君） 今回訪問したわけであり

ますが、植樹式と、それからハワイの植物園と

牧野植物園の交流とかいうこともありまして、

そういった交流をさらに深めることによって、

それぞれの植物園のまたレベルアップにもつな

がるし、職員の皆さんのレベルアップにもつな

がると思いますので、今後の牧野植物園をどう

発展させるかということに、ぜひ知事をはじめ

執行部の皆様にも御留意いただきたいと思いま

す。これは要請にしておきたいと思います。 

 それから、この前までラン展というのを、今

もやっているんかな、牧野植物園で開催されて

おりまして、私も二、三回行きましたけれど、

大変すばらしい――日頃から私も温室好きなん

ですけれど、それがさらにあのようなすばらし

い展示会になっておったわけですし、この展示

会は専門業者に委託してああいったしつらえを

してもらったわけじゃなくて、牧野植物園の職

員の皆さんが技術、ノウハウを生かして、ああ

いったものに仕上げてくださっているというこ

とで、大変私もすばらしいレベルの高さを感じ

たところでございました。 

 そういったように頑張っていただいておりま

す牧野植物園の職員の皆さんに、この場で知事

からメッセージを送っていただきたいと思いま

す。 

○知事（濵田省司君） 昨年は、牧野植物園に私

自身も、１つには公務で、観光博覧会あるいは

研究交流センターのオープニングセレモニー出

席などで訪れましたけれども、公務以外でも、

私もしばしばプライベートで訪れさせていただ

いておりまして、ただいま御紹介ありましたラ

ン展なども大変すばらしい、全国各地で行われ

ている類似の展覧会に決して引けを取らないよ

うな、すばらしい展示をしていただいていると

いうふうに思います。 

 一年を通じまして様々な植物を楽しんでいた

だけるように、高い水準の植物管理と展示を維

持していただいておりますし、最近では連続テ

レビ小説らんまんに登場する植物の紹介、ある

いはその日の開花状況のライブ配信といった形

で、お客様の立場に立った新たなサービスにも

主体的に取り組んでいただいているという点を

大変感謝いたしております。とりわけ、今年度

は過去最高の来園者という中でございますので、

職員の皆さんには大変御苦労いただいたのでは

ないかというふうに感じます。 

 御尽力いただきまして、大きな混乱もなく、

来園者の方々に気持ちよく、また喜んで過ごし

ていただいたのではないかというふうに思って

おります。引き続き、県民はもとよりでありま

すが、県外や国外の方々にも愛されるような、

そうした植物園となるように取り組んでいただ

けることを心より期待申し上げております。 

○23番（武石利彦君） 知事自らも足を運ばれて

いるということでして、本当に心強く思います。 

 そうやって牧野植物園の人気はうなぎ登りで

ありますが、一方で園の職員が辞めていくといっ

た状況、そして新たな職員を募集してもなかな

か応募がないというようなことでありまして、

先行き懸念されております。やはりここは牧野

植物園の職員の皆さんの処遇を改善しなくちゃ

ならんと、こういうふうに思うわけです。 
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 令和２年２月議会で大石宗議員が、当時の岩

城副知事に質問をしております、牧野植物園の

職員の処遇改善について。その答弁としては、

現在、令和２年２月ですよ、現在次期の指定管

理者の指定に向けての協議を行っているところ

だと、処遇改善についても取り組むという、こ

ういった答弁があるんですけれども、先ほど披

露しましたように、今でも園を辞めていく、処

遇が十分じゃないというような状態が続いてお

るということは、当時の副知事の検討しておる

ということが実を結んでいないんじゃないかな

というふうに思っております。 

 ちょうど今現在も次期の指定管理者の選定に

向けての協議をされておる時期になるんですけ

れど、現在処遇改善についてどのような検討を

されておられるのか、副知事に御所見をお聞き

します。 

○副知事（井上浩之君） 牧野植物園の管理運営

に当たりましては、指定管理者であります牧野

記念財団の職員の皆さんが牧野博士ゆかりの植

物園であることへの誇り、そしてやりがいを持っ

て安心して働き続けられるように、財団の就労

環境を整えていくということは大変重要だと

思っております。また、財団が優秀な人材を確

保していく上でも必要だと思っております。こ

のため、これまでも財団から職員の処遇の改善

に向けた様々な要請をいただいておりまして、

指定管理の期間ごとに対応もさせていただいた

ところであります。 

 それで、来年度から指定管理期間、新たな指

定管理期間が来年度から令和８年度まで始まる

わけでございますけれども、その管理代行料の

積算に当たりましても、財団から具体的に要望

がございました職員の手当の増額、そして職務

内容や知識、経験に見合った処遇、すなわちプ

ロパー職員の給料の引上げが可能になるように

対応をしたところでございます。 

 今後も、職員のやりがいにつながる処遇改善

に向けまして、財団とは引き続きしっかり意見

交換をしてまいりますけれども、職員の定着を

図りますためには、処遇の改善のみならず、や

はり財団自らも、職員が生き生きと働ける風通

しのよい職場環境づくりに積極的に取り組んで

いただくことも必要だと考えておりまして、県

といたしましても、そのために必要な助言をさ

せていただきたいと思っております。 

○23番（武石利彦君） その牧野植物園の職員に

はプロパー職員と契約職員がおられるわけであ

りまして、先ほどの副知事の御答弁では、給与

面でも処遇改善していくと、こういうことであ

ります。 

 それは高く評価したいと思いますが、そもそ

も職員の等級、県職員の等級に準ずる形で指定

管理者の職員も位置づけているんだと思うんで

すけれど、特にプロパー職員はともかくとして

も、契約職員の処遇が非常に低いと、県庁で言

うたら主査級でずっともう60歳ぐらいまで行く

とかいうこともあるんで、給与を上げるという

ても、その上げ幅がそれに限定されたものにな

るというようなことで、辞めていくケースもあ

ると聞きます。 

 やっぱりその契約職員の皆さんが園を支えて

いる、プロパー職員はもちろんですけれど、契

約職員の方がおられてこその園の運営になりま

すので、その契約職員の処遇改善、プロパー職

員と同じような、同じ仕事をしてくださってい

るわけなんで、同一労働同一賃金の原則からし

ても、契約職員の皆さんの処遇を改善しなくちゃ

ならんと私は思います。現場の声も私も聞かせ

ていただいていますので、ぜひそこに御注力を

いただきたいというふうに思っております。 

 それから、先ほどの知事の御答弁にもありま

した、入園者が随分増えています。ということ

は、入園料収入もかなり増えているわけなんで
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すね。増えたんなら、それも職員の皆さんの頑

張りのおかげで入園収入が増えたということも

言えるわけなんで、やはりそれを施設の改修、

改善とか、それから職員の処遇改善にも使って

しかるべきじゃないかというふうに思います。 

 今回の入園料収入のアップの分は、その施設

の改修にも使えたという話も聞いておりますの

で、それは本当によかったと思うんですけれど、

そこをぜひ職員の皆さんに、あんたたち本当に

よう頑張ってやってくれたねということで、何

かモチベーションのアップにつながるようなお

金の使い方がないもんかなというふうに思って

おります。 

 それから、指定管理施設って県にたくさんあ

りますけれど、それぞれ部署も違うんで所管の

部も多岐にわたるんですけれど、やっぱりその

施設によって処遇が違う、だからある指定管理

施設の職員から見た場合には、あそこの指定管

理施設は何か処遇もいいし、何か羨ましいな、

うちは何かようないなとか、いろいろとばらつ

きがあるような声もお聞きをいたしております。 

 そこで、やはり県の職員の等級に準じるとか

いうような基本方針があるのであれば、やはり

何かその辺も統一を図るという検討があっても

しかるべきなんじゃないかなというふうに思い

ます。これは質問にはいたしません。そういっ

たことがあるんで、御留意をいただきたいとい

うふうに思っております。 

 それから、牧野植物園は、これも知事の先ほ

ど御答弁があったように、一流の研究施設でも

ありますが、一方で日本でも有数の、高知県で

も有数の観光施設でもあるわけですね。だから、

研究の部門、観光の部門、県庁の組織が縦割り

にならないように、部局横断型でこの牧野植物

園のブラッシュアップをしていただきたいと思

いますし、これは何も牧野植物園だけに言える

ことではなくて、やっぱり指定管理者、指定管

理施設、これはどこそこの部だからとかいうこ

とじゃなくて、横断的に相乗効果が出るように、

県としても意識していただきたいと、これ要請

をしておきたいと思います。 

 それから、先ほど触れました海外、ハワイと

の植物園の交流といいますか、こういったこと

も非常によいと思うんですけれど、植物園同士

の技術者の交流とかすれば、さらにレベルアッ

プもするんじゃないかと思うんです。 

 林業振興・環境部長にお聞きしますけれど、

海外の植物園、ハワイの植物園なんかに牧野植

物園の職員が行って交流を深める、研さんを積

むというような機会があれば、またその職員の

モチベーションにもつながると思うんですけれ

ど、部長の御所見をお聞きします。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 牧野記念

財団におかれましては、これまで議員からお話

のあったような海外研修も含め、国内外での植

物園調査や植物栽培に関する研修への参加など

に取り組んでおられると承知をしております。

このような取組は植物園の管理運営に携わる職

員の技術や知見などの獲得につながるものであ

り、意義あるものと考えております。 

 加えまして、職員の技術向上をさらに効果的

に行うには、一人一人が明確な目標を持って、

自ら資質の向上を図るとともに、組織全体とし

ても計画的な人材育成に取り組むことも重要と

考えます。このため、他の植物園における取組

事例も参考にしながら、財団におきまして研修

を含めた人材育成の検討が進むよう、県として

も助言など必要な支援を行ってまいりたいと考

えております。 

○23番（武石利彦君） よろしくお願いします。 

 それから、先ほどちょっと触れましたが、高

知城を模して造られたマキキ教会があります、

ホノルルに。本当そっくりです。そこには木曜

午餐会といいまして、日系人の皆さんが木曜日
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の午後集まって勉強会をしております。今回我々

がハワイをお訪ねしたときに、同行の牧野植物

園の技術職員が、そのマキキ教会の木曜午餐会

で牧野植物園のこと、牧野富太郎博士のこと、

テレビドラマらんまんの、このシーンはこうい

うことだったんですよとかいう、本当に詳しい

説明をして、参加者の皆さんも大変興味深くお

聞きくださっておりました。 

 そこで、私と畠中議員が、らんまんはすごい

人気あったんですよ、今度はあんぱんが放映を

されるんでというお話をしたら、皆さんアンパ

ンマン、やなせたかし先生のこともよく御存じ

で、そうですかと、大変もう楽しみにしている、

高知にもぜひ行ってみたいと、この機会にとい

う話もありましたので、そういった意味で、早

急に交流を深める具体的な施策を講じていただ

きたいというふうに思っております。 

 そこで、高知城を模したマキキ教会を建てた

のが本県出身の奥村多喜衛さんという方であり

まして、奥村多喜衛は慶応元年に現在の田野町

で生まれて、その後高知の中心部に住んで自由

民権運動に大変影響を受けた方であります。奥

村は姻戚関係でもある片岡健吉の影響を随分受

けておりまして、キリスト教にも触れることに

なったということらしいです。 

 それから、奥村多喜衛は同志社神学校に進み、

卒業後すぐにハワイに渡って、ハワイ在住の日

本人移民の生活や教育や、そういったことに大

変尽力をされた、寄宿舎を建てたり小学校を建

てたりしたという歴史が残っております。そう

やって活動する中で礼拝者が増えてきて、1932

年、昭和７年でありますが、高知城を模した教

会が建立されたということで、奥村多喜衛はハ

ワイに高知城を建てた男ということで大変有名

になっております。 

 こうしたように、ハワイと高知は大変御縁が

ございます。そうした意味で、ハワイとの交流

を深めていただきたいということを、今日知事

に随分提言もさせていただきましたが、最後に、

いろんな部長、教育長からもお話しいただきま

したが、最後に知事の御所見をお聞きして、質

問を終わりたいと思います。 

○知事（濵田省司君） 冒頭、議員から御紹介が

ありました桜を通じた御縁のみならず、日系社

会との関係、さらには今御紹介いただきました

奥村多喜衛さんが高知城を模してマキキ教会を

造られる、そうした一種の言わば交流のシンボ

ルともなり得るような建物もあるということで

ございますし、また交流されたハワイの皆様が

非常に日本、高知に親しみを持っておられると

いう話もお伺いしました。今後交流を深化させ

ていく大きな可能性を改めて感じたところでご

ざいます。 

 こうした御縁をきっかけといたしまして、様々

な分野での交流を広げて積み重ねてまいりたい

と思いますし、今後そうした交流の積み重ねの

上に立ちまして、本県から民間の関係者も交え

ました訪問団を組織して、私自身も参加をする、

そうしたことも考えてまいりたいと思います。 

○23番（武石利彦君） 私の質問はこれで終えま

すが、くれぐれも牧野植物園のみならず、指定

管理者施設の職員の処遇改善にお取り組みをい

ただきたいと思います。 

 そして、今年度で退職される皆様、これまで

の御尽力本当にありがとうございました。これ

からもその経験を生かされて、さらに御活躍く

ださいますように、御健勝、御多幸を祈念いた

しまして、私の一切の質問とさせていただきま

す。どうもありがとうございました。（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、武石利彦

議員の質問は終わりました。 

 ここで11時15分まで休憩といたします。 

   午前11時10分休憩 
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   午前11時15分再開 

○議長（弘田兼一君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 戸田宗崇議員の持ち時間は50分です。 

 ２番戸田宗崇議員。 

○２番（戸田宗崇君） 自由民主党の戸田宗崇で

ございます。議長のお許しをいただきましたの

で、通告順に従いまして質問をさせていただき

ます。 

 まず、冒頭、このたびの震災により被害に遭

われました皆様にお見舞い申し上げますととも

に、お亡くなりになられました皆様方の御冥福

を心よりお祈りいたします。 

 さて、能登半島地震は新年を迎えた元日の夕

刻、16時10分に発生いたしました。ふるさとに

帰省され、久しく会えていなかった家族が集ま

り、かけがえのない一家団らんの時間を一瞬に

奪い去ったこのたびの震災を、私たちは忘れて

はなりません。 

 今後30年以内に70から80％の確率で発生する

とされる南海トラフ地震を控える本県は、森林

率84％、中山間地域は県土の約９割を占め、山

間部や沿岸部の集落と主要幹線を結ぶ道路は脆

弱で、単線区間が多く、代替道路の存在もまち

まちです。この地理的条件は、被災された能登

半島内の集落と酷似しているように思います。

集落を結ぶ道路への土砂崩落による通行止め、

道路損壊による通行不能区間など、命の道の寸

断とライフラインの断絶は、初期の救助活動に

支障を来し、集落の孤立を招きました。 

 私は、改めて高知県道路啓開計画のパンフレッ

トに目を通しました。この計画は南海トラフ地

震発生後の優先して通行を確保すべき道路の啓

開計画であります。県の総合防災拠点や災害拠

点病院などの広域の防災拠点と、避難所や救護

病院、発電所などのライフライン基地など地域

の防災拠点とを結ぶ道路であり、早期に緊急車

両の通行を確保すべきルートが選定されていま

す。県の道路啓開ルートは最短で３日以内に啓

開する計画となっており、災害発生から72時間

を経過すると、救出救助の際の生存率は大幅に

下がるとされている時間であります。この72時

間以内に緊急車両が通行できるようにする、そ

れこそ命の道であります。 

 道路啓開を担うのは、協定を結んだ建設業協

会などの団体や地域の建設業者を中心とする事

業者の皆さんとお聞きをしています。能登半島

地震では、集落と地域の防災拠点を結ぶ市町村

道や集落道が寸断されました。 

 こうした道路は、各市町村が道路啓開を担う

ことになろうと思いますが、土木部長の認識を

お伺いいたします。 

○土木部長（荻野宏之君） 高知県道路啓開計画

において、地域の避難所等、発災後速やかに機

能すべき施設を防災拠点としておりまして、各

拠点を結ぶ路線を啓開ルートに定めており、県

が市町村道も含めて啓開作業を行うこととして

おります。お話にありました集落と地域の防災

拠点を結ぶ市町村道や集落道につきましては、

各市町村が啓開作業を行うことになります。 

○２番（戸田宗崇君） そうすると、いざ災害が

発生すれば、まずは県の道路啓開計画に基づき、

道路啓開作業に当たることとなります。例えば、

災害によって集落と防災拠点を結ぶ道路が寸断

されたとして、地元に建設業者さんがあったと

しても、業者はまず県の啓開計画に基づき啓開

作業に当たるため、これらの道路の復旧作業は

遅れることになります。建設業界も人手不足が

続いておりますし、災害で作業に当たる社員が

被災しているかも分かりません。果たして３日
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以内に通行が確保されるのか考えてしまいます。 

 そこで、このたびの能登半島地震を受けて、

こうした集落と地域の防災拠点を結ぶ市町村道

などの通行確保について今後どのように考えて

いくのか、土木部長にお伺いいたします。 

○土木部長（荻野宏之君） 議員からのお話のと

おり、地元の建設事業者がまずは県の啓開作業

を完了した後に、集落道等の啓開作業に当たる

といったことは十分に想定されるところでござ

います。したがいまして、集落道等の早期啓開

に着手するためには、まず啓開ルートの作業時

間を短縮することが重要になってまいります。

そのために、事前復興的な考え方に立ちまして、

啓開ルートについて被災を受けにくい道路とし

て整備していく必要があると考えてございます。 

 しかしながら、啓開ルートに位置づけられま

した県道や市町村道につきましては未改良区間

が多くなっておりますので、整備には多大な時

間と予算を要するため、この道路予算の総枠の

拡大を国に働きかけていきたいと考えてござい

ます。 

○２番（戸田宗崇君） 部長、答弁ありがとうご

ざいます。 

 このたびの能登半島地震での道路寸断による

早急な救助活動の問題をはじめ、物資の備蓄・

流通、避難所運営、復旧仮設住宅の建設用地の

確保など、あらゆる計画のチェックと見直しが

早急に必要と考えます。いかように考え、現時

点でどのような指示をされたのか、濵田知事に

お伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） お話も冒頭ございました

ように、能登半島地震のような状況は、南海ト

ラフ地震におきましても確実に起こると考える

べきであります。このため、先月、２月19日に

庁内で南海トラフ地震対策の推進本部の会議を

開催いたしましたが、その席上、私といたしま

しては次のように指示をいたしました。 

 今後の対策につきましては、大きく言って２

段階に分けて考えていこうと。１段階目といた

しましては、現時点で報道などがされておりま

す課題に関しまして、当面重点的に強化する対

策を検討していこうということで、例えば建物

耐震化、火災対策、５項目の柱を示しまして、

中でも特に緊急に手当てが必要なものは、当初

予算の中で例えば耐震化の予算などのように措

置をしていくということといたしました。 

 ２段階目といたしましては、新年度に入りま

したら早々に今回の能登半島地震の実態調査を

行い、また課題の抽出、本県の取組の検証と課

題の抽出、こうした作業を進めた上で、有識者

の意見も伺って整理をしていこうということで

ございます。この２段階目の作業におきまして

は、対策全般にわたって強化が必要なものをしっ

かりと洗い出しました上で、行動計画の見直し、

そして必要なものは新年度の補正予算によって

速やかに対策を打つと、そうした方向での対応

を指示いたしたところでございます。 

○２番（戸田宗崇君） ありがとうございます。 

 南海トラフ地震だけでなく、豪雨災害など、

災害時における道路啓開作業や救助活動、また

復旧・復興時には県内の建設事業者の協力がな

ければ成り立ちません。現在、県内建設事業者

の多くは従業員の高齢化や人手不足に悩まされ

ており、建設事業者の中には人材確保に向けた

テレビＣＭの放映や体験見学会などに取り組ま

れています。 

 現在、県において建設業活性化プランの中で

人材確保支援に取り組んでいますが、南海トラ

フ地震の大災害を見据え、今後どのように取り

組んでいくのか、土木部長にお伺いいたします。 

○土木部長（荻野宏之君） 建設業活性化プラン

におけます人材確保策につきましては、まず児

童生徒へのアプローチとして、業界団体とも協

力しながら小中学校や高校への出前授業を実施
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しておりまして、本年度の10土木事務所管内か

ら、来年度は全12土木事務所管内に拡大してま

いります。 

 さらに、現場技術者に代わりましてデジタル

技術を使用して工事書類作成などの現場業務を

支援する建設ディレクターの育成を後押しし、

若者や女性の活躍の場を広げ、建設業への入職

の呼び水としていきたいと考えております。 

 加えまして、新たな建設業界のイメージアッ

プ動画を作成するとともに、ＳＮＳ等を活用し

た情報発信内容をリニューアルするなど、建設

業の重要性や魅力の発信を強化していきたいと

考えてございます。 

○２番（戸田宗崇君） ありがとうございました。

災害から命、暮らしを守ることは最も重要な取

組であります。今後とも能登半島地震や過去の

大震災を教訓に、見直し検証し取り組んでいた

だきますようお願いいたします。 

 続きましては、鳥獣被害対策について質問さ

せていただきます。 

 これまでも幾度となく議論されております鳥

獣被害対策についてでございますが、皆様御存

じのとおり、大切に育てた農作物や長い時間を

かけて育まれた豊かな森林が、鹿やイノシシな

どの野生鳥獣に食べられてしまうなどの被害が

日本各地で発生しております。県の鳥獣対策課

のホームページによりますと、農作物被害額は

2012年度の２億5,947万6,000円をピークに減少

傾向になり、令和４年度には8,879万5,000円ま

で減少してはいますが、依然として高い水準で

あり、そのうち鹿とイノシシによる被害額は全

国と同水準の約64％を占めています。 

 そこで、嶺北地域を中心とする鹿の被害は深

刻であることは承知をした上で、今回は私の地

元土佐市の事例を参考にしながら、県内全域の

被害報告のあるイノシシについて質問させてい

ただきます。 

 鳥獣対策課のホームページを拝見しますと、

農業被害、林業被害、水産業被害、その他の被

害を含め、年度によって多少の増減があるもの

の、近年減少傾向にあります。減少に至った主

な原因としては、個体数を減らすための捕獲対

策や侵入防止柵の設置等により被害防除が功を

奏した結果と推察しているところでありますが、

いまだ県内では令和４年度約１億円を超える野

生鳥獣の被害額が報告されています。野生鳥獣

の被害、特にイノシシによる被害は、作物への

食害だけでなく、耕地の掘り起こしや、土手や

水路を崩すなど農業基盤への被害も地元の皆様

からお聞きをしているところであります。 

 県内のイノシシの農業被害額は、平成24年度

１億1,773万8,000円から令和４年度3,960万5,000

円に減少し、捕獲頭数も平成24年度１万4,658頭

から２万1,383頭と増え、捕獲従事者の御協力を

はじめとする有害鳥獣対策の効果の現れと思い

ます。 

 高知県として市町村へ行った支援内容を中山

間振興・交通部長にお伺いいたします。 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） イノシシ

被害対策の支援内容といたしましては、まず捕

獲対策として、国の鳥獣被害防止総合対策交付

金を活用して、有害鳥獣の捕獲活動経費や捕獲

おりなどの機材の購入費を支援しております。

また、県単独事業での狩猟者へのくくりわな配

布につきましても支援を行っております。 

 被害防除対策としましては、同じく国の交付

金を活用して防護柵の資材購入費などを支援し

ており、加えて受益戸数３戸未満など、国の交

付金の対象とならないものにつきましても県単

独事業により支援を行っております。 

○２番（戸田宗崇君） 答弁ありがとうございま

す。 

 先ほど御答弁いただきました中で、市町村に

交付する有害鳥獣に係る捕獲活動経費について
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お伺いいたします。高知県鳥獣被害防止総合対

策事業費補助金交付要綱を拝見いたしますと、

有害捕獲に係る捕獲活動経費の上限単価とし

て、イノシシ及び鹿の１頭当たり成獣7,000円か

ら9,000円、幼獣1,000円とされています。この財

源は国の鳥獣被害防止総合対策交付金とお聞き

しているところでございますが、県内の多くの

市町村では、国からの交付金に上乗せをして交

付しています。土佐市では成獣、幼獣とも6,000

円をそれぞれ交付し、１頭当たり成獣１万3,000

円、幼獣7,000円を交付しているようです。市町

村は特別交付税措置にてこの財源を確保してい

るようでございます。一方、捕獲頭数の推移は、

猟友会の皆様による休日もいとわない協力体制

によって、他市町村と同様に伸びているようで

す。 

 ここで、県内における狩猟免許交付件数と狩

猟免許の年齢構成の推移に目を向けてみます。

わなや銃などの狩猟免許交付件数は、平成24年

度5,807件で、その後増減はございますが、令和

４年度5,705件と、県や市町村の支援によって微

減で推移をしています。また、狩猟免許の年齢

構成は令和４年度の5,705件のうち、40歳未満は598

人で構成比10.5％、60歳以上は4,016人で構成比

70.4％となっております。40歳以下の狩猟免許

交付件数は、支援対策によって平成24年度の構

成比4.3％から10.5％に伸びてはいますが、実に

狩猟免許交付件数の７割の方が60歳以上とい

う、極めて将来に不安を抱く現状となっており

ます。 

 今後、さらなる若者の新規狩猟免許取得者数

を増やすための施策をどのように進めていかれ

るのか、中山間振興・交通部長にお伺いいたし

ます。 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） 令和４年

度の新規狩猟免許取得者数は285人と減少傾向

にありますが、お話のように現時点では、この

新規免許取得者確保によりまして、全体の免許

交付件数が辛うじて維持できているという状況

でございます。ただ、将来的なハンターのさら

なる高齢化を踏まえますと、若者の狩猟免許取

得者増は喫緊の課題と考えております。 

 このため、まず若者に狩猟の魅力や社会的役

割に関心を持ってもらうための狩猟フェスタの

開催や、高等学校などでの出前授業を行ってお

ります。また、狩猟免許試験を受ける際に必要

となる講習費や診断書料などの支援を行ってお

ります。加えまして、狩猟免許取得を検討され

ている方や初心者の方を対象とした、わな猟体

験ツアーも実施しており、来年度は実施回数を

増やして、狩猟免許取得者の増加とハンターの

育成を図ることにしております。 

 加えまして、昨年の11月からでございますが、

新たに高知県猟友会青年部と連携しまして、狩

猟免許試験合格者に対する狩猟の仲間づくりの

呼びかけ、あるいは個別相談会を実施しており

ます。この取組を通じまして、新規免許取得者

のうち狩猟者登録をする方の数を増やし、実際

の狩猟の担い手増加につなげたいと考えており

ます。 

○２番（戸田宗崇君） 丁寧に御答弁いただきま

してありがとうございます。 

 高知県のホームページに公表されているよう

に、イノシシは年に１度、４から５頭出産し、

その半数が育つとのことです。つまり、単純計

算で１年間に約２倍に増えるということです。

狩猟しなければ野生イノシシの平均寿命は５か

ら10年と言われていますから、どれだけ増える

のか想像するだけでも恐ろしく思うところです。

幸いにも、猟友会をはじめとする狩猟従事者の

皆様のお力によって今の生活が成り立っている

わけです。改めて感謝を申し上げます。 

 １年間における新たな狩猟免許試験合格者数

に目を向けますと、平成24年度437人から令和４
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年度285人と35％も減少しています。先ほど質問

で述べましたように、狩猟免許の年齢構成比で

60歳以上が７割を超える県内の現状から、これ

までより一段と加速して狩猟者の確保に取り組

まなければなりません。ある県内の市町村では、

県補助に上乗せして交付しております有害捕獲

に係る捕獲活動経費の捕獲報償費を、これまで

狩猟期間を除いて交付していたが、昨今のイノ

シシ被害と先ほどの将来の２つの懸念を鑑みて、

年間を通じての交付を検討しているとのことで

す。つまり、狩猟期間を含めて捕獲報償費を支

払うことによって、捕獲頭数の増加と狩猟免許

受験者を増やそうということです。この取組は、

既に実施されている県内自治体もあるようです。 

 そこで、市町村に対して交付される捕獲活動

経費ですが、市町村からの要望額に対して当初

は満額はつかず、追加配分にて年間の交付金を

確保している状況とお聞きをしています。その

ような状況の中、年間を通じて交付対象とする

拡充を行えば、おのずと国から捕獲活動経費と

市町村の捕獲報償金の上乗せ分は増額いたしま

す。仮に捕獲活動経費が不足する懸念があって

も、拡充を検討しなければならない実態は県に

おいても承知されていることと思います。市町

村は拡充によって国の交付金を満額交付されな

い場合には、市町村の上乗せ分のみでも交付す

るべきか検討されているようでございます。 

 県として有害鳥獣対策は喫緊の課題でありま

す。そのような中で、捕獲活動経費を年間を通

じて交付対象とすることについて、現状はどの

ようになっているのか、中山間振興・交通部長

にお伺いいたします。 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） お話にあ

りましたように、国の交付金は国の当初の交付

決定額では市町村の要望額に満たない場合があ

りまして、その不足分は11月の国への追加交付

要望により追加交付を受け、確保しているとい

う状況にございます。 

 また、その対象期間でございますが、有害捕

獲許可に基づき捕獲されたものであれば、狩猟

期を含め、年間を通して捕獲活動経費の交付対

象としておりますが、先ほど申しました追加交

付要望の時期が狩猟期前、11月に設定されてお

りますことから、イノシシについては市町村は

有害捕獲を11月の狩猟期までとし、それまでの

期間の実績見込みなどに基づき追加要望してい

るというのが現状でございます。仮に市町村が

年間を通して有害捕獲許可を出し、狩猟者に捕

獲活動経費を支払う場合には、11月の追加交付

要望の時期にはおおよその実績見込みが出せな

いため、当該年度分として追加要望していくこ

とは事務的に困難ではないかと考えられるとこ

ろでございます。 

 ただ、制度的には、この繰り越した分も含め

まして来年度に交付することができるというこ

とになっておりますので、この繰越分も含めま

して当初要望し、その要望額が確保できれば、

狩猟者の方には翌年度にはなりますが、国の交

付金で捕獲活動経費が支払われるということに

なっております。 

○２番（戸田宗崇君） ありがとうございます。 

 令和２年度においては新型コロナウイルス感

染症対策による財源不足があったとのことです

が、国に追加要望する際には、県の現状を踏ま

えて捕獲活動経費を満額確保できるように中山

間振興・交通部長に引き続き努力していただき

たいですが、お考えをお伺いいたします。 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） お話にあ

りましたように、国への追加交付要望に対する

交付決定、これは令和２年度だけは不足したこ

とがございましたが、例年要望額どおりには交

付されております。ただ、県としましては、ま

ず先ほど申し上げました11月の追加要望で、当

初要望を満額確保するよう、そして年間を通し
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て有害捕獲許可を行う市町村が出てきた場合は、

翌年度の交付金で繰り越した分も含め確実に対

応できますよう、しっかり要望していきたいと

考えております。 

○２番（戸田宗崇君） 御丁寧に答弁いただきま

してありがとうございました。今後も引き続き

鳥獣被害対策に取り組んでいただきたいと思い

ます。特に、狩猟者の高齢化が進んでおります

ので、重点的に取り組んでいただきますようお

願いいたします。 

 続きまして、インバウンド観光についてお伺

いをさせていただきます。 

 県内外に出かけたときに道路標識や観光案内

板が目に入ってきますが、高知県内の標識や観

光案内板は、日本語と英語の表示しかないよう

に見受けられます。県外の観光地などでは、中

国語やハングルなどの標識や案内板を見かけま

す。台湾からの定期チャーター便やクルーズ船

も就航しています。近年は、四国八十八か所を

巡礼する外国人のお遍路さんもよく見かけます。

また、大阪・関西万博での関西戦略でインバウ

ンドの誘致施策にも取り組んでいます。 

 外国人の方々が日本にコロナが明けてたくさ

ん入ってきています。スマートフォンなどの多

言語対応の翻訳アプリもありますが、おもてな

しの心で観光案内板などに中国語やハングルな

ど多言語化するべきではないでしょうか、観光

振興部長にお伺いいたします。 

○観光振興部長（山脇深君） 外国人の方に本県

の魅力を分かりやすく伝え、またスムーズに周

遊していただくためには、観光施設などでの外

国語表記というのは大変重要だと考えておりま

す。特に、台湾や韓国など、英語圏ではない国

や地域からの来訪割合が高い本県の場合は、多

言語化の表記を積極的に進めていくべきだと考

えております。 

 まず、県立施設の案内板やパンフレットにお

きましては、これまで、できるだけ可能な範囲

で多言語化に取り組んできましたけれども、こ

の点につきましては改めて庁内で周知徹底を

図ってまいります。 

 また、県立施設以外の観光地などにおけます

案内板やパンフレットに関しましては、多言語

化の際に県がその費用を助成する制度を設けて

おるところであります。加えまして、県からア

ドバイザーを派遣するなど、各施設におけます

多言語化についての助言、後押しも行ってきた

ところであります。 

 今後、本県のインバウンド需要はますます高

まってまいりますので、これらの支援策をしっ

かりと活用していただけますように改めて周知

を図りまして、県内観光地における多言語化を

一層進めていく考えであります。 

○２番（戸田宗崇君） 御答弁ありがとうござい

ました。一昨日もクルーズ船が高知へ寄港して

いたこともあったでしょうか、多くの外国人の

方がお城周辺で散策をしておりました。今後も

おもてなしの心で観光振興に努めていただきま

すよう、よろしくお願いをいたします。 

 続きまして、最後になりますが、人口減少問

題と中山間対策についてお伺いをいたします。 

 報道等で御存じのとおり、厚生労働省の国立

社会保障・人口問題研究所は昨年末、2050年ま

での地域別の推計人口を公表いたしました。高

知県の人口は2050年45万980人と推計されてお

り、鳥取県に次いで全国で２番目に少なく、2020

年の69万1,527人から34.8％の減少であり、減少

率が30％を超えた県は本県を含む11県で、４番

目に大きい減少率であるとされています。一方、

県内市町村の公表内容に目を向けてみますと、

減少率が50％以上となったのは15市町村に上り、

室戸市、東洋町、大豊町、仁淀川町の４市町が

60％以上減少と推計され、大変厳しいものでし

た。 
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 本県の人口は、1956年の88万3,000人をピーク

に減少を始め、1970年に一旦は下げ止まり、増

加に転じたものの、現在に至るまで減少が続い

ております。人口減少は本県だけの問題ではご

ざいません。しかし、ふるさとが消滅するので

はないかと、不安とともに、大切なものを失う

虚無感を抱いた県民は少なくないと思います。 

 濵田知事は元総務省官僚として、島根県をは

じめとする地方にお住まいになられ、そしてこ

うしてふるさとの高知の知事になられました。

地方の実情を誰よりも知られている濵田知事だ

からこそ、中山間地域の県民の実情、心情を誰

よりも理解されていると思います。 

 2050年には45万人という将来人口の推計を受

け、濵田知事はこれまでも発言していますが、

どのように受け止められたか、改めてお聞かせ

ください。 

○知事（濵田省司君） お話がございましたよう

に、さきの推計では2050年、26年後でございま

すが、本県人口45万人という数字が出ておりま

す。このまま人口減少が進みまして、こういっ

た水準になりますと、地域によりましては、例

えば小売、飲食、医療、福祉などの日常生活に

必要なサービスが低減をしていくおそれがある、

あるいは地域公共交通の縮小、撤退により移動

手段の確保が困難となる、さらに自治会、消防

団といった住民組織の担い手が不足をし、地域

コミュニティーの機能が低下をする、またさら

に学校の統廃合が進む、上下水道・ごみ処理と

いった行政サービスの水準維持が困難となる、

こういった事態が想定をされまして、地域経済、

住民生活、様々な分野で深刻な影響が生じるこ

とが懸念をされます。 

 特に、御指摘もございましたけれども、小規

模な自治体が多い本県におきましては、こうし

た影響がより顕著に現れるものというふうに考

えております。このため、何としても人口減少

を克服しまして、まずは若年人口の増加により

持続可能な人口構造へと転換を図っていく、こ

うした必要があると改めて決意を強くしたとこ

ろでございます。 

○２番（戸田宗崇君） ありがとうございました。 

 さて、本県の中山間地域は、県土の９割を占

め、県民の約４割が暮らしております。先ほど

知事からの御答弁にもございましたように中山

間地域からの若者世代の流出や、少子高齢化に

歯止めがかからない現状が最大の課題である、

このことは全ての市町村が異口同音に言われて

おります。それだけ、多くの県民が地域の将来

を憂い、生活に不安を抱えているあかしである

と思われます。 

 濵田知事は人口減少対策を最重要課題と位置

づけ、その取組を進めるために中山間地域再興

ビジョンを本年度内に策定し、市町村への財政

支援策として人口減少対策総合交付金を創設す

ると説明をいただきました。 

 そこで、中山間地域再興ビジョンについて質

問いたします。中山間地域再興ビジョンを拝見

すると、中山間地域の再興なくして県勢浮揚は

なし得ないとの考えの下に、県と市町村が連携

し、中山間地域の若者と子供の人口のこれ以上

の減少を食い止め、増加に転じさせることで、

人口の若返りを図り、持続可能な人口構造へと

転換することが何よりも重要であることから、

ビジョンの目指す姿の中心に若者の人口増加を

掲げ、少子化対策と一体となった新たな中山間

対策を推進するとのビジョンの方向性が示され

ています。 

 ビジョン策定に当たり、様々な有識者を招い

てつくられたと思いますが、私は、濵田知事が

就任され、現在２巡目が終わった県民座談会「濵

田が参りました」のように、制度設計を進めら

れているこのときこそ、担当部局職員が足を運

び、中山間地域で暮らす住民の意見、また中山
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間地域から高知市や県外の都市部へ転出された

各年代の方々の生の声を直接耳で聞くべきであ

ろうと思っております。アンケート調査という

方法もございますが、やはり膝を折り、目と目

を合わせて聞くことが大切であります。それこ

そ地方自治の原点であり、最も肝要ではないで

しょうか。人口減少問題と地域の衰退への対策

は喫緊の課題であり、待ったなしでございます。 

 そこで、中山間地域再興ビジョン策定に当た

り、県民の声をどのような方法で調査されたの

か、中山間振興・交通部長にお伺いいたします。 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） 御指摘の

とおり、中山間対策を進めるに当たりましては、

非効率であっても地域の皆さんを直接訪ね、暮

らしに関する不安の声、地域で頑張る皆さんの

思い、こちらを肌で感じて施策に反映させてい

くことが何より重要であると考えております。

このため、常にあらゆる機会を捉えて職員自ら

が地域に足を運び、現場の生の声を聞くように

努めております。 

 例えば、２年前、令和３年度の集落実態調査

での集落代表者聞き取り調査では、職員が215の

小規模集落に直接出向き、集落活動や地域の産

業などの現状、課題についてお話を伺いました。

そして、この調査でいただいた声をベースとし

て構想いたしました中山間地域再興ビジョンの

策定に当たりましても、私や副部長以下担当職

員が、市町村長やＪＡなど関係団体はもとより、

改めて県内66か所全ての集落活動センターや地

域で活動されるグループや組織、合わせて142団

体、546人の皆さんの下へ足を運び、県への御要

望、地域の現状課題、直接お話を伺ってまいり

ました。 

 また、ビジョンの検討委員会におきましても、

いわゆる学識者でない、実際に地域で活動され

ている団体や個人、地域と一緒に課題解決に取

り組んでいる学生などにも御参加いただき、で

きる限り地域の生の声をお聞きするように取り

組んだところでございます。 

○２番（戸田宗崇君） 様々な方からの声を聞い

たということで、御答弁ありがとうございまし

た。 

 そして、その県民の声をどのようにビジョン

へと反映されたのか、中山間振興・交通部長に

お伺いいたします。 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） 地域の方々

の声をビジョンに反映した例としましては、ま

ず都会に出ていった若者が戻ってこられるよう

にしてほしい、地域の活力を取り戻したいといっ

た声を多くの方からお聞きしました。これを踏

まえまして、ビジョンの目指す姿の中心に若者

の増加を掲げ、少子化対策と一体となった新た

な中山間対策に取り組むこととしております。 

 また、地域の担い手が不足して、地域の祭り

が途絶えてしまうのではないかといった声を踏

まえまして、新たにビジョンの策の一つに、地

域の伝統的な祭りや民俗芸能の維持・継承・活

用を据えまして、数値目標も定め、関連する施

策を強化したところでございます。 

 これ以外にも、安心して医療や福祉が受けら

れる環境づくり、若い方が中山間地域で新しい

仕事にチャレンジできるサポートなど、多くの

御要望、御意見をいただきましたので、こうし

た御要望、御意見につきましても同様に、地域

医療体制の確保、福祉・介護サービスの充実、

起業の推進など、関連するアクションプランの

中で施策を強化するという形で反映させていた

だいております。 

○２番（戸田宗崇君） 御答弁ありがとうござい

ます。 

 県民の皆様がどのようなことに価値を置き、

何を求めているのか。困り事や課題、またその

先の具体的な支援策などは、やはり地域で暮ら

し、苦楽を共にしながら地域の変遷を見てきた
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住民でないと出てこない言葉や発想が必ずある

と思います。それは、大変失礼を承知で申しま

すが、机上では分からないことが多いと思いま

す。地域の皆様の声を県政に反映していただき

ますよう、よろしくお願いをいたします。 

 さて、少子化対策と一体となった新たな中山

間対策を推進するとのビジョンの下、来年度よ

り新たな人口減少対策として人口減少対策総合

交付金を新設するとの御説明がありました。こ

れまでの説明では、県の掲げる目標の達成に向

けて市町村が地域の実情に合わせて行う人口減

少対策の取組を総合的に支援するとのことでし

た。具体的には、全ての市町村に対して人口割、

均等割による基本配分型の交付金と、県の掲げ

る目標達成に資する取組を行う市町村への連携

加算型の交付金があるとのことです。 

 中山間地域に限らず、今後の高知県の姿を占

う大事な施策になると感じているところでござ

いますが、短期的な事業ごとのＫＰＩ達成はす

ぐ明らかになったとしても、長期的な目標達成

には10年、20年と時間を要することでしょう。

目標達成のためには、短期、長期いずれも取組

を継続し、見直ししながら、時代に即した先進

的な取組を絶えず研究し、時には積極的にチャ

レンジも必要かと思います。 

 そのためには、県の役割として、市町村への

積極的な情報提供や意見交換、他県の取組事例

の共有など、市町村間のよい意味での競争を促

しながらも県全域が底上げされての成果となる

よう汗をかかなければならないと私は考えます。 

 中山間地域再興ビジョンが目指す将来像と数

値目標を達成させるために県が果たす役割を中

山間振興・交通部長にお伺いいたします。 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） 県の役割

といたしましては、まずは本県が進むべき大き

な方向性を具体的な目標と併せまして県民の皆

様にお示しした上で、その実現に向けて県全般

にわたる対策を立案すること、そして市町村と

の連携・協調の下、リーダーシップを発揮しな

がら強力に推進していくことであろうと考えて

おります。 

 今回新たに策定するビジョン、中山間再興ビ

ジョンにおきましても、中山間地域が目指す将

来像を掲げますとともに、若者、暮らし、活力、

仕事の４つの柱ごとに10年後の数値目標を置き

まして、そして実行初年度となります来年度は

少子化対策と一体となった新たな中山間対策の

関連予算378億円によりまして施策を強化し、中

山間再興を強力に推進することとしております。 

 他方、特に中山間地域の再興を図るという点

では、こうした県の施策だけでは必ずしも十分

ではございません。このため、住民に最も身近

な市町村が地域の実情を踏まえて取り組める、

きめ細かな人口減少対策を、財政面を含めしっ

かりと後押ししていくことが重要、そしてこれ

が県の重要な役割だと考えております。 

 こうしたことから、ビジョンの策定に併せま

して新たな財政支援制度、人口減少対策総合交

付金を創設したところでございますが、この交

付金を活用した事業を実施するに当たりまして

は、様々なデータ提供、あるいは県、国の施策

の情報の提供、他地域の好事例あるいは効果的

な事業などをプッシュ型で提案するような、い

わゆる人的なサポート、こうしたことも県の重

要な役割だと考えておりますので、こちらもしっ

かり果たしていきたいと考えております。 

○２番（戸田宗崇君） 丁寧に御答弁いただきま

してありがとうございます。 

 それで、それぞれの市町村にこの施策で期待

する役割を中山間振興・交通部長にお伺いいた

します。 

○中山間振興・交通部長（中村剛君） 市町村に

は、特に先ほど申し上げました人口減少対策総

合交付金なども有効に活用いただきまして、地



 令和６年３月８日 

－376－ 

 

域の実情に応じた独自の取組や、従来の延長線

上でない創意工夫を凝らした、他の市町村のモ

デルとなるような取組、これを数多く実施して

いただくことを期待しておるところでございま

す。 

 また、その実施に当たりましては、それぞれ

の市町村の実情を踏まえた施策、人口の社会増

減の動向でございましたり、若年人口や出生数

の推移、移住者数、雇用の状況などのデータを

分析、把握していただいた上で、より効果的な

対策を講じていただきたいと期待しております。

そして、そのためのサポートは、先ほど申しま

した県の役割として、しっかり積極的に行って

いきたいと考えております。 

○２番（戸田宗崇君） ありがとうございました。 

 ここで少し視点を変えます。中山間地域には

多くの国、県に指定された重要な文化財がござ

います。文化財は我が国の長い歴史の中で生ま

れ、育まれ、今日まで守り伝えられてきた重要

な財産であります。特に、国、県の無形民俗文

化財に指定されている神楽や踊り、または地域

で脈々と継承されている民俗芸能は人から人へ

の伝承の継承であり、一度継承が途絶えれば再

興は非常に難しいと推察をされます。 

 実際、近年の高齢化や人口減少に伴い継続で

きなくなったものに加えて、コロナ禍に人との

接触を避けるためにやむなく休止した民俗芸能

は多いとお聞きをしております。 

 現時点で中断、休止したままの国、県指定文

化財の民俗芸能はどのくらいあるのか、文化生

活スポーツ部長にお聞きをいたします。 

○文化生活スポーツ部長（岡村昭一君） 国また

は県指定の無形民俗文化財であります民俗芸

能、祭り、行事などにつきましては44件ござい

ますが、これらのうち、まず現在まで30年以上

にわたって実施されておらず、既に途絶えてい

るものは２件であります。また、中断期間が約

10年に及び、少子高齢化などの影響によりまし

て、活動の再開が難しい状況となっているもの

が４件ございます。 

 なお、このほかにコロナ禍の影響で活動を休

止しておりますものの、来年度または再来年度

以降の再開を予定しているものが３件となって

おります。 

○２番（戸田宗崇君） 昭和55年に国の重要無形

民俗文化財に指定された土佐の神楽は、大豊町、

いの町、仁淀川町、梼原町、津野町、四万十町、

香美市の神楽保存会９団体によって今日まで継

承されてきています。土佐の神楽保存会９団体

の地域はいずれも人口減少が続く中山間地域で

あり、中でも大豊町、仁淀川町は2050年に60％

以上も人口が減少すると推計された自治体であ

ります。 

 民俗芸能など無形の民俗文化財の保存、継承

については、県としても支援をしていく必要が

あると思いますが、どのような政策を打ち、支

援していくのか、文化生活スポーツ部長にお伺

いいたします。 

○文化生活スポーツ部長（岡村昭一君） 県では、

中山間地域再興ビジョンに地域の伝統的な祭り

や民俗芸能の維持・継承・活用を主要施策とし

て位置づけ、取組の強化を図っていくこととし

ております。 

 まず、維持・継承の基盤の充実といたしまし

て、市町村や保存会が行われます用具整備や記

録作成、後継者の養成などへの幅広い支援を行っ

てまいりますほか、踊り手や運営などの担い手

を必要としておられます保存団体と、学生や企

業などの外部の支援者とのマッチングによりま

す担い手確保の仕組みづくりを行ってまいりま

す。また、持続的な継承のための活用の取組と

いたしまして、保存会などの収益力の向上など

の取組への支援や、県民の皆様の理解促進を図

る伝統芸能イベントであります土佐の伝統芸能
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まつりの開催などにも取り組んでまいります。 

 こうした様々な施策を組み合わせまして、先

ほど申し上げました中断、休止しているものの

再開も含めて、地域の伝統的な祭りや民俗芸能

の保存、継承をしっかりと支援してまいります。 

○２番（戸田宗崇君） 御答弁ありがとうござい

ました。人口減少問題は様々な分野に影を落と

し込んでいます。今、種をまかなければ花は咲

きません。ぜひとも先人が継承し、地域の財産

として育ててくれた文化財に対して厚い御支援

をよろしくお願いいたします。 

 若干質問時間が余りますが、ここで質問を終

わりたいと思います。今後とも濵田知事を先頭

に、人口減少対策の強化、南海トラフ地震対策

に取り組んでいただきたいと思います。 

 また、この３月をもって退職される県職員の

皆様、長い間のお勤め御苦労さまでございまし

た。定年といいましても、まだまだ若うござい

ますので、これからの人生がますます充実した

すばらしいものでありますように御祈念をいた

しまして、全ての質問を終わります。どうもあ

りがとうございました。（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、戸田宗崇

議員の質問は終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

   午後０時休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時再開 

○副議長（今城誠司君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 槇尾絢子議員の持ち時間は50分です。 

 ６番槇尾絢子議員。 

○６番（槇尾絢子君） 自由民主党会派の槇尾絢

子と申します。議長のお許しをいただきました

ので、通告に従い順次質問に入らせていただき

ます。 

 まず、高知県中央部の海岸における地震・津

波対策についてお伺いいたします。 

 能登半島地震の発生は、いずれ来る南海トラ

フ地震に対し時間的な制限がある中、対策強化

の必要性を改めて認識させました。まずもって、

被害に遭われました皆様には心からお見舞い申

し上げます。 

 先日、国交省へ伺った際、能登半島地震での

海岸保全施設の被害状況を教えていただき、改

めて海岸堤防の強化が人々の命を守る防災・減

災、そして被災後の早期復旧・復興に重要かを

痛感いたしました。 

 私の選挙区であります香南市は、海岸後背地

に多くの民家が立ち並び、国道55号、土佐くろ

しお鉄道阿佐線と、高知県中央部から東部を結

ぶ主要な交通機関が存在するため、かねてから

高知海岸の香南工区の耐震化について地元住

民、まちづくり協議会等から御要望をいただい

ておりました。本県におきましても重要性を認

識していただき、市議会議員有志等も以前より

必要性を訴えてまいりましたが、現状としては

まだ実現に至っておりません。 

 香南市におきましては、南海トラフ地震対策

を喫緊の課題とし、令和５年度中の津波避難タ

ワーの全基完成、事前復興計画についてはプロ

ジェクトチームを創設し、今後は住民を交えた

ワークショップも開催する予定であるなど、積

極的に取り組んでおります。また、海岸部に暮

らす若い世代である地元商工会青年部の皆様と

の陳情活動、市が主催となる防災セミナーを令

和６年５月に開催する予定であるなど、ハード・

ソフト面ともに市を挙げて取り組んでいるとこ

ろです。 

 昨年から、地域におきましても、市、県、国
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に御協力いただき、勉強会を重ねてまいりまし

た。また、地域の方を代表とした有志の会も発

足し、実現に向け取り組んでいるところであり

ます。本年は、施工中である宇佐漁港海岸にお

ける地震・津波対策工事を、沿岸部の住民、商

工会青年部、市議会議員有志の皆様と共に、民

家や道路に比較的近い場所での施工方法の例と

して見学させていただきました。香南工区にお

きましても、工事のための十分な施工ヤードが

確保できないため、一般的な工法では実現が難

しく、高い技術力、機械力を有する国による直

轄事業化が必要であると学びました。 

 このように、県におきましても取り組んでい

ただいているところではございますが、直轄事

業化に向け、なお一層の後押しをお願いしたい

ところです。今後、香南工区の直轄事業化の実

現に向けどのように取り組んでいくか、土木部

長にお伺いいたします。 

○土木部長（荻野宏之君） 香南工区の海岸堤防

の整備につきましては、議員からも御指摘がご

ざいましたように、家屋などが海岸堤防付近に

近接しておりまして、施工ヤードの確保が困難

なため、高度な技術力が必要となります。この

ため、隣接する高知海岸におきまして豊富な施

工実績と経験を持つ国でなければスムーズに工

事を進めることが困難であります。また、国は

高知海岸の堤防14キロメートルの耐震工事を約

10年の短期間で完成させており、直轄事業化す

れば香南工区についても大幅な工事のスピード

アップが見込めるところであります。 

 県としましては、令和３年度から国に対して

早期の直轄事業化に向けて、知事を先頭に政策

提言をしてまいりました。また、香南市が主催

する地震・津波対策勉強会にも参画するなど、

地元住民の津波対策に対する意識の醸成と共有

に努めているところであります。今後も、国、

県、市が連携して、早期の直轄事業化の実現に

向けて活動してまいります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございます。

海岸部の安全のためにも引き続きよろしくお願

いいたします。 

 次に、消防広域化についてお伺いいたします。 

 消防広域化は、平成18年６月に消防組織法が

改正され、本県におきましても推進検討委員会

が発足、高知県消防広域化推進計画も策定され、

その最善について昨今まで議論がなされてきた

ことと思います。 

 国は、広域化に関しまして、財政基盤の強化

による資機材の更新や業務効率化による現場職

員の増強を掲げ、1990年代から課題に上げてき

ました。しかし、現状広域化の動きは鈍く、管

轄人口10万人未満の小規模消防本部の数は、若

干減少しているものの、平成18年からほぼ横ば

いで推移しております。 

 本県は、県内15本部中14本部が管轄人口７万

人未満の小規模消防本部であり、人口減少、高

齢化が急速に進む中、広域化に関しましては急

務であると考えております。基準数に対する人

員充足率は、令和４年度、県平均63％で、全国

平均79.5％よりも低く、専門職員の確保が難し

くなってきており、救急出動は人口減少であっ

ても高齢化により大幅に増加、今後も横ばいで

あろうという意見もお伺いしております。 

 国におきましては、消防広域化の実現状況が

鈍化していることから様々な財政支援を導入し

ております。全県１区での広域化は理想的な消

防本部の在り方の一つという提言もあり、本県

におきましても、中部、東部、西部といった３

ブロックではなく、本県一体となった１ブロッ

ク、県全域での広域化を目指し取り組まれてい

ることと思います。 

 南海トラフ地震発生の緊迫度が高まる中、本

県の消防力の維持・強化のためには、広域化へ

向け議論がより深まることを期待しますが、能
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登半島地震を経た今、改めて本県における消防

広域化の方向性について危機管理部長にお伺い

いたします。 

○危機管理部長（中岡誠二君） 県では、平成19

年度、議員のお話にありましたように、広域化

を推進するための検討会を設置いたしまして、

平成20年３月に消防広域化推進計画というもの

を策定してございます。その計画は現在も生き

ておりますけれども、その際には６ブロック、

３ブロック、それから県１の１ブロックと、そ

ういうことも一応例示として載せてございます。

その計画に基づきまして、各消防本部、市町村

とも協議をしてまいりましたが、なかなか広域

化をした場合の財政負担でありますとか、消防

力の低下などを懸念する意見がありまして、市

町村や消防本部の合意を得られなかったという

ことがあります。 

 しかしながら、現在、当時の想定を超える人

口減少はございますし、それから高知市への人

口集中、そういったことも踏まえますと、全県

的な消防力の充実強化を図るということを考え

ましたときに、現在の15消防本部を１つにする

県１消防広域化を推進する必要があるというふ

うに考えています。 

○６番（槇尾絢子君） 県域１ブロック化を方針

として進められるとのことで、指示系統の一本

化による初動が大変期待されると思います。し

かし、一方で地域の防災を担う消防団からは、

署と連携が取りにくくなるのではないか、また

団も統合されてしまうのではないかといった不

安な声も上がっております。 

 広域化と消防団の関係性について危機管理部

長にお伺いいたします。 

○危機管理部長（中岡誠二君） 消防組織法には、

市町村消防の広域化といった規定がございます

が、その中で消防団は消防広域化の対象には含

まれないというふうに明記をされています。こ

のため、消防広域化された後におきましても、

引き続きそれぞれの地域にある消防署と消防団

が連携をいたしまして地域の防災力を維持して

いくということになります。 

○６番（槇尾絢子君） 地域の活力や団結を生む

消防団は統合はされないとのことで、大変安心

いたしました。 

 それでは、現在の本県における消防広域化の

進捗状況について危機管理部長にお伺いいたし

ます。 

○危機管理部長（中岡誠二君） 昨年の11月に、

県と全ての消防本部、15本部でございますが、

その長で構成いたします消防広域化検討会とい

うのを設置しました。その際に、第１回目の会

を11月に開催いたしましたが、全国で唯一広域

化を図ってございます奈良県から講師をお招き

しまして意見交換を行うなど、県１消防広域化

に向けた議論を開始したというところでござい

ます。次、２月には、その広域化に関する様々

な各消防本部の状況なんかを踏まえまして検討

を行う、意見交換を行ったところでございます。 

 来年度から本格的に議論をしていくことにな

りますので、この３月末には、消防広域化のプ

ロセスや方向性について確認をして、意思統一

を図りたいというふうに考えています。 

○６番（槇尾絢子君） 広域化を進めるに当たっ

てまだ様々な課題もあるとのことで、しかし広

域化は、冒頭述べたとおり、昨今の消防を取り

巻く課題の解決には大変重要であります。県域

１ブロック化となれば管轄人口30万人以上が達

成され、再配置可能人員も創出されます。課題

等を踏まえた今後の取組について危機管理部長

にお伺いいたします。 

○危機管理部長（中岡誠二君） 先ほど述べまし

た、先行して広域化が進んでおります奈良県の

ほうからは――広域化によって消防力が向上し

様々な経費が安くなるというのがいろんなとこ
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ろの場面でも言われますけれども、奈良県の担

当者から言われましたのは、そういう意味もあ

りますけれども、やはり人口減少によって各地

域の消防力が低下するスピードを落とすと、そ

ういう視点がやっぱり大事じゃないかというこ

とを言われてございます。 

 今年度の各消防本部との検討会の中でも、そ

ういう意識をしっかり持った上で進めていこう

という話をしてございますので、今度の協議を

踏まえまして、来年度は、県がリーダーシップ

を取り、市町村と消防広域化に関する議論を進

めたいと。その際には、法定協議会というもの

を設置したいというふうに考えてございます。

この法定協議会では、広域化後の消防体制や財

政負担などについて十分議論をしたいというよ

うに考えてございます。 

 なお、法定協議会でございますので、県議会

はもちろんでございますが、市町村議会での議

決ということも必要になりますので、県議会や

市町村議会に対しましても丁寧に説明をしてい

くということにしていきたいと考えております。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。

現在、県域１ブロック化を成し遂げられた県は

まだありません。防災先進県高知としてぜひと

も議論を深化させていただき、実現に向け今後

とも、先ほど部長がおっしゃられたとおり、自

治体を牽引する役割を県に期待いたします。 

 次に、少子化について御質問させていただき

ます。 

 日本の出生数はついに75万8,631人となり、本

県においても3,380人と過去最低、少子化、人口

減少は想像より速いスピードで進んでいるとの

発表もありました。国、本県におきましても、

少子化を少しでも食い止めるために様々な施策

に取り組まれてきたことと思います。しかし、

そのような中でも社会の機運は少しずつ変わっ

てきていることを感じます。濵田知事が少子化

に対し先頭に立って取り組むという力強い言葉

にも象徴されるように、かつて社会進出に伴い

仕事と家庭を両立するに苦しんだ先輩方が声を

上げ続けてくださり、今社会が少しずつ変わっ

ていっているのだと思います。 

 先日、自民党高知県連による、ふるさと対話

集会が四万十市にて開催されました。より地域

の声を政治に届けようという取組であり、各産

業分野の方が集まり、幡多地区で子育てをして

いる方々とも意見交換することができました。 

 その中で、ふと感じましたのが、自分自身質

問してきた中、女性の社会進出、男女の賃金格

差、企業側の理解等、多くの要因、問題もある

中、今回の対話や、周りの同世代の子育て世代、

まだ結婚していない方々と話す中で、子育てや

子供がイコール重荷というような世間の風潮の

高まりや取り上げ方も大きな原因の一つではな

いかということを感じました。 

 妊娠を通して、命が生まれることの貴さや、

自分を産んでくれた両親、命をつないでくれた

祖先や周りへの感謝、出産・育児を通して感じ

る子供への愛情、自分自身への自信、子育てが

より楽しいと感じることができれば、もう一人

欲しいと思わせてくれるのではないでしょうか。

また、今子育てを行っている世代がとても楽し

そうに子育てをしていれば、結婚を踏みとどまっ

ている方々の後押しにもなるのではないでしょ

うか。そのためには、子育ての導入部分である

妊娠・出産に対し知る・学ぶ機会が大変重要で

あり、そしてその専門である産婦人科医、そし

て助産師の方々の活躍が大変重要であると考え

ます。 

 また、意見交換会の中で出た具体的な意見と

しましても、周産期医療と産後ケア事業への意

見がありました。まず、周産期医療としまして、

子供を産める場所が近くに少ないこと、その際

選択肢が少ないこと、第１子を産んだ後１人目
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を連れたままの健診等を考えた際、移動距離を

考えると２人目を産むことをちゅうちょすると

いった声などが上がりました。 

 以上を踏まえまして、まず県立あき総合病院、

県立幡多けんみん病院における産婦人科の現状

についてお伺いいたします。国の方針としまし

ても、周産期医療の集約化、重点化が進められ

る中、東西に長い地理的要因を持つ本県におい

て、中山間の妊娠・出産を守るためにも、東部、

西部の拠点として２つの県立病院が担う役割は

大変大きいものと考えております。 

 そのような中、令和６年４月から働き方改革

による医師の時間外労働の上限規制がスタート

いたします。働き方改革に伴った体制整備が両

県立病院でどのように行われているか、公営企

業局長にお伺いいたします。 

○公営企業局長（笹岡浩君） あき総合、幡多け

んみんの両県立病院は、議員のお話にありまし

たとおり、本県の東部及び西部の中核病院とし

て、地域の皆様が安心して出産できる役割を担っ

ております。その機能の維持・向上を図る重要

性は極めて高いと考えております。 

 一方で、産婦人科医をはじめとした医師の勤

務状況は厳しいものと認識しております。さら

に、お話にありましたとおり、４月から時間外

労働の上限規制が始まりますことから、県立病

院におきましても医師の働き方改革に取り組ん

でいるところでございます。 

 産婦人科医についての取組としまして、１つ

目として、高知大学医学部から診療応援の医師

の派遣を受け、外来での診療、平日夜間や土日

における宿日直に入ってもらいまして、出産等

への対応をしてもらっております。２つ目とし

まして、医師の事務作業を補助する職員を配置

し、電子カルテの入力や、分娩に係る証明書等

の作成に従事してもらうなど、産婦人科医の業

務のタスクシフトを行っております。３つ目に

は、今後の対応になりますが、時間外労働が一

定水準を超えた際に医師の健康状態を確認する

ための面接指導を行うこととしております。 

 こうした取組を進めますことで、産婦人科医

の負担の軽減を図り健康にも配慮しながら、妊

娠・出産に係る適切な医療提供体制を維持して

いけるよう努めてまいります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 また、先日、地方出身で都市部に勤務する30

代の女性産婦人科医とオンラインで意見交換を

させていただきました。その中で、住み慣れた

地元に戻りたいかといった質問をさせていただ

いたところ、子育て等を考えると自身の両親が

住む地元に戻りたいが、マンパワーが不足して

いる病院に勤務することをちゅうちょするといっ

た意見も上がりました。 

 両県立病院における今後の産婦人科医、助産

師の確保についての御所見を公営企業局長にお

伺いいたします。 

○公営企業局長（笹岡浩君） まず、産婦人科医

の確保についてでございます。県立病院に勤務

するほとんどの医師は、高知大学医学部から派

遣を受けているところでございます。今後も、

県立病院において各診療科の医師を広く確保し

ていくということを考えました場合、まず高知

大学からの支援を受けることが重要でございま

して、産婦人科医についても引き続き大学に対

し派遣の要請を継続していきます。また、一昨

日の加藤議員に対する健康政策部長の答弁にも

ありましたように、特に地域枠の医師につきま

しても積極的に受け入れますことで、医師の確

保につなげてまいります。 

 次に、助産師の確保についてでございますが、

助産師は採用による確保が困難な状況にありま

す。このことから、まず１つ目としまして、県

立病院の看護師のうち希望する職員を、大学院

等の助産師養成機関に派遣し、助産師資格の取



 令和６年３月８日 

－382－ 

 

得を支援しております。２つ目として、東西ど

ちらの県立病院に配属されるか分からず学生が

受験を敬遠しているとの大学関係者の助言を踏

まえまして、今年度の採用試験から、受験時に

希望する勤務地を選択できる採用枠を導入いた

しました。３つ目として、来年度から就職情報

サイトを活用しまして、個々の学生等に採用情

報を直接提供するなど、広報活動を強化するこ

ととしております。 

 以上のような取組により、産婦人科医や助産

師の確保を図ってまいります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございます。

我々世代の中には、地元の周産期医療の現状を

憂い、産婦人科や助産師を目指し一度は県外の

大学で学んだものの、結婚・出産等でワーク・

ライフ・バランスが変化する中、地元に戻りづ

らくなったという声もお聞きします。今後とも

ぜひよろしくお願いいたします。 

 両県立病院における産婦人科の医療は、より

よい周産期医療を妊婦さんに受けてもらうため

にも、より質を高めていくべきと考えておりま

すが、全国にはバースセンターのような、空間

に関しても妊婦さんが過ごしやすい、居心地の

いいものを目指し、医療設備のある院内での出

産と、助産師による助産所のような自然な出産

という、両方のよさを兼ね備えたシステムを導

入した病院も存在します。 

 出産に対し選択肢を増やすことは大変重要だ

と考えますが、両県立病院のバースセンター化

への所見について公営企業局長にお伺いいたし

ます。 

○公営企業局長（笹岡浩君） 議員から御紹介の

ありましたバースセンターについては、妊娠の

経過が正常の場合に、助産師が主体的に妊婦健

診や分娩介助を行う院内助産に当たるものと理

解しております。この院内助産につきましては、

家庭的な雰囲気の中で自然な出産をしたいと

いった妊産婦の多様なニーズに沿うものでござ

います。加えて、正常分娩を助産師が担うこと

で産婦人科医の負担軽減につながりますととも

に、助産師にとりましても活躍の場の拡大、モ

チベーションのアップにつながるものと考えて

おります。 

 こうした中で、また現在の周産期医療の状況

も踏まえまして、まず、あき総合病院におきま

して、院内助産を進めるためのワーキングをこ

の２月から開始したところでございます。今後、

先進的な取組を行う医療機関を視察するなど、

導入に向けた取組を進めていく予定でございま

す。幡多けんみん病院につきましては、あき総

合病院の状況も見ながら、今後検討を進めてい

くものと考えております。 

 公営企業局としましては、両県立病院におい

て引き続き妊娠・出産に関わる医療機関として

の役割をしっかりと果たしていく考えでござい

ます。そのためには産婦人科医や助産師を確保

することが重要であると考えております。また、

お話のありましたバースセンター、院内助産に

つきましても検討を進め、地域の皆様が安心し

て出産できるように努めてまいります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。

高知県の周産期医療を守るため、また中山間の

出産を守るために、今後ともぜひよろしくお願

いいたします。 

 次に、産後ケア事業について質問させていた

だきます。子育てを取り巻く社会的状況は、産

後ケア事業の重要性を感じさせます。出産年齢

の上昇により産後回復は時間を要し、支援は祖

父母の高齢化、また就業していることが多いた

め受けづらく、少子化の影響で乳児との接触機

会が少ないため、育児の知識、技術の習得の場

が不足しております。 

 さらに、ＳＮＳ等には様々な情報があふれ、

正しい知識は何なのか、混乱している子育て世
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代も多いのではないでしょうか。国の提言の中

にもあるように、産後ケア事業を全国展開し、

支援を必要とする全ての方が利用できるように

するためには、計画的に提供体制を整備してい

くことが重要であると考えます。受皿の拡大等、

市町村だけではなく県の役割も重要であり、市

町村の管内で委託先が確保できない場合は、市

町村の区域を越えた広域的な調整を県が行う必

要性があります。 

 そこで、本県の市町村における産後ケア事業

の展開状況について子ども・福祉政策部長にお

伺いいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 産後ケア

事業は、母親の心身のケアと育児の支援を目的

に、育児相談や授乳指導などが受けられる事業

であり、本県では全ての市町村で実施をしてお

ります。助産師が自宅を訪問する訪問型は令和

２年度から全ての市町村で実施をしており、施

設で実施する通所型は県内に10か所、宿泊型は

４か所となっております。 

 県内における産後ケア事業の利用率は、令和

２年度の７％から、令和４年度は14.9％と伸び

ておりますが、できるだけ多くの方に利用いた

だけるよう、令和９年度の利用率50％を目標に、

市町村と連携し、さらなる利用拡大に取り組ん

でまいります。 

 また、需要が高まっています通所型、宿泊型

の施設は高知市など中央部に集中し、利用でき

る市町村が限定されるなど、地域偏在が課題と

なっています。そのため、令和９年度までに通

所型、また宿泊型の施設を、各福祉保健所管内

に１か所以上確保することを目標に取り組んで

まいります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございます。 

 まだまだ使われていないお母さん方もいらっ

しゃるとのことで、産後ケア事業における課題

の解決に向けた取組について子ども・福祉政策

部長にお伺いいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 産後ケア

事業の課題の中で、施設の地域偏在の解消につ

きましては、来年度、食事の提供や宿泊を取る

ことができる旅館やホテル等の宿泊施設を産後

ケア事業の通所型施設として活用できないか、

調査を行うこととしております。また、通所型・

宿泊型施設の運営への民間事業者の参入を促す

ため、収支見込みなどモデルとなる事業計画書

を策定しそれらを公開することで、民間事業者

の新規参入を後押ししてまいります。 

 加えて、民間事業者が産後ケア施設を新たに

立ち上げる際の初期投資の一部を支援する助成

制度を創設し、資金面での支援も行うこととし

ております。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 次に、先ほどの意見交換会の中で、産後ケア

事業に関しまして、困ったことがあってもどこ

に尋ねていいのかが分からない、またどこまで

出産後甘えていいのかが分からないといった声

もありました。産後ケア事業に関しては、困っ

たら頼るというイメージが強く、学ぶ場、教え

てもらう場であることの周知不足も感じました。 

 また、先日地域で訪問型の産後ケア事業等を

行われている助産師さん等とオンラインで意見

交換させていただいた際、昨今の物価高騰や、

都会に比べて移動距離が長いため経費の圧迫を

受けており、ケアの幅を広げたいがハードルが

高いとの意見も受けました。 

 産後ケア事業をより受けやすくするためには、

裾野を広くしていくことも大変重要であると考

えておりますが、今後本県における産後ケアを

受けやすい体制づくりについての御所見を子ど

も・福祉政策部長にお伺いいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 県としま

しては、産後の心身のケアや育児のサポートに

効果的な産後ケアをより多くの母親に受けてい
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ただけるよう、市町村や関係者と連携し、様々

な形で産後ケアの必要性を周知してまいります。 

 来年度は、特に、いいお産の日の11月３日を

中心に、産後ケアの体験イベントの開催や、集

中的な啓発活動に取り組んでまいります。また、

施設の地域偏在の解消に取り組むとともに、県

が市町村間の広域的な調整を行うことなどによ

り、産後ケアを利用しやすい環境づくりを進め

てまいります。加えて、利用する際の交通費へ

の支援につきましては、市町村が負担軽減を図

るため新規事業あるいは既存事業の拡充を行う

場合に、来年度創設する人口減少対策総合交付

金を財源に充てることを可能としたところです。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 本日、３月８日は国際女性デーです。妊娠、

出産、母乳育児など、もちろん男性側にも大切

なことですが、女性にしか分からないものも多

くあります。社会変遷に追いついていない体制

整備、機運も含め、知事は若い女性の流出を防

ぎたいとおっしゃっていると理解しております。

これからも、より女性が暮らしやすい高知県を

目指し、取り組んでいただけることを期待して

おります。 

 次に、思春期の性教育について質問させてい

ただきます。 

 先日、自民党女性局の勉強会にて、ユースク

リニックについて学ぶ機会がありました。ユー

スクリニックとは、スウェーデンが発祥の地と

されており、10代から20代前半の若者が避妊方

法や性感染症、人間関係や依存症などについて、

助産師やカウンセラーなどの専門家に自由に相

談ができる場だそうです。また、その会の中で

お聞きした、性教育は運次第という言葉に気づ

かされる思いとなりました。 

 我々世代で考えると、確かに性病名といった

テストのために覚える単語は記憶しております

が、本質的なところを学んだかというと少しだ

け疑問に感じます。しかし、先日の高知新聞に

て、高知市春野の小中学校の生徒に向けて、助

産師などが地域を挙げて性教育を行っていると

いう記事を拝見いたしました。 

 専門の知識を有する産婦人科医や助産師等に

授業を委託するということも、大変有効である

と考えますが、本県の教育現場における性教育

への取組について教育長にお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 県教育委員会では、児

童生徒の発達段階に応じた性に関する指導がで

きるよう、学習指導要領に基づいた各学年ごと

の指導案や教材を掲載した手引を令和３年２月

に作成し、全ての学校に配付をしております。 

 さらに、令和３年４月には産婦人科医等を委

員としました高知県性教育推進協議会を立ち上

げまして、性教育の充実方法についても協議を

いただいております。その中で、医師等専門人

材と教員の協働した性教育の推進が必要との御

意見もいただいております。 

 このために、令和４年度から各学校に産婦人

科医や助産師等を外部講師として派遣し、専門

的な立場から妊娠・出産や性感染症、命の大切

さなどについての御指導をいただくなど、性教

育の充実にも努めているところであります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございます。 

 日本におけるユースクリニックの先行事例と

いたしまして、産婦人科クリニックなどの医療

機関併設型、自治体運営型、ＮＰＯ法人運営型

と３つの形態があります。いずれの形態にも共

通した一定の基準と適切な審査・評価制度を設

け、認定機関について政府が適切な支援を行う

ことで、良質なサービスの効果的な普及が期待

できるとされています。 

 また、実例を挙げますと、群馬県高崎市にて

産婦人科佐藤病院を中心としたＮＰＯ法人ラ

サーナさんが取り組んでおります、若者たちの

ための街の保健室等があります。まだまだ日本
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においても議論段階ではあると思いますが、性

教育と同じように、海外のユースクリニックを

参考とした相談窓口の普及は必要であると考え

ます。 

 本県における思春期の性教育の相談窓口の取

組について子ども・福祉政策部長にお伺いいた

します。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 若い世代

が自身の性や健康について正しい知識を習得し、

将来の人生設計を若いうちから意識することは

重要であると認識をしております。 

 県では、思春期の性に関する相談窓口として、

思春期相談センターＰＲＩＮＫを設置し、思春

期の健康や将来の妊娠を見据えた様々な健康相

談など、幅広く対応しております。センターで

は、助産師が電話や面談での相談に応じるとと

もに、産婦人科医による相談体制も整えており、

令和４年度の電話相談件数は820件となっており

ます。 

 相談窓口の周知につきましては、毎年県内の

公立高校の１年生全員に思春期ハンドブックと、

センターの啓発用カードを配布しております。

また、子育て応援アプリを活用したＰＲや各種

のイベント等での啓発活動に取り組むことで、

若い世代の日常的な相談利用につなげてまいり

ます。こうした取組を通じまして、若い世代の

性や健康に関する相談支援や、正しい知識の普

及にしっかりと取り組んでまいります。 

○６番（槇尾絢子君） 教育現場、そして県とし

ても取り組んでいただきありがとうございます。

また、自分自身も地域の現状など、より調べて

いきたいと思います。 

 次に、山北みかんの振興についてお伺いいた

します。 

 私の選挙区であります香南市、香我美町山北

では、古くから味のいい温州ミカンが生産され

ており、山北みかんのブランドで県民の皆様に

広く知られております。また、伝統と文化をしっ

かりと次世代に継承している地域で、県の保護

無形民俗文化財であります山北の棒踊りは、担

い手の若者の中には県外から仕事を休んでまで

参加している方もいらっしゃいます。また、そ

の若い世代が口をそろえて言うのが、これを伝

承してきた祖父や父、そして今このように踊れ

ることを誇りに思うという真っすぐな言葉です。 

 若い世代の中山間へ定着する一つのヒントで

はないかと感じながら、そういった地域に残り

たいと願った若い世代の職を支えてきましたの

が農業、山北みかんであります。品質の高いミ

カンではありますが、オレンジの輸入自由化や、

多様な味を求める国民の消費動向を捉えたデコ

ポンや紅まどんなといった新しい品種の登場に

より、温州ミカンの消費が減ってきたこともあ

り、作付面積、農家数はともに年々減少してお

ります。 

 しかし、こうした温州ミカンを取り巻く厳し

い状況においても、産地では、露地栽培中心の

経営からハウス栽培の導入や、レモン、キンカ

ン、せとか、といった新しい品種も導入し、収

益性の高い経営を営まれているミカン農家の方

が多くいらっしゃいます。その先人の皆様の努

力もあって、近年は、一旦民間企業に勤めてお

られたミカン農家の後継者がＵターン就農する

事例が増えており、産地に活気がついてきてお

ります。 

 また、香南市では、平成30年から地域おこし

協力隊を募集し、これまでにお二人が就農され、

来月には３人目の方が就農される予定となって

おります。協力隊の方々は、任期中の３年間、

ＪＡの果樹部会の部活動に参加して果樹栽培を

基礎から学ぶとともに、栽培管理ができなくなっ

た高齢農家のミカン園を管理して栽培技術を習

得されます。その後、任期終了と同時に管理し

てきたミカン園を借り受けて新規就農者として
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独立され、サラリーマン並みの所得を上げてお

られるとお聞きしております。 

 担い手不足が課題となる中で、管理ができな

くなったミカン園を、農業に興味を持たれた若

い方々に引き継いでいく取組は、県内のほかの

果樹産地にとりましても、モデルとなるすばら

しい取組であると思っております。山北みかん

の産地の将来を考えますと、これまで以上に親

元就農者やＩターンによる担い手確保をしてい

く必要があります。一方で、農家の皆様からは、

後を継いでもらうためには作業条件の悪い急傾

斜地のミカン園を何とかしたいとの切実な思い

もお聞きしております。 

 また、地域おこし協力隊を経て就農された方

も、結婚して子供を育てていくためには、生産

規模の拡大が必要となってまいります。山北が

ミカン産地として今後も生き残っていくために

は、担い手の確保に加えて、作業性の高い圃場

の確保や、スマート農業技術の導入など、様々

な取組によって産地を強化していく必要がある

と思います。 

 そこで、山北みかん産地の強化を図っていく

上で必要となる作業性の高い優良な農地の確保

に向け、どのように取り組んでいかれるか、農

業振興部長にお伺いいたします。 

○農業振興部長（杉村充孝君） 山北みかんで知

られる香南市は、本県の温州ミカンの作付面積

の７割を占める県内最大の産地ですが、一つ一

つの農地が狭く急傾斜地にあるなど、作業効率

がよくない圃場も多くあります。 

 こうした農地を地域のきめ細かなニーズに応

じて迅速に基盤整備が行えるよう、来年度から、

地元負担を求めない県営農地耕作条件改善事業

の面積要件を大幅に緩和することとしておりま

す。既に、香南市の複数の若手農家から要件が

緩和される事業を活用したいとの要望をいただ

いておりますので、複数の狭い農地をまとめて、

作業効率のよいミカン園にする基盤整備に着手

してまいります。 

 引き続き、新規就農者や規模拡大を考えてお

られる担い手農家にも積極的に事業を活用して

いただくことで、山北みかんの産地の強化につ

ながる優良農地の確保にしっかりと取り組んで

まいります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございます。

答弁いただいた産地の強化に向けた取組に期待

しております。 

 山北みかんの販売拡大を目指して輸出にも取

り組んでいただいております。日本国内の人口

は減少が続き、将来的な国内マーケットも、人

口の減少に合わせて縮小していくことは避けよ

うがありません。こうした中で、2023年の日本

の農産物の輸出額は過去最高を更新したとの報

道発表もありました。 

 品質の高い山北みかんの今後の販売先として、

海外への輸出は、まだまだ大きな可能性を秘め

ているものと思います。山北という土地で育て

た自分たちのミカンが、遠く海を越え、外国の

方に食べてもらっている姿を想像すると、今後

の産地を担う若い生産者にとっても、夢を与え

られるものになるのではないでしょうか。 

 そこで、山北みかんの輸出に対するこれまで

の取組を農業振興部長にお伺いいたします。 

○農業振興部長（杉村充孝君） 県では、平成28

年度から東京の卸売市場の提案を基にシンガ

ポールをターゲット国に定め、ＪＡと連携した

山北みかんの輸出に取り組んでおります。当初

は知名度の低さもあり、販路開拓に苦戦をしま

したが、新たに連携を始めた輸出事業者の仲介

により、昨年度からはシンガポールの大手量販

店に扱っていただくようになったことや、香港

が新たな輸出先に加わったことにより、令和３

年度までは100キログラム前後であった輸出実績

が、令和４年度は約700キログラムになっており
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ます。さらに、今年度はテスト的な大量輸送も

始めましたことから、輸出量は前年の30倍以上

となる約22トンまで伸びるなど、飛躍的な成長

を見せております。 

 また、山北みかんを口にされた消費者の反応

も上々で、現地の店舗関係者も山北に視察に来

られるなど、これまでの取組によって良好な関

係性も構築されているところでございます。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 それでは、これまでの取組を踏まえて、今後

さらなる輸出拡大を目指してどのように取り組

まれるか、農業振興部長にお伺いいたします。 

○農業振興部長（杉村充孝君） これまでの取組

の中で、船便の輸送時における品質の維持、ま

た輸出先の需要の多い時期に合わせた生産量の

確保といった、今後の輸出拡大を目指す上で解

決すべき課題が見えてまいりました。 

 このうち、品質維持の点では、箱の強度不足

が品質を悪化させる要因であるため、産地と連

携し、輸出に適した新たな箱への改良に取り組

んでまいります。また、輸出先に合わせた生産

面では、シンガポール、香港ともに２月の春節

の時期のニーズが高く、わせが主力である山北

みかんの出荷時期とギャップがございます。こ

のため、産地と話し合いながら、輸出先に合わ

せた品種転換なども検討してまいります。 

 こうした産地側における取組と併せまして、

輸出先の消費者への訴求力が高いとされており

ますマスコットキャラクターを活用したＰＲ活

動のほか、他県との共同による日本食フェアや、

本県単独のフェアにおける試食販売を展開する

など、さらなる認知度の向上を図り輸出拡大に

つなげてまいります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。

今後とも山北が産地としてより一層発展いたし

ますようお願いいたします。 

 次に、地域における小規模一棟貸し宿泊施設

についてお伺いいたします。昨年、ＮＨＫの朝

ドラらんまんで牧野富太郎博士が取り上げられ、

本県への関心度はより一層の高まりを見せてお

ります。また、来年にはあんぱんの放映も決定

し、大変大きな追い風を感じます。しかし、高

知県の宿泊施設を取り巻く環境は、郊外へ足を

運んでもらっても、宿泊施設が高知市内に集中

しているため最終的には高知市に戻り、高知市

以外の滞在時間が少ないのが現状です。 

 そのような中、昨今、事業再構築補助金等を

利用し、特に高知市外で小規模の宿泊施設を建

設、運営を進めるケースが見受けられます。多

くが空き家や誰も住まなくなった土地を活用し

ており、こんなところに宿泊施設がと驚くばか

りですが、やはり地方の魅力である豊かな自然

を感じられる立地には新しい価値が生まれるの

ではないでしょうか。 

 こういった宿泊施設を拠点とし、より地域を

周遊してもらうためには、観光協会や商工会、

周辺との連携も大変重要と考えますが、ソフト

面への支援についての御所見を観光振興部長に

お伺いいたします。 

○観光振興部長（山脇深君） 近年、宿泊先でゆっ

くり過ごしたいという観光客のニーズの高まり

などもありまして、県内でも一棟貸しなどの宿

泊施設の整備が進んでおります。宿泊される方

は、連泊して周辺を散策したり、自然の中での

体験を楽しみながら滞在しておりまして、外国

の方の利用も随分増えていると伺っております

し、滞在日数も長いとお聞きしております。 

 このような過ごし方は、その土地ならではの

文化や歴史、食などの資源がたくさん詰まって

おります本県にぴったりの過ごし方だと思って

おります。このため、特に宿泊施設の少ない中

山間地域において、規模は小さくても一棟貸し

やゲストハウスなどの魅力ある宿泊施設が増え

ていくことは重要だと考えております。 
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 また、滞在中のいろんな過ごし方を提案でき

ますように、地元の方との交流や食文化、暮ら

しに触れることのできる場づくりなど、地域全

体の取組に広げる必要がありまして、まずは地

域の関係者と協力して取り組んでいくための具

体的な計画、これをしっかりと立てる必要があ

ります。専門家の派遣なども行いながら、地域

ごとの計画づくりを県として全力で支援する考

えであります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 次に、芸西村の取組を例に挙げますと、ふる

さと納税を利用し、宿泊施設の建設を進めてお

り、同様に近隣へハンバーガーショップなどの

建設も予定しており、観光クラスターとなるべ

く取り組まれています。 

 １泊、２泊としてもらうためには、宿泊施設

だけではなく、周辺の整備なども大変重要になっ

てくると考えますが、ハード面への支援につい

ての御所見を観光振興部長にお伺いいたします。 

○観光振興部長（山脇深君） 宿泊施設を中心と

した長期滞在型の地域づくりを進めていく上で、

やはり宿泊施設の改修などの費用負担、これが

大きな課題となってくるものと考えております。

その際には、お話のありましたふるさと納税と

連動したクラウドファンディングをはじめ、空

き家や古民家再生を目的とした国の補助事業の

活用など、様々なハード面での支援策を検討す

る必要があります。 

 県としましては、それぞれの地域の状況に合っ

た支援制度が活用できますように、先ほど申し

上げました地域ごとの計画づくりの中で、この

点につきましてもしっかりと議論をして、具体

策として計画に盛り込んでいくといった考えで

あります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 最後に、北朝鮮による日本人拉致問題につい

てお伺いいたします。 

 日本国の長年抱える課題の一つとして、北朝

鮮による日本人拉致問題があります。先月、拉

致問題を考える国民の集いが高知市にて開催さ

れましたので、参加させていただきました。ど

こか国家間の課題ではないかといった思いがあっ

たのですが、拉致被害者である横田めぐみさん

の弟であります横田拓也さんのお話を聞く中で、

御家族がどれだけ大変な思いで活動されてきた

のか、ある日突然家族がいなくなり、自由を拘

束され生きていると知った際、どれだけ助けた

いと思うか、我が事と考えると、国、被害者だ

けではなく、人権問題として県民が考えていか

なければならないと改めて感じました。 

 早期解決に当たっては、政治的な２か国間に

よる話合いはもちろんのことですが、各都道府

県の声を大きくすることも大変重要となってま

いります。本県における今後の取組について子

ども・福祉政策部長にお伺いいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） お話のよ

うに、県では、本年２月17日に全ての拉致被害

者の早期帰国・救出を目的とした、拉致問題を

考える国民の集いin高知を政府拉致問題対策本

部との共催で開催し、多くの方に来場いただき

ました。拉致問題の解決に向けて、政府拉致問

題対策本部では、国内外に対する啓発活動を行

うとともに、映画の上映やユーチューブによる

啓発、地方公共団体と連携したイベントなどを

実施しております。 

 本県では、国の取組と連携をし、広報紙やイ

ベント等による啓発や啓発ポスターの配布、国

が実施する北朝鮮向けのラジオ放送への参画等

に取り組んできたところです。また、拉致被害

者の一括帰国を求める国民大集会への参加や、

全都道府県知事が参加する、北朝鮮による拉致

被害者を救出する知事の会を通じた活動などに

取り組んできたところです。 

 今後も、拉致問題の早期の解決に向けた県民
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の機運の醸成を図るため、国や市町村、関係者

と共に様々な啓発活動や、県民が拉致問題を考

える機運づくりに取り組んでまいります。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 また、講演会の後、講師を務められました、

北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全

国協議会会長、西岡さんと意見交換をさせてい

ただく機会がありました。課題を風化させない

ためにも次世代への伝承も大変重要だというお

話があり、その一つのきっかけになるようにと、

映像による広報が効果的と思われる若年層の理

解増進を図るため、アニメめぐみのＤＶＤを活

用しているというお話をお聞きしました。今ま

でに全国の小中学校、高等学校等に配布を行っ

ており、ネットからも拝見することができます。 

 １問目でも述べたように、大切な人がある日

急に自由を奪われたという人権問題として認識

してもらうためにも、教育現場でのアニメめぐ

みの視聴も含めて、人権問題としてどう取り組

むか、教育長にお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 拉致問題は、国家を挙

げて取り組むべき重大な人権問題であり、全て

の学校で拉致問題の理解を図り、その解決を自

分事として考える学習を進めていかなければな

らないと考えております。 

 そのため、県教育委員会では、アニメめぐみ

を発達段階に応じて活用するよう、毎年度各市

町村教育委員会や学校に働きかけを行っており

ます。そうした結果、各学校での拉致問題を取

り扱った校内研修の実施回数も徐々に増えてき

ております。 

 また、本年度国が初めて開催をいたしました

拉致問題に関する中学生サミットに、本県の生

徒も主体的に参加をしております。今後も、こ

うした取組や教育の充実を図り、拉致問題の理

解を深め、拉致は許さないという気持ちや、人

権課題を解決しようとする態度を育んでいきた

いと考えております。 

○６番（槇尾絢子君） ありがとうございました。 

 終始真摯にお答えいただきましてありがとう

ございました。 

 一言述べさせていただけたらと思います。今

議会で退職される執行部の皆様、職員の皆様に

おかれましては、長年県勢発展に御尽力いただ

き、本当に頭の下がる思いでいっぱいです。コ

ロナ禍からアフターコロナまで議会の両輪とし

て、共にこの高知県議会で議論できましたこと

を心からうれしく思っております。 

 以上で、一切の質問を終えさせていただきま

す。（拍手） 

○副議長（今城誠司君） 以上をもって、槇尾絢

子議員の質問は終わりました。 

 ここで午後１時55分まで休憩といたします。 

   午後１時50分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後１時55分再開 

○副議長（今城誠司君） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 下村勝幸議員の持ち時間は40分です。 

 11番下村勝幸議員。 

○11番（下村勝幸君） 議長のお許しをいただき

ましたので、早速質問に入ります。今回は一問

一答形式ですので、少々細かい質問になろうか

と思いますので、御容赦願います。 

 さて、まずは食品表示アドバイス事業につい

てお伺いいたします。 

 現在、この事業の見直しの検討がなされてい

ると伺っておりますが、製造業者の皆様の中に

は、その事業見直しに不安を感じておられる方

がいるようであります。これから関西戦略が本
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格化し、新商品を開発するなどの販売戦略を考

えておられる事業者に対しては、その不安感を

取り除くことが第一と考え、この問題を取り上

げることといたしました。 

 製造業者が危惧しているその主な不安点は、

新商品を開発するときの、食品表示についての

県側のサポート体制であります。具体的には、

食品のラベル表示内容の確認を行おうとした場

合、過去にあったように、県庁内の担当部署間

でたらい回し状態になってしまうのではないか

と危惧しているようであります。 

 そこで、今後この事業はどのような見直しが

なされるのか、産業振興推進部長にお伺いいた

します。 

○産業振興推進部長（沖本健二君） 食品表示の

支援につきましては、ワンストップサービスと

いたしますため、これまで高知県食品産業協議

会に委託をいたしまして、事業者からの相談を

一括して受け付け、所管する部署に一斉照会を

して、その回答内容を事業者に返信するという

仕組みを取っておりました。 

 来年度からは、県のデジタル化の取組に合わ

せてオンラインによる電子申請サービスに変更

いたしまして、担当となる部署に直接照会する

仕組みに変更したものでございます。これによ

りまして、相談への迅速な対応が可能となりま

すこと、あるいは双方向、インタラクティブな

やり取りが可能となるということなどを考えま

すと、事業者にとっても利便性の向上につなが

るものと考えております。 

○11番（下村勝幸君） 今御説明いただいたよう

な見直しがなされた場合、製造業者の皆さんが

不安を感じるような事態に至ることはないのか、

産業振興推進部長にお伺いいたします。 

○産業振興推進部長（沖本健二君） 今回の変更

点は、相談の受付方法をオンライン申請に変更

するというものでありまして、相談に対してしっ

かりと回答、相談を受けるということにつきま

しては、その姿勢に何ら変更はございません。 

 変更となる受付方法については、今月下旬に

事業者向けの説明会を開催しますとともに、県

のホームページでも周知をいたします。その上

でなお不明な点がある場合には、県に直接お問

合せをいただけたらというふうに思っておりま

す。 

 また、従来から実施しております事業者向け

の食品表示に関する研修に加え、新たに専門家

による個別相談会なども実施をして、さらにサー

ビスを向上させようと考えております。そうは

いいましても、導入時におきましては事業者の

不安も一定想定はされますことから、しっかり

と対応させていただく所存であります。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。

今御説明いただいたとおり、今回オンラインと

いうことで、デジタルに慣れていない事業者の

皆さんが、そこら辺がきちんとしたサポートが

受けられるのかという部分がやはり一番心配な

部分じゃないかなというふうにも思いますので、

ぜひやる気になっている事業者の皆さんが途中

でくじけてしまうことがないような、そういっ

た支援体制をお願いしたいと思います。 

 次は、総合評価方式についてお伺いいたしま

す。 

 令和４年10月25日に公正取引委員会が県内地

質調査業界に独占禁止法違反の疑いで立入調査

を実施したことを契機に、同年11月、談合防止

対策や入札制度について検討するため、高知県

談合防止対策検討委員会を設置いたしました。

この委員会はこれまでに６回開催され、この２

月１日に検討結果が知事に報告されたところで

あります。 

 この報告書では、今後取り組むべき談合防止

対策として、委託業務における総合評価方式の

導入や、予定価格の事後公表の拡大、コンプラ
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イアンス基本方針の策定などの入札制度の見直

し案が提案をされております。これを受け、本

年４月より委託業務における総合評価方式の導

入を決定し、業界団体に通知いたしましたが、

その制度内容につきまして、事業者から様々な

疑問や不安な声が漏れ聞こえてまいりました。 

 今議会におきまして、上田議員からも総合評

価方式の入札制度について同様の御質問をされ

ておりましたが、私のほうからも、もう少し具

体的に質問させていただきたいと思います。 

 まず、総合評価方式を導入する対象業務とし

て、地質調査業務は500万円以上、コンサルタン

ト業務や測量業務は1,500万円以上としておりま

すが、これはどのような狙いでこの価格設定と

なったのか、土木部長にお伺いいたします。 

○土木部長（荻野宏之君） 談合防止対策検討委

員会におきまして、委託業務に総合評価方式を

導入し、順次拡大していくべきとの意見を受け

て、将来的には入札件数の約半数への導入を目

標としたところであります。このことによりま

して、今回談合に認定されました地質調査業務

は、目標とした約半数の入札件数となる500万円

以上について、総合評価方式の対象としたとこ

ろでございます。 

 一方、土木関係コンサルタント業務と測量業

務につきましては、入札・契約に係る業務量の

急増が見込まれるため、約20％の入札件数とな

る1,500万円以上に絞って運用をスタートさせる

ことにいたしました。業務量を軽減するため、

現在土木行政総合情報システムを改修しており、

令和７年度以降、順次総合評価方式の対象業務

も拡大してまいります。 

○11番（下村勝幸君） 次に、指名競争入札では

落札価格のみで落札者が決定されますが、近年

受注者側の積算能力も向上し、比較的安易に予

定価格や最低制限価格が推測できると聞いてお

ります。このため、受注を目指す事業者が最低

制限価格で応札し、複数社の事業者による、く

じ引での決定というパターンが相次ぐ事態と

なっているそうであります。 

 そこで、今回導入される総合評価方式ですが、

価格のほかに業務成績や技術者資格などが加味

されるため、くじ引という事態は回避されるか

もしれませんが、評価の高い業者の独り勝ちや、

技術者の少ない業者などは受注機会が減少する

など、不安な声も聞こえてまいります。 

 今回導入しようとしている総合評価方式では、

こうした不安の声が払拭できるような制度設計

になっているのか、土木部長にお伺いいたしま

す。 

○土木部長（荻野宏之君） 総合評価方式による

一般競争入札におきましては、特定の事業者に

受注が集中することのないよう、受注実績や技

術者資格などの一般的な評価に加えまして、地

域性や安全性、事業規模を考慮した評価として

おります。具体的には、営業所の所在地や災害

に備える地域貢献度、技術者の県内在住状況な

どを評価の対象とします。 

 加えまして、技術者の手持ち業務が多い事業

者につきましては評価を低くし、一部の事業者

に受注が偏ることを防ぐ仕組みとすることで、

小規模事業者の受注機会の確保にも配慮してい

るところでございます。 

○11番（下村勝幸君） また、受注者側からは、

具体的な評価方法などの詳しい説明があまりな

いため、４月１日からの導入に不安の声があり

ます。 

 今後、業界団体の声を制度改正に反映させる

可能性があるのか、土木部長にお伺いいたしま

す。 

○土木部長（荻野宏之君） 本年２月１日に談合

防止対策検討委員会の委員長から知事に対しま

して改善策の報告があった翌週には、関係団体

に対しまして、来年度からの総合評価方式の導
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入など、報告書の概要を説明したところであり

ます。また、日を改めまして、総合評価項目の

狙いや具体的な評価手順について詳しく説明し、

質問や意見をお聞きするなどの協議を進めてお

ります。 

 本年４月からの制度の導入ということで不安

な声もあるかと思いますけれども、今後におい

ても、団体との連携を密にし、細やかな協議を

行いながら、制度の検証や改善を進めてまいり

ます。 

○11番（下村勝幸君） 当然ながら、談合防止に

は本当に徹底的に取り組まねばならないと思い

ます。公平性を保ちながらも、事業者の皆様が

希望を持って経営が続けられる道をぜひ模索し

ていただきたいと思います。今後もどうぞよろ

しくお願いします。 

 次は、南海トラフ地震対策についてお伺いい

たします。 

 今回の能登半島地震でお亡くなりになられま

した皆様の御冥福をお祈りいたしますとともに、

被災されました多くの皆様にお見舞いを申し上

げます。皆様ができるだけ早く復興されますこ

とを心からお祈りいたします。 

 さて、今回の能登半島地震を見て感じたこと

は、地盤の状態によって被害の差が極端に現れ

ているということであります。特に、液状化に

よる建物被害が顕著に現れていると感じました。

例えば、内灘町などでは３階建てのビルが、外

壁や大きな窓ガラス等が外見上ほとんど壊れる

ことなく、そのままの状態で１階部分が完全に

地面に沈み込んでいる姿を見ました。この例な

どは、建築物が建っている地盤強さによる影響

を如実に表した結果だと感じました。 

 石川県では、液状化の発生予測を確認するこ

とができるホームページを用意し県民の皆様に

情報提供を行う仕組みがあります。我が高知県

でも同様に、ホームページ上で県内全域の液状

化の発生予測が確認できるようになっておりま

す。 

 そこで、今回の能登半島地震を教訓とするな

らば、液状化により避難路の沈下等が起こるな

ど、これまでの予想以上に避難が難しくなる場

合が考えられると思います。液状化の発生する

可能性予測がなされている地域におきましては、

市町村が住宅の耐震化の啓発に合わせ、その居

住地域がどのような地域なのかを住民の皆様に

お知らせすることが、命をつなぐという視点で

考えるならば、より効果的だと考えますが、土

木部長の御所見をお伺いいたします。 

○土木部長（荻野宏之君） 県民の皆様に自分の

居住地域がどのような地域であるのか、あらか

じめ知っていただくことは、災害への備えとし

て効果的と考えております。現在、市町村では

住宅の耐震化を啓発するため戸別訪問を実施し

ております。県としましては、このような機会

を利用しまして、液状化の発生の可能性がある

地域にお住まいの方に対して、その地域の災害

の危険性についても周知していただくよう、市

町村担当者会を通じて働きかけてまいります。 

○11番（下村勝幸君） 本当に今回の能登半島地

震を教訓とするならば、現在の居住地がどの程

度地震に耐え得るのかをあらかじめ知っておく

ことが、先ほども申しましたように、命をつな

ぐ上でいかに大切かということを思いました。

だからこそ、居住者の皆様が耐震診断を受け、

耐震工事へと進んでいくような動機づけになれ

ばとも考えます。今後も、県内の耐震化率が上

がるように、ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 また、私たちの住む地域でも能登と同じよう

に寸断、孤立する集落が多数発生する可能性が

明らかになったと思います。今議会におきまし

ても、知事からの提案説明で、より住民に近い

場所への備蓄支援の表明もございました。また、
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多くの議員からも指摘されていたように、今後

はそれぞれの集落単位での食料備蓄の必要性が

改めて明確になったと思います。 

 そこで、今後どのように高知県内における食

料の地域備蓄を進めていくのか、危機管理部長

の御所見をお伺いいたします。 

○危機管理部長（中岡誠二君） 南海トラフ地震

が発生した場合の備蓄物資につきましては、基

本的に、国から４日目以降にプッシュ型で支援

されるということになってございます。このた

め、それまでの３日間につきましては、自助と

しての個人備蓄について最低３日間、可能な限

り１週間ということで、啓発をお願いしてござ

います。加えて、一定の量を市町村が公的備蓄

として持っておく、県も一定それを補完する形

で備蓄をするということにしてございます。 

 お話がありました公的備蓄につきましては、

プッシュ型もそうでございますが、発災後、道

路の寸断や輸送車両が確保できないということ

が想定されますので、できるだけ住民に近い場

所に公的備蓄、水や食料などを備蓄しておくと

いうことが望ましいというふうに考えておりま

して、能登の地震より前から、市町村のほうに

備蓄をしていただくということで取組を進めて

ございます。 

 県有施設に保管してございます県の備蓄物資

について、現在17市町村で既に市町村の備蓄倉

庫などに分散の備蓄が完了してございます。そ

れ以外の市町村におきましても、若干保管場所

が狭いとかというような課題はございますけれ

ども、今回の能登半島地震も踏まえまして、再

度分散備蓄を呼びかけていくということにして

ございます。加えまして、市町村の備蓄物資に

つきましても、それぞれの避難場所であります

とか避難所の近くに備蓄が進むように、引き続

き備蓄倉庫の整備などについて促していきたい

と考えています。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。

ちなみに、私の住む黒潮町では以前から、全地

域ではありませんが、例えば避難タワーの上に

個人の備蓄ボックスを用意するなど、それぞれ

の家庭で必要と思われる備蓄品をあらかじめ備

えておくような取組も行っております。今後は、

このように地域備蓄の在り方を市町村と十分に

協議を行って、本当に実効性のある取組をお願

いしたいと思います。 

 次に、多文化共生社会の実現についてお伺い

いたします。 

 今年の１月、県東部の監理団体の監査に同行

させていただいたときに、外国人を受け入れて

いる農家さんより、外国人の農業実習生の健康

診断を病院で受け入れてもらうことに大変苦労

しているというお話を聞きました。そこで、ほ

かの地域、別の団体にも確認してみたのですが、

どこも同じような状況になっていることが分か

りました。また、今述べた病院以外でも、郵便

局や銀行関係、各市町村窓口業務等にも非常に

不都合や不満を、外国人の皆さんだけではなく、

そのサポートに関わった多くの日本人も同様に

感じていることが分かりました。 

 そこで、まず県内にこうした実態のあること

を認識できているのか、文化生活スポーツ部長

にお伺いいたします。 

○文化生活スポーツ部長（岡村昭一君） 今回改

めての確認もいたしまして、例えば議員のお話

にありました病院の関係では、県内在住の外国

人の方が病院で受診される際に、診察内容など

にかかわらず日本人の付添いを求められたとい

う事例がありましたほか、そのほかの場面にお

きましても、行政の窓口での手続などの際に日

本語が分からなくて困ったという事例など、外

国人の皆様が御苦労されている事例が県内にも

少なからずあると認識をしております。 

○11番（下村勝幸君） 今議会での知事の提案説
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明や担当部長からの答弁にもありましたように、

今以上に外国人から選ばれる高知県にならなけ

ればなりません。他県でも積極的に多文化共生

を目指して取組を進める自治体が多数ある中に

おいて、今の高知県の状況を私は非常に心配し

ております。 

 これはあくまでも私の想像になりますが、１

つには、今部長の答弁にもありましたように、

日本語のコミュニケーションに不安があるとか、

対応が分からないので後回しにされるなど、言

語や習慣の違いなどに慣れていないことが、も

しかすると心の中での敬遠につながっているの

ではないかと想像しております。 

 そこで御質問いたします。外国人をさらに積

極的に迎え入れようとしている高知県としては、

憂慮すべき状態であると考えますが、この状況

をどう見ておられるのか、文化生活スポーツ部

長にお伺いいたします。 

○文化生活スポーツ部長（岡村昭一君） 本県で

暮らす外国人の方々は、この５年間で約1,300人

増加し、国籍も多様化しておりますが、他方こ

れまで日常の生活の場面でも仕事の上でも、外

国人の方々と接する機会がなかった多くの県民

の皆様にとりましては、お話もありましたよう

に、言語や文化、習慣の異なる外国人の方々と

のコミュニケーションに不安や戸惑いを感じ、

心理的な距離を縮めることが難しいといった状

況にあるのではないかと捉えております。 

 本県が目指しております、在住外国人と県民

がお互いの文化的背景を理解し尊重し合いなが

ら、共に地域を担う一員として活躍できる共生

社会の実現に向けましては、外国人の方々が地

域で安心して暮らせる環境を整え、満足度を高

めていくことが必要であり、こうした心理的な

距離を縮めていかなければならない、そういっ

た状況にあるものと受け止めております。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございました。 

 他県では、やさしい日本語の積極活用であっ

たり、条例制定など積極的な対応を取っている

動きも見られますが、高知県としてこの状況を

どう改善していかれるのか、文化生活スポーツ

部長にお伺いいたします。 

○文化生活スポーツ部長（岡村昭一君） まずは、

県民の皆様に対しまして、外国人の方とコミュ

ニケーションを図る場面におきましては、議員

のお話にもありました、相手に配慮した分かり

やすい言葉、やさしい日本語を使って伝えるこ

とが大変有効であることの普及啓発を進めてま

いります。 

 この、やさしい日本語につきましては、例え

ば仮に、当該様式の該当欄に署名願いますといっ

た言葉であれば、この紙のここに名前を書いて

くださいなどと言い換え、さらに会話の場合は、

ゆっくりと最後まではっきりと話せば、理解で

きる外国人の方は大幅に増加いたします。簡単

な日本語であれば理解できる外国人の方は多い

ことを認識され、コミュニケーション上の不安

を払拭していただくとともに、何よりも理解し

合おうという意識を持っていただくことで、心

理的な距離を縮めていただけるよう取り組んで

まいります。 

 さらに、病院での治療に関する説明や、自治

体での保険や税金に関する説明など、複雑な内

容を伝える場合の対応といたしまして、例えば

翻訳アプリなど効果的なツールの活用ができな

いかといったことも研究してまいりたいと考え

ております。 

 また、外国人の皆様にも、必要な日本語能力

を身につけていただけるよう、地域日本語教室

の拡充に加え、新たに来年度から時間や場所に

とらわれず学ぶことができるｅ－ラーニングの

活用を開始いたしますなど、日本語学習の機会

の充実も図ってまいります。 

 多文化共生社会の実現に向けまして、国際交
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流協会や市町村、県庁内の関係部局ともしっか

りと連携し、こうした取組を進め、そもそも世

話好きで温かい人柄が特徴とも言われておりま

す本県の県民の皆様が、外国人の方々にも、そ

の本来の姿で接していただけるよう取り組んで

まいります。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。

文化生活スポーツ部長から本当に前向きな御答

弁をいただけたと思います。今回、私自身、初

めて外国人の皆さんが置かれた高知県での状態

を知りました。今は外国人材受入れの過渡期で

あって、私は高知県の皆さんが、外国人の皆さ

んとの接し方に戸惑っておられるだけだと感じ

ております。どうかその現場を再度確認してい

ただき、文字どおり高知家の一員として迎え入

れられるような取組をぜひよろしくお願いした

いと思います。 

 それでは、最後に教育についてお伺いいたし

ます。 

 この３月１日に卒業したばかりの地元の４名

の高校生から、高知県の教育を憂いているとい

う意見をいただきました。彼女たちの意見は非

常に核心をついた重要な提言で、見事に問題の

本質を言い当て、しかも未来の高校生たちに自

分たちと同じような思いをしてもらいたくない

という非常にせっぱ詰まった熱い思いを感じま

したので、ここでぜひ皆様にも御認識いただき

たいと思い、取り上げました。 

 さて、その主な訴えの基になっているのは探

究学習についてであります。探究学習は御存じ

のように、現在では小学校や中学校でも総合的

な学習の時間の中で取り組まれており、私は将

来において、人としての人間力を養い、将来の

生きる力を身につけるための非常に重要な学習

機会であると認識をしております。その探究学

習における高知県の現状が、非常にまずい状況

であるという提言でありました。 

 彼女たちが語ったありのままの言葉で申し上

げますので、少々お耳の痛い部分はあろうかと

思いますが、高校での３年間、彼女たちが感じ

続けた言葉としてお受け取りいただければと思

います。約１時間半の聞き取りをいたしました

が、ここでは大きく３点のみ要約して御紹介い

たします。 

 まず１つ目は、彼女たちの言葉をそのまま使

うとするならば、探究学習に携わる先生方の無

関心という問題です。ほぼ生徒に任せきりで、

生徒がやろうがやるまいが、我関せずという先

生が多数おられたそうです。もちろん真剣に頑

張っておられた先生もおられたと思いますが、

彼女たちの目にはこのように映っていたようで

あります。 

 ２つ目は、探究とは名ばかりで、先生方が最

後までのストーリーを自ら作りそこに生徒を誘

導していくということが多々あったそうであり

ます。このことは教育活動全体にも言えること

であり、生徒会活動等においても、生徒が新し

い提案を行っても先生方の意に沿わない場合は

全て却下され、仕事を増やさないでと言われた

こともあったそうです。これなどはもちろん先

生方の諸事情もあったと思いますが、もう少し

彼女たちに対し頭ごなしではなく、納得のいく

説明ができたのではないかと思いました。 

 そして、３つ目が特に重要だと思ったのです

が、総合的な学習の時間で行う探究学習が、た

だの調べ学習になっているのではないかという

指摘です。彼女には小学生の兄弟がおり、授業

参観に行き、総合的な学習の時間の授業を参観

したそうです。家に帰った後でその兄弟に、な

ぜそれを調査したのか、どういう目的を持って

調べたのかを聞いてみたところ、その問いに対

する答えが全くなかったそうであります。 

 ここからは私の想像ですが、調査自体が目的

化し、そもそもの何のためにという部分が完全
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に欠落しているように感じました。言い換える

なら、なぜそれを調査するのかという、探究学

習の一番重要な部分が完全に抜け落ちてしまっ

ているのではないかと感じたところです。 

 そこで、教育長に御質問いたします。こういっ

た探究学習における、県立高校に限らず、県内

の小中学校での実態について、県教委では十分

に認識できているのか、教育長にお伺いいたし

ます。 

○教育長（長岡幹泰君） 県教育委員会では、こ

れからの社会に必要な、課題を発見し、解決し

ていく力の育成の観点から、総合的な学習の時

間における探究の過程を踏まえた授業づくりを

推進するため、教員研修や授業公開等を行って

きたところであります。結果、各学校の取組も

徐々に進んできてはおりますが、まだ児童生徒

に目的意識を十分持たせられないまま、調べて

まとめることを目的化している授業も少なから

ず見受けられる状況であります。 

 こうしたことからも、探究の過程を踏まえた

授業の具体が全ての学校や教員に理解されてい

るとは言えず、総合的な学習の時間の趣旨や指

導についてのさらなる徹底が必要であると捉え

ております。 

○11番（下村勝幸君） また、彼女はこんなふう

にも申しました。先生方も小学校からの調べ学

習を探究学習と勘違いしてしまい探究学習イ

コール調べ学習になっているのではないか、も

しこの状態のままで中学校、高校へと続いてい

くのであれば、当初の目的であったはずの生き

る力を育むのではなく、真実を見極めることも

しない、世界にあふれるインターネット内のデー

タの紹介で終わってしまうという指摘でありま

した。 

 私はこの言葉に、はっといたしました。これ

こそが問題の核心であろうと思います。私は、

彼女らからの今回の提言は、探究学習に携わる

教師側の問題が大きいのではないかと強く感じ

ました。大変失礼ながら、先生方が探究学習の

意義や目的、授業の進め方などを十分に理解す

ることなく授業が始まっているのではないかと

大変心配しているところです。 

 そこで、教育長にお伺いいたします。私はこ

うした事態を打開するためには、早急に探究学

習における教師側への教育改善を行う必要があ

ると思います。例えば、探究学習における外部

からの専門講師の招聘や探究学習専門の指導主

事の派遣など、県下全域における探究学習の在

り方についての県教委側からの徹底的なトップ

ダウンの指導が必要だと感じますが、教育長の

御所見をお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 先ほども述べさせてい

ただきましたが、探究的な学びが、まだ求める

本来の姿になり切っていない状況にございます。 

 このため、今後まずは学校の責任者である管

理職を対象に研修を行い、探究的な学びの意義

や学習の在り方、学びの質を高める具体的なポ

イント等について理解を深めさせてまいります。

そして、管理職のリードの下、その内容を全て

の教員が組織的に学び、理解するよう進めてい

きたいと考えております。加えまして、議員の

お話にもありましたように、専門的な知識を持っ

た外部人材や指導主事を派遣するなど、各校の

取組を支援してまいります。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。

本当に前向きな答弁だったと思います。やはり

学校によってレベルが相当まちまちであったり、

先生方によってもレベルがやはり違うと、どう

しても先生方の異動がある場合に、今までここ

まで積み上げてきたものが突然変わってしまう

とか、やっぱり現場の声もありましたので、ぜ

ひよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、今取り上げました探究学習以外に

も、さきの高校生たちとの聞き取りの中で、学
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校運営に対する問題点が幾つか見えてまいりま

した。私は、こうした学校運営に対する問題点

の解消の場の一つが、学校運営協議会であると

認識をしております。私は大方高校の前身であ

る大方商業高校が改編されるときの学校運営協

議会メンバーであり、これは全国で初めて高校

に学校運営協議会が導入されたときの委員の一

人でもありました。 

 当時、地域と学校とＰＴＡが大方高校を何と

かすばらしい学校へと再生させるために、全て

の関係者が非常に熱い思いを持って学校運営に

対し、自分事として取り組んできたことを昨日

のように思い出します。そうした当時の私の経

験に比べて、今の学校運営の実態が地域の思い

を酌んだものになっているのか、言い換えるな

ら、学校運営協議会がきちんと機能しているの

かということに非常に疑問を持ちました。 

 そこで、今述べたように、本来目的としてい

たような学校運営協議会としての実態について

どう捉えておられるのか、教育長にお伺いいた

します。 

○教育長（長岡幹泰君） 現在、県立高校では、

全体の約８割に当たる26校に学校運営協議会が

設置されております。このうち、中山間地域の

学校などでは保護者や地域住民の方々が協議会

に積極的に参加し、学校の魅力化等について活

発な議論を重ねているところも多くございます。 

 しかしながら、学校によっては本来目的とす

る学校運営に関する協議について十分にはでき

ていないところもあると認識をしております。

その要因の一つに、長年の取組によるマンネリ

化があると考えます。また、ここ数年で設置さ

れました学校運営協議会も多く、そうした場合

には、協議会の意義や活用方法などについての

理解が十分に進んでいないといったことが要因

として考えられると思います。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。

本当に、今回高校生からの提言を受けたとき私

が思ったのが、もしかすると私のところにこの

提言が上がってくる前に、学校運営協議会がき

ちんと子供たちの声まで吸い上げるような仕組

みができていれば、その段階である一定のこと

は解決できたんじゃないかと、そういった思い

で、今の学校運営協議会の問題についてお聞き

してみたいというふうに思ったところです。ど

うか現場の声が、その地域と一体となって解決

されていくような、そんな方向の部分も、今後

またいろいろと見直していただければというふ

うに思います。 

 それから、これまで述べてきたような学校運

営協議会の実態がある中では、中山間地域再興

ビジョンでうたわれているような、地元中学校

からの進学率50％の目標達成は、かなりハード

ルが高いようにも思われます。そこで、この目

標をいかに達成させるのか、教育長にお伺いい

たします。 

○教育長（長岡幹泰君） 中山間地域の高等学校

における地元中学校からの平均進学率50％の目

標は、本年度31.3％という状況から見ても多少

高いハードルであるとも考えております。しか

し、高等学校の活性化、そして中山間地域の振

興の観点からも、この目標を達成させていくこ

とは大変重要なことであると考えております。 

 そのため、まずは高等学校の授業や教育活動

を、より質の高い魅力あるものとすること、そ

してまた学校運営協議会の活性化を図り、学校

経営の質を高めることが必要であると考えてお

り、大学等の専門家や地域の方々の御協力もい

ただきながら、地域全体で取り組む体制を構築

してまいります。さらに、その支援としまして、

地域資源を生かした探究活動を行うための予算

措置や、高校魅力化コーディネーターの配置を

行うこととしております。こうした取組を通じ

まして、地元中学校からの進学率の向上に向け
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て全力で取り組んでまいります。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。

やはり中学校から、あの学校にぜひ行ってみた

いというふうに思わせるためには、やはりその

地域で、そこの地域に住まわれる皆さんが、こ

の子を絶対地元の高校に行かせるために、中学

校でもいい連携を取ってやっているという、そ

ういう形ができていないと、なかなかこの50％

の進学率達成ということは難しいというふうに

思いましたので、あえてこういう質問をさせて

もらいました。 

 それから、高校を地域に残していくという考

え方は、私は非常に重要であると考えておりま

す。特に、私の住む幡多エリアは様々なタイプ

の学校が存在しており、幡多エリアという面で

考えた場合、生徒自身が多様な学びが可能な地

域であると考えます。 

 以上を踏まえると、例えば学校のある地域を

エリア単位、いわゆる面として捉え、それぞれ

の学校特性の充実を図りながら、高校の地域存

続を目指すことが得策と考えますが、教育長の

御所見をお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 中学生が高校進学を考

える上で、通学可能な範囲の中で様々な課程や

学科などから行きたい学校を選択できるように

することは大切なことと考えております。その

意味で、議員のお話にございました、エリア単

位で高校の在り方を考えていくことは重要なこ

とと考えます。 

 そして、県内でも例えば幡多地域では全日制、

定時制、普通科、専門科、総合学科などを持つ

学校を設置しておりまして、多様な学びが可能

な状況にあると考えております。子供たちにそ

のエリア内の学校に進学してもらうためには、

一つ一つの学校がそれぞれの課程や学科におけ

る学習内容や活動をさらに磨き、魅力的なもの

とし、また地域と連携した取組の充実などによ

りまして、その学校でしかできない学びの特色

化を図り、選ばれる学校となっていくことが必

要であると考えております。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございます。

ぜひその地域に、その地域で生まれて育って、

勉強を続けていきたいというふうに思ったとき、

そのエリア単位で、今教育長言われたように、

その子供たちの選択肢の中に入っていけるよう

な、それぞれの特性を生かしながら、いい形で

の運営をお願いしたいと思います。 

 さて、今回こうやって勇気を出して私に様々

な提言をしてくれた４名の高校生に心から私は

拍手を送りたいと思います。彼女たちは、今全

員が新たな自分たちの目標に向かって進学をさ

れるというお話を伺いました。心から彼女たち

の飛躍を願いたいと思います。 

 さて、この２月10日から17日まで、彼女たち

のような非常に前向きな若人がにっぽん丸に乗

船し高知新港へ入港いたしました。それは内閣

府主催の世界青年の船事業であり、高知県の西

から東、さらには南から北までの５市６町を舞

台に様々な事業が繰り広げられました。世界14

か国から集まった約230名弱の青年が、約１週間

にわたって県内各地を訪問し、県内各地が抱え

る様々な地域課題の解決に向けて、いろいろな

角度からのアイデア出しや提言を行ってくれま

した。非常にすばらしい取組で、日本の若き未

来のリーダーたちが、世界のリーダーたちに決

して臆することなく、むしろ対等以上のリーダー

シップを発揮してくれている姿に大変感銘を受

けました。 

 また、この世界青年の船事業から強く感じた

のは、これからの高知県に最も必要なのは、今

回の活躍に見えたように、県内全域に男女を問

わず未来を託すことのできる多くの青少年のグ

ローカルリーダーを育成することだと確信いた

しました。 
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 知事もグローバルという言葉をキーワードと

しておりますが、このグローバルな世界に立ち

向かうためには、世界の動きに常にアンテナを

張り巡らせ、国際感覚が鋭く研ぎ澄まされた青

少年を県内全域にできるだけたくさん育てねば

ならないと考えますが、県としてこれにどう取

り組んでいかれるのか、教育長にお伺いいたし

ます。 

○教育長（長岡幹泰君） 様々な国の青少年と交

流し、自分の国だけでなく異文化に触れ理解し

ていくことは、ボーダーレスなグローバル社会

で生きていく子供たちにとって必要なことと思っ

ております。このため、次期教育大綱及び教育

振興基本計画におきましても、グローバル社会

で活躍する人材の育成を政策の一つに掲げ、県

を挙げて取り組むこととしております。 

 その手だてとして、海外派遣プログラムによ

る研修や外国の生徒さんとのオンライン交流な

ど、生徒が多様な国の人々や価値観に触れる機

会を多くつくっていくこととしております。そ

して、今御紹介いただきました、日本青年国際

交流機構が主催します行事には、本県の中高生

や若い方々が多く参加をして、世界の若者と議

論しながら活動や学習を行い、その中で視野を

広げ、また志を形づくっていると認識をしてお

ります。こうした国際交流を進める関係団体と

の連携も積極的に行っていきたいと考えており

ます。 

○11番（下村勝幸君） ありがとうございました。

本当に教育長から前向きな答弁だったと思いま

す。今後もすばらしい青少年の育成に向けて頑

張っていただきたいと思います。 

 今議会の質問に当たりまして、４人の高校生

とかなり突っ込んだ議論をいたしました。若者

の政治離れが言われる昨今ですが、いやいやそ

んなことはないと、こうして真剣に考え頑張っ

てくれている若者がいるということが分かり、

私は本当にうれしく思いました。知事が言われ

たように、私からも、将来はぜひ高知県、また

この町に帰ってきて一緒に頑張りましょうとお

願いをしたところであります。 

 今年度をもって退職される県職員の皆様、ま

た幹部職員の皆様、本当に御苦労さまでした。

また、いろいろと勉強させていただきありがと

うございました。県庁を退職した後も様々な場

面での御活躍をお祈りしております。 

 以上をもって、私の一切の質問を終わります。

ありがとうございました。（拍手） 

○副議長（今城誠司君） 以上をもって、下村勝

幸議員の質問は終わりました。 

 ここで午後３時まで休憩といたします。 

   午後２時34分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後３時再開 

○議長（弘田兼一君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 横山文人議員の持ち時間は40分です。 

 14番横山文人議員。 

○14番（横山文人君） 自由民主党の横山文人で

す。議長のお許しをいただきましたので、質問

に入ります。６会派、25名の皆さんが登壇する

一般質問も、私と土居県議を残してあと２名と

なりました。どうか最終最後まで知事、執行部

の皆様にはよろしくお願いいたします。 

 まず冒頭に、元日に発生しました能登半島地

震でお亡くなりになられた皆様に謹んで哀悼の

誠をささげますとともに、被災された方々にお

見舞いを申し上げ、一日も早い復旧・復興をお

祈りいたします。 

 こうした自然災害は、必ず発生する南海トラ



 令和６年３月８日 

－400－ 

 

フ地震と向き合わなければならない本県にとっ

ても対岸の火事ではなく、今議会でも多くの議

員から質問があるように、自分事として捉えて

いかなければなりません。 

 そこで、能登半島地震の教訓を踏まえた防災

対策について順次お聞きいたします。 

 このたびの能登半島地震では道路啓開が大き

な課題となりました。これまでの震災に比べ、

能登半島地震での道路啓開が困難を極めた理由

は、２月９日付の日経クロステック記事に以下

のようにまとめられており、妥当な分析と考え

ます。 

 まず元日の発生であったこと、山地の多い地

形で２車線区間が多く脆弱な道路構造であった

こと、また東日本大震災は津波被害だったので

瓦礫を撤去すれば啓開できたが、今回は直下型

地震で道路本体が大きな被害を受けたこと、半

島部という地形から現地に入るルートが限られ

ていたこと、奥能登には直轄管理区間がなく県

管理の補助国道と市町村道のみだったこと、そ

して北陸地方整備局も石川県も道路啓開計画を

策定していなかったことが挙げられております。

この道路啓開計画の未策定により、電力や通信、

水道施設を復旧したくても入っていけず、道路

啓開の遅れが復旧の遅れにつながったと指摘さ

れております。 

 昨年４月に総務省行政評価局が災害時の道路

啓開に関する実態調査を公表し、その結果に基

づいた勧告を一言でまとめると、首都直下地震

や南海トラフ地震が想定される関東・中部・四

国地方整備局とその管内の県では道路啓開計画

を策定して訓練も行っているが、それ以外の地

域、特に北陸整備局では未策定なので、しっか

り対応せよという内容でありました。 

 既に計画を策定している本県は、さきに述べ

ました総務省実態調査の報告書において、高知

県が南海トラフ地震を想定した道路啓開計画を

策定し、地元企業と連携し訓練も行っているこ

とが紹介されており、防災先進県として県民の

安心と安全を守る活動を進められてきたことに

深く敬意を表します。 

 他方で、道路啓開計画は一度策定すれば終わ

りというものではなく、絶えず新しい知見と経

験を入れ、バージョンアップしていくことが重

要と考えるところであります。 

 そこで、このたびの能登半島地震から得た知

見を今後どのように本県の道路啓開計画へ生か

すのか、土木部長の御所見をお伺いします。 

○土木部長（荻野宏之君） 東日本大震災や平成

26年２月の大雪の際に、道路上の放置車両が啓

開時の支障となったため、これを契機として災

害対策基本法が改正され、道路管理者が自ら車

両等を移動できるようになりました。このよう

に、得られた知見や法改正に基づきまして、本

県の啓開手順も見直しを行ってきております。 

 このたびの能登半島地震では、発災直後、避

難等で所有者の所在が不明となった倒壊家屋の

撤去ができず、啓開作業の支障になったとお聞

きしております。このような課題に対しまして、

今後全国的な視点からの検討がなされると考え

られますが、本県といたしましても情報収集を

行いまして、これらを道路啓開計画に反映して

いきたいと考えてございます。 

○14番（横山文人君） 防災先進県としてこれま

で積み上げてきた経験を生かし、さらに実効的

かつ重層的なものとなるようお願いを申し上げ

ます。 

 また、今回の震災では、奥能登に直轄管理区

間がなく、県だけでは道路啓開にマンパワー不

足となるも、国が全面的に支援しました。しか

しながら、国は平時から当該補助国道を維持管

理しておらず、現場では苦労したとのことであ

ります。 

 本県におきまして、直轄国道沿線に市町村役
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場がない自治体も存在し、津野町や梼原町など

の山間部、土佐清水市や大月町などの半島部へ

のアクセス路は補助国道のみであります。 

 そこで、こういった地域では震災により道路

が大きく被災した際、国が積極的に道路啓開を

行うよう計画に盛り込むことを検討してはどう

か、土木部長にお聞きします。 

○土木部長（荻野宏之君） 高知県道路啓開計画

では、直轄国道は国が、その他の道路は県がそ

れぞれ啓開作業を行うこととしております。こ

の啓開作業を行う建設事業者につきましては、

地元の事業者を中心にあらかじめ定めていると

ころでありますが、特に過疎化や高齢化が進む

中山間や半島地域では、事業者数や重機の不足

による作業の遅れが懸念されているところでご

ざいます。今回の地震では国が直轄国道以外の

道路啓開を担ったことも踏まえまして、こうし

た地域の啓開を早期に完了するための体制づく

りについて、今後国と協議をしてまいりたいと

考えております。 

○14番（横山文人君） 今後国との協議を検討す

るということで、ぜひとも前へ進めていただき

たいと思います。 

 一方で、道路啓開計画を策定しても、発災す

るまでのそれは机上の話でしかなく、啓開作業

に当たる地元建設業と、国、県との平時からの

コミュニケーションが取れていないと、いざと

いうときに十分機能しないのではないかと考え

ます。東日本大震災発生時の東北地方整備局長

で、くしの歯作戦を遂行し、後に国土交通事務

次官を務めた徳山日出男氏は、２年後に当時を

振り返り、備えたことしか役には立たなかった

と語っています。 

 そこで、道路啓開計画を機能させるために、

建設業協会をはじめ地元建設業とどのように連

携を図るのか、土木部長にお尋ねします。 

○土木部長（荻野宏之君） 道路啓開につきまし

ては、国や建設業協会と合同で支部単位の情報

伝達訓練を行うほか、対象支部を入れ替えなが

ら、実際に瓦礫撤去などの啓開作業を行う実動

訓練を通じまして連携を深めております。また、

訓練前には、建設事業者と計画や手順書の改正

点について再確認を行っております。 

 今後も引き続きこうした取組を継続するとと

もに、実動訓練の際には訓練対象の隣接支部へ

も声かけするなど、より多くの建設事業者の参

加を促す予定としております。このことで、建

設事業者間の連携を一層深めるとともに、訓練

機会の拡大を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

○14番（横山文人君） 承知しました。 

 この問いの意味するところは、大規模災害時

の道路啓開をはじめ、大雨豪雨災害でも真っ先

に復旧作業に当たるのは地元の建設業だという

ことであります。今年３月５日に開催された国

土交通省社会資本整備審議会道路分科会国土幹

線道路部会において、委員であり元土木学会長

の家田仁氏が能登半島地震の被災地を調査し、

社会インフラと国土政策の視座から見たポイン

トとして、地域の建設会社は災害時の対応やイ

ンフラメンテナンスを行う広域的な地域インフ

ラマネジメント産業として機能を有すると報告

しており、地元建設業の必要性、重要性を訴え

ております。 

 他方で、地元の建設業では近年担い手の確保

が課題となっており、非常時に人員や重機を出

動させるためには、日頃から地元で安定的かつ

持続的に経営できることが前提であります。こ

うした中で、現在土木部においては、来年度以

降の入札・契約制度の改定案が示されておりま

すが、建設産業の本旨である産業振興と防災・

減災に資するインフラ整備において、後者の部

分を平時から担保するためには、地元に根差す

建設業の育成・確保が必要不可欠であります。 
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 そこで、能登半島地震を受け、防災、復旧に

おける地元の建設業の意義をどう捉えたのか、

知事にお聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） 今回の能登半島地震にお

きましては、発災直後から地域の建設事業者の

方々が行政と一体となりまして、道路啓開、応

急復旧に懸命に取り組まれております。この社

会的役割の大きさを改めて認識いたしました。 

 本県におきましても防災・減災、国土強靱化

の取組を加速させまして、県民の皆さんが将来

にわたって希望を持って暮らし続けることがで

きる安全・安心な高知の基盤づくりに全力で取

り組みます。そのため、南海トラフ地震をはじ

めとする大規模災害に備えるに当たりましては、

地域の建設事業者の方々はなくてはならない存

在であると考えます。 

 今後とも建設事業者が各地域で持続的に発展

できますよう、例えば週休２日制モデル工事の

拡大ですとか、建設現場のデジタル化によりま

す働き方改革など、様々な取組を進めてまいり

ます。 

○14番（横山文人君） そうした中で、多くの地

元の建設業が地域防災の担い手、地域の守り手

として存続できるような、入札・契約制度をは

じめとする土木行政の在り方について土木部長

にお聞きします。 

○土木部長（荻野宏之君） 県では、地域の守り

手である建設事業者が土木施設の整備や維持、

災害への対応を継続的に行えるよう、地域性に

配慮した発注に努めてございます。具体的には、

工事の規模に応じまして、価格だけでなく企業

の評価や技術提案を考慮した総合評価方式によ

る入札を実施しております。また、技術力のほ

かに、地域での営業所の有無や、災害時の応急

対応等に備えた重機の保有といった地域への貢

献度も評価するなど、地域性、社会性に配慮し

た入札を行っております。今後も様々な御意見

をお伺いしながら、入札制度の検証、改善を行っ

てまいります。 

 あわせまして、各地域の実情を細やかに把握

し、発注規模にも意を用いることで、地域の守

り手である建設事業者が安定的に存続していけ

るような環境づくりに努めてまいりたいと考え

ております。 

○14番（横山文人君） 地元の建設業が地域の守

り手であるということが、自然災害のたびに実

感をするところであります。本県にとっては、

建設産業の活性化なくして安全・安心な高知な

しであります。平時からの御配慮をお願いいた

します。 

 また、今回の地震では、上下水道の復旧が大

きな課題となっています。国は令和６年度から

水道事業を国土交通省に移管することとしてお

りますが、この移管を見据えながら国土交通省

と厚生労働省が連携して職員を現地に派遣し、

地元自治体などの関係者と一丸となって上下水

道の一体的な復旧に取り組んでおります。 

 震災において水道の復旧は何よりも重要であ

り、これまで以上に水道施設の耐震化を加速化

させることが必要であります。また、発災時の

応急給水や応急復旧に向けた対策を抜本的に強

化し、各市町村において水道事業の継続に向け、

より実効性のある取組が求められます。 

 そこで、能登半島地震を受け、発災時の水道

の応急復旧対策等に今後どのように取り組むの

か、健康政策部長にお伺いします。 

○健康政策部長（家保英隆君） 被災により断水

が発生した場合、まず応急給水が必要となりま

すが、その備えとして、来年度全ての市町村に

おいて応急給水計画が整備される予定でござい

ます。あわせて、市町村では計画を作成する過

程で明らかとなりました給水車や資機材不足な

どの課題の解消に取り組んでおり、県では対策

の強化の加速化を図るべく、本年度から資機材
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整備、例えば給水車、組立て式の水槽、発電機

などの購入支援などの財政支援を実施しており

ます。 

 壊れた管路などの復旧対策では、県外からの

受援も想定した水道ＢＣＰの策定を支援してお

ります。こちらも来年度完成予定でございます。

今後は、発災後不足が見込まれる水道管や管路

をつなぐ継ぎ手などの応急復旧用資機材の整備

確保を図ることなど、水道ＢＣＰのバージョン

アップについて市町村と協議してまいります。 

○14番（横山文人君） 先ほど申し上げました国

土交通省による水道復旧支援では、浄水場に至

る道路啓開の調整で早期復旧につながった例も

あると聞いております。これは国と地元自治体

などの連携や役割分担、情報共有、復旧箇所の

優先順位づけなどが効果的に行われた事例であ

ると考えます。 

 本県におきましても、こうした能登半島地震

の復旧の動向をしっかりと注視し、日頃から国

や市町村などの関係機関と連携し、水道施設の

耐震化を加速化するとともに、先ほど御答弁い

ただきました水道ＢＣＰをより実効性のあるも

のへバージョンアップするなど、今後の南海ト

ラフ地震対策に生かしていただくよう要請いた

します。 

 また、能登半島地震では、石川県庁に数百人

規模の国はじめ自治体の応援職員が駐在して、

災害対策支援業務を行っているとのことであり

ます。くらし・生活再建チーム、公共インフラ

復旧・再構築チーム、地域産業再生チーム、広

域連携チームなど、その時点のニーズに合わせ

たチームを組織して対応しており、この手法は

大変有効で、今後の災害時にも適用されること

が想定されます。 

 一方、本県で大規模災害が発生した際、数百

名規模の応援職員が県庁内で支援業務を行うこ

とはできるのか。執務スペースをはじめ、国と

の通信環境などの面も確保しなくてはならない

と考えますが、そこで、そのような準備や検討

は行われているのか、危機管理部長にお聞きし

ます。 

○危機管理部長（中岡誠二君） 南海トラフ地震

が発生いたしますと、高知県災害対策本部が設

置をされます。それの運営を行う事務局体制、

それから保健医療調整本部、応急救助機関の受

援調整所、これ大体120名ぐらいを想定してござ

いますが、そうした事務局のスタッフにつきま

しては、現在県庁の３階の防災作戦室を、あと

危機管理部の執務室も改修して一体化をいたし

まして、スマートオフィス化するということを

来年度計画してございまして、その中で災害時

に効率的に活用できるようにする予定でござい

ます。 

 一方、お話のありました国や他県からの応援

職員などに活動していただくスペースにつきま

しては、現在のところ県庁正庁ホールや高知県

の自治会館、あと保健衛生総合庁舎を活用する

ということにしてございます。 

 また、災害時の通信につきましては、防災行

政無線、これは地上系と衛星系がございます。

加えて、衛星携帯電話というのを整備してござ

いますが、来年度には災害時にも強いブロード

バンド衛星通信設備への更新をするということ

を予定してございます。この通信につきまして

は定期的な訓練もやってございますので、私ど

もは災害時においても活用できるというふうに

考えておりますが、受援のほうにつきましては

計画とかマニュアルはございますが、これまで

こうした応援職員の受入れに関する訓練を実施

しておりません。このため、今後訓練を実施い

たしまして、今の計画どおりに運用ができるの

かどうかということを検証して、必要に応じて

マニュアルなどを見直しまして、実効性を確保

したいというふうに考えております。 
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○14番（横山文人君） よろしくお願いいたしま

す。 

 加えて、現在被災地では道路啓開や上下水道

の復旧作業などに多くの応援職員が当たってお

りますが、それらの方々の宿泊所の不足が課題

になっていると報道されております。 

 そこで、南海トラフ地震を想定し、東部の安

芸や、西部の中村、宿毛などの各拠点や地域地

域において、県外からの復旧作業員の宿泊所の

確保をどう想定しているのか、危機管理部長に

お聞きします。 

○危機管理部長（中岡誠二君） 今回の能登半島

地震におきましては、県の応援レベルでござい

ますけれども、被害の大きい輪島市などに、自

治体からの応援職員のみならずライフラインや

医療関係者などからも派遣してございますが、

宿泊所の不足という課題を伺っております。遠

方の宿泊施設、主に金沢のほうに宿泊をして、

能登とかというほうに向かうということ、それ

から輪島市なんかでは屋内運動場にテントを

張って寝袋を使用してやっているということを

聞いてございます。お話のありました復旧作業

に関わる民間作業員の方々も同じような状況で

ありまして、南海トラフ地震発生時にも同様の

状況が想定されますし、それ以上の状況という

ことは想定をしてございます。 

 応援職員の宿泊につきましては、基本的に遠

方の宿泊施設の自己手配とか車中泊とか屋内施

設の寝袋利用などを含めまして、原則応援する

側の自己完結型の支援をお願いしているという

ような状況でございますけれども、今後はそう

した際の参考となるようにしていただくために

も、できるだけ現場に近い場所で応援職員の宿

泊ができるように、市町村と共にそういう候補

地の検討をしたいと考えております。それでも

なかなか確保ができない場合も想定されますの

で、例えば四国の近隣県と協議をいたしまして、

四国４県でも課長会などがございますので、そ

こでの議題にといいますか、課題を提供いたし

まして、場合によっては愛媛とか香川から通え

るような体制を取りたいと考えております。 

○14番（横山文人君） 分かりました。非常時の

ことですので、なかなか難しい問題だと思いま

すが、一日も早い復旧に必要なマンパワーの確

保という意味で、研究を進めていただきたいと

いうふうに思います。 

 これらの震災対策を計画的に推し進めるため

には、予算の裏づけが重要であります。能登半

島地震のような地震災害が日本全国どこにでも

起こり得る可能性があると認識し、そこから得

た教訓を踏まえ、国土強靱化実施中期計画を令

和６年内に策定することが必要と考えます。そ

のためには多くの地域が能登半島地震の災害を

他山の石として教訓とし、声を上げることが大

事だと思います。また、本県においては震災だ

けでなく、平時から流域治水や河川、道路等の

整備促進により、大雨豪雨災害への備えも講じ

ていかなければなりません。 

 そうした中で、今回の震災を受け、国土強靱

化実施中期計画を年内に策定し、その中に予算

規模も盛り込むべきという機運が出てきており、

地方がそれを後押しすることが期待されており

ます。 

 そこで、国土強靱化実施中期計画の早期の策

定と、そのための予算確保を国に対して訴えて

いくべきと考えますが、知事の御所見をお聞き

いたします。 

○知事（濵田省司君） 南海トラフ地震対策のう

ち、特にハード面の対策におきましては多額の

費用が必要となります。このため、これまで全

国知事会などを通じまして、国に対して国土強

靱化に必要な予算、財源の確保を提言してまい

りました。 

 現在、令和３年度から７年度までの「防災・
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減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」

によりまして、必要な予算を別枠で確保し、ハー

ド整備など国土強靱化を着実に実施してまいっ

ております。しかしながら、まだまだ道半ばと

いうことでございまして、現在の５か年加速化

対策の終了後も、今回の能登半島地震を踏まえ

て、道路や河川、水道管路などインフラ整備の

さらなる加速が必要だと考えます。 

 このため、御指摘もございましたように、様々

な機会も通じまして、国に対し令和６年内での

国土強靱化実施中期計画の策定と、強靱化に必

要な予算、財源の確保について政策提言を展開

してまいりたいと考えております。 

○14番（横山文人君） ぜひともよろしくお願い

を申し上げます。 

 また、そうした中で、さきに挙げました土木

学会元会長の家田仁氏は、２月20日付朝日新聞

｢能登半島地震から 国土は強靱化したのか」と

いう特集記事において、能登半島地震を受け、

我が国は国土強靱化をうたってきたが力及ばず

だったと述べ、反省すべき点の一つに、緊急時

に頼りにされるべき幹線道路に大きな被害が生

じたことを挙げております。これを踏まえ、全

国で幹線道路の補強等に取り組まなければなら

ないと述べられております。 

 そこで、まず県内の緊急輸送道路における防

災上の課題についてどのように認識しているの

か、土木部長にお聞きします。 

○土木部長（荻野宏之君） 今回の地震被害に関

する国の調査の中間報告では、新しい設計基準

で整備されました道路は被害が軽微でありまし

たが、古い基準のものを中心に被害を受けてい

るということが報告されております。 

 本県の緊急輸送道路につきましては、近年国

の国土強靱化予算を最大限に活用しまして、道

路改築はもとより、橋梁やのり面の補強対策を

加速化してきているところでございます。この

ような取組によりまして、県管理の緊急輸送道

路の改良率は県管理道路全体の改良率を大きく

上回っておりますが、まだまだ整備が必要となっ

ております。また、改良済みの区間であっても、

橋梁やのり面の補強の必要な箇所が数多く残っ

ている、こういったことが課題であるというふ

うに考えてございます。 

 緊急輸送道路につきましては、救助活動や輸

送物資等、災害対応の根幹をなしますものであ

りますので、事前復興的な考え方に立ちまして、

これらの整備をより一層加速させることが重要

であると考えてございます。 

○14番（横山文人君） 私の地元仁淀川流域の緊

急輸送道路である国道33号においては、昨今の

整備状況としては、令和３年12月に全線開通し

た高知西バイパスから始まり、令和５年６月に

越知道路２工区バイパス区間の開通など、これ

まで住民の命と暮らしを守り地域活性化に資す

る整備が促進されてきました。 

 一方、同路線の最奥の仁淀川町では、町内に

おける全線が雨量による事前通行規制区間であ

り、毎年のように起こる通行止めで通勤、通学、

社会経済活動に度々支障を来しております。仁

淀川町は高齢化率が56％を超えており、特に救

急、定期的な病院など、総合病院がない町にとっ

ては命に関わる問題であります。 

 現在、いの町波川から越知町横倉間の事業化

に向け鋭意取り組んでいただいておりますが、

まだまだ開通への時間がかかることを踏まえ、

こうした状況を早期に解消するよう、越知町野

老山から仁淀川町橘までの整備に向けた防災機

能向上と、幹線道路機能強化に係る計画、調査

を加速化するよう強く国へ働きかけるべきと考

えますが、土木部長の御所見をお聞きします。 

○土木部長（荻野宏之君） 国道33号の越知町横

倉から愛媛県境までの区間は、異常気象による

事前通行規制区間となっております。とりわけ
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仁淀川町では、昨年８月の台風６号による60時

間を超える通行規制をはじめ、度々規制が行わ

れておりまして、沿線の方々の日常生活に大き

な影響を及ぼしております。 

 こうした中、国は令和２年に県と沿線町村を

含めた国道33号道路整備検討会を立ち上げまし

て、この中で規制区間解消の観点で検討を進め

ることを決定しております。現在は、防災機能

の向上に向けた課題を整理しまして、優先して

整備する区間を決めるための調査を実施してい

るところでございます。 

 国道33号は、四国８の字ネットワークと同様、

四国広域道路啓開計画における進出ルートに位

置づけられており、災害時には救助活動や物資

輸送を担う命の道となります。このため、調査

の加速化に向けまして、沿線の自治体と連携し

て国に対して強く働きかけてまいります。 

○14番（横山文人君） 仁淀川町においては、大

災害時に命の道が機能しなくなるおそれと隣り

合わせにあります。町の悲願であり、最重要課

題でもある事前通行止めのない33号に一日も早

くなるよう、県として汗をかいていただきます

ことを切にお願いし、この項を終わります。 

 次に、持続可能な林業振興を図っていく上で、

その基盤となる林道整備についてお伺いいたし

ます。 

 県と林業・木材産業の関係者が連携し、産業

振興計画林業分野の各施策に取り組んできた結

果、県内の原木生産量は平成22年の約40万立米

から、令和４年には約73万立米まで拡大するな

ど大きな成果を上げています。一方で、再造林

率は４割程度にとどまっており、この状況の打

開に向けて、県は昨年９月に再造林推進プラン

を取りまとめ、10月には高知県森林組合連合会

をはじめ林業・木材産業、森林土木の関係者と

連携し高知県再造林推進会議を設立し、官民一

体となった推進体制も整えました。大変時宜を

得た取組であり、大いに御期待を申し上げます。 

 この再造林推進プランは、再造林の推進によ

り、森林の有する公益的機能の発揮、2050年カー

ボンニュートラルの実現や将来的な人工林資源

の確保への貢献を基本目標としています。その

ためには森林資源の循環利用の仕組みをつくっ

ていかなくてはならず、その基盤となるのはや

はり林道ではないかと考えます。 

 加えて、今後は森林資源の成熟に伴い取り扱

う原木も大きくなることから、運搬するトラッ

クや高性能林業機械の大型化への対応も視野に

入れなくてはなりません。そして、林道がある

ことで間伐などの森林整備を行う現場では作業

の機械化が進み、労働環境の改善や労働災害の

防止を図ることで、若者や女性からも支持され

る林業につながっていくのではないかと考えま

す。 

 私は平成29年２月県議会におきまして、前知

事と林業関係者との対話と実行座談会において

路網整備について多くの意見が出たことなどを

踏まえ、林道の整備に関する県の所見をお尋ね

したところ、各林業事務所に協議会を新たに設

置し、その中で関係する市町村や林業事業体と、

林道などの路網整備の在り方について協議を開

始すると御答弁いただきました。 

 そこで、林道整備に向けたその後の取組状況

の成果について林業振興・環境部長にお尋ねし

ます。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 県では平

成29年度に、原木の生産性や効率性の高い林道

などの路網整備を進めるため、各林業事務所に

おいて、市町村、森林組合、林業事業体等で構

成する林道整備促進協議会を設置いたしました。

この協議会では、大型トラックが走行できる林

道や、林道につながる道の一体的な整備など、

地域の意見や要望をしっかりと聞き、地域のニー

ズに対応した林道などの具体化に取り組んでい
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るところです。 

 平成29年以降の成果といたしまして、林道に

ついては６路線、森林作業道については10路線

を新たに開設することとなりました。新規林道

などの開設が進めば、効率的な原木生産が可能

な森林が拡大していきますので、この協議会の

場をしっかりと活用して、地域の声を積極的に

取り入れながら路網整備を促進してまいります。 

○14番（横山文人君） この林道整備につきまし

ては、令和３年６月に閣議決定されました森林・

林業基本計画において、国土保全のための治山

事業の推進と併せ、災害の激甚化に対応した林

道整備など、路網の強靱化、長寿命化を図ると

いった方向性が示されております。 

 そこで、能登半島地震でも課題となった道路

網の一つとして、災害に強い林道整備に取り組

むべきと考えますが、林業振興・環境部長にお

聞きします。 

○林業振興・環境部長（武藤信之君） 林道につ

きましては、その開設時に排水処理等の施工を

適正に実施し、災害に強く、木材の効率的輸送

が可能となる林道とすることが必要不可欠です。

一方、開設後の林道にあっては、適切な維持管

理はもちろんのこと、経年劣化等が見られる場

合には改良や補修を行うことで、林道の強靱化

を進めていくことが必要です。 

 このため、国の事業を活用し、市町村が老朽

化した橋梁・トンネルの補修や補強、崩壊の危

険があるのり面の改良などを進めているところ

でございます。加えて、県では森林環境譲与税

の活用に関する助言を含めまして、災害に強い

林道の整備や維持管理が適切に行われるよう、

市町村の森林土木担当職員に対する技術研修会

などを開催しているところです。今後も市町村

と連携して、現場状況を適切に確認しつつ、災

害に強い林道の整備が進むよう取り組んでまい

ります。 

○14番（横山文人君） これまで述べたとおり、

林道は、森林の適正な管理はもとより、原木の

搬出や再造林等による森林資源の循環利用、ま

た災害時の迂回路機能など、中山間地域にとっ

て重要な役割を有しています。 

 そこで、この項の最後に、このような林道の

整備を着実に推進していくためどのように取り

組んでいくのか、知事にお伺いいたします。 

○知事（濵田省司君） 林道は、先ほど来のお話

のとおり、原木生産の効率化、再造林による森

林資源の再生、さらには増加いたします大径材

を安全かつ大量に輸送する、こうした目的のた

めに大変重要な基盤施設であります。また、昨

年８月の台風６号で国道197号が土砂崩れにより

通行止めになった際には、林道が代替路として

活用されました。災害時にも中山間地域におい

て重要な役割を果たすということを改めて示さ

れたというふうに考えております。 

 こうした林道の整備を一層促進するためには、

地域の合意を早期に得られることが重要であり

ます。このため県におきましては、開発しまし

た森林クラウドを活用しまして、開設により到

達できる森林の位置を分かりやすく示すことで

地域の合意形成を早期に図りまして、新規路線

の迅速な採択を目指しております。 

 その上で、林道などの整備に当たりましては、

国の予算を最大限に活用いたしまして、国に対

しても林道の重要性をしっかりと説明しながら、

必要な予算の確保に努めてまいります。 

○14番（横山文人君） 最後に、軽音楽部活動の

振興についてお尋ねいたします。 

 近年脚光を浴びつつある軽音部は、平成23年

の高知県高等学校軽音楽連盟の発足とともに軽

音祭がスタートしたことがきっかけとなり、令

和４年度には県内29校、554名が活動し、県内高

校における文化部員総数のおよそ10％を占める

までになりました。本県のレベルは全国的にも
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高く、全国大会やコンテストでグランプリや入

賞を数々果たしているのは、地元紙にも報道さ

れているところであります。また、先月４日に

は第２回となる全国高等学校軽音楽発表会が本

県で開催されるなど、全国をリードする存在と

なっております。 

 ここに行き着くまでには、軽音連の先生方や

関係者の並々ならぬ御尽力と、また部員である

生徒たちの頑張りなくしては実現せず、これま

での活動に敬意を表する次第であります。こう

した取組の結果、地元テレビ局で高校軽音王国

高知と題した特集番組が放送されるまでに成長

していることを大変喜ばしく感じます。 

 一方、各校における理解や環境整備に温度差

があり、生徒個人でするバンド活動との見識か

らか、学校としてサポートするべきは吹奏楽な

ど伝統的な音楽部であるという考え方が根強い

のではないかと危惧いたします。例えば、ある

学校では部員数が50名を超えているにもかかわ

らず部室を減らされたり、防音設備がないため

練習が制限されるなどといった活動の停滞が余

儀なくされている事例もあります。また、部活

動設立を望む生徒がいるにもかかわらずそれを

認めない学校もあるとお聞きしました。 

 子供たちの豊かな感性と芸術的素養を育む文

化部活動は、スポーツ活動と並び本県の生徒の

輝かしい未来への一助となることに間違いはあ

りません。軽音楽部の活動もそれに変わりはな

く、生徒一人一人が夢や希望を持ち、主体性を

育み、仲間と何かを共有することで生まれる、

れっきとした部活動であり、同様のサポートを

切に願うところであります。 

 また、軽音楽部は各校がそれぞれの地域で音

楽を通じた活性化や連携を行っており、土佐の

豊穣祭をはじめ産業祭や様々な祭り、イベント

に出演し、若さはじける情熱的なステージで場

の盛り上げに貢献しております。軽音連の調べ

によりますと、出演数は県内各地で50回を超え

るということでありました。 

 現在、本県では中山間地域再興を掲げ、少子

化対策と一体化した取組を進めており、それぞ

れの学校の魅力化を図ることで若者の県内定着

を促すこととしております。少子化により生徒

数が激減する中、軽音楽などのポップカルチャー

を取り入れることで、文化部活動に生きがいを

持つ子供たちが学校における扱いの格差で苦い

思いをしないように支援をしていただきたいと

感じております。そして、音楽を通じた交流や

連携が続けられるような環境整備を図ることも

重要だと考えます。 

 そこで、まず私立学校における軽音楽部の活

動状況について文化生活スポーツ部長にお聞き

します。 

○文化生活スポーツ部長（岡村昭一君） 県内の

私立高等学校９校におきましては、各校の特色

を生かしながら、運動部、文化部ともに様々な

部活動が行われている中、軽音楽部につきまし

ても生徒の要望を踏まえ、本年度は７校で活動

されており、生徒が技術を磨きながら他者との

関係を構築し、高め合う大切な教育活動の場と

なっております。 

 各校の部員数は６名から39名までと学校に

よって違いはありますが、私立の高等学校全体

では約180名、51組のバンドが活動している状況

であります。部活の顧問の先生方など、関係者

の皆様の御尽力や、何よりも部員同士が切磋琢

磨することで、近年では全国大会での優勝といっ

た実績なども残されるなど、学校の魅力化やＰ

Ｒにも大きく貢献されており、各学校の軽音楽

部への理解も進み、練習場所の確保や活動経費

への支援など、総じて他の部活動と同様のサポー

トを受けられるようになってきているものとお

聞きしております。 

○14番（横山文人君） 次に、県内における軽音
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楽部活動について、その意義をどう捉えている

のか、教育長にお聞きいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 本県の県立高校におけ

る軽音楽部の活動は、近年各校で活発に行われ

るようになっているのは承知しているところで

あります。また、本年２月には本県におきまし

て全国高等学校軽音楽発表会が開催されたこと

に加えまして、全国規模のコンテスト等で上位

入賞を果たすグループもあるなど、目覚ましい

活躍をされていると認識しております。加えま

して、地域のイベント等にも出演するなど、地

域の活性化にも貢献してくれていることをうれ

しく思っているところであります。 

 軽音楽部も含め部活動では、子供たちが目標

を持って活動し、部員同士、さらにはグループ

や学校を超えて互いに高め合っていく姿も見ら

れ、生徒たちの成長という点でも意義があるも

のと考えております。 

○14番（横山文人君） そうした意義の一方、練

習機材の不足、専門顧問の配置、複数の部室の

確保の問題など、まだまだ十分ではない軽音楽

部活動における各校の理解とサポート体制の状

況についてどう考えているのか、教育長の御所

見をお伺いいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 令和５年５月現在、県

立高校33校のうち18校に軽音楽部が設置されて

おります。その中には、軽音楽部の活動に必要

なスペースや機材などが十分に確保できていな

い、また専門的な指導者がいないなどの課題が

あるということも学校から聞いております。 

 一方で、部活動の数や活動スペースなど、学

校によって事情が異なりますことから、全校一

律に解決できるものでもないと考えるところで

あります。まずは、生徒と学校がしっかり対話

をしながら、よりよい活動の在り方を探ってい

くことが必要だと考えております。 

○14番（横山文人君） そこで、こうした事情や

状況を踏まえ、どのように軽音楽部活動をサポー

トし活性化を図るのか、教育長の御所見をお尋

ねいたします。 

○教育長（長岡幹泰君） 指導者の確保という点

では、専門的指導力を有した民間や地域の人材

を招聘し直接生徒への指導を行ってもらう、文

化部サポート事業を実施しております。加えま

して、高校生グループが出場する各種コンテス

トやイベントに対しましては、県教育委員会が

後援なども行っており、今後も引き続き支援を

実施してまいります。 

 施設、設備や専門的な指導者などの様々な制

約がある中で、軽音楽部を含む文化部活動の活

性化を図っていくためにも、学校関係者などか

らの声や情報も収集し、県教育委員会として何

ができるのか、これを積極的に考えてみたいと

思います。 

○14番（横山文人君） ありがとうございます。 

 先ほど学校からの意見もということで、当然

学校現場の声ということで、ありがたいんです

けれども、ぜひ軽音楽連盟、それぞれの学校に

軽音楽連盟に加盟している先生方もおられます

ので、ぜひ軽音楽連盟ともしっかり連携を図っ

てもらいたいんですけれど、その点について教

育長、御答弁いただけますか。 

○教育長（長岡幹泰君） 当然、関係団体の方々

とのお話も聞かせていただきたいというふうに

思います。 

○14番（横山文人君） ありがとうございました。 

 漫画のように、本県の新たなキラーコンテン

ツとなり得る軽音の振興にぜひ知事もよろしく

お願いを申し上げます。 

 それでは、最後になりますけれども、今年度

をもって退職をされます執行部の皆様のこれま

での御労苦に深甚なる敬意を表しますとともに、

来年度が濵田知事の目指す高知県像の実現と人

口減少克服に向け、ロケットスタートの一年と



 令和６年３月８日 

－410－ 

 

なるよう御祈念申し上げ、私の一切の質問とい

たします。ありがとうございました。（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、横山文人

議員の質問は終わりました。 

 ここで午後３時45分まで休憩といたします。 

   午後３時40分休憩 

 

――――  ―――― 

 

   午後３時45分再開 

○議長（弘田兼一君） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 一問一答による議案に対する質疑並びに一般

質問を続行いたします。 

 土居央議員の持ち時間は30分です。 

 13番土居央議員。 

○13番（土居央君） 自由民主党の土居央でござ

います。いよいよ最後の質問になりました。も

うしばらくお付き合いいただきたいと思います。 

 まずは、本県の最重要にして喫緊の課題であ

ります少子化・人口減少対策についてお聞きを

いたします。今議会でも多く質問があったとこ

ろでありまして、若干重複する内容もあると思

いますが、よろしくお願いしたいと思います。 

 本県では、令和４年の出生数が3,721人で全国

最少となり、昨年は推計で3,380人とさらに１割

も減少し、合計特殊出生率も低下傾向にあるこ

とを踏まえ、高知県人口の将来展望を大変危惧

しているところです。 

 先月、厚生労働省は、2023年の全国内の出生

数が過去最少の75万8,631人だったと発表し、８

年連続の過去最少更新となってしまったのでご

ざいますが、国立社会保障・人口問題研究所、

以下社人研と申します、社人研では、全国の出

生数が75万人台に突入するのは2035年頃と推計

していたことからも、少子化は全国内で想定を

はるかに上回るスピードで進行しているという

ことであり、本県はその最前線にいると認識し

なければなりません。また、本県の高知県人口

の将来展望はこの社人研の推計に基づいて策定

をされておりますことから、今後状況はさらに

厳しくなるということを意味しております。 

 この危機的状況を打開するために、来年度か

らの人口減少対策のマスタープランとなる高知

県元気な未来創造戦略に基づき、政策をフル動

員していく以外にありません。そして、知事の

おっしゃるとおり、徹底的に成果にこだわり、

不退転の決意で取り組んでいく、またその取組

を、県民の理解と共感を得て、県民運動として

取り組む以外にはないだろうと考えます。 

 そこで、人口減少対策を成果につなげるため

には、本県の将来の人口が厳しい状況であるこ

とについて、県民の皆様に情報共有を図り、共

感を得る必要があると考えますが、まず知事に

お聞きをいたします。 

○知事（濵田省司君） 御指摘がございましたよ

うに、このまま人口減少が進みますと、地域経

済あるいは住民生活などの様々な分野におきま

して深刻な影響が生じることが懸念をされます。

こうした本県人口の今後の厳しい見通しや、人

口減少に起因する様々な問題に関して、県民の

皆さんに情報共有を図りまして、御理解をいた

だくということが大変重要だと、こういった御

指摘のとおりだと思います。 

 このため、広報紙、広報番組などの政策広報

の媒体をしっかりと活用するということに加え

まして、私自らが様々な機会を捉えて、１つに

は、若年層を中心とした人口減少が深刻化して

おり、本県の将来を大きく左右する人口減少へ

の対応が喫緊かつ最重要の課題であること、２

つには、こうした状況から脱却するためには、

若年人口を増やして持続可能な人口構造へと転

換をさせる必要があること、３つには、このた

めには県民挙げて取組を進めるということが必
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要であること、こういった危機感を県民の皆さ

んにしっかりとお伝えし、また共感をいただき

ますことで、この困難な課題に一緒になって立

ち向かってまいる考えであります。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。こ

うした状況に対する県民理解の深化を図ること

は非常に重要だと思いますので、ぜひとも知事、

リーダーシップを発揮していただきたいと思い

ます。 

 次に、高知県元気な未来創造戦略の柱の一つ

であります、こどもを生み、育てたい希望をか

なえる政策についてお聞きします。ここでは、

令和９年度に出生数4,200人、合計特殊出生率

1.64、高知県が安心して結婚・妊娠・出産・子

育てをできるような社会になっていると考える

人の割合を50％という目標を掲げて、理想の出

生数をかなえる施策を推進する方向性が示され

ています。今回、その中で、不妊治療に関する

施策について質問をさせていただきます。 

 私は、令和３年２月議会で不妊治療助成制度

の抜本強化につきまして質問をいたしました。

当時、菅政権時代でありましたが、少子化対策

を最重要課題として、その主要施策の一つが不

妊治療助成制度の大幅拡充でございました。令

和４年度からの医療保険適用を柱に、助成対象

や助成額の拡大、所得制限の撤廃等、大幅な拡

充を行ってきたところであり、本県もまた不妊

治療費への独自助成や相談支援、企業経営者向

けのセミナーにおける周知・啓発等、取組を進

めてきたと承知しております。 

 私が不妊治療への支援を重視する理由は３つ

ございます。１つ、本県で子供を待望し、不妊

治療に臨んでいる人が既に2,000人もいらっしゃ

います。そして、晩婚化によりさらに需要も増

えるだろうと思われること。２つ目、2021年の

野村総合研究所の不妊治療の実態に関する調査

研究によりますと、不妊治療をされた50％以上

の方々が出産という希望がかなえられていると

いうこと。３つ目、不妊治療を経て多子世帯に

なるケースも聞きますので、まさに理想の出生

数をかなえるということに直接貢献するという

ことであります。 

 現在では、本県で約2,000人もの女性が出産の

希望をかなえるため不妊治療に臨んでいると伺

いました。そこでまず、本県では現在不妊治療

を経て誕生する命はどのくらいなのか、子ども・

福祉政策部長にお聞きをいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 公的な統

計データがないため正確な把握は困難ですが、

日本産科婦人科学会の全国調査によりますと、

不妊治療により誕生した出生数は、全国では令

和２年度は7.2％、令和３年度は8.6％と増加を

しております。このデータを基に推計すると、

本県の昨年の出生数3,380人のうち、不妊治療に

より誕生した出生数は300人前後と見込まれま

す。 

○13番（土居央君） 出生数が昨年3,300人であっ

た、それから計算されておりますけれども、か

なり多くの方々が治療に、2,000人ということで

すので、臨まれているものとの印象を持ってお

ります。 

 本県でも、これまで不妊治療実施施設への調

査や、高知医療センター内の不妊専門相談セン

ター「ここから相談室」などで、本県の不妊治

療に関しての様々な声を聞いてきたことと思い

ますが、そこからどのような教訓を得ておられ

るのか、子ども・福祉政策部長にお聞きいたし

ます。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 県が不妊

治療を実施している医療機関を通じて行った調

査では、お話のように令和４年９月時点で約2,000

人の方が不妊治療を行っており、多くの方が子

供を切望しながら治療に臨まれております。不

妊治療に対する御意見では、身体的・精神的な
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負担が大きい、治療費などの経済的な負担が大

きい、不妊治療と仕事との両立の難しさ、妊娠

に関する正しい知識を知ることの重要性などに

ついてのお声をお聞きしております。また、県

の不妊専門相談センター「ここから相談室」に

は、県民の皆様から治療方法や検査、医療機関

に関する相談が多く寄せられております。 

 こうした御意見をこれからの取組の教訓とい

たしまして、不妊治療にかかる経済的な負担の

軽減や、仕事との両立に向けたサポート体制づ

くり、適切な時期に治療を受けることができる

よう妊娠・出産についての正しい知識の学びの

機会の充実など、不妊治療を支援する取組のさ

らなる強化の必要性を認識しているところです。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。来

年度からの元気な未来創造戦略、そして日本一

の健康長寿県構想、地域福祉支援計画などにお

いても、不妊治療に関する施策の強化を掲げ、

不妊に悩む方への支援のさらなる充実を図って

いく方針でございますので、こうした声にしっ

かりと対応して、出産の希望をかなえられる適

切な支援につながることを期待しております。 

 そこで、本県では今後妊娠・出産の希望をか

なえる政策をどのように強化していく考えか、

子ども・福祉政策部長にお聞きいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 子供を持

ちたいと望む方々が安心して適切な時期に不妊

治療を受けることができるよう、不妊治療を進

めやすい環境づくりや、周囲の理解を促進して

いくことが重要となってまいります。 

 そのための取組といたしまして、来年度不妊

治療助成の在り方など、妊活を社会全体で支え

る取組を検討、推進するため、各方面の有識者

等による検討会を立ち上げる予定となっており

ます。検討会では、科学的な知見に基づく助成

制度の拡充や、正しい知識を啓発する情報発信

の手法、治療と仕事の両立に向けた支援など治

療継続をサポートするための仕組みづくりなど

を具体的に検討し、取組の抜本強化につなげて

まいります。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。 

 不妊治療の支援についてよく指摘されること

が、経済的な支援はさることながら、女性活躍

という視点からも、特に職場における理解の増

進と協力が不可欠であるということでございま

す。 

 前回の質問時にも用いた古いデータですが、

2018年末、順天堂大学などの研究チームの調査

では、不妊治療中の女性1,727人の83％が仕事と

の両立を困難と感じ、また治療のため突発休が

必要となった人は半数以上、さらに不妊治療を

始めた女性の６人に１人となる16.7％が離職を

していると。また、厚生労働省の調査では、夫

婦の5.5組に１組が不妊に関する検査や治療を受

け、不妊治療中の離職は23％となっています。 

 リスク分析では、不妊治療へのサポート制度

がない職場は、サポート制度がある職場より離

職リスクが1.91倍高く、非正規社員は正規社員

より2.65倍高いという分析がされています。 

 この調査結果からも、不妊治療と仕事の両立

には職場の理解と協力が欠かせないことは明ら

かです。しかしながら、2021年の野村総合研究

所の調査研究における、不妊治療中1,636人の当

事者アンケートにおきましても、68.5％の方々

が、勤務先における不妊治療の支援はないと返

答しております。 

 そこで、本県企業における不妊治療に関する

支援実態についての県の認識を子ども・福祉政

策部長にお聞きいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 本年度、

県が実施した高知県労働環境等実態調査の速報

値では、不妊治療に特化した支援制度はないと

回答した企業は96.7％となっています。また、

不妊治療に特化した休暇制度を利用した従業員
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がいたと回答した企業は1.3％にとどまっていま

す。 

 データは異なりますが、国が令和２年度に行っ

た調査研究事業では、勤務先に不妊治療への支

援制度があると答えた方は４割程度となってお

り、県内企業の不妊治療に関する支援は全国に

比べて進んでいないものと認識をしております。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。か

なり――ほぼほぼない状況だろうと思いますし、

あったとしても、ほとんど使われていないとい

うような結果だと思います。 

 2,000人の方々がいらっしゃるということでご

ざいますので、こういった方々が出産の希望を

かなえてくれることは、本県にとって大変大き

な意義があるものと思います。そこで、先ほど

申しましたとおり、職場、企業での不妊治療へ

の理解とサポート体制の有無は非常に大切なポ

イントになっているということだと思います。 

 企業の支援に対する意識がどうかなど、さら

に調査を深める必要はないか、子ども・福祉政

策部長にお聞きをいたします。 

○子ども・福祉政策部長（山地和君） 今後、検

討会におきましては、不妊治療と仕事の両立に

向けた施策の検討を行っていく予定となってお

ります。このため、県内企業の意識や従業員支

援の充実に向けた課題などを把握するため、県

内企業を対象とした調査を改めて行う予定とし

ております。 

 あわせまして、他県の先進企業の事例等につ

きましても、有識者等を通じて情報収集に努め、

働きながら不妊治療を継続できる環境づくりに

生かせるよう取り組んでまいります。 

○13番（土居央君） ぜひよろしくお願いをいた

します。 

 社会全体として女性定着、女性活躍の環境づ

くりを進めていかなければならない中で、企業

にも協力していただかなければなりませんし、

またそうした不妊治療を含めた、妊活へ支援し

ている企業こそ人材に選ばれるという環境づく

りを県は後押ししていくべきとも考えます。2021

年の野村総合研究所の調査研究では、不妊治療

がより受けやすくなるための期待として、第１

に自己負担の軽減、次に不妊治療と仕事を両立

しやすい職場環境の整備が続いております。 

 こうしたことを踏まえますと、現在本県が実

施しています経済的補助や周知・啓発事業のみ

ならず、一歩踏み込んで、例えば企業が不妊治

療に対する休暇制度などインセンティブも含め、

妊活への効果的な支援制度をつくることに対し

て、本県として支援策を講じる必要があると考

えますが、知事に御所見をお聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） 不妊治療に関しましては、

治療と仕事の両立の困難さから、治療のために

仕事を辞めるのか、仕事のために治療を諦める

のか、大変重い悩みを抱えておられる方も少な

くないと承知しております。この要因として、

お話がありましたように、県内企業におきまし

て不妊治療のための休暇制度などが十分に整備

されておらず、整備されていても十分には利用

されていない、こういったことがあると考えら

れます。こうしたこともありまして、国におき

ましては不妊治療などに活用できます休暇制度

を創設した場合の企業への奨励金を設けて、施

策を進めているところであります。 

 本県におきましても、ただいま部長から答弁

いたしました、来年度立ち上げます検討会にお

きまして、治療継続のための職場や周囲のサポー

トの充実を主要な検討項目の一つとして掲げた

いと考えております。この検討会におきまして、

治療者の声、専門家の御意見もお聞きをし、先

進的な企業の事例も参考にさせていただきなが

ら、仕事と治療の両立に実効性のある支援の在

り方をしっかりと検討してまいります。 

○13番（土居央君） 検討会、そこでしっかりと
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議論していただけるということだと思うんです

が、既に兵庫県では同様の検討会を経て、国の

保険適用外となっております先進医療費助成に

より妊娠率の向上を図る取組や、通院交通費の

助成により県内どこからでも治療が受けやすい

環境づくりの推進、さらに企業の不妊治療休暇

制度や、若い世代へのプレコンセプションケア、

妊娠前ケアのことですが、これを後押しするた

め、不妊治療支援に特化した条例を制定する方

針だとお聞きしております。条例化によりまし

て、企業を含めて広く社会全体で不妊治療、妊

活を応援していこうという機運が盛り上がるこ

とと思います。 

 そこで、本県でも不妊治療への支援の実効性

を上げる環境の整備につながる条例化を視野に

入れた検討を始めるべきと考えますが、知事の

御見解をお聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） 御紹介がありましたよう

に、兵庫県におきましては企業の取組の促進、

教育現場の理解促進を図るといった目的で、新

たな条例を制定する方向で準備をされていると

いうふうに承知しております。 

 本県におきましては、来年度検討会を立ち上

げまして、職場での理解促進、若い世代への正

しい知識の普及啓発に効果的な施策についても

検討をすることとしております。このため、ま

ずは検討会におきまして、いわゆる妊活を社会

全体で応援するための施策を高知妊活プロジェ

クトという形で取りまとめてお示しをしたいと

考えております。その上で、例えば県民の皆さ

んの権利義務に関わることに関しまして、何ら

かの法的な根拠がなければ実効性が高まらない

といった判断に至った場合には、条例の制定に

ついても視野に入れて検討したいと考えており

ます。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。 

 先ほど来、検討会のことが出てくるんですけ

れども、検討会のメンバーがどうなのか、私も

分からないんですが、少子化・人口減少対策、

これは本県の最重要かつ喫緊の課題で、不退転

の決意で取り組んでいくと知事もおっしゃって

おられます。知事としてやはり主体的な意見を

立てて、それを検討会にも示して、ぜひ検討会

に、釈迦に説法ではございますが、検討会に任

せきりというようなことではなく、ぐいぐいそ

の検討会を引っ張っていくようなリーダーシッ

プを持って、この問題に取り組んでいただきた

いと思います。 

 それでは次に、高知県食品加工業継続支援事

業費補助金についてお聞きをいたします。 

 これは、平成30年の食品衛生法の改正に伴い、

漬物製造業、水産製品製造業などが新たに営業

許可業種に位置づけられ、これら事業者が事業

継続のために令和６年５月31日までに営業許可

を取得する必要があることに対し、漬物製造業

のうち自宅で製造を行う生産者を中心に許可の

取得が進んでいなかった状況に即応して、県が

創設してくれた補助制度でございます。 

 この問題につきましては、生産者だけでなく

多くの県民の間でも、地域の街路市や直売所な

どで販売される、地域に伝わる、地域ならでは

の漬物等の食品の継承が途絶えるものとの危機

感が広がっておりましたが、県として早急に支

援制度を創設されましたことは、誠に時宜を得

た決断であり、私もありがたく思っております。 

 さて、当補助金は、県内の市町村が、事業者

が営業許可を取得するために必要な施設整備や

機器導入に係る費用を支援する際、県も協調し

て支援する制度でありますことから、県に連動

して市町村にも補助制度を創設してもらわなけ

ればなりません。 

 そこで、まず市町村における支援制度創設の

対応状況について産業振興推進部長にお聞きい

たします。 
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○産業振興推進部長（沖本健二君） 今回の補助

制度の創設に合わせまして、まず１月に市町村

担当者向けの説明会を開催いたしました。さら

に、各市町村長にも機会を捉えまして早期の制

度創設について直接お願いをしたところでござ

います。 

 その結果、３月１日時点で34市町村のうち12

市町村で創設済み、11市町において創設予定、

そして８市町村において事業者からの要望があ

れば創設をするということ、そして３市町村は

市町村内のヒアリングの結果、要望がなかった

ということで、今の時点で創設は考えていない

という結果となっております。以上の結果から、

多くの市町村において迅速な対応をしていただ

いているものと認識をしております。 

 制度創設前は６団体だったことを考えますと、

僅か２か月足らずで隔世の感がございます。制

度創設の効果が一定あったものと実感をしてお

るところでございます。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。ぜ

ひ多くの市町村に補助制度が拡大されて、許可

にまでつながっていくということを期待してお

ります。 

 しかしながら、現場調査では、いまだに申請

手続について、特に申請に至るまでの手順がよ

く分かっていない方々もいらっしゃるように思

います。ざっくり申し上げますと、申請するま

でに、まず最初に補助制度について自分が対象

となるのかどうかを市町村へ確認する、次に保

健所に相談していただき、必要となる改修内容

や指摘を基に改修箇所の確定をする、３番目に

その改修について工事業者に設計図を作成して

もらい、あわせて見積りを取る、４番目にその

設計図を保健所で確認してもらう、５番目に工

事開始、そしてようやく許可申請という流れに

なろうかと思いますが、かなりの手順を踏んで

いかなければなりません。 

 許可を得るために、対象となる事業者の方々

に分かりやすくお知らせする必要があるものと

考えますが、県の対応を健康政策部長にお聞き

いたします。 

○健康政策部長（家保英隆君） 県では、食品衛

生法の改正に合わせ、道の駅や直販所、市町村

などと連携し、保健所が事業者の把握を行うと

ともに、新たに営業許可の対象となる漬物製造

業などの事業者を対象とした講習会を開催して

まいりました。 

 講習会では、衛生管理や製造施設の基準、相

談窓口の周知などを行い、食品営業許可を取得

するまでの流れと、事業者が備える施設などに

ついてはチェックリストを用いて分かりやすく

説明してきたところでございます。講習会には、

ほぼ1,000名を超える方々の参加がございます。

保健所としてはできるだけ寄り添って進めてい

るような状況でございます。 

○13番（土居央君） やはり、肝となるのが保健

所の役割だと思います。それぞれの現場の状況

を踏まえて、許可が得られるためには最低限ど

ういう内容で、どの程度の改修が必要だという

こと、何とか引き続き事業継続を可能にすると

いう視点で、できる限り寄り添ったサポートを

お願いしたいと思いますが、なお健康政策部長

にお聞きをいたします。 

○健康政策部長（家保英隆君） 保健所では、施

設基準に合った改修内容が分からないといった

事業者の声に応えるべく、許可申請の前に担当

者が製造現場にお伺いするなどし、チェックリ

ストを用いた説明と、必要に応じて具体的な改

修を提案するといった対応を行っております。

実際に現場確認を行った事例では、現状の床や

設備が改修なしで利用できるような案件があっ

たり、製造の状態から網戸の設備が不要であっ

た案件などがあり、事業者からは、考えていた

内容よりも簡易な改修で済むといった声も聞か
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れております。 

 事業者の皆様には、このたびの食品衛生法の

改正の趣旨を丁寧に説明させていただくことに

併せて、こうした対応事例について各保健所が

共有し、支援の充実を図ってまいります。施設

改修の補助制度創設によって保健所への相談件

数も増加しております。引き続き、事業者に寄

り添いながら取り組んでまいります。 

○13番（土居央君） ありがとうございます。ど

うぞよろしくお願いをいたします。 

 次に、スポーツ行政を質問させていただきま

す。 

 知事は今議会の提案説明において、スポーツ

振興については、地域における子供や障害者の

スポーツ環境づくり、アスリートや指導者の受

入れに向けた県内企業とのマッチング支援、ス

ポーツツーリズムによるインバウンド誘致など

の施策の強化に加えて、スポーツを通じた地域

活性化やスポーツツーリズムの取組をさらに充

実するため、スポーツ関連業務を観光振興部に

移管し、部の名称を観光振興スポーツ部に変更

し、従来のスポーツ課に加えて新たにスポーツ

ツーリズム課を新設することを表明されました。 

 このことからも、スポーツを通じた地域活性

化やスポーツツーリズムの取組をさらに充実す

る知事の強い決意がうかがえますが、スポーツ

政策の中からスポーツツーリズムに関する業務

を独立した１つの課とすることの意義について

知事の御所見をお聞きいたします。 

○知事（濵田省司君） 今回のスポーツ部門を観

光振興部に移管します組織改編は、１つにはこ

のスポーツツーリズムを起点としまして観光振

興をさらに盛り上げるということはございます

が、もう一つにはこのスポーツツーリズムを通

じましてスポーツの振興の活性化にもつなげる、

競技力向上であったり県民のスポーツ参加の拡

大、こういったことにもつなげていくことを狙っ

ております。 

 このスポーツツーリズム課を新たに設置しま

す意図としましては、１つにはスポーツツーリ

ズムをさらに強力に進めるという意思表示、こ

れを内外に明らかにするということ、そしてス

ポーツ課との２課体制として業務を明確にしま

すことで、それぞれの課の機動力、業務推進力

を強化しようと、そうした趣旨によるものであ

ります。 

○13番（土居央君） ぜひ、新たな課として独立

するスポーツツーリズム課には、説明でも述べ

られましたスポーツツーリズムによるインバウ

ンド誘致など積極的に取り組んでいただき、観

光振興をさらに盛り上げていただくことを期待

しております。 

 また、スポーツを通じた地域活性化を実現す

る上で、受皿をしっかり確保することが大事だ

と考えます。県では、県立のスポーツ施設全般

の将来的な整備の方向性について議論が進めら

れていることと思いますが、とりわけ建設から

50年がたち老朽化が進む県民体育館については、

その再整備に向けた議論が活発になってくると

思われます。 

 高知市では隣接する旧南消防署の跡地利用が

検討されており、第一義的には体育館に隣接す

る県と協議をしていくことになるとお聞きして

おりますが、県としてはどのように考えておら

れるのか、文化生活スポーツ部長にお聞きいた

します。 

○文化生活スポーツ部長（岡村昭一君） 県民体

育館の再整備につきましては、来年度その規模

や機能など、またそれらを踏まえて必要となる

用地などにつきまして検討を行うこととしてお

ります。県民体育館の現在の敷地は高知市から

お借りしている市有地であり、そうした検討を

進めるに当たりましては、当然ながら高知市と

緊密に連携していく考えであります。 
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 お話のありました旧南消防署の跡地につきま

しても、現在の敷地に隣接する高知市の市有地

であり、その利活用につきましても高知市との

相談、検討の対象とさせていただくことになる

ものと考えております。このことも含めまして、

高知市とは密に意見交換、情報共有を行い、県

民の皆様のニーズに応えられる施設となるよう、

再整備計画を取りまとめてまいりたいと考えて

おります。 

○13番（土居央君） 建設的な協議が進むことを

期待しております。 

 最後に、春野総合運動公園のスポーツ施設に

ついてお聞きいたします。県内最大のスポーツ

施設として様々な施設が整備されており、プロ

スポーツのキャンプなどにも利用されておりま

す春野運動公園において、プロスポーツキャン

プを継続していただくため、どのような取組が

行われているのか、土木部長にお聞きいたしま

す。 

○土木部長（荻野宏之君） 春野総合運動公園で

は、指定管理者におきまして、プロスポーツ団

体が求める芝生やマウンドの硬さ、選手用の移

動動線の確保、プロ仕様の備品の設置など、キャ

ンプに備えた練習環境を整えております。これ

に加えまして、キャンプ中は団体からの要望に

迅速に対応できるよう、専門のスタッフを常駐

させております。また、県では、動画によるフォー

ムのチェックなどを安定的に行えるよう野球場

にＷｉ－Ｆｉを整備し、快適なキャンプ環境の

確保に積極的に取り組んでおります。 

 このような取組の結果、最近利用いただいた

団体からは、施設の管理について高い評価をい

ただいております。さらに、来年度からはキャ

ンプ等の誘致拡大に向け、指定管理業務におい

て新たにプロモーションや利用調整を行う人員

を配置することにしました。今後も、各団体の

皆様にキャンプ地として選んでいただけるよう、

指定管理者と連携しながら施設の適切な管理を

行ってまいります。 

○13番（土居央君） ありがとうございました。 

 以上で、今回用意した質問を全てお聞きいた

しました。知事はじめ執行部の皆様には御丁寧

な御答弁をいただき、ありがとうございました。 

 最後に、今期で退職をされます県職員の皆様

には、長きにわたり県政をお支えいただきまし

たこと、心から感謝を申し上げまして、私の一

切の質問とさせていただきます。どうもありが

とうございました。（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、土居央議

員の質問は終わりました。 

 以上で、議案に対する質疑並びに一般質問を

終結いたします。 

 

――――  ―――― 

 

議 案 の 付 託 

○議長（弘田兼一君） これより議案の付託をい

たします。 

   （議案付託表配付） 

○議長（弘田兼一君） ただいま議題となってい

る第１号から第85号まで、以上85件の議案を、

お手元にお配りいたしてあります議案付託表の

とおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いた

します。 

    議案付託表 巻末465ページに掲載 

 

――――  ―――― 

 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、本日の議

事日程は終了いたしました。 

 お諮りいたします。明９日から20日までの12

日間は委員会審査等のため本会議を休会し、３

月21日に会議を開きたいと存じますが御異議あ

りませんか。 
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   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、さよう決しました。 

 ３月21日の議事日程は、議案の審議でありま

す。開議時刻は午前10時、本日はこれにて散会

いたします。 

   午後４時17分散会 
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       34番  岡 田 芳 秀 君 

       35番  岡 本 和 也 君 

       36番  中 根 佐 知 君 

       37番  塚 地 佐 智 君 
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       な   し 
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  農業振興部長  杉 村 充 孝 君 

           武 藤 信 之 君 

  水産振興部長  松 村 晃 充 君 

  土 木 部 長  荻 野 宏 之 君 
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  公営企業局長  笹 岡   浩 君 
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  人 事 委 員 長  門 田 純 一 君 
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  公 安 委 員 長  小田切 泰 禎 君 
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―――――――――――――――― 

 

事務局職員出席者 

  事 務 局 長  山 本 和 弘 君 

  事 務 局 次 長  中 島 勝 海 君 

  議 事 課 長  吉 岡 正 勝 君 

  政策調査課長  飯 田 志 保 君 

  議事課長補佐  杉 本 健 治 君 

  主     査  宮 﨑 由 妃 君 

        

――――  ―――― 

 

議 事 日 程（第８号） 

   令和６年３月21日午前10時開議 

第１ 

 第 １ 号 令和６年度高知県一般会計予算 

 第 ２ 号 令和６年度高知県収入証紙等管理特

別会計予算 

 第 ３ 号 令和６年度高知県給与等集中管理特

別会計予算 

 第 ４ 号 令和６年度高知県旅費集中管理特別

会計予算 

 第 ５ 号 令和６年度高知県用品等調達特別会

計予算 

 第 ６ 号 令和６年度高知県会計事務集中管理

特別会計予算 

 第 ７ 号 令和６年度高知県県債管理特別会計

予算 

 第 ８ 号 令和６年度高知県土地取得事業特別

会計予算 

 第 ９ 号 令和６年度高知県国民健康保険事業

特別会計予算 

 第 10 号 令和６年度高知県災害救助基金特別

会計予算 

 第 11 号 令和６年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計予算 

 第 12 号 令和６年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計予算 

 第 13 号 令和６年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計予算 

 第 14 号 令和６年度高知県農業改良資金助成

事業特別会計予算 

 第 15 号 令和６年度高知県県営林事業特別会

計予算 

 第 16 号 令和６年度高知県林業・木材産業改

善資金助成事業特別会計予算 

 第 17 号 令和６年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計予算 

 第 18 号 令和６年度高知県港湾整備事業特別

会計予算 

 第 19 号 令和６年度高知県高等学校等奨学金

特別会計予算 

 第 20 号 令和６年度高知県流域下水道事業会

計予算 

 第 21 号 令和６年度高知県電気事業会計予算 

 第 22 号 令和６年度高知県工業用水道事業会

計予算 

 第 23 号 令和６年度高知県病院事業会計予算 

 第 24 号 令和５年度高知県一般会計補正予算 

 第 25 号 令和５年度高知県収入証紙等管理特

別会計補正予算 

 第 26 号 令和５年度高知県旅費集中管理特別

会計補正予算 

 第 27 号 令和５年度高知県用品等調達特別会

計補正予算 

 第 28 号 令和５年度高知県会計事務集中管理

特別会計補正予算 

 第 29 号 令和５年度高知県県債管理特別会計

補正予算 

 第 30 号 令和５年度高知県土地取得事業特別

会計補正予算 

 第 31 号 令和５年度高知県国民健康保険事業

特別会計補正予算 

 第 32 号 令和５年度高知県災害救助基金特別
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会計補正予算 

 第 33 号 令和５年度高知県母子父子寡婦福祉

資金特別会計補正予算 

 第 34 号 令和５年度高知県中小企業近代化資

金助成事業特別会計補正予算 

 第 35 号 令和５年度高知県流通団地及び工業

団地造成事業特別会計補正予算 

 第 36 号 令和５年度高知県県営林事業特別会

計補正予算 

 第 37 号 令和５年度高知県沿岸漁業改善資金

助成事業特別会計補正予算 

 第 38 号 令和５年度高知県港湾整備事業特別

会計補正予算 

 第 39 号 令和５年度高知県高等学校等奨学金

特別会計補正予算 

 第 40 号 令和５年度高知県流域下水道事業会

計補正予算 

 第 41 号 令和５年度高知県病院事業会計補正

予算 

 第 42 号 障害のある人もない人も共に安心し

て豊かに暮らせる高知県づくり条例

議案 

 第 43 号 高知県女性自立支援施設の設備及び

運営に関する基準を定める条例議案 

 第 44 号 こうち奨学金返還支援基金条例議案 

 第 45 号 高知県公立学校情報機器整備基金条

例議案 

 第 46 号 高知県部設置条例の一部を改正する

条例議案 

 第 47 号 公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例の一部を改正する条例議案 

 第 48 号 知事等の損害賠償責任の一部免責に

関する条例及び高知県税条例の一部

を改正する条例議案 

 第 49 号 職員の退職手当に関する条例の一部

を改正する条例議案 

 第 50 号 高知県住民基本台帳法施行条例等の

一部を改正する条例議案 

 第 51 号 高知県消防法関係手数料徴収条例等

の一部を改正する条例議案 

 第 52 号 高知県後期高齢者医療財政安定化基

金条例の一部を改正する条例議案 

 第 53 号 高知県国民健康保険法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 54 号 高知県住民基本台帳法施行条例の一

部を改正する条例議案 

 第 55 号 高知県介護保険財政安定化基金条例

の一部を改正する条例議案 

 第 56 号 高知県介護保険法関係手数料徴収条

例の一部を改正する条例議案 

 第 57 号 高知県軽費老人ホーム等の設備及び

運営に関する基準を定める条例及び

高知県指定居宅サービス等の事業等

の人員、施設及び設備並びに運営に

関する基準等を定める条例の一部を

改正する条例議案 

 第 58 号 高知県立療育福祉センターの設置及

び管理に関する条例の一部を改正す

る条例議案 

 第 59 号 高知県指定障害児通所支援事業者等

が行う障害児通所支援の事業等の人

員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例の一部を改正する条例議

案 

 第 60 号 高知県指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例の一部を改正する

条例議案 

 第 61 号 高知県精神科病院における任意入院

者の症状等の報告に関する条例の一

部を改正する条例議案 

 第 62 号 高知県安心こども基金条例の一部を

改正する条例議案 

 第 63 号 高知県女性相談支援センター設置条
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例の一部を改正する条例議案 

 第 64 号 高知県立紙産業技術センターの設置

及び管理に関する条例の一部を改正

する条例議案 

 第 65 号 高知県新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金基金条例の一

部を改正する条例議案 

 第 66 号 高知県の事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例議案 

 第 67 号 高知県家畜保健衛生所条例の一部を

改正する条例議案 

 第 68 号 高知県漁港管理条例及び高知県漁港

区域内における行為の規制に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 69 号 高知県営住宅の設置及び管理に関す

る条例の一部を改正する条例議案 

 第 70 号 高知県建築基準法施行条例及び高知

県手数料徴収条例の一部を改正する

条例議案 

 第 71 号 高知県港湾施設管理条例の一部を改

正する条例議案 

 第 72 号 高知県警察の設置及び定員に関する

条例の一部を改正する条例議案 

 第 73 号 高知県警察手数料徴収条例の一部を

改正する条例議案 

 第 74 号 高知県県立高校通学支援奨学金貸与

条例を廃止する条例議案 

 第 75 号 高知県が当事者である訴えの提起に

関する議案 

 第 76 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 77 号 公平委員会の事務の受託の廃止に関

する議案 

 第 78 号 行政不服審査法第81条第１項の機関

の事務の受託の廃止に関する議案 

 第 79 号 権利の放棄に関する議案 

 第 80 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 81 号 県が行う土地改良事業に対する市町

村の負担の一部変更に関する議案 

 第 82 号 県が行う土木その他の建設事業に対

する市町村の負担の一部変更に関す

る議案 

 第 83 号 県が行う流域下水道の維持管理に要

する費用に対する市の負担の変更に

関する議案 

 第 84 号 包括外部監査契約の締結に関する議

案 

 第 85 号 一級河川の指定に関する議案 

追加 

 第 86 号 高知県公安委員会の委員の任命につ

いての同意議案 

 第 87 号 高知県監査委員の選任についての同

意議案 

第２ 

 議発第１号 情報通信技術を活用した高知県議

会の活動の推進に関する条例議案 

 議発第２号 高知県議会会議規則の一部を改正

する規則議案 

 議発第３号 高知県議会委員会条例の一部を改

正する条例議案 

追加 

 議発第４号 若者のオーバードーズ（薬物の過

剰摂取）防止対策の強化を求める

意見書議案 

 議発第５号 訪問介護事業所への支援を求める

意見書議案 

 議発第６号 ＪＲ四国のローカル線維持・確保

を求める意見書議案 

追加 

 議発第７号 食料・農業・農村基本法の改正に

当たり、国内農業の基盤強化を図

ることを求める意見書議案 

第３ 常任委員の選任 
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第４ 議会運営委員の選任 

追加 

 継続審査の件 

 議長辞職の件 

 議長の選挙 

 副議長辞職の件 

 副議長の選挙 

 

――――  ―――― 

 

   午前10時開議 

○議長（弘田兼一君） これより本日の会議を開

きます。 

 

――――  ―――― 

 

諸 般 の 報 告 

○議長（弘田兼一君） 御報告いたします。 

 各常任委員会から審査結果の報告があり、一

覧表としてお手元にお配りいたしてありますの

で御了承願います。 

    委員会審査結果一覧表 巻末498ページ 

    に掲載 

 

――――  ―――― 

 

委 員 長 報 告 

○議長（弘田兼一君） これより日程に入ります。 

 日程第１、第１号から第85号まで、以上85件

の議案を一括議題といたします。 

 これより常任委員長の報告を求めます。 

 金岡佳時危機管理文化厚生委員長。 

   （危機管理文化厚生委員長金岡佳時君登壇） 

○危機管理文化厚生委員長（金岡佳時君） 危機

管理文化厚生委員会が付託を受けた案件につい

て、その審査の経過並びに結果を御報告いたし

ます。 

 当委員会は、執行部関係者の出席を求め、慎

重に審査いたしました結果、第10号議案、第11

号議案、第21号議案から第24号議案、第31号議

案から第33号議案、第41号議案から第43号議案、

第51号議案から第63号議案、第75号議案、以上

26件については全会一致をもって、第１号議案、

第９号議案、第46号議案、以上３件については

賛成多数をもって、いずれも可決すべきものと

決しました。 

 以下、審査の過程において論議された主な事

項について、その概要を申し上げます。 

 初めに、危機管理部についてであります。 

 第１号「令和６年度高知県一般会計予算」の

うち、衛星通信設備整備工事請負費について、

執行部から、現行のブロードバンドの衛星通信

サービスが今年12月に終了することを受け、本

庁及び県内８か所の総合防災拠点で利用するブ

ロードバンドの衛星通信設備を新たに整備する

ほか、消防庁からの緊急情報を受信するための

衛星通信設備等を更新するものであるとの説明

がありました。 

 委員から、新たに整備する衛星通信設備はど

のようなものなのかとの質疑がありました。執

行部からは、現行のものはデータ量が非常に少

ないのに対し、導入予定のブロードバンドは、

高速かつ大容量のデータを送ることが可能で、

今般の能登半島地震でも各地に設置されており、

非常に有用なものであるとの答弁がありました。 

 次に、緊急輸送道路下非耐震防火水槽撤去事

業費補助金について、執行部から、緊急輸送道

路下に埋設されている耐震性のない防火水槽を

撤去する市への補助金である。４市にある計31

基のうち、今回高知市の１基の撤去費用を補助

するものであるとの説明がありました。 

 委員から、撤去対象となる防火水槽は、４市

のうちで高知市が一番多いのかとの質疑があり

ました。執行部からは、高知市が23基と一番多
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く、次に香南市が４基、四万十市が３基、土佐

清水市が１基であるとの答弁がありました。 

 委員から、大規模災害が起きた際に、支援物

資が届かなくなる可能性がある場所について、

市や道路管理者などと協議の上、優先的に撤去

するなどができないかとの質疑がありました。

執行部からは、その点も踏まえ、スピード感を

持って、市と連携して取り組んでいくとの答弁

がありました。 

 次に、健康政策部についてであります。 

 第１号「令和６年度高知県一般会計予算」の

うち、介護予防アプリ改修委託料について、執

行部から、高齢者がなるべく長く健康でいられ

るようフレイル予防の取組を進めている。今年

度開発したフレイルチェックアプリに、来年度

は新たに認知機能チェックを追加し、認知症の

早期発見と支援機関へのつなぎの円滑化を図っ

ていくとの説明がありました。 

 委員から、フレイルチェックアプリの利用状

況はどうか。また、どういった方を対象として

いるのかとの質疑がありました。執行部からは、

昨年10月の利用開始後、２月７日時点で1,082件

の利用がある。75歳前後からそれ以上のフレイ

ル状態になりやすい高齢者の方を対象にぜひ

使っていただきたいと考えているとの答弁があ

りました。 

 別の委員から、高齢者の方が自身でチェック

するのか、それとも介助者が行うのかとの質疑

がありました。執行部からは、両方とも可能で

ある。ホームページから閲覧できるようにして

いるほか、例えばあったかふれあいセンターな

どへ来ている方に使っていただくことも想定し

ているとの答弁がありました。 

 次に、動物愛護推進事業費の測量調査等委託

料について、執行部から、動物愛護センター候

補地の測量及び造成計画に係る予算のうち、令

和６年度の支払い予定額であるとの説明があり

ました。 

 委員から、センターに必要な3,000平米の土地

を盛土して造成するに当たり、隣接する美術館

の臨時駐車場はどのように確保されるのかとの

質疑がありました。執行部からは、どの位置に

どのように造成したら、それぞれの必要な規模

が確保できるのか、また大型バスの進入路につ

いても今回の委託で計画をつくっていくとの答

弁がありました。 

 次に、子ども・福祉政策部についてでありま

す。 

 第１号「令和６年度高知県一般会計予算」に

関連して、執行部から、第５期日本一の健康長

寿県構想案について、今回の構想から新たに高

知型地域共生社会の推進を分野横断的な柱に位

置づけて取り組むこととした。あったかふれあ

いセンターを拠点として活用しながら、誰一人

取り残さない、地域でつながり、支え合う高知

型地域共生社会の実現を目指していくとの説明

がありました。 

 委員から、あったかふれあいセンターでは、

それぞれの活動に違いがあるが、県としてどの

ように関わっていくのかとの質疑がありました。

執行部からは、新たな中山間地域介護サービス

モデル、高知方式の試行として、まずは１か所

で、あったかふれあいセンターに介護専門職を

配置し、支援が必要な要介護の方を受け入れて

いくことを検討している。また、Ｗｉ－Ｆｉの

整備やオンライン診療などの実施により、セン

ターへの専門職の参画を増やし、活動を広げて

いきたいと考えているとの答弁がありました。 

 次に、農福連携認証取得支援事業費補助金に

ついて、執行部から、就労継続支援事業所等が

製造したノウフク産品に係るノウフクＪＡＳの

認証取得等に要する経費を補助するものである

との説明がありました。 

 委員から、認証シールがついた商品は応援し
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ていただけるなど大きな利点があるかと思うが、

どれぐらいの事業所が手を挙げているのかとの

質疑がありました。執行部からは、事前にアン

ケートを行ったところ、11事業所から手を挙げ

ていただいた。しかしながら、取得に当たって

は少し難しい要件もあるため、当初予算では５

事業所分を計上しているとの答弁がありました。 

 委員から、認証取得にはどの程度の費用が必

要か。また、要件とはどんなものかとの質疑が

ありました。執行部からは、新規で取得する場

合は14万円から16万円程度の手数料と、登録認

証機関に来ていただくための旅費がかかる。ま

た、要件としては、障害のある方がどのような

生産工程に携わったかといったことを説明する

ための書類作成及び管理等が必要となるとの答

弁がありました。 

 次に、文化生活スポーツ部についてでありま

す。 

 第１号「令和６年度高知県一般会計予算」の

うち、まんが王国土佐推進費について、執行部

から、漫画文化の推進と、まんが王国・土佐の

ブランド化を目的に開催するまんが甲子園の魅

力を国内外に発信するプロモーションなどを

行っていくとの説明がありました。 

 委員から、連続テレビ小説あんぱんの放送が

決定し、どのような取組を実施していくのか。

また、観光との連携はどう考えているかとの質

疑がありました。執行部からは、独自の取組と

しては、やなせたかし先生が永世名誉審査員長

であるまんが甲子園において、その御功績を表

す取組や、全国漫画家大会議inまんが王国・土

佐が、あんぱん放送開始直前の３月に開催され

ることから、機運醸成につながるイベントなど

を考えていきたい。また、観光が実施するプロ

モーションとも連携できるよう協議していきた

いとの答弁がありました。 

 次に、パスウェイシステム事業委託料につい

て、執行部から、子供がスポーツに親しんだり、

運動能力測定などを行うマッチングプログラム

と、将来有望な選手を発掘し、運動能力を高め

るトレーニングや多様な競技体験などを行う高

知くろしおキッズの２つの事業を委託するもの

であるとの説明がありました。 

 委員から、将来有望なアスリートの発掘、育

成ではどのような成果があるかとの質疑があり

ました。執行部からは、高知くろしおキッズで

は、非常に運動能力が優れた小学生を選考し、

様々なプログラムを行うことによって、運動能

力の向上やスポーツに対する意識の向上といっ

た成果が上がっている。修了生の中には、全国

や世界で活躍する選手が多く出ているとの答弁

がありました。 

 委員から、制度の周知はどのようにされてい

るかとの質疑がありました。執行部からは、毎

年度の選考会を行うに当たっては、全ての小学

校にチラシなどを送り参加を促しているほか、

県のホームページや専用サイトで活動状況を発

信しているとの答弁がありました。 

 次に、報告事項についてであります。 

 まず、危機管理部についてであります。 

 令和６年能登半島地震に係る高知県の被災地

支援の状況について、執行部から、能登半島地

震において、石川県や国、全国知事会等の要請

を受け、県や市町村が対応した人的・物的支援

の状況について説明がありました。 

 複数の委員から、派遣された県職員の活動に

ついて、現地での状況や本県の取組で改善すべ

き点等を取りまとめて報告はされるのかとの質

問がありました。執行部からは、派遣された職

員へのヒアリングは行うが、報告会の開催は予

定していない。今後の県の対応に生かせるよう、

聞き取った意見をまとめて対応していくとの答

弁がありました。 

 別の委員から、令和６年度当初予算に計上さ
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れている能登半島地震課題分析等事業委託料の

中でも報告をまとめていくのかとの質問があり

ました。執行部からは、派遣や対口支援の状況

も含めて調査していく予定であるとの答弁があ

りました。 

 次に、公営企業局についてであります。 

 鏡川工業用水道事業の今後の取組について、

執行部から、計画の総合的な再検討を実施し、

優先整備区間の管路更新や施設の老朽化対策、

給水料金改定に取り組んでいく。このうち、給

水料金については、令和７年度は現行料金の１

立方メートル当たり16円から２円値上げをし、

その後も管路更新工事に併せて、利用者の意見

を伺いながら段階的に料金改定を実施していく

ことを考えているとの説明がありました。 

 委員から、給水料金の改定について、最終的

にどこまで値上げするのかとの質問がありまし

た。執行部からは、利用者との意見交換会では、

令和７年度以降も段階的に値上げを行い、当面

は４円値上げしていく計画であることを説明し

ている。全管路の更新を進めるためには、給水

料金を30円程度にする必要があると試算してい

るとの答弁がありました。 

 委員から、情勢も変わっていくため、値上げ

の際には利用者にしっかり説明をしていただき

たいとの意見がありました。執行部からは、経

営状況も踏まえた内容の見える化を工夫してい

くとの答弁がありました。 

 次に、高知県立病院第８期経営健全化計画案

について、執行部から、地域医療構想等を踏ま

えた県立病院の果たすべき役割の発揮に向けた

取組や、地域医療を支えるためのネットワーク

づくりに向けた取組など、重点取組項目の６つ

の柱を中心に取り組んでいくとの説明がありま

した。 

 委員から、あき総合病院では、精神医療のあ

り方検討会議で、県立病院として役割を果たす

適切な精神医療の提供に向けた提言書がまとめ

られたとのことだが、どのような内容かとの質

問がありました。執行部からは、入院期間が長

い患者が増えているが、県立病院ではできるだ

け急性期の、民間では受入れ困難な患者を受け

入れてほしいといった提言をいただいたとの答

弁がありました。 

 複数の委員から、地域の病院や診療所への医

師の派遣など、県立病院は地域の医療を支える

機関という役割がある。地域の医療が成り立っ

ていくような仕組みに積極的に取り組んでいた

だきたいとの意見がありました。 

 以上をもって、危機管理文化厚生委員長報告

を終わります。 

○議長（弘田兼一君） 下村勝幸商工農林水産委

員長。 

   （商工農林水産委員長下村勝幸君登壇） 

○商工農林水産委員長（下村勝幸君） 商工農林

水産委員会が付託を受けた案件について、その

審査の経過並びに結果を御報告いたします。 

 当委員会は、執行部関係者の出席を求め、慎

重に審査いたしました結果、第８号議案、第12

号議案から第17号議案、第24号議案、第34号議

案から第37号議案、第44号議案、第64号議案か

ら第68号議案、第80号議案、第81号議案、以上

20件については全会一致をもって、また第１号

議案については賛成多数をもって、いずれも可

決すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程において論議された主な事

項について、その概要を申し上げます。 

 初めに、商工労働部についてであります。 

 第１号「令和６年度高知県一般会計予算」の

うち、こうち奨学金返還支援基金積立金につい

て、執行部から、奨学金を返還している県内企

業の従業員に対し、県と企業が協働して奨学金

返還額の一部を助成する制度を創設することに

より、大学生等の県内企業への就職の促進と定
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着を支援するとの説明がありました。 

 委員から、新たに創設する制度であるためＰ

Ｒが大事であると思うが、どのように取り組も

うと考えているのかとの質疑がありました。執

行部からは、県のホームページや就職情報ポー

タルサイトへ掲載するほか、デジタル広告の配

信による学生へのＰＲ、市町村の広報紙での広

報など、あらゆる手段を通じてＰＲをしていく

考えであるとの答弁がありました。 

 別の委員から、県内大学の学生に対して、県

内企業への就職に向けた県の施策を大学でどの

ように伝えていくのかとの質疑がありました。

執行部からは、来年度の当初予算により高知大

学で開催することとしている新たな講義や、学

生が企業を訪問取材して動画を制作するセミ

ナーといった、県内大学と連携して企業を知る、

企業と接する取組が一つのポイントになると考

えており、さらに連携を密にして働きかけてい

きたいとの答弁がありました。 

 次に、商業振興事業費のうち、デジタルデー

タを活用した商店街活性化の取組について、執

行部から、商店街組合が実施する人流計測機器

の導入等に関する費用に対して補助し、人流デー

タ取得・活用の効果測定及び個店のデジタル化

の取組を支援するために行う専門家の派遣等に

要する費用を支援するとの説明がありました。 

 委員から、全国的にも模範的なモデルケース

がない中、得られた人流データを検証し、その

活用方法を提案できる能力が重要になってくる

と思うが、県としてはどういう事業者を想定し、

どのように効果的な活用方法を取りまとめるの

かとの質疑がありました。執行部からは、商店

街の活性化やまちづくり分野の課題解決、もし

くは中小企業の経営コンサルタントの実績、経

験があること、それと併せてＩＴコンサルタン

ト業務の経験がある事業者を想定している。ま

た、データが取れ始めたら、順次活用について

の助言のほか、データを生かした在庫管理など

の経営面でもアドバイスをいただき、年度内に

事例集を取りまとめ、その地域外の方も成果を

共有できるように考えているとの答弁がありま

した。 

 別の委員から、高知市以外は人の流れが少な

いので、分析結果がどのように活用されるか疑

問であるが、どのように考えているかとの質疑

がありました。執行部からは、これから実証実

験的に取組が進められるが、大規模でなくても、

人の流れのデータを生かした個店の経営改善に

も結びつく可能性があるので、参考にしていた

だけると考えているとの答弁がありました。 

 次に、農業振興部についてであります。 

 第１号「令和６年度高知県一般会計予算」の

うち、新規就農総合対策事業費について、執行

部から、新規就農者の確保対策として、女性向

けの農業体験ツアーの実施や中高生に対する出

前授業等の取組を拡大し、若者、女性への就農

支援を強化するものであるとの説明がありまし

た。 

 委員から、農業への関心を高める啓発をどの

ように考えているのかとの質疑がありました。

執行部からは、農業に取り組んでいる女性の事

例を紹介し、女性も農業ができることを知って

もらうこと、そして関係機関や地域の方々の固

定観念の払拭を図っていくことを考えていると

の答弁がありました。 

 別の委員から、中学生や高校生に対する出前

授業について具体的にどのような形で実施する

のかとの質疑がありました。執行部からは、農

業振興センターや農業大学校などが実施可能な

講義内容を取りまとめ、各市町村の教育委員会

にカリキュラムへの活用を提案している。また、

農業高校から農業大学校に進学した後、就農す

ることをイメージした、各学校で共通して使用

できるパンフレットを作成している。農業高校
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では、中学生に対してそのパンフレットを使い

魅力を伝えてもらうようにしているとの答弁が

ありました。 

 委員から、農業高校を卒業しても就農してい

ない方がほとんどである現状から、関係機関と

連携を取り、系統立てた取組を進め、中学生、

高校生の段階から本県の農業を担う人材の育成

を図っていくようにとの意見がありました。 

 次に、第24号「令和５年度高知県一般会計補

正予算」のうち、食肉処理施設整備推進事業費

について、執行部から、令和５年３月に完成し

た高知市の新食肉センターの建設工事費の確定

に伴い、県及び28市町村が負担した補助金の返

還が発生するため、各市町村に補助負担金を返

還するものであるとの説明がありました。 

 複数の委員から、関連して四万十市に建設予

定の新食肉センターについて、県内産の安全・

安心な豚肉を低価格で安定して流通させるため、

また地元の要望も聞きながら、幡多地域だけで

なく県を挙げて取り組んでいただきたいとの要

請がありました。 

 次に、第67号「高知県家畜保健衛生所条例の

一部を改正する条例議案」について、執行部か

ら、家畜保健衛生所の防疫機能の強化と、さら

なる畜産振興を図ることを目的とした再編に伴

い、西部家畜保健衛生所の位置を変更しようと

するものであるとの説明がありました。 

 委員から、梼原町や幡多地域の畜産経営者の

不安にどのように対応されているかとの質疑が

ありました。執行部からは、伝染病の初動対応

や急な病気への診療対応について説明会を行う

ほか、個別に農家へ伺うなどして説明を行って

いるとの答弁がありました。 

 委員から、統廃合を行うことにより、地域に

不利益が生じないよう対応をお願いしたいとの

意見がありました。 

 別の委員から、統廃合後の新たな体制でスター

トした時点が大切であり、不都合等が発生した

場合は、問題点について検討を行うなど、対応

を行うようにとの意見がありました。 

 次に、林業振興・環境部についてであります。 

 第24号「令和５年度高知県一般会計補正予算」

のうち、県産材需要拡大対策事業費について、

執行部から、木材の地産地消に取り組む事業で、

木造住宅の建築、公共的施設の木質化や学校等

への木製品の導入などに対して助成するもので

ある。人口減少や資材費の高騰などにより、新

設住宅着工戸数が減少していること、国の有利

な制度を利用する事例が多くなっていること、

また事業要望の取下げがあったことなどから、

減額するものであるとの説明がありました。 

 委員から、県民が県産材を利用して住宅を建

てることを県が積極的に支援することによって、

事業者の利益も上がっていく。補正予算での大

幅な減額を踏まえ、さらなる取組が必要と思う

がどうかとの質疑がありました。執行部からは、

個人の財産形成に関わる部分でもあるので、補

助金額については相当慎重な議論が必要である。

一方、県産材の利用促進については重要である

ので、しっかりと考えていきたいとの答弁があ

りました。 

 別の委員から、身近に木材を感じられる機会

が減ってきているのではないかと感じている。

県として、県民の皆さんに木材を身近に感じて

いただける取組が必要ではないかと思うがどう

かとの質疑がありました。執行部からは、事業

のＰＲもさらに強化して周知していかなければ

ならない。県産材の需要拡大が進むように取り

組んでいきたいと考えているとの答弁がありま

した。 

 次に、地球温暖化対策推進事業費について、

執行部から、家庭における光熱費の負担軽減と

省エネを促進するため、本年度実施したこうち

省エネ家電等購入応援キャンペーンを第２弾と
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して来年度も実施するための経費であるとの説

明がありました。 

 委員から、今年度実施したキャンペーンにお

いて、地域の電器店や住民の方からは、この制

度が広く周知されていない、申請手続が難しい

などの声が寄せられている。第２弾では、告知

方法の工夫や地域に密着した電器店の声なども

重視しながら事業を進めていただきたい。あわ

せて、地元商工会の意見調査の結果も踏まえ、

商工労働部とも連携して取組を進めていただき

たいとの意見がありました。執行部からは、こ

の事業の目的を達成する観点から多様な意見を

聞いた上で、円滑な事業の執行につなげていき

たいとの答弁がありました。 

 別の委員から、第１弾のキャンペーンでは対

象製品の基準により製品が限られ、もう少しラ

ンクを下げることはできないかとの意見が出て

いたが、今回の事業ではどのような形で実施す

るのかとの質疑がありました。執行部からは、

エアコンや小型の冷蔵庫などは対象商品が少な

いとの意見も聞かれたことから、より多くの県

民の方に利用いただけるよう、基準の緩和など

も含め対象製品を拡大したいと考えているとの

答弁がありました。 

 委員から、事業を実施していく中で、住民の

方や電器店から要望などが出た場合は柔軟に対

応していただきたいとの意見がありました。 

 次に、水産振興部についてであります。 

 第１号「令和６年度高知県一般会計予算」の

うち、水産加工振興事業費について、執行部か

ら、県産水産物の輸出拡大に向けた商品開発や

販路の開拓を支援するための経費であるとの説

明がありました。 

 委員から、様々な国に対し積極的に輸出ルー

トを開拓する方向性は重要であるが、次期産業

振興計画の中で打ち出している水産物の輸出額

目標を達成するためにどのような戦略で進めて

いくのかとの質疑がありました。執行部からは、

今年度、高知県貿易協会に配置した水産物輸出

促進コーディネーターの人的ネットワークを生

かしながら、これまでのアメリカや東南アジア

に加え、中東諸国や台湾への輸出ルートを開拓

していくとともに、輸出国のニーズに合った商

品開発を行い、商談会などを通して本県の強み

をＰＲしながら販路拡大に取り組んでいくとの

答弁がありました。 

 複数の委員から、これまで水産物加工場の整

備なども行い、取組を進めているが、生産・加

工・流通のサイクルがうまく回るよう、特に販

売先の拡大に努めていただきたいとの意見があ

りました。 

 次に、第24号「令和５年度高知県一般会計補

正予算」のうち、水産業制度資金の利子補給事

業について、執行部から、漁業者に対する資金

融資制度において、当該年度に県が承認する利

子補給のうち、翌年度以降の利子補給について

は、債務負担行為で予算を措置しているが、今

年度に入り、承認済みの一部の利子補給におい

て議会で議決を受けた債務負担行為の限度額を

超えて利子補給を執行していることが判明した

ため、債務負担行為の変更をお願いするもので

あるとの説明がありました。 

 商工農林水産委員会として、執行部に対し、

議会で議決した限度額を超えて執行したことは、

議会軽視と捉えられても仕方がない内容である。

改めて執行管理の徹底を図り、二度とこのよう

なことを起こさないよう要請を行いました。 

 次に、報告事項についてであります。 

 初めに、商工労働部についてであります。 

 歴史公文書の誤廃棄について、執行部から、

本年２月の高知県公文書管理委員会において、

歴史公文書に該当すると答申がなされた文書を、

公文書館への移管前に誤って廃棄したとの説明

がありました。 
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 委員から、誤廃棄した公文書の復元に向けた

今後の対応が必要ではないかとの質問がありま

した。執行部からは、電子ファイルとして残っ

ているファイルは印刷して復元するように努め

ているところである。また、関係団体や出先機

関などに関連した書類が残っていないか確認を

依頼しており、もしあればコピーを頂いて保管

するなどの対応を取っていきたいと考えている

との答弁がありました。 

 商工農林水産委員会として、執行部に対し、

全職員が認識しなければいけない事例であり、

全庁的にもう一度公文書に対する認識や取扱い

について周知するとともに、公文書は県民の財

産であるということを肝に銘じ、廃棄の手順も

ルールにのっとって、二度とこうしたことが起

こらないように要請しました。 

 次に、林業振興・環境部についてであります。 

 生物多様性こうち戦略について、執行部から、

生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する

県の基本的な計画として、平成26年に策定して

いる現戦略における計画期間が本年度末で終了

するとともに、昨年３月に閣議決定された生物

多様性国家戦略を踏まえ、今回改定を行うもの

であるとの説明がありました。 

 委員から、公共工事における生物多様性に配

慮した取組の強化とあるが、具体的にどのよう

に取り組んでいくのかとの質問がありました。

執行部からは、公共工事においては、大規模な

工事はもともと環境アセスメントという仕組み

があり、事前に様々な調査が行われ、専門家の

意見が聞かれるなどしている。環境アセスメン

トの対象にならない工事については、県の文化

環境評価システムの見直しをすることによって、

生物多様性への配慮に徹底して取り組んでいき

たいと考えているとの答弁がありました。 

 委員から、ほかの部局にもまたがることであ

るが、積極的な姿勢で臨み、実効性が上がるよ

うにしていただきたいとの意見がありました。 

 以上をもって、商工農林水産委員長報告を終

わります。 

○議長（弘田兼一君） 上治堂司産業振興土木委

員長。 

   （産業振興土木委員長上治堂司君登壇） 

○産業振興土木委員長（上治堂司君） 産業振興

土木委員会が付託を受けた案件について、その

審査の経過並びに結果を御報告いたします。 

 当委員会は、執行部関係者の出席を求め、慎

重に審査いたしました結果、第８号議案、第18

号議案、第20号議案、第24号議案、第30号議案、

第38号議案、第40号議案、第69号議案から第71

号議案、第79号議案、第82号議案、第83号議案、

第85号議案、以上14件については全会一致をもっ

て、また第１号議案については賛成多数をもっ

て、いずれも可決すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程において論議された主な事

項について、その概要を申し上げます。 

 初めに、産業振興推進部についてであります。 

 第１号「令和６年度高知県一般会計予算」の

うち、地方人口ビジョン等基礎調査委託料等に

ついて、執行部から、人口減少対策に関し、本

県の課題抽出や分析、効果的な施策の展開につ

なげるため、県内外の若年女性を中心としたヒ

アリングやアンケート調査、また他県の状況や

先進事例等を踏まえた分析を行う。また、人口

動態、少子化対策等の専門家で構成する外部有

識者会議を設置しようとするものであるとの説

明がありました。 

 委員から、外部有識者会議の意見や、女性か

ら実際に出される意見を生かして施策に反映す

ることが重要なのではないのかとの質疑があり

ました。執行部からは、この調査では、できる

だけ多くの女性の声を聞くことに加えて、外部

有識者会議において専門的な見地から御意見を

いただくこととしている。また、本県の人口減
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少対策のマスタープランである高知県元気な未

来創造戦略の推進委員会において、有識者会議

の意見を踏まえて施策をバージョンアップする

こととしており、その委員には、若年女性の委

員も検討しているとの答弁がありました。 

 次に、中山間振興・交通部についてでありま

す。 

 第１号「令和６年度高知県一般会計予算」の

うち、人口減少対策総合交付金について、執行

部から、この交付金は市町村が地域の実情に合

わせて実施する人口減少対策を総合的に支援す

るものである。全ての市町村に配分する基本配

分型と、若者の増加や出生数の増加という県の

掲げる目標の達成につながる取組に加算する手

挙げ方式の連携加算型の２つで構成していると

の説明がありました。 

 委員から、人口減少対策は市町村と連携して

取り組んでいくことが期待されるが、この交付

金は市町村にどのように受け止められているの

かとの質疑がありました。執行部からは、多く

の市町村が令和６年度から連携加算型にも取り

組んでいく見込みであり、市町村からは非常に

期待しているという声が届いているとの答弁が

ありました。 

 さらに、委員から、この交付金を運用するに

当たっては、各市町村の実情に応じた事業が実

施されていくと思うが、よい事例や課題などを

どのように共有し、事業内容の磨き上げを図っ

ていくのかとの質疑がありました。執行部から

は、よい事例などがあれば地域本部を通じて情

報共有し、市町村の事業に助言を行っていきた

いとの答弁がありました。 

 次に、総合的な鳥獣被害対策の推進について、

執行部から、防護柵の設置など守りの対策と、

捕獲などの攻めの対策の両面から総合的な鳥獣

被害対策を推進しているとの説明がありました。 

 委員から、狩猟者の確保と育成について県と

一緒に取り組んでいる一般社団法人高知県猟友

会とはどのような連携を図っているのかとの質

疑がありました。執行部からは、高知県猟友会

には狩猟免許試験に関する業務や合格者の仲間

づくり、個別の相談対応に協力してもらってお

り、引き続き連携して取り組んでいきたいとの

答弁がありました。 

 次に、生活用水確保支援事業について、執行

部から、日常に欠かせない生活用水を確保する

ための施設整備など、中山間地域での暮らしを

支える仕組みづくりを支援するものであるとの

説明がありました。 

 委員から、施設整備に係る装置等の調達につ

いては、県内事業者の育成という視点がとても

大事であることから、ぜひ県内事業者を活用し

てもらいたいとの要請がありました。 

 次に、観光振興部であります。 

 第１号「令和６年度高知県一般会計予算」に

ついてであります。第５期高知県産業振興計画

における観光分野の施策の展開、地域のための

観光について、執行部から､｢極上の田舎、高知｡｣

をコンセプトとしたどっぷり高知旅キャンペー

ンを展開し、国内外の観光客に、高知ならでは

の魅力をじっくりと、深く味わっていただくこ

とで、高知での長期滞在や高知のファンの拡大

を目指すとともに、観光消費額の増につなげる

との説明がありました。 

 委員から、地域のための観光というテーマは

大変すばらしいと思う。このことを実現してい

くためには、地域の方と一緒になって取り組ん

でいくことが重要であるが、どのように機運を

醸成していくのかとの質疑がありました。執行

部からは、地域のための観光は、稼ぐというこ

とだけではなく、各地域のよさを残していく、

多くの方に知ってもらうという視点で、地域の

方との話合いを進めていきたい。話合いを続け

ていく中から、いろいろな観光資源が見つかり、
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結果として、何度も来てもらえる、さらには長

期滞在につながるような取組にしていきたいと

の答弁がありました。 

 次に、観光キャンペーン推進事業費補助金に

ついて、執行部から、どっぷり高知旅キャンペー

ンの主な取組の一つとして、滞在期間の延長に

つながる、県内各地のライトアップイベントや

夜間ならではの体験コンテンツ等の観光資源を

掘り起こし、情報発信や商品化を図るとの説明

がありました。 

 委員から、若年層の観光客にとって、夜間イ

ベントは重要なコンテンツになると思うが、ど

のような観光資源があるのかとの質疑がありま

した。執行部からは、各市町村にＰＲできる夜

間の観光資源の有無を照会したところ、星空観

賞や蛍など80件近く出てきており、今後旅行会

社や専門家の意見を得て、商品化に向けた取組

を進めていきたいとの答弁がありました。 

 次に、地域観光商品造成等委託料について、

執行部から、地域ならではの魅力を体感しなが

ら長期滞在ができる観光地域づくりを推進する

ため、地域の暮らしや伝統文化などの素材を生

かした観光商品を造成しようとするものである

との説明がありました。 

 委員から、長期滞在してもらうためには面と

なる地域全体での取組が重要になるが、地域に

よって様々な課題がある中でどのように観光商

品づくりを進めていくのかとの質疑がありまし

た。執行部からは、県内８から10地区に専属の

コーディネーターを配置し、その伴走支援の下、

地域支援企画員など県も加わり、しっかりと体

制を構築した上で、地域の資源を生かしながら

観光商品づくりを進めていくとの答弁がありま

した。 

 次に、土木部であります。 

 第１号「令和６年度高知県一般会計予算」に

ついてであります。豪雨等災害対策の推進につ

いて、執行部から、計画的な維持管理等の推進

として河川やダム等に堆積した土砂のしゅんせ

つは、国の有利な起債制度を最大限活用して、

計画的にしゅんせつし、浸水被害の軽減に取り

組むこととしているが、緊急浚渫推進事業債が

令和６年度に最終年度を迎えることから、特に

重点的に配分を実施しているとの説明がありま

した。 

 委員から、河川等のしゅんせつは多くの住民

から要望のある事業であり、県も緊急浚渫推進

事業債の延長を国に要望していると聞くが、現

状を踏まえどのように対応していくのかとの質

疑がありました。執行部からは、激甚化、頻発

化する豪雨災害への備えとして適切な河道の確

保のため、緊急浚渫推進事業債のような有利な

地方債制度は必要不可欠だと考えており、令和

７年度に向けた知事の政策提言など、あらゆる

機会を捉えて制度の存続を引き続き国に訴えて

いくとの答弁がありました。 

 次に、浄化槽設置整備事業費補助金について、

執行部から、浄化槽の設置者に補助を行う市町

村に対し、国と併せて県も補助を行うものであ

るとの説明がありました。 

 委員から、県有施設においても単独浄化槽が

相当残っていると思うが、現状を把握している

のかとの質疑がありました。執行部からは、県

有施設のうち40施設が単独浄化槽であり、その

うち６施設は、合併浄化槽への転換などに係る

予算要求を行っていると承知している。まだ多

く残っているので関係部局にはしっかりと働き

かけていきたいとの答弁がありました。 

 さらに、委員から、浄化槽の整備を進めるに

当たって、県有施設が単独浄化槽のままでは説

得力がないので、積極的に進めてほしいとの意

見がありました。 

 次に、報告事項についてであります。 

 産業振興推進部についてであります。 
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 高知県元気な未来創造戦略の全体像案につい

て、執行部から、本県における人口減少対策の

マスタープランとなるものであり、この戦略の

下、県、市町村、民間企業をはじめ、県民の皆

さんが一体となって人口減少問題の解決に向け

て取組を進めていく羅針盤になるものである。

今後、パブリックコメントや議会でいただいた

御意見を可能な限り反映した上で、本年度末ま

でに取りまとめる予定であるとの説明がありま

した。 

 委員から、この戦略が若い女性をターゲット

にしているように見えるのは、政策実現に向け

た条件整備としている固定的な性別役割分担意

識の解消というメッセージがきちんと届いてい

ないからではないのかとの質問がありました。

執行部からは、表現については今後も検討して

いくが、少子化の原因の一つが本県における女

性の人口減少であると考えており、高知に残る

ことができる選択肢、やりたい仕事がある環境

をつくることが県の役割だと考えているとの答

弁がありました。 

 次に、土木部についてであります。 

 高知県建設業活性化プランについて、執行部

から、建設業は、県民の安全・安心の確保と地

域の活力増進を図り、県民が将来に希望を持っ

て暮らせる県土づくりを推進する上で不可欠な

産業であり、建設業が各地域で持続的に発展し

ていくことは、地域の雇用を確保し、県経済活

性化の下支えにも寄与することから、この活性

化プランは来年度から第５期高知県産業振興計

画と連携して、人材確保や生産性向上の取組を

進めていくこととしているとの説明がありまし

た。 

 委員から、産業振興計画における人材確保は、

高知県建設業活性化プランとの関わりも大きい。

産業振興計画の産業成長戦略として、建設分野

の経済動向にも目配りするとされていたが、土

木部の予算規模は非常に大きいことからしても、

もっと主体的に連携していくことが重要ではな

いのかとの質問がありました。執行部からは、

来年度から産業振興計画だけでなく他の計画と

も連動していく中で、この活性化プランの役割

を果たすことができるように、また建設業が地

域の大事な産業であることをしっかりと説明し

ていきたいとの答弁がありました。 

 次に、特定利用港湾について、執行部から、

国との間で協議の対象となっている高知港、須

崎港、宿毛湾港については、総合的な防衛体制

の強化のための公共インフラ整備に関する円滑

な利用に関する枠組みを国との間で確認するこ

ととしたいとの説明がありました。 

 委員から、国が公開したＱ＆Ａによれば重要

影響事態において米軍の後方支援ができるとさ

れているが、そのことについては県民に十分な

説明がされていないのではないのかとの質問が

ありました。執行部からは、円滑な利用に関す

る確認事項の取り交わしにかかわらず、重要影

響事態において国からの協力要請はあり得る。

この確認事項への同意は港湾の利用調整を速や

かに行おうとするためのものであって、こうし

た要請を断れるかどうかには関係がないとの答

弁がありました。 

 別の委員から、特定利用港湾は総合的な防衛

体制の強化の一環としての取組であり、また自

衛隊、海上保安庁の円滑な利用が図られること

により、災害時に迅速な救援活動が期待できる

など、地域の安心・安全にとって大きな意義が

あると考えるとの意見がありました。 

 以上をもって、産業振興土木委員長報告を終

わります。 

○議長（弘田兼一君） 明神健夫総務委員長。 

   （総務委員長明神健夫君登壇） 

○総務委員長（明神健夫君） 総務委員会が付託

を受けた案件について、その審査の経過並びに
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結果を御報告いたします。 

 当委員会は、執行部関係者の出席を求め、慎

重に審査いたしました結果、第２号議案から第

７号議案、第19号議案、第24号議案から第29号

議案、第39号議案、第45号議案、第47号議案か

ら第51号議案、第72号議案から第74号議案、第

76号議案から第78号議案、第84号議案、以上27

件については全会一致をもって、第１号議案、

第46号議案、以上２件については賛成多数をもっ

て、いずれも可決すべきものと決しました。 

 以下、審査の過程において論議された主な事

項について、その概要を申し上げます。 

 初めに、総務部についてであります。 

 第１号「令和６年度高知県一般会計予算」の

うち、行政管理費に計上されている設計等委託

料について、執行部から、庁内の執務室のスマー

トオフィス化に向けたレイアウトプランの作成

を委託するものであるとの説明がありました。 

 委員から、スマートオフィス化により実現さ

れる多様な働き方についてはどのような姿を目

指すのか、またレイアウトプランの作成とは具

体的にどのような内容かとの質疑がありました。

執行部からは、今年度実施した取組においても、

フリーアドレス制によるコミュニケーションの

活性化や、資料のデジタル化を通じて在宅勤務

などの場所にとらわれない働き方の促進につな

がった。今後もこうした取組により、場所や紙

にとらわれない働き方を広げていきたい。また、

レイアウトプランの作成については、２部局を

対象として、執務室の現状調査をはじめ、職員

の意向調査などを踏まえ、職員の希望を反映し

たレイアウト案を作成するとともに、必要な什

器のリスト化なども行うものであるとの答弁が

ありました。 

 次に、デジタルディバイド対策の推進につい

て、執行部から、スマートフォン活用サポーター

養成事業を活用したスマホ教室等は徐々に広が

りつつあるが、全国と比較するとまだまだ十分

ではない。全ての地域において、高齢者等のデ

ジタルディバイド層がスマホを活用することが

できる環境を目指し、スマホ教室でも活用でき

るアプリの開発に加え、あったかふれあいセン

ターの職員等を対象としたサポーターの養成や、

若者が高齢者等に教える場を設けるなど、新た

な取組を進めていくとの説明がありました。 

 委員から、デジタル化の取組については期待

をする一方、住民の理解が追いついていないよ

うに感じる。デジタル政策を進めていく上で、

デジタルディバイド対策にもっと力点を入れる

べきと考えるがどうかとの質疑がありました。

執行部からは、デジタル化の取組については、

県民の利便性を向上させるために必要である一

方で、不安があることも承知している。本県の

目指す姿を分かりやすく示しつつ、デジタルディ

バイド対策をしっかりと進めていくとの答弁が

ありました。 

 次に、市町村業務改善支援事業委託料につい

て、執行部から、今後限られた職員でも行政サー

ビスの質を向上していくための取組として、今

年度に引き続き、業務プロセスの見直しや再構

築を図るＢＰＲに新たに取り組む市町村を支援

するものであるとの説明がありました。 

 委員から、今年度の成果を踏まえ、今後市町

村でどのように取組が進んでいくのかとの質疑

がありました。執行部からは、今年度について

は、モデル団体の５市町に対し、業務の棚卸し

調査や業務の見直しについて、コンサルティン

グ事業者による伴走支援を行ってきた。これに

より市町村がＢＰＲを考えるための基礎をつくっ

てきたところであり、今後は市町村自ら改善し

ていくほか、他の市町村への横展開も期待でき

るとの答弁がありました。 

 次に、庁舎管理費に計上されている設計等委

託料について、執行部から、本庁舎及び西庁舎
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において、設備の更新時期を迎えていることや、

庁舎電力の省エネ化を図るため、ＬＥＤ照明へ

の改修を行う工事の設計業務、監理業務を委託

するものであるとの説明がありました。 

 委員から、ＬＥＤ化による省エネ化について、

どれほどの費用対効果が見込めるのかとの質疑

がありました。執行部からは、既に改修を終え

た北庁舎では、庁舎全体の電気使用量が30％削

減された実績があることから、十分な費用対効

果が見込めると考えているとの答弁がありまし

た。 

 委員からは、ＬＥＤ化による電気使用量の削

減効果について、市町村や民間企業に対して発

信し、エネルギー消費削減の取組が広がるよう

努めてほしいとの意見がありました。 

 次に、教育委員会についてであります。 

 第１号「令和６年度高知県一般会計予算」の

うち、遠隔教育推進事業費について、執行部か

ら、来年度は、配信による授業時間数を拡大す

るとともに、中学校の免許外指導の支援や指導

力向上支援校を拡大する予定であるとの説明が

ありました。 

 委員から、全国において、中学校の技術・家

庭の技術分野を担当する教員の約23％が技術科

の正規免許を有していなかったとの新聞報道が

あったが、本県ではどのような状況かとの質疑

がありました。執行部からは、本年度、技術科

の免許外指導は48校で実施されているが、教育

センターに専門性の高い元教員を配置し、遠隔

教育システムを活用した授業支援を実施してお

り、来年度は支援体制を増員し、より多くの学

校への支援を検討している。今後は、教育セン

ターからの支援を継続するとともに、他県の取

組を参考にしつつ採用の増や配置の工夫などを

行い、令和10年度までに技術科の免許外指導が

解消できるよう取組を進めていくとの答弁があ

りました。 

 次に、自転車ヘルメット着用推進事業委託料

及び自転車ヘルメット着用推進事業費補助金に

ついて、執行部から、自転車通学をしている児

童生徒のヘルメットの購入費用を支援するもの

であるとの説明がありました。 

 委員から、ヘルメット着用率や交通量といっ

た地域性を分析した上で、リスクの高い地域に

ついて重点的な取組が必要であると思うが、具

体的にどのように取組を進めているかとの質疑

がありました。執行部からは、今年度、比較的

交通量の多い高知市と土佐市を訪問し、学校で

の講演活動の実施につなげたほか、市町村から

は今後前向きに取り組みたいとの回答もあった。

引き続き、丁寧にフォローしながら支援してい

くとの答弁がありました。 

 次に、高等学校の魅力化の促進について、執

行部から、高等学校と地元市町村等が連携・協

働する地域コンソーシアムを構築し、高等学校

の魅力化に取り組む。また、県版地域おこし協

力隊を活用した高校魅力化コーディネーターの

配置により、学校と地域をつなぎ、地域みらい

留学などの県外生徒の募集や、地元中学校への

広報などに取り組むとの説明がありました。 

 委員から、中山間地域が残っていくためには

県立高校を残していくべきと考えるが、教育委

員会としての方針はどうなっているかとの質疑

がありました。執行部からは、地域の活性化の

ために、県立学校は残していくべきものと考え

ている。地元や県外の生徒に選ばれる学校とす

るために、地域コンソーシアムにより市町村が

主体的に参加する形で、各校の魅力の磨き上げ

に努めていくとの答弁がありました。 

 また、委員から、取組の核となる人材を確保

するに当たり、高校魅力化コーディネーターの

育成や処遇についてはどう考えているかとの質

疑がありました。執行部からは、本年度、アド

バイザー業務を委託した事業者と共に魅力化の
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取組を進めてきたことで、一定のノウハウが蓄

積された。高校魅力化コーディネーターについ

て、蓄積されたノウハウを基に伴走による育成

を図りつつ、任期満了後のステップアップ等に

ついても検討していくとの答弁がありました。 

 次に、学校給食推進費について、執行部から、

学校給食の運営、普及、充実と食育の推進に関

するものであるとの説明がありました。 

 委員から、第３期高知県食育推進計画におい

て示している、学校給食における地場産品の活

用率を今年度に50％まで引き上げるという目標

に対し、取組の内容や課題はどうなっているか

との質疑がありました。執行部からは、重点的

に地場産品を活用する日を定期的に設けるなど

して取り組んでいるが、価格の高騰や入手でき

る時期の制約などから、食品数ベースで今年度

の活用率は44.9％となっている。今後は、国の

交付金等を活用しつつ、知事部局と連携し、市

町村役場や市町村教育委員会に協力を依頼して

いくとの答弁がありました。 

 別の委員から、給食の食材費が保護者負担で

あることが、市町村で地場産品の活用が進まな

い要因の一つになっていると思うが、対策につ

いてどう考えるかとの質疑がありました。執行

部からは、現在国においては学校給食費無償化

の検討が進められており、その動向を注視しつ

つ、学校給食における地場産品の使用促進に係

る国の補助制度等について周知を図っていくと

の答弁がありました。 

 次に、第45号「高知県公立学校情報機器整備

基金条例議案」について、執行部から、県及び

市町村が行う初等中等教育段階の公立学校にお

ける情報機器の整備に係る事業を円滑に実施す

るため、原資を全て国費とする基金を設置する

ものであるとの説明がありました。 

 委員から、これまで整備してきた１人１台端

末に故障が起こった場合、家庭に負担を生じな

いような手だては取られているかとの質疑があ

りました。執行部からは、今回国から示された

補助については、全児童生徒数に加え予備機分

として15％が上乗せされている。このことにつ

いては、これまでも市町村に対して適切にアナ

ウンスを行ってきたが、今後より一層の周知を

図っていくとの答弁がありました。 

 以上をもって、総務委員長報告を終わります。 

 

――――  ―――― 

 

討  論 

○議長（弘田兼一君） お諮りいたします。 

 この際、委員長に対する質疑を省略し、直ち

に討論に入ることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、さよう決しました。 

 これより討論に入ります。 

 第１号議案、第９号議案及び第46号議案に関

し、討論の通告がありますので、順次発言を許

します。 

 34番岡田芳秀議員。 

   （34番岡田芳秀君登壇） 

○34番 （岡田芳秀君） 私は、日本共産党を代表

し、ただいま議題となっています第１号議案「令

和６年度高知県一般会計予算」並びに第９号議

案、第46号議案に反対の立場から討論を行いま

す。 

 私たち日本共産党は、当初予算に対する態度

として、予算の具体的な中身と同時に予算に反

映されていない県民の願い、また知事の政治姿

勢による県政の方向性など、その総合的な評価

に基づき判断をしてきました。 

 今、日本は暮らしや平和をめぐって大きな岐

路に立っています。そして、県政においては、

県民と地方自治の立場に立つのか、国の進める
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大軍拡路線や社会保障抑制の立場に立つのかが

鋭く問われています。 

 ２期目に入った濵田県政は、国言いなりの姿

勢が目立ちます。その最たるものが、今問題と

なっている特定利用港湾に対する対応です。こ

れは、平時から自衛隊、海上保安庁が訓練に利

用するため、高知港、須崎港、宿毛湾港を特定

利用港湾に指定して、有事を見据えた円滑な利

用に関する枠組みをつくっておくものです。 

 この平時の枠組みは、シームレスに有事につ

ながります。私たち日本共産党県議団が３月15

日に内閣府に確認したところ、平時とは、日本

周辺に限られず、重要な影響を与える事態であ

れば米軍支援活動が可能になる重要影響事態

や、第三国への攻撃であっても、それにより日

本の存立が脅かされ、武力行使が可能になる存

立危機事態を含むことが明らかになりました。

これらの事態を含む平時にも、港は軍事利用さ

れるということです。つまり、特定利用港湾は、

事実上軍事利用港湾となります。 

 内閣官房が作成したＱ＆Ａ11によると、平素

から、自衛隊では武器、弾薬等を含む物資輸送

や部隊の展開のために、特定利用空港・港湾を

利用すると記されています。つまり、平素から

護衛艦による離岸、着岸や輸送艦等による部隊

や荷物の積卸し、そして部隊展開などの訓練が

行われることになります。軍事的な位置づけを

持った港は、国際法上、攻撃目標にされるおそ

れがあります。特定利用港湾の指定は、海外、

米軍の戦争を高知へ飛び火させ、県民を戦争へ

巻き込む危険性があります。 

 知事は、県民の暮らしや平和にとって極めて

重要なこの枠組み協定に対して、その内容や国

とのやり取りなどを県民や県議会に隠して、３

月末までに政府との協定を結ぼうとしておりま

す。知事は、国から３月末を期日にと強く言わ

れていると述べましたが、内閣府は、急ぎたい

が３月末までに協定を結べなくてもペナルティー

はないと言っております。事は、高知、須崎、

宿毛３市だけの問題ではなく、平和を求める全

ての県民に関わる重大な問題です。拙速な対応

ではなく、県民の不安や疑問にしっかりと応え

る姿勢が知事に強く求められています。 

 また、国政で大問題となっている政治資金パー

ティー券について知事は、企業や団体は現実に

社会経済活動の一つの単位として機能し、政治

活動も行っており、その一環で法令の定めに基

づいて資金を提供することは何ら否定されるも

のではないと答えました。しかし、経済的に圧

倒的な力のある企業が政治資金を提供すること

は、参政権を侵害するものです。知事も県の受

注企業からパーティー券収入を得ていますが、

県民から疑念を持たれないようにしなければな

りません。 

 以下、令和６年度当初予算に対する主な反対

理由を述べます。 

 第１は、経済・産業政策です。濵田県政の目

玉政策は関西戦略ですが、万博・ＩＲ頼みの予

算は看過できません。課題解決先進県高知が進

むべき道は、大阪・関西万博頼みや、また根本

的な課題解決と向き合うことにならないデジタ

ル化偏重でいいのかが鋭く問われています。人

と地域資源を大事にして、暮らし続けられる高

知県にすることが重要です。そのためには、地

産外商のみならず、もっと地産地消、地域循環

型を重視することが求められます。それでこそ、

中山間の振興につながります。 

 第２は、子育て支援についてです。特に、子

供の医療費無償化に対する県の消極的な姿勢は

見直す必要があります。子供の医療費無償化は

2009年から改善が見られず、全国最低水準となっ

ています。本県の出生数は2022年に全国最少の

3,721人になり、昨年はさらに300人以上少ない

3,380人になっています。県としてしっかり子供
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の医療費無償化の底上げをするよう求めます。 

 第３は、県としてパートナーシップ制度は実

施をせず、人口減少問題を若い女性に押しつけ

る、ジェンダー平等に反するような施策となっ

ていることです。予算は、若い女性に高知に残っ

てもらい、結婚・出産・子育てをしてもらいた

いとしていますが、人の生き方はそれぞれです。

女性が人として尊重される社会であることがま

ず重要です。その観点を予算に貫くことを求め

ます。 

 第４は、デジタル化の無批判な推進です。デ

ジタル化が社会発展に重要であることは理解で

きますが、メリットばかりが強調されていて、

デメリットは全く触れられていません。県は、

運転免許証とマイナンバーカードの一体化のた

めのシステム改修費等を計上しています。国が

この統合を加速するのは、国民の多くが保有し

ている運転免許証と一体化をすることで、マイ

ナンバーカードの普及を進める狙いがあります。

マイナンバーカードを紛失した場合の再発行に

は時間がかかり、長期間運転ができず、身分証

明もできなくなるなどのデメリットが考えられ

ます。 

 第５は、教育行政です。教員を目指していた

複数の人が、学校でのパワハラ、セクハラに遭

い、教員への道を断念しています。県教委の無

責任な対応にも原因があります。また、学力テ

スト偏重の教育行政、教員不足と言われながら

教壇に立たない教員が多いことなど、事態が一

向に改まっていません。子供にも先生にもゆと

りと居場所が保障されるよう求めます。以上が、

一般会計予算についての主な反対理由です。 

 次に、第９号議案「令和６年度高知県国民健

康保険事業特別会計予算」についてです。県は

2030年度を目標に、県内市町村の国保料水準の

統一を目指すために基金を積み上げていますが、

こうした基金は高過ぎる国保料の引下げに使う

べきです。また、各市町村が検診の充実や健康

増進に努力してきたことが反映されていないこ

とも問題です。 

 最後に、第46号議案の「高知県部設置条例の

一部を改正する条例議案」についてです。知事

直轄の筆頭部局としての総合企画部は、県民の

願い、実態より、知事の思いを貫徹するもので

あり、県庁組織をボトムアップから、知事が司

令塔のトップダウンの組織に変えるものであり、

反対します。また、中山間を冠する部をなくす

ことは、中山間振興の後退を印象づけます。ス

ポーツを観光に結びつけることにも違和感を覚

えます。 

 以上の理由から、これらの議案に反対討論と

いたします。同僚各位の御賛同を呼びかけるも

のです。どうぞよろしくお願いいたします。（拍

手） 

○議長（弘田兼一君） ６番槇尾絢子議員。 

   （６番槇尾絢子君登壇） 

○６番（槇尾絢子君） 自由民主党の槇尾絢子で

す。私は、自由民主党会派を代表して、第１号

議案「令和６年度高知県一般会計予算」並びに

第９号議案、第46号議案に賛成する立場から討

論を行います。 

 現在、我が県における最重要かつ喫緊の課題

は人口減少の克服であり、まさに本県の未来を

左右する重大な岐路に差しかかっているものと

認識しております。特に、中山間地域において

は、地域の活力の源とも言える若年人口の減少

が県全体に先行して進んでおり、地場産業をは

じめ地域生活やインフラなどの維持に深刻な影

響を及ぼし、各地でコミュニティー存続の危機

に直面していると言っても過言ではない状況に

あると考えます。 

 そうした中、濵田知事においては、昨年11月

の知事選挙において人口減少の克服を公約に掲

げ、ほかの候補に圧倒的大差をつけて再選され、
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改めて県政のかじ取り役を県民から託されまし

た。その濵田知事を先頭に、県では人口減少対

策のマスタープランとなる高知県元気な未来創

造戦略において野心的とも言える目標を定め、

あらゆる施策を総動員してこの課題に全力で挑

むことを県民に示しました。 

 また、今議会における我が会派の明神議員の

代表質問において知事は、人口減少問題に立ち

向かうため、いきいきと仕事ができる高知、い

きいきと生活ができる高知、安全・安心な高知

の目指すべき３つの高知県像の下、施策体系を

再編し、オール高知で人口減少の克服に向けて

新しい一歩を踏み出す決意を述べられたところ

です。 

 こうした県政の基本姿勢を具体化するため、

知事は施策展開に必要な令和６年度当初予算を

編成し、今議会に提出されました。この当初予

算では、人口減少対策の抜本強化の旗印の下、

新たな時代の潮流であるデジタル化、グリーン

化、グローバル化を施策進化の視点に据え、目

指すべき３つの高知県像の実現へ向けて徹底的

に施策の強化が図られております。 

 特に、人口減少対策の抜本強化に当たっては、

四、五年後までに若年人口の減少傾向に歯止め

をかけ、おおむね10年後までには現在の水準ま

で回復させることを目指すと明確な目標を掲げ、

元気な未来創造戦略に基づき若年人口増加の好

循環を生み出せるよう、幅広く施策展開を図ろ

うとしております。 

 中でも人口減少対策総合交付金の創設は、市

町村独自の取組を強力に後押ししようとするも

のであり、編成過程で事業費を増額し、10億円

という県単独事業としては異例の規模の予算を

確保するなど、人口減少の克服に向けた知事の

本気度を市町村だけではなく、県庁職員に対し

ても強く示したものと受け止めております。 

 また、実質的な投資的経費について前年度と

同水準の予算額を確保し、四国８の字ネットワー

クなどの整備や、浦戸湾の三重防護をはじめと

する地震・津波対策の加速を図るなど、県民の

安全・安心の確保と地域経済の発展にも十分配

慮されております。あわせて、県勢浮揚に向け

た施策の着実な実行に必要なマンパワーや財源

の確保を図るため、積極的にスクラップ・アン

ド・ビルドに取り組むなど、持続可能な財政運

営にも気を配っております。 

 このように、令和６年度当初予算案は、２期

目を迎えた濵田知事のリーダーシップの下、攻

めと守りのバランスの取れた予算編成が行われ

たものと高く評価します。 

 個別の予算についても触れさせていただきま

す。 

 経済の活性化については、人口減少下にある

本県において、県内市場だけではなく、活力あ

る国内外の市場からいかにして外貨を獲得する

か、この点が何よりも重要であることは異論は

ないと考えます。このため県では、限られたマ

ンパワーや財源で最大の効果が発揮されるよう、

本県の強みを生かして県外市場に打って出る地

産外商を産業振興計画の戦略の柱として、強力

に取組を進めております。その結果、長年にわ

たり生産年齢人口の減少と連動し、減少傾向に

あった県内総生産や各分野の産出額は、明確に

増加傾向となっております。県経済は人口減少

下にあってもプラス成長をたどっております。

こうした成果からも、引き続き地産外商を柱と

して経済戦略を進めていくことが、県経済の持

続的な発展につながると考えます。 

 また、正月早々に発生した能登半島地震を教

訓とした南海トラフ地震対策の強化も大変重要

です。予算編成作業の佳境という時期でありな

がらも、早急に取り組むべき課題を洗い出し、

住宅耐震化補助金の上限引上げや、地震火災防

止へ向けた感震ブレーカーの配布など、当初予
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算において対策の強化を打ち出しました。一方

で、上水道の応急給水や避難所の生活環境の整

備、広域避難の在り方など、今後対策の強化が

必要なポイントを示し、検証を進めながら、順

次補正予算などで対応を図るとしております。 

 このように、突発的な事態に対しても柔軟に

対応しながら予算を編成しており、これまでの

豊富な行政経験に基づく濵田知事の手腕が遺憾

なく発揮されているものと受け止めております。 

 次に、第９号議案「令和６年度高知県国民健

康保険事業特別会計予算」は、全国に先駆けて

人口減少や高齢化が進む本県の国民健康保険が

抱える構造的な課題に対応しようとするもので

す。県内国保を将来にわたって安定的に運営し

ていくためには、県全体の医療費などを県全体

で支えようとする保険料水準の統一を避けて通

ることはできません。 

 当初予算では、保険料水準の統一を円滑に進

めるために、各市町村が負担する国保事業費納

付金の算定の見直しや、基金を活用した激変緩

和措置を講じることとしています。執行部にお

いて、市町村と丁寧に議論を重ねた上で、保険

料水準の上昇幅を抑えつつ、中長期の基金の活

用も考慮したバランスの取れた予算案が提出さ

れており、適切なものと考えております。 

 最後に、第46号議案「高知県部設置条例の一

部を改正する条例議案」についてであります。

近年、県政課題の複雑化、複合化が進む中、課

題の解決に向けてこれまで以上に斬新で柔軟な

発想に基づく政策立案が求められております。

また、課題が複数の分野あるいは部門にまたが

り、これまで以上に部局横断的な対応が必要と

なっております。 

 こうした状況を踏まえ、この条例議案は、企

画立案と調整機能のさらなる強化を図るよう、

言わば県政の司令塔として新たに総合企画部を

設置しようとするものであり、その必要性は十

分に理解できます。加えて、筆頭部と位置づけ

た総合企画部に人口減少対策を所管させること

で、県政における最重要かつ喫緊の課題である

人口減少への対応を、全庁的に強力に推し進め

ようとする濵田知事の強い思いが反映されたも

のと考えます。 

 また、今議会の一般質問で知事は、総合企画

部の設置は、県庁が自律的に新たな政策を生み

出す組織となるよう、職員の提案能力の強化を

図るために行うものであり、新たな政策、事務

事業の創造といった場面におけるボトムアップ

をこれまで以上に促進することが目的であると

述べており、決してトップダウンを強化する組

織改正ではないものと受け止めております。 

 こうした総合企画部の設置をはじめとした今

回の組織改編は、県政の最重要課題である人口

減少への対応として、また県勢浮揚に向けて重

要かつ効果的と認められるものであり、大変意

義のあるものと捉えております。 

 これまで述べてきたとおり、今議会に執行部

が提案しております第１号議案並びに第９号議

案、第46号議案は、いずれも賛成すべきものと

考えます。何とぞ同僚議員各位の御賛同をいた

だけますようお願い申し上げ、私の賛成討論と

します。（拍手） 

 

――――  ―――― 

 

採  決 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、討論を終

結いたします。 

 これより採決に入ります。 

 まず、第１号議案を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。委員長報告の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

   （賛成者起立） 
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○議長（弘田兼一君） 起立多数であります。よっ

て、本議案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、第２号議案から第８号議案まで、第10

号議案から第45号議案まで及び第47号議案から

第85号議案まで、以上82件の議案を一括採決い

たします。 

 委員長報告は、いずれも可決であります。委

員長報告のとおり決することに賛成の議員の起

立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（弘田兼一君） 全員起立であります。よっ

て、以上82件の議案は、いずれも委員長報告の

とおり可決されました。 

 次に、第９号議案を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。委員長報告の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

   （賛成者起立） 

○議長（弘田兼一君） 起立多数であります。よっ

て、本議案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 次に、第46号議案を採決いたします。 

 委員長報告は可決であります。委員長報告の

とおり決することに賛成の議員の起立を求めま

す。 

   （賛成者起立） 

○議長（弘田兼一君） 起立多数であります。よっ

て、本議案は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

 

――――  ―――― 

 

議案の追加上程、提出者の説明、採決（第86号― 

第87号） 

○議長（弘田兼一君） 御報告いたします。 

 知事から議案が追加提出されましたので、お

手元にお配りいたしてあります。その提出書を

書記に朗読させます。 

   （書記朗読） 

    提出書 巻末471ページに掲載 

○議長（弘田兼一君） お諮りいたします。 

 ただいま御報告いたしました第86号「高知県

公安委員会の委員の任命についての同意議案」

及び第87号「高知県監査委員の選任についての

同意議案｣､以上２件をこの際日程に追加し、議

題とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、日程に追加し、議題とすることに

決しました。 

 これらの議案を一括議題といたします。 

 ただいま議題となりました議案に対する提出

者の説明を求めます。 

 濵田省司知事。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） ただいま追加提案いたし

ました議案について御説明を申し上げます。 

 これらの議案は、いずれも人事に関する議案

であります。まず、第86号議案は、高知県公安

委員会委員の古谷純代氏の任期が今月25日を

もって満了いたしますため、新たに前田みか氏

を任命することについての同意をお願いするも

のであります。 

 次に、第87号議案は、高知県監査委員の選任

に関するものであります。県議会議員のうちか

ら選任されております加藤漠氏と田中徹氏が今

月31日をもって退職されるため、その後任に横

山文人氏と上田貢太郎氏を選任することについ

ての同意をお願いするものであります。 

 何とぞ御審議の上、適切な議決を賜りますよ

うお願い申し上げます。 

○議長（弘田兼一君） お諮りいたします。 

 ただいま議題となっている議案については、
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質疑、委員会への付託、討論を省略し、直ちに

採決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、さよう決しました。 

 これより採決に入ります。 

 まず、第86号「高知県公安委員会の委員の任

命についての同意議案」を採決いたします。 

 本議案に同意することに賛成の議員の起立を

求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（弘田兼一君） 全員起立であります。よっ

て、本議案に同意することに決しました。 

 次に、第87号「高知県監査委員の選任につい

ての同意議案」を採決いたします。 

   （14番横山文人君退場） 

○議長（弘田兼一君） 初めに、横山文人議員を

高知県監査委員に選任することに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（弘田兼一君） 起立多数であります。よっ

て、横山文人議員を監査委員に選任することに

ついては同意することに決しました。 

   （14番横山文人君入場、８番上田貢太郎君 

    退場） 

○議長（弘田兼一君） 次に、上田貢太郎議員を

高知県監査委員に選任することに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（弘田兼一君） 起立多数であります。よっ

て、上田貢太郎議員を監査委員に選任すること

については同意することに決しました。 

   （８番上田貢太郎君入場） 

 

――――  ―――― 

 

議案の上程、採決（議発第１号―議発第３号 条 

例議案、規則議案） 

○議長（弘田兼一君） 御報告いたします。 

 議員から議案が提出されましたので、お手元

にお配りいたしてあります。その提出書を書記

に朗読させます。 

   （書記朗読） 

    議発第１号から議発第３号 巻末472～ 

    482ページに掲載 

○議長（弘田兼一君） 日程第２、議発第１号「情

報通信技術を活用した高知県議会の活動の推進

に関する条例議案」から議発第３号「高知県議

会委員会条例の一部を改正する条例議案」まで、

以上３件を一括議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となりまし

た議案については、提出者の説明、質疑、委員

会への付託、討論を省略し、直ちに採決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、さよう決しました。 

 これより採決に入ります。 

 議発第１号「情報通信技術を活用した高知県

議会の活動の推進に関する条例議案」から議発

第３号「高知県議会委員会条例の一部を改正す

る条例議案」まで、以上３件を一括採決いたし

ます。 

 以上３件の議案を、いずれも原案のとおり可

決することに賛成の議員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（弘田兼一君） 全員起立であります。よっ

て、以上３件の議案は、いずれも原案のとおり

可決されました。 

 

――――  ―――― 

 

議案の上程、採決（議発第４号―議発第６号 意 

見書議案） 
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○議長（弘田兼一君） 御報告いたします。 

 議員から議案が提出されましたので、お手元

にお配りいたしてあります。その提出書を書記

に朗読させます。 

   （書記朗読） 

    議発第４号から議発第６号 巻末484～ 

    489ページに掲載 

○議長（弘田兼一君） お諮りいたします。 

 ただいま御報告いたしました議発第４号「若

者のオーバードーズ（薬物の過剰摂取）防止対

策の強化を求める意見書議案」から議発第６号

｢ＪＲ四国のローカル線維持・確保を求める意見

書議案」まで、以上３件をこの際日程に追加し、

議題とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、日程に追加し、議題とすることに

決しました。 

 これらの議案を一括議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となりまし

た議案については、提出者の説明、質疑、委員

会への付託、討論を省略し、直ちに採決するこ

とに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、さよう決しました。 

 これより採決に入ります。 

 議発第４号「若者のオーバードーズ（薬物の

過剰摂取）防止対策の強化を求める意見書議案」

から議発第６号「ＪＲ四国のローカル線維持・

確保を求める意見書議案」まで、以上３件を一

括採決いたします。 

 以上３件の議案を、いずれも原案のとおり可

決することに賛成の議員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（弘田兼一君） 全員起立であります。よっ

て、以上３件の議案は、いずれも原案のとおり

可決されました。 

 

――――  ―――― 

 

議案の上程、討論、採決（議発第７号 意見書議 

案） 

○議長（弘田兼一君） 御報告いたします。 

 議員から議案が提出されましたので、お手元

にお配りいたしてあります。その提出書を書記

に朗読させます。 

   （書記朗読） 

    議発第７号 巻末492ページに掲載 

○議長（弘田兼一君） お諮りいたします。 

 ただいま御報告いたしました議発第７号「食

料・農業・農村基本法の改正に当たり、国内農

業の基盤強化を図ることを求める意見書議案」

を、この際日程に追加し、議題とすることに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、日程に追加し、議題とすることに

決しました。 

 本議案を議題といたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となりまし

た議案については、提出者の説明、質疑、委員

会への付託を省略し、直ちに討論に入ることに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、さよう決しました。 

 これより討論に入ります。 

 通告がありますので、発言を許します。 

 32番はた愛議員。 

   （32番はた愛君登壇） 

○32番（はた愛君） 日本共産党のはた愛でござ

います。日本共産党を代表し、議発第７号「食

料・農業・農村基本法の改正に当たり、国内農
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業の基盤強化を図ることを求める意見書議案」

に賛成の立場から討論を行います。 

 生きるための食料政策は国の根幹ですが、改

定案は、現行基本法で唯一目標として掲げ、向

上を図るとしてきた食料自給率を、幾つかの指

標の一つに格下げをしました。さらに、農業者

が切実に求めていた再生産可能な農産物価格に

ついても、消費者や食品産業、流通業界などが

考慮するものとされ、価格・所得補償の拡充な

どを国の責任で行うという姿勢は一切見られな

い改定案となっています。 

 それと併せて、戦時食糧法とも言える食料供

給困難事態対策法案を提出していることも重大

です。その中身は、食料安全保障という名で輸

入途絶など不測の事態の際に国が作付転換をさ

せ、米、麦を増産させることや、花農家に芋を

作らせることなど、罰則まで設け、強制できる

としている問題です。国のこの動きに対して、

県内でも不信と怒りの声は広がっています。 

 ３月17日、地元新聞の「声 ひろば」には次の

ような投稿がありました。四万十市の87歳の方

ですが、改定法案に対し、全く市場任せの農政

としか言いようがありません、価格・所得補償

の拡充など政治の責任で苦境にある農業経営を

支える姿勢は一切見られません、かつての戦時

中の食糧管理法で校庭が芋畑に変わるのを見な

がら我慢生活を強いられた私たち高齢者にとっ

て青天のへきれきの法案です、第１次産業を守

る農林漁業家や自給率低下を憂う一般国民の声

が政治に反映されないのは本当に悔しいですと

訴えています。これまでの農政への反省や転換

が全くない、これが共通の農業現場や県民の声

です。 

 政府が提出している今回の法案では、現状で

も食料自給率は38％と下がり続けていますが、

それをより下げることになる輸入自由化は進み

ます。また、効率化の名で農地はさらに大規模

に集約化され、これまでの市場競争的な弱肉強

食政策が続きます。この下で、中山間で生きて

いる小規模・家族経営の農家たち、農村が丸ご

と危機に追い込まれていく中身だと言わざるを

得ません。 

 日本全体の基幹的農業従事者数は、2005年の

224万人から2023年の116万4,000人へと半減し

ました。平均年齢は68.7歳で、70歳以上の層が

一番多い状況です。高知県においても基幹的農

業従事者数は、2000年には約３万6,000人いまし

たが、2020年には約１万9,000人へと、20年間で

ほぼ半減しています。耕地面積もお米の産出額

も承知のとおり、減少の一途です。 

 三菱総合研究所は、日本の農業について、2050

年には農業経営体数は2020年との比較で84％減

り、経営耕地面積も半減すると推計を報告して

います。また現在、高止まりしている物価高騰

の影響は深刻で、肥料や資材の価格は平均で約

1.5倍を超える大きな負担となっています。 

 昨年公表された2022年の農林水産の統計調査

では、水田作の平均農業粗収益は年間で約378万

円です。一方で、平均農業経営費は377万円、差

引き額は約１万円、時給にすると10円以下です。

これは各種の補助金を含めた上での金額ですか

ら、どれほど農業が厳しく、自立も持続もでき

ないような状況になっているかが分かります。 

 県内東部のニラ農家の50代の女性は、肥料の

高騰は２倍近くになり、自分が食べる御飯を減

らし、ニラの肥料を買っていると話しています。

そうやって身を削り育てたニラも、自然の影響

を受け、単価は乱高下するといいます。そもそ

も自然環境に左右される産業だからこそ、国の

支援は不可欠です。 

 また、南国市で耕作放棄地化していたハウス

を借り、ナスを生産する40代の男性は、転職を

して新規就農支援を受け、農家として頑張って

おられますが、周辺農地の荒廃を心配しつつ、
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自身も新規就農者支援の補助金が切れたら、継

続できるか分からないと不安を訴えます。 

 国が行うべきことは、農業で食べていける、

生活が成り立つように、これまでの農政を転換

することです。例えば、農業保護の観点で海外

の動きを見ると、欧州諸国と日本の農業所得に

占める直接支払いの割合を比較すると、日本は

30％、これに対しスイスは92％、ドイツは77％、

フランスは64％、日本の直接支払制度の実態は

極めて貧弱です。 

 世界の国々は、農業保護政策を国家の重要な

問題と位置づけ、予算も確保しています。日本

においても、人がいなくなり崩れ行く農村をど

う守るのか、本気の改革が問われていると思い

ます。よって、国に対し、農業基本法の改定に

当たっては、農業や農地の多面的機能の価値を

見直し、自国の食料は自国で賄う決意で、食料

自給率の向上や農家の生活を守る、所得補償を

しっかり行う農政へ、転換を強く求めるもので

す。 

 以上述べまして、議発第７号に賛成の討論と

いたします。（拍手） 

○議長（弘田兼一君） 以上をもって、討論を終

結いたします。 

 これより採決に入ります。 

 議発第７号「食料・農業・農村基本法の改正

に当たり、国内農業の基盤強化を図ることを求

める意見書議案」を採決いたします。 

 本議案を原案のとおり可決することに賛成の

議員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（弘田兼一君） 起立少数であります。よっ

て、本議案は否決されました。 

 

――――  ―――― 

 

常任委員の選任 

○議長（弘田兼一君） 日程第３、常任委員の選

任を行います。 

 現在の常任委員会の委員は、委員会条例第３

条の規定により本月31日をもって任期が満了す

ることとなっておりますので、これより次期常

任委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。次期の常任委員会委員の

選任については、委員会条例第５条の規定によ

り、お手元にお配りいたしてあります指名案の

とおり、それぞれ選任することに御異議ありま

せんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、次期常任委員は、指名案のとおり

それぞれ選任することに決しました。 

    常任委員指名案 巻末494ページに掲載 

 

――――  ―――― 

 

議会運営委員の選任 

○議長（弘田兼一君） 日程第４、議会運営委員

の選任を行います。 

 現在の議会運営委員会の委員は、委員会条例

第３条の２の規定により本月31日をもって任期

が満了することとなっておりますので、これよ

り次期議会運営委員の選任を行います。 

 お諮りいたします。次期の議会運営委員会委

員の選任については、委員会条例第５条の規定

により、お手元にお配りいたしてあります指名

案のとおり選任することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、次期議会運営委員は、指名案のと

おり選任することに決しました。 

    議会運営委員指名案 巻末495ページに 

    掲載 
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――――  ―――― 

 

継続審査の件 

○議長（弘田兼一君） 御報告いたします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から、お手

元にお配りいたしてあります申出書写しのとお

り、閉会中の継続審査の申出がありました。 

    継続審査調査の申出書 巻末496ページ 

    に掲載 

 お諮りいたします。ただいま御報告いたしま

した閉会中の継続審査の件を、この際日程に追

加し、議題とすることに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、日程に追加し、議題とすることに

決しました。 

 閉会中の継続審査の件を議題といたします。 

 お諮りいたします。各常任委員長及び議会運

営委員長から申出のとおり、これらの事件を閉

会中の継続審査に付することに御異議ありませ

んか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（弘田兼一君） 御異議ないものと認めま

す。よって、各常任委員長及び議会運営委員長

から申出のとおり、閉会中の継続審査に付する

ことに決しました。 

   （議長弘田兼一君退場、副議長今城誠司君 

    議長席に着席） 

 

――――  ―――― 

 

議長辞職の件 

○副議長（今城誠司君） 御報告いたします。 

 弘田兼一議長から議長辞職願が提出されまし

た。その辞職願を書記に朗読させます。 

   （書記朗読） 

     辞 職 願 

  今般一身上の都合により、議長を辞職したい

 ので許可願います 

   令和６年３月21日 

       高知県議会議長 弘田 兼一 

  高知県議会副議長 今城 誠司様 

○副議長（今城誠司君） お諮りいたします。 

 ただいま御報告いたしました議長辞職の件を、

この際日程に追加し、議題とすることに御異議

ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○副議長（今城誠司君） 御異議ないものと認め

ます。よって、日程に追加し、議題とすること

に決しました。 

 議長辞職の件を議題といたします。 

 これより、弘田兼一議長の議長辞職の件を採

決いたします。 

 弘田兼一議長の議長辞職を許可することに賛

成の議員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○副議長（今城誠司君） 全員起立であります。

よって、弘田兼一議長の議長辞職を許可するこ

とに決しました。 

   （17番弘田兼一君入場） 

○副議長（今城誠司君） 弘田兼一議員の御挨拶

があります。 

   （17番弘田兼一君登壇） 

○17番（弘田兼一君） 高知県議会議長の職を辞

するに当たり、一言退任の御挨拶を申し上げま

す。 

 昨年の５月、議員各位の御推挙をいただき、

第102代高知県議会議長の職に就任をさせていた

だきました。 

 在任中は、公明・公正かつ円滑な議会の運営

を心がけてまいりました。また、県民の皆様の

信頼と期待に応えるため、県行政全般にわたる

チェック機能の強化と併せて、県勢浮揚に向け

た積極的な政策の提言などに誠心誠意、全力で
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取り組んできたところでございます。 

 この間、経験豊富な今城副議長には、あらゆ

る面でお力添えをいただきますとともに、同僚

議員各位、さらには濵田知事をはじめとします

執行部の皆様、報道関係の皆様、そして何より

も県民の皆様の大変温かい御支援をいただきま

した。おかげをもちまして、本日ここに、こう

して議長の職責を全うすることができました。

このことに対しまして皆様に厚く御礼を申し上

げますとともに、衷心より感謝を申し上げます。 

 また、今議会を最後に３月末日をもちまして

多くの県職員の皆さんが退職されます。長きに

わたり県庁を支えていただきました皆さん、誠

に御苦労さまでございました。 

 さて、この間を振り返りますと、私が議長に

就任した昨年５月には、新型コロナウイルス感

染症が５類感染症に移行し、社会経済活動の正

常化が進む中で、よさこい祭りをはじめとする

各種イベントが復活するなど、町がにぎわいを

取り戻してまいりました。 

 こうした流れを受けて、県経済においても、

個人消費を中心にコロナ禍からの回復軌道に乗

りつつある中、連続テレビ小説らんまんの放送

や、台湾からのチャーター便就航という絶好の

追い風を得て、昨年の県外観光客は過去最高を

記録するなど、本県の観光はコロナ禍前を超え

て大変好調に推移をいたしております。 

 一方で、県勢浮揚に向けた歩みを確かなもの

とするためには、様々な課題があることも事実

です。濵田知事は、実質的な２期目のスタート

に当たり、人口減少対策を県政の最重要かつ喫

緊の課題であると位置づけました。これを克服

するためのマスタープランとして、高知県元気

な未来創造戦略を策定し、中山間地域再興ビ

ジョンと併せて総合的な施策を展開することで、

若年人口の減少に歯止めをかけ、おおむね10年

後には現在の水準まで回復させることを目指す

と表明をされました。 

 私ごとで恐縮ですが、私が県職員時代に過疎

対策などに携わる中で、地元室戸市の活気が失

われていく状況に危機感を抱き、特効薬がない

ことは承知の上で、地域の声に耳を傾け、諦め

ない、その思いで微力を尽くしたいという決意

をいたしましたのが議員としての原点でありま

した。今現在においても、その思いに何ひとつ

変わりありません。 

 今後は、この間の貴重な経験を生かし、一議

員として決意を新たに地域活性化、そして県勢

浮揚に向け、一意専心に取り組んでまいります。

皆様方の一層の御指導、御鞭撻を心よりお願い

申し上げまして、退任の御挨拶とさせていただ

きます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

 

――――  ―――― 

 

議 長 の 選 挙 

○副議長（今城誠司君） お諮りいたします。 

 議長の選挙を、この際日程に追加し、選挙を

行うことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○副議長（今城誠司君） 御異議ないものと認め

ます。よって、日程に追加し、選挙を行うこと

に決しました。 

 これより議長の選挙を行います。 

 本選挙は、投票により行います。 

 議場を閉鎖いたします。 

   （議場閉鎖） 

○副議長（今城誠司君） 議場における議員の現

在数は、37人であります。 

 お諮りいたします。会議規則第31条第２項の

規定により、立会人に５番土森正一議員及び35

番岡本和也議員を指名いたしたいと存じますが、

御異議ありませんか。 
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   （「異議なし」と言う者あり） 

○副議長（今城誠司君） 御異議ないものと認め

ます。よって、立会人に５番土森正一議員及び

35番岡本和也議員を指名いたします。御両人は、

御了承願います。 

 書記に投票用紙を配付させます。 

   （投票用紙配付） 

○副議長（今城誠司君） 投票用紙の配付漏れは

ありませんか。――配付漏れなしと認めます。 

 なお、念のため申し上げます。投票は、単記

無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名

を記載の上、投票願います。 

 投票箱を点検させます。 

   （投票箱点検） 

○副議長（今城誠司君） 投票箱に異状なしと認

めます。 

 これより投票を開始いたします。点呼に応じ

て順次投票願います。 

   （氏名点呼） 

   （各員投票） 

○副議長（今城誠司君） 投票漏れはありません

か。――投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

○副議長（今城誠司君） これより開票を行いま

す。 

 ５番土森正一議員、35番岡本和也議員の立会

いを願います。 

   （開票点検） 

○副議長（今城誠司君） 選挙の結果を御報告い

たします。 

   投 票 総 数      37票 

     有 効 投 票    37票 

   有 効 投 票 中 

     加 藤   漠 議員 27票 

     塚 地 佐 智 議員 10票 

 以上のとおりであります。この選挙の法定得

票数は、10票であります。よって、加藤漠議員

が高知県議会議長に当選されました。 

 ただいま議長に当選されました加藤漠議員が

議場におられますので、本席から、会議規則第

32条第２項の規定による告知をいたします。 

 加藤漠議長の御挨拶があります。 

   （16番加藤漠君登壇） 

○16番（加藤漠君） お許しをいただきましたの

で、一言御挨拶を申し上げます。 

 このたび、議員の皆様の御推挙をいただき、

第103代高知県議会議長に選任いただきました。

誠に身に余る光栄であり、衷心より感謝申し上

げますとともに、その職責の重さに身の引き締

まる思いでございます。 

 さて、全国的に社会経済活動がコロナ禍から

回復を見せる一方で、人口減少、少子高齢化は

我が国における成長の妨げとなる最大の課題で

あり、とりわけ高知県では、昨年の出生数が速

報値で過去最少となるなど、その対応は待った

なしの状況となっています。 

 こうした中、２期目となる濵田知事は、令和

６年度において人口減少対策を抜本強化する元

気な未来創造予算を編成するとともに、多方面

にわたる複合的な県政課題に対応するため、県

政の司令塔として新たに総合企画部を設置して、

様々な分野における政策の企画立案・調整機能

を強化し、全庁一丸となって施策を展開しよう

としております。また、新たな時代の潮流であ

るデジタル化、グリーン化、グローバル化を先

取りし、各分野の施策を絶えず進化させ、課題

を乗り越えていくことで、元気で豊かなあった

かい高知県を実現し、次世代に引き継いでいけ

るよう全力で挑戦を重ねていくと決意を表明さ

れました。 

 県民の皆様から負託を受けました県議会とい

たしましては、県民の声をしっかりとお聞きし、
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地域の実情と課題の把握に努め、行政へのチェッ

ク機能と政策提言力を十分に発揮していくこと

が求められます。また、幅広い県政課題につい

て、執行部をはじめ関係の皆様との連携を図り

ながら解決を目指し、さらなる県勢浮揚に向け、

一丸となって取り組んでいくことで、県民の皆

様の期待と信頼に応えてまいりたいと考えてお

ります。 

 議員の皆様の御指導、御鞭撻を賜りながら、

公正かつ円滑な議会運営と県勢発展のため、誠

心誠意努力してまいりたいと思いますので、何

とぞよろしくお願いを申し上げます。 

 結びに、濵田知事をはじめ執行部の皆様、報

道関係の皆様、県民の皆様には、一層の御支援、

御協力を賜りますよう心からお願いを申し上げ

まして、就任に当たっての御挨拶とさせていた

だきます。 

 誠にありがとうございました。（拍手） 

○副議長（今城誠司君） それでは、新しい議長

と交代いたします。 

   （副議長今城誠司君退場、議長加藤漠君議 

    長席に着席） 

 

――――  ―――― 

 

副議長辞職の件 

○議長（加藤漠君） 御報告いたします。 

 今城誠司副議長から副議長辞職願が提出され

ました。その辞職願を書記に朗読させます。 

   （書記朗読） 

     辞 職 願 

  今般一身上の都合により、副議長を辞職した

 いので許可願います 

   令和６年３月21日 

       高知県議会副議長 今城 誠司 

  高知県議会議長 加藤 漠様 

○議長（加藤漠君） お諮りいたします。 

 ただいま御報告いたしました副議長辞職の件

を、この際日程に追加し、議題とすることに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、日程に追加し、議題とすることに決し

ました。 

 副議長辞職の件を議題といたします。 

 これより、今城誠司副議長の副議長辞職の件

を採決いたします。 

 今城誠司副議長の副議長辞職を許可すること

に賛成の議員の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（加藤漠君） 全員起立であります。よっ

て、今城誠司副議長の副議長辞職を許可するこ

とに決しました。 

   （９番今城誠司君入場） 

○議長（加藤漠君） 今城誠司議員の御挨拶があ

ります。 

   （９番今城誠司君登壇） 

○９番（今城誠司君） 副議長の職を辞するに当

たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 昨年の５月に、皆様方の温かい御推挙をいた

だきまして、副議長の職に就任をさせていただ

きました。在任中は経験豊かな弘田議長の下で、

県勢の発展のため誠心誠意職務に邁進してまい

りました。重責を担う議長を、微力ではござい

ますがお支えをし、本日まで職責を全うできま

したのも、先輩・同僚議員、濵田知事をはじめ

執行部の皆様、報道関係の皆様、そして県民の

皆様方の御支援、御協力のたまものでありまし

て、厚く御礼を申し上げます。 

 この１年間の貴重な経験を糧にいたしまして、

人口減少対策はもとより、県勢浮揚に向け、産

業の振興、保健・医療・福祉施策の充実、南海

トラフ地震対策など多岐にわたる県政課題の解

決に、引き続き全力を尽くしてまいりたいと思
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います。 

 今後とも、皆様の一層の御指導、御鞭撻を賜

りますよう心からお願いを申し上げまして、簡

単でございますが、退任に当たっての御挨拶と

させていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

 

――――  ―――― 

 

副議長の選挙 

○議長（加藤漠君） お諮りいたします。 

 副議長の選挙を、この際日程に追加し、選挙

を行うことに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、日程に追加し、選挙を行うことに決し

ました。 

 これより副議長の選挙を行います。 

 本選挙は、投票により行います。 

 議場を閉鎖いたします。 

   （議場閉鎖） 

○議長（加藤漠君） 議場における議員の現在数

は、37人であります。 

 お諮りいたします。会議規則第31条第２項の

規定により、立会人に５番土森正一議員及び35

番岡本和也議員を指名いたしたいと存じますが、

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と言う者あり） 

○議長（加藤漠君） 御異議ないものと認めます。

よって、立会人に５番土森正一議員及び35番岡

本和也議員を指名いたします。御両人は、御了

承願います。 

 書記に投票用紙を配付させます。 

   （投票用紙配付） 

○議長（加藤漠君） 投票用紙の配付漏れはあり

ませんか。――配付漏れなしと認めます。 

 なお、念のため申し上げます。投票は、単記

無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名

を記載の上、投票願います。 

 投票箱を点検させます。 

   （投票箱点検） 

○議長（加藤漠君） 投票箱に異状なしと認めま

す。 

 これより投票を開始いたします。点呼に応じ

て順次投票願います。 

   （氏名点呼） 

   （各員投票） 

○議長（加藤漠君） 投票漏れはありませんか。

――投票漏れなしと認めます。 

 投票を終了いたします。 

 議場の閉鎖を解きます。 

   （議場開鎖） 

○議長（加藤漠君） これより開票を行います。 

 ５番土森正一議員、35番岡本和也議員の立会

いを願います。 

   （開票点検） 

○議長（加藤漠君） 選挙の結果を御報告いたし

ます。 

   投 票 総 数      37票 

     有 効 投 票    37票 

   有 効 投 票 中 

     金 岡 佳 時 議員 27票 

     橋 本 敏 男 議員 10票 

 以上のとおりであります。この選挙の法定得

票数は、10票であります。よって、金岡佳時議

員が高知県議会副議長に当選されました。 

 ただいま副議長に当選されました金岡佳時議

員が議場におられますので、本席から、会議規

則第32条第２項の規定による告知をいたします。 

 金岡佳時副議長の御挨拶があります。 

   （10番金岡佳時君登壇） 

○10番（金岡佳時君） お許しをいただきました

ので、一言御挨拶を申し上げます。 

 ただいま先輩・同僚議員の皆様より御推挙を
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賜りまして、副議長の職に就かせていただくこ

とになりました。誠に身に余る光栄であり、皆

様の御芳情に対し心から御礼を申し上げます。

現在、人口減少対策や南海トラフ地震への備え

など、非常に重大な時期を迎えており、その責

任の重大さを痛感しているところであります。 

 私はもとより微力ではございますが、経験、

人格、識見ともに優れた加藤議長の下、議長の

補佐役といたしまして、これまで培ってきた経

験を生かし、公正かつ円滑な議会運営に努め、

県勢のさらなる発展に全力を尽くしてまいる決

意であります。どうか議員の皆様におかれまし

ては、今後ともなお一層の変わらぬ御指導、御

鞭撻を賜りますよう心からお願いを申し上げま

す。 

 結びに、濵田知事をはじめ執行部の皆様、報

道関係の皆様にも御支援、御協力を賜りますよ

うお願い申し上げまして、就任の御挨拶とさせ

ていただきます。 

 ありがとうございました。（拍手） 

 

――――  ―――― 

 

前正副議長に対する謝辞 

○議長（加藤漠君） この際、依光美代子議員か

ら、ただいま辞職されました弘田前議長並びに

今城前副議長に対し、議員一同に代わって謝辞

を述べられます。 

 21番依光美代子議員。 

   （21番依光美代子君登壇） 

○21番（依光美代子君） たくさんの諸先輩方が

いらっしゃる中、僣越でございますが、お許し

をいただきましたので、議員一同を代表し、辞

任されました弘田前議長、今城前副議長に対し

まして、一言お礼を申し上げます。 

 お二人は、昨年の５月臨時会におきまして、

第102代議長、第107代副議長の要職に選任され

ました。 

 在任中は、県勢発展に向け、産業振興や日本

一の健康長寿県づくり、南海トラフ地震対策、

教育の充実など幅広い県政課題について、執行

部や市町村、関係団体などの皆さんと連携をさ

れ、全力で取り組んでこられました。 

 また、全国の議長会や四国４県の正副議長会

などにおかれまして、本県をはじめ全国の地方

が直面している喫緊の課題解決に向けて、国に

対する積極的な政策提言にも取り組んでこられ

ました。 

 さらには、今年度は、南海トラフ地震の被害

が予想される関係各県の議長で構成する、南海

トラフ地震による超広域災害への備えを強力に

進める10県議会議長会議の代表世話人に就任さ

れました。このことを受けまして、弘田前議長

のリーダーシップの下、本年１月には、関係各

県の議長を本県に招いて防災施設などの視察研

修を実施されました。能登半島地震直後という

こともありまして、被害の現状を踏まえて意見

交換を重ねるなど、大変時宜を得た有意義な取

組となりました。 

 お二人におかれましては、公正かつ円滑な議

会の運営を行うことはもちろん、県議会の代表

として様々な現場において県民の皆さんの声に

耳を傾けてこられました。同時に、議会の取組

についても積極的に発信されるなど、名実とも

に県民の皆さんの期待に応える議会となるよう、

御活躍をしていただいたところでございます。 

 これらの御功績は、ひとえにお二人の優れた

人格と卓越した見識、そして県勢の浮揚並びに

地方自治の発展に向けた、その強い意志とたゆ

まぬ努力によるものでございます。私ども議員

一同心から敬意を表しまして、感謝を申し上げ

る次第でございます。 

 お二人におかれましては、今後とも御自愛の

上、さらなる県勢浮揚に向け、今後とも御尽力、
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御活躍を賜りますよう心からお願いを申し上げ

まして、感謝の言葉とさせていただきます。 

 本当に御苦労さまでございました。感謝申し

上げます。ありがとうございました。 

 

――――  ―――― 

 

○議長（加藤漠君） 以上をもちまして、今期定

例会提出の案件全部を議了いたしました。 

 

――――  ―――― 

 

閉 会 の 挨 拶 

○議長（加藤漠君） 閉会に当たりまして、一言

御挨拶を申し上げます。 

 今議会には、県勢浮揚に必要な施策を着実に

実行しつつ、今後の財政運営を見据えた令和６

年度一般会計当初予算をはじめ、当面する県政

上の重要案件が提出をされました。 

 議員各位におかれましては、これらの議案に

対し終始熱心な御審議をいただき、おかげをも

ちまして全議案を滞りなく議了し、予定どおり

の日程をもって無事閉会の運びとなりました。

議員各位の格別の御協力に対しまして心から感

謝を申し上げます。 

 また、知事をはじめ執行部の方々並びに報道

関係の皆様方におかれましても、この間何かと

御協力を賜りましたことに対しまして厚くお礼

を申し上げます。 

 さて、昨年は５月に新型コロナウイルス感染

症が５類感染症へと移行され、社会経済活動の

正常化に向けた動きも全国的に活発となりまし

た。本県におきましても、４年ぶりとなるよさ

こい祭りの通常開催や、連続テレビ小説らんま

んの効果などにより、にぎわいが戻ってきたと

実感しております。 

 一方、県経済は回復へ向け歩み始めたものの、

物価高騰は県民や事業者の方々にまだまだ大き

な影響を及ぼしています。執行部におかれまし

ては、引き続き県民や事業者の方々への影響を

注視し、対策を講じていただきますとともに、

１月１日に発生した能登半島地震は決して人ご

とではない事態であることを認識の上、県民の

安全・安心を確保するために必要な対策などに

つきましても、迅速かつ的確に進めていただき

ますようお願いを申し上げます。 

 日一日と暖かくなってまいりまして、桜の便

りも聞かれるようになりました。来月早々から

は新たな体制での議会活動も始まります。どう

か皆様方におかれましては、一層御自愛の上、

県勢発展のためにますます御活躍を賜りますよ

うお願い申し上げまして、閉会の御挨拶とさせ

ていただきます。 

 これより、県知事の御挨拶があります。 

   （知事濵田省司君登壇） 

○知事（濵田省司君） 令和６年２月県議会定例

会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上

げます。 

 今議会には、令和６年度一般会計当初予算や

こうち奨学金返還支援基金条例議案などを提出

させていただきました。議員各位には熱心な御

審議を賜り、誠にありがとうございました。ま

た、ただいまは、それぞれの議案につきまして

御決定を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 今議会では、人口減少対策をはじめ、能登半

島地震を踏まえた南海トラフ地震対策、１次産

業の振興、道路整備、教育政策などにつきまし

て、多くの御意見や御提言をいただきました。

御審議の過程でいただきました貴重な御意見、

御提言を十分肝に銘じ、私自身もこれまで以上

に気を引き締めて、全力で県政の運営に努めて

まいります。 

 来る令和６年度は、県政運営２期目の実質的

なスタートとなります。人口減少問題を県政の
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最重要課題として位置づけ、高知の未来を切り

開いていく、その新しい一歩を踏み出す年にい

たします。 

 人口減少の克服に向けましては、元気な未来

創造戦略を新たに策定し、県庁の持てるあらゆ

る政策手段を動員して全力で取り組みます。そ

の鍵となるのは、若年人口の回復です。高知に

残りたいという若者の希望をかなえ、また高知

に帰ってきたいと思わせるような、魅力ある高

知県づくりを目指します。 

 新年度は、いきいきと仕事ができる高知に向

けて、大阪梅田へのアンテナショップ開設やグ

ローバル化の取組を通じまして、地産外商を強

化します。同時に、デジタル化やグリーン化を

通じましたイノベーションにより、若者に魅力

のある仕事の創出を進めます。さらに、中山間

地域を含めまして、教育の充実、医療・介護基

盤の整備を進め、いきいきと生活ができる高知

の実現を図ります。 

 男性育休の取得促進などを通じて子育て支援

策を大幅に強化することも急務であります。こ

れと併せて、男は仕事、女は家庭といった固定

的な性別役割分担意識の解消を進め、多様性が

尊重され、若者が居心地のよさを感じられる地

域となることを目指してまいります。そのため

に、新年度は徹底して若い世代の声に耳を傾け

まして、若年人口の回復に向けた効果的なプロ

モーションを展開いたします。 

 また、このような元気な未来を創造していく

ための大前提となりますのは、安全・安心な高

知の実現です。今回の能登半島地震を受けまし

て、建物の耐震化、災害に強い道路ネットワー

クの整備などに早急に取り組みます。さらに、

実態調査の結果や専門家の知見などを踏まえま

して、南海トラフ地震対策行動計画を見直し、

対策全般にわたり強化を図ります。 

 議員各位には、今後とも御指導、御鞭撻を賜

りますようよろしくお願いを申し上げます。 

 また、弘田議長、今城副議長が退任をされ、

新しく加藤議長、金岡副議長が御就任になりま

した。弘田議長、今城副議長におかれましては、

コロナ禍からの回復という県政にとりまして大

変重要な時期に、優れた見識と卓越した手腕に

よりまして円滑な議会運営に御尽力をされ、県

民生活の安定と県勢の浮揚に多大な御貢献をい

ただきました。心から敬意を表しますとともに、

在任中に執行部に賜りました御指導、御鞭撻に

対しまして深く感謝を申し上げます。 

 新たに就任されました加藤議長、金岡副議長

には心からお喜びを申し上げます。今後とも格

段の御指導、御鞭撻を賜りますよう心からお願

いを申し上げます。 

 終わりに、議員各位におかれましては、御自

愛の上、県勢の発展のため一層のお力添えを賜

りますよう重ねてお願い申し上げまして、簡単

ではございますが、私からの閉会の御挨拶とさ

せていただきます。 

 誠にありがとうございました。 

 

――――  ―――― 

 

○議長（加藤漠君） これをもちまして、令和６

年２月高知県議会定例会を閉会いたします。 

   午後０時47分閉会 


	139000_高知県Ｒ06年２Ｔ日程
	139000_高知県Ｒ06年２Ｔ目次
	139000_高知県Ｒ06年２Ｔ告示
	139000_高知県Ｒ06年２Ｔ１
	139000_高知県Ｒ06年２Ｔ２
	139000_高知県Ｒ06年２Ｔ３
	139000_高知県Ｒ06年２Ｔ４
	139000_高知県Ｒ06年２Ｔ５
	139000_高知県Ｒ06年２Ｔ６
	139000_高知県Ｒ06年２Ｔ７
	139000_高知県Ｒ06年２Ｔ８〆（辞職）


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 600
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


